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平 成 2 1 年 ９ 月 1 0 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時１分開会

出 席 議 員（42名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）
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◎ 開 会

○中村幸一議長 これより平成21年９月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員42名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○中村幸一議長 会議録署名議員に、黒木覚市

議員、西村賢議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○中村幸一議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、中野廣明委員長。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

去る９月３日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成21年９月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計16件、その内訳は、補正予算案５件、条例

９件、予算・条例以外２件であります。このほ

か２件の報告があります。また、さらに人事案

件及び決算認定案件が追加提案される予定であ

ります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査いたしました結果、会期に

ついては本日から10月20日までの41日間とする

ことを決定いたしました。なお、会議日程は、

お手元に配付されております日程表のとおりで

確認決定いたしました。

今期定例会は、９月15日から３日間の日程で

代表質問、18日から３日間の日程で一般質問を

行います。代表質問については、質問人数を７

名とし、質問の順序及び時間は、自由民主党120

分以内、社会民主党55分以内、愛みやざき50分

以内、公明党45分以内、民主党45分以内、自由

民主党県民の会45分以内といたします。次に、

一般質問については、質問人数を合計12名以内

とし、質問順序は、14日の通告締め切り後に行

う抽せんにより決定いたします。質問時間は１

人30分以内といたします。以上のとおり、質問

について確認決定いたしたところであります。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。

休会中の10月８日から10月16日までの間に、

決算特別委員会を開催していただき、10月20日

の最終日に、付託された議案の審査結果報告を

願います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○中村幸一議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より10月20日まで

の41日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平成21年９月10日(木)
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○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第16号まで上程

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より、議案第１号から第16号までの各

号議案の送付を受けましたので、これらを一括

上程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成21年９

月定例県議会の開会に当たりまして、まず、さ

きの総選挙をめぐる私の一連の行動及び発言に

よりまして、県議会を初め県民の皆様に多大な

御迷惑、御心配をおかけしましたことを、改め

て心よりおわびを申し上げたいと思います。

私といたしましては、７月の県議会全員協議

会におきまして、議員の皆様からいただいた御

意見や御指摘、また多くの県民の皆様からいた

だいた御意見等を真摯に、かつ謙虚に受けと

め、残り１年４カ月の任期を、「宮崎県の発展

と県民の皆様の幸せのために尽くしたい」とい

う初心を忘れることなく、県勢発展に全身全霊

をかけて取り組んでまいる覚悟であります。皆

様には、引き続き御指導・御理解を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

それでは、ただいま御提案いたしました議案

の御説明に先立ち、４点ほど御報告をさせてい

ただきます。

１点目は、国際定期便についてであります。

宮崎空港発着の国際定期便であります「宮崎

―台北線」につきまして、先月突然、エバー航

空より、本年10月から運休する旨の連絡がござ

いました。運休の理由は、長引く景気低迷や新

型インフルエンザの影響等により搭乗率が低迷

しており、さらにエバー航空の厳しい経営状況

から収支改善を図るために路線の見直しを行う

必要があるというものであります。

県といたしましては、長年にわたる要望活動

やチャーター便運航の積み重ねにより実現でき

た路線であり、７月、８月の搭乗率が70％を超

えるなど、今後の利用者増が期待されていただ

けに、今回の定期便運休の決定は大変残念であ

ります。

本路線は、本県と東アジアとの交流拡大や地

域経済の活性化にとって重要な路線であります

ので、早期の定期便運航再開に向け、今後とも

航空会社や関係機関に積極的な働きかけを行っ

てまいりたいと考えております。

２点目は、ブラジル宮崎県人会創立60周年記

念事業についてであります。

去る８月23日に、サンパウロ市において、ブ

ラジル全土から本県出身者やその家族など約500

名が参加し、「ブラジル宮崎県人会創立60周年

記念祭典」が盛大に開催され、私も中村県議会

議長を初め県内の関係者の方々とともに参加い

たしました。

訪問中は、ブラジルの地で活躍する移住者の

方々のふるさと宮崎への熱い思いに接するとと

もに、本県関係者や進出企業等が同国の発展に

貢献する姿に大いに感銘を受けたところであり

ます。

今回の記念祭典を機に、ブラジル宮崎県人会

と本県のきずなをより一層深めることができた

ものと考えております。

３点目は、企業誘致についてであります。

平成21年９月10日(木)
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去る９月７日に、宮崎市田野町と清武町の２

カ所に太陽電池工場を立地していただいており

ます昭和シェルソーラー株式会社から、国富町

の日立プラズマディスプレイ株式会社宮崎工場

を買収し、大規模な新工場の立地を決定された

との連絡がありました。

私は、昨年来、昭和シェル石油株式会社及び

昭和シェルソーラー株式会社の両社を訪問し、

３番目となる新工場につきましても、ぜひとも

宮崎県内に建設していただくよう積極的な誘致

活動を行ってまいりました。

今回の発表によりますと、太陽電池工場とし

ては世界でも最大級の規模でありまして、

約1,000億円を投資し、約800人の雇用予定との

ことでありますので、これにより、本県経済の

活性化や雇用創出に加え、関連企業の本県進出

や地元企業との取引拡大等、今後の展開に大き

な期待をしているところであります。

また、大量の製品が生産され、出荷されるこ

とにより、本県物流システムの大幅な稼働率の

向上につながるとともに、太陽電池の一大生産

拠点が県内に具現化することにより、現在進め

ておりますソーラーフロンティア構想の推進に

も大きな弾みがつくものと考えております。

４点目は、新型インフルエンザ対策について

であります。

新型インフルエンザ対策につきましては、私

が本部長となる総合対策本部を中心に、感染防

止対策の推進を図っているところであります。

新型インフルエンザは、既に流行期に入り、

今後、大流行の兆しを見せていることから、福

祉保健部に９月14日付で、新型インフルエンザ

を含む感染症対策に迅速かつ専門的に対応する

ため、課長級の職であります「感染症対策監」

及び「感染症対策担当」を新たに設置すること

といたしました。

県といたしましては、県民の皆様の健康を守

るため、状況の変化に的確に対応できるよう、

スピード感を持った取り組みに努めてまいりた

いと考えております。

次に、議案の概要について御説明申し上げま

す。

初めに、補正予算案であります。

今回は、経済・雇用対策の実施に伴うもの、

その他必要とする経費について措置することと

いたしました。補正額は、一般会計449億4,010

万3,000円、特別会計４億268万1,000円、公営企

業会計2,238万2,000円であります。この結果、

一般会計の歳入歳出予算規模は6,281億3,534

万9,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業関係につきましては、国庫支

出金の交付決定や国の臨時的な交付金の活用等

によりまして、河川事業や林道事業を中心に補

助公共事業で44億円余、地方道路交付金事業

で54億円余、県単独公共事業で11億円余など、

公共事業全体で124億円余の追加補正を行うこと

といたしました。

その他、経済・雇用対策として、国の臨時的

な交付金をもとに、社会福祉施設入所者の安全

・安心を確保するための基金など、新たな４つ

の基金の造成を初め、合計で97事業、240億円余

を措置することといたしました。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、分担金及び負担金２億4, 5 4 0

万6,000円、国庫支出金336億3,303万8,000円、

繰入金39億8,643万3,000円、繰越金23億7,425

万9,000円、諸収入２億7,049万6,000円、県債44

平成21年９月10日(木)
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億2,410万円、その他637万1,000円であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

まず、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」は、県立都城

泉ケ丘高等学校附属中学校の新設及び県立高原

高等学校の閉校に伴い、所要の規定の整備を行

うための条例の改正であります。

議案第９号「宮崎県環境保全基金条例の一部

を改正する条例」は、国における「地域グリー

ンニューディール基金事業」の創設に伴い、所

要の規定の整備を行うための条例の改正であり

ます。

議案第11号から議案第14号までの４つの条例

は、国の臨時的な交付金をもとにそれぞれ基金

を創設するため、地方自治法の規定に基づき条

例を制定するものであります。

このほか、議案第６号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」外４件でありま

すが、説明は省略させていただきます。

以上、今回提案しました議案の概要について

御説明いたしました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす11日から14日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、15日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時15分散会

平成21年９月10日(木)



９月15日（火）



平 成 2 1 年 ９ 月 1 5 日 ( 火 曜 日 )

午前 10時０分開議
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35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議案第17号から第27号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第17号から第27

号までの各号議案の送付を受けましたので、こ

れらを日程に追加し議題とすることに御異議あ

りませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案第17号から第27号について

御説明申し上げます。

まず、議案第17号は、公安委員会委員田代知

代氏が平成21年10月31日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として佐藤勇夫氏を

任命いたしたく、警察法第39条第１項の規定に

より、県議会の同意を求めるというものであり

ます。

次に、議案第18号は、人事委員会委員黒木奉

武氏が平成21年10月24日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として同じく黒木奉

武氏を選任いたしたく、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、県議会の同意を求める

ものであります。

また、議案第19号から議案第27号は、公害審

査会委員渡邊紘光氏ほか８名の委員が平成21

年10月31日をもって任期満了となりますので、

その後任委員として渡邊紘光氏ほか８名を任命

いたしたく、公害紛争処理法第16条第１項の規

定により、県議会の同意を求めるというもので

あります。よろしく御審議のほどお願い申し上

げます。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○中村幸一議長 それでは、ただいまから代表

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおりに取り運びます。〔巻

末参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、私の地元からたくさんの

皆さん方、また、宮崎の同級生あたりも応援に

駆けつけていただいております。大変ありがた

く思いながら、自由民主党を代表して質問をし

てまいりたいと思います。

去る８月30日に行われました衆議院議員総選

挙において、我が自由民主党は、解散前の300議

席を181議席も失う歴史的敗北を喫し、平成５年

の細川連立政権以来、野に下ることになりまし

た。今回、国民の負託を受けた民主党には、そ

の期待にこたえるべく、国民に示した政策を着

実に実行に移してもらい、疲弊した地方が活性

化できるよう頑張ってもらいたいと思います。

さて、「不確実性の時代」とは、３年前亡く

なられた米国の代表的な経済学者、ジョン・ケ

ネス・ガルブレイスの有名な著書であります

が、このたび、民主党政権が現実のものとな

り、時代はまさに不確実性が高まってきている

状況にあると思っております。一方で、米国の

平成21年９月15日（火）
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サブプライムローン問題に端を発する世界的な

金融危機により、我が国は、バブル崩壊後の大

不況を上回る深刻な経済状況に陥っておりま

す。景気指標の一部に持ち直しの兆しが見えて

きているようでありますが、７月の完全失業率

が過去最悪の5.7％を記録するなど、依然として

雇用情勢は厳しいものがあります。さらに、秋

から年末にかけて、完全失業率が一段と悪化

し、５％台後半まで上昇すると予測している民

間エコノミストもあり、日本経済は全く予断を

許さない状況にあります。本県においても、経

済や雇用を取り巻く環境は大変厳しいものがあ

ると認識いたしております。また、解決すべき

喫緊の課題も山積しており、いかに不確実な時

代であろうと、県政は確実に推進していかなけ

ればならないと考えております。時代は大きな

転換期を迎えております。このような中にあっ

て、本県の今後進むべき道をしっかりと見据

え、新たな時代に対応していかなきゃならない

と感じております。

それでは、通告に従い質問いたします。

まず、知事の政治姿勢について３点伺いま

す。

初めに、民主党政権に対する考え方について

であります。さきの総選挙の勝利で、民主党政

権が誕生することになりましたが、そのことで

今後、国や地方を取り巻く環境が大きく変わっ

てくる可能性があると考えております。今後、

民主党のマニフェストを基本に政策が進められ

ていきますと、本県においても、農業や福祉、

教育など幅広い分野でさまざまな影響が出てく

ることが予想されます。今のところ、まだ具体

的な政策がしっかりと見えてきていない段階で

ありますが、民主党政権に対する期待と不安に

ついて、知事にお伺いいたします。

２点目は、政策評価についてであります。先

日、県の重点施策「新みやざき創造戦略」の達

成度について、外部評価委員会による評価結果

が報告されました。56の重点項目について、創

造戦略の工程表と照らしながら、ＡからＣの３

段階で進捗状況や成果の評価が行われたわけで

ありますが、その中の40項目は、工程表どおり

に進んでいるとして最高のＡ評価をされなが

ら、その成果を見ると、「順調に成果が上がっ

ている」とするＡ評価は24項目、全体の43％程

度しかないという結果であります。また、「十

分な成果が上がっていない」とするＣ評価の項

目もありました。新みやざき創造戦略は、知事

のマニフェストに基づいてつくられております

ので、ある意味で知事のマニフェストの評価で

もあると思うのでありますが、この評価結果を

どう受けとめ、今後どのように成果を上げてい

かれるのか、知事にお伺いいたします。

次に、国政転出問題でありますが、このこと

につきましては、提案理由説明の冒頭に知事か

ら県民に対して陳謝がありましたので、質問を

取り下げたいと思います。

次に、平成21年度９月補正予算についてであ

ります。

米国発の世界的な金融危機は深刻度を増し、

戦後最大の世界同時不況の中で、我が国の経済

も輸出産業を中心に急激な収縮に直面し、金融

環境も大変厳しい局面を迎えました。これに対

して、麻生政権は、昨年度２度にわたる補正予

算と今年度当初予算で景気対策を打ち、さら

に、今年度早々に追加経済対策として、補正予

算で新たな財政措置をとられたところでありま

す。この追加経済対策は、景気の底割れ防止、

雇用・社会保障・子育て支援、未来への成長強

化などに目的が置かれ、各県においても、さき
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の６月議会でそれぞれ補正予算が組まれ、本県

でも183億円の補正予算が計上されたところであ

ります。６月補正予算183億円については、制度

の内容や、国から本県への配分額等が明らかに

なっているもの、事業の緊急性が高いものを措

置したとの説明が６月議会で知事からありまし

たが、その後、制度の内容等が明確になったも

のが、今回449億円という大規模な補正予算とし

て計上されてきたものと理解いたしておりま

す。

ここで、６月補正予算の他県の状況を見てみ

ますと、例えば、隣の熊本県では801億円、大分

県では241億円、鹿児島県では651億円と、各県

とも軒並みかなり大規模な予算編成をしており

ます。もちろん他県との単純な比較はできない

わけでありますが、それにしても余りにも金額

が違い過ぎるのではないでしょうか。６月補正

と９月補正では３カ月の差が生じるわけであ

り、緊急性を要する景気・雇用対策としては、

本県の動きはのんびりし過ぎ、危機感が足りな

いと言われても仕方ががないのではないかと思

います。知事は、常日ごろ、行政対応のスピー

ド感の重要性を訴えられておりますが、今回の

補正予算の対応についてどのように考えておら

れるのか伺います。また、９月補正予算編成の

基本的な考え方について、あわせて知事にお伺

いします。

次に、平成22年度の当初予算編成についてで

あります。

三位一体の改革による地方交付税の大幅な削

減や社会保障関係費の増加などにより、本県の

財政状況は大変厳しくなっております。このよ

うな中、県においては、平成19年３月に新たな

財政改革推進計画を策定し、平成19年度から平

成22年度までの４年間に、一般財源ベースで600

～700億円の収支不足の圧縮に向けた取り組みが

なされております。拡大傾向にある収支不足の

圧縮や、基金取り崩しに頼らない持続性のある

財政構造への転換が喫緊の課題であることは言

うまでもありません。一方で、本県を取り巻く

環境は依然として厳しいものがあります。少子

高齢化対策を初め、高速道路の整備促進、農林

水産業の振興、企業誘致の促進、過疎化対策な

ど、本県が抱えるさまざまな課題に対しては、

財政が厳しい中にあっても的確に対応していか

なければならないと考えております。知事が４

年１期を一つの区切りとされるのであれば、平

成22年度予算は、東国原県政最後の当初予算編

成になる可能性があります。予算編成方針の策

定前ではありますが、これらのことを踏まえ

て、平成22年度の当初予算編成にどのように取

り組んでいくのか、知事の基本的な考え方につ

いて伺います。

次に、地方分権について２点お伺いします。

まずは、地方分権改革についてであります。

平成19年度にスタートした第２期地方分権改革

は、仕上げの年である最終年度を迎えておりま

す。しかしながら、地方分権改革推進委員会の

第３次勧告提出はこの秋以降の見込みであり、

それを受けて､地方分権改革推進計画の策定、年

度内の新分権一括法案の国会提出というスケ

ジュールは、政権交代もあって困難な状況に

陥っているものと考えます。一方で、政権与党

となりました民主党は、「中央集権から地域主

権へ」を政権構想の柱の一つに掲げ、国と地方

の協議の場の法制化、地方が自由に使える一括

交付金などの交付、国の出先機関の原則禁止、

直轄事業負担金の廃止などを進めていくとして

おります。新政権の具体的な動きはまだ見えて

おりませんので、これらの見通しは全く不透明
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でありますが、民主党のマニフェストを基本に

地方分権改革が進められていくとした場合、知

事の目指す地方分権のあり方と合致するのかど

うか、また、今後どのような姿勢で地方分権改

革に取り組んでいかれるつもりか、知事にお尋

ねします。

次に、国土形成計画についてであります。今

年８月、全国を８地方ブロックに分け、地方ブ

ロックごとに、今後おおむね10年間の地域づく

りの基本方針となる国土形成計画の広域地方計

画が策定されました。国土形成計画は、昭和37

年から５次にわたって策定された全国総合開発

計画、いわゆる全総にかわる計画であり、地方

の自発的な取り組みを尊重するため、全国計画

とは別に広域地方計画を定めることになったの

が特徴であります。九州圏広域地方計画は、地

理的にも近いアジアとの交流を基本コンセプト

としながら、自動車などの地場産業の育成や食

料の輸出拠点としての整備、韓国と一体となっ

た観光圏の形成など、具体的な方針を提示して

おります。九州圏広域地方計画は、今後の九州

のあり方を示す指標となるものでありますが、

道州制が幅広く議論される中にあって、この計

画の内容をどのように評価されるのか、また、

計画の中に本県の強みや特色はどのように反映

されているのか、知事にお伺いします。

次に、運輸行政について２点伺います。

まずは、航空交通対策についてであります。

８月11日、本県と台湾を結ぶエバー航空の定期

路線が９月末で運休するとの突然の報告があ

り、私どもは大変驚かされたところでありま

す。同じくこの秋には、本県と長崎を結ぶ定期

航空路線が廃止されることが既に決まっており

ますが、いずれも搭乗率の低さが休止や廃止の

原因とされております。全日空や日本航空につ

いても、不採算路線の見直しを行っていると聞

いております。本県と福岡を結ぶ定期路線の昼

間や休日の便は、いつ搭乗しても乗客が少な

く、いずれ見直しの対象になってくるのではな

いかと危惧をいたしております。本県の航空路

線について、韓国との定期路線も含めてです

が、減便や廃止の危険性はないのか、また、国

内線、国際線ともに搭乗率の維持あるいはアッ

プのための対策を講じるべきではないかと思い

ますが、県民政策部長にお伺いいたします。

次に、物流対策についてであります。都市か

ら遠く、交通インフラもおくれている本県に

とって、物流の効率化は容易に解決できない懸

案事項となっておりますが、最近になって、産

業界の物流問題懇話会や県の物流対策推進本部

などで活発に議論が行われております。トラッ

ク輸送からのモーダルシフトを推進していくこ

とが、物流の効率化を図る上で重要になってい

ると考えますが、モーダルシフトにはさまざま

な課題があると聞いております。これらの課題

に対する解決のアプローチはいろいろあると思

いますが、県は何を課題としてとらえ、それに

対してどのような取り組みを行っているのか、

県民政策部長にお伺いします。

次に、福祉・介護サービスにおける人材確保

についてであります。

近年の福祉・介護サービス施設においては、

介護職員を募集してもなかなか人は集まらず、

集まっても長続きをしないようであります。こ

れには、介護は、希望が持てない、結婚ができ

ない、給料が安い仕事だと認識されていること

がその理由にあるとも聞いております。昨年

度、県内には８校、介護福祉士の養成校があり

ましたが、入学者の減少などにより、今年４月

から２校が募集を取りやめております。少子高
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齢化の進行から、介護需要が今後ますます増加

する一方で、介護職員の人材確保が困難になっ

てくるのではないかと懸念しているところであ

り、県議会自由民主党においても、昨年の９

月、知事に対して、福祉・介護サービスにおけ

る人材確保についての申し入れを行っておりま

す。国においては、昨年５月に成立した「介護

従事者等の人材確保のための法律」に基づき、

賃金を初めとする処遇の見直しを始めておりま

すが、県においても、安定的な人材確保を図る

ための取り組みが必要ではないかと思います。

福祉保健部長のお考えをお伺いいたします。

次に、医師確保対策についてであります。

今年４月に発生した、日向市など７つの病院

が救急搬送患者の受け入れを断り、門川町の男

性が死亡するという問題は、根底に医師不足が

あるとされております。平成16年の新医師臨床

研修制度の導入を契機に、本県においても、大

学医局からの派遣医師の引き揚げや勤務医の離

職などが目につくようになっており、特に僻地

医療や小児科、救急医療などにおいて深刻な事

態が生じております。このため、県において

は、医師を県職員として採用し、僻地への公立

病院などに派遣する「医師派遣システム」や、

将来､僻地などへの勤務を希望する医学生に修学

資金を貸与する「医師修学資金貸与制度」な

ど、独自の施策を展開し、医師の養成や確保に

取り組んでいるところであります。

このような中、宮崎大学医学部において、本

県の地域医療を担う医師を養成するため、「地

域医療学講座」を来年度から新たに開設すると

のことで、将来的には、この講座から地域の中

核医療機関への医師派遣なども行いたいとして

おり、その効果には、市町村や医師会など幅広

く期待が集まっているところであります。国に

おいても、地域の医師不足を初めとする地域医

療対策を推進するため、今年度の補正予算で地

域医療再生臨時特例交付金を設けております

が、この交付金をも活用しながら、県として、

宮崎大学の講座を積極的に支援していくべきと

思いますが、知事の考えを伺います。

次に、新型インフルエンザ対策であります。

今年４月、メキシコで発生した新型インフル

エンザは、世界各地で感染が広まり、我が国で

は５月９日に、また本県においては６月18日

に、初の感染者が確認されております。その後

も新たな感染者が断続的に確認され、県では、

今後の流行に備え、昨日付で担当課に感染症対

策監を設置するなど、組織体制の強化を図られ

たところであります。この新型インフルエンザ

は弱毒性であり、特定の疾患を有する場合を除

き、重篤化する可能性は低いとされておりまし

たが、８月15日に国内で初めての死者が確認さ

れて以来、既に13名の方が亡くなられており、

今後は、急激な感染拡大や毒性の強いウイルス

への変異などが危惧されるところであります。

さらに、そのワクチンが、当初見込んでいた数

量の確保が難しく、年内に準備できるのは1,300

万～1,700万人分程度しかないと言われており、

県民の不安が一層高まっております。新型イン

フルエンザは既に流行期に入り、今後、秋口に

向けて大流行の兆しを見せておりますが、不足

しているワクチンをどのように確保するのか、

また、学校や職場などにおける集団感染防止

や、来月開催される全国スポレク祭など多くの

人出が予想されるイベントにおける感染防止対

策はどのようになっているのか、福祉保健部長

に伺います。

次に、森林・環境政策について２点伺いま

す。
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初めに、木材産業の振興についてでありま

す。本県は、18年連続して杉生産量日本一を誇

る森林資源の宝庫であり、国産杉材の供給基地

として、その地位を築いてきたところでありま

す。しかしながら、平成19年に改正された建築

基準法や、近年の景気低迷の影響などにより、

新規の住宅着工件数が全国的にも低迷している

こともあって、木材の平均価格は、今年７月で

１立方メートル当たり8,100円と大幅に落ち込ん

でおります。昭和54年の３万5,500円をピーク

に、木材価格は断続的に下落しており、このま

ま低迷状態が続くようであれば、林業経営はい

ずれ立ち行かなくなるおそれがあると懸念して

おります。木材価格が低迷する中、林業経営で

経済的に困窮することのないようにすべきと思

いますが、今後の取り組みについて環境森林部

長にお伺いします。

次に、森林環境税についてであります。本県

の森林環境税は、森林の持つ公益的な機能が将

来にわたって失われることがないよう、県と県

民が一緒になって取り組む森林環境を守る施策

を推進するため、平成18年４月に導入されたと

ころであります。森林環境税は、徴収した税金

を森林環境基金として積み立て、一般財源とは

経理を区分し、県民による森林づくり活動や企
も り

業による森林づくりの支援、森林環境教育、広
も り

葉樹の造林、流木流出防止対策など、さまざま

な事業の推進に役立てられております。

しかしながら、平成18年度に3,500万円であっ

た基金の残高は、平成19年度に7,200万円、平

成20年度には8,500万円と年々増加してきてお

り、今年度は１億円を超える見込みとなってお

ります。これは、税収額と比べて、事業で活用

される経費が少ないことが原因ではないかと思

われますが、そうなると、税収額の規模が適当

なのかどうかということを検討しなければなら

ないと考えます。森林環境税は、施行後５年を

目途に見直しを検討することになっております

ので、遅くとも来年度は本格的な見直し作業に

着手されるものと思われます。現在の基金残高

は適正規模なのかどうか、また、基金を活用し

て実施している事業の成果についての検証は行

われているのか、さらには、今後の森林環境税

についての考え方を環境森林部長に伺います。

次に、地球温暖化対策についてであります。

国際的な専門家でつくる地球温暖化に関する

政府間機構（ＩＰＣＣ）の最新の評価報告書

は、「地球温暖化によって、海面上昇や異常気

象、穀物生産量の低下、野生生物の絶滅危機な

ど、人類と生物の生存基盤が脅かされるおそれ

が生じる」と指摘しており、産業革命前からの

世界の平均気温の上昇を２度程度に抑える必要

があるとしております。そのために、2050年度

までに、全世界で温室効果ガスを少なくとも現

状から半減、先進国においては80％以上の削減

が必要としており、このことは、今年７月に開

催されたイタリア・ラクイラサミットにおいて

も、主要先進国で支持されたところでありま

す。我が国においては、今年６月、麻生首相

が、「2020年に2005年と比較して15％温室効果

ガスを削減する」と発表し、また、８月は、サ

ミットの成果を受けて、2050年までに80％削減

するためのビジョンを発表しております。この

目標達成のためには、温室効果ガスの一つであ

る二酸化炭素の排出量が少ない産業・生活シス

テムを目指す低炭素社会をいかに構築していく

かが大切と思われますが、低炭素社会づくり

は、国と地方公共団体、事業者、国民などの適

切な役割分担と公平な負担のもとに進められる

べきであり、県においても、国の施策に準じた
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取り組みが求められていると考えます。県の総

合計画「新みやざき創造計画」では、「地球温

暖化防止に貢献する社会づくり」を施策の基本

方針に掲げ、温室効果ガスの排出量削減に向け

た取り組みの推進や、太陽光発電などの新エネ

ルギーの導入促進、二酸化炭素の吸収源の森林
も り

づくりを推進していくこととしております。そ

こで、本県の二酸化炭素排出量の現状について

環境森林部長に伺います。また、低炭素社会づ

くりに向けて今後、県はどのように取り組んで

いくのか、あわせてお尋ねいたします。

次に、経済・雇用対策補正予算の効果につい

てであります。

世界的な景気後退に伴い、本県の経済・雇用

情勢が厳しい局面を迎えたことなどから、県に

おいては、今年１月に約64億円、２月に約211億

円の補正予算が相次いで計上され、本県経済の

早期回復に向けた取り組みを推進されておりま

す。しかしながら、県の経済・雇用緊急対策が

スタートしてから半年以上が経過しております

が、県内の景気動向は依然として厳しい状態が

続いており、なかなかその成果が見えてこない

のではないかと思っております。財務省が７月

に発表した「宮崎県内経済情勢報告」では、今

年４月から６月期の経済情勢について、個人消

費や生産活動の一部は持ち直しの兆しがあると

して、全体としても「厳しい状況が続いている

ものの、一部に持ち直しの動きが見られる」と

の報告になっておりますが、雇用情勢は引き続

き悪化しているとされております。また、日本

銀行宮崎支店が先週発表した「宮崎県金融経済

概況」におきましても、個人消費は弱い動き

で、生産は持ち直しつつあるものの、雇用環境

は極めて厳しい状況にあるとして、全体でも

「宮崎県の景気は、一部に下げ止まりの動きが

みられるものの、引き続き厳しい状況にある」

との報告になっております。特に雇用について

は、７月の有効求人倍率が0.40倍と、前月比よ

り0.01ポイント後退し、新規求人者も前年同月

比で5.5％マイナスになるなど、依然として低い

水準にあり、当面は厳しい雇用環境が続くので

はないかと思われます。これら最近の景気動向

を踏まえ、昨年末からの経済・雇用対策補正予

算の効果をどのように評価されているのか、ま

た、今後さらに追加対策が必要ではないのか、

知事にお伺いいたします。

次に、農業の振興について３点伺います。

初めに、農業の戸別所得補償制度と日米ＦＴ

Ａ農業交渉についてであります。民主党政権が

取り組もうとしている農業の戸別所得補償制度

は、米などの主要農産物を生産する販売農家を

対象に、販売価格と生産費の差額を基本に所得

補償を行おうとするもので、来年度に調査と制

度設計、23年度から本格的導入とのことであり

ます。この戸別補償とセットで考えなければな

らないのが、日米ＦＴＡ農業交渉であります。

当初、民主党マニフェストでは、「協定締結」

となっておりましたが、農業団体からの激しい

反発を受け、「交渉を促進する」との表現に変

更されました。しかしながら、民主党が目指し

ているのは、所得補償制度の導入を前提とした

農産物輸入自由化であり、小沢一郎代議士も、

「農家には戸別所得補償制度の導入を提案して

おり、食料自給体制の確立と自由貿易は何も矛

盾しない」と言われております。これについ

て、自民党の中川秀直代議士が、「民主党の農

業戸別所得補償は総額１兆円。これを175万販売

農家で割ると57万円。１戸当たり60万円支援で

農業貿易を自由化するというのが民主党農政で

ある。私には、この60万円は『貿易自由化に伴
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う農業手切れ金』にしか思えない。１戸当た

り60万円の戸別所得補償の民主党農政で若者は

日本農業に夢を持つことはできるだろうか」。

この２つの問題を実にわかりやすく論じておら

れるわけでありますが、私もこの考え方に全く

同感であり、農業戸別補償制度と日米ＦＴＡ締

結が日本農業を崩壊させてしまうおそれがある

と、危惧をいたしております。農業を基幹産業

とする本県にとって、これから大変大きな問題

であると思います。農業戸別所得補償制度と日

米ＦＴＡ締結が本県農業に与える影響と今後の

対応策について、知事にお伺いします。

２点目は、和牛精液盗難事件についてであり

ます。県の畜産試験場で起きた宮崎牛の凍結精

液盗難事件は、本県の畜産関係者に大きな衝撃

を与えるものでありました。また、事件の容疑

者として逮捕された人物が畜産試験場の元研修

生であったことについても、驚きを隠し切れな

いものであります。盗難が発覚した当時の精液

の管理体制が余りにもずさんであったことは、

既に周知の事実であります。本県は日本を代表

する畜産県でありますので、このような事件が

相次ぐようでは、長い年月をかけて築き上げて

きた信頼とブランドが根底から崩れ去ってしま

うのは間違いありません。事件の再発防止に向

けてどのような対策を講じられているのか、農

政水産部長にお尋ねします。

３点目は、原油価格等高騰対策についてであ

ります。昨年は、原油価格の高騰や肥料・飼料

などの価格高騰が、県内の産業や県民生活に多

大な影響を及ぼし、特に本県の農業において

は、コストを幾ら削減しても追いつかないほど

の影響が生じるなど、危機的な状況を迎えまし

た。このような状況を踏まえ、県議会自由民主

党も、知事に対して、緊急の対策を講じるよう

申し入れを行い、県においても迅速な対応をと

られたところであります。しかしながら、燃料

や原材料の価格の動向は常に不安定であり、農

業経営がこの価格の上下に振り回されるのは、

良質な農産物を安定的に生産していく上で好ま

しいことではないと考えます。燃油価格等が鎮

静化した今こそ、昨年のことを教訓として、長

期的な視点に立って、価格の高騰に影響されな

いような取り組みを行うべきだと思いますが、

農政水産部長の考えをお聞かせください。

次に、建設産業対策についてであります。

建設産業は、建設投資の大幅な減少や一般競

争入札の拡大による競争性の高まりに加え、景

気の急速な悪化により、極めて厳しい経営環境

に直面いたしております。このような中、平

成21年度の予算編成について、今年の２月議会

で知事は、「建設産業対策としては、建設投資

の大幅な減少等に加え、景気後退の長期化及び

深刻化が懸念されることから、引き続き、技術

と経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境

づくりを進めるとともに、大変厳しい経営環境

にある建設産業を初めとする中小企業者の資金

調達を円滑にし、経営基盤強化や新分野進出な

ど、ニーズに応じたきめ細かな支援を行ってい

く」と言われました。また、平成20年度から重

点施策としても建設産業対策は位置づけられて

おります。しかしながら、建設業の中には、他

の業種へ転換したくても、技術面や資金面など

からうまくいかないことが多数あります。そこ

で、まず、平成19年度からの施策を受けて、建

設産業からどれぐらい新しい分野に進出された

のか、どのような成功事例があるのか、県土整

備部長にお伺いします。

なお、融資関係の施策などいろいろと事業化

はされておりますが、なかなか異業種転換は厳
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しい状況にあるのではないかと思います。ここ

数年にわたる公共事業の削減、また、入札制度

改革の関係で競争性が非常に高まり、倒産が多

くなっている状況でありますが、特に中山間地

域では、地域の雇用の受け皿という側面が強い

と思っております。

ところで、７月に景気・雇用対策特別委員会

の調査で、高千穂町で、西臼杵郡雇用拡大協議

会の皆さんを初め、商工会会長、高千穂地区建

設業協会会長などと意見交換を行いました。そ

の中で、「農林業が基幹産業ではあるが、ほと

んどが兼業農家で、公共事業に依存して成り

立ってきた。農業では食べていけない。その

上、平成19年度からの急激な入札改革によっ

て、新たな産業に移行する準備もできず苦しん

でいる」という意見がありました。また、「高

千穂地区を中山間地域のモデル特区として認定

し、規制緩和をしたらどうか。例えば建設業で

いえば、モデル地区として３年間は指名競争入

札に戻すという特区にし、その３年間で業者の

半分は他業種に転換しなさいといった準備期間

を設けたらどうか」といったような具体的な提

案がありました。

このような意見を踏まえ、例えば、特定の地

域を重点区域として公共事業費をふやしたり、

入札制度改革の枠を緩和し、指名競争入札に戻

すことなどを検討することはできないのか、知

事に伺います。また、今後の建設産業対策をど

のように展開していかれるのか、あわせて知事

に伺います。

次に、土砂災害防止対策についてでありま

す。

今年７月、山口県や福岡県などを襲った中国

・九州北部豪雨では、とうとい人命が奪われる

など、各地に甚大な被害を及ぼしました。特に

山口県の防府市では、特別養護老人ホームに土

石流が押し寄せ、７人の方が亡くなられました

が、災害時に援護が必要な施設がこのような災

害に巻き込まれることは大変痛ましいことであ

ります。報道によりますと、この施設がある一

帯は、昨年３月に、山口県が土砂災害防止法に

基づき土砂災害警戒区域に指定しており、防府

市では、地元住民に対し、緊急時の避難方法な

どを知らせる必要があったにもかかわらず、警

戒区域を示したハザードマップは、財政難など

を理由に作成されていなかったということであ

ります。財政難がとうとい人命を奪うというこ

とは、大変やるせない思いであります。県内に

おいても、このような土砂災害防止法に基づく

土砂災害警戒区域に指定された箇所はどれぐら

いあるのか。また、その中で養護老人ホームや

病院など災害時要援護者施設はどれぐらいあ

り、その対策はどのように行っているのか。さ

らには、土砂災害警戒区域に指定されながら、

ハザードマップを作成していない県内の市町村

があるのか、県土整備部長に伺います。

また、山口県の災害を受け、本県で同じよう

な災害が発生することがないよう、防災対策に

どのように取り組んでいかれるのか、総務部長

に伺います。

次に、東九州自動車道についてであります。

県民の長年の悲願であります東九州自動車道

については、日向―都農間の供用予定年度が平

成25年度に１年前倒しされることが示され、ま

た、蒲江―北浦間や国道10号延岡道路、北川―

延岡間の平成24年度供用開始が示されるなど、

各区間の工事が順調に進められております。順

調に整備が進む県北方面から県南に目を移して

みますと、清武―北郷―日南間は、用地買収や

トンネル工事などは行われていますが、供用予
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定年度はまだ明らかになっておりません。さら

に、日南―志布志間については、平成３年12月

に基本計画に決定されたものの、その後置き去

りの状況であり、いまだに見通しさえつかない

状況であります。このような中、九州地方整備

局から、環境アセスメントの手続に向けた環境

調査に着手するというような話が出ておりま

す。知事は、地方分権の重要性を繰り返し訴え

られておりますが、県内も中央集中ではなく、

地域分散型の県政を行うべきであると思いま

す。早急に整備計画路線の格上げに向けた行動

を起こすべきであると考えますが、今後の取り

組みについて知事にお伺いします。

次に、企業局の取り組みについて２点伺いま

す。

初めに、企業局経営ビジョンについてであり

ます。企業局においては、地方公営企業を取り

巻く環境が大きく変化する中、永続的に経済性

を発揮しながら、県民福祉の向上を目指すた

め、事業のあり方を絶えず見直していくことが

必要として、平成17年度から今年度までを計画

期間とする経営ビジョンを策定し、長期的な視

点に立った経営を行っております。現在、企業

局の経営はおおむね安定していると思っており

ますが、社会経済情勢は急速に変化しておりま

す。ビジョンには、企業局の目指す姿や今年度

までに取り組む戦略などが各事業ごとに示して

ありますが、このビジョンの成果と、現在策定

中である新ビジョンの方向性について、企業局

長にお伺いします。

２点目は、災害防止対策についてでありま

す。約１カ月前の８月11日、駿河湾でマグニ

チュード6.5、静岡県で最大震度６弱を記録する

地震が発生し、気象庁は、初の東海地震観測情

報を発表しました。政府の地震調査委員会が７

月に公表した新しい地震動予測地図によります

と、今後30年以内に震度６以上の揺れに見舞わ

れる可能性が、宮崎市で46％と極めて高い確率

になっていることが判明しました。企業局で

は、電気事業や工業用水道事業など、県民や地

域に密着した事業を展開されておりますので、

一たび大きな災害が発生すると、県民生活に与

える影響も甚大なものになると予測されます。

現在、企業局が運営している12の発電所を見て

みますと、平成になってからつくられた３カ所

の発電所以外は、すべて昭和20年代から40年代

に設置されており、また、工業用水道施設も昭

和30年代の完成と、多くの施設が老朽化してい

ることがうかがえます。老朽化施設の耐震性な

どを心配するわけでありますが、発電所や工業

用水道施設の耐震対策はどのようになっている

のか、また、水車発電機や水圧鉄管などの整備

についての老朽化対策は十分なのか、企業局長

にお尋ねします。

次に、県立病院事業についてであります。

病院局では、県立病院を取り巻く環境の変化

に的確に対応しながら、本県医療の確保・向上

を図るため、県立病院の改革に取り組んでいる

ところであります。改革の第一歩として、平

成18年度から地方公営企業法が全部適用され、

その長所を生かしながら経営改善が進められて

おりますが、将来にわたる経営形態について

は、平成23年度を目途に検討を進め、最終的に

は、１つ、地方公営企業法全部適用の継続、２

つ目に地方独立行政法人化、３つ目に公設民営

化、４つ目に民間移譲のいずれかを選択するこ

とになっております。将来の経営のあり方を検

討するため、県立病院経営形態検討委員会が今

年７月に設置され、各県立病院ごとに設けられ

た分科会においては、活発な意見交換が行われ
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ているようであります。県立病院は、県民の健

康に責任を持つ知事が、議会の議決によって開

設したものでありますので、個人経営病院はも

ちろん、医療法人の病院や大学病院などと根本

的に違っており、そのあり方は、県民の判断に

よって決定されるものであると考えておりま

す。これまで既に検討委員会や分科会は何度か

開催されているようでありますが、どういった

議論がなされているのか、会議の内容が余り明

らかになっておりません。私は、この問題は幅

広く多くの県民の間で議論がなされるべきもの

であると考えます。これまでの検討委員会や分

科会においてどのような意見が交わされている

のか、病院局長にお伺いします。

また、これら会議の内容について、その都度

公表するなどして県民に情報を提供していくこ

とが重要だと思いますが、あわせて病院局長の

考えをお伺いいたします。

次に、教職員の人材育成についてでありま

す。

近年の少子化の進行を初め、子供や学校、教

職員を取り巻く環境の変化などを受けて、平

成19年３月に「教職員人材育成プラン」が策定

されたところであります。子供たちに高いレベ

ルの教育サービスを提供していくためには、す

ぐれた人材の確保や教職員の一人一人の資質の

向上が求められるのは当然のことで、そうした

意味から、人材育成プランを着実に推進してい

くことが重要であると考えております。

人材育成プランの中では、すぐれた人材を確

保するために、実績のある臨時的任用講師の採

用や、大学推薦枠、再チャレンジ推薦枠の導入

など、教員採用選考のあり方や方法について見

直しを検討することになっているほか、外部か

らの管理職の任用、社会人枠採用の拡大などを

進めることになっておりますが、これらの取り

組み状況について現在どのようになっているの

か、教育長にお伺いします。

また、本県においては、教員の指導力向上を

図ることを目的に、スーパーティーチャー制度

を始められておりますが、本年度の委嘱者が15

名と少なく、また、県北部の学校に配置されて

いないといった課題も見受けられます。人材プ

ランには、スーパーティーチャーを職として位

置づける必要なども検討していくとあります

が、今後どれぐらいの人数を委嘱されるのか、

そして、この制度を最終的にはどのようなもの

にしていきたいと考えておられるのか、あわせ

て教育長に伺います。

次に、景気悪化の教育への影響についてであ

ります。

昨年度、県内の県立高校の授業料を滞納した

生徒数が26名と、過去最多の人数に上り、世界

的な景気悪化が、経済的に不安定な環境にある

家庭に影響を及ぼしていることがうかがえま

す。一方で、今年３月、他県ではありますが、

授業料を滞納している生徒から卒業証書を回収

したり、滞納している授業料を納付しない場合

は卒業証書を渡さないといった通告を保護者に

行った県立学校があったと聞いております。ま

た、本県の一部私立高校においても同じような

対応があったと記憶しております。不況が長引

けば、家庭の経済的な理由から、高校を中途退

学したり、また、進路選択の段階で自分の希望

する進路を断念する生徒がふえてくるのではな

いかと危惧しております。景気の先行きは依然

として不透明でありますが、このことで子供た

ちの将来の夢を摘んでしまってはいけないと考

えます。そのためにも、各学校において早目早

目の対応をとっていくことが重要だと思います
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が、教育長の考えをお聞かせください。

最後に、治安対策等であります。

まず、治安対策についてであります。この

夏、覚せい剤や合成麻薬を使用したとして、有

名芸能人が相次いで検挙される事件が世間を騒

がせたのは、記憶に新しいところであります。

本県においても、今年３月、宮崎市内のサーフ

ショップ店長などが大麻取締法違反で検挙され

る事件が起きており、若者の間に蔓延する薬物

汚染を懸念しているところであります。また、

４月には、宮崎市青島の県道で２名が死傷する

ひき逃げ事件が発生したほか、５月には、観光

客でにぎわう県庁本館の知事室前廊下で男がガ

ソリンをまき散らすというショッキングな事件

も起き、さらに先月、延岡市では、母親による

虐待で乳児が死亡する事件も発生しておりま

す。このように、私たちのすぐ身近なところで

大きな事件、痛ましい事件が相次いでおり、今

後一層、安全・安心なまちづくりに向けて取り

組みが求められているところであります。警察

本部では、このたびの人事異動により、７月17

日付で鶴見本部長が新たに着任されておられま

すが、本県の治安情勢に対する認識と今後の治

安対策の基本的な考え方についてお伺いをいた

します。

次に、交通死亡事故防止対策についてであり

ます。

本県の昨年１年間の交通事故死者数は48名

と、昭和32年以降最少となり、前年からの減少

率も全国でトップになるなど、大変輝かしい成

果を上げたところであります。ところが、今年

に入ると、１月から６月までの死者数が36名、

昨年同期比で15名増と急増し、増加率も全国１

位という不名誉な結果を招いております。本県

で発生する交通事故の原因で最も多いのが、わ

き見などによる事故で、事故全体の70％以上を

占めており、全国平均の62.5％を大きく上回っ

ております。このことは、運転に集中していれ

ば防ぐことができた事故も多かったということ

になるわけであります。交通死亡事故は、県民

の日常生活に極めて身近な深刻な問題であると

思いますが、その防止対策について警察本部長

にお伺いいたしまして、壇上からの質問を終わ

らせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

民主党政権についてであります。さきの総選

挙の結果は、多くの国民が、現在の暮らしに対

する不満や将来への不安から、変化を期待した

ものであったと思います。政権与党になられま

した民主党におかれましては、国民の皆様と約

束したマニフェストを着実に実行していただく

とともに、私たち国民は、その実現をしっかり

と検証していく必要があるのではないかと考え

ております。地方の疲弊は待ったなしの状況に

あります。道路など社会基盤整備に要する財源

の確保など懸念もありますが、地方の実情に十

分配慮をいただきながら、地方分権を初めとす

る各種政策にスピード感を持って取り組んでい

ただきたいと考えております。

次に、政策評価の結果についてであります。

総合計画に掲げた新みやざき創造戦略の着実な

推進を図るため、毎年度、政策評価を行ってお

りますが、より県民の皆様にわかりやすい評価

を行うという観点から、今年度は、進捗評価に

加え、新たに成果評価を実施したところであり

ます。この中で、進捗については、おおむね順

調との評価をいただきましたが、成果について

は、今後努力を要するとされるものが過半数を

占めるなど、世界的な景気後退による外的な影
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響が大きかったとはいえ、全体として、やはり

厳しい結果であったと考えております。私のマ

ニフェストをベースにした新みやざき創造戦略

に対する評価でありますので、この評価結果を

真摯に受けとめ、努力を要するとされた項目に

ついては、その要因等の分析を行った上で、来

年度に向けた事業の検討に活用するなど、今

後、十分な成果が得られるよう取り組んでまい

りたいと考えております。

続きまして、補正予算の対応等についてであ

ります。県におきましては、今年度になって国

が策定した経済危機対策を踏まえるとともに、

それまでの経済・雇用緊急対策の次のステップ

につながる新たな対策として、去る６月４日、

「経済・雇用対策―未来への礎づくり―」をま

とめたところであります。６月補正予算におき

ましては、国からの種々の交付金のうち、制度

の内容、本県への配分額等が明らかなものや、

実施事業の緊急性が高いものについて措置した

ものであり、その後も国の情報収集に努めたと

ころであります。そして、今回の９月補正予算

案におきましては、国による制度設計が進み、

対象となる事業や本県への配分額が明確になっ

た交付金等を正確に把握・確認した上で、経済

・雇用対策に資する事業について、必要性、緊

急性の観点から検討を行い、適切な予算措置を

行ったものであります。

続きまして、平成22年度の当初予算編成につ

いてであります。少子高齢・過疎化の進行や世

界的な経済危機の影響に加え、依然として厳し

い財政状況など、本県を取り巻く情勢は極めて

厳しい状況が続いているところであります。こ

うした状況を踏まえますと、まずは行財政改革

大綱2007の財政改革プログラムに基づき、将来

にわたって健全性が確保される財政構造への転

換に向けた取り組みを、引き続き着実に推進す

る必要があると考えております。その一方で、

経済や雇用の回復など緊急的な課題に対応する

とともに、本格的な人口減少社会の到来など将

来的な課題への対応として、新みやざき創造計

画に基づく新しい宮崎づくりのための重要施策

を積極的に展開していく必要があると考えてお

ります。したがいまして、平成22年度当初予算

につきましては、財政改革の着実な推進による

徹底した財源の捻出に努めながら、選択と集中

の理念のもと、県が抱える諸課題に的確に対応

した優先度の高い施策や事業に積極的に取り組

み、私のマニフェストの総仕上げを目指してま

いりたいと考えております。

続きまして、地方分権についてであります。

民主党のマニフェストには、「地域主権国家へ

の転換」「地方自主財源の大幅拡充」「国と地

方の協議の場の法制化」などが掲げられてお

り、これらを確実に実行いただくことを期待し

ているところであります。一方で、マニフェス

トに掲げられた一括交付金の具体的な制度設計

が不透明なことや、ガソリン税等の暫定税率廃

止に伴う地方税財源への影響などの懸念もござ

います。このようなことから、私といたしまし

ては、地方にメリットのある、真に実効性のあ

る地方分権改革が実現されるよう、全国知事会

などあらゆる機会を通じて、これまで以上に強

い働きかけを行っていきたいと考えているとこ

ろであります。

なお、県におきましては、新政権の発足に伴

い、今後本格化する地方分権改革の動きに適切

に対処していくために、去る９月１日に、私を

トップとする「地方分権・道州制等に関する研

究会」を、庁内横断的な組織として設置したと

ころであります。この研究会では、財政基盤が
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脆弱でインフラ整備もおくれている本県が、国

から県、県から市町村への分権をどう進めてい

くべきか、また必要な税財源をどう確保してい

くかなどについて、具体的な詰めを行っていき

たいと考えております。

続きまして、九州圏広域地方計画についてで

あります。少子高齢化や経済のグローバル化が

進展する中、複雑化・広域化する行政ニーズに

対応していく観点から、道州制の論議等が行わ

れておりますが、九州圏広域地方計画について

も、そのような広域的な観点から、九州の一体

的・自立的な発展を図ることを目的として策定

されたものであります。この計画は、「東アジ

アとともに発展し、活力と魅力あふれる国際フ

ロンティア九州」を基本目標に掲げ、国と地方

が協働して策定したものであり、その推進につ

いても連携して取り組んでいくこととされてお

り、これまでにない新しいスタイルの計画であ

ります。計画の中では、東九州の振興の重要性

が明記されるとともに、本県の最重要課題であ

る東九州自動車道や九州横断自動車道延岡線な

ど、社会基盤の整備促進が盛り込まれたところ

であります。また、フードアイランドや、観光

アイランド、さらには大規模ソーラーシステム

の設置等を含む低炭素社会・エネルギー先進圏

の形成等、本県の強みや特色を生かした施策の

方向性も示されているところであり、今後の着

実な推進に期待しているところであります。

続きまして、医師確保対策についてでありま

す。医師不足への対応は、安全・安心な県民生

活を確保する上で喫緊の課題であり、このため

県では、さまざまな独自の取り組みを行ってい

るところであります。このような中、宮崎大学

で計画されている地域医療学講座は、本県の地

域医療を担う総合医の養成を目的に、研究や教

育を実施するとともに、出産・育児等で離職し

た女性医師の復職支援等を行うというものであ

ります。また、将来的には、この講座で養成し

た医師を地域の中核病院等に派遣することもで

きると伺っております。県といたしましては、

本県における新たな医師の養成・確保策として

期待できるものと考えておりますので、地域医

療再生臨時特例交付金の交付を受けるために、

現在、策定を進めている地域医療再生計画の中

で検討しているところであります。

続きまして、経済・雇用対策についてであり

ます。我が国経済は、輸出や生産など一部に持

ち直しの動きがあるものの、完全失業率が過去

最悪となるなど、雇用情勢は極めて厳しい状況

となっております。このような中、本県におき

ましては、昨年末に経済・雇用緊急対策を取り

まとめ、公共事業や金融支援、雇用創出などの

緊急対策に取り組んできたところであります。

また、本年６月には、県内経済の回復と成長に

向けた新たな経済・雇用対策を策定し、175億円

余の補正予算を措置したところであり、世界的

な不況の中、これらの対策によって、県内企業

の経営や雇用を下支えする一定の効果はあった

のではないかと考えております。しかしなが

ら、御指摘のとおり、県内経済は厳しい状況が

続いており、今議会におきましても、補正予算

をお願いしているところでありますが、今後と

も、関連事業の速やかな執行に努めますととも

に、その効果と県内の経済状況等を注視しなが

ら、追加対策等も含め、適切に対応してまいり

たいと考えております。

続きまして、農業者戸別所得補償や日米ＦＴ

Ａ締結による本県農業への影響等についてであ

ります。民主党のマニフェストによりますと、

まず、「所得補償制度では、米、麦、大豆など
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の主要農産物や畜産物を生産する販売農家に対

し、全国一律の単価に基づく生産費と販売価格

との差額を補償する」とされております。一

方、本県の基幹品目である野菜や果樹について

は、土地利用型作物と異なり、恒常的に生産費

が販売価格を上回る状態ではないとの判断か

ら、所得補償の対象とされておりません。この

所得補償制度につきましては、2011年度の実施

に向けて今後、制度設計等がなされる予定であ

り、詳細はわかりませんが、米は、東北・北陸

の大産地に比べて零細規模であり、かつ、麦・

大豆の作付面積も少ないこと、野菜・果樹も、

昨今の重油や各種資材の価格高騰の影響等で、

経営は大変厳しい状況にあることなどから、本

県農業者にとりましても、生産意欲の向上や将

来的な経営展望が描ける制度となるよう、国に

対し強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

次に、日米ＦＴＡ交渉に関しましては、経済

のグローバル化が進む中で、日本の対外的・経

済的発展や世界との協調・協力も重要でありま

すが、農業分野の対応については、我が国は今

や世界最大の農畜産物の純輸入国であり、仮に

競合する農畜産物がさらに市場開放されれば、

本県のみならず、我が国の農業全体に致命的な

影響等を及ぼすことから、農業者の将来的な不

安等を払拭する観点からも、守るべきものは守

るという断固たる厳しい姿勢で臨んでいただき

たいと考えております。

続きまして、中山間地域振興等についてであ

ります。中山間地域の振興につきましては、本

県の大きな課題の一つと考えており、昨年度に

引き続き今年度も、県の重要施策として短期的

・中期的施策を総合的に展開し、中山間地域の

活力再生を図ることにしております。御質問に

ありました公共事業につきましては、現下の厳

しい雇用・経済情勢も勘案して、国の経済危機

対策補正予算を活用するなど、公共事業予算の

確保に努め、中山間地域の道路等の社会基盤整

備に積極的に取り組んでいるところでありま

す。また、指名競争入札につきましては、本県

では、談合事件により失われた県民の県政に対

する信頼回復を図るために、一般競争入札に移

行してきたところであり、入札参加者数が限定

されることによる競争性の問題や、業者選定に

恣意性の余地が残りますことから、今後とも、

一般競争入札の枠組みの中で、技術力や地域貢

献度が高く地域に根差した建設業者が受注しや

すい環境の整備に、引き続き取り組んでまいり

たいと考えております。

続きまして、今後の建設産業対策についてで

あります。建設産業は、中山間地域を初め、本

県の地域の経済と雇用を担う重要な産業の一つ

でありますことから、建設産業対策を県の重点

施策に位置づけ、建設業に軸足を置きながら新

分野進出を図る建設業者に対する助成や、セミ

ナーの開催、さらには経営相談窓口の設置、金

融支援などの各種の支援を行っているところで

あります。また、公共事業につきましては、予

算の確保と切れ目のない早期の発注に努めると

ともに、入札制度につきましても、建設工事に

おける最低制限価格の引き上げを実施したほ

か、地域企業育成型を初めとする総合評価落札

方式の拡充などの経済・雇用緊急対策を講じた

ところであります。建設産業は、極めて厳しい

経営環境に直面しておりますので、県といたし

ましては、今後とも、建設産業の実情に応じた

きめ細やかな支援に努めるとともに、入札制度

についても制度の検証と見直しを行い、よりよ

い制度の構築を図ってまいりたいと考えており
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ます。

続きまして、東九州自動車道についての今後

の取り組み等についてであります。日南―串間

―志布志間につきましては、いまだ基本計画区

間のままで整備着手のめどが立っていないこと

から、一刻も早く進めていただくよう、国土交

通省に強く要望したところ、九州地方整備局長

から、日南から南に続く一部区間について、環

境アセスメントの手続に向けた環境調査に着手

するとの方針を示していただいたところであり

ます。このことは、当該区間の整備に向け大き

く前進したものと受けとめ、大変ありがたく

思っているところであります。県といたしまし

ては、国による環境調査の早期実施を求めてい

くとともに、早期に整備計画の格上げや事業化

が行われるよう、県議会を初め県民の皆様の御

協力、御支援もいただきながら、関係機関への

要望活動など、積極的に行ってまいりたいと存

じます。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（高山幹男君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、宮崎空港の航空路線についてでありま

す。現在、世界的な景気低迷や新型インフルエ

ンザなどの影響で、航空会社を取り巻く経営環

境は大変厳しい状況にありますが、今のとこ

ろ、御指摘の２つの路線以外につきましては、

一時的な増便や減便はあるものの、運休や廃止

という話は聞いておりません。航空路線は、地

域経済の活性化や東アジアとの交流拡大を図っ

ていくための重要な基盤となるものであります

ので、県といたしましては、航空会社と連携し

たキャンペーンを実施するなど、利用の促進に

取り組んでいるところであります。今後とも、

県民の利用を促進しますとともに、観光部局と

も連携しまして、県外や海外からの観光客の誘

客を進めることによりまして、搭乗率の向上と

路線の維持充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、モーダルシフトについてであります。

本県産業の振興を図る上で、物流の効率化は大

変重要であり、低コスト、大量輸送が可能な海

上輸送やＪＲ貨物へのモーダルシフトの推進が

必要であると考えております。一方、農林水産

業や製造業など、それぞれの産品、製品により

まして、求められる輸送手段やルートはさまざ

までありまして、また、それを輸送する船舶や

鉄道は、採算に見合う貨物量が確保されなけれ

ば運営できないという問題もあると考えており

ます。このため、県におきましては、昨年７月

に物流対策推進本部を設置しまして、産業界な

どとも連携しながら、物流の実態把握や対応策

の検討に部局横断的に取り組んでおります。具

体的な事業としましては、今年度から、陸上ト

ラック輸送から県内発着の海上・鉄道輸送にシ

フトした貨物に助成を行います物流効率化支援

事業を実施するなど、モーダルシフトを推進す

る取り組みを行っているところであります。以

上であります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

防災対策への取り組みについてであります。

本県ではこれまで、宮崎県防災の日を中心とい

たしまして、地震や風水害を想定した県総合防

災訓練の実施、マスメディアを活用した県民へ

の啓発、自主防災組織の育成や防災士の養成な

ど、自助・共助・公助の充実に努めているとこ

ろであります。今回の山口県の豪雨災害では、

市町村長が行う避難勧告・指示の的確な発令

や、災害時要援護者施設の警戒避難体制が課題

として改めて認識をされたところであります。
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このことから、県では早速、市町村防災担当課

長会議を開催いたしまして、避難勧告・指示の

発令に係る判断基準の作成の徹底や、土砂災害

を初めとした災害時の情報伝達・避難体制の整

備などについて、適切に対応するよう強く要請

をしたところであります。さらに、今後、県土

整備部と合同で市町村に赴きまして対策協議を

行う予定としておりますので、その中で、地域

の実情に応じた個別具体的な助言に努めまし

て、防災対策の一層の充実に努めてまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、介護人材の確保についてであります。

介護人材につきましては、職務の困難性や厳し

い労働条件などの理由により、全国的に離職率

が高く、人材の確保が厳しくなってきている状

況にあります。本県におきましては、現在のと

ころ、都市部に比べますと逼迫する状況にはご

ざいませんが、今後、高齢化が進行する中、人

材の確保が困難になることが懸念されるところ

であります。今般、国の経済危機対策におい

て、介護職員の賃金の引き上げや、介護職への

進路選択を促進する事業等が盛り込まれている

ところであり、県といたしましては、従来から

実施している福祉人材センターにおける就業支

援とあわせて、これらの国の予算を活用した事

業にも積極的に取り組むことにより、介護人材

の安定的な確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、新型インフルエンザワクチンの確保に

ついてであります。新型インフルエンザワクチ

ンにつきましては、10月末から約1,800万人分の

供給が順次開始されると聞いております。今

回、国内で製造されるワクチンの数には限りが

ありますことから、重症化が心配される方や医

療従事者に対し優先的に接種を行うこととさ

れ、現在、国において、具体的な方針の検討が

行われているところであります。また、海外で

製造されたワクチンの輸入についても、現在検

討がなされているところであります。県といた

しましては、国における優先接種の方針が固ま

り次第、直ちに対象者の数を把握し、必要とさ

れるワクチンが確保できるよう国に強く要請し

てまいりたいと考えております。

次に、学校や職場、イベントにおける集団感

染防止対策についてであります。まず、学校や

職場などの集団内での感染防止対策といたしま

しては、集団感染の早期探知、早期対応が重要

であることから、インフルエンザ患者を診療し

た医師等からの通報に基づき、保健所が直ちに

必要な指導などを行っているところでありま

す。また、万一集団感染が発生した場合は、臨

時休業等の要請基準に基づき、学級閉鎖等の措

置を行っていただくこととしております。次

に、多くの人出が予想されますイベントにつき

ましては、基本的には主催者みずからが、まず

は開催の必要性を判断していただき、開催する

場合は、発熱、せきなどの症状がある方を参加

させないなど、個別の感染防止対策を行ってい

ただく必要があると考えております。なお、主

催者からの感染防止対策の相談に対しまして

は、積極的に対応してまいることとしておりま

す。いずれにしましても、感染拡大を防止する

ためには、まずは県民の皆様一人一人が、手洗

い、うがい、咳エチケットの励行に努めていた

だくことが最も重要であると考えております。

以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。
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まず、林業経営に対する今後の取り組みにつ

いてでございます。木材価格の長期低迷により

まして、森林所有者の林業経営意欲が低下し、

安定的な林業経営の確保が懸念されている中に

おきまして、林業生産コストの低減を図り、森

林所有者の収益の確保や負担の軽減を図ること

が重要となっております。このため県では、間

伐等の施業の集約化、林道や作業道の整備、高

性能林業機械を活用した作業システムの導入な

ど、森林整備におけるコスト縮減を図るととも

に、山村における重要な収入源でありますシイ

タケなど、特用林産物を取り入れた複合経営に

よる安定的な収入の確保対策にも取り組んでい

るところでございます。今後は、これらの対策

に加え、林業と木材産業との連携をさらに強化

し、木材の生産・流通・加工を通した全体のコ

スト削減を進めるとともに、県産材の需要拡大

を図ることによりまして、森林所有者の効率的

かつ安定的な林業経営の確立に努めてまいりた

いと考えております。

次に、森林環境税についてであります。森林

環境税基金につきましては、森林環境税を導入

いたしました平成18年度から21年度末までに、

累計の積立額が約10億3,000万円、事業実施額が

約９億2,000万円でありまして、差し引き約１

億1,000万円の基金残高を見込んでおります。基

金残高の使途につきましては、基金事業で植栽

いたしました広葉樹の下刈りに充てる予定であ

りますが、下刈りは通常、植栽後６年間行う必

要がありますことから、平成18年度から22年度

までの課税期間中に植栽いたします広葉樹のう

ち、23年度以降の下刈りに要します額を計画的

に基金に確保しているところでございます。

次に、基金事業につきましては、公募による

県民代表等で構成されました宮崎県森林環境税

活用検討委員会におきまして、事業の選定及び

成果の検証を毎年度行っているところでござい

ます。委員会では、これまでの取り組みにつき

まして、森林づくりボランティア活動への参加

が年々増加するなど、税の目的であります県民

参加による森林づくりへの理解促進が図られつ

つあるとの評価を得ているところであります。

森林環境税は、今年度で導入後４年目を迎えま

すが、今後につきましては、公益的機能の発揮

が求められます森林の整備状況や、意見交換会

での県民の意向を踏まえながら検討してまいり

たいと考えております。

次に、地球温暖化対策についてであります。

平成18年３月に策定いたしました宮崎県環境基

本総合計画では、平成22年度の二酸化炭素排出

量を、基準年の平成２年度と比較して10％削減

するという目標を掲げておりますが、現時点の

最も新しい数値であります平成18年度の排出量

は３％減となっております。県ではこれまで、

この計画に基づき、県民一人一人の二酸化炭素

削減のための実践活動の促進や、太陽光、バイ

オマスなどの新エネルギーの導入促進、県民参

加の森林づくりなどを総合的に推進することに
も り

よりまして、二酸化炭素の排出量の抑制や吸収

源対策に取り組んできたところでございます。

この計画は平成22年度までとなっていることな

どから、今後、国の施策等を踏まえながら、低

炭素社会づくりに向けて新たな計画を策定しま

して、本県の豊かな森林資源など地域の特性や

創意工夫を生かした計画的でより効果的な対策

に、県民、事業者、行政が一体となって取り組

んでまいります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、畜産試験場で起きました凍結精液盗難
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事件の再発防止策についてでございます。畜産

試験場では、今回の盗難事件の発生を受けまし

て、それまで分散していました凍結精液の保管

場所を１カ所に集めて集中管理しますととも

に、侵入防止さくの設置や二重施錠の実施、パ

スワードを利用した警備システムの導入などの

再発防止策に直ちに取り組んだところでありま

す。また、凍結精液の在庫管理を強化しますと

ともに、職員に対する危機管理意識の徹底に努

めているところであります。今回の事件につき

ましては、畜産関係者を初め、県民の皆様方に

多大な御心配と御迷惑をおかけしたところでご

ざいます。改めておわびを申し上げますととも

に、二度とこのようなことが生じないよう、再

発防止の徹底を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、燃油や原材料価格の動向に影響を受け

ない農業経営の取り組みについてでございま

す。燃油や原材料、配合飼料等の価格高騰は、

今のところやや落ちついてはいるものの、予断

を許さない状況にあることから、引き続き、燃

油の使用量を削減します省エネ対策等に取り組

み、輸入資源に依存した生産構造を改革してい

くことが重要と考えております。このため、園

芸品目につきましては、省エネ設備等の導入支

援に加えまして、新規事業「目指せ「所得アッ

プ」経営・技術サポート作戦」により、各地域

に課題解決のためのモデル集団を設置しまし

て、農業改良普及センターとＪＡ等が連携し

て、省エネ対策の普及に向けたきめ細かな支援

を行うこととしております。また、畜産部門で

は、生産性の向上に向けた取り組みを支援しま

すとともに、飼料自給率の向上や、食品残渣等

を利用したエコフィード等の活用によります低

コスト化を推進しているところであります。今

後とも、これらの取り組みによりまして、関係

機関・団体と連携しながら農家所得の向上を図

り、経営の安定に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設業の新分野進出の実績等についてであり

ます。県では、建設業に軸足を置きながら新分

野への進出を図る建設業者に対しまして、必要

な経費の一部を助成する建設業経営基盤強化事

業を実施しております。その実績といたしまし

ては、平成19年度11件、20年度は32件、21年度

は現時点で18件となっておりまして、農業や小

売業、サービス業などへの進出を図る延べ61の

建設業者に支援を行ったところであります。こ

れらの企業の多くは、新たな分野への取り組み

をスタートさせたばかりでありますが、例え

ば、パンの製造・販売及びレストラン事業を展

開しまして、大型ショッピングセンターに２号

店を出店した企業や、農業生産法人を設立しま

して、ピーマン、パプリカを県外へ出荷する企

業など、現時点において、新事業の経営が軌道

に乗りつつある事例も見られるところでござい

ます。企業の新分野への進出に当たりまして

は、専門知識の把握はもとより、企業が持つ経

営資源の内容や規模に応じた事業運営など、さ

まざまな対応が求められますので、引き続き、

県産業支援財団などの支援機関との連携を図り

ながら、支援に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、土砂災害防止対策についてでありま

す。県内には１万1,826カ所の土砂災害危険箇所

があり、その中に災害時要援護者施設が238施設

あります。このうち、お尋ねの土砂災害警戒区

域につきましては、過去に災害を受けた箇所や
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要援護者施設がある箇所などを優先的に調査を

進めまして、現在、1,130カ所の指定を終えてお

ります。その中にある要援護者施設は72施設で

あります。その防災対策につきましては、ハー

ド対策とともに、ソフト対策として、情報伝達

の充実や、市町村が主体となった警戒避難体制

の整備を促進しております。また、土砂災害ハ

ザードマップにつきましては、県がこのマップ

の基盤となる図面を提供するなど、市町村に対

する支援を行っておりまして、現在までに２自

治体で作成されているところであります。今後

とも引き続き、ハザードマップ未作成の市町村

に対しましては、早期に作成するよう働きかけ

てまいることとしております。土砂災害防止に

おきましては、警戒避難体制を整備することが

非常に重要でありますので、先ほど総務部長か

ら答弁がありましたとおり、今後とも、市町村

を初め、関係機関と連携して取り組んでまいり

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、企業局経営ビジョンの現在までの主な

成果についてでございます。現在の経営ビジョ

ンは、健全経営の推進と地域貢献の充実を基本

的な考え方といたしまして、平成17年度に策定

をいたしたものでありますが、電気事業につき

ましては、これまで改良修繕工事の計画的な執

行や、組織の再編など経営の効率化を進め、経

営基盤の強化を図ったところでございます。ま

た、地域貢献の一環といたしまして、企業局地

域振興貸付金や「新みやざき創造」支援事業に

よりまして、一般会計に対して今年度までに総

額21億円の貸し付けを実施いたしますほか、ダ

ム上流域の未植栽地に植林を行う緑のダム造成

事業を実施しているところでございます。さら

に、今年度、太陽光発電やマイクロ水力発電な

ど、新エネルギーの導入にも取り組んでいると

ころでございます。

次に、工業用水道事業につきましては、施設

の耐震工事の計画的な実施など、設備の適切な

維持管理に努めて安定供給を図りますととも

に、平成20年度には未達水量料金の引き下げを

行いまして、ユーザーへのサービス向上を図っ

たところでございます。また、現在、新たな企

業の立地により給水量の拡大も図られつつある

ところでございます。このほか、地域振興事業

につきましては、一ツ瀬川ゴルフ場の効率的な

運営に努めますとともに、平成18年度から指定

管理者制度を導入いたしまして、経営の改善を

図ったところでございます。このように、経営

ビジョンに基づく取り組みは、おおむね順調に

推移しているところでございます。

次に、新ビジョンの方向性についてでござい

ます。地方公営企業は、健全経営のもとに、社

会経済情勢の変化に的確に対応し、企業として

の経済性を発揮いたしますとともに、県民福祉

の向上に貢献していくことが、何よりも重要で

ございます。企業局を取り巻く情勢を見ます

と、行財政改革の推進や電力自由化の進展等厳

しい状況にございますが、一方では、エネルギ

ー分野において、地球温暖化防止の観点から低

炭素社会への転換が求められておりまして、水

力発電を含む自然エネルギーや新エネルギーの

重要性が高まってきております。

企業局といたしましては、このような時代の

変化に的確に対応しながら、これまで以上に健

全経営の維持に努め、地方公営企業の本来の目

的でございます県民福祉の向上を図っていくた

めに、地域貢献に積極的に取り組んでまいりま
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すとともに、新エネルギーの導入につきまして

も、小水力や太陽光発電などに取り組んでいく

必要があると考えております。これらのことを

踏まえまして、現在、具体的な経営戦略や事業

計画につきまして検討しているところでござい

ます。

次に、発電所や工業用水道施設の地震対策に

ついてでございます。発電所の水圧鉄管などの

水路工作物につきましては、既に国の耐震基準

を満たしておりまして、耐震性は確保されてお

ります。また、昭和56年の法改正以前に建てら

れました耐震補強の必要な建物本体につきまし

ては、現行の耐震基準に基づきまして、綾第一

発電所ほか２カ所について、平成20年度までに

工事を実施し、その対策を完了したところでご

ざいます。

工業用水道施設につきましては、平成８年度

から12年度までに実施をいたしました改築事業

によりまして、送配水管を新設いたしましたほ

か、配水池や浄水場につきましても、昨年度か

ら耐震補強工事を行っておりまして、平成23年

度に完了する予定でございます。

次に、水車発電機や水圧鉄管などの老朽化対

策についてでございます。企業局の設備につき

ましては、電気事業法に基づいて定めました企

業局保安規程によりまして、定期的に巡視・点

検を行っております。水車発電機につきまして

は、この規程に基づきまして、おおむね10年ご

とに分解点検を実施しておりまして、部品の取

りかえや補修を行っており、また、水圧鉄管に

つきましては、８年ごとに管厚測定や塗装を実

施しております。また、必要なものにつきまし

ては全面的な更新を行うなど、老朽化対策には

万全を期しております。以上でございます。

〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県立病院経営形態検討委員会や分科会

での意見の概要についてであります。検討委員

会につきましては、７月の設立の際に、分科会

委員を含む全体会を開催いたしまして、まず、

委員会設置の趣旨や県立病院の概要、４つの経

営形態の特徴等について説明を行いますととも

に、今後の検討スケジュールや進め方等につい

て議論いただいたところであります。それぞれ

の県立病院の状況を個別に検討するために設置

いたしました３つの分科会につきましては、こ

れまでに２ないし３回開催されまして、各圏域

の医療事情や、県立病院の果たす役割、経営面

の課題等についての議論が行われたところであ

ります。また、この中で、「地域医療の中核的

存在である現在の県立病院の医療資源を維持し

ていくことが重要である」との御意見や、「経

営健全化のためには、まず医師確保を図るべき

ではないか」等の意見が出されております。

次に、県民への情報提供についてでありま

す。検討委員会及び分科会の協議内容につきま

しては、全体会での取り決めによりまして、会

議終了後にその都度、当日の会議内容の要点等

について、代表者から公表しているところであ

ります。病院局といたしましても、検討委員会

や分科会の状況等を節目ごとに、ホームページ

等を通じまして県民の皆様にお知らせしたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、人材育成プランの取り組み状況につい

てであります。県教育委員会では、平成19年３

月、今後10年間にわたって教職員の人材育成を

推進していくための指針となる「教職員人材育
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成プラン」を策定し、「優れた人材の確保」や

「能力開発のための研修システム」等の６つの

柱に即した具体的な取り組みを進めているとこ

ろであります。例えば、幅広く経験豊富な人材

を確保するため、平成19年度に実施した教員採

用選考試験から、受験者の年齢制限を41歳未満

に緩和するとともに、過去５年間のうち24月以

上、本県において臨時的任用講師等の経験があ

る受験者は、１次試験において教職教養試験を

免除しております。また、社会人の採用につき

ましては、一部の採用区分において、民間企業

等で正規職員として継続５年以上の勤務経験を

有する者を対象に、特別選考試験を実施してお

ります。なお、大学推薦枠や再チャレンジ採用

枠の導入、企業等の外部からの管理職任用につ

きましては、引き続き検討を行うこととしてお

ります。

次に、スーパーティーチャー制度についてで

あります。この制度につきましては、他の教師

の模範となるようなすぐれた教育実践を行って

いる教師が、授業公開等を通して教師の指導力

と資質の向上を図ろうというもので、平成18年

度から試行してまいりました。今年度は、これ

まで３年間の試行期間の成果を踏まえ、小学校

６名、中学校４名、県立学校５名の計15名をス

ーパーティーチャーに委嘱し、本格実施とした

ところであります。スーパーティーチャー15名

のうち14名につきましては、本年４月より新た

な職として設置いたしました指導教諭に任用し

ているところであります。この指導教諭の処遇

につきましては、給料表において、教諭よりも

さらに高い級を新たに設け、これを適用してい

るところであります。今後の委嘱につきまして

は、地域のバランスや学校種及び教科・領域等

を考慮し、スーパーティーチャーにふさわしい

教師を積極的に委嘱してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、県立高校における授業料滞納等、景

気悪化の影響への対応についてであります。経

済的な理由から修学が困難な生徒に対する支援

策といたしましては、１つには、県立高校にお

ける授業料免除、２つには、県育英資金による

県立及び私立高校生等への奨学金の貸与の事業

を行っているところであります。両制度とも、

生徒及び保護者に対して周知徹底を図ってお

り、それぞれほぼ１割の生徒が利用していると

ころであります。また、経済情勢の悪化等に伴

い、保護者の家計が急変した場合には、県育英

資金の緊急採用制度により、年度途中において

も随時に貸し付けを決定し、迅速な救済を行っ

ているところであります。さらに、現在の厳し

い経済情勢に応ずる救済措置として、国の補正

予算を活用し、高校生等への奨学金の貸与枠の

拡大等を内容とする「高等学校等生徒修学支援

基金事業」を今議会に提案申し上げて、御審議

をお願いしているところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、本県の治安情勢についてであります。

本県警察では、平成15年から街頭犯罪等抑止総

合対策を推進してまいりました。その結果、刑

法犯認知件数は、平成14年の約１万7,700件をピ

ークに減少傾向にありまして、昨年は１万1,100

件で、平成14年と比較して約6,600件減少してお

ります。また、本年８月末現在の刑法犯認知件

数は約6,500件で、昨年同期と比較いたしまして

約900件減少しております。犯罪の増加傾向に一

定の歯どめをかけることができたものと考えて

おります。しかしながら、コンビニ強盗や振り
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込め詐欺等の悪質な事件も発生しており、県下

の治安情勢はなお予断を許さない状況にあるも

のと認識しております。

そこで、今後の治安対策の基本的な考え方に

ついてでありますが、私は、県民目線で仕事を

進めることが警察活動の原点であり、それに

よって、県民の皆様の安全・安心を確保するこ

とが重要であると考えております。その上で、

警察といたしましては、強盗や振り込め詐欺等

の悪質な事件の未然防止はもとより、自転車盗

や万引き等の県民に身近な犯罪対策を引き続き

推進いたしますとともに、県や市町村等の関係

機関や防犯ボランティア団体と連携をいたしま

して、犯罪のないまちづくりを進め、日本一安

全で安心な宮崎県を目指して取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、交通死亡事故防止対策についてであり

ます。県内の交通死亡事故につきましては、昨

日現在、47件で、49人の方が亡くなられており

ます。前年対比で申しますと、発生件数、死者

数ともに23件、23人の増加となっており、大変

厳しい情勢であります。死亡事故の特徴を見ま

すと、事故の形態におきまして、車両単独ある

いは対向車線へのはみ出しによる衝突事故な

ど、運転者の一方的な過失によるものが多く、

この形態での死者が24人で、これは前年対比プ

ラス12人になっております。また、その原因を

見てみますと、わき見、考え事などのぼんやり

運転によるものが大半であります。警察といた

しましては、運転者が緊張感を保ち、前をしっ

かり見て運転に集中していれば、これらの死亡

事故の大部分は防止できるものと考えておりま

す。死亡事故の防止につきましては、現下の情

勢を厳しく受けとめ、これまで実施してまいり

ました高齢者対策を重点とする諸対策のさらな

る推進、昨日から開始されました新たな県民運

動である「てげてげ運転追放運動」の積極展

開、飲酒運転を初め、交通事故に直結する違反

取り締まりの強化及び関係機関・団体との連携

強化等、総合的かつ効果的な対策を前向きに推

進してまいる所存であります。以上でありま

す。〔降壇〕

○野辺修光議員 再質問の前に、ちょっと急い

だために、水産業の振興について飛ばしてしま

いました。

本県では、カツオ・マグロ漁業やまき網漁

業、養殖業などを中心に多様な漁業が営まれて

おります。県内外に良質な水産物を提供する産

業として、将来にわたって健全な発展を図る必

要があると考えております。しかし、最近の状

況を見てみますと、水産資源の減少や価格の低

迷に加え、燃料や資材価格の高騰、さらには世

界的な景気低迷の影響を受けて、漁業活動を維

持していくことが非常に困難になっておりま

す。このような中で、国の今年度補正予算にお

いて、漁業者への資金繰り対策として、保証引

き受けが総額1,200億円という、これまでにない

規模で緊急保証支援が行われることになりまし

たが、困窮する漁業者が、この支援策をうまく

活用して経営の見直しができるよう、県として

も何らかの緊急対策を講じるべきであるかと思

いますが、農政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 今回の国の保

証支援についてでございますけれども、資金繰

りに困っておられる漁業者への資金融通を円滑

にしますために、実質的に国が融資額のほぼ全

額を保証するといったものでございまして、本

年度に限り実施されるものでございます。県と

いたしましても、厳しい漁業経営の現状等を踏

まえ、早急に経営の改善を支援する観点から、
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国の保証支援の対象者に対しまして、県の利子

補給により、総額40億円の低利融資を行います

漁業緊急保証対策資金利子補給金を、本議会に

お願いしておるところでございます。今後と

も、現場の要望にこたえる支援策を講じること

によりまして、燃油や資材の高騰、水産物価格

の低迷などの影響を最小限に抑え、漁業経営の

安定化を図ってまいりたいと考えております。

○野辺修光議員 済みません、これからが再質

でありますが、まず、知事に伺ってみたいと思

います。先ほど、国政転出問題は壇上からは削

除しましたが、これに関して１点だけお聞きし

ます。知事は、国政転出問題が発生したとき

に、どちらかといえば自民党寄りの姿勢をとら

れたと思います。しかし、このことは私ども自

民党にとって決してプラスではなかった。マイ

ナスではなかったかなと思っておりますが、民

主党からはそう映ったと思っております。民主

党が圧勝して、あす、政権がスタートするわけ

でありますが、知事も当時懸念されて、もし負

けたら補助金等で仕返しがされるかもしれんな

というようなことを言われたわけであります

が、知事のあの姿勢に対して、今回の政権がス

タートした場合に、何がしかの宮崎県に対する

ペナルティーが科せられる心配はないか、この

点についてはどう考えていらっしゃるか、お聞

かせ願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） さきの総選挙で自民

党寄りの姿勢という御指摘がありましたが、私

としては、政権与党であった自民党さんに、自

己変革をしていただきたい、変わっていただき

たいと、そういう提案でございました。その一

連の行動というのは、宮崎のため、地方のた

め、あるいは地方分権・地域主権をかち取ると

いう、一連の私の政治理念に基づくものであっ

たことを御理解いただければと思います。これ

も全国知事会との歩調を合わせた行動でもあっ

たわけでございますが、さらに全国知事会とし

ては、特定政党の支持はしないという態度でし

たので、私はそれに歩調を合わせたということ

でございます。また、国政は、国全体の発展あ

るいはすべての国民の福祉の向上のためになさ

れるものだと、私は理解しております。民主党

さんは、またそれらの理念を特に重要視されて

いますので、選挙時のスタンスいかんで特定の

地域に影響がもたらされるということはあり得

ないと考えております。

○野辺修光議員 そうであれば幸いでありま

す。今議会の最大の焦点は、何といいまして

も、今から審議していくこの449億円の予算が可

決成立しても、果たしてこれが予定どおり執行

できるかということではないかと思います。民

主党政権はあした誕生するわけでありますが、

追加経済対策として可決成立しておる46基金の

うち、本県に関する11基金が執行停止され、回

収される可能性があるということであります。

このことは、民主党のマニフェストに示されて

おる中央集権から地域主権へ移行するという公

約からすると、逆行するんじゃないか、逆行す

る暴挙であり、地方自治体を混乱させ、ひん

しゅくを買うということに結果的になるのでは

ないかと、私は考えております。まさかそのよ

うなことはないと思うのでありますが、直面す

る課題でありますので、このことについて何点

か具体的にお尋ねしてみたいと思います。

まず、この予算の執行停止あるいは回収に関

する情報収集、これはどのような方法で情報収

集され、また、現在どのような情報をつかんで

いらっしゃるのか。これは総務省出身の副知事

に伺ったほうがいいと思いますので、お願いい
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たします。

○副知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘の報

道を通じた執行停止等の状況につきましては、

東京事務所を初め各部局に対しまして、各省庁

を初めとしてさまざまな情報収集をするように

という指示を出しておるところでございます

が、現時点では、まだ新内閣の発足前でありま

して、政府としての正式な決定がなされておら

ず、具体的また明確な指示が出されていない状

況でございまして、各省庁においてもそのよう

な情報は持っていない段階でございます。引き

続き情報収集に努めてまいりたいと考えており

ます。

○野辺修光議員 情報収集はできていないとい

うことだと思うわけであります。

次に、今回の補正予算の財源の中で、国から

の内示によって予算計上したもの、そしてま

た、交付決定があって予算計上したもの、それ

ぞれ幾らか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） ９月補正予算の歳

入総額449億4,000万円のうち、141億3,000万円

が基金積み立てに係る交付金でございますけれ

ども、このうち、内示段階にありますのが83

億7,000万円、交付決定を受けているものが57

億6,000万円でございます。

○野辺修光議員 内示段階の予算計上が83億円

余、交付決定したものの予算計上が57億円余と

いうことですね。内示段階で計上したもののほ

うが多いということであります。

次に、交付決定があったものは凍結や回収は

困難と考えるわけでありますけれども、内示段

階で予算計上されたものは凍結や回収がされや

すいと考えていいのか、それとも、どちらも一

緒と考えていいのか、いま一度、総務部長にお

尋ねします。

○総務部長（山下健次君） 新政権による正式

な決定が行われておりませんので、凍結または

回収がどういった形で行われるか、詳細はわか

りませんけれども、交付決定と内示ということ

で、補助金等の交付に関する現在の制度から申

し上げますと、交付決定は、受領者側、つまり

補助金を受ける側に交付の請求権が生じます。

さらに、補助金を交付する側には交付の債務を

発生させる行政行為と一般的には解されており

まして、内示につきましては、その前段階にお

ける事実上の準備行為というふうに考えられて

いるところでございます。したがいまして、仮

に法的効果を持つ行政行為か否かを基準といた

しまして、凍結または回収が行われるというこ

とになれば、その取り扱いにはやはり違いが出

てくるのではないかと考えております。

○野辺修光議員 ということは、やはり、内示

段階で予算計上したものは、交付決定があって

予算計上したものより凍結・回収されやすい

と、そう理解したいと思います。確認のためで

ありますが、今回の予算案は10月２日に採決さ

れることになっておりますが、採決以前が凍結

・回収されやすく、可決成立後は凍結・回収に

応じないということはできないのか、その点は

いかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 一般的な制度論と

して申し上げますけれども、予算案が可決成立

した場合には、その執行権者は、その責任にお

きまして、成立した予算に基づいて収入、支出

を実行する、いわゆる予算の執行を開始すると

いうことになります。しかしながら、先ほど申

し上げましたように、国の補助金等の受け入れ

についての法的な効果は、あくまで国の交付決

定により生ずるものと解されますことから、予

算成立前か後かということが、凍結または回収
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について違いを生ずるということにはならない

のではないかと考えております。

○野辺修光議員 ということは、可決成立した

ということは問題でなくて、やはり、先ほどの

内示段階の予算計上のほうが凍結・回収されや

すい危険性があるということになると思いま

す。それで、次に進みますが、今回の補正予算

が可決成立した後に凍結・回収がなされた場合

に、これにかわる代替財源、担保できる財源が

あるのか、それともまた、減額補正しかないの

か、この点はいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 国の経済危機対策

におきましては、極めて厳しい地方財政の現状

を踏まえまして、対策事業の追加に伴う地方負

担を軽減すると。そして、積極的な事業実施を

促進するために、地方公共団体への配慮として

種々の交付金が創設をされたところでございま

す。県におきましても、厳しい財政状況の中に

ありまして、経済・雇用対策に資する事業につ

いて、その交付金の活用を前提として補正予算

での措置を行ったところでございます。したが

いまして、本県の厳しい財政状況をかんがみま

すと、仮に、凍結また回収により財源としての

交付金が減額されることとなれば、みずからの

財源により補てんすることは大変厳しいと。し

たがいまして、交付金の収入額に応じて、必要

な事業を絞った上で、減額の補正予算を検討せ

ざるを得ないというふうに考えております。

○野辺修光議員 やはり減額補正しかないとい

うことでありますので、そのようなことになっ

たら大変だと思うんです。そこで、今まで経験

したことのないようなケースだと思いますが、

総務省出身の副知事、こういう場合にはどのよ

うな手だてが最も有効だとお考えでしょうか。

○副知事（河野俊嗣君） 新政権の発足前でま

だ詳細な情報が不足している状況ではございま

すが、いずれにいたしましても、この厳しい経

済状況を踏まえた経済・雇用対策ということ

で、国の交付金を前提として、地方公共団体が

押しなべてさまざまな対策を講じる、そういう

重要な事業だと考えております。すべての団体

にとりまして大変大きな影響があるということ

でございますので、全国知事会等と連携をいた

しまして、国に対して、地方の実情を踏まえた

対応をとられるよう強く要望してまいりたいと

考えております。

○野辺修光議員 これからがやはり東国原知事

の力の見せどころだと思うんですが、今後、国

などに対してどのような対応をなされていかれ

るんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 現時点で、凍結また

は回収に関する詳細がわかりませんので、具体

的な対応については何とも申し上げられない状

況であります。いずれにしても、非常に厳しい

経済・雇用情勢にかんがみ、また、地方が混乱

しないよう慎重に対応されるべきであると考え

ますので、国と地方の協議につきましては、さ

きの９月９日、地方六団体から民主党に対して

要請が行われ、国と地方の協議の場も早期に持

たれると聞いておりますので、私といたしまし

ては、そのような場や、あらゆる場、あるいは

全国知事会での積極的な発言を通じて、地方の

立場を強く新政権に訴えてまいりたいと考えて

おります。

○野辺修光議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

最後に、もし予算の執行停止があった場合、

知事は、訴訟も視野に入ってくるとコメントさ

れたわけでありますが、どの法律のどの条文の

もとに考えておられるのか。法的根拠があれば
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お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関

しましては、マスコミの取材に対する私の発言

は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じるものと懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものでありまして、いた

ずらに法的な手段に打って出るという趣旨では

ありませんので、御理解をいただければと思っ

ております。なお、私が法的措置として申し上

げましたのは、例えば「補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律」の第25条にありま

す補助金等の交付決定の取り消し、返還命令な

ど、各省庁の長の処分に対する「不服の申出」

の規定を根拠として想定したものであります。

いずれにしましても、地方における経済・雇用

対策に支障を来すことがないよう、まずは国と

地方の協議の場や全国知事会を通じて、地方の

立場を強く訴えてまいりたいという考えでおり

ます。

○野辺修光議員 知事、大分トーンが落ちたよ

うな気がするんですが、推移によってはそうい

う強硬な姿勢も必要になってくるんじゃないか

と思っております。

次に進ませていただきます。時間がありませ

んが、もうちょっと我慢していただいて、医師

確保の問題でありますが、実は、私ども自民党

三役と県の医師会の三役と懇談の機会があった

のでありますが、その中で先生方が言われるの

は、こういうことを言っていいのかわかりませ

んが、女医さんが非常に進出されてきた。そこ

で、家庭に入られる人が多いために一つは医師

不足があるんですよねというような話があった

わけであります。これは実際そうだと思いま

す。そこで、女医さんたちは、現場から家庭に

５年ぐらい入られるとなかなか復帰ができない

ということであります。その方たちを復帰させ

るために、地域医療学講座で研修を受ければ復

帰できるんだということでありますので、これ

は非常にいい制度だと思います。地域医療再生

臨時交付金は、県だけしか受け入れることがで

きません。県に基金として積み立てて、これを

活用するということでありますので、知事から

も前向きな答弁をいただきましたが、ぜひこれ

は積極的に医師不足解消のために取り組んでい

ただきたい、このようにお願いをしておきたい

と思うのであります。

東九州自動車道の問題であります。日南―志

布志間でありますが、その前に、ガソリンの暫

定税率あるいは高速道路通行料金の撤廃という

ことで、果たしてこの建設促進ができるかなと

いうことも心配するわけであります。このこと

については、午後、中野議員のほうから質問が

ありますので省きますが、知事に１点お尋ねし

たいのであります。志布志港のことは、実は11

月議会に同じような質問をしたのであります

が、九州唯一の中核港湾であります志布志港を

拠点とする物流対策を明確にすることが、私

は、東九州自動車道日南―志布志間の建設促進

につながると思うのでありますが、知事の考え

をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 現在、県内産業界か

ら、物流の効率化を進めるため、本県初の国内

・国際航路の増便等による海上輸送の利便性向

上を強く求められているところであります。そ

のためには、可能な限り県内港湾に貨物を集約

する必要があると考えております。しかしなが

ら、物流は、地理的条件はもとより、貨物の種

類、出荷先、納品時間等、求められる輸送条件

がさまざまでありますので、御質問のありまし
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という視点から、県内港湾との役割分担のもと

で活用されていくべきものだと考えておりま

す。

○野辺修光議員 私が聞いておりますのは、や

はり宮崎県内の港湾のことも大事ですが、私

は11月に言ったんですが、その後、古川代議士

がまさしく同じことを言われまして、都城志布

志線、そして清武から以南、これは直轄方式で

やれば無料になりますから、いろんな農産物や

宮崎県の産物を志布志港に集めて中国・上海等

に輸出したいという構想であります。そういう

方向で宮崎県の物流も、油津港も宮崎港も大事

なんですが、そういう構想を出していただくこ

とによって、この日南―志布志間が非常に大事

だ、交通量もふえるんだということを打ち出し

てもらわんと、日南―志布志間は一部現道を使

うということでありますが、どうしてもこれは

承服できないわけであります。そういうことを

知事、前は県民政策部長に聞いたと思うのであ

りますが、明確な答弁が返ってきておりません

でしたので、ぜひひとつ前向きに取り組んでい

ただきたいと思っております。

それから、国道448号線、これは壇上から聞き

ませんでしたが、このことについても、恋ヶ浦

トンネル、それから名谷トンネルも12月には完

成します。これは知事初め県当局の御努力に感

謝しているわけでありますが、それ以北の、名

谷から市木にかけて長大トンネルを抜いてもら

わんと、地すべりが起こっているんです。これ

は串間からも先般、陳情書も出ましたので、ぜ

ひ前向きに取り組んでいただきたいと思います

が、今こういう時代でありますので、即どうこ

うということではありませんけれども、県土整

備部長、調査ぐらいはぜひやっていただきたい

ということをお願いしておきたいと思います。

最後に、時間もありませんので、知事にお願

いしておきたいのでありますが、知事は、地方

分権改革について、全国の知事のトップに立っ

て取り組んでこられたわけでありますので、今

回、予算の執行停止あるいは回収等がないよう

に、全国の知事のトップに立って取り組みをお

願いしたいと思うのであります。場合によって

は、知事が言われておりますように、訴訟も視

野に入れてやるというぐらいの気持ちで、ぜひ

ともこれは阻止してもらわんと、宮崎県の景気

・雇用に大きな影響があります。そのことは県

議会自由民主党も知事の姿勢を支持してまいり

ますので、ぜひ前向きに頑張っていただくよう

お願いいたしまして、私の質問のすべてを終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） 今回は代表

質問であります。代表質問の定義はないようで

ありますので、従来の方法で質問をいたしま

す。

最初に、今回の衆議院議員選挙、私はもう腹

が立って立ってたまらん。一言愚痴を言わせて

いただきたいと思っております。今回の衆議院

選挙は民主党の圧勝でありました。見事な自民

党の負けっぷりでありました。私の心境は、さ

もありなんという心境であります。そしてまた
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腹が立ったのは、選挙が終わった後にも、大敗

を喫した今でも、ある自民党の幹部、「宏池会

は自民党の保守本流の元祖だ」と、こんなこと

を今ごろまだ言っておるんです。こんなことを

考えると、まだまだ自民党だめだなと、民主党

さんにしばらく頑張ってもらわんといかんな

と、本当にこれは真実の私の心であります。

しかし、権力者の一挙手一投足は国民がしっ

かり見ているということを、つくづくこの１年

間で感じたわけであります。いつの世も、会

社、行政あらゆるところで、やはり「改革」と

いう文字を失ったら進歩はない、発展はないと

いう気がいたします。日々改革であります。改

革するには、最初は半分は敵だと思わないとで

きないわけであります。そういうことで、時の

権力者の一言一句は本当に重みがあるなと、み

んなが見ているということであります。

それで、質問に入りますけれども、知事の一

言について質問をいたします。まず、知事の政

治姿勢であります。何も済んだことをぶり返す

つもりはないんですけれども、どうも私の頭の

中から離れない、ただそれだけであります。こ

こでしっかり再度、知事に質問をいたします。

前の国政選挙のときに、日南のどこかわかり

ませんが、こういうことを発言されておりま

す。「国政に行くなというなら行かない、その

場合は１年半の任期はプラーっとさせてもらい

ます」、いわゆる「プラーっと」発言でありま

す。それについて知事は、全員協議会の発言の

中でこういう趣旨で言われております。「私の

女性の支持者が、知事さんは毎晩毎晩夜遅くま

で働きづくめで大変でしょうということで、時

には１週間に１回はプラーっとせんと体がもて

んちゃないの」とか、そんな趣旨の発言をされ

ました。こう聞いたんですけれども、何が真意

なのか私にはわからずにまだ頭にこびりついて

おる。やっぱり「プラーっと」発言は、私に

とってもですけれども、知事の発言としてはか

なり重いなと思っておりますので、再度、何が

真意なのか、しっかり真意のほどをお聞かせく

ださい。

次に、たまたま日経ビジネスを見ていまし

た。目につかなければよかったんですけれど

も、目につきました。８月24日のビジネスの記

事文で、いろいろと知事はこれに言及されてお

ります。例えば、「私の理想は、自民党が知事

会の要望をすべて反映した上で立候補し、総理

総裁になることでした。知事では限界があると

感じたのは、就任して１年経過したころです。

国の政令、省令などによる縛りが強過ぎると感

じた」、こういうふうに言っておられるわけで

す。そこで質問でありますけれども、私の知

識、考えでは、限界を感じたということは、頑

張って頑張って死ぬぐらい頑張ったけれども、

これ以上できんかった、そんなときに「限界を

感じた」という言葉が出るんじゃないかなと思

うんですけれども、知事は、何をどのように取

り組んで知事としての限界を感じたのか、お尋

ねをいたします。

次に、地方分権・道州制についてでありま

す。

これも８月24日の日経ビジネスの記事文であ

ります。私も道州制大賛成であります。ここだ

けは知事と一緒の考えであります。中央集権型

の日本の将来は変わらない、私もそう思ってお

ります。ここでまた知事の言葉を引用するわけ

ですけれども、「国政への出馬の真意は地方分

権にあります。全国知事会の要望をすべてマニ

フェストに反映させること、自民党の総裁候補

にすること。自民党からは、「検討したが、す
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べてはのめない」との回答で出馬は断念した。

武士に二言はないのです。要求が通らないので

あれば、知事の立場から分権を進めていきま

す」、そしてまた、「宮崎県は財政基盤が脆弱

で、財源の63～64％を国に依存している。宮崎

を立て直すためにも国の仕組みを根本的に変え

なければならない。そして責任ある立場から地

方に財源を確保しなければならない。分権には

総裁のいすが必要だ。私が自民党から出馬を検

討したのは、政権与党に正面から踏み込んで

いって、その奥に控える省庁を解体するためで

した。政権交代して霞が関の外堀を埋めるとい

うのではなく、今ここにある与党と霞が関の政

治システムに切り込んでいきたかった」、そう

いうふうに述べておられます。すごい文章だな

と、「言うは易く行うは難し」、そんな気がし

たわけでもあります。

そこで知事、質問であります。権限移譲、財

源移譲は、私は当たり前の話だと思うんです。

知事の分権論を聞いていますと、いつもこの権

限移譲と財源移譲ばかりでありますが、知事の

地方分権・道州制の構想はどのような構想なの

か。

２つ目、「財源の63～64％を国に依存してい

る。宮崎を立て直すためにも国の仕組みを根本

的に変えなければならない」と記事文にありま

す。具体的にはどのようなことかお尋ねいたし

ます。

「省庁の解体」とか「与党」とか「霞が関の

政治システムに切り込む」とは、具体的にどの

ようなことか質問をいたします。

後は質問者席のほうからやります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

御指摘の発言の真意でございます。全員協議

会でも申し上げましたとおり、私はこれまで一

心不乱に県政に取り組んでまいりましたが、県

民の方からあのとき、少しは休みをとって体を

いたわるようアドバイスをいただきましたこと

から、その県民の方の表現をそのまま使わせて

いただいたものであります。決して県政や知事

職を軽視したものではございませんし、県政に

邁進するという気持ちは今でも変わっておりま

せん。しかしながら、私の言葉足らずで、ある

いは表現の稚拙さによりまして、県民の皆様、

そして県議会の皆様に誤解を与えまして多大な

御迷惑、御心配をおかけしたことを、大変申し

わけなく思っておるところであります。

次に、知事としての権限等についてでありま

す。私は就任以来、「国と地方は対等でなけれ

ばならない」と申し上げてきましたが、現実に

は、地方の財源や権限は非常に限られておりま

して、地方がみずからの意思と力でそれぞれの

特性に応じた地域づくりを進めるという姿とほ

ど遠い状況にあります。例えば、県民や市町村

長と意見交換しますと、地域の道路や公共施設

の整備等を要望されることが多々ありますが、

財源が乏しく、十分には要望にこたえることが

できないのが実情であります。また、権限の問

題では、例えば福祉施設の設置について、入所

者１人当たりの床面積から廊下の幅に至るま

で、国が一律の設置基準を設定しているなど、

地域の実情に合った自由な発想に基づく施策展

開が難しい状況であります。「知事としての限

界を感じた」という発言は、そうした税財源や

権限の移譲が進んでいない税財源・権限の移譲

について、これまでの知事の発言が国に影響力

が必ずしも大きくないという現状をとらえての

ものでありまして、地方分権改革を着実に進め
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る必要があるとの思いから、これまでさまざま

な行動をとらせていただいたものであります。

次に、地方分権についてであります。地方分

権の本質は、地方がみずからの意思と力でそれ

ぞれの特性に応じた地域づくりを進めることに

あり、住民に身近な行政サービスは、住民の手

の届くところで意思決定され、住民目線で実施

されるべきだと考えております。そのために

は、まずは、地方分権改革推進委員会が勧告で

示している約4,000項目の義務づけ・枠づけの見

直しや、国の出先機関の廃止・統合による二重

行政の排除などを着実に実施する必要があり、

あわせて必要となる税財源を確保することも不

可欠であります。義務づけ・枠づけの見直しや

権限・税財源の移譲を進めることは、霞が関で

複雑に絡み合った網の目を一本一本ほどいてい

くような作業になると思いますが、政治による

強いリーダーシップをもって着実に実行されて

いかなければならないものと考えております。

なお、道州制については、かねてから申し上

げさせていただいているとおり、行政権、立法

権、財政権を兼ね備えた地方政府の確立を目指

すものと考えておりますが、まずは権限・税財

源を地方に移譲する地方分権改革を確実に推進

していくことが必要だと考えております。

次に、地方財源の確保についてであります。

真の地方分権を実現するためには、国と地方の

役割分担を明確にするとともに、支出に見合う

自主財源が確保できる税財政構造に改め、地方

が自立的に運営できる基盤をつくり上げること

が必要だと考えております。そのためには、国

からの税源移譲を進め、地方税財源の充実を図

ることが必要であり、具体的には、全国知事会

として主張しているとおり、まずは国と地方の

税源配分を現在の６対４から５対５にする必要

があると考えております。また、地方交付税に

ついては、その復元・増額を行った上で、最終

的には地方交付税が地方の自主財源であること

を明確化するために、地方共有税として特別会

計に直接繰り入れを行うような方式に改めるこ

とが必要であり、さらには、地方消費税の充実

等により、財源のパイそのものを大きくする必

要があると考えております。

続きまして、地方分権改革がこれまで進んで

こなかった大きな理由の一つとして、内閣総理

大臣の諮問機関でありますところの地方分権改

革推進委員会の勧告に対しても抵抗を示す、各

省庁の姿勢等にあると考えております。大胆な

地方分権改革を進めるには、国民目線、住民目

線での政策を断行するという理念のもとで、政

治の強いリーダーシップをもって、それらに立

ち向かっていくことが必要だと考えておりま

す。議員御指摘の発言は、私自身がその役割を

担う立場になれればという思いからのものであ

ります。以上です。〔降壇〕

○中野廣明議員 やはり知事の一言というの

は、リップサービスとかジョークとか、そんな

ことでは済まないこともありますので、ぜひ慎

重にお願いいたします。

それから、道州制でありますけれども、道州

制については、地方分権改革推進委員会、経団

連の最終提言までされております。民主党マニ

フェストでは、道州制についてはよくわかりま

せん。今後は道州制推進派の人たちが大同団結

することが大事かなと思っております。ぜひ頑

張っていただきたいと思っております。

その記事文の最後にこんなことが書いてあり

ました。「そして必ず捲土重来を果たしたい、

私はそう決意しています」というふうに書いて

ありました。捲土重来、これは、「敗れた者が
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一たん引き下がって勢いをつけ、意気込んで来

ること」ということであります。これを知事に

なぞらえますと、今回は総理大臣をねらって失

敗したけれども、再度挑戦する、そんな意味か

なと私はとったわけです。やっぱり大志を抱い

て頑張ったほうがいいのかなと思いますので、

頑張ってください。

次に、今回、民主党のマニフェストが出まし

た。この中身については、はっきりしない未確

定の部分が多いわけですけれども、かなり各県

影響があるかなと思っております。直接最後ま

ではわかりませんけれども、わかる範囲で、想

定される範囲で、関係部長お答え願いたいと思

います。

まず、１つ目が子ども手当、これはゼロ歳か

ら中学生まで１人当たり２万6,000円、年額31

万2,000円支給するというものであります。本県

の総支給額はどれぐらいになるのか。

２つ目が、公立高校実質無料化による本県の

支給額と、私立高校生年額12万円の本県の支給

額はどうなるのかお尋ねいたします。

３つ目が、配偶者控除の見直しによる合計金

額、これは収入増額になる予定であります。

そしてまた次が、オーナー課税の廃止、これ

は本県にとっては減収になります。

５つ目が、中小企業法人税を18％から11％に

引き下げる。これは本県の減収分はどうなるの

か。

６つ目が、軽油引取税、自動車取得税の暫定

税率廃止による本県の減収分はどうなるのか。

７つ目、公的年金控除の最低保証額を140万円

に戻す。老年者控除50万円を復活する。県税収

入への影響はどうなるのか。

８つ目が、国直轄事業の地方負担金の廃止に

よる高速道路建設への影響はどうなるのか。

９つ目が、高速道路の無料化。本県高速道路

建設の進捗に影響はないのか。

最後になりますけれども、後期高齢者医療制

度の廃止に伴う県の負担についてお伺いをいた

します。関係部長でお答えください。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、私立高

校生に対する助成についてお答えいたします

が、県内の私立高校生約１万人おりますけれど

も、これに対しまして１人当たり12万円が支給

されると仮定いたしますと、支給見込み額は

約12億円というふうになります。その手続につ

きましては、今後、具体的な実施に向けての検

討が行われる中で示されるものと考えておりま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県立高校生の場合の

支給見込み額でありますが、平成21年度の生徒

数及び授業料を前提に試算いたしますと、約29

億円になるものと考えております。手続につき

ましては、今後、この制度が創設されることに

なった時点で示されるものと考えております。

以上です。

○総務部長（山下健次君） 建制順にお答えを

したいと思います。

私のほうには５問ほどあったかと思います

が、まず、配偶者控除等の廃止による県税への

影響ということでございますけれども、配偶者

控除、扶養控除につきましては、一般的な場合

には、所得税（国税）控除対象者１人につきそ

れぞれ38万円、住民税（地方税）では、同じく

それぞれ33万円を所得から控除する仕組みに基

本的になっております。これを民主党マニフェ

ストでは、国税である所得税に対して、配偶者

控除及び扶養控除の廃止を行うものとしており

まして、地方税である住民税については見直し

の対象とはしないとされておりますことから、
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この部分については県税への影響はないものと

考えております。

次に、１人オーナー会社の問題でございます

が、１人オーナー会社というのは、出資総額

の90％以上が親族等の出資で占められておりま

して、常時経営に従事する役員の半数以上がそ

の親族等によって占められている同族会社をい

うものとされております。現在、この会社の代

表者の給与のうち、所得税の算定の際に給与所

得控除として控除される部分につきましては、

所得税と法人税で二重に控除することとなるこ

とから、法人税の算定におきましては損金への

算入を認めないという措置が設けられていると

ころでございます。この措置が廃止をされます

と、当然、法人の課税所得が減少いたしますこ

とから法人事業税が、また、法人税額が減少い

たしますことから法人県民税が、いずれも県税

としては減収になるということが考えられま

す。具体的な影響額につきましては、算出の基

礎が国税の資料でございますので、試算するこ

とはちょっと難しゅうございます。

次に、中小企業向け法人税率の引き下げのこ

とでございますが、国税でございます法人税に

ついて、資本金１億円以下の中小企業のほかに

公益法人等につきましては、中小企業者等の税

率の特例といたしまして、先ほど御質問にござ

いましたように、現在、22％から18％に引き下

げられた税率が適用されているところでござい

ますが、同じく民主党のマニフェストにござい

ますように、この税率をさらに11％に引き下げ

るということになりますと、法人税額をもとに

税額を算出しております法人県民税が、やはり

減収になるものと考えております。これも、影

響額につきましては国税資料がもととなってお

りますので、試算については難しゅうございま

す。

次に、軽油引取税及び自動車取得税につきま

しては、税率の特例措置、いわゆる暫定税率が

設けられておりまして、軽油引取税は本則の税

率が１リットル当たり15円ということでござい

ますが、これに対して17.1円を上乗せして合

計32.1円ということになっております。また、

自動車取得税につきましては、自家用普通自動

車について、本則の税率が３％に対して２％を

上乗せして５％というふうになっているところ

でございます。これを、平成20年度決算見込み

額をもとに暫定税率を廃止するということで影

響額を試算いたしますと、軽油引取税では約49

億円、自動車取得税では約７億円それぞれ減収

になるものと試算されるところでございます。

それから、公的年金等控除制度と老年者控除

の問題でございますが、公的年金等控除制度

は、65歳以上の方が受け取られます公的年金の

所得に対して設けられた控除限度額の下限、い

わゆる最低保障額につきまして、民主党のマニ

フェストでは、現行120万円であるものを、平

成16年度税制改正前の140万円に戻すというもの

でございます。また、老年者控除につきまして

は、納税者本人が65歳以上で所得金額が1,000万

円以下の場合に、同じく平成16年度の税制改正

で廃止されました、所得税課税の際に50万円を

所得から控除する制度を復活させるということ

が、マニフェストでうたわれているところでご

ざいます。仮にこの公的年金等控除制度及び老

年者控除の見直しが、地方税である住民税にも

適用されるということになりますと、当然、県

税収入は減収になるというふうに考えられま

す。これも、具体的な影響額につきましては、

算定のもとになります制度対象者ごとの資料

が、これは市町村の資料に基づきますので、試
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算は困難でございます。以上です。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、子ども

手当についてでありますが、ことしの４月現在

でゼロ歳から中学３年生までの本県の児童生徒

数は約16万3,000人となっておりますので、これ

で試算しますと、本県での総支給額は509億円程

度と見込まれます。

次に、後期高齢者医療制度についてでありま

すが、この制度は、原則75歳以上の高齢者に対

して、窓口での原則１割負担で医療の給付を行

うものであります。窓口負担を除いた分の財源

は、公費で５割、各医療保険者から４割、そし

て高齢者の保険料で１割を、それぞれ負担する

仕組みになっております。このうち公費５割に

ついては、国、県、市町村が４対１対１の割合

で負担をしておりますが、今後の高齢者医療制

度が明らかでない現段階では、県の負担がどの

ようになるのか不明であります。以上でありま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、国直轄

事業の地方負担金が廃止された場合の高速道路

建設への影響についてでございます。国直轄事

業の地方負担金の廃止に見合う国の予算が確保

されない場合には、高速道路を含めた直轄事業

全体の事業量が減ることが想定されます。ひい

ては高速道路の建設におくれが生じることが危

惧されるところでございます。県としまして

は、このようなことにならないよう、直轄の総

事業量の確保、そのための国費の確保ととも

に、今後とも、県内高速道路の必要性を強く訴

えながら、その早期整備を要望してまいりたい

と存じます。

次に、高速道路の無料化という政策による本

県の高速道路建設への影響ということでござい

ます。民主党のマニフェストでは、高速道路の

原則無料化を掲げ、その所要額として1.3兆円が

明記されておりますが、その具体的な内容はま

だ不明確でありまして、特に本県の東九州自動

車道門川―西都間のような、現在、建設が進め

られている区間についての今後の取り扱いにつ

いては、全く示されておりません。今までどお

り進められるのか、これも危惧しているところ

でございます。県としましては、今後の動向を

注視しながら、必要な機関に対して、県内高速

道路の建設が着実に進められるように強く要望

してまいりたいと思います。

○中野廣明議員 どうもいろいろありがとうご

ざいました。このマニフェストで見ますと、

減ったりふえたりするわけであります。最終的

にはどうなるかわかりませんけれども、とりあ

えず、施工するまでにはかなり時間がかかるの

かなという気がいたします。

２つだけ言わせてもらいますけれども、子ど

も手当であります。私は、少子化対策は、日本

はヨーロッパなんかに比較すると30年ぐらいお

くれていると思っているんです。少子化が進ん

でプラスになるところはどこもないんじゃない

か。今、日本も人口減に入りました。少子化に

なりますと、ますます国益も減っていくという

ことで、大変な痛みを感じる問題であります。

公平な立場で、自民党とどっちがいいかという

と、やっぱり民主党の子ども手当のほうがいい

のかなと。自民党は２年間とか書いてありまし

たから、子どもはこっちのほうがいいのかなと

思いますので、とにかく少子化対策、頑張って

もらいたいなと思っております。

それからもう一つ、高速道路の無料化であり

ますけれども、無料化そのものはいいか悪いか

いろいろ判断があると思うんです。今、高速道

路会社の現況はどうなっているかといいます
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と、高速道路は今、民営化になりました。この

ときの借金が約40兆円あるわけです。これは再

建団体に持っていっておりますから、40兆円あ

るわけです。問題はこれをだれが払うかという

ことです。今、高速道路会社では年間大体２

兆6,000億ぐらい入っているそうであります。そ

の２兆円で40兆円の借金を返すんだ、そういう

手だてになっております。あと6,000万で維持

（メンテナンス）等をやっていく、そういう記

事を東京都副知事、作家の猪瀬さんがしっかり

書いておりました。無料化はいいんですけれど

も、この40兆円を今後だれが払うのかというこ

とをしっかり検証しなければならないと思って

おります。

次に、予算編成についてであります。

今議会に約449億円の補正予算が提出されてい

るが、このうち基金への積立金は幾らか。ま

た、民主党マニフェストでは、予算の凍結、税

収の減など不確定要素があると思うが、本県の

補正予算の執行並びに平成22年度当初予算編成

の取り組みはどうなっているのか、総務部長に

お尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） ９月補正予算の歳

出総額のうち、国の交付金をもとに基金へ積み

立てるものといたしましては、森林整備加速化

・森林再生基金41億円、介護職員処遇改善等臨

時特例基金29億6,000万円、こういったものを合

わせまして合計141億3,000万円でございます。

次に、２点目の補正予算の執行、22年度当初

予算編成の取り組みということでございます

が、経済・雇用情勢は依然として厳しい状況が

続いておりまして、当面の景気対策につきまし

ては、国、地方が連携をいたしまして迅速かつ

効果的に対応すべきであるというふうに考えて

おります。また、先ほどお話にもございました

ように、本格的な人口減少社会への対策、ある

いは地方の活性化など、将来的な課題につきま

しても、平成22年度当初予算での対応が必要で

ございまして、予算の早期編成を含めて、国と

地方がその役割分担のもとに実効性のある施策

を推進していくべきであると考えております。

現時点では、民主党のマニフェストに盛り込ま

れました各種施策の対応の詳細がわかりません

し、また、新政権の発足前にありまして正式な

決定もないということから、何とも申し上げら

れないところでございますが、いずれにいたし

ましても、予算の凍結、あるいは税制の見直

し、さらには新年度の予算編成等につきまして

は、影響が極めて大きいことから、地方の行財

政運営に混乱を生じさせないよう、強く要望し

てまいりますとともに、情報を的確に把握しな

がら、本県予算の着実な編成・執行に努めてま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 通常でありますと、もうそろ

そろ、課長同士の新規事業のヒアリングぐらい

かなと思います。部長、今ちょっと答えがあり

ましたけれども、今後、本当に例年どおりの予

算編成手順で行くのかなと心配しております。

できる範囲でやられると思いますけれども、簡

単に、めど、感想はどうですか。

○総務部長（山下健次君） 先ほど申し上げま

したように、なかなかめどがつかない。税制、

それから凍結、あるいは国の新しい制度、そう

いったものがどういうふうに動いていくか見通

しのつかない時点ではございますが、県といた

しましては、通常ペースで予算を組んでいく作

業と同時に、新しい情報を逐次把握していきな

がら、それに対する対応を行っていくというこ

とになろうかと思います。段階的に１段、２段

ということも可能性としてはあり得るかという
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ふうに考えております。

○中野廣明議員 今、本当に景気浮揚等大変重

要な時期でありますから、慎重じゃなくて大

ざっぱでいいから、いいほうに予算組みして新

年度予算を出してもらいたいと思います。

次に、本県の経済状況について質問いたしま

す。

日本の景気指数も底を抜け出し上昇に転じた

と言われているが、７月の全国消費者物価指数

は前年同月比2.2％の低下、これは過去最大のマ

イナス幅になっております。幅広い商品の価格

が下がっています。消費者にとってはプラスで

ありますが、一方、企業の採算が悪化し、景気

を悪くするリスクもはらんでいるとも言われて

おります。デフレ懸念もされております。デフ

レになりますと、日本経済全体の収縮を招くお

それがあると思います。今、宮崎も、いろんな

数字を見ますと本当に厳しい。知事、厳しいで

す。数値を見ると大変であります。

そこで、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。現在の企業の倒産状況、保証協会の代位弁

済状況、セーフティネット緊急融資制度利用状

況、有効求人倍率等はどうなっているかお尋ね

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、県

内企業の倒産状況についてでございますけれど

も、民間調査会社によりますと、負債額1,000万

円以上の倒産件数、過去３年間の数字を申し上

げますが、平成18年度が84件、19年度が101

件、20年度が７件増の108件となっております。

次に、信用保証協会の代位弁済額につきまして

は、これも３年間申し上げますが、18年度が21

億1,000万円、19年度が34億7,500万円、20年度

が約10億円増の45億3,800万円となっておりま

す。また、緊急保証制度の保証承諾額につきま

しては、制度が創設された昨年10月末からこと

しの８月末までに、3,887件、487億1,194万円と

なっております。次に、政府系金融機関のセー

フティネット貸付でございますけれども、昨

年10月末からことし７月末までに、2,0 6 6

件、252億2,400万円となっております。最後

に、県内の有効求人倍率につきましては、年度

平均で、19年度が0.65倍、20年度が0.51倍、直

近の状況であることし７月で0.40倍となってお

ります。以上でございます。

○中野廣明議員 いろいろ数字を聞きましたけ

れども、緊急保証の承諾実績―１カ月ぐらい

私の資料とずれておるかもわかりませんが、件

数で言いますと3,524件であります。これは全国

で３番目に低い数字なんです。ワースト３。九

州で２番目に低い数字であります。それから金

額で言いますと448億5,900万、全国で２番目に

貸付額が低い、そして九州で一番低い、そう

なっております。それからセーフティネットの

実績で見ますと、件数は大体全国中ぐらいであ

りますけれども、金額で言いますと273億、全国

で７番目に低くて、九州で２番目に低い、そう

いう数字になります。それから緊急融資とセー

フティネットの合計で言いますと、件数で言い

ますと、全国８番目に低くて、九州で２番目に

低い。金額で言いますと721億8,200万、全国で

３番目に低いんです。そして九州で一番低い。

有効求人倍率も去年あたりは大体１でした。東

京なんか４とかありました。今、本当に働きた

くても働く場所がない、そういう状況になって

おります。有効求人倍率、全国でワースト６位

でありますけれども、九州で３番目という状況

であります。そういう本当に今厳しい状況にあ

る。これは当事者になればまだまだ厳しいわけ

であります。何で宮崎はこうなるのかなと、い
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ろいろ考えるわけですけれども、なかなか答え

が出ません。

次の質問に行きます。企業誘致も私は大変重

要なことだと思っているんです。宮崎の底上げ

には、やっぱり企業誘致が一番早道だと思って

おります。しかし、今となれば、雇用を守るに

は既存の企業の倒産防止が重要じゃないかなと

思うんです。自動車産業等が大分小さくなりま

した。本当に誘致企業も大変であります。ちま

たでは銀行の貸し渋り、貸しはがしの話もあり

ます。新聞によりますと、金融庁が貸し渋りの

検査に入ったという記事もありました。緊急保

証制度の利用、貸し付けの条件変更への対応な

ど、保証協会の果たす役割が大変重要だと私は

思っているわけです。県としては信用保証協会

に対してどのような指導をしているのか、お尋

ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 信用保証

協会に対しましては、日ごろから、中小企業の

立場に立ちまして資金繰り支援を行うよう要請

しているところでございますが、景気の回復が

おくれる中、今後、企業の資金繰りがさらに厳

しくなることも懸念されると思っておりまし

て、８月上旬に信用保証協会と意見交換を行

い、引き続き緊急保証制度の利用促進を図ると

ともに、経営状況の厳しい中小企業に対しまし

て、融資期間を延長して月々の返済額を減少さ

せるなど柔軟な対応を要請しているところでご

ざいます。

○中野廣明議員 今、銀行とか保証協会等も、

数が多くなると、決算書を見ながらそれをコン

ピューターにかけてＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、債務超過

企業とか事務的に扱われるんです。こういうと

きはしっかり経営者を見ながら、助けられるも

のは１年でも２年でも延命させて、そこからま

たいい再建の方法が出てくるんじゃないかなと

思いますので、部長、ぜひしっかり指導してい

ただきたいと思います。

次に、国の雇用対策。倒産防止といえば、

今、雇用助成金とか職業訓練とか融資制度であ

りますけれども、製造業の99％が中小企業であ

ります。今は企業を何とか延命させることが、

働く場所の確保としては大変大事じゃないかな

と思っておるわけです。何ぼ職業訓練をしたっ

て、働く場所がなけりゃどうしようもないんで

す。今、経済状況の激変により、中小企業は借

り入れをしても返済できない状況にあります。

今、企業を延命させることが私は大切だと思う

わけであります。中小企業の倒産防止に役立つ

施策を部長の頭で考えていただきたいと思いま

すけれども、商工観光労働部長に質問いたしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中小企業

の倒産防止につきましては、雇用の確保という

観点からも極めて重要な課題と認識していると

ころでございます。このため、厳しい経営環境

にある中小企業の資金繰りを支援するため、国

の緊急保証制度と連動しました県のセーフティ

ネット貸付につきまして、融資枠の拡大、ある

いは信用保証料の軽減を図るなど、積極的に現

在取り組んでいるところでございます。また、

商工会などに専門家による経営支援チームを設

置しまして、資金調達が困難になった中小企業

に対しまして経営改善計画の策定を支援するな

ど、金融面、経営面から総合的に現在支援を

行っているところでございます。今後の対応に

つきましては、これらの支援策がしっかりと中

小企業に行き届くように、さらに制度の周知徹

底に努めますとともに、改めて金融機関や信用

保証協会に対しまして、既存貸付の一本化ある
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いは融資期間の延長など、緊急保証制度を活用

した積極的な対応について要請していきたいと

考えております。また、県内の中小企業者など

からは、県の融資制度の改善・充実を求める要

望もいただいております。国の動向も踏まえま

して、より実効性のある制度として中小企業に

十分活用いただけるよう、制度の充実にも取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○中野廣明議員 今、中小企業が一番求めるの

は、やはり売上高が減少しておるということで

す。そして利益も少なくなる。だから、幾ら融

資制度をつくっても、借りても払えないという

のが現状であります。やはりここで今、一番中

小企業が求めているのは、「1,000万の売り上げ

が500万になった。500万になったら、50万借金

払っていたのが20万なら払えます」、そういう

必要性が多いんです。部長、ぜひこういう制度

をしっかり頑張っていただきたいと思います。

こんなのを条件変更というんですけれども、問

題は、条件変更しますと、次、銀行が金を貸さ

んのです。何でかなと思ったら、条件変更した

企業は、銀行としては、そこに金を貸すという

のは貸し倒れとして積み立てないといけないん

です。ですから、条件変更して企業はうまいぐ

あいにいきだした。それでまた運転資金が借り

たいといっても、なかなか借りられないという

のが現状でありますから、ぜひこういうところ

を―今、本当に誘致企業は大変であります。

それと同時に、今の企業、倒産しなくて済むと

ころがまだまだあるわけですから、金融面での

指導をしっかりやってほしいと思います。

次に、国の雇用対策の一環として、本県でも

ふるさと雇用再生特別基金が63億3,000万円、こ

れはことしの３月現在であります。緊急雇用創

出事業臨時特例基金がことしの６月現在で63

億7,000万円となっております。そこで、これら

の基金の事業の実施方法、今年度を含めた今後

の事業計画についてどうなっているか。そし

て、基金だから残しておったらまた返せという

ことになりますので、とにかくこういう時期で

ありますから、前倒しで使うべきじゃないかと

思っております。部長に質問いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、ふ

るさと雇用再生特別基金事業についてでござい

ますけれども、今年度は、今回の９月補正予算

後で16億7,159万8,000円、雇用創出数で403人、

平成23年度までの３年間で約1,900人の雇用創出

を見込んでいるところでございます。

それから、緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業につきましては、今年度は今回の９月補正予

算後で13億7,149万7,000円でございまして、雇

用創出数は1,235人、平成23年度までの３年間で

約5,100人の雇用創出を見込んでいるところでご

ざいます。また、事業の執行につきましては、

現下の厳しい雇用情勢の中、早急な対応が求め

られていると考えておりますので、庁内各部局

及び市町村と連携しまして、早期の執行に努め

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○中野廣明議員 この事業の中身を見ますと、

本当に非効率な事業であります。本当に執行す

るほうは大変だろうと思いますけれども、せっ

かく金があるわけですから、頑張って使っても

らいたいと思います。

次に、一般競争入札について質問をいたしま

す。

まず、知事、いろんな数字を並べますけれど

も、ぜひ聞いておってもらいたいと思います。

建設業者の失業保険喪失者、平成18年度が5,678
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人、平成19年度が7,251人、20年度が5,989人で

あります。そしてことしの４月から７月まで

が2,724人、去年の４月から７月までが3,056人

で、わずかですが、ことしは332人減っておりま

す。それから倒産件数、いつも新聞等に出るの

は1,000万円以上です。19年度が101件中、建設

業が52件、20年度が108件中57件であります。そ

れから21年度の４月から７月を見ますと、トー

タルで37件ですけれども、建設業は21件入って

おります。20年度は４月から７月が35件中21

件、ことしも４月から７月の段階では去年と同

じ倒産件数ということになっております。それ

から、建設業だけの倒産件数と言っていますけ

れども、これは保証協会の代位弁済を受けた分

であります。18年度が316件中、建設業が80

件、19年度が484件の173件、20年度が587件

の238件であります。ことしの分を見ますと８月

までが90件、20年度が95件、代位弁済は５件ふ

えておりますけれども、金額は減っている。と

にかく、私は思うんですけれども、こういう数

字は本当にとまらない。ここで議論しているの

は、ただ紙を読んで簡単なようにありますけれ

ども、当事者になると大変だなと私は思うんで

す。私も家が倒産した経験がありますからよく

わかりますけれども、知事、これは本当に大変

です。

そこで、知事に質問いたします。倒産はとま

らない、倒産は二文字、従業員の家族もおりま

す。毎年5,000～6,000人の人たちが失業保険を

受給している。失業保険を喪失した人たちの後

は今のところわかりません。この大きな原因

は、やはり急激な公共工事の発注方法の変更に

もあると思っております。ますます公共工事は

減少傾向になります。このままだと、まだまだ

倒産は続くのかなと思います。不況と入札改

革、本県はダブルパンチを受けているのかなと

思うんですが、このような状況を知事としてど

ういうふうに感じておられるか、質問をいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 入札・契約制度改革

につきましては、平成19年度から抜本的な改革

に取り組んできたところであります。より公

正、透明で競争性の高い制度の構築が図られて

きたものと考えております。しかしながら、建

設投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大によ

りまして、競争性の高まりに加え、景気の急速

な悪化により、建設産業が極めて厳しい経営環

境に直面していることは、十分認識しておる次

第でございます。このため今年度は、地域の経

済、雇用を担う建設産業を支援するための緊急

的な対策として、入札・契約制度については、

最低制限価格の引き上げや、混合入札の柔軟な

対応による受注機会の確保、地域企業育成型総

合評価落札方式の対象範囲の拡充など、さまざ

まな取り組みを実施しているところでありま

す。また、公共事業予算につきましては、６月

の増額補正に加え、今議会におきましても、河

川事業や地方道路交付金事業など公共事業全体

で124億円余の追加補正案を提出させていただい

ているところであります。県としましては、技

術と経営にすぐれた業者が伸びていける環境づ

くりが必要と考えておりまして、今後とも、幅

広く意見を伺いながら、制度の検証と必要な見

直しを行うとともに、建設業者の実情に応じ

た、きめ細やかな支援にも努めてまいりたいと

考えております。

○中野廣明議員 業者にしてみれば、きめ細か

な指導は必要ないんです。私は今思いますと、

今、土木のほうで試行とかいろんなことをやっ

ていますけれども、倒産なんかの数値は全然変
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わらないということなんです。試行とかやって

いるうちに倒産している。当初に戻りますと、

私は準備をしっかりしてやるべきだったんじゃ

ないかなと。最初からそう言っていますけれど

も。試行試行とか言っておる間に企業はつぶれ

ているんだということを、知事、しっかり念頭

に置いていただきたいなと思っております。

それから、県土整備部長に質問をいたしま

す。最低制限価格の引き上げや地域企業育成型

総合評価落札方式の対象範囲の拡大など、建設

業者への対策を進めているというが、一般競争

入札導入による弊害の改善が全然数値としてあ

らわれていません。一般競争は野辺議員のほう

でされましたので、私のほうは、一般競争入札

の地域要件をもう少し小さくする、例えば土木

事務所管内等に戻したら、まだまだよくなるん

じゃないかと思いますけれども、県土整備部長

の御見解をお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、原則、県内建設業者

に発注しますとともに、工事の規模や種類、事

業量等を勘案して地域要件を設定しておりま

す。この地域要件につきましては、県の公共事

業費が大幅に減少している中で、その範囲を狭

めてしまいますと、地域によっては、応札可能

な工事が著しく減少してしまうことも考えられ

ます。このようなことから、ことしの１月から

始めております地域企業育成型を初めとした総

合評価落札方式の検証と見直しなど、県議会を

初め幅広く御意見を伺いながら、地域に根差

し、技術力や地域貢献度の高い業者が受注しや

すい環境整備を、スピード感を持って今後とも

検討してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 スピード感というのは、例え

ば１年とか２年とかあるわけですけれども、何

ぼ早くても２年スピードを持ってもだめなんで

す。これは大体どれぐらいの期間を言っておる

んですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、総合評

価につきましては試行を続けておりまして、い

つまでにというのが、現時点ではなかなかはっ

きり申し上げられませんけれども、これまでも

必要な見直しは、平成19年の４月から制度改革

に取り組んでおります。例えば最低制限価格の

引き上げを19年の10月に行っておりますけれど

も、そういったこととか、ことしの４月に再引

き上げを行ったとか、年度途中であっても、必

要な見直しは迅速に対応してまいりたいという

ふうに考えております。

○中野廣明議員 そもそも総合評価落札方式を

使うことは、私はかなり厳しいんじゃないかと

思うんです。もともと総合評価落札方式は技術

提案型なんです。国が大きな工事をするのに、

環境とかいろんな面を考慮して、業者から提案

して、お互いに技術の話し合いをしながら、単

価が安くならないかとか、これはそういう方式

なんです。部長は、いつも「必要に応じてやっ

ている」と。私が言うのは、試行している間に

数字は全然落ちないじゃないかということなん

です。何ぼスピード感と言ったって、42.195キ

ロ走るのに、２日走って一生懸命スピード感で

走っても、これは１年も２年もたてばどうしよ

うもない。今、そういう試行とかやっておる間

に倒産しているんです。そのスピード感という

のを知事はどんなふうに解釈されますか。

○知事（東国原英夫君） 今、県土整備部長か

らも答弁があったように、できるだけ現場の意

見を聞きながら、その時代の社会のスピードに

応じた対応というのが必要じゃないかと思いま

す。ですから、ことしの４月から見直しも行わ
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れていますので、４月からやったものを―今

８月ですけれども―最低１年ぐらいは様子を

見るというのが普通の常識的な範囲ではないか

なとは思っております。

○中野廣明議員 やはり机の上で考えるのと現

場で考えるのは大分差がある。１年も考えてお

る間に何件倒産するかということです。とにか

くスピード感ということでありますけれども、

よその県は不況対策として一定の期間いろんな

政策を出しておるんです。例えば熊本ですと、

これは９月まで来ていますけれども、一般競争

入札を対象に9,000まで―限定的ですけれども

―するとか、九州でも２県ぐらいそういうこ

とをやっております。部長、本当に机の上と現

実は違うんです。働く場所がなくなっておるん

です。ＦＨＰも倒産したときにみんな県外に

行ってしまっておる。スピード感とか試行とか

言っておる間に、宮崎の働き手はみんな県外に

行ってしまいます。真剣に考えていただきたい

と思います。

次に、農業問題に入ります。

日本の農業は衰退していると私は思っており

ます。日本の農業政策は今、実態を見れば失敗

であったと思っております。部長は久々に農業

出身の部長であります。何もかも知り尽くして

いるかと思いますけれども、この際、国なんか

に気を使わんでいい、言いたいことをしっかり

言っていただきたいと思います。

まず、農業就業人口の減少でありますけれど

も、全国的に見ますと、昭和40年1,151万人であ

りました。平成17年が335万人、70％の減。宮崎

でいいますと、昭和40年が21万7,000人から、17

年が６万6,000人、これは約69％減であります。

このような実態の中の日本の食料自給率は39％

で、主要先進国の中で最低であります。政権マ

ニフェストでは50％、100％に上げると言ってお

りますけれども、本当にまじめな話かなと、私

は甚だ疑問であります。そこで、部長にお尋ね

いたします。今回の耕作放棄地調査の結果、全

国、宮崎ではどのようになっているのか。ま

た、耕作放棄地解消のための支援策はどうなっ

ているのかお尋ねいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 平成20年度に

実施しました耕作放棄地全体調査におきまして

は、全国で23万1, 0 0 0ヘクタール、本県で

は2,907ヘクタールの耕作放棄地が確認されてお

ります。このうち、農振農用地区域内に所在し

再生利用を図るべきとされた耕作放棄地は、全

国で７万6,000ヘクタール、本県で1,209ヘクタ

ールとなっております。県としましては、これ

らの結果を踏まえ、国の経済危機対策の臨時交

付金を活用しまして３億円余の予算を確保し、

耕作放棄地の利用調整や再生整備、さらには営

農再開に必要なハウス、農業用機械の導入など

総合的な支援に取り組んでいるところでありま

す。

○中野廣明議員 「復元不可能な農地」という

言葉が今回出てきました。集落の中、周辺地域

とか、調整区域の範囲を積極的に農振地域を外

せば、家も建てられるし、地域の活性化にもつ

ながる、大きな景気浮揚策になると思っている

んです。思い切って復元不可能な農地は農振の

地域から外すべきだと思うんですけれども、部

長の御意見をお聞かせください。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にござ

いましたように、農地として復元しても継続し

て利用することができないと見込まれるなどの

耕作放棄地につきましては、農業委員会、市町

村等におきまして、周辺の状況なり、農業生産

基盤の計画の有無あたりの確認を行った上で、
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「非農地」として判定されることになります。

非農地として判定された土地につきましては、

市町村によりまして農振農用地区域から除外さ

れることになります。したがいまして、御質問

の耕作放棄地の取り扱いにつきましては、地域

活性化の観点からも、農業委員会あるいは市町

村の意向を十分踏まえまして、有効に活用され

ますように適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

○中野廣明議員 私はいつも土地にこだわるん

ですけれども、国もそうです。ますます土地の

規制を強めようとしておる。これだけ農地離

れ、農業離れしている中で、土地だけは山でも

確保しようと、そんな考えであります。私は、

まだまだ宮崎は土地を有効利用すれば、いろん

なところに人が住めるし、活性化につながると

思っております。それで、また国もこんなばか

なアンケートをしております。「高齢化等によ

る労働力不足」が約50％、「生産性が低い」

「農地の受け手がない」「土地条件が悪い」、

こんなのアンケート調査する必要もない、わか

り切った話です。こんなのを国はのうのうとし

てやっておる。そういうことで、私はあえて聞

きますが、耕作放棄地の発生には根本的な要因

があるはずだと思うんです。もうわかっておる

んですけれども、再度、部長に聞きます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業を取り巻

く経営環境といいますのは、零細規模の農家が

非常に多い、なかなか農地の面的な集積が図り

にくいといったことがございますし、さらに

は、収量・品質が気象変動とか災害あたりの影

響を受けやすくてなかなか安定しない。さらに

は、価格面で経済情勢とか輸入農産物の動向、

影響を受けやすいといったことから、個人とか

産地の努力では解決できないような不安定な要

素を抱えておると思っています。結果的に、農

業所得の向上が図りにくいといった構造になっ

ているんじゃないかというふうに思っておりま

す。こういったことから、県としましては、何

といいましても、農業所得の向上に向けまし

て、ブランド産地の拡大、あるいは担い手への

利用集積、さらには産地改革の強化といった視

点での取り組みをさらに強化してまいりたいと

思いますし、さらには農畜産物の価格安定制

度、あるいは農業共済あたりの農家経営に対す

るセーフティネット対策の充実を図っていくこ

とが、今後は重要ではないかというふうに考え

ております。

○中野廣明議員 今、農政水産部の国の補助事

業を見ましたら140ぐらいあるんです。そんなの

をずっとやってきても農業は下り坂なんです。

部長、しっかり現場を見ながら実態に合った施

策を展開しないと、全く無駄なことじゃないか

と思います。

もう一回聞きますけれども、本県の野菜価格

安定制度の現状はどうなっているか。今度の民

主党のマニフェストでは、所得補償ではハウス

園芸は除外されているんです。ハウス園芸につ

いては別途検討というようなことになっており

ます。まだ中身がわかりませんけれども。国富

町を見ますと、専業農家は大体ハウス園芸が多

いんです。たばこ、お茶、牛、米もありますけ

れども、ここら辺、しっかり価格安定制度を県

でやるべきだと思います。意見をお聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の野菜

の価格安定制度でございますけれども、野菜価

格が保証基準額を下回った場合に、その差額の

一定割合を生産者に対しまして補給金として交

付する制度でありまして、過去５年間の年平均
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の交付額を見ますと、約９億4,000万円程度が交

付されております。しかしながら、現行の保証

基準額は市場の９カ年平均の販売価格をもとに

設定されているといったことから、重油価格の

高騰など急激な生産費の増大による所得の減少

等には十分対応できていないような状況にござ

います。こういったことから県といたしまして

は、国に対しまして、地域の実情を十分考慮

し、所得に視点を置いた持続的な生産が可能な

制度の見直し・拡充につきまして提案・要望を

行っているところであります。

○中野廣明議員 価格保証対策、とにかくずっ

と９年ぐらい価格保証の金額も変わらんような

状況でありますから、部長、答弁はそういうふ

うになりますけれども、実態を見ながらしっか

り頑張ってもらわんと、これから後継者なんか

本当にできません。ぜひ頑張っていただきたい

と思います。

次に、毎度のことでありますけれども、土地

の有効利用について質問いたします。

知事も、わざわざ国富の調整区域を視察いた

だいたとのことであります。感想をお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） ことしの３月11日に

視察を行わせていただきました。国富町の市街

化調整区域にある耕作放棄地の状況を確認し

て、改めて、さまざまな課題があるんだなと痛

感いたしました。耕作放棄地の増大などは、全

国的な課題でもありますことから、地域の活性

化を図る上で、土地利用に関する規制の緩和や

見直しについて、今後検討していく必要がある

ものと考えております。また国においても、人

口減少・少子高齢社会の本格的な到来や農業を

めぐる環境の変化などを踏まえ、平成25年度を

めどに、都市計画法を抜本的に見直す予定であ

ると伺っておりますので、その推移を見守りつ

つ、本県といたしましても、都市と農村地域と

の共生など、まちづくりのあり方について、今

後も十分に議論を重ねてまいりたいと考えてお

ります。

○中野廣明議員 どうもありがとうございまし

た。どこを見られたのか、私はわかりませんけ

れども、知事、この見直しの権限は知事にある

んです。これには国はうまいことやっていま

す。ただし条件つきです。知事が勝手にやれん

ように、権限は移譲したとか言っていますけれ

ども、国に合議とか協議をしなさい、権限を知

事におろしたのは大概そういうふうになってい

ます。ぜひ今後とも国にだまされんように、

しっかり議論してもらいたいと思います。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。今

回、都市計画基礎調査の概要、調査目的、実施

金額はどうなっているのか。宮崎広域都市計画

において調整区域内の耕作放棄地の状況はどう

なっているのかお尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 都市計画基礎

調査でございます。都市計画法の規定に基づき

まして、おおむね５年ごとに行うこととされて

おります。平成19年度及び20年度の２カ年で実

施をしておりまして、都市計画区域内の人口、

産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利

用別の面積などの現況調査と将来の人口予測を

行ったところであります。この調査結果は、県

や市町村が定めます都市計画のマスタープラン

や土地利用など、都市計画の策定・見直しの基

礎資料となるものであります。実施金額でござ

います。平成19年度が5,364万9,000円、平成20

年度が3,990万円の合計9,354万9,000円となって

おります。その半分を関係市町村が負担いただ

いております。また、宮崎広域都市計画区域に
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おける市街化調整区域内の耕作放棄地につきま

しては、今回の調査で新たに分布図の作成を

行ったものでありますが、その結果によります

と、耕作放棄地につきましては、点在して分布

している状況が見受けられたところでありま

す。

○中野廣明議員 次に、そもそも都市計画基礎

調査は都市計画マスタープラン作成のための基

礎調査であります。調整区域は開発を抑制する

ための区域でもあります。現在つくられている

マスタープランの中では、調整区域内の耕作放

棄地、調査の中には「土地の有効利用」という

項目が入っているんです。そういう観点から、

このマスタープランではどういう位置づけでど

ういう中身になっているのか、お尋ねいたしま

す。とりあえず国富町だけでいいです。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在のマスタ

ープランにつきましては、平成16年の５月に策

定をしておりますけれども、宮崎広域都市計画

区域マスタープランの中におきましては、議員

御指摘のとおり、市街化調整区域における土地

利用の方針におきまして、「優良農地との調和

を図り、各種農業基盤の整備が行われている優

良な農地の保全に努める」などについて記載を

しておりますが、耕作放棄地としての記述は特

になされていないところでございます。

○中野廣明議員 優良農地はまだ何とか農業者

がおってやっておるんです。私が言いたいの

は、優良農地以外で、今後農地にも使われない

ような耕作放棄地、遊休地、こういうのをどう

するんだと言っておるわけです。次のマスター

プランに、わざわざ5,000万とか、市町村も迷惑

な話ですよ。２分の１金出したり、国富町のた

めには何にもなっておらんような基礎調査を

やったりとか。今後マスタープランをつくると

きには─そういうふうに「土地の有効利用」

という目的が書いてあるんです。有効利用とい

うのは、有効に使われていないところを有効に

使わないと意味がないんです。今、有効に使わ

れておるところばかり調査しておる。今度、マ

スタープランにそういうのを入れ込む気はあり

ますか、ありませんか。

○県土整備部長（山田康夫君） 議員御指摘の

とおり、耕作放棄地、いわゆる未利用地につき

ましては大きな課題というふうに認識をいたし

ておりますので、それを踏まえた上で、今後の

都市計画区域マスタープランの見直しに当たり

ましては、田園地域との共存・共生を目指した

まちづくりを進める観点から、市町村あるいは

関係部局との連携を図りながら十分検討してま

いりたいと考えております。

○中野廣明議員 部長、その答弁を聞いておる

と、課の職員がつくった答弁そのものです。都

市計画の職員は都市計画法しか頭にないんです

から。こんなのは部長がしっかり―田園都市

と調和のとれた、国富町はそんなところじゃな

い、田園都市なんて言えるものじゃない。私が

言っているのはそんなきれいな話じゃない。

次、しっかりここはやってください。私はこれ

にかけておるわけじゃありませんけれども。そ

ういうことで一応終わります。

次に、教育問題に移ります。

私、最近、「教育とは何ぞや」というような

ことをふっと考えるんです。高校までサイン、

コサイン、タンジェント、いろんなことを習っ

たけれども、今この年になって算数で使うのは

足し算、掛け算、割り算、引き算です。４つあ

れば助かっておる。英語なんかも、極端に言う

と、外国に「ハウ・ドゥー・ユー・ドゥー」な

んて覚えて行ったら、向こうに行ったら「ナイ
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ス・トゥ・ミーツ・ユー」とか「ウエルカム、

ウエルカム」なんです。高校のときに文法を一

生懸命暗記―これは何だったのかなと思うわ

けです。昔の人はよく言ったなと、「読み書き

そろばん」、本当に私はいい言葉だなと思うん

です。これだけあれば、後は本人の将来の考え

方で、頑張った分野で頑張れば、しっかり世の

中は通じるのかな。小学校なんかを思い出す

と、勉強した思い出はないんです。末席させら

れたり、運動場を走らされたり、ドジョウすく

いに行ったりとか、そんないい思い出ばっかり

なんです。教育とは何ぞや、そんなことをよく

最近考えます。

そういうことで、質問に入りますけれども、

今年度の全国学力調査における宮崎県の結果に

ついてどのように評価されているのか、教育委

員長にお尋ねいたします。

○教育委員長（大重都志春君） 全国学力・学

習状況調査における本県の子供たちの学力の状

況につきましては、小学校の知識に関する問題

は全国平均を上回っているものの、活用に関す

る問題に課題が見られ、引き続き改善に努めて

いく必要があると考えております。中学校で

は、知識及び活用に関する問題とも全国平均を

上回っておりまして、おおむね良好であるとと

らえております。また、子供たちの学習習慣や

生活習慣等の状況につきましても、「家で学校

の宿題をしている」「学校で好きな授業があ

る」「学校の決まりを守っている」「近所の人

に会ったときにあいさつをする」など、多くの

項目で全国に比べ望ましい傾向にあり、すばら

しい子供たちが育っていると思います。これも

ひとえに、先ほど議員がおっしゃったとおり、

本県の子供たちが将来に夢や希望を抱きながら

日々の授業を大切にしていること、先生方が子

供たちを大切にしながらわかる授業に向けて頑

張っていること、そして、家庭や地域に子供た

ちを育てていこうという温かい雰囲気があるこ

と、こういうようなものが今回の結果につな

がっているものと考えております。以上です。

○中野廣明議員 この学力調査の結果について

は、大阪の橋下知事は、調査結果を公表するし

ないとかでもめた結果、結果的には一部を公表

した。また、鳥取県議会では情報公開条例改正

案を可決したということであります。市町村別

・学校別成績を開示したということでありま

す。本県では、今回の調査結果をどのように活

用し学力向上につなげるのか、お尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果活用につきましては、各学校におき

まして、調査結果をもとにしながら、例えば、

漢字の読み書きに個人差があることや、記述式

の問題の正答率が低いなどの課題解決を図りま

すために、改善計画書を作成いたしまして、指

導体制や授業等の工夫・改善を図りますととも

に、一人一人の実態に応じたきめ細かな指導に

努めております。また、県教育委員会におきま

しても同様に、それぞれの教育事務所単位で学

力調査の結果を分析し、明らかになった課題を

解決するために、指導力のある教員による模範

授業や研究協議等を行い、教員の指導力の向上

を図っております。今後とも、市町村教育委員

会と連携しながら、国が行っております調査と

ともに、本県独自の学力調査の結果もあわせて

活用し、指導方法の改善や子供たちの基本的な

学習習慣や生活習慣のさらなる定着に努め、学

力向上につなげていきたいと考えております。

以上です。

○中野廣明議員 活用の仕方はいろいろあろう
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かと思います。私はどうすればいいかというと

ころまでは考えておりませんけれども。ここ

ずっと成績表を見ていくと、担任の先生、教え

方が悪いかどうかとか―極端なことですよ。

そこら辺まで行き着くのかなと。公表するかし

ないかは別ですけれども。私も経験があるんで

すが、教え方の悪い先生では成績が悪くなる。

好かん先生も出てくる。いい意味で、教え方が

うまいか下手かが先生の一番の見るべきところ

だと思うんです。とにかく子供たちが平等に学

べるように使っていただきたいなと思っており

ます。

それから、話は今度はどんと違いますけれど

も、学校の推薦入学制度、これが最初できたと

きは、我々の恩師の後藤教育長のときだったん

です。スポーツがしたい人はスポーツで学校に

行けばいいのか、いいなと思っていたんですけ

れども、最近疑問がわいてきたんです。それで

お尋ねしますけれども、学校の推薦入学制度の

所期の目的、推薦入学の手順はどのようになっ

ているのか、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学制度の目的

でありますが、入学者選抜において、一般入試

の学力検査でははかることのできない生徒一人

一人の、中学校３カ年間にわたるさまざまな活

動の成果や興味・関心、意欲や個性などについ

て、あらゆる角度から生徒の適性や能力を評価

することなどを目的として実施しているもので

あります。推薦入学の手順でありますが、中学

校では、推薦を希望した生徒に対し、高等学校

が示す推薦要件に基づいて校内推薦委員会で選

考し、推薦者を決定いたしております。高等学

校では、中学校から提出された調査書、学校推

薦書、自己推薦書等の書類と、推薦入学者選抜

検査で実施する面接、小論文等の結果を厳正に

審査し、それらを総合的に判定して選抜いたし

ているところであります。以上です。

○中野廣明議員 次に、推薦入学は全国で実施

されております。ですから、いいことがあるん

だろうと思うんですけれども、私は、普通科へ

の推薦入学は本来の目的に合致するのかなと甚

だ疑問に思っているわけです。ただ、工業系、

音楽系に行きたい。普通科は大体みんな進学す

るために行くわけですから、そういうことを考

えますと、普通科の推薦入学、見直しの方向も

あるんじゃないか。これは突然の話ですから、

私は普通科は推薦入学なんかなくてもいいん

じゃないか、そう思っているんですけれども、

教育長の考えをお尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 推薦入学制度につき

ましては、普通科高等学校におきましても、目

的意識や意欲・個性など、生徒のよさを総合的

に評価することができることから、相応の役割

を果たしてきているものと考えております。毎

年、入試後に実施いたしております高等学校へ

の入学者選抜に関する調査におきましても、推

薦入試で入学した生徒が、高い目的意識や意欲

を持ち、学業はもとより生徒会活動や部活動な

どで学校の中心となって活躍しているとの報告

も、普通科高等学校から寄せられております。

県教育委員会といたしましては、学校等からの

意見も踏まえながら、今後とも、推薦入試を含

め、入学者選抜制度がよりよいものとなります

ように努めてまいりたいと考えております。以

上です。

○中野廣明議員 教育長の答弁は美し過ぎて再

質する余地はないようにあるんですけれども、

実態を考えると、高校、例えば宮崎市で言うと

今、進学校４つあるんですか。では教育長、４

つの進学校の特色は何ですか。そんなのはある
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のかなと思うんです。今の子供たち、親たち

は、進学率のいいところに最終は行かせたいと

いうのが本音じゃないかなと思うんです。全国

でやっていますから廃止というのは無理にして

も、今、先生たちも忙しい忙しいと言っておる

わけですから、なるだけそういう無駄なところ

は省いて、しっかり教育に専念できるように頑

張ってもらいたいと思います。

もう一つ、私、前回オリンピックを見ており

ました。そうしたら、日本のスケートの女王、

金メダルをもらいました。そのときインタビュ

ーを聞いておったんです。そうしたら、こんな

話し言葉でした。「私のお母さん、お父さんか

らいただいた」云々なんです。私はこれでがっ

くりしたんです。世界の女王たるものが、いい

年して「私のお父さん」。敬語の使い方という

のがやっぱり必要だなと思ったわけです。こん

な敬語を私は小学校ぐらいに習ったような気が

するんですけれども、敬語の教育というのは今

どうなっているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 学校における敬語の

指導についてでありますが、現在、小学校段階

では、５・６年生の国語科の授業におきまし

て、敬語の種類や役割を学びますとともに、話

す相手を先生にしたり、学級の友達にしたりし

て、相手に応じた話し方ができるように指導い

たしております。また、中学校の２・３年生の

国語科の授業では、身の回りのさまざまな敬語

の表現を集め、場面や相手に応じて敬語を適切

に使い分けができるように指導いたしておりま

す。日常的な指導におきましては、国語科での

学習を生かしながら、教職員や学校に訪れる方

々へ適切な言葉遣いができるようにするととも

に、職場体験学習や社会見学なども実施してお

りますけれども、学校を離れて学習する場合の

言葉遣いにつきましても、事前に指導している

ところであります。あえて申し上げるまでもあ

りませんけれども、敬語は、社会生活の中で人

と人とがコミュニケーションを円滑に行い、確

かな人間関係を築くために大切な働きを持つも

のでありますので、学校での指導はもとより、

家庭や地域の中で、大人が正しい敬語を使う姿

を示していくことも重要であると考えておりま

す。以上です。

○中野廣明議員 時々会社に電話しますと、事

務員の人が、「うちの社長は今いらっしゃいま

せん」とか言うんです。こんなことを聞くと、

その会社のありようが大体わかるかなと思いま

す。だから、「知事」と言っても、これは敬語

が入っておるわけです。「知事さん」と「さ

ん」をつける。「議長」と言っても何もおかし

くない。そういう部分もありますから、敬語と

いうのは社会に出たら大事だなと思いますの

で、ぜひ頑張って教えてください。

それからもう一つ、最近、「井の中の蛙」と

か「人のふり見て我がふり直せ」「実るほど頭

を垂れる稲穂かな」、こういうことわざとか、

よく先人たちは言ったものだなと私は思ってい

るんです。やっぱり人生の教訓として信を得て

いると思うんですけれども、私もこんなのをど

こで覚えたかわからんのです。今、学校ではこ

ういうのは教えんのですか、教育長。

○教育長（渡辺義人君） ことわざ等の指導に

ついてということでとらえさせていただきます

けれども、ことわざや人生の教訓に関しまして

は、国語科の授業におきまして、小学校では、

例えば「石橋を叩いて渡る」「千里の道も一歩

より」などといったことわざの指導を通して、

生活の知恵や教え、戒めに触れる機会がありま
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す。中学校では、例えば「故きを温ねて新しき

を知る」あるいは「百聞は一見に如かず」など

といった故事成語の指導を通して、中国の古典

をもとに、生き方や考え方に触れる機会があり

ます。また道徳の時間におきましても、ことわ

ざや故事成語などを使って、子供の心に響くよ

うに指導が行われているところであります。さ

らに学校では、議員もよくごらんになろうかと

思いますけれども、子供たちの目に触れる場所

に、ことわざや格言、名言などを掲示している

ところもございます。先日、私は県北のある県

立高等学校を訪問いたしましたが、進路指導室

の前に次のような、標語というんでしょうか名

言が掲げてございました。言いますと、「越え

なければならない 坂がある 越えなければ見

えない 風景がある」、こういうものでござい

ました。新しい学習指導要領におきましても、

伝統や文化に関する教育の充実が求められてい

るところでありますので、今後とも、心の糧と

なる先人の生き方や伝統、文化に関する学習を

通して、児童生徒の生きる力の育成に努めてま

いりたいと考えております。以上です。

○中野廣明議員 社会人になると学校で習わん

ようないろんな面がありますから、幅広く教

育、頑張ってもらいたいと思います。

次に、政策評価、部長マニフェストについて

質問をいたします。

知事は、知事のマニフェストの中で、「宮崎

の意識改革、既存の概念を打ち壊す 県民の皆

様と総力を挙げて戦うためには、まずは模範と

なる県庁の意識が変わっていかなければなりま

せん」、そういうふうに書かれております。私

は、この政策評価を見て何かようわからんごと

なったんですけれども、私は人の行動というの

は手段と目的がしっかりあると思うんです。予

算を組む、事業を実行する、これはみんな手段

なんです。今、県庁で予算をつけてやっている

ことは手段、その先に目的とか成果があるわけ

です。この政策評価を見てみますと、例えば、

企業であれば、営業マンが東京に10回行った、

そして成果は２つしかなかったということを、

この政策評価で評価しますと、東京に行くのは

計画的に10回行ったからマルだ、だけど成果は

２だから、括弧して成果はバツだと。簡単に言

えばそういう成果評価なんです。高山部長は私

の家の近くに住んでおるものですから余り言え

んのですけれども、そういうマニフェストに

なっているんです。そういうことでまず聞きま

すけれども、政策評価に関する一連の事務の流

れはどうなっているかお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 政策評価に関

する一連の流れでございますけれども、新みや

ざき創造戦略は３つの大きな戦略があり、その

下に16の枝戦略があります。今回の政策評価に

つきましては、その下にあります56の重点項目

と、その項目ごとに具体的な取り組みを示し

た122の取り組み事項を対象に行っております。

評価に当たりましては、まず担当部局におきま

して、122の取り組み事項の進捗状況とその成果

についてＡ、Ｂ、Ｃによる３段階の自己評価を

行っております。その上で、外部委員による評

価委員会を開催いたしまして、その１つ上の段

階であります56の重点項目の進捗状況とその成

果について３段階の評価を行っていただいた、

そういう流れでございます。これらの内部評価

と外部評価の内容をもとにしまして戦略評価シ

ートを作成して、政策評価の結果として取りま

とめたものでございます。

○中野廣明議員 これも事業ごとに、事業した

担当が評価して上げるということです。そし
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て、それを部でまとめて評価委員に渡す。私が

もらった小さい厚いやつ、あれで評価するとい

うのは、評価する人も大変だろうと思うんで

す。いわゆる言葉、文言で評価するわけですか

ら、極端な言い方をするとどげでもなる。最初

は、計画的に事業を遂行したかどうかを評価す

るとかなっておったですね。私は、企業感覚で

言うと、ここを幾らやってもしようがないなと

思うんです。もうちょっと目的のところをやら

ないとだめだ。私は、本当はこんなのは県議会

の仕事じゃないかなと思うんです。「うちは３

月の予算の数字だけチェックしますけれども、

中身は別なところで評価します」ということ

じゃないかなと思うんです。私は、これは企業

の人たちが見たら頭をひねるんじゃないかなと

思います。今後、この評価のあり方を改善すべ

きじゃないかと思いますけれども、部長どうで

すか。

○県民政策部長（高山幹男君） ただいま御指

摘にありましたように、成果を評価する、非常

にこれは大事なことであります。そういうこと

もありまして、政策評価につきましては、昨年

度は、工程表どおり実行できたかを評価する、

いわゆる進捗評価のみを行っておったんですけ

れども、より県民の方にわかりやすい評価を行

うという観点から、今年度は、進捗評価に加

え、県民生活へ及ぼした効果等を評価する成果

評価を新たに実施したところであります。その

評価のあり方につきましては、評価委員会の中

でも、また内部評価におきましても、「より大

くくりな政策を対象として評価するべきではな

いか」「成果をはかるためには客観的指標が必

要ではないか」等の意見が出されたところであ

りますし、先ほど御指摘にあったとおりでござ

います。県民の目線に立った、よりわかりやす

く、より意義のある評価を行っていくことは重

要であると認識しておりますので、引き続き、

成果評価のあり方につきましては検討してまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 県民にわかりやすくというこ

とよりか、まず評価、何をすべきかということ

をしっかり考えるべきじゃないかと思っており

ます。

次に、部長のマニフェストであります。私も

これを見たら、何これと、部長と課長の事業執

行状況のマル・バツ評価じゃないかと思ったん

です。部長マニフェストは本来の目的にかなっ

ているのか、そこら辺のところを総務部長、代

表して。

○総務部長（山下健次君） 「部長（部局）マ

ニフェスト」と正確には申し上げますけれど

も、これは部局長一人一人が、当年度の職務遂

行に当たりましての基本姿勢、それに重点的に

取り組むべき職務目標を、部下職員や県民の皆

様にお示しをするというものでございます。こ

の職務目標の設定の際には、部局長と各部局職

員との協議を経た上で、年度初めに知事と各部

局長が意見交換を行いまして、目標の重点化・

明確化を図りますとともに、できる限り高い目

標を設定するように、特に知事からの要請も

あって努めているところでございます。県とい

たしましては、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組み

ますとともに、部局全体で目標を共有して職務

に励むことによりまして、組織の力が上がると

いうことが図られるのではないかと考えており

ます。

○中野廣明議員 いろいろ言い方はありますけ

れども、私としては、これは事業の遂行状況の

部長、課長の本来のやるべき姿かな、そんな印
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象でありました。一層よくなるように意識改革

をしながらやってほしいと思います。

次に行きます。国富町のＦＨＰ、残念ながら

店じまいをいたしました。本当に大規模な施設

でありましたけれども、おかげで今回、昭和

シェルソーラーの立地ということになりまし

た。本当に久々のいい話でありました。そこ

で、この立地により、今後、波及効果はどのよ

うなことが期待できるかお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の昭

和シェルソーラー株式会社の第３工場の生産規

模は、一般住宅用に換算しまして約30万戸分に

相当する年産900メガワットの計画でございまし

て、宮崎市田野町の第１工場及び清武町の第２

工場を大きく上回る世界最大規模の太陽電池工

場となると聞いております。今回の進出により

まして、約1,000億の直接的な投資や約800人の

雇用創出に加えまして、関連産業の本県への立

地や地元企業との取引拡大のほか、大量の製造

品出荷等によりまして、本県の物流体系の大幅

な改善にもつながるなど、本県経済の拡大・活

性化に大きく寄与するものと期待しているとこ

ろでございます。県といたしましては、今後と

も、工場の立地が円滑に進みますよう、地元国

富町はもとより関係機関とも連携を図りなが

ら、できる限り支援をしてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。

○中野廣明議員 今、この昭和シェル、日本一

の規模ということでありますから、いつまでも

日本一の規模を守れるように、行政一体となっ

て頑張ってほしいと思います。いろいろ雑誌等

で見ると、今いろんな企業が大々的に土地を買

いあさっているとか、そんな報道がされており

ます。これからの誘致企業はこういう分野が主

になるのかな。自動車産業も大変であります。

いろんな業種を含めて、知事初め先頭に立って

誘致活動を励んでいただきたいと思います。

最後になりますけれども、私、この間、久々

に宮崎から鹿児島に電車に乗って行きました。

そして、トイレに行ったんです。トイレに行っ

たら、トイレだけは古い形ですけれども洋式に

なっていました。用を足しておったら、とにか

く揺れるんです。横揺れ。左手でこっちを見な

がらしていますと、用を足すのにどっちもして

おると、揺れるとちゃんとできんのです。私は

びっくりしたんです。電車が悪いのか線路が悪

いのか、今どきこんな電車が走っておるのか

と。線路が悪いのかもわかりません。この間、

出張に行っておって、大分から急に帰ってきた

んです。そして、弁当ぐらいあるだろうと思っ

たら、宮崎まで弁当を売っていなかった。それ

はいいとして、日豊本線─これから鹿児島

は、新幹線は通るわ、ひょっとしたらまた国際

便が来るかもわからん。本当に宮崎は頑張らん

と、今どきあんな列車じゃ、新幹線で来た人が

あんな列車に乗ったら、極端に何十年か前に

返った気分になるんじゃないかなと思うんです

けれども、日豊本線の今後の計画等々はどう

なっているか、県民政策部長にお尋ねいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 日豊本線の整

備についてでありますけれども、日豊本線の高

速化整備につきましては、特に大分、鹿児島両

県との県境区間に多額の費用を要することなど

から、昨今の厳しい国、地方の財政状況、ある

いはＪＲ九州の経営実態の中で、具体化の見通

しが立っていないという状況でございます。た

だ、日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線

鉄道といたしまして、本県産業の振興とか地域

の活性化はもちろんでありますけれども、九州
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が一体となった発展を図る上でも大変重要な交

通基盤でありますので、今後とも、国とかＪＲ

九州に対しまして、高速化の必要性を強く訴え

てまいりますとともに、国に対しまして、鉄道

整備の支援制度の拡充を要望していきたいとい

うふうに思っております。また、型式が古く、

利用者からの不満の声も多い特急車両につきま

しては、2011年春の九州新幹線鹿児島ルートの

全線開通に合わせまして、ＪＲ九州で特急車両

の再編を検討されていると聞いておりますの

で、利用促進を図るためにも、引き続き、快適

な車両の導入をＪＲ九州に強く働きかけてまい

りたいというふうに思っております。

○中野廣明議員 以上で終わりますけれども、

一言だけお願い申し上げます。いろいろ今の時

期、戦後63年か64年、大きな日本の変革期であ

ります。政権も変わりました。本当に今、世の

中は変わろうとしております。行政も実態に即

した仕事をしないと、なかなか成果は上がらん

のではないかなと思っております。そういう面

で、知事を先頭によその県に負けないように頑

張っていただきますことをお願い申し上げまし

て、終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時48分散会
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◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、外山良治議員。

○外山良治議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。衆議院選挙結果は、構造改革路線に

終止符を打ったという歴史的な選挙であったと

思います。社民党は先月18日の公示以来、平和

と福祉を基本に、「生活再建―いのちを大切

にする政治」を掲げ、社民党の基本的な考え方

と政策を訴えてきました。社会保障の削減や労

働法制の改悪により国民生活は厳しさを増す一

方で、一昨日、政府が発表した数字はそれを裏

づけています。７月の完全失業率は5.7％、また

生活保護世帯数は５月で121万5,000世帯を超

え、これも過去最多となっています。これら

は、パート、派遣、契約社員など、働く者に

とって不利な雇用形態を増加させた連立政権の

政策がもたらした結果であり、国民の中に、連

立政権は退陣してほしいといううねりが怒濤の

ごとく生じたことは当然だと思います。社民党

は、小選挙区、比例区合わせて37名の候補者を

擁立し、小選挙区で３議席、比例区で４議席、

合計７議席の現有議席を獲得することができま

した。御支持をいただいた有権者の皆さんに心

から感謝を申し上げます。

知事の政治姿勢についてお伺いをします。

今回の選挙結果について所感をお伺いしま

す。あわせて、９月１日付新聞によると、総選

挙前、自民党に対し、自身を党総裁候補とする

ことなどを条件に総選挙に出馬することを提案

し、自民党寄りの姿勢を鮮明にされたが、残念

かどうかわかりませんが、オファーがなく、御

破算となったと言われています。この騒動が自

民大敗の一因となった見方には、「あのとき自

民党が変わって提案を受け入れていれば、大敗

はなかったかもしれない」と反論されたと報じ

られています。知事は７月の全協及び９月議会

提案理由説明の中で、「議員、県民からいただ

いた御意見等を真摯かつ謙虚に受けとめ、残り

１年半の任期を県勢発展に全身全霊をかけ取り

組んでいく」と述べておられました。真意がど

こにあるのか、全く理解に苦しみます。御説明

をお願いします。

以降は質問者席から質問をします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の総選挙の結果は、多くの国民が、現在

の政治への閉塞感や手詰まり感、また日々の暮

らしに対する不満や将来への不安から、現状の

打破と変化を求めたものだと考えております。

新政権におかれましては、地域の実情、地方の

声に十分配慮をいただきながら、景気・雇用対

策など喫緊の課題はもちろんのこと、地方分権

・地域主権の実現など各種政策にスピード感を

持って取り組んでいただくことを期待しておる

次第でございます。

続きまして、議員御指摘の発言につきまして

は、マスコミから、さきの総選挙における一連

の私の対応が自民党大敗の原因の一つではない

かと尋ねられたことに対して回答したものであ

ります。この発言の趣旨は、「多くの国民が自

民党に変化を求めており、私も、日本のため

に、例えば中央集権から地方分権へと国家のあ
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り方を根本から変えるなど、政権与党として自

民党は変わってほしい、自己変革していただき

たいと申し上げました。しかしながら、こうし

た声に十分にこたえることができなかったこと

が敗因の一つではないか」と申し上げたもので

あります。以上です。〔降壇〕

○外山良治議員 そのことと、自分自身がオー

ダーを出してオファーがなかったこととどうい

う関係になるんでしょう。

○知事（東国原英夫君） 御質問の趣旨が

ちょっとわかりませんが、オファーを出してオ

ーダーがなかった―オーダーはあったんで

す。自民党さんから出馬の要請があったので、

私としては、出馬の条件として２つ提示させて

いただきました。それは地方分権、全国知事会

のあの条項、７項目を全部のんでいただくとい

うことと、それを実行していくためにはそれな

りのポストが必要だということで総裁というこ

とを条件とさせていただきまして、総裁になる

ためには総裁選挙の条件等々、推薦人だとか、

やり方すべてを変えていただく、自民党の体

質、自民党のシステム、そういったものを多く

変えていただくということを要求させていただ

きまして、それに対する満足な答え、つまり知

事会の要望の７項目のうち、すべてをのめない

ということがありましたので、出馬をお断りし

たということでございます。

○外山良治議員 私に言わせれば、たかだか２

年の頑張り―もちろん知事は頑張っていただ

いていると思いますが、２つのオーダーを出し

てオファーがなかったと。僕もこういう世界に

足を入れて約30年近くなります。もちろん、た

くさんの自民党の市会議員、十分存じておりま

す。彼らがどのような毎日を過ごしているか。

本当に大変な、ある議員は、早朝４時、５時、

牛の世話をして、議会に出てくる。プラーっと

する暇はない。そういう議員が、自民党の方々

が頑張っておられる。それをたかだか２年、３

年、知事をやったからといって、そういう方々

のふだんの思いというものを含めて、知事が２

年でおれを自民党総裁にせえとか、そういった

ことを挙げること自体が、自民党員の方々に対

して、また自民党の地方議員の方々、国会議員

の方々に対して、思い上がりも甚だしい、そう

いう気が正直しました。改めていただきたいと

いうふうに考えます。このことで余り議論する

と次ができませんから、次に移ります。

あの構造改革というものが何を残したか。以

前、今から20年前、30年前、40年前というのは

一億総中流と言われておりました。まさしく格

差が非常に少ない社会を破壊した。一方、日本

の大企業は02年から６年間、過去最高益を更新

しております。ごく最近の日本経済新聞によれ

ば、一部上場企業、たしか1,690社の内部留保、

これは国外17兆円も含めて240兆円という莫大な

内部留保をしております。一方、その富を生み

出した勤労者の所得は10年連続で低下しており

ます。これは経営側の厳しい賃金抑制と言われ

ております。さらに、厚労省が31日発表した７

月の勤労統計調査によると、平均賃金は前年度

比4.8％減の36万5,922円となっています。不況

が長引く中、依然として厳しい状態が続き、自

殺者は11年連続３万人以上を記録して、21年も

この傾向は続いています。構造改革、規制緩和

は、都市と地方、所得、教育、医療、雇用、福

祉、命等々、すべての分野で破壊と格差拡大を

もたらしています。

まず、雇用についてお伺いをします。９月７

日に、田野町と清武町の２カ所に太陽電池工場

を立地している昭和シェルソーラー株式会社が
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日立プラズマディスプレイ株式会社宮崎工場を

買収し、大規模な新工場の立地が決定との説明

がありました。説明によると、太陽電池工場と

しては世界最大級の規模、約1,000億円を投資

し、約800人の雇用予定とのことですが、これ

は、本県経済の活性化や雇用創出に加え、関連

企業の本県進出や地元企業との取引拡大等、波

及効果は大なるものがあると期待されていま

す。まず、関係された職員に対して心から敬意

と感謝をいたします。そこで、お伺いをいたし

ます。昭和シェルソーラーの進出に伴い、どの

ような波及効果が期待されるのか、答弁をお願

いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の立

地の波及効果についてであります。今、議員が

質問の中で波及効果につきまして、約1,000億の

投資額、あるいは約800人の雇用者数、地元企業

との取引拡大などについておおよそ述べられま

したので、それに加えてお答えしますと、今回

の立地は、大量の製品出荷等によりまして本県

の物流体系の大幅な改善につながる、また地元

企業の技術高度化、あるいは大学等と連携した

人材育成への取り組み、県内金融機関や小売業

・サービス業の活性化など、さまざまな波及効

果が期待されております。また、太陽電池の一

大生産拠点が県内で具現化することによりまし

て、現在、本県が進めておりますソーラーフロ

ンティア構想の推進にも大きな弾みがつくもの

と考えております。以上でございます。

○外山良治議員 わかりました。期待をしてお

きます。

昭和シェルソーラーに対する補助金をどう考

えているのか。また、日立プラズマディスプレ

イに交付した補助金はどうなるのか質問をしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 補助金に

ついてでございますが、まず、昭和シェルソー

ラー株式会社に対する企業立地促進補助金につ

きましては、今後、具体的な投資額や雇用者数

が明らかになると思いますので、その実績等に

基づき交付してまいりたいと考えております。

次に、日立プラズマディスプレイ株式会社に

交付した補助金についてでございますけれど

も、本県の企業立地促進補助金は、企業が立地

し操業を開始することにより、県内に新たな雇

用が創出されることや、県内経済が活性化され

ることを目的としておりまして、同社の場合、

実際に操業を開始し、雇用が確保されたという

実績がありましたので、補助金を交付したもの

でございます。なお、現在の県の企業立地の補

助制度では、企業が早期に事業撤退した場合に

おける、既に交付した補助金の取り扱いにつき

ましては、地方の条件不利地である本県が企業

立地を促進する観点から、特段定めていないと

ころでございます。以上でございます。

○外山良治議員 日立に対する補助金は、過

去、17年、18年、19年だったと思いますが、そ

れぞれ幾らですか。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成17年

度に２番館増設に対して５億円、平成18年度と

平成19年度に３番館増設に対してそれぞれ５億

円を補助しておりまして、合計で15億円でござ

います。

○外山良治議員 ２年前に５億交付して、今現

在では撤退と。補助金を多額、15億円出して、

２年間経過後に撤退した。しかし、その返還の

規定はない。今後、何があるかわからない。そ

こで、返還規定というものをある程度設けてお

く必要があるのではないかと思いますが、答弁

してください。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 誘致した

企業が最先端産業の大企業であっても、近年の

グローバル化した産業、経済の中では、市場の

変化あるいはスピードを予測できないこともあ

りますので、短期間で撤退する場合も考えられ

るわけでございます。補助金交付要綱に事業継

続期間を定めることによりまして、地方での立

地を検討している企業が本県立地を敬遠するこ

とも予想されますので、そのあたりの対応につ

いては慎重な対応が必要と考えています。しか

し、補助金額が高額となる場合、その交付に当

たっては、より慎重な対応が必要であると我々

は十分認識しております。企業、地元がともに

望ましい形での交付について、今後検討してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○外山良治議員 地方の悲哀というものを十分

感じさせる答弁でした。非常に悲しくなりま

す。

次に、お伺いします。昭和シェルソーラー第

１工場、第２工場の雇用形態はどうなっている

のか、第３工場の雇用形態はどのような計画

か、お願いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用形態

についてでありますが、まず既に操業を開始し

ております第１工場と第２工場につきまして

は、現在、合計で約260人の従業員がおります

が、そのうち約６割が正規職員とお聞きしてお

ります。今回の第３工場につきましては、従業

員数が約800人ということはお聞きしております

けれども、具体的な進出計画を現在策定中であ

りまして、詳しい雇用形態につきましては、今

後示されるものと考えております。以上でござ

います。

○外山良治議員 ６割が正規ということは、逆

に言うと４割が非正規ということになるわけで

すが、担当部長、可能な限り正規職員をお願い

していただきたい。これは要望にとどめておき

ます。

次に行きます。昭和シェルソーラー雇用予

定800名のうち、日立からの400名についても新

規雇用としてカウントするのか、答弁をお願い

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用予定

者数の考え方でございます。今回の第３工場の

従業員数約800人で、うち日立プラズマディスプ

レイ株式会社の従業員約400人を受け入れたい意

向であるとお聞きしております。企業の新規立

地に伴う最終雇用予定者数につきましては、各

企業の事業計画に基づきまして、当該企業の新

たな立地により何人が雇用されることになるの

かという視点で今まで掲げております。この雇

用予定者数には、一般的には、新規学卒者のほ

かに、製造業、サービス業、農林水産業からの

転職者に加えまして、過去に別の誘致企業で雇

用されていた方なども含まれております。した

がいまして、日立プラズマディスプレイ株式会

社を退社された方を昭和シェルソーラー株式会

社が採用される場合も、新規雇用者数として取

り扱うことにしております。以上でございま

す。

○外山良治議員 知事マニフェスト100社１万人

―日立プラズマの400名も以前カウントしてい

た。では、今度またダブルカウントする。電卓

で言えば、引き算の計算はできないプラスだけ

の電卓、こういうカウントの仕方がいいのかな

と。まあ、いいですわ。もうちょっと現実に

合ったようなカウントの仕方というものを考え

ていただきたいというふうに思います。

次に、雇用について、先ほど申し上げたよう
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に、失業率5.7％、非正規1,880万人、来春卒業

予定の県内高校生の求人倍率は７月末現在

で0.24倍と、４人に１人しか職がない等、厳し

い状況のもと、ハローワークは職を求める人た

ちによってあふれていると言われております。

質問しますが、東京都内中小製造業の技術・技

能の現状と、これを担う人材に関する諸課題を

明らかにすることを目的に、東京都労働経済局

総務部企画調査課による「都内中小製造業の技

術・技能集積と人材育成に関する調査報告書」

が出されております。それによると、東京の製

造業が今後とも活力を維持していくためには、

ものづくり機能を担っている技術・技能者の育

成がかぎとなる。技術の高度化に備えた継承体

制の確立のためだと思いますが、教育、職業訓

練、人材育成支援、設備の高度化への支援、技

術・技能動向に関する情報支援を総合的に展開

していくことが求められているとしています。

県内の実態等、調査されていると思いますが、

答弁を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県では、

第８次の宮崎県職業能力開発計画を策定するに

当たりまして、平成17年度におきまして、企業

等がどのような人材を求めているか等の調査を

行っております。この調査におきましては、県

内 2 , 0 0 0 事業所を対象として調査を実施

し、1,234事業所から、技能者の充足状況あるい

は人材育成の取り組み等について回答を得たと

ころでございます。調査の結果としましては、

全体の32.9％の事業所において、「技能者が不

足」または「やや不足している」との回答があ

りました。製造業におきましては溶接工や金属

工作機械作業員、サービス業ではホームヘルパ

ーや介護福祉士、コンピューター関連ではＳ

Ｅ、プログラマー、ソフトウエア開発技術者が

不足しているなどの回答を得たところでござい

ます。以上でございます。

○外山良治議員 職業能力開発促進法第４条２

項によると、国及び都道府県は、その責務とし

て、職業を転換しようとする労働者、その他職

業能力の開発及び向上について特に援助を必要

とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事

業主団体等により行われる職業訓練の状況等に

かんがみ、必要とされる職業訓練の実施に努め

なければならないとされているが、当該規定を

受けて、離職者、在職者及び学卒者に対する職

業訓練に対する本県の取り組みについて答弁を

求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 離職者、

在職者及び学卒者に対する職業訓練についての

本県の取り組みでございますが、県立産業技術

専門校におきましては、学卒者及び在職者を対

象に施設内訓練を実施しており、離職者等につ

きましては、民間教育訓練機関を活用して委託

訓練を実施しているところでございます。

○外山良治議員 公共職業能力開発施設に関す

る過去５年間の就職率の推移について答弁を求

めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県立産業

技術専門校の就職率についてでございますけれ

ども、平成16年度から平成20年度までの５年間

の就職率を申し上げますと、平成16年度98.9

％、平成17年度99.0％、平成18年度96.8％、平

成19年度98.9％、平成20年度96.3％となってお

りまして、90％台の上位を推移しているところ

でございます。

○外山良治議員 本県の公共職業能力開発施設

はニーズを十分に満たしているか、九州各県と

比較して定員及び教科、本県の公共職業能力開

発施設にない施設、教科を求めて他県へ移動し
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た件数等、答弁を求めます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在の県

立産業技術専門校の訓練科等につきましては、

その設置に当たりまして、企業に対するニーズ

調査を実施しまして、業界団体の意見等を踏ま

えて決定されたところでございます。また、県

立の産業技術専門校の定員及び訓練科の状況に

ついてでございますけれども、７つの訓練

科、130名の定員となっております。また、本年

４月時点で九州各県の状況を見ますと、定員及

び訓練科とも各県の地域実情によって異なって

おります。それから、他県の公共職業能力開発

施設を受講している本県出身の訓練生について

でございますけれども、そのような実態があり

ますことは、学校基本調査等で承知しておりま

すが、正確な数値については把握していないと

ころでございます。

なお、県立産業技術専門校も開校後５年が経

過しておりまして、雇用情勢や社会構造等も大

きく変化しております。今後、企業ニーズ等を

十分踏まえた専門校のあり方について検討して

いく予定にしております。以上でございます。

○外山良治議員 部長、一連のおたくの答弁、

本当にばらばら答弁。何でかいうと、17年に調

査をしたと。溶接とかＯＡというものの希望が

高かったと。今の西都、その２つの教科、あり

ますか。答弁してください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 先ほど

ちょっと申し上げましたが、溶接工や金属工作

機械作業員、非常に要望が高かったと申し上げ

ましたけれども、これについては現在の専門校

の構造物鉄工科で対応しています。以上でござ

います。

○外山良治議員 教科としてはありますかと聞

いている。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 教科とし

てはありませんが、構造物鉄工科で対応ができ

ると考えております。

○外山良治議員 あなたがどう考えようと、な

いでしょうが。例えば福岡は、自動車整備科、

ものづくり溶接科、ＯＡビジネス科、機械技術

科、たくさんの科があります。こういった科を

設けて、宮崎県は技能者集積宮崎県、そういっ

た取り組みをしなければ、全部宮崎県、ばかに

される。そして、企業ニーズは溶接が多い、Ｏ

Ａが多い。その技術を身につけるために県外に

流れていく。実態調査はしたことがない。もう

答弁がばらばら。そこで、青年開発隊のことが

問題になっている。青年開発隊を職業能力開発

促進法で言う施設として転用して、積極的利用

促進を図るべきと思うが、答弁をしてくださ

い。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今の御質

問の前に、先ほどサービス業でホームヘルパ

ー、コンピューター関係でプログラマー、今、

議員がおっしゃいましたけれども、こういうも

のの対応については委託訓練等で実施しており

まして、その科目がないから訓練がやられてい

ないということではないと私は認識しておりま

す。

それから今、御提案があったものにつきまし

ては、先ほどもちょっと申し上げましたよう

に、今後、県立産業技術専門校のあり方につい

て十分議論していかなきゃいけないと、私は

思っております。その中で、新たな施設整備に

つきましても、その必要性も含めて議論してま

いりたいと考えております。また、新たな訓練

科の設置につきましては、一定数の訓練者が確

保されなければ運営が厳しくなるわけでござい

ます。各県、隣県等との連携した取り組みと
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か、今、九州知事会では政策連合で政策テーマ

によって広域的な検討、こういう議論もやられ

ております。そのあたりも含めてトータルとし

て、本県の産業専門技術校の訓練科、あり方等

について今後十分議論してまいりたい、検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 宮崎県の職業訓練、本当に貧

弱、研究段階ではない。何のために企業意向調

査をすんのんかと。先ほど申し上げたように、

今の社会にマッチした技能者というものの教

科、それは10年前、20年前から準備をしておい

ていただきたい、これは強く要求しておきま

す。就職率、ほとんど100％、需要があるか、こ

れは教育の問題とも関係してきますが、私ごと

で恐縮ですが、足がない、しかし職業訓練校を

出て技術では負けない。そのことによって子供

３人つくることができた。そういう技能者、技

術者が社会にいかに貢献していくのか、その場

の提供は、法律に規定してあるように、都道府

県の責務としてうたってある。その責務を果た

してこなかった宮崎県の商工観光労働部サイド

の問題、今後、十分注意してください。

次に、耕作放棄地についてお伺いをします。

日本の農村社会は、何百年も同じところに住

み続ける定住社会が基本であり、それを支えて

きたのは農林水産業であったと思います。しか

し、山間地域だけではなく、多くの農村で限界

感を感じている住民の方が増加していると思い

ます。

私が住んでいる赤江地区には、わずか25平方

キロメートルに５万6,000人が住んでおります。

年々、世帯数、人口がふえています。その一方

で、この春に合併した日南市は、赤江地区の

約20倍に当たる536平方キロメートルに赤江地区

と同じ５万8,000人が住んでいますが、過去５年

間で3,000人以上減少している状況にあります。

定住が基本であった農村社会がなぜすたれてい

くのか。答えは明白です。基幹産業である今の

農林水産業では、農業後継者を十分に残せない

からであります。宮崎県では、限界集落のこと

を「いきいき集落」と呼んでいますが、後継者

を残せないような農林水産業では、先行きに不

安を感じないほうがおかしいと言うべきでしょ

う。つくる人がいなければ、農地も山も海も荒

れてしまいます。今後、農村部ではどんどん人

口が減少し、後継者が夢を託すべき農地の荒廃

が加速的に進んでいくのではないかと心配をし

ております。

平成17年の農林業センサス調査結果では、日

本の食料基地として第６位の農業生産額を誇る

本県に4,685ヘクタールもの耕作放棄地が存在し

ており、５年前より240ヘクタール、10年前よ

り1,665ヘクタール増加しております。4,685ヘ

クタールの農地で米をつくったら、宮崎市で１

年間に消費する米を補っても余りある量に相当

します。今後、世界規模で食料需給が逼迫する

と見込まれておる中で、看過できる数値ではあ

りません。ここで、この国の食料を賄う資源で

あるはずであった4,685ヘクタールもの耕作放棄

地を県はどうしていくつもりか、特に山間地域

では過疎・高齢化が同時進行するために、どの

ような対策を考えておられるのか、担当部長の

答弁を求めます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 本県では平

成20年度より、耕作放棄地の解消対策として、

みやざきフロンティア農地再生事業を実施いた

しておりまして、全市町村にプロジェクトチー

ムを設置するとともに、33名の専任コーディネ

ーターを配置しまして、耕作放棄地の再生整備
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に取り組んでいるところであります。さらに、

耕作放棄地の再生整備に加えまして、ハウスな

どの営農施設や農業機械等の導入、市民農園、

直売所等の整備についても支援を行うなど、積

極的な事業推進に取り組んでいるところであり

ます。特に御指摘の山間地域では、鳥獣被害が

大きな問題となっておりますので、防止施設等

との一体的な再生整備とあわせまして、放牧や

収益性の高い新品目の導入などの支援を行い、

経営の安定と後継者の確保を図ってまいりたい

と考えております。

○外山良治議員 今、担当部長の答弁がござい

ました。そのような取り組みを将来取り組まれ

た場合、4,685ヘクタールの耕作放棄地が解消さ

れるという自信がありますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 4,685ヘクター

ル、これはセンサス数字でございます。昨日お

答えさせていただきましたけれども、昨年度、

耕作放棄地の全体調査をさせていただきまし

た。この中で、本県で2,907ヘクタール、放棄地

があるということが確認されております。その

中で、農振農用地区域内にありまして、今後再

生すべきとされた農地というのが1,209ヘクター

ルございます。その他の部分につきましては、

現状が山林原野となっているといったところも

ありまして、そういうところについては復元が

非常に厳しい状況にあるというふうに受けとめ

ています。

○外山良治議員 私が申し上げたいのは、過

去、耕作放棄地が増加していると。そのことに

さまざまな事業展開をして、4,685ヘクタール以

上にふやさないということを約束できますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 約束と言われ

ますとあれなんですが、最近ふえております耕

作放棄地、センサス数字で議員のほうから御指

摘ございました240ヘクタール、ここ５年間でふ

えているということでございますけれども、こ

の大半が相続等により非農家が所有している

分、240ヘクタールのうち230ヘクタールは非農

家の方に譲渡されるという実態がございます。

今後、耕作放棄地の発生を抑制していくために

は、不在村地主さんあたりも含めて対策が必要

じゃないかというふうに思っております。こう

いったことから、本年６月に成立しました改正

農地法では、農業委員会による農地の利用状況

等調査を毎年やるということになっております

し、さらには、農地の相続をされる場合は農業

委員会に届け出をしていただくといったことが

義務づけられておりますので、こういった

チェックシステムあたりで新たな放棄地の発生

につながらないように、抑制できるように、最

大限の努力をしてまいりたいと思っておりま

す。

○外山良治議員 地域別では、どの地域の耕作

放棄地がふえていますか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） いろいろ調査

した結果を見ますと、都市部と山間地域が増加

しているといった傾向のようです。

○外山良治議員 それはどこですか。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 町村ごとに見

ますと、ここ５年で宮崎市が50ヘクタールふえ

ております。あと山間部といいますか、多いと

ころは高鍋あたり26ヘクタールふえております

し、高岡あたりも28ヘクタールという状況でご

ざいます。

○外山良治議員 そういった地域を重点的に指

導していく、地域ごとのプログラム、そういう

ものをしっかり立てて指導していただきたいと

いうふうに強く要望しておきます。

新しい政権においても、安全・安心な食料の

平成21年９月16日(水)



- 74 -

自給は大きな課題になると思いますし、何より

も夢がなければ若者は地元に定着しません。こ

のため、今後、確実に成果が上がるようしっか

りと取り組んでいただくよう、強く要望しま

す。

次に、林業についてお伺いします。

九州の林業所得は79万5,000円ですが、宮崎県

の所得は幾らですか。また、林業担い手の現状

を見ると、平成７年度林業就業者数4,232名が17

年度は2,311人と、45％減少しています。うち65

歳以上は516人、22％です。所得、担い手等を見

ると、林業の厳しさがかいま見えます。林業担

い手を確保するには、林業所得確保につながる

県産材の需要を拡大することが最重要と思いま

す。本県の県産材の需要拡大対策について答弁

を求めます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 御質問の林業

所得につきましては、農林水産省の林業経営統

計調査がありますけれども、この調査では標本

数の関係から、全国と、九州を初めとします各

ブロックごとのデータしか公表されておりませ

ん。しかしながら、九州ブロックの調査戸数の

約３割を宮崎県が占めておりますことなどか

ら、九州全域の統計とそれほど差はないという

ふうに思っております。ただ、このような状況

もありますので、林家の現況というのは非常に

厳しい状況にあるというふうに考えておりま

す。そういう中で、県産材の需要拡大というも

のが大変重要だというふうに考えておりまし

て、県では、素材の生産から流通・加工に至る

コスト削減や、乾燥材等の品質や性能の確かな

製品づくりなど、外材や他県産材との競争に打

ち勝つ安定供給体制づくりを進めるとともに、

大消費地におけるトップセールスや産直住宅の

推進に努めておるところでございます。特に、

今年度は県内の住宅着工が落ち込んでいること

から、木造住宅建築の後押しをするために、大

黒柱１本を含む杉の柱81本を120棟分提供する事

業にも取り組んでいるところでございます。林

業所得の確保には県産材の需要拡大が一番の方

策というふうに考えておりますので、今後と

も、関係団体との連携強化を図りながら、より

一層の取り組みを推進してまいりたいというふ

うに考えております。

○外山良治議員 直近の担い手数は何名です

か。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業従事者の

数といいますのが、直近といいますか、一応国

勢調査によりまして調べたデータがあるわけで

ございますけれども、それによりますと、県内

で2,311名が林業に従事しているということが言

えると思っております。

○外山良治議員 直近は幾らですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） センサスは確

かに古いデータではあります。直近のデータに

つきましては、センサス以外に、環境森林部と

いたしまして、林業経営事業体等々いろいろと

数を当たっておるところでございますが、そこ

らあたりを踏まえますと、2,000名ぐらいはいる

のではなかろうかというふうに考えておりま

す。

○外山良治議員 2,000名ぐらい、これもほとん

ど当たっていないでしょう。というのは、過去

のトレンドから見ると、平成17年が2,300人、平

成７年が4,000人、これからすると1,300人程度

だろうと推察ができます。2,000人はどこから来

たかさっぱりわかりませんが、過去の統計から

見ると、そうなる。今までいろんな取り組みを

してきたとおっしゃいますが、確実に急減して

いる。僕もこういった席に25～26年おります
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が、そのことに対する答弁と現状、これだけ乖

離があると、もう嫌になってきます。所得を見

てごらんなさい。79万5,000円ですよ。こういう

人、何食うてはんのんかなと。例えば、僕は思

います。農業というのは所得補償する。林業は

所得補償ないんでしょうか。県単で取り組まれ

たらどうですか。例えば立米当たり、今7,000円

ぐらいですか。採算ラインは立米当たりどのく

らいですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） いろいろと採

算ラインの考え方はあるわけでございますけれ

ども、現在、木材価格が非常に低下しておりま

す。8,000円台になっておりますけれども、木材

価格が１万2,000円ぐらいになれば、何とか林家

の方はやっていけるんじゃないかというふうに

考えております。

○外山良治議員 だから、所得補償制度を県単

でやったらどうですかという質問をしている。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 所得補償制度

につきましては、農水省、国のほうもいろいろ

と検討されるというふうに聞いておりますけれ

ども、県といたしましては、現在、森林整備に

ついて、公益的機能を持っているという観点か

ら、それなりの補助をしておりますので、それ

にて対応させていただきたいというふうに考え

ております。

○外山良治議員 山が怒りますよ。山口、福

岡、静岡、ちょっとした雨で人間が20人､30人死

んでいく。山の怒りですよ、あれは。農地を守

ること、山河を守ること、これは人間の大事な

責任だと思う。そういう視点から林業を大事に

する、そういったことをしっかりと行政の中心

として踏まえていただきたい、これは強く要望

しておきます。

医師不足対策についてであります。

全国的に深刻化する医師不足は、救急医療や

僻地医療、小児医療など、本県の地域医療体制

にも大変重大な影響を生じさせています。この

ような事態を受け、国においては近年、相次い

で大学医学部の定員増を打ち出すなど、これま

での政策の転換を図っており、また県において

も、医師の養成確保を重点施策に掲げて、医師

派遣システムや医師修学資金貸与制度など、独

自の施策を展開しております。

こうした中で、来年度、宮大医学部に開設予

定の地域医療学講座が、本県における新たな医

師確保策として注目をされています。地域医療

を担う医師の養成を目的として、地域医療の現

場への医師の派遣という効果が期待される取り

組みについて、社会民主党としては、さきの６

月議会における鳥飼議員の一般質問でも主張し

たとおり、県が積極的に支援すべきと考えま

す。そこで、知事にお伺いをいたします。さき

の自民党、野辺議員に対する答弁で、県は、国

の地域医療再生臨時特例交付金を活用して、こ

の地域医療学講座の運営を支援していく考えの

ようでありますが、来年度からの講座運営に向

けて宮大の準備は順調に進んでいるのか、お伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎大学では、来年

４月の講座開設に向け、ことし４月に地域医療

連携室を設置されまして、２名の教員を配置し

て、その準備に当たっているとお伺いしており

ます。現在、この２名の教員を中心に、地域医

療学の教育・研究体制の構築に関する学内の調

整や、外部からの新たな教員の確保等を進めて

おり、講座開設に向けての準備は順調に進んで

いると伺っております。

○外山良治議員 講座開設の支援に向けた地域

医療再生基金の造成や予算化について、今後ど
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う進めていくのか、お伺いをします。

○知事（東国原英夫君） いわゆる地域医療再

生基金につきましては、本年度の国の補正予算

で措置された地域医療再生臨時特例交付金の交

付を受け、造成することとなります。この交付

金の交付を受けるため、現在、県において、本

県の地域医療が抱える課題を整理し、その解決

に向けた具体的方策を地域医療再生計画として

取りまとめる作業を進めておりまして、10月中

に国に提出する予定としております。その後、

国が審査を行い、必要額を交付することとなっ

ておりまして、それを受け、基金の造成と事業

の予算化を進めることとしているところであり

ます。新政権におかれましては、この基金をぜ

ひカットしないようにお願いしたいと思いま

す。

○外山良治議員 10月に申請して、交付決定を

して、恐らく来年には基金条例を設置して、新

年度ぐらいに予算化、こういうプログラムにな

るであろうと。新政権―ちょっと言わんでい

いことまで言いはるなと思いながら聞いていた

んですが、民主党の方々の今までの説明では、

大事な点についてはそのまま執行する、不要不

急、緊急性がない点については凍結もあり得

る、執行停止もある、そういうふうにまじめに

言っているわけですから、知事、こういった命

に関することは執行停止なんかするものです

か。

地域医療体制の充実は、県民の暮らしの安全

・安心の観点から最も基本的で重要な問題であ

ります。今後も引き続き、宮崎大学と密に連携

して、この取り組みが期待される十分な効果を

上げられるよう、全力で取り組んでいただきた

いと思います。知事の決意をお願いします。

○知事（東国原英夫君） この講座におきまし

ては、本県の地域医療の実態分析、医師の効率

的な配置に関する研究や教育を行うとともに、

大学附属病院等と連携しながら、幅広い疾患を

診療できる能力を身につけた、いわゆる総合医

の養成に取り組むこととなっております。ま

た、宮崎大学はもとより、自治医科大学等他大

学の卒業医師、出産・育児等により休職中の女

性医師等の受け皿となり、医師の復職支援や

キャリアアップにも取り組むこととなっており

ます。さらに、将来的には、養成した医師を中

核病院等に派遣する機能も担うと聞いておりま

す。したがいまして、県としては、地域医療の

研究・教育の充実はもとより、医師不足が深刻

化する中、新たな医師の養成確保策として、ま

た女性医師対策としても効果が期待できるもの

と考えております。

○外山良治議員 続いて、命の格差についてお

伺いをします。

所得の減少、失業等、厳しい環境の中、警察

庁が公表している月ごとの暫定値で、ことし１

月から７月に自殺した人は全国で約２万人に上

り、昨年の同期間より約1,000人増加をしている

ようです。本県は196人で15人減少しています。

しかし、７月の完全失業率5.7％、所得の減少、

生活保護世帯など過去最悪になるなど、社会の

環境は、うつ病、自殺の引き金になる要因が社

会全体を覆っていると言えます。平成19年ご

ろ、自殺者は本県、約400人、未遂者は10倍

の4,000人である。未遂者の情報は警察及び救急

病院等に一部ある。再発防止的視点から、警察

情報を関係部と共有し、有効活用を図るよう求

めてきました。09年５月、「厚生福祉」に、

「自殺未遂者対策で大阪府警と大阪市が連携し

て自殺死亡率を減らそうと今夏から取り組み、

今年度中に市内全域で実施する方針」との記事
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が掲載をされていました。本県警察の取り組み

について答弁を求めます。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

宮崎県では、宮崎県自殺対策推進本部を設置

して総合的な自殺対策を推進しているところで

ありますが、警察の取り組みについて申し上げ

ますと、まず自殺企図に係る急訴事案、警察安

全相談などにおいて自殺企図者を把握いたしま

した場合は、本人もしくはその家族に対して、

宮崎県自殺対策推進協議会が発行しております

リーフレットを配付するなどして、自殺防止セ

ンター等の相談窓口がある、こういったことを

教示いたしますとともに、専門家によるカウン

セリング等を受けるよう粘り強く働きかけをし

ているところでございます。さらに、本人もし

くはその家族から情報提供の同意が得られれ

ば、プライバシーの保護には十分配慮しなが

ら、自殺企図者に関する情報を知事部局のほう

に提供することといたしております。平成20年

中におきましては、109名の自殺企図者を把握い

たしまして、そのうち同意が得られた35名の方

の情報を提供しているところでございます。警

察といたしましては、今後とも、自殺企図者の

把握に努めまして、相談窓口の教示、情報提供

について関係機関と緊密な連携を保ちながら、

自殺防止対策に真摯に取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。以上であります。

○外山良治議員 ありがとうございました。同

意が得られた方について各保健所に通報してい

ると。保健所は通報を受けてどういう対応をさ

れているんでしょうか、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 保健所におき

ましては、警察からの情報を受けて、プライバ

シーの範囲におきまして、連絡をとれる方に対

し、いろいろお話を伺うという形の中で相談に

応じていくということでございます。内容とし

ては、それ以上のことはなかなかできませんと

いうことが正直なところでございます。

○外山良治議員 そこで、電話相談は午前９時

から午後10時となっています。以前にも質問し

たことがありますが、自殺時間は、今までの統

計から、自殺をしている時間というのがありま

す。人の活動が停止をした午前３時から６時ご

ろ、かつ月曜日に多発をすると言われておりま

す。時間変更とピアカウンセリングが必要と考

えますが、答弁をしてください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 自殺対策を進

めていく上で、電話等の相談窓口は大変重要で

あると考えております。このため県では、精神

保健福祉センターにおいて平日の午前９時から

午後７時まで、さまざまな悩みに対応する「こ

ころの電話」相談事業を実施しているところで

あります。また、民間団体におきましても、自

殺防止のための電話相談窓口が、毎週水曜日、

金曜日、日曜日の午後８時から午後11時まで開

設されております。電話相談の時間等の見直し

につきましては、相談に対応できる人材の確保

など解決すべきさまざまな課題がありますの

で、今後、民間団体とも連携しながら、よりよ

い方法について検討してまいりたいと考えてお

ります。また、自殺未遂者や遺族によるピアカ

ウンセリングにつきましては、これらの方々は

みずからも深く傷ついておられますので、その

活用は慎重に検討する必要があると考えており

ます。以上でございます。

○外山良治議員 先ほども申し上げましたが、

過去の質問と答弁、そして現状把握と行政の乖

離、これをどう考えてんのんかと。自殺は月曜

日に多い、午前３時から６時に多い、これは10

年前から議論されている。しかし、電話は、今
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やられているのは、水、金、日、午後11時ま

で。テレビ、新聞で自殺防止月間といって毎日

のように出る。コマーシャルがいっぱい出る。

内容はこういう状況、これではあかん言うてん

の。現状に何で合わせてくれへんのと言ってん

の。答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 議員が御指摘

のように、確かに時間帯によって最も多い相談

時間に対応できていないという部分がございま

す。私どもとしても、それは大きな課題だとい

うことで認識はしておりますので、民間団体等

とも、そのあたりについては、その実現に向け

て協議はしているところでございます。ただ、

その時間帯に対応できる相談員の確保というの

がなかなか難しいということもありまして、そ

のあたりは時間をかけて協議していきたいとい

うふうに考えております。

○外山良治議員 24時間365日、県民の相談を受

けてんのんは警察だけ、そういう面で言えば、

警察は偉いなと思う。警察がやっているわけで

すから、民間民間言うて―行政で一回取り組

まれたらどうですか。と申し上げますのは、例

えば私、よくここでも引用させていただきます

が、幻覚痛というのがある。この痛み、日常的

にはいい。痛みがあってもそんなに実感できな

い。ところが、本当に痛みを感じるのは人の活

動がとまったとき、これはたまらん。人間のメ

ンタル的なものも、みんなが寝静まって、家内

もいびきをかいて寝ている、そのときから心の

苦しみ、痛みというのは始まる。そのときに電

話をしようと。しかし、だれもそういったとこ

ろでは対応しない。これで本当の対策と言えん

のんかと。これ以上は申し上げません。また10

年後、だれかが一緒のことを言ったときにまた

一緒の答弁では困る。ぜひ考えていただきた

い、これは強くお願いをしておきます。

これも地域間格差の問題で、空き家対策につ

いてお伺いをします。

都市と地方の格差は、人口の流出、移動、偏

在をもたらし、派生問題も生じています。03年

総務省調査では659万戸が空き家となって、何と

全住宅の12％に住む人がいない状態で、不審火

や犯罪現場となる事例も多々発生をしていま

す。また、空き家のうち、売りも貸しもせず住

む人がいない、長期間不在となっている家は212

万戸とも言われております。本県の実態はどう

なっているか、答弁を求めます。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の空き家

の実態についてであります。平成15年住宅・土

地統計調査によりますと、本県の空き家は５

万3,500戸でありまして、住宅総数49万400戸に

対してその割合は11％となっております。その

空き家のうち、賃貸や売却の予定がなく長期に

わたって不在の住宅につきましては、２万5,900

戸になっております。

○外山良治議員 ２万何千戸が売りも何もしな

い空き家のまま、ちなみに県営住宅の営業戸数

というのはたしか9,000戸ぐらいだったと思いま

すが、競争率が非常に激しい、７倍、８倍。で

は、この空き家というものを県営住宅として指

定して、有効利用を図ることはできないんで

しょうか。担当部長、答弁してください。

○県土整備部長（山田康夫君） 空き家の借り

上げによる県営住宅としての活用でございます

けれども、住宅の所有関係あるいはその位置、

規模、建設時期などがさまざまでございます。

また、そういったことから、安全性の確認ある

いは維持管理が困難であるということ、借り上

げに伴う新たな費用が発生することなど、県営

住宅として活用するにはさまざまな課題がある
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というふうに考えております。しかしながら、

この空き家につきましては、全国的な課題であ

ると同時に、やはり貴重なストックでもありま

すので、その有効な活用のあり方について、市

町村あるいは関係部局と連携しながら、今後と

も研究してまいりたいと考えております。

○外山良治議員 こういった問題についても、

私、市会議員になったころだったと思います

が、今から20数年前、武蔵野市で例えばリバー

スモーゲージ制度、御理解していただいている

と思いますが、こういった制度でやってきた。

研究というのは、また一緒の質問です。20年前

同じような質問をして同じような答弁をする。

一向に進歩がない。現実に、全国的には全住宅

の12％が空き家、そこで犯罪が発生をする、不

審火が発生をする。地域の中でそういう住宅が

できてくると、雑草が生い茂る、地域の環境が

荒廃する。そういうことをしないために、そう

いった有効利用というものもあっていいんじゃ

ないか。それを今から準備―もう今から遅い

んですが、担当部長、十分念頭に置いてくださ

い。

例えば、私の団地の中でも、知的障がい者の

グループホームとしてそういった利用もされて

おります。つい最近、ＮＨＫで７時半から約30

分、「かあさんの家」というのがありました。

全国放送で非常に反響があったと伺っていま

す。そういう利用もできる。その一つとして、

お願いしたように、9,000戸の県営住宅、市町村

住宅もそうですが、人が住んでいたから維持管

理、間を置かずして有効利用を図るということ

があっていいんじゃないか。今後、そういった

ことを十分踏まえて考えていただきたいという

ふうに強くお願いをしておきます。

次に、教育についてお伺いいたします。

経済協力開発機構の「図表で見る教育」によ

ると、日本は、国内総生産に占める教育への公

的支出の割合は3.3％で、データがある28カ国中

ワースト２位、また教育支出に占める家計負担

の割合は21.8％で、データ比較が可能な22カ国

中、韓国に次いで高かったと報告をされていま

す。

このような中、我が国では所得格差が各般に

わたって深刻な影響を与えています。文科省専

門家会議は８月４日、08年度の全国学力テスト

を受けた公立小学校の６年生について調査結果

を報告しています。それによると、年収1,200万

円以上の家庭で、国語、算数の正答率が約80

％、一方、200万円未満は約60％で、学力テスト

の結果と年収の関係が明らかになっています。

また、東京大学の大学経営・政策研究センター

調査によると、年収200万円未満家庭の高校生の

４年制大学進学率は約28％、1,200万円以上の家

庭では倍以上の約63％と報告されています。知

事及び教育長の所感と本県の実態について答弁

を求めます。

○知事（東国原英夫君） 所得と学力等につい

ては相関があるとの調査結果を、私も関心を

持って読ませていただきました。その中には、

子供の学力に影響を与える要因として、家計の

収入が挙げられておりました。しかし、ほかに

も、ニュースを話題にしたり、本の読み聞かせ

をしたりするなど、保護者の子供への接し方

や、新聞を読んだり、学校行事に参加すると

いった保護者のふだんの行動なども指摘されて

おりました。私は、子供たちは郷土の宝である

と思っておりまして、これらの調査結果も踏ま

えながら、今後も、本県の子供たちを保護者や

学校、そして地域と力を合わせてしっかりと育

てていくことが大切であると考えております。
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○教育長（渡辺義人君） 御紹介のありました

文部科学省が開催しました専門家会議で報告さ

れた調査によりますと、所得が1,200万円以

上1,500万円未満の家庭と、200万円未満の家庭

を比べますと、全国学力・学習状況調査の平均

正答率に約20ポイントの開きがあるという結果

が出ております。それから、東京大学が実施い

たしました調査結果を見ますと、所得が1,200万

円を超える家庭と200万円以下の家庭を比べます

と、４年制大学の進学率が約35ポイントの開き

があるという結果が出ております。この２つの

調査では、家庭の収入が高いほど正答率や大学

進学率が高い傾向にあるという結果が出ている

ところでありますが、この結果につきまして

は、調査の事実として受けとめたいと考えてお

ります。

なお、本県の実態につきましては、同様の調

査を実施しておりませんので、所得と学力ある

いは進学の関係について申し上げることはでき

ません。

なお、教育の本来あるべき姿ですとか、県教

育委員会の責務を考えますと、所得や家庭環境

にかかわらず、それぞれの教育現場におきまし

ては、一人一人の子供たちにしっかりと寄り添

い、確かな学力はもとよりでありますが、生き

る力をすべての子供にひとしく身につけること

ができるように指導していくことが、大切なこ

とではないかと考えております。以上です。

○外山良治議員 宮崎県の県予算全体における

教育予算の割合は、九州の中で最下位レベルで

す。県は、人づくりを県政の大きな目標に挙げ

ていますが、財政難を理由に、なかなか教育に

かける予算はふえていません。一人一人を大切

にするための教育はどうあるべきか、これから

の宮崎をどうするのか、どこに重点を置くのか

が問われています。教育予算の少なさは保護者

の負担増へとつながります。地域や保護者間の

経済格差が教育格差を生まないためにも、教育

予算の増額は絶対必要です。知事及び教育長の

見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 予算の内容の各県と

の比較につきましては、各県においてそれぞれ

さまざまな要因があると思われますことから、

一概に比較することは難しいと考えております

が、一般的に申し上げられますことは、教育予

算はその大宗をなす人件費に左右されるところ

が大きいということであります。本県の特徴と

いたしましては、児童生徒数が九州で３番目に

少なく、これに伴い、教職員の人件費につきま

しても相対的に小さな数値となっているところ

であり、このことが本県の教育予算の県全体予

算に占める割合を低くしている要因ではないか

と考えられます。私は常日ごろから、県勢発展

のかぎは人づくりにあると申しております。こ

れからも、郷土宮崎の発展を支える子供たちの

ために、教育予算には留意してまいりたいと考

えております。

○教育長（渡辺義人君） 教育委員会の業務に

つきましては、いわばマンパワーで支えられて

おりまして、本県教育委員会の予算は人件費

が88.9％を占めているところであります。知事

からただいまお答えがありましたけれども、各

県との予算比較につきましては、そのような要

因にも留意しておく必要があるのかなと思って

おります。教育委員会といたしましては、郷土

宮崎の発展を支える子供たちのために、教育予

算の確保につきまして、今後とも精いっぱい努

力してまいりたいと考えております。以上で

す。

○外山良治議員 公立小学校、中学校、高等学
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校における入学時における保護者の負担額はど

の程度になっているのか、それぞれ答弁をして

ください。

○教育長（渡辺義人君） 標準的な例として申

し上げますと、小学校の場合では、ランドセ

ル、体育服、絵の具セット、鍵盤ハーモニカな

どでおおよそ５万円程度が、中学校の場合で

は、制服、通学かばん、ジャージーなどで７万

円程度が必要になっているようであります。高

等学校の場合では、学科によって異なりますけ

れども、普通科では、中学校の入学時と同様の

学用品に、教科書購入費及び入学金が加わりま

すために９万円程度が必要となり、最も高額と

なる工業系では、実習服ほか３年間の実習に要

する経費が入学時にさらに含まれることになり

ますために、17万円程度が必要となります。以

上です。

○外山良治議員 非常に厳しい。小学校、中学

校、高校―小中は義務で義務教育と言われな

がら、保護者負担というのが極めて多額に上っ

ている。あわせて高校生にもなると入学時だけ

で10数万、大変な状況。極めて厳しい環境のも

と、保護者、教職員等から、2010年度「県立高

等学校の教育に関する要請書」「特別支援学校

の教育に関する要請書」が８月25日、知事及び

教育長に提出されています。積極的な対応を強

く要望します。

定時制・通信制における発達障がい等のある

生徒の現状についてお伺いをします。定時制高

校の在籍数872名、通信制高校の在籍総数は

約3,200人です。通信制高校における活動生

は1,314名、休眠生は1,876人となっています。

最近、十分な対応がないまま休眠状態となる方

々が増加していると伺っています。定時制・通

信制高校における発達障がい等のある生徒はど

の程度在籍しているのか、通信制課程の休眠生

を含めて実態を把握されているのか、把握して

いないとすれば、適切な環境整備及び休眠生を

出さないためにもプライバシーに十分配慮した

上で調査すべきと思いますが、それぞれ答弁を

してください。

○教育長（渡辺義人君） 定時制・通信制高校

における発達障がい等困難のある生徒につきま

しては、保護者や本人からの申し出によりまし

て、一部については把握ができておりますけれ

ども、全体の数については把握ができていない

ところであります。また、通信制課程におけ

る、お話にありました、在籍はしているものの

受講申し込みをしていない、いわゆる休眠生に

つきましては、転居したり、あるいはなかなか

連絡がつかなかったりして把握が難しい状況に

あります。

しかしながら、各学校には発達障がい等困難

のある生徒が少なからず在籍をしていることか

ら、その実態を把握し、対象生徒への支援体制

を充実させることは必要なことであると考えて

おります。発達障がい等困難のある生徒の実態

の把握に当たりましては、議員からもただいま

御質問の中でありましたように、当該生徒のプ

ライバシーに十分に配慮する必要がありますの

で、今後、他県における調査事例等も参考にし

ながら、実態把握に向けて研究してまいりたい

と思います。以上です。

○外山良治議員 簡単に言うと、3,200人、通信

制におる。1,300人が活動中、約2,000名が休眠

中、今、電話しても行方不明、わからない。わ

からないまで放置をしていたところに問題があ

る。十分、実態把握に努めるということでござ

いますから、行政施策を講じる場合にはまず実

態を正しく把握することと、私はかねがね思っ
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ています。今後、十分対応していただきたいと

いうふうに思います。

知的障がいについてお伺いいたします。行政

施策を講じるとき、対象者の正確な把握が前提

であるべきと思います。平成16年度と平成21年

度の療育手帳所持者の増減を見ると、県北部と

日向入郷の療育手帳所持者が約160人減少してい

ます。ところが、東諸県地区では約520名の増加

となっています。原因等特別な要因があるの

か、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 療育手帳につ

きましては、知的障がい者またはその保護者

は、住所を変更したときはその届け出を、また

交付対象者が死亡したときは手帳の返還を、市

町村を経由し児童相談所に行うことになってお

ります。県北地区の療育手帳の保有者数が平

成15年度と比べ20年度に減少しているのは、17

年度、延岡児童相談所においてこうした届け出

等が十分になされていない状況を把握し、管内

の市町村の協力を得て住民基本台帳との照合に

取り組んだ結果であります。

○外山良治議員 簡単に言うと、正確な、基礎

的な情報管理がされていなかったことが明らか

になったと。今後の改善策について答弁をお願

いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 17年度の結果

を踏まえ、市町村に対し、手帳受給者等への指

導と住民基本台帳との照合の徹底を要請し、現

在は市町村から随時、各児童相談所に報告が行

われるようになっております。今後とも、市町

村と連携を図りながら、手帳の適切な管理に努

めていきたいと考えております。以上でござい

ます。

○外山良治議員 今から12～13年前、同じ質問

を宮崎市議会でした。またここで一緒の質問を

せないかん。どないなってますの。やっぱり

もっと真剣に考えてもらいたい。事故、病気等

で障がいを受けた場合、早期発見・早期対応が

基本であると言われています。本県の療育手帳

の取得年齢別交付実績を見ると、14歳取得が33

人で最も多く、12～15歳に集中しています。通

常であれば、母子保健法1.5・３歳児健診で発

見、取得者が多いと考えていましたが、療育手

帳の取得年齢が12～15歳の間に多いのはなぜ

か、答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 知的障がいの

早期発見については、市町村による乳幼児健診

等で対応しておりますが、療育手帳の取得時期

は保護者の判断によるところが大きく、進学時

など、子供の成長にあわせ取得されるケースも

少なくないと思われます。県といたしまして

は、保護者等への手帳制度の理解促進を図ると

ともに、事情により手帳を取得されない方も必

要な療育支援が受けられるよう、障がい児等療

育支援事業など在宅の障がい児のサポートに着

実に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○外山良治議員 最近、障がい児を持つおやじ

の会に出席しました。若いお父さんが、「残業

から帰宅すると息子が寝ている。この子さえい

なければと、首に手を当てたことが何回もあ

る。私は子供の面倒を余り見ていない。家内

は365日24時間見てくれている。日本一の家内で

す」と、涙を流して話しておられました。認め

たくない気持ちも十分理解ができる。母子保健

法で障がいがあるということがわかる。しか

し、そのことをちゃんとした説明していただい

て、障がいを受けても心配しなはんなと、こう

いった制度があるから十分やっていけますよと

いうようなフォローが今ない。だから、12～15
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歳に集中している、そのことが問題。おやじの

会の若いお父さんが、家内がいないところで首

をやった。しかし、力が入れられなかった。な

ぜそういうふうになるのかということを十分考

えていただきたい。答弁してください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 障がい児が将

来にわたり自立して生活していくためには、障

がいの特性やライフステージに応じた継続性の

ある支援体制の確保が重要であると認識してお

ります。このため、知的障がい児に対しては、

児童相談所及び知的障害者更正相談所はもとよ

り、地域での生活を支援する「そうだんサポー

トセンター」や特別支援学校、障がい者就業・

生活支援センター等の関係機関が相互に連携し

ながら、切れ目のない支援に努めているところ

であります。今後、一層これらの取り組みを関

係者の総力戦で進めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○外山良治議員 精神障害者退院促進支援事業

は平成18年から実施されており、平成19年度か

らは、より一層充実が図られたものと思います

が、宮崎県における精神障害者退院促進支援事

業の内容及び実績について答弁を求めます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では平成18

年度から、３カ所の障がい保健福祉圏域で精神

障がい者地域移行支援事業を実施し、退院に向

けての啓発活動や、公共交通機関の利用方法等

の院外活動への同行支援、患者さんや家族への

相談・助言等を行っているところであります。

平成20年度までに70人の支援対象者のうち42人

が退院され、その住居の状況は、20人が自

宅、13人がグループホーム等、９人が民間アパ

ート等となっております。また、日中は、一部

重複がありますが、26人が家庭、12人が生活訓

練等利用、５人が福祉的就労となっておりま

す。県としましては、今後とも、一人でも多く

の精神障がい者の方が、地域の中で自立した生

活ができるよう支援してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○外山良治議員 担当部長、今現在、精神障が

い者は5,600人、そのうちの入院の1,005人を社

会へ出していこう、一般就労化しようと。一般

就労、18年から取り組み、現在まで何名です

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 一般就労につ

いては、実績はゼロだったと思います。

○外山良治議員 だったと思いますじゃなく

て、ゼロなんです。ですから、こういった方々

に対する就労支援、行政のあり方について真剣

に考えていただきたい。1,005人ですよ。それが

ゼロです。寂しくなります。

発達障がいについて質問ができませんでし

た。今後、また生きている間、質問していきた

いと思います。これですべて終わりたいと思い

ます。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

を代表し、質問させていただきます。これまで

の質問や答弁も踏まえ、通告していた項目を一

部割愛させていただきます。

さて、本日は、いよいよ鳩山新政権が誕生す

る歴史的な日となりました。今回の総選挙では
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政権交代が実現し、また、これが今後の選挙で

も、国民目線を外した政治を行えば政権がかわ

る、政権選択の時代になったとも言えます。我

々愛みやざきも、県民目線を忘れずに頑張って

いきたいと思っております。そして本日は、東

国原知事の52回目の誕生日であります。誕生日

おめでとうございます。一つの節目でもあり、

県勢発展のために身をなげうって御尽力される

姿に、県民も励まされると思います。また１年

間、健康には留意されて、なお一層の活躍を期

待いたします。

それでは質問に移りますが、我々も県勢発展

のために一生懸命調査研究をしてまいりまし

た。執行部の皆様方には、積極的な答弁をよろ

しくお願いいたします。

まず、知事に、本県の行財政改革についてお

伺いいたします。県執行部は、厳しい本県の財

政事情から、行財政改革大綱2007を掲げ、行財

政改革を進められておりました。６月議会での

土木事務所再編案のときのように、行財政改革

には総論賛成、しかし、個別の事案に対しては

各論反対のようなことも今後も起こり得ます。

行財政改革によって県民へのサービス低下は避

けなければなりませんが、知事の推進しようと

する政策や熱意が、県民やまたこの議会にも余

り伝わらなかったように感じます。本県が今後

どのように行財政改革を進めていくのか、知事

の考えと決意をお伺いいたします。

以下、自席にて一問一答にて質問いたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

行財政改革につきましては、行財政改革大

綱2007に基づきまして、持続的、自立的な行財

政システムを構築していくため、改革を推進し

ているところであります。その結果、部の削減

を初めとする組織のスリム化や、総職員数につ

いて、平成23年度までに17年度当初比1,000人純

減の目標に対し、881人の職員数の純減を行うと

ともに、財政面では、義務的経費の削減や事務

事業の徹底した見直し、また、財源確保対策等

により、収支不足額の圧縮を図ってきたところ

であります。県といたしましては、全体として

は、これまでおおむね順調に推移していると考

えておりますが、今後とも本県の行財政を取り

巻く環境は厳しいものと見込まれますので、引

き続き、さらなる取り組みを進めていく必要が

あると考えております。〔降壇〕

○西村 賢議員 また行革は、必ずしも行政が

やらなければならない仕事なのか、また民間の

活用ができないのかを、絶えずといいますか随

時判断して、特に単に職員を切るという方法で

はなく、また新しいやり方というものを考えて

いかねばなりませんが、民間に移譲できるもの

はないのか、また、先ほどスリム化と申されま

したが、スリム化について逆に職員の中からい

ろんなアイデアは出てこないのか、知事にお伺

いいたします。

○知事（東国原英夫君） 行政のスリム化につ

きましては、県民総力戦という観点から、市町

村や県民、企業等との連携・協働を推進してい

く中で、県の役割や事業の進め方を常に見直す

必要があると考えております。このような考え

方に基づきまして、これまで各種業務委託や県

の直営施設への指定管理者制度導入など、随

時、業務のアウトソーシングを進めてきたとこ

ろであります。さらに、新たな取り組みとし

て、県民提案型のアウトソーシングに取り組ん

でいるところでありまして、具体的には、職員

から提案のあったユニバーサルデザイン普及啓
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発事業など４事業について、県民の皆様からコ

スト縮減やサービス向上等の手法に関する提案

を募集しているところであります。県といたし

ましては、今後とも、こうした取り組みによっ

て、限られた人員と財源の中で、県民が公共サ

ービスに求める多様なニーズにこたえられるよ

う努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 また、非常によい取り組みを

すぐに実行に移すということも、非常に重要な

行革だと思っております。非常に今後の取り組

みにも期待しております。

次に、天下りについてお伺いします。今、中

央省庁では大きな問題となっておりまして、さ

きの総選挙でも、多くの政党が天下り禁止をマ

ニフェストに掲げておりました。マスコミ報道

によりますと、総選挙前後で駆け込み天下りが

行われたというようなこともあり、非常に国民

感情を逆なでする事態が起きたことにあきれる

ばかりであります。このようなひどいことは本

県にはないと思いますが、働く気力、体力があ

る職員を地域で有効活用するということも、非

常に重要なことではないかとも思います。た

だ、そうはいっても、天下るだけのポストをつ

くったり、また、外郭団体などで随意契約等、

そのポストを守るがために仕事を送るというよ

うなことがあってはなりません。県は退職職員

の再就職先を公表しておりますが、知事部局、

また教育委員会も含めて、問題となるような団

体はないのか、また、職員が天下りをしている

会社への随意契約など、そのようなことはない

のかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 本県における各種団

体等への再就職におきましては、公社等改革の

中で団体等独自の新たな職員採用に慎重を期す

ことが必要とされていることや、年金の満額支

給までの県職員の就労機会の確保を図る上で、

公務内で一律に再任用するのは制約が多いこと

等から、団体等からの要請があった場合、必要

性や個々の職員の適性を検討した上で、定年退

職者の推薦を行っているところであります。し

たがいまして、国で問題となっている、早期退

職者を人事更新の一環として各種団体等にあっ

せんするものとは事情が異なるものと考えてお

ります。一方で、退職者の再就職について公平

性、透明性を確保することは大変重要な課題と

考えております。現在、本庁課長級以上の職で

退職した者の再就職状況の公表や、退職後の県

への営業活動の制限等を実施しているところで

あります。なお、随意契約につきましては、法

令の定める理由がある場合に行うことができる

ものでありますが、職員が再就職していること

をもって随意契約を行うことはあり得ないもの

と考えております。今後とも、県職員の再就職

につきましては、県民からの信頼が損なわれる

ことのないよう、適切に対応してまいりたいと

考えております。

○西村 賢議員 今後とも、県民に信頼される

行政を築くためにも、よろしくお願いいたしま

す。

次に、地方分権についてお伺いをいたしま

す。知事は、マスコミ等でも絶えず地方分権を

叫ばれて、また、その成果もあってか、この総

選挙でも、ほとんどの政党が地方分権に対して

前向きに取り組まれました。その思いというも

のは、非常に効果があったのではないかと思っ

ております。まさに、ミスターとつけるなら

「ミスター地方分権」と言われるような活躍で

あったかと思いますが、ただ、やはり知事がい

ろんなマスコミで「国がこうしないと、国があ

あしないと」ということばかり聞いていると、
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県民は非常に不安になります。といいますの

も、やはり国が移譲しなければこの県は何もで

きないのかと、何もできなかったのも国がしな

かったからなのかというような、不安になるわ

けですが、国への訴えも今後はもっと具体的

に、何のための権限を、このぐらいの予算をと

いうふうに、非常に具体的に分権していく必要

があると思います。本県に限らず、財源確保に

苦労している自治体はたくさんあります。今

後、地方分権に関して、国と地方との協議の場

が法制化されるような動きもありますが、宮崎

県はどう訴えていくのか、知事にお伺いいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の本質は、

地方がみずからの意思と力でそれぞれの特性に

応じた地域づくりを進めることにありまして、

住民に身近な行政サービスは、住民の手の届く

ところで意思決定され、住民目線で実施される

べきだと考えております。そのためには、まず

は地方分権改革推進委員会が勧告で示している

約4,000項目の義務づけ・枠づけの見直し等を着

実に実施する必要があります。また、地方が自

立的に運営できる基盤をつくり上げるために

は、地方税財源の充実を図ることが必要であり

まして、まずは、国と地方の税源配分を現在の

６対４から５対５にすることや、地方交付税の

復元・増額、さらには地方消費税の充実等を図

る必要があります。国と地方の協議の場につい

ては、メンバーや協議の方法などその具体的な

制度の内容が明らかにされておりませんので、

私としては、財政基盤が脆弱でインフラ整備等

もおくれている本県にとって、真にメリットの

ある分権改革となるよう、今後ともあらゆる機

会を通じて主張していきたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 今の答弁を聞きまして、非常

に心強く思いました。ただ、やはり税源移譲に

よって本県の財源が減らないように留意してい

ただくように、重ねてお願いいたします。

続きまして、知事の盟友でもあります大阪府

橋下知事が、国の直轄事業負担金に「ぼったく

りバーの請求書」というような表現をしまし

て、結果、全国的に見直しを求める声が上がり

ました。県も実は同じように市町村に対して県

の事業負担金というものがありますが、当然こ

れは国のようなシステムではなく、真に必要な

事業費の部分だけ分割しているものでありま

す。ただ、宮崎県市長会がことし７月に県に提

出しました「平成22年度県に対する要望書」の

中には、市町村の負担金のあり方について、

「分権型社会にふさわしい県と市町村との役割

分担の基本に沿った抜本的な見直しを行うこと

を強く要望する」とありました。今後、県と市

町村は、協議の場を設けてしっかりと信頼関係

を築くべきではないかと思いますが、知事はど

のようにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等の一部につきましては、法律等に基づき、

受益者負担の観点から市町村負担金を徴収して

おりますが、まず、事業開始に当たっての地元

市町村の同意や市町村負担金に対する県議会の

議決をいただいていること、また、負担金の経

費内訳は国庫補助事業の対象経費のみであるこ

と、さらには、県有施設の維持補修費の負担を

求めていないこと等の点におきまして、市町村

負担金は国の直轄事業負担金とは異なっている

ものと認識しております。ただし、県から市町

村の担当部局に対する負担金の詳細の提示や丁

寧な説明が不十分な事業もあったことは反省す

べき点と考えておりますので、今後、その内容
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について説明責任を果たしていくため、関係部

局において、市町村へ十分な情報提供や説明を

行う方向で検討を進めてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 ぜひ信頼関係をしっかりとつ

くっていっていただきたいと思います。

それでは、次の質問に移りますが、環境問題

について質問したいと思います。

CASBEEについて県土整備部長にお伺いします

が、CASBEEとは、建築物総合評価システムとい

う国が推進している指標でもあり、建築物が環

境に与える負荷、またリサイクル資材や自然エ

ネルギーの導入といったものを数値化して総合

評価するものであります。その数値化するため

のマニュアルは国がつくっておりますが、その

地域に合わせたものを各自治体が条例や要綱を

つくって導入しています。企業によっては、CAS

BEEによる高評価を受けたことを積極的にアピー

ルする企業もあり、愛みやざきはことし４月

に、導入先進地である福岡市を訪れ、調査をい

たしました。福岡市も独自の「CASBEE福岡」を

導入し、導入から３年目で既に57件もの届け出

が行われておりました。今後はより多くの建築

物の設計が対象となるでしょうし、環境へ配慮

するということは、周辺地域住民へ配慮するこ

とと同じであります。先進地域では、CASBEEの

評価が高い建築物に対して、金融機関の融資が

受けやすくなるなどの地域ぐるみでも支援する

体制ができておりますが、県土整備部長にお伺

いいたします。本県のCASBEEの導入、また普及

に対する考え方をお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） CASBEEは、建

築物の省エネルギー等の環境性能を総合的に評

価するシステムであり、平成13年度から国が推

進しているものでありまして、「京都議定書目

標達成計画」におきましても、その開発・普及

が位置づけられております。このシステムは、

建築物の環境配慮設計や資産評価等における活

用が期待されておりまして、本県におきまして

も、環境に配慮された建築物の普及など、「自

然と共生した環境にやさしい社会づくり」の観

点からの活用が期待できるものというふうに考

えております。今後、県のホームページや建築

関連団体等で構成します宮崎県建築連絡協議会

等を通じまして、県民や建築技術者に対して周

知を図るなど、その普及促進に努めてまいりた

いと考えております。

○西村 賢議員 今後、考えていくということ

なんですけれども、ぜひ条例化に向けるとか、

また普及するためにも、そのような企業を支援

するという活動も今度はしていただきたいと

思っております。

また、環境問題を考えるのに、輸送コストや

輸送時のＣＯ２削減にも大きく寄与するであろう

建築資材の地産地消について、県の考え方はど

うかを伺います。県は、公共工事の発注者とし

て、資材調達の際にできる限り県内産を使用す

るように働きかけているのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注工事に

つきましては、宮崎県工事請負契約約款に、県

独自に資材購入先は県内業者から選定するよう

努めることを明記するとともに、県外業者から

購入する場合には、購入先や購入理由などの報

告を義務づけております。また、全受注者に対

しまして、建設資材を購入する場合には、県内

業者から選定することを契約ごとに文書で要請

しますとともに、請負金額が1,000万円を超える

ものにつきましては、資材の購入状況について

報告を求めております。さらに、これらの取り

扱いにつきましては、毎年県内各地で開催して
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おります建設業者研修会のテキストに明記いた

しまして、業者の方々に説明及び要請を行って

きております。今後とも、本県の経済や建設産

業が大変厳しい状況にあることも踏まえまし

て、さまざまな機会をとらえて、重ねて県内業

者の活用を要請してまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 県内産業の育成のためにも、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。

続きまして、少子化・子育て対策に移りま

す。

本県の児童虐待の状況についてお伺いします

が、今回の総選挙の各党マニフェストでも、少

子化対策というものが重要政策に盛り込まれて

おりました。また、この新政権では、本県出身

の福島みずほ代表も入閣するとのお話も聞いて

おり、非常に期待したいと思っております。国

が徐々に子育て対策を充実させていっているも

のの、一方では、本県においても深刻な虐待事

件が発生し、身近に育児に悩む県民がいること

を思い知らされました。全国的に見ても、乳児

への虐待のニュースは後を絶たず、深刻な問題

となっております。最近報道される内容から

も、突発的な虐待ではなく、周囲からも発見し

づらくなっているような虐待がふえているよう

に感じますが、福祉保健部長にお伺いします。

本県の虐待の状況はこの数年でどのようにな

り、また、虐待のあった家庭への支援の体制は

どうなっておりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

児童相談所における児童虐待の相談処理件数

は287件となっており、前年度と比較して92件増

加しております。このため、県といたしまして

は、児童虐待を早期に発見し、子供や家庭に対

して的確な支援を行うため、市町村や警察、医

療機関など、関係機関との情報共有や連携を進

めるとともに、地域のネットワークである市町

村要保護児童対策地域協議会が効果的に機能す

るよう支援を行っております。また、このよう

な取り組みの中で、虐待を受けた子供だけでな

く、虐待を行った保護者に対しましても、カウ

ンセリングを行うなど、適切なケアに努めてい

るところであります。以上でございます。

○西村 賢議員 92件ということで非常に著し

い増加だと思うんですが、これはまた、対応さ

れる職員さんの数であるとかいうのは、今お答

えできないかもしれませんけれども、足りてい

るのかどうかというのはわかりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童相談所の

職員、特に児童虐待に対応いたしますのは、児

童福祉司が中心となって対応することになるわ

けですけれども、去年、組織改正がございまし

て、児童相談所と福祉事務所、それから知的障

害者更生相談所の支所が統合されまして、福祉

こどもセンターというふうになりました。そう

いうこともありまして、児童福祉のほうの増員

ということもありましたけれども、そういう組

織としてのスケールメリットといいますか、そ

ういった形でのバックアップということも可能

になってまいりましたので、そういう意味で

は、次第に体制的には充実してきているという

ふうに考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。既に

民間の支援団体も幾つも活動しておりますし、

そういった団体と協力しながらやっていただけ

るのも一つの策かなと思っております。また、

この虐待は、相談できる方はいいんです。延岡

のケースもそうでしたが、みずから相談に行く

方はまだ手の差し伸べようがあると思うんです

が、なかなか気軽に相談できない、１人で思い
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悩むという親もたくさんいらっしゃると思いま

す。今後、虐待の発生予防に向けて、どのよう

に県は取り組むのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 児童虐待の発

生防止のためには、子育て家庭の孤立化を防

ぎ、子育てに関する不安や悩みに適切に対応し

ていくことが必要であると考えております。こ

のため、県におきましては、年中無休で相談で

きる「子ども・ほほえみダイヤル」を初めとし

て、児童相談所や保健所等における電話や面接

による相談・情報提供を行うなど、相談支援体

制を整備しているところであります。また、子

育て家庭の交流などの場を提供する地域子育て

支援センターの設置促進・活動強化や、さまざ

まな子育て支援に取り組むＮＰＯ等に対する助

成なども行っております。県といたしまして

は、子育てを行う方々が気軽に必要な情報を得

ることができるよう市町村等と連携し、これら

の取り組みについての周知にも努めてまいりた

いと存じます。以上でございます。

○西村 賢議員 ぜひ対策の強化をお願いいた

します。

次に、女性の再就職支援についてお伺いいた

します。産休や育休などをとっておらずに、出

産のために退職してしまった女性が、育児を経

てまた再就職しようとした際に、非常に困難だ

という話をよく伺います。本県の景気状況、ま

た求人の少なさも影響しているかもしれません

が、共稼ぎ、共働きをしないと生活が厳しいと

いう家庭も多いこともあります。このような状

況から、県も再就職への支援を行っているとは

思いますが、現状はどのようになっております

か。また、企業への育児休暇などの取得をしや

すくするなどの働きかけはどうなっております

か、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 女性の再就職

支援等についてでありますけれども、子育てと

か介護を終えた女性の社会参画を支援していき

ますことは、活力ある社会を築いていく上で大

変重要であるというふうに認識いたしておりま

す。このため、県におきましては、男女共同参

画センターを中心にいたしまして、新たに事業

を起こしたり再就職などを希望する女性に対し

まして、さまざまな情報の提供でありますとか

相談事業等の支援を行っております。また、企

業の経営者等を対象にいたしまして、女性の登

用に対する理解を深めるセミナー等も開催して

いるところでございます。さらに、男女共同参

画社会づくりを進めていくためには、仕事と家

庭が両立できるような環境づくりが必要であり

ますことから、ワーク・ライフ・バランスの普

及啓発や「仕事と家庭の両立応援宣言企業」の

募集・登録等によりまして、企業の自主的な取

り組みを促しているところであります。そう

いったことで、今後とも、国や関係機関との連

携を図りながら、女性の社会参画の一層の支援

に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。

○西村 賢議員 非常に長い時間がかかると思

いますけれども、ぜひ充実させていただくよう

によろしくお願いしたいと思います。

次に、観光客誘致について質問いたします。

まず、エバー航空運休の影響についてお伺い

いたしますが、我が県と台湾を結ぶ航空路線で

あったエバー航空が10月から運休するとのこと

で、わずか１年４カ月余りでの運休には、県民

にも衝撃が走りました。航空会社の運休理由に

は、まだ納得できない部分もあります。本県側

も多額の費用をかけて支援を行ってまいりまし

たが、費用対効果があったのか疑問もありま
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す。開設当初から、発着の曜日や時間に対し

て、また欠航便の多さに苦情が相次ぎ、それが

搭乗率アップにも影響したのではないかなと思

いますが、そのようなことを踏まえて、まず反

省点はないのか、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北線につき

ましては、就航以来、新聞広告でありますとか

テレビ番組等によるＰＲ、団体利用補助金等の

助成制度によりまして、県民や隣県からの利用

を図るとともに、台湾におきましても、メディ

アを活用したＰＲや旅行代理店への働きかけ等

を行ってまいりました。また、御指摘にありま

した運航スケジュールや欠航への苦情につきま

しても、随時、エバー航空に申し入れを行って

まいりました。そういった中で、本年の７月、

８月の搭乗率は70％を超えたわけであります

が、全体としては伸び悩んだというところでご

ざいます。今回の運休につきましては、エバー

航空が厳しい経営状況の中で判断されたものと

存じますけれども、県といたしましては、これ

まで進めてきた事業の効果を見きわめながら、

早期の運航再開に向けて全力で取り組んでまい

りたいというふうに思っております。

○中村幸一議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。武井俊輔議員。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。で

は、ただいまの西村賢議員の質問に関連して、

質問を続けさせていただきます。エバー航空の

件について、県民政策部長に御質問を申し上げ

ます。先ほどもありましたとおりで、不定期運

航になるということになりました。この不定期

運航というのは、大体どれぐらいの頻度で運航

されることになるのかということ、それからま

た、旅行商品として考えましたときに、定期便

ということであれば、エージェントさん、旅行

代理店も商品を組んで非常に売りやすいんです

が、こう言ったらあれですが、いつ飛ぶかわか

らないようなものですと、そもそも商品として

なかなかつくれない。そうなりますと、どんど

んどんどん悪循環になっていって、結局は不定

期運航の頻度というのが物すごく─本当に年

に数便とか、極端な話ですが─なってしまう

ということにもなりかねないのではないかと考

えますが、以上２点お伺いをいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） エバー航空か

らは、運休後の10月以降につきましては、今の

ところ11月と来年２月に、不定期に数便程度、

運航する予定というふうに聞いております。ま

た、不定期便の旅行商品につきましては、チャ

ーター便と同じような取り扱いをするというこ

とで、基本的には旅行会社を通じて販売される

予定というふうに聞いております。

○武井俊輔議員 もちろん予定としてはそうな

んですが、先ほどからあるとおり、エバー航空

がこういう形で急に運休したいということもあ

りますので、この予定というものが実際どの程

度しっかりと守られて、商品として売っていた

だけるのかというのが非常に不安があると思い

ます。それで、結局エバー航空がこういう形に

なったわけで、定期便とは言いながら実際は不

定期運航という形になるわけです。とするなら

ば、逆に言えば、定期便として毎日、決まった

日に飛んでくるのが望ましいわけですから、そ

ういった別の航空会社を探していく。例えば中

華航空、チャイナエアですね、こういったとこ

ろにかえてほしいと。チャイナエアは日本への

進出についても非常に積極的に取り組んでいま
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すから、例えば、そういった航空会社をかえ

て、定期便として高頻度で飛んでくるような形

に変更してほしいといったようなことを、こち

ら、県のほうからアプローチしていくといった

ようなことはできないのかどうかお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

につきましては、日本と台湾の航空関係に関す

る合意によりまして、エバー航空が台湾の航空

当局から運航会社として選定され、運航権を有

しておるということでございますので、引き続

き、エバー航空に運航再開を要請していきたい

というふうに思っております。また、台湾の航

空当局にも相談いたしながら、定期便の早期再

開に向けて、あらゆる努力をしていきたいとい

うふうに思っております。

○武井俊輔議員 ということは、確認ですが、

例えばエバー航空が、極端な話ですが、定期便

として不定期で年に１回しか飛んでこないとい

うことであったとしても、エバー航空がこの路

線権を持っている限りは、エバー航空しか宮崎

―台北線は飛ばすことができないことになると

いうことでよろしいでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 飛ぶ期間が６

カ月以上離れると、次の運航権についても考え

られるということは、話は聞いております。

○武井俊輔議員 わかりました。それを踏まえ

てなんですが、結局、定期便がこういった形で

ちゃんと頻度よく飛んでこないということで不

定期運航になったということなんですね。そう

すると、今までは、チャーター便をずっと飛ば

していたわけですね。要はチャーター便の実績

が積み重なった結果、定期便になったというこ

とで、そういった形で今まで宮崎県がずっと努

力をしてきた結果、成果ということであるんで

す。と考えますと、逆に言うと、定期便かチャ

ーター便かというのは別として、実は台湾から

の座席数、つまり飛んでくる便数というのは、

チャーター便は定期便ができたことによってな

くなったわけですから、平たく言えば、要は前

より減っているわけですね。つまりチャーター

便だったときのほうが、平たく言えば、まだま

しだったという話になってしまうわけなんで

す。とするならば、定期便がこういう形で余り

高頻度に飛んでこないということであれば、ま

たチャーター便の復活、例えば台北もそうです

し、高雄でもいいんですけれども、そういった

形で、もっともっと別の形での営業施策、実際

に台湾からの飛行機の便数をふやすということ

についての努力というのがされるべきではない

かと考えますが、あわせて伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） チャーター便

を飛ばしてはどうかという御質問だと思います

けれども、宮崎―台北線の運航権はエバー航空

が保有しているために、チャーター便の運航に

つきましても、エバー航空が優先されるという

ふうに聞いております。また、台北線につきま

しては、先ほど申しましたとおり、ようやく利

用促進の取り組みなどの効果があらわれてきた

のではないかと思っておりますので、引き続

き、定期便としての早期再開に向けた努力を続

けてまいりたいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 非常に残念な話ですね。お客

さんの数がふえてきて搭乗率が上がっているの

に、飛行機が飛んでこなくなると。結果として

は、定期便のときよりも来る便数が減ってしま

うというのは、非常にここにジレンマを感じる

んです。そういった意味で、運航権の問題はあ

るかと思うんですが、エバー航空に対して積極

的な働きかけをお願いしたいと思います。
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今度は、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。では、実際にこの運休に伴う、例えば観光

客数であるとか観光の消費額であるとか、その

あたりを含めてどの程度影響があるのか、ない

しあったのかお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） この１年

間に定期便を利用して直接本県を訪れた台湾人

観光客等は、約5,000人おられました。台湾から

本県への観光には、福岡の定期便などを利用す

る方法もあります。したがいまして、運休の影

響が具体的にどの程度出るか、まだ明確にはわ

からない状況でございます。しかし、本県に直

接観光客を呼び込める手段である定期便の運休

によりまして、例えば宮崎と福岡を結んで九州

を縦断する旅行商品―これは具体的に言いま

すと、宮崎に入りまして福岡から出る、あるい

は福岡に入りまして宮崎からアウトするという

旅行商品でございます―あるいはゴルフツア

ー等の組み込まれた宮崎滞在型の旅行商品、そ

ういう商品が造成しにくくなるというのは事実

だろうと思います。観光客の旅行の選択の幅が

狭くなる。やはり少なからぬ影響が出るのでは

ないかと考えております。以上でございます。

○武井俊輔議員 まさにそのとおりでございま

して、実際に5,000人という数字がありましたけ

れども、さまざまな影響を考えますと、多分そ

れ以上の影響というのは出ているのではないか

と考えております。

私からは最後の１点でございますが、最後に

知事にお伺いしたいと思います。今後こういう

形で非常に国際線というもののあり方が厳しい

―これは航空会社、日本でもＪＡＬとかを含

めてもそうですけれども―そういった状況が

あるわけですが、そういった中で考えてみます

と、今後、やっぱり隣県等との連携というもの

をより緊密にやっていくということが大事だと

思います。例えば鹿児島から上海とか、鹿児島

県も非常に苦労しているみたいですが、例えば

宮崎県でもこういうのを一緒に売ったりすると

か、逆にそれで向こうにも売ってもらうとか、

もっとそういったことを積極的にやっていくべ

きではないかと私は考えているんです。そう

いった意味で、宮崎県だけではどうしても限界

があるわけですから、南九州ないしは九州全域

のそういった連携によっての宮崎空港の国際線

の活性化ということについて、不可欠ではない

かと考えますが、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 国際線の活性化のた

めには、隣県等と連携した広域的な取り組みが

重要だと考えております。このため、台湾から

の観光客の誘客につきましては、これまでも鹿

児島県や九州観光推進機構等と連携して、周遊

ルートの開発や共同でのセールス等を行ってき

たところであり、今後一層このような取り組み

を進めてまいりたいと考えております。また、

台北線の宮崎からの利用につきましては、日本

と台湾の間で定期路線として認められている南

九州では唯一の路線でありますので、運航再開

の際には、隣県の方々にも利用していただける

よう、旅行代理店への働きかけやＰＲを強化し

てまいりたいと考えております。なお、各県に

おける国際線のあり方については、お互いに利

用し合うという共通認識も大事だと考えており

ます。

○西村 賢議員 次に移ります。次は、大型客

船の入港について伺います。御承知のとおり、

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル社

の大型クルーズ船「レジェンド・オブ・ザ・シ

ーズ号」（約７万トン）が、来年の３月から計

５回、日向市細島港へ寄港が予定されておりま
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す。この船は、乗員乗客2,500名を乗せることが

でき、あの大型客船「飛鳥Ⅱ」が５万トン規模

ですから、さらに巨大な船であります。それに

先立ちまして、私は６月、ロイヤル・カリビア

ン社の幹部の方々と意見交換をさせていただき

ました。その際のやりとりは、県や市の関係者

にレポートにまとめ届けましたが、まず、その

場で細島港を選んだ理由について尋ねたとこ

ろ、「ライバル社との違いを出すための新しい

航路、また都市を結ぶルートを考えた結果」だ

と言っておりました。「これまで寄港した港は

大都市が多く、お客様にも新しい日本の風景を

楽しませることができる」ということでした。

中国人にとって非常に未知なところが多いこの

本県に期待をしておりましたが、今回、細島港

が上海を立って日本でのファーストポートでも

あり、入港に対し、ＣＩＱ体制を含め、さまざ

まな対策が求められております。先方もそのこ

とを非常に危惧されており、観光や買い物の時

間が大幅に変わってしまうことを心配しており

ました。県民政策部長にお伺いしますが、現時

点でのＣＩＱ体制はどうなっておりますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 大型クルーズ

船「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」の細島

港寄港につきましては、乗客の皆様にスムーズ

な上陸をしていただくためにも、入国審査等の

手続が円滑に行われることが重要でございま

す。このため、これらの手続を所管します国の

機関や船舶代理店、関係部局などと情報交換を

行っておりますほか、この７月に直接、福岡入

国管理局に出向きまして、円滑な入国審査が行

われるよう要請を行ったところでございます。

今回の寄港は、細島港の利用促進でありますと

か、今後の宮崎への大型観光客の誘致にも貢献

するものと考えておりますので、円滑な受け入

れができますよう、引き続き協議等を行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の答弁であれば、まだ確約

的なものには至っていないということですが、

ＣＩＱ対応のまずさは、旅行客といいますか、

観光客のイメージに一番影響するところであり

ますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思い

ます。

このような大型客船の寄港は、宮崎県にとっ

ても多大な経済効果のみならず、中国国内への

知名度の向上や本県の魅力をアピールする絶好

の機会であります。乗客の満足度によっては、

今後も観光客が増加し、継続的な細島港寄港と

なる可能性もあります。また、ことし７月よ

り、中国では中国人の個人観光ビザが解禁され

ており、今後、中国人観光客を獲得するために

も絶好の機会でもあります。商工観光労働部長

にお伺いしますが、本県のおもてなしの体制に

ついて、取り組みをお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の大

型クルーズ船の受け入れにつきましては、今後

の中国人観光客誘致につながる重要な機会にな

ると考えており、県としましては現在、地元日

向市と一体となって受け入れが成功するよう、

万全の体制で取り組んでいるところでございま

す。具体的には、日向市を中心に、細島港での

伝統芸能披露や物産販売などを計画中でござい

まして、また、県から地元受け入れを担当する

旅行会社に対しまして、魅力的な観光コースの

造成に向けた情報の提供や、具体的なコースの

提案などを行っているところでございます。今

回の寄港を契機に、中国に宮崎の魅力が発信さ

れまして、今後の中国人観光客の増加につなが

るよう努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。
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○西村 賢議員 これは提案なんですけれど

も、広くいろんな民間の企業等々にも情報公開

していく、どんどん参加していただくような体

制をとれればなと思っております。ぜひその点

についてもよろしくお願いします。

続けますが、この件については、私の被害妄

想かもしれませんけれども、先ほどありました

エバー航空台湾路線就航の際には、県を挙げて

その就航を喜び、また知事も現地に行って関係

者を回ったり、婚活ツアーなるものといろんな

イベントを企画して非常に盛り上げました。そ

れはそれでいいと思いますし、当然かかった予

算に対して元が取れるといいますか、そのよう

な効果はあったのではないかと思いますが、今

回このような海外の大型客船が細島港に入るわ

けです。乗員乗客2,500名と申し上げましたが、

それが仮に５回も来れば、8,000人とか１万人ぐ

らいのお客さんも乗ってくるわけですから、先

ほどの台湾から本県に来た乗客が5,000名という

話もありましたけれども、そういう意味では、

この細島港寄港は非常に大きなチャンスだと思

うんです。先方と話した際に、再来年のツアー

はまだ未定であると、それもことしじゅうに決

めていくというような話もされておりました。

そういう意味では、ぜひ知事にトップセールス

をやっていただいて、来年だけじゃなく再来年

も、もしくは来年の秋もというようなことで、

ほかのフェリー会社、クルーズ会社もあるで

しょうから、そのあたりにもぜひ働きかけてい

ただきたいと思います。そのあたりの知事のお

考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 今回のクルーズ船受

け入れは、今後増加が見込める中国からの観光

客を誘致する上で、また本県の港湾利用を進め

る上でも大きなチャンスだと考えております。

このため、先般８月に担当部長を上海に派遣

し、ロイヤル・カリビアン社を訪問させたとこ

ろであります。今後も、今回の受け入れが継続

的な寄港へ結びつくよう、受け入れ体制の充実

に努めてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 もう一度繰り返しますが、ぜ

ひ知事としてのトップセールスについてお考え

を伺いたいんですが。

○知事（東国原英夫君） 今のところ予定はな

いんですが、今後その受け入れの状況などを把

握しながら考えていきたいと思っております。

○西村 賢議員 上海に行かれるか、もしくは

向こうが宮崎に来たときには、ぜひ知事にもお

会いいただいて、声をかけていただくようなこ

とがあれば、向こうの印象も非常に変わるので

はないかなと思いますので、ぜひよろしくお願

いします。

次の質問に移りますが、県民の健康増進につ

いてお伺いします。

まず、受動喫煙に向けた取り組みですが、７

月、愛みやざきで神奈川県庁を訪れ、健康増進

課たばこ対策室の方より、神奈川県が条例化し

来年４月に施行されます「公共的施設における

受動喫煙防止条例」についてレクチャーをいた

だきました。受動喫煙の健康被害は、成人にと

どまらず子供たちにも大きな影響があります。

既に飲食店や公共施設、乗り物では、禁煙や分

煙化が進んできてはおりますが、神奈川県では

国内初の条例化をしてルールを明確にしており

ます。このような動きは、近い将来、全国に広

まるのではないかと感じたところでありまし

た。神奈川県の松沢知事のリーダーシップで、

たばこの害についての教育、広報など非常に積

極的に取り組んでおり、この条例化に向けたア

ンケート調査によると、喫煙者で７割、非喫煙
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者で９割以上の人が受動喫煙対策の必要性に賛

成とのことでした。条例化によって店舗などで

の分煙化の設備も必要となり、負担をかける部

分も出てきますが、これは先進地域として今後

も参考にしていきたいと思います。

そこで宮崎県ですが、葉たばこの一大産地で

もあり、生産農家も多く、非常に重要な産業で

もあります。また、たばこの売り上げの一部

は、自治体の貴重な財源ともなっております。

だからこそ、たばこを悪者にしないための取り

組みが本県でも必要であると思いますが、既に

葉たばこ産地である清武町では、分煙化に積極

的に取り組んでおりました。愛みやざきとして

は、神奈川県庁での視察の後、県民1,245名にア

ンケート調査を行い、たばこの害については宮

崎大学医学博士の江藤准教授に御教示いただ

き、また、たばこを生産販売する立場のＪＴか

らも、マナー向上や分煙の啓蒙活動について伺

いました。このことを踏まえて質問させていた

だきますが、まず、本県の施設の分煙化の状況

はどうなっておりますか、担当部長にお伺いし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の施設のう

ち、県立学校と保健所については、全施設で敷

地内全面禁煙としているところであり、ほかの

施設についても、建物内禁煙や分煙の取り組み

が進められているところであります。県民の健

康を守る観点から、県の施設の受動喫煙防止対

策の充実も重要と考えますので、今後、アンケ

ート調査の実施等により、状況の把握を行い、

公共の場における分煙の推進に努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。

○西村 賢議員 アンケートを今からとられる

ということですけれども、ぜひ、積極的になる

べく多くの方からとっていただきたいと思いま

す。

次に、受動喫煙の害について江藤准教授によ

ると、受動喫煙は弱者が被害に遭うと指摘して

おります。確かに親が自宅で吸えば、そこにい

る子供は自動的にたばこの煙を吸ってしまいま

す。また、職場や飲食店などで上司が吸った場

合に、なかなか部下は注意することはできませ

ん。これをスモークハラスメントだと指摘して

おりました。このようなことは、県民へのアン

ケートをとってみるとよくわかります。我々の

とったアンケートでも、喫煙する・しないにか

かわらず、約６割の方が受動喫煙を「迷惑に

思った」と回答しています。また、公共性の高

い施設での喫煙を規制することにも、喫煙する

・しないにかかわらず、76％の人が「賛成」と

回答しております。福祉保健部長にお伺いしま

すが、本県の受動喫煙に対しての考え方、啓発

活動はどうなっておりますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 受動喫煙防止

につきましては、県民の健康を守るという観点

から、大変重要な課題であると考えておりま

す。このため県では、事業所などにおける受動

喫煙防止対策を推進するための禁煙・完全分煙

施設に対する認証制度を、平成15年度から実施

しております。認証に当たっては、各施設に分

煙推進リーダーの設置を義務づけ、保健所が、

分煙達成基準を満たしていることを確認した上

で、認証プレートを配付するとともに、県庁ホ

ームページに掲載して公表しております。ま

た、人が多く集まる公共施設の管理者や飲食店

の経営者などを対象に講演会を開催し、広く受

動喫煙防止の啓発を図っているところでありま

す。以上でございます。

○西村 賢議員 啓発活動というものはまだ広

がっていないと思いますので、ぜひまた今後も
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積極的な取り組みをよろしくお願いしたいと思

います。

続いて、日本たばこ産業（ＪＴ）では、販売

者と一緒になって、喫煙マナーの向上や分煙化

に向けた取り組みをされております。また、い

ろんな話を聞くと、このような取り組みをＪＴ

だけに任せていいものだろうかと思いますが、

本県は喫煙マナー向上に向けて取り組んでいる

か、お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 分煙に関する

マナーにつきましては、禁止された場所で喫煙

しないということだけではなく、妊婦や子供、

病人の前では喫煙しない、混雑した場所や閉め

切った室内では喫煙しない、歩行喫煙をしない

など、喫煙者自身の積極的な配慮が大切である

と考えます。今後とも、分煙対策を推進すると

ともに、喫煙者及び非喫煙者が、たばこの害に

ついて正しい知識が得られるよう、普及啓発に

取り組んでまいります。以上でございます。

○西村 賢議員 今の答弁も非常に基本的とい

いますか、当然のことだと思います。ただ、ま

だまだマナー向上に向けての取り組みが本県は

足りない、もしくは県民の意識がまだまだ低い

というところもありますので、ぜひこの普及に

は力を注いでいただくようにお願いします。

当然、未成年の健康を守ることも県としては

重要ですが、受動喫煙を防ぐだけではなく、未

成年の喫煙自体をさせない取り組みも必要だと

感じます。以前、taspoを未成年に貸した大人が

逮捕されるようなケースもありましたが、本県

において未成年者の喫煙での少年補導の状況、

そしてたばこ販売店への指導体制はどうかを警

察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

未成年者の喫煙に関する補導状況であります

が、平成17年に4,083人を補導したのをピークに

毎年減少傾向にあり、昨年は2,484人、本年８月

末現在の状況では1,048人となっておりまして、

これは昨年同期比で703人の減少となっておりま

す。なお、すべての補導人員に対する喫煙補導

人員の占める割合につきましては、過去５年間

を通じて約30％を占めております。これはほぼ

横ばい状況でございます。次に、たばこ販売店

に対する指導等についてでございますけれど

も、警察庁におきまして、これまで財務省、厚

生労働省との連携のもとに、全国たばこ販売協

同組合連合会等の関係業界に対しまして、未成

年者喫煙防止のための対面販売時における年齢

確認、たばこ販売店の従業員研修等の協力要

請、こういったものを行ってきております。今

後とも、少年の健全育成を阻害する喫煙防止の

観点から、引き続き、関係機関・団体等の協力

を得ながら、夜間補導等の街頭活動を強化して

まいりたいというふうに考えております。以上

であります。

○西村 賢議員 減っているとはいえ、まだま

だ想像以上に多い数字であったと思います。こ

のような補導件数から見ても、当然、補導され

るのは氷山の一角であり、未成年の間に喫煙に

対しての健康被害の認知度の低さといいます

か、意識の低さが感じられますが、教育現場で

は喫煙の健康被害に対する教育はどうなってい

るのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校における喫煙防

止に関する指導につきましては、小学校の体育

科、中学校、高等学校の保健体育科の授業のほ

か、学級活動等の特別活動など、学校教育活動

全体を通して、小学校から発達段階に応じた指

導を行っているところであります。具体的な内

容といたしましては、未成年の喫煙は法律に
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よって絶対に許されないことを強く指導します

とともに、たばこの煙には有害な物質が含まれ

ていることや、長い間吸い続けると肺がんや心

臓病などになりやすいこと、さらに、若い時期

からの喫煙はその危険性が高くなることなど

を、十分理解するように指導いたしておりま

す。健康への悪影響に関する正しい知識を身に

つけさせることは大変重要でありますので、県

教育委員会といたしましては、各学校に、文部

科学省が作成しております、たばこの害などを

わかりやすく説明した冊子や、「飲酒、喫煙、

薬物乱用防止に関する指導参考資料」などを配

付して、指導の充実に努めているところであり

ます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

最後に知事にお伺いいたしますが、これまで

のやりとりも踏まえて、神奈川県が取り組んだ

条例、また受動喫煙に対しての考え方をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 神奈川県の受動喫煙

防止条例は、健康増進法で努力義務とされてい

る受動喫煙の防止策を、一定の施設管理者に対

して義務づけるものでありまして、一歩進んだ

取り組みだと理解しております。受動喫煙によ

る健康への悪影響につきましては、医学的に明

らかにされているところでもあり、本県におき

ましても、県民の健康を守るという観点から、

禁煙・完全分煙認証制度を普及するなど、不特

定多数の方が利用される施設での受動喫煙防止

対策が一層進むよう取り組んでまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 非常に知事の言葉を重く受け

とめて、今後も、本県でもこのような体制が広

まっていって、また県民の健康を守るようにも

よろしくお願いしたいと思います。

次に、雇用対策について伺います。

本県の有効求人倍率については、いまだ厳し

い結果が出ており、また、先日の新聞での「来

春卒業予定の県内高校生の求人倍率は0.24倍。

７月末現在で４人に１人しか職がない厳しい状

況に陥った」との報道は、県内企業の先行き不

安が顕著に見てとれました。また、総務省

の2008年度統計によると、完全失業率も本県

は6.1％、小学校でいえば、１クラス２～３人の

児童の親が失業しているということにもなりま

す。これまでも県は雇用対策にさまざまな施策

を行ってきましたが、当然、厳しい景気状況に

あって苦戦を強いられているとは思います。商

工観光労働部長に、さまざまな政策の成果が得

られたのか、所見をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 県の雇用

対策の効果でございます。商工観光労働部所管

の事業で申し上げますと、例えば、県内就職促

進強化事業やＵ・Ｉターン対策事業における就

職説明会の開催、さらには「ヤングＪＯＢサポ

ートみやざき」における若年者に対する就職相

談等に取り組むなど、厳しい就職状況ではあり

ますが、多様な就職機会の提供に努め、少しで

も就職に結びつくようにしているところでござ

います。また、直接的な雇用創出につきまして

は、企業誘致はもちろん、農商工連携による新

たな産業の創出、さらには今年度から、ふるさ

と雇用再生特別基金事業等にも鋭意取り組んで

いるところであります。大変厳しい雇用情勢の

中ではありますが、今後とも、雇用対策事業に

全力で取り組みまして、一人でも多くの雇用を

生み出してまいりたいと考えております。以上

でございます。

○西村 賢議員 ぜひよろしくお願いします。

次に、ハローワークについて伺います。都市
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部では、民間の職業あっせん所などがあります

が、我々が視察した横浜市の「就職Shopヨコハ

マ」では、求職者と企業をコーディネーターが

マッチングしており、求職者の満足度も高く、

特に初めて正職につく方の割合が非常に多いそ

うです。企業もきめ細かく欲しい人材を求める

ことができる。また、その職場環境、若い人が

多いとか先輩がいるとか、そこまでも考慮して

マッチングするそうで、非常に感心させられま

した。しかし、大企業や求人自体の少ない本県

においては、民間型は難しく、公的な機関であ

るハローワークが担う役割は非常に大きいと思

います。実際、我々のところにも、ハローワー

クへの改善点を求める声も求職・雇用側双方か

ら来るものがあり、職業をあっせんする仲介者

としての責任感が希薄であるとの指摘もありま

す。しかし、我々としても、国の施設であるハ

ローワークに対し、なかなか物が言いがたいの

も事実であります。まず、ハローワークと県の

連携はどうなっているのかお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ハローワ

ークと県の連携でございますが、県では、県内

外の就職説明会や求職者の生活・就労対策を宮

崎労働局と連携して実施しますとともに、雇用

対策全般について定期的な情報交換を行ってい

るところであります。また、地域雇用対策連絡

会議を県内５地域に設置しまして、管内ハロー

ワークと各地域の雇用情勢についての情報交換

や、それを踏まえた雇用対策の検討を行ってい

るところでございます。今後とも、ハローワー

ク等とさらに連携を深めながら、地域のニーズ

を踏まえた効果的な雇用対策の推進に努めてま

いりたいと考えております。以上でございま

す。

○西村 賢議員 私は、求職や就職のかなめと

なっているハローワークこそ、地域の実情を把

握している行政がやるべきであって、権限や財

源を分権すべきだと考えております。昨年12

月、地方分権改革推進委員会の第２次勧告で

は、国の出先機関の定員削減としてハローワー

クの統廃合を求めていました。ハローワークが

担う職業紹介事業を地方自治体に移管すべきと

ありました。しかし、まだ現在は移管されてお

りません。また、ハローワークの地方自治体へ

の移譲に関する議論が、地方分権改革推進委員

会、また全国知事会などで盛んに行われている

とのことですが、東国原知事はハローワークの

地方への移譲をどう考えているのか、お伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） ハローワークは、職

業紹介、失業給付の支給、雇用保険事業の実施

など、国民に総合的な雇用サービスを提供して

おりまして、現下の厳しい雇用情勢の中で、そ

の役割はますます重要となってきております。

このハローワークについては、議員も御指摘の

ように、地方分権改革推進委員会の第２次勧告

において、「将来的には、漸次縮小を図るべき

である」とあります。その機能については、単

に地方分権化する方向でいいのか、現在の経済

・雇用対策における国の役割や、地方分権改革

推進委員会でも言っております国の役割として

の全国ネットワークの維持や雇用保険給付との

不可分性にも十分留意する必要があると考えて

おります。雇用は国民生活の基本となるもので

ありますから、ハローワークのあり方につきま

しては、国と地方の役割を踏まえ、ハローワー

クを利用する国民、住民の側に立って、今後、

十分に議論を深めていかなければならない問題

であると考えております。

○西村 賢議員 今、知事の自信がないという
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か、知事が実際、全国知事会でこの担当委員と

かになられる可能性もあるわけですから、それ

までにいろんな地域の県内の実情、また求職者

の声、雇用側の声もしっかり聞いた上で、全国

知事会のそのような場での発言をする立場にあ

るわけですから、しっかりと県の声を届けてい

ただきたいと思います。

次に、最低賃金について伺います。厚生労働

省は今月１日、今年度の最低賃金（時給）につ

いて、各都道府県の審議会が出した答申状況を

発表いたしました。中央最低賃金審議会は７月

に、経済不況を理由に最低賃金が生活保護の支

給基準を上回る35県については、前年度のまま

据え置くとする目安を示しましたが、本県を初

め33県が１円から５円の賃金引き上げを答申し

ました。引き上げ額の全国平均は10円、答申額

の全国平均は713円であります。最も高いのは東

京の791円で、最も低いのは、佐賀、長崎、沖

縄、そして本県の629円でありました。その差

は162円となり、差が139円だった前年度に比較

しても、地域間格差はさらに拡大してしまいま

した。この地域間格差の拡大についての商工観

光労働部長の所見と、本県審議会の経過をお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 地域別最

低賃金につきましては、最低賃金法に基づき、

各都道府県に置かれる地方最低賃金審議会の答

申を受けまして、都道府県労働局長が決定する

ことになっております。この審議会は、公労使

の三者の委員によって構成されております。都

道府県間で最低賃金額に差が生じていますの

は、中央最低賃金審議会が提示します引き上げ

額の目安を参考とはするものの、審議会におき

まして、地域の実情を十分考慮しながら審議が

行われた結果であると考えております。なお、

審議会の経過につきまして公表されておりませ

んけれども、７月から９月にわたって５回の審

議が行われまして、公労使委員それぞれの立場

から意見が交わされたと聞いております。以上

でございます。

○西村 賢議員 次に、生活保護基準の実態に

ついて福祉保健部長にお伺いしますが、生活保

護の受給状況は県によっても極めて大きな差が

あり、最大の沖縄県は最小の富山県の10倍もの

世帯が生活保護を受けております。一口に生活

保護と申しましても、生活扶助や教育扶助など

さまざまな扶助がありますが、そのいずれかを

昨年12月中に１回でも受けた方の割合が、全国

平均1,000人当たり12.5人、宮崎県は11.8人で全

国17位でありました。県民所得が低い本県の水

準から見れば、もっと厳しい順位かと思ってお

りましたが、これは生活保護申請をしたいが世

間体を考えてしない、もしくは申請しても他県

より厳しい結果、このような状況なのか、福祉

保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県の生活保

護の状況につきましては、平成20年度におい

て、被保護世帯が１万75世帯、被保護者が１

万3,324人で、保護率は人口1,000人当たり11.72

人となっており、昨年以降、増加傾向にありま

す。このような状況の中、各福祉事務所におき

ましては、生活保護の申請の意思が確認された

者に対して、申請書を速やかに交付するととも

に、審査に当たっては、訪問調査、関係機関調

査等を十分に行い、いわゆる漏給・濫給防止に

努めているところであります。以上でございま

す。

○西村 賢議員 公平公正な審査をお願いした

いと思います。

次に、ワーキングプア対策について伺いま
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す。福祉保健部の国保・援護課にお願いして、

一つの例として生活保護給付モデルを伺いまし

た。38歳の母親と小学生の子供１人の母子家庭

の場合、生活保護の支給額は、さまざまな扶助

を足しまして、東京では18万5,820円、宮崎で

は15万600円でした。そこで、商工観光労働部長

にお伺いします。2007年11月、最低賃金法の改

正により、ワーキングプア解消を目指して最低

賃金を決める際には、「生活保護に係る施策と

の整合性に配慮する」ことを明記し、「労働者

が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが

できるよう」との文言もつけ加えられました。

中央最低賃金審議会では、12都道府県の最低賃

金が生活保護基準を下回ることが判明いたしま

した。本県が地域最低賃金を２円引き上げたこ

とを評価ゼロとは申し上げませんが、時給629円

で８時間、そして20日間働いて10万640円という

ことです。ここから国民年金の１万4,000円を支

払えというのが非常に無茶な話であり、フリー

ターの増加で未納者がふえるのも当然と言えま

すし、また、勤労者が課税対象でありながら生

活保護世帯の非課税を考慮すれば、さらに勤労

意欲がわかなくなるのも理解できなくはありま

せん。商工労働行政を預かる県としては、この

ような状況を傍観することが許されるとは思え

ません。低賃金で働いているフリーターは、親

に経済的な依存をして生活が成り立っていると

も言われます。だからこそ自立ができないし、

結婚や子供をもうけることができないというこ

とにつながっていると思います。また、若いフ

リーターならまだしも、一家の大黒柱が日雇い

派遣や契約社員という労働環境が、生活維持の

ために消費者金融などに走り多重債務に陥った

り、夜逃げや自殺という最悪のスパイラル結果

を生み出していることも考えられます。このこ

とを踏まえて、商工観光労働部長のお考えをお

聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 労働者の

就業形態が多様化する中で、本県においても近

年、パートやアルバイト、派遣社員などの非正

規労働者の割合が増加しております。特に、昨

年秋以降の不況によりまして、非正規労働者の

解雇、雇いどめ等の問題が生じるなど、労働者

が不安定な状況に置かれている実態も承知して

おります。県といたしましては、本当に厳しい

経済情勢でございますが、今後とも国等と連携

を図りながら、このような状況が少しでも改善

されますよう、全力で取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。

○西村 賢議員 これは労働者にとって、一部

の方にとっては、生死にかかわる部分の重要な

課題だと思いますので、スピード感を持って取

り組んでいただきたいと思います。

次に、知事にお伺いします。憲法25条の生存

権の理念に基づき、国が生活に困窮する国民に

対し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障

し、その自立を助長することを目的とする法の

精神は理解しますが、モラルハザードや不正受

給者など過保護の問題と、本当に保護を必要と

しているワーキングプア世帯などが保護されて

いないという、両面での問題があるとされてお

ります。最低賃金法の改正に伴い、新たな文言

がつけ加えられたのは先ほど申し上げたとおり

ですが、働く意欲と能力がありながら生活保護

基準以下の生活を余儀なくされることは、憲法

上の規定から見ても大きな矛盾があります。さ

きの総選挙においても、野党だった政党はもち

ろん与党であった公明党も、最低賃金、時

給1,000円の公約を打ち出しておりました。政権

交代と相なったわけですから、民主党のマニ
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フェストにある「子ども手当の創設」や「生活

保護の母子加算の復活」とともに、「最低賃金

の引き上げ」をも取り組むよう、全国知事会と

しても強く求めていくべきだと思います。ワー

キングプアの問題を踏まえ、県民生活向上のた

めの国への働きかけを含めた知事の決意をお聞

かせください。

○知事（東国原英夫君） 昨年からの世界的な

景気悪化は、我が国の雇用情勢にも大きな影響

を与え、本県の労働環境についても非常に厳し

い状況が続いているところであります。私は、

働く人々が経済的に自立し、結婚や子育てな

ど、将来に希望が持てるような社会づくりを進

めることが大変重要であると考えております。

このため、これまでも全国知事会等を通じ、正

規労働者と非正規労働者との均衡ある処遇に向

けた法的整備等について要望してきたところで

あります。このような中で、新たな政権与党の

三党連立政権合意において、労働者派遣法の抜

本改正や最低賃金の引き上げ等について、全力

を傾注していくことが確認されておりますの

で、その取り組みを注視しながら、今後も機会

あるごとに地方の声を届けてまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 非常に期待しておりますの

で、よろしくお願いします。

次に、教育問題に移ります。

ＮＩＥ（Newspaper in Education）の取り組

みについて教育長にお伺いしますが、ＮＩＥは

学校などで新聞を教材として活用することで、

世界じゅうで実施されており、日本では教育界

と新聞界が協力して全国で展開しております。

子供たちの読解力の低下や文字・活字離れが心

配される中で、成果を上げているものの一つで

もあり、2009年度のＮＩＥ実践指定校は、全

国47都道府県で536校ということになっており、

本県も小中高合わせて８つの学校が指定校とし

て現在取り組まれていると聞いております。Ｎ

ＩＥの取り組みの一つに、「わがまち新聞コン

クール」というものも開催されており、小中高

でその地域の出来事や名所、名物などの地域の

すばらしさを新聞で紹介するという企画も、地

域を知り、地域を好きになるためにも効果があ

るのではないかと考えられます。このような取

り組みを少しでも多くの学校に広めることはで

きないのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） ＮＩＥにつきまして

は、お話にありましたように、学校教育で新聞

を活用する活動のことでありまして、財団法人

日本新聞教育文化財団が社会性豊かな青少年の

育成や活字文化の発展などを目的として行って

いるものであります。本県におきましては、本

年度、小・中・県立学校の中からＮＩＥ実践指

定校として８校が認定をされ、新聞を使った授

業や新聞づくり等を行い、その成果を研究発表

会やホームページ等で公開しております。な

お、ＮＩＥ実践指定校は、本年度の８校を含め

まして、これまでに46校が認定されているとこ

ろであります。新学習指導要領におきまして

は、子供たちの思考力、表現力、判断力等をは

ぐくむ上で、言語活動の充実が重要視されてお

りますので、教育に新聞を活用していく活動

は、今後ますます大切になると考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、現在、県

ＮＩＥ推進協議会の一員として、教育に新聞を

活用する活動を推進しているところであります

が、今後とも、多くの学校が取り組むことがで

きるように、効果的な新聞活用のあり方につい

て助言等を行いながら、ＮＩＥ活動の普及に努

めてまいりたいと考えております。
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○西村 賢議員 新聞を読むことで、親子のコ

ミュニケーションなどにつながることも期待さ

れていますので、ぜひ取り組みが広がるように

お願いしたいと思います。

次に、教師の不祥事について、教育長、総務

部長に伺います。昨今のマスコミで報道される

公務員不祥事については、驚きを通り越し憤り

を感じます。県教育委員会も９月４日、勤務態

度不良や人身事故を起こした校長２人を含む教

職員７名を懲戒処分としました。教職員の今年

度の懲戒処分件数は16件、昨年同期を上回って

おり、社会的に模範を示すべき立場の者が、わ

いせつ行為、飲酒運転、体罰など、不可抗力的

なものではなく、すべて確信犯であることが許

せません。公務員としての使命感の欠如、また

自覚の欠如など、緊張感を欠いた組織の緩みも

指摘せざるを得ませんが、これらの行為が県民

の行政不信を増幅させていることは確かであり

ます。教育長にお尋ねいたします。まず、全国

的な教職員の不祥事の多発をどのようにとらえ

ておりますか、お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 教職員は、児童生徒

を教育的愛情を持って心身ともに健全に育てる

という崇高な責務を十分認識し、日ごろから児

童生徒、保護者、地域社会の思いや願いにこた

えていかなければなりません。このようなこと

から、教職員の不祥事につきましては、教育へ

の信頼を著しく損なうものであり、まことに遺

憾であります。

○西村 賢議員 続けます。本県においての最

近の懲戒処分の状況を踏まえて、私が参考にし

た19年度の調査資料では─細かいところは省

きますが─懲戒処分を受けた各県の教員数を

教員1,000人当たりの数に直してみると、本県

は9.4で全国６位の深刻な状況にありました。こ

れは教育長に伺いますが、本県の処分件数が多

いのは、他県の処分との違いがあるのか、言い

かえれば、本県は基準が厳しい分だけ、その処

分件数が多くなっていると考えるべきなのか、

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の懲戒処分の基

準につきましては、平成18年１月に、不祥事を

防止し県民の信頼を得るとともに、懲戒処分の

透明性を確保するために、教育委員会と知事部

局で連携して策定をいたしたものであります。

他県等におきましても、それぞれ教育委員会独

自の基準が策定されておりますけれども、本県

では、懲戒処分の運用に当たりまして、重大事

故につながりかねない交通法令違反について、

比較的厳しい処分を行っておりますことから、

処分件数が多くなっているものというふうに考

えております。以上です。

○西村 賢議員 とはいえ、やはり教師として

の自覚が乏しい人がいるのは確かであります。

監督すべき県教育庁としても、これ以上厳しく

は難しいのかもしれませんけれども、まだまだ

対応の甘さがあると断ぜざるを得ません。子供

たちを安心して任せることもできませんし、ま

た、子供から見ても、教師を尊敬することがで

きなくなるのではないかと危惧しております。

いま一度、教育長に、今後の対応策とその決意

を述べていただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、これまでも「服務規律等マニュア

ル」の作成や「教職員の懲戒処分に係る基準」

の改正を行いますとともに、服務規律に係る校

長会を開催するなど、さまざまな取り組みを行

いまして、教職員の服務規律の遵守に努めてま

いりました。また、各学校におきましても、繰

り返し研修を実施してきたところであります。
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しかしながら、最近の相次ぐ不祥事の状況は、

まことに申しわけなく、重く受けとめていると

ころでございます。教職員一人一人が、不祥事

をみずからのこととして受けとめ、信頼される

教職員としての意識改革に取り組むなど、教職

員一人一人の心に強く響く指導が必要であると

いうふうに考えているところであります。そこ

で、ことしの８月末には、緊急の県立学校長会

や教育事務所長会を開催しますとともに、学校

へ教職員の綱紀保持及び服務規律の遵守に係る

緊急通知を出すなど、指導の徹底を図ったとこ

ろであります。また、これらの中で、教師とし

て生きる意味について改めて考えるよう、私の

思いをメッセージに託しまして伝えたところで

あります。その一部を述べさせていただきます

けれども、「教師、それは、子供たちに囲ま

れ、さまざまな感動を共有できる幸せな仕事。

子供たちと接する中で、自分自身もともに成長

できるやりがいのある仕事。ぜひ、子供たちが

自分の学校を誇りに思う、自分を教えてくれる

先生方を誇りに思う、自分の仲間を誇りに思

う、そして自分自分を誇りに思う、そんな子供

たちが育つ学校を目指して、一人一人が教師と

しての誇りを持って、子供たちに寄り添うよ

う」お願いしたところであります。以上です。

○西村 賢議員 非常に熱い思いが伝わりまし

たが、我々だけじゃなく、当然、全教員に伝わ

るように、また心に刻まれるように、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、関連して、公務員全体のことについて

総務部長に伺います。福岡市の海の中道での３

幼児死亡事故から３年目の８月25日、福岡県警

の警察官が飲酒、ひき逃げ容疑で逮捕されまし

た。福岡市長は、「３年前のこの事故がきっか

けで、全県的・全国的に飲酒運転の根絶・撲滅

運動が始まっただけに」と憤りを隠せませんで

したが、確かに３年前、公務員の飲酒による悪

質で重大な事故だったために、警察は過失運転

致死罪を適用しました。世間の公務員への風当

たりは当時強く、どこの自治体でも飲酒運転は

厳罰主義で臨んできました。ところが、佐賀県

の元県立高校教諭が、「飲酒運転を理由に懲戒

免職処分になったのは不当」だとして、県の処

分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が８月

５日、福岡高裁であり、「裁量権の乱用」と認

めた佐賀地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却

しました。佐賀県以外に、少なくとも三重県、

大阪、京都、神戸、兵庫県加西の１県４市で、

公務員の飲酒運転による懲戒免職処分が取り消

されております。いずれも上告しているようで

すが、飲酒運転の態様や検挙の有無が争点に

なっております。そこで部長に、これらの判決

に対する所見を伺います。また、このようなこ

とで県の懲戒処分の基準を見直すことになるの

か、あわせてお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

平成18年の福岡市の非常に悲惨な事故、それ以

来、そのときを踏まえ、本県におきましても、

職員による飲酒運転の撲滅を期して、19年12月

に基準を改正したところでございまして、従

来、停職処分が最高であったところであります

が、酒気帯び運転について原則免職としたとこ

ろでございます。ただいま御質問にございまし

た各県・市等の処分取り消し訴訟につきまして

は、いずれも態様がさまざまでございます。し

かしながら、それぞれの判決において、その態

様を考慮されたものでございまして、一般的に

そういったことがまだ確定されたわけではござ

いません。さらに、すべてがまだ係争中という

状況でございます。いずれにしても、その結果
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は十分注視してまいりたいと思っております。

基本的には、本県におきましては、処分基準は

免職から減給まで幅を設けておりまして、当

然、情状酌量の余地は設けてありますが、飲酒

運転は、県民の生命・財産を直接脅かしかねな

い、公務員として絶対あってはならないことで

ございますので、今後とも厳正な対応を行って

まいる所存でございます。

○西村 賢議員 このことを踏まえまして、次

に人事委員会委員長にお尋ねいたします。公務

員には、その身分を保証するためにも、自分に

科せられた処分に対し、人事委員会に不服申し

立てをする権利があります。この制度は、人事

権の濫用などに歯どめをかける機能を持たせる

ものでありますが、場合によっては、厳罰化を

空洞化させている可能性もあると思います。人

事委員会委員長にお伺いしますが、本県におけ

る不服申し立ての状況をお聞かせください。

○人事委員長（黒木奉武君） 懲戒処分等の不

利益処分に関する不服申し立てにつきまして

は、中立的な第三者機関としての人事委員会

が、準司法的権限に基づき、公正公平に審査を

行いまして、厳正な判断として裁決をしている

ところであります。このような中、平成11年度

以降、過去10年間に人事委員会に出された不服

申し立ては８件となっております。この８件の

中で、懲戒処分に係る申し立ては５件ありまし

た。このうち、処分を承認しまして申し立てを

棄却したものが３件であります。処分の程度が

妥当でないとして、処分を修正したものが１件

あります。残る１件につきましては、現在、審

査中でございます。また、懲戒処分以外のその

他の申し立てが３件ありますが、いずれも受理

要件に該当しないものとして却下いたしており

ます。以上です。

○西村 賢議員 ありがとうございました。人

事委員会の裁決は、今後も慎重に当たっていた

だきたいと思っております。

私の手元には、「全国交通事故遺族の会から

のメッセージ」があります。このメッセージの

中で、「飲酒運転の事実を、偶発的な検問や事

故などでの発覚に任せておいていいはずがあり

ません。本来は、飲酒運転をした公務員が自発

的に申告するのが理想ですが、彼らとて人間だ

から、完璧なことはあり得ないでしょう。行政

経費のほとんどは税金で賄われていることを忘

れてはなりません。公務員の飲酒運転や事故を

撲滅し、それに引きずられるように、民間企業

や市民のレベルまで意識改革が進むことが、私

たち遺族の切なる願いです」と結んでありま

す。私も同じ気持ちであることを申し伝えてお

きます。

以上で愛みやざきの代表質問を終わります。

（拍手）

○中村幸一議長 ここで暫時休憩いたします

が、再開は14時50分といたします。休憩いたし

ます。

午後２時34分休憩

午後２時50分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 東京都議選

で吹き荒れた民主への風は、衆議院選でさらに

加速し、同党に単独過半数を大きく上回る308議

席を獲得させました。一方、自民党は、改選前

議席から181減の119議席、また改選前31議席

だった公明党は、支持者の皆様の御期待にこた

えられず、候補を立てた８小選挙区で敗れ、比
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例区で800万票以上いただきましたが、21議席と

後退してしまいました。とりわけ我々にとっ

て、太田代表、北側幹事長の議席を失ったこと

は痛恨のきわみであります。しかし、公明党

は、今回の民意を真摯に受けとめ、８日、山口

新代表、井上新幹事長のもと、新たな決意で出

発をいたしました。「昇龍の淵に潜むは昇らん

がため」との「三国志」、劉備玄徳の言葉があ

ります。「大衆とともに」の立党精神を胸に、

公明党は再起をお誓いし、県議団を代表して質

問をさせていただきます。

まずは、きょうスタートする新政権に対し、

知事の政治姿勢について何点かお伺いいたしま

す。

2007年末からの世界経済危機による国内経済

や雇用の不安に対し、旧政府・与党は、切れ目

ない政策を打ち出し、何とか景気回復の入り口

が見えるところまで来たところでありました。

ところが、こうした実績は、政権交代の大波の

前に、有権者に十分実感していただくまでに至

らず、劣勢を巻き返すことができませんでし

た。政治ジャーナリストの岩見隆夫氏は、衆議

院選の結果について、「今回の民主党の勝因

は、自民党の敗因の中にある。民主党のマニ

フェストは典型的なばらまき政策が並べられ、

評判は余りよくなかったし、鳩山代表に人気が

あったわけでもない。しかし、自民党に対する

幻滅感や不満が想像以上に根深く、国民は自民

党時代に幕引きをした。有権者は、残る民主党

を選んだ。そういう消極的選択をしたのだと思

う」と分析しております。この分析を裏づける

データとして、朝日新聞社が、８月31日、９月

１日に実施した緊急の全国世論調査によると、

民主党中心の新政権に「期待する」と答えた人

が74％に達し、政権交代が起きて「よかった」

とする意見は69％でした。反面、民主党政権が

日本の政治を「大きく変えることができる」と

見る人は32％という結果でした。また、目玉政

策となった１人月２万6,000円の子ども手当を支

給して所得税の配偶者控除などを廃止すること

に賛成は31％で、反対は49％。高速道路を無料

化して建設の借金は税金で返済することについ

ては、賛成は20％にとどまり、反対が65％と、

かなり評判が悪い世論調査の結果が出ていまし

た。

また、元国土交通省国土計画局長、小峰法政

大教授は、「経済が成長してパイが大きくなれ

ば、その分け前が国民に及び、国民の生活が豊

かになるというのが経済政策の基本だ。新政権

の政策は、どうやって経済を成長させてパイを

大きくしていくのかという要素がほとんどない

に等しい」と指摘しております。新政権は、子

ども手当など、家計に所得を分配することで消

費がふえ、内需主導型の成長ができると主張し

ていますが、これはパイをどう切り分けるかと

いう問題で、パイそのものを大きくする、成長

させるということにはならないとも指摘してお

ります。このことから、新政権は、国民のため

に誤りのないかじ取り、そして将来世代が安心

できる国づくりに全力を挙げるべきだと、ここ

で申し上げます。そこで、新政権への期待と不

安を抱きつつ、県政への影響について、以下の

３点を知事に伺います。

知事は、民主圧勝、自民大敗、そして政権交

代という今回の衆議院選挙の結果をどのように

受けとめておられるのか、お伺いいたします。

新政権が掲げる税制の焦点は、ガソリン税な

どの暫定税率を廃止し、直轄事業負担金の廃止

などを通じて道路整備の水準を維持するとして

いますが、公共事業は削減すると言っておりま
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す。高速道を含めた県内の道路網整備への影響

について、見解をお伺いいたします。

３点目です。新政権の掲げるマニフェスト

と、知事マニフェストを具体化・重点化した

「新みやざき創造戦略」の目指す方向性に大き

なずれはないかお伺いいたします。

次に、地方分権についてお伺いいたします。

今回のような政権交代が行われ、今後も絶え

ず政権交代が競われるようなことになれば、国

と地方の役割を、地方自治法が示すとおり明確

にしておかなければ、もっと言えば、地方自治

体が担うべき仕事は、国の関与なしで立案から

執行まで自力で支える地方主権制度が確立され

なければ、政権交代のたびに地方が振り回され

ることになります。したがって、政権交代は地

方主権とセットでなければならないと考えま

す。

御案内のとおり、2000年４月施行の新地方自

治法では「地方公共団体の役割と国の配慮」を

明確にいたしました。新地方自治法の眼目であ

り、地方分権の宣言とも言われております。新

地方自治法第１条２は、国の役割として、

（１）国際社会における国家としての存立にか

かわる事務、（２）全国的に統一して定めるこ

とが望ましい国民の諸活動に関する事務、

（３）地方自治に関する基本的な準則に関する

事務、（４）全国規模・視点で行わなければな

らない施策・事業─と明記。さらに、住民に身

近な行政はできる限り地方自治体にゆだねるこ

とを基本とすると定められております。

今回の衆院選の特徴の一つに、全国知事会や

指定市長会が各党のマニフェスト、特に地方分

権改革に関する評価などで積極的な発言やかか

わりが注目されました。しかし今回、地方分権

とは何か、なぜ必要なのかという大事な部分が

あいまいなまま、主権者である国民・県民を置

き去りにした議論が主で、そのことにより住民

が本来求めている地域再生とか地域間の格差是

正には焦点が当たりませんでした。また、その

上での地方分権の構想である道州制について、

公明党は地方主権型道州制を提案させていただ

きましたが、ほとんど争点になりませんでし

た。そこで、地方分権構想のために、今回の衆

議院選で全国知事会や指定市長会が各党のマニ

フェスト、特に地方分権改革に関する評価など

で積極的な発言がなされましたが、発言者の一

人としての知事の見解をお伺いいたします。

今回の衆議院選で、地方分権改革として道州

制がクローズアップされたと思いますが、知事

は、新政権の打ち出した地方自治のあり方にど

のような見解を持たれたか、お伺いします。

以下、自席で質問をさせていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

さきの総選挙の結果は、多くの国民が、現在

の社会・政治・経済の閉塞感や手詰まり感か

ら、とにかく変化・変革に期待したものであっ

たと思います。新たな政権与党におかれまして

は、地域の実情、地方の声に十分配慮いただき

ながら、国民の皆様と約束したことを着実に実

行していただくとともに、私たち国民は、その

実現をしっかりと検証していく必要があると考

えております。

公共事業削減による道路整備の影響について

であります。民主党マニフェストでは、平成21

年度の公共事業予算額7.9兆円を平成25年度まで

に1.3兆円節約するとなっておりまして、その具

体的な内容につきましては、まだ明らかになっ

ておりませんが、本県の道路整備への影響も懸

平成21年９月16日(水)



- 107 -

念されるところであります。しかしながら、東

九州自動車道を初めとする道路の整備は、本県

の発展に欠かすことのできない重要な課題であ

りますことから、県といたしましては、おくれ

ている社会資本整備が着実に進められるよう、

県議会を初め県民の皆様の御協力・御支援もい

ただきながら、関係機関への要望活動など積極

的に行ってまいりたいと存じます。

続きまして、民主党マニフェストと本県の総

合計画の方向性についてであります。新みやざ

き創造計画は、人口減少・少子高齢社会、安全

・安心な生活を希求する成熟社会、グローバル

な経済・交流社会を大きな政策課題としてとら

え、本県が取り組んでいく基本的な施策の枠組

みを示したものであります。一方、民主党マニ

フェストは、「国民の生活が第一」という観点

から、子育て、年金、教育、医療、地域主権、

雇用・経済など、国レベルで取り組むべき政策

がまとめられたものであり、国民あるいは県民

福祉の向上を目指すという意味で、基本的方向

性に違いはないと考えております。なお、民主

党マニフェストに掲げられた個別の政策の中に

は、暫定税率の廃止や高速道路の無料化等、地

方のインフラ整備への影響が懸念されるもの、

一括交付金等その姿がいまだ明確でないものも

含まれておりますので、今後の動向を注視し、

本県としても、地方からの意見をしっかりと主

張していく必要があろうかと思っております。

次に、各党のマニフェストについてでありま

す。私は、さきの衆院選の際に、自民党に対し

て、地方分権に関する全国知事会の要望項目を

政党マニフェストに一言一句たがわず盛り込ん

でいただきたいということを申し上げました。

これは、自民党初め各政党が地方分権をマニ

フェストに盛り込み、それが選挙の争点の一つ

となることによって、これまで遅々として進ま

なかった地方分権改革が少しでも前進すればと

の思いからでありました。今回の選挙では、各

政党が地方分権に関する具体的な政策をマニ

フェストに盛り込み、また有権者の目が地方分

権に向いたという点では、私なりの役割が果た

せたのではないかと考えております。なお、全

国知事会が主催しました公開討論会に私も参加

しましたが、全国知事会としての地方分権に関

するマニフェストの採点結果は、３党の中では

公明党が最高点であり、私自身も同様の評価を

したところであります。

次に、道州制についてであります。新政権の

中心である民主党のマニフェストには、「地域

主権国家への転換」「地方財源の大幅拡充」

「国と地方の協議の場の法制化」などが掲げら

れております。一方、道州制につきましては、

自民、公明、民主のマニフェストの中で、唯一

民主党だけが言及されておりません。インデッ

クスの中では触れられておりますが、マニフェ

ストの中では触れられていないということで

す。この点について、公開討論会の場において

は、「当面４年間は現行の基礎自治体と都道府

県を前提とした分権改革を進め、その後に広域

自治体のあり方を考える」ということでありま

した。私は、道州制は、行政権、立法権、財政

権を兼ね備えた地方政府の確立を目指すものと

考えておりますが、まずは権限・税財源を地方

に移譲する地方分権改革を確実に推進していく

ことが必要だと考えております。したがいまし

て、新政権のもとでの分権改革の推進状況を注

視しますとともに、道州制を含む広域自治体の

あり方に対する考え方をできるだけ早い時期に

示すよう求めていきたいと考えているところで

あります。
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○河野哲也議員 ありがとうございます。

県民の不安払拭のために、地方から声を上げ

るということ、地方の立場を明確に国に示して

いくことが大事であると考えます。また、知事

に評価いただきました公明党の地域主権型道州

制におきましても、宮崎から発信できるよう、

行動を起こしてまいりたいと思います。

続いて、消費者庁設置についてでございま

す。

こんにゃくゼリーによる窒息死事故や、中国

製冷凍ギョーザの中毒事件といった法律の所管

が不明確だった「すき間事案」の解消に早急に

取り組むことのできる、公明党も強く推進して

おりました消費者庁が１日発足いたしました。

同庁は、省庁にまたがっていた消費者行政を一

元化し、生活の安全を守る司令塔としての役割

を担うことは、御案内のとおりでございます。

消費者庁の発足によって、これまで企業、生産

者重視で縦割りだった行政が是正され、消費者

にとってメリットが実感できるとともに、透明

性、専門性の確保など、消費者中心の体制がで

き上がりました。特に、一元化の姿として、内

閣府の外局として発足し、農林水産省、公正取

引委員会など９府省１委員会から約200人の職員

で動く、ＪＡＳ法、食品衛生法、消費者契約法

など各省庁が所管していた消費者に身近な29の

法律を同庁に移管し、複雑で多岐にわたる消費

者トラブルに対応する、食の安全にかかわる事

項だけでなく、マルチ商法、催眠商法などの詐

欺的商法、架空請求、老人への次々販売など、

消費者が直面するさまざまな問題に対処などが

あります。このことにより、企業への立入検査

や問題のある製品の回収命令、被害拡大を防止

するための事故情報の公開のほか、各省庁への

勧告も行えるなど、強い権限を持つことになり

ます。

そこで、本県におきましては、これまで食の

安全については、他県を先駆する取り組みを

行っていただいていると思いますが、消費者庁

の設置により、本県における食品表示の適正化

に向けた取り組みをどう考えておりますか、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 食品表示の関

係でございます。

本県では、平成16年に、副知事を会長に、庁

内の関係部局で構成します「宮崎県食の安全・

安心対策会議」を設置し、この中で食品表示の

適正化についても連携した取り組みを行ってお

ります。これまでにも、本県で発生しましたウ

ナギの産地偽装や事故米等の不適切な表示に関

する案件につきまして、当対策会議において迅

速かつ適切に対応してきたところであります。

食品表示制度は、ＪＡＳ法を初め食品衛生法や

景品表示法など、複数の法律に基づく幅広い対

応が必要でありますので、今後とも当対策会議

を中心として、関係部局の連携を強化しなが

ら、適切な対応に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 消費者庁は、消費者からの情

報、関係部署からの事故情報などすべてを集約

するため、その情報は膨大なものとなると予想

されます。しかし、消費者の信頼を得るために

は、対応の素早さが不可欠になると思います。

情報をいかに迅速に処理し結果を出すか、最前

線で事故情報や消費者からの相談に応じる各地

の消費生活センターの機能強化が課題になると

考えます。そこで、消費生活センターの充実が

急がれると思いますが、今後どのように充実し

ていくか、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 消費生活セン
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ターの充実についてでありますけれども、消費

者庁の設置に合わせて施行された消費者安全法

におきましては、国及び地方公共団体の責務と

して、消費者安全の確保に関する施策を総合的

に策定、実施することとされており、都道府県

におきましては、消費生活センターの設置が義

務づけられるとともに、市町村においても、必

要に応じて設置に努めることとされたところで

ございます。

このような中、本県においては、消費者行政

活性化基金事業を活用いたしまして、消費生活

相談員の資質の向上や弁護士等専門家との連携

強化など、県の消費生活センターの機能充実を

図ってきているところでありますが、さらに、

市町村における新たな消費生活センターの設置

や相談窓口の整備等を促進することによりまし

て、消費者行政の一層の活性化に努めてまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 答弁の中にありました消費者

生活相談員の資質の向上、それと専門家との連

携強化、多岐にわたる相談があると思いますの

で、どうかよろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

次に、自民党のほうからも何度も繰り返され

て質問されましたが、公明党も質問したいと思

います。農林水産業問題でございます。

新政権の看板政策である農家への戸別所得補

償制度が、具体化へ踏み出されます。この制度

は、米や麦、大豆などの販売農家を対象に、販

売価格が生産費を下回った場合に差額を税金で

補てんするというものでございます。新政権

は、所得補償の財源を１兆円としております

が、財源の裏づけから具体的な制度設計まで不

透明な部分が極めて多いとされております。そ

もそも１兆円の積算根拠も不明ですが、財源を

確保するために、補正予算の凍結、公共事業の

中止など、どこかに痛みを押しつけることにな

ると言われております。そのことを国民にはっ

きりと示す必要があると考えます。制度設計も

難題です。米の生産調整、減反ですら難航して

いる状況なのに、麦や大豆などの主要作物に

も、生産数量目標を設定し、それに従った販売

農家に所得補償を行うとしています。多品目に

及ぶ経済的な生産が果たして可能なのでしょう

か。多くの農家がつくりたいものをつくれなく

なるおそれがあります。専業農家も兼業農家も

一律にして、生産費と販売額の差を補てんする

ことへの疑問の声も多いと聞いております。例

えば、大分県臼杵市の中野市長は、「農家を育

てるというよりも、福祉政策ではないか。農業

政策として間違っている」と批判しておりま

す。所得補償を実施したとしても、10年後、20

年後の日本農業の展望が見えない。戸別所得補

償と一体的に進めようとしているのが日米ＦＴ

Ａの締結。岡田幹事長は、「４年間でさまざま

な問題が決着して締結できれば望ましい」と意

欲的でありました。しかし、締結によってアメ

リカから安い農産物が押し寄せ、国内産業に壊

滅的な打撃を与えることを懸念した農業団体が

猛反発。これを受け、民主党はマニフェストに

書いた「締結」を「交渉を促進」に修正する一

幕がありましたが、農業関係者にはまだ不信感

がくすぶっています。

戸別所得補償制度の対象品目の米を取り上げ

てみたいと思いますが、宮崎県のように、農業

産出額（3,211億円、全国で第５位）における米

の割合は７％に過ぎず、本県にとってどれだけ

の実が、また効果があるかと考えます。狭い日

本で、気候も違う、地形も違う、当然作物も違

う、農業従事者の形態も違う、そうした中で、
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確かに、全国一律の制度変更を繰り返し続けた

ことが農村社会の地盤低下の一因になったと、

反省はしなければなりません。

新政権の戸別所得補償制度でも、それに要す

る費用は先ほど申しましたが、最低１兆円と言

われます。全国一律でなく、地方の農業の実情

に応じた使い方ができるような地方分権が、農

業の分野にこそ必要ではないかと考えます。国

際化が避けられない流れの中で、農業をどう強

化するかというポイントは、それぞれの地方の

農業現場にあるように考えます。本県におい

て、やっと、就農支援や雇用確保、農地の有効

利用、また農商工連携に宮崎発のビジネスモデ

ル創出に取り組んでいくところだったと考えま

す。そこで、戸別所得補償制度は、農業の集約

化・大規模化を模索してきたこれまでの農政の

大転換となりますが、これと一体的に取り組も

うとしている日米ＦＴＡ交渉とあわせて、全国

に誇る宮崎農業への影響について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ました戸別所得補償制度では、米、麦、大豆な

どの主要農産物や畜産物の販売農家に対し、生

産費と販売価格との差額を補償するとされてお

りますが、一方、本県の基幹品目であります野

菜や果樹は、恒常的に生産費が販売価格を上回

る状態ではないとの判断から、所得補償の対象

外となっております。この所得補償制度につき

ましては、平成23年度実施に向け、今後、詳細

な制度設計等がなされると伺っておりますが、

米は、東北・北陸の大産地に比べて零細規模で

あり、麦・大豆の作付面積も少ないこと、野菜

・果樹も、昨今の重油価格の高騰等の影響で経

営は大変厳しい状況にあることなどから、今後

は、本県農業の実情が十分に反映され、農業者

の生産意欲の向上につながる制度となるよう、

あらゆる機会を通じ、国に要望してまいりたい

と存じます。

また、日米ＦＴＡ交渉での農業分野の対応に

つきましては、我が国は、今や世界最大の農畜

産物の純輸入国であり、仮に競合する農畜産物

がさらに市場開放されれば、我が国の農業全体

に致命的な影響を及ぼすことから、国内農業を

守り、農業者の将来的な不安等を払拭する観点

からも、今後とも、断固とした厳しい姿勢で臨

んでいただきたいと考えております。以上であ

ります。

○河野哲也議員 新政権の林業・水産業、具体

的施策は、林家への森林管理・環境保全直接支

払制度、漁業についても、所得補償制度の導入

にとどまっていると思います。地球温暖化対策

の重要な産業であるという観点から、これをど

うとらえ、今後どのように本県林業・水産業の

振興を図っていくか、関係部長にお伺いいたし

ます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 本県林業の振

興につきましては、現在、木材価格の長期低迷

等によりまして、森林所有者の経営努力だけで

は適正な森林の整備が難しい状況にありますこ

とから、県では、森林所有者の負担を軽減する

ため、森林整備事業による植栽や間伐への経費

助成などさまざまな支援策を講じているところ

でございます。本年度からは、京都議定書の森

林吸収量を確保するため、採算性の悪い森林で

の間伐に定額助成をするなど、支援の拡充を

図ったところでございます。今後、新たな政府

の施策の方向や内容等が具体的に示されるもの

と考えておりますが、森林・林業は、低炭素社

会を実現する上で重要な役割を担っております

ので、県といたしましては、引き続き、多様で
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健全な森林づくりや県産材の需要拡大等に取り

組みまして、持続可能な循環型林業の推進に努

めてまいりたいと考えております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 水産業関係で

ございます。本県水産業は、資源の減少、水産

物価格の低迷、就業者の減少・高齢化、さらに

は燃油高騰等によります経費の増大など多くの

課題を抱えております。新たな国の水産業施策

につきましては、所得補償制度を含め、今後、

具体的な内容が検討されると伺っております

が、県といたしましては、関係機関・団体と連

携しながら、今後とも、漁業経営の効率化、流

通・販売体制の強化、水産資源の確保と漁場環

境の保全等に積極的に取り組みながら、持続で

きる水産業の構築を進めてまいりたいと考えて

おります。また、国に対しましても、新たな対

策が本県水産業の振興につながる制度となるよ

う、強く働きかけを行ってまいりたいと存じま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。最も

重要なのは、次の世代をどう育てるかだという

ふうに考えます。今回、県内を回って痛感する

のは、真正面から担い手を育てようという強い

意志が必要であると感じました。今いる担い手

支援とともに、これからの方々が一人前になる

までサポートする「あすの担い手政策」、これ

が必要だと実感しております。

次に行きます。医療・福祉問題についてお伺

いいたします。

初めに、後期高齢者医療制度についてでござ

います。新政権は、75歳以上が対象の私たちの

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）を廃止す

るとしております。しかし、前身の老人保健制

度に戻すのか、新たな制度を創設するのか、肝

心の廃止後の姿がはっきりせず、不安が広がっ

ております。少子高齢化が進み、75歳以上の医

療費が急速にふえ続けている現状を考えると、

後期医療を廃止しても、この問題自体が解決す

るわけではないと考えます。しかも、2008年４

月の制度導入時に月額約6,000円だった平均保険

料は、きめ細やかな改善策が重ねられた結

果、09年度は月額約5,160円と、年間約１万円も

下がっていると聞いております。さらに、国保

加入者だった約1,100万人の75％の世帯で保険料

が軽減されていると聞いております。制度導入

から１年以上がたち、現場では制度が定着して

います。全国市長会でも上がったように、ここ

で廃止すれば大きな混乱が生じると、地方の反

発も広がっています。毎日新聞が行った47都道

府県知事へのアンケート調査によると、回答し

た46人のうち、後期高齢者医療制度の廃止に賛

成したのは茨城県知事だけというのが現実で

す。仮に同制度を廃止し、もとの老健制度に戻

すと、最大で９割軽減されている低所得者の高

齢者の国保保険料が大幅にアップするおそれが

あり、一方、自治体の国保保険料の格差も現在

は２倍に抑えられていますが、５倍に逆戻り

し、財政破綻に陥る懸念も指摘されておりま

す。新政権は、高齢者や地方の声に耳を傾ける

とともに、制度廃止後の全体像を早急に示す責

任があると考えますが、この改革について知事

はどのように考えているか、お伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化が

進展する中で、国民のだれものが安心して医療

を受けられる国民皆保険制度を維持していくた

めには、高齢者にかかる制度を含め、我が国の

医療保険制度が将来にわたり安定的に運営され

ることが重要であると考えております。このた

め、制度設計に当たっては、国民のだれもが納
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得するような制度となるよう、国だけで決める

のではなく、地方の声も十分に聞いていただ

き、きちんと議論していただきたいと考えてお

ります。

○河野哲也議員 10年間の議論というのは何

だったのかなというふうに感じますが、全体像

が見えていませんので、これまでにしたいと思

います。

次に、子育て支援について伺います。フラン

スの出生率は、1994年の1.65を最低に反転

し、10年後の05年には1.94に回復し、最近で

は2.05に回復させています。フランスの復活し

つつある子だくさん社会、その背景には、手厚

い経済的支援や、働く女性に子供が負担になら

ない社会制度、新しい家族観などが複合的に作

用していると分析されています。ただ、消費税

率が最高19.6％で、所得税の累進税率も日本よ

りはるかに高い、高負担で高福祉の国であると

いうこと。ただ一方で、家族がふえるほど税額

が低くなるという仕組みもつくっていると聞い

ております。このフランスの手厚い子育て支援

策を日本で行うとすると、10兆円の財源が必要

だと言われております。新政権の目玉である子

ども手当、総額5.3兆円が必要とされ、その財源

はといえば、明確になっているのは所得税の配

偶者控除と扶養控除の廃止による1.4兆円、今

後、国の一般会計と特別会計を合計した総予

算207兆円を組み替えして捻出されるとしており

ます。中野議員も数字を質問されましたけれど

も、これを宮崎県に置きかえた場合、子ども手

当を対象とするゼロ歳から中学卒業までの子供

は約16万3,000人で、２万6,000円掛け12カ月

で、総額約509億円余りとなります。実に本県の

一般会計5,830億円余のおよそ10％を占めること

になると。参考までに現在の児童手当、３歳未

満の乳幼児と小学校６年生までの児童合わせ

て12万8,000人、総額94億円と言われておりま

す。総務部長、本県の所得税の配偶者控除と扶

養控除の廃止による捻出額、どれだけになるで

しょうか、お伺いします。

○総務部長（山下健次君） 配偶者控除、扶養

控除、国税である所得税では、現在、一般的に

は控除対象者１人につきまして、それぞれ38万

円を所得から控除する仕組みとなっておるとこ

ろでございますけれども、これを廃止するとい

うことになりますと、当然、所得税が増収にな

るということは考えられますが、本県内でこの

影響額ということになりますと、算出のもとに

なる国税資料がございませんので、試算するこ

とは困難でございます。

○河野哲也議員 対象の子供がいない世帯につ

いては、やっぱり負担感を味わうこととなると

思いますが、しかし、本日より日本は一気に子

育てを社会全体で応援することに特化していく

というわけでございます。そこで、新政権の子

育て支援策の目玉政策としての子ども手当につ

いて、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） いわゆる子ども手当

につきましては、本質的には定額給付金と変わ

らないと思っております。しかし、現行の児童

手当よりも支給額がふえて支給対象範囲も拡大

することから、子育ての経済的負担の軽減につ

ながるものとして、この施策に期待を持たれて

いる方もいらっしゃいます。また、多額の財源

を要することや所得制限を設けないことから、

一部に疑問視されている方もいらっしゃること

は事実だと思います。いずれにしましても、今

後、国会等において予算化に向けた議論が始ま

ることとなりますので、県といたしましては、

国の動向、議論の内容を注視していきたいと考
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えております。

○河野哲也議員 今、知事も答弁されたよう

に、大変期待も大きい政策であります。子供さ

んを持つ若い御夫婦、１人２万6,000円の12カ

月、31万2,000円、子供さんのために使っていた

だくことを祈りたいと思います。

地域性の観点は、現行の児童手当にも子ども

手当にもありません。しかし、中山間地域の子

育ての経済的な支援の声をよく聞きます。例え

ば、遠距離による、子供を病院に連れていくた

めの交通費や高額な教育費等でございます。ぜ

ひ地域に応じた支援が必要であると考えます

が、今後、中山間地域における子育て支援対策

をどのように行うか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 中山間地域に

おいては、豊かな自然や地域のきずななど、地

域の特色を生かした子育て支援体制を整備する

ことが重要と考えております。このため、県で

は平成20年度から「地域の絆で子育て支援事

業」に取り組み、子育て親子と地域住民との交

流を目的とした親子ふれあい農園の実施や、住

民の相互扶助による子育て支援組織の立ち上げ

などについて、市町村や民間団体への助成を

行っているところであります。また、今議会に

も予算をお願いしておりますが、安心こども基

金を拡充し、地域の創意工夫による子育て支援

の仕組みづくりなどを促進する事業にも積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひ、そこで打たれた施策に

ついて調査させていただきたいと思います。

次に、地域医療再生特別交付金についてでご

ざいます。厚生労働省は、６月５日付の医政局

長通知で、地域医療再生計画作成の方針を公表

いたしました。この計画は、ことし４月に前政

府が定めた経済危機対策の一環として今年度の

補正予算でつけられた、地域医療再生臨時特例

交付金を受けるために必要となるものです。交

付金の額は30億―25億とも聞きますが―70

地域、100億の10地域の計3,100億円規模、通常

の交付金と異なり、単年度ではなく複数年にま

たがって使えるほか、国庫補助率の規定がない

ため、地方自治体に予算の余裕がなくても受け

られます。使用目的について、担当となる厚労

省医政局指導課は、「モデル例は示したもの

の、地域で本当に困っている内容と解決策を挙

げてもらい、そこに対して交付金を出していき

たい」としており、特に制限はかけないとして

おります。医療圏単位での医療機能の強化の目

的ならば、建築物、大学への寄附講座、医療秘

書の雇用、職員の退職引当金など、何に対して

も充当できるとされております。そこで本県

は、どういう方針でこの地域医療再生計画を策

定し、交付申請を進めるのか、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 地域医療再生

計画は、地域医療が抱える課題の解決を目的と

して策定するもので、計画期間は平成25年度ま

での５年間、計画の対象地域は、基本的には２

次医療圏となっておりますが、医師確保に関す

る事業など県全体で実施したほうが効率的な事

業は、県全域を対象とすることができるとされ

ております。県におきましては、市町村、医師

会、宮崎大学を初め、県内の関係機関との意見

交換を踏まえ、医師確保と救急医療体制の強化

を本県の優先すべき医療課題として掲げて、現

在、策定作業を進めているところであります。

今後、10月中旬の国への計画提出に向け、引き

続き、関係機関と協議しながら作業を進めてい

きたいと考えております。
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○河野哲也議員 採用が県内２医療圏というこ

ともお聞きしているのですが、そこで県北医療

圏の実態をどのように把握しているか、部長、

よろしくお願いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新医師臨床研

修制度の導入等を契機として、医師不足が全国

的に生じており、県北地域においても、医師確

保が大きな課題となっております。また、初期

救急医療体制が不十分な状況もあり、２次、３

次の救急医療を担う県立延岡病院に多数の患者

が集中し、医師が疲弊するなどの問題が起きて

おります。このように、県北地域においては、

医師確保や救急医療の面で解決すべきさまざま

な課題があると認識しております。

○河野哲也議員 ありがとうございます。実態

をしっかりと把握していただいていることに感

謝申し上げます。延岡市を初めとする自治体及

び市の医師会も、今できることを懸命に実践さ

れております。要望です。全県からさまざまな

メニューが挙がっていると考えますが、県北に

つきましては、救急拠点病院の機能強化、開業

医師の支援、看護師・臨床検査技師の確保、女

性医師・看護師の就業環境整備、北浦診療所の

整備など、できれば重点的にお願いしたいとい

うふうに考えます。

続いて、教育問題のほうに移らせていただき

たいと思います。教育問題について何点かお伺

いいたします。

新政権は、地方の教育委員会を発展的に改組

した教育監査委員会を創設し、教育行政の責任

を首長に移管するとしております。これは、教

育委員会に対して、改革の一つとして施策に挙

げられているようでございます。それに対し

て、教育行政の責任を首長に移管することだけ

でも、教育においては政治的中立性・安定性・

継続性が必須であり、選挙で選ばれた首長が直

接教育の事務を担当することで、教育の政治的

中立性・安定性・継続性が損なわれるおそれが

高くなり、大きな問題があると言われておりま

す。そこで、本県では宮崎県の教育の方向とい

うのは、知事が決めるんでしょうか、教育委員

会が決めるんでしょうか、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律」第23条の規定により

まして、県立学校の設置・管理や組織編制、教

育課程、学習指導に関すること、学校の職員の

任免その他の人事に関することなど、教育行政

の基本的な方針に関する事項につきましては、

県の教育委員会が管理し、執行することとされ

ております。

○河野哲也議員 教育委員会は、教育行政の方

針決定機関であるということを確認しておきた

いと思いますが、実を言うと、今問題になって

いるのは、教育委員会の機能性であります。隣

県の大分県教員不正採用試験は、収賄側と贈賄

側の逮捕で終息したかのように見えましたが、

不正が確認されたとして不採用になった元教員

が、納得できないとして地位確認の訴訟を起こ

したそうです。その訴訟の中で問題になるの

が、採用・不採用を決定した教育委員会の議事

録の提出にあると言われています。この会議の

内容によっては、委員一人一人が不正事件に対

し、どう認識し、どう責任をとるか問われるこ

とになると言われております。もし責任を回避

するようなことがあれば、教育委員会は、行政

委員会として首長から独立しているといいなが

ら、機能不全に陥っているということになりか

ねません。大きな問題提起がなされると思いま

す。ところで、教育委員会は合議制で、「多数
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決により教育行政の基本方針を決定する」とあ

ります。そこで、直近の教育委員会の会議内容

を教育委員長、お願いしたいと思います。

○教育委員長（大重都志春君） 去る９月３日

に開催いたしました定例教育委員会におきまし

ては、今議会に提出する経済・雇用対策を柱と

する補正予算に関すること、本県教育の振興に

功績のあった職員を表彰する県教育職員表彰の

受賞者の選考に関すること、教職員の懲戒処分

に関することの議題３件につきまして、審議・

決定を行ったところであります。また、全国学

力・学習状況調査結果や体罰防止対策など計11

件の事項につきまして事務局から報告がありま

したが、このうち、学力向上に関しましては、

秋田県など、学力が高い県の施策を参考にすべ

きであるという意見があり、また、体罰防止対

策に関しましては、先生方が共感するようなパ

ンフレットを作成するよう意見が出されるな

ど、活発な議論がなされたところであります。

以上です。

○河野哲也議員 ありがとうございます。宮崎

県は大分県のように心配することはないのかな

という気がしますが、答弁の中に、全国学力テ

ストの報告があったとありました。県教育委員

会は４日、文部科学省が８月下旬に公表した全

国学力・学習状況調査の結果を受け、今まで非

公開であった県内７教育事務所別の平均正答率

を初めて公表いたしました。小学校国語Ａ、国

語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂの４領域の平均正答率

は63.0ポイント、中学校は、国語Ａ、国語Ｂ、

数学Ａ、数学Ｂ、４領域69.3ポイントで、教育

事務所間の差を見ると、最も高い地域と低い地

域の差は、小学校では4.7ポイント、中学校で

は6.0ポイント、小学校で最も差が大きかったの

は算数Ｂで、その差は6.1ポイントで、中学校で

最も差が大きかったのは数学Ａで7.6ポイントで

あると報告されております。ところで、今年度

は、全国学力調査の教育事務所別の平均正答率

を公表されましたが、その意図について教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果につきましては、本年度、今お話が

ありましたように、教育事務所ごとに平均正答

率を公表したところであります。本県が独自に

行っております「みやざき小中学校学力・意識

調査」につきましては、これまで教育事務所ご

とに結果を公表してまいりましたので、それに

合わせて全国の学力調査の結果も同様に公表す

ることにしたものであります。本県独自の学力

調査は、小学校５年生と中学校２年生を対象と

し、全国の学力調査は、小学校６年生と中学校

３年生を対象にいたしておりますので、同じ集

団の子供たちが２年間続けて２つの調査を受け

ることになります。したがいまして、教育事務

所ごとに結果を公表することにより、市町村教

育委員会や学校は、２つの調査を関連づけなが

ら、経年による比較や、より詳細な分析が可能

になるものと考えております。以上です。

○河野哲也議員 教育長、済みません。調査結

果を教育事務所ごとに公表するとしたのは、だ

れがどの時点で決めたんでしょうか、お伺いし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の教育事務所ごとの公表につきましては、

先ほど申し上げましたとおり、より詳細な分析

が期待できると考えておりますので、昨年度か

ら、市町村教育委員会の御意見も伺いながら県

教育委員会内で検討を進め、８月末に、すべて

の市町村教育委員会から最終的な了承を得るこ

とができたところであります。これを受けまし

平成21年９月16日(水)



- 116 -

て、県教育委員会として、教育事務所ごとに結

果を公表することにしたところであります。以

上です。

○河野哲也議員 ということは、先ほど、直近

の委員会で学力テストの報告があったとありま

したけれども、そのときに確認されたというこ

とで理解してよろしいと思います。実を言う

と、21年度教育長マニフェストの中に、全国学

力テスト４領域、全国平均以上としていますけ

れども、教育長、見解をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査におきまして、小学校、中学校ともに全国

平均以上という目標を、本年度の教育長マニ

フェストの一つに掲げたところであります。結

果につきましては、小学校の「知識」に関する

問題は、国語・算数ともに全国平均を上回って

いるものの、「活用」に関する問題につきまし

ては、国語で1.4ポイント、算数で3.7ポイント

全国を下回るという結果でありました。また、

中学校につきましては、国語・数学の「知識」

及び「活用」に関する問題、ともに全国平均を

上回ったところであります。今後、調査結果を

詳細に分析・検討いたしますとともに、他県の

先進的な取り組み等も参考にしながら、特に

「活用」に関する力の育成に重点を置きなが

ら、児童生徒の学力向上を図っていきたいと考

えております。以上です。

○河野哲也議員 教育委員会の今後の分析、対

策を望みたいと思います。フィンランドの世界

一学力の分析がさまざまにされておりますが、

いずれの報告にも共通して掲げてあるのが、教

師・学校をサポートする専門家チームがすべて

の学校に配置されているということを挙げてお

ります。宮崎県も何年か前に、モデル的に特別

支援教育推進のために専門家チームを立ち上げ

ていたことがあったと思います。ぜひ検討して

いただきたいなというふうに思います。先ほど

の問題提起じゃありませんけれども、教育委員

会は、教育現場の問題をもっと話し合われても

いいのではないかと考えます。でないと、問題

視されている機能不全を指摘されても仕方がな

いということが言われるのではないか。改革の

柱として、教育現場の課題をどう支援していく

か、大事な視点にしていただきたいと考えま

す。

次に移ります。改正教育職員免許法の成立に

より、教員免許更新制が平成21年４月から導入

されています。教員免許更新制は、その時々で

教員として必要な資質・能力が保持されるよ

う、定期的に最新の知識・技能を身につけるこ

とで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、

社会の尊敬と信頼を得ることを目指すことを目

的とし、不適格教員の排除を目的としたもので

はないとされております。「教育の政治的中立

はあり得ない」と日教組の会合で発言した民主

党の輿石東参議院議員会長が、12日、教員免許

更新制度を、「抜本的に見直し」から現行制度

を早くも「廃止」する意向を示したと報道され

ました。この教員免許更新制度は、平成16年10

月、文部科学大臣から「今後の教員養成・免許

制度の在り方について」の諮問を中央教育審議

会が受けて、平成18年７月に答申を出し、その

後、教員養成部会を中心に議論を重ねた結論で

す。審議過程において、教職員組合、校長会、

国立大学協会、学校・大学関係者、一般市民等

の意見を踏まえた結論であったはずです。新政

権は、この更新制度を教員養成６年制に伴い廃

止を打ち出しています。教育長の見解をお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制は、
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教育職員免許法の改正によりまして、教員免許

状に10年間の有効期間を定め、更新講習を修了

した者に有効期間の更新を認めるものでありま

して、その目的につきましては、議員が先ほど

述べられたとおりというふうに認識をいたして

おります。この教員免許制度につきましては、

教育職員免許法に基づきまして、免許法の改正

を経て全国的に実施されているものであります

ので、今後のあり方につきましては、国におい

て十分な御議論がなされるべきものであると考

えております。以上です。

○河野哲也議員 そういう目的のもとでの更新

制度だったと考えます。ところが、この制度の

講習、これは現場の先生に評判がよくありませ

ん。確かに、役に立ったという少数意見もあり

ますが、10年目、20年目、30年目の先生方が受

講する中で、「自分が大学のときに受けた内容

とほとんど変わらない」と、そういう意見を出

されています。これでは更新制度の意味が全く

ない。来年１月に廃止になってしまうと考えて

しまいます。私は、実を言うと、この制度に期

待していました。なぜならば、英語活動の授業

は受け持ちたくないとか、パソコンの授業がで

きないとか拒否するベテランの教師が残念なが

ら存在すると聞いているからです。発達障害の

子は受け持ちたくないと逃げ、学級を崩壊さ

せ、難しい学級を新採の先生に受け持たせてし

まったベテランの先生の存在を聞くからです。

こうした先生方は、資格が生涯有効のため、専

門職としての努力、この姿勢が鈍ってしまって

いるのではないかと感じています。専門性を向

上させるための更新制です。しっかりと、受講

者へのさまざまな側面からの配慮が不可欠だと

考えますが、本県の講習は、本年度、何人の方

が、どこでどのように受講されているかお伺い

します。また、受講者に対してどのような支援

を考え対応されたか、教育長、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県内における今年度

の更新講習につきましては、宮崎大学、宮崎産

業経営大学及び宮崎学園短期大学が、７月から

９月にかけまして開講しているところであり、

８月末までのこれら３大学での受験者総数は、

聞き取りでありますが、県内外及び公立・私立

の区別はできておりませんけれども、すべての

教員免許状に共通します必修領域で671人、おの

おのの免許状の種類に対応する選択領域で、延

べ数になりますが、1,810人と把握いたしており

ます。受講者の支援につきましては、受講に際

しての服務を「職務専念義務の免除」にしたほ

か、受講者が所有する免許に幅広く対応できる

ように、県内の大学に多様な講座開設を働きか

けますとともに、受講漏れがないように、公立

学校校長会を通して制度の周知を徹底するな

ど、便宜を図っているところであります。以上

です。

○河野哲也議員 私も調査が一部に偏りました

ので、本当に役に立ったという先生方もいらっ

しゃると思いますが、今答弁の中にありまし

た、幅広い、やっぱり受講者が自分に合った選

択のできるもの、例えば、大学だけじゃなくて

教育研究団体なんかが主催するものに参加する

のもオーケーであるとか、そういうことも検討

していただきたいなというふうに考えます。

最後です。治安問題について、まず違法薬物

撲滅についてお伺いいたします。

有名芸能人の覚せい剤所持・使用事件や大学

生らによる大麻使用などが社会問題化している

ことから、違法薬物への対策強化が求められて

おります。警察庁が発表した「平成21年上半期
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の薬物・銃器情勢」によると、覚せい剤事件の

検挙人数は5,384人で13.1％減、反面、押収量

が6.4倍の約263キログラムに激増しているとい

う報告がありました。覚せい剤の需要が依然と

して根強く、使用者が減っていないというのが

現状だと思います。また、大麻の所持や栽培な

どの検挙件数は、昨年同期比で13.4％増の1,907

件、検挙人数も21.3％増の1,446人に上り、いず

れも上半期の統計が残る1990年以降で最も多く

なっています。一方、近年急増している合成麻

薬ＭＤＭＡなどでは、検挙人員のうち、少年及

び20歳代の若年層が約５割を占めており、若年

世代への違法薬物汚染が進んでいると見られま

す。そこで、本県においての実態を警察本部長

にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

全国における覚せい剤事犯の検挙につきまし

ては、ここ数年、御指摘のとおり減少傾向にあ

りますけれども、大麻事犯については、逆に増

加傾向にありまして、本年上半期においても、

過去最高を記録いたしました昨年をさらに上回

る水準で推移しております。本県の状況であり

ますけれども、覚せい剤の検挙はここ数年横ば

い状況にあり、本年８月末現在、41件、32名の

検挙となっておりまして、これは昨年同期と件

数、人員ともに同数となっております。また、

大麻事犯の検挙でございますけれども、平成17

年以降、増加傾向にありまして、本年８月末現

在、38件、29名の検挙となっております。昨年

同期比で申しますと、26件、15名の増加となっ

ておりまして、全国傾向同様、昨年を上回る水

準で推移しているところでございます。以上で

ございます。

○河野哲也議員 都会で起こっていることが、

宮崎でも起こっているということになると思い

ます。違法薬物の撲滅について、具体的な対策

を警察本部長に伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

警察といたしましては、薬物事犯の対策につ

きましては、供給源の遮断と需要の根絶が重要

と考えております。そのためには、税関、海上

保安庁等の関係機関と連携して、密売人や末端

乱用者の徹底検挙を図ってまいります。それか

ら、薬物乱用の防止対策といたしまして、取り

締まりだけでなく、広報啓発活動の推進が重要

だと考えております。これまでにも県・市町

村、厚生労働省、麻薬取締部等の関係団体と連

携を密にいたしまして、薬物乱用防止のための

広報啓発活動を強力に推進してまいりました。

特に最近では、大麻事犯を中心に、若者への薬

物汚染が危惧されておりますことから、若い世

代の規範意識の醸成のために、これまで行って

まいりました薬物乱用防止教室に加え、本年は

大学生を対象とした薬物乱用防止講話を実施し

ているところでありまして、これまで県内５つ

の大学で合計約2,000名の方が受講したところで

あります。以上でございます。

○河野哲也議員 今、本部長から、大学生の取

り組みについて御報告いただきましたが、教育

長、公立学校においてはいかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、児童生徒の健全な心身の発達に悪影響を

及ぼす重大な問題と受けとめております。小中

学校・高等学校におきましては、日ごろから、

保健体育課の授業はもとより、学級活動や総合

的な学習の時間などの教育活動全体を通して、

「薬物乱用と健康」について指導いたしており

ます。また、警察職員や学校薬剤師等による
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「薬物乱用防止教室」を開催しているところで

あり、特に高等学校におきましては、警察の担

当者から、薬物依存の恐怖や誘われたときの対

処法などの事例をもとに、薬物の危険性等につ

いて具体的な指導をいただいているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、児童

生徒の発達段階に応じた的確な指導ができます

ように、文部科学省や警察庁が作成いたしまし

た指導資料やＤＶＤなどを学校に配付して、指

導の充実に努めているところであります。今後

とも、学校はもとよりでありますが、家庭や地

域、関係機関と緊密な連携を図りながら、継続

的な乱用防止対策の推進に努めてまいりたいと

考えております。以上です。

○河野哲也議員 ぜひ真剣な取り組みを、ま

た、本当に定着するそういう教育をお願いした

いと思います。同時に、再犯防止策の強化も必

要だと考えます。特に覚せい剤事犯での逮捕者

のうち、半数以上が再犯というのが現状です。

しかし、専門治療施設や民間のリハビリ施設が

少ないため、社会復帰を支援する体制整備が急

務であると考えます。また、既存するリハビリ

施設の経済的支援も、行政は対策を講じるべき

ではないかと考えますが、本県の再犯防止の方

策を福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 覚せい剤等の

再乱用防止につきましては、精神保健福祉セン

ターを中心に、薬物関連問題相談事業を実施し

ております。この事業は、専門医による本人や

家族に対する治療等の個別相談、家族に対する

正確な知識・情報の提供及び家族同士の支え合

いを促進する家族教室の開催などに取り組むも

のであります。再乱用防止のためには、今後と

も、この事業の推進や関係機関との一層の連携

強化等を図ることが重要と考えております。な

お、覚せい剤等の薬物は依存性が強いため、ま

ずは手を出させない対策が重要でありますの

で、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動などを通し

て、広く県民に薬物乱用防止を啓発してまいり

たいと考えております。

○河野哲也議員 今、テレビ等でも特集されて

いますけれども、再犯防止が非常に難しい。こ

れは本当に全県で取り組む緊急的なものじゃな

いかなと思いますので、どうかよろしくお願い

します。

侵入盗対策についてお伺いいたします。厳し

い社会情勢の中で、犯罪が多様化・悪質化し、

深刻な状況になっています。マスメディアの扱

い方にもよるのですが、連日のように全国で殺

人、コンビニ盗の強盗等頻繁に行われているよ

うな印象を受けます。そんな中、一時期、ピッ

クのような金属製の工具を使って侵入するピッ

キングによる空き巣、忍び込み等の侵入盗が多

発していました。私が調べたところ、平成14

年、認知件数2,431件、検挙件数821件でありま

した。ところが、平成19年は、1,387件、検挙

数711件で、認知件数は激減していることがわか

りました。ところで、最近はどうなんでしょう

か。20年、21年の認知件数、検挙件数を警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えします。

侵入盗の認知件数と検挙件数につきまして

は、平成20年中が認知件数1,193件、検挙件数

が605件、本年８月末現在では認知件数が794

件、検挙件数297件であります。以上でありま

す。

○河野哲也議員 空き巣等の発生抑制のため、

行政・県民の協力のもと、県警の御努力に感謝

申し上げます。私が調査した範囲では、検挙率

は50％を超える成果が見えるのですが、検挙件

平成21年９月16日(水)



- 120 -

数で見ると、ほとんど横ばいであります。考え

られる理由、検挙向上対策を警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） お答えいたしま

す。

宮崎県警察といたしましては、ここ数年来、

県民の皆様に不安を与える侵入盗を初め、各種

犯罪の抑止対策に取り組んできたところであり

まして、その結果、先ほど御指摘いただきまし

たように、侵入盗の認知件数、こういったもの

は減少し、一定の成果を得たところでありま

す。一方、検挙件数につきましては、先ほど御

指摘のとおり、なかなか増加には至っていない

という現状であります。その理由といたしまし

ては、最近の犯行形態として、犯人が現場に証

跡を残さない等の犯行手口が巧妙化しているこ

ととか、聞き込み捜査による情報収集が困難に

なっているといったようなことで、捜査環境が

厳しくなっていること等々があると考えており

ます。これに対して、侵入盗の検挙対策といた

しましては、今後とも、綿密な現場における鑑

識活動の徹底、住民の皆様の協力を得るための

広報啓発活動の推進に努め、さらに、他県警察

との情報交換や合同捜査、共同捜査の推進、警

備業界等関係機関や防犯団体との連携、そう

いったことをしっかりと図ってまいりたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

○河野哲也議員 どうかよろしくお願い申し上

げます。

公明党、再起を誓うということで、選挙の総

括の中に、もっと公明党らしさを出せというこ

とでありました。公明党らしさというのは、清

潔な政治ということで、最後に、知事に政治姿

勢として１問お伺いしたいと思います。

いよいよ本日、民主党政権の誕生でございま

す。その裏側でいまだ火種がくすぶり続けてい

るのが、鳩山総理の献金偽装問題であります。

ここ最近のマスコミ世論調査によると、鳩山代

表の説明に納得していない人は、実に全体の７

割強。このまま「秘書がやった」の一点張りで

逃げ回れば、新政権は政治と金の問題という爆

弾を抱えてスタートすることになるという見方

が大勢でございます。公明党はマニフェスト

で、秘書など会計責任者が虚偽記載などの違反

を行った場合、監督責任のある国会議員の公民

権を停止する政治資金規正法改正を掲げまし

た。一連の献金偽装に対し、「公人としての説

明責任をきちんと果たすのが、政治の最高指導

者としてのマナー」との指摘は当然であると思

います。政治評論家・森田実氏は、鳩山総理は

説明を尽くさないままだと、「総理大臣になっ

ても短命に終わる」と語っています。東国原知

事は、政治と金を敏感に感じ、宮崎の献金体質

を正すために打って出た方でございます。総理

大臣指名を受けたものが、国民の７割が納得し

ていない献金問題を解決しないままでいること

を知事はどう考えるか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） これはあくまでも一

般論でございますが、私も含めて政治家たる者

は、政治と金、政治献金、そういったものに対

しては公明正大であり、おっしゃるところの高

潔・清潔・清廉でなければいけないと、私は考

えております。もし国民の多くの方々が、その

説明責任に対して納得していないのであれば、

それはあくまでも政治家の判断でございます

が、説明をされることがあるのではないかと

思っております。しかるべきところで、しかる

べき対応をされることが、政治家として、また

国家の首相であるお役目だと私は考えておりま

す。
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○河野哲也議員 以上で公明党を代表して質問

を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時６分散会

平成21年９月16日(水)
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事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 代表質問

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、民

主党宮崎県議団、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 民主党県

議団を代表して質問をいたします。

今回の総選挙は、自民党を中心とした与党連

立勢力対民主党を中心とした野党連立勢力が

真っ向から対峙し、政権交代をかけて政党選挙

が繰り広げられました。民主党を中心とする勢

力の勝利は、選挙によって政権交代が実現され

たという点で日本憲政史上初めてであり、歴史

的な結果となりました。308議席を獲得した民主

党の勝利は、単純に民主党の勝利と言えるもの

ではなく、国民の皆さんの政治へのやりきれな

い不信感、従来型の政治・行政の機能不全への

失望と、それに対する強い怒りが高い投票率と

なってあらわれたと言えます。つまり、この選

挙の勝利は国民の皆さんであると言えます。

先日、週刊誌にセンセーショナルな記事が掲

載されました。「自民壊滅、死屍累々のＡ級戦

犯竹中平蔵がパソナ会長に就任。年俸１億円の

ひとり勝ち。小泉改革で拡大した派遣業界から

大金を手に。有権者が自民党にノーを突きつけ

た理由の一つは小泉構造改革への反発だった。

しかし、構造改革の中心にいた竹中平蔵氏は、

古巣の壊滅的大敗にどこ吹く風、自民党候補者

が選挙を戦っている真っただ中、自分が推進し

た政策で成長した企業にちゃっかり再就職し、

大金を手に」というものです。

小泉・竹中路線で改正労働者派遣法は成立し

ました。小泉構造改革は、改革の名のもと、日

本じゅうに格差を生み、地方を疲弊させまし

た。小泉は息子を衆議院議員にして、竹中は他

人事のように自民党の大敗を批評し、再就職で

悠々自適でほくそ笑んでいます。このようなこ

とは自民党政権の中では常時認められてきたの

でしょう。駆け込み天下りと何ら変わらず、本

当に許せないことです。いろいろな格差に悩む

国民の生活を全く無視し続けた日本のリーダー

だったと思います。その小泉元総理が指名した

安倍さんに始まり、福田さん、麻生さんと、た

らい回し政権に国民は一層苦しめられました。

そこに怒りの種は芽を出したのです。

今回の選挙の勝利者は、再度言わせていただ

きますが、国民の皆さんです。今回の選挙結果

を機に、政党は互いの揚げ足取りや批判合戦の

政治ではなく、各政党がその長所を発揮し、政

策面でしのぎを削り、議会制民主主義を発展さ

せ、国民のための真の意味での責任ある政党制

を実現していかなければならないと思います。

選挙において政権交代がなし遂げられたことを

しっかりと認識すべきです。今回の選挙は、互

いにマニフェストを掲げて戦い、国民の皆様に

も大いに関心を寄せていただきました。政党の

違いは政策の違いであり、政策の違いは税金の

使い方の違いです。国民の生活が第一、地域主

権を訴えた民主党は多くの国民の皆さんから支

持をいただきました。

以上述べました経緯で、昨日、歴史的な民主

党鳩山政権は誕生しました。今後は、選挙によ

る政権交代の時代を迎えたことになります。東

国原知事には、民主党がマニフェストを提示以

来、手厳しい御批判をいただきました。知事に

民主党政権樹立についての所見と民主党政権に

対するスタンスについてお尋ねをいたします。

平成21年９月17日(木)
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次に、教育行政について教育長にお尋ねをい

たします。

来春高校卒業予定者に対する求人倍率は、昨

年度に比べ確実に激減しています。高校卒業と

同時に新しい出発を迎えることが困難な状態が

ずっと続いています。地域経済の活性化が重要

で、地方の疲弊はまさに子供たちの未来に確実

に影を落としています。県内就職希望者の高校

生の就職状況と今後の対応についてお聞きをい

たします。

次に、心的疾患に悩む先生に対する対応につ

いてお尋ねをいたします。今年度も患者数を減

らすことはできませんでしたが、その対策と休

職者の職場復帰プログラムはどのように実施さ

れているのか、お聞かせください。

ことしは全国定時制・通信制振興大会が宮崎

県において開催されました。大変熱心な取り組

みで、私も宮崎県の振興会の役員として参加を

させていただきましたが、定時制・通信制の問

題点を各県においても具体的に整理されてお

り、教育問題の多様性を実感することができま

した。以前から繰り返し取り上げて質問させて

いただいていますが、教育の機会をあきらめさ

せたくないとの思いからお尋ねいたします。通

信制高校の未履修者の実態把握の現状と今後の

対策をお聞かせください。

また、新型インフルエンザは、マスコミ等の

報道で学級閉鎖がふえている印象があります。

これからの季節を考えますと、子供たちへの影

響を心配しています。学校における養護教諭の

職務範囲と休校措置の基準等、県教育委員会の

取り組みについてお尋ねをいたします。

次に、警察行政について警察本部長にお尋ね

をいたします。

マスコミ報道も過熱する中、素人が人を裁く

という裁判員制度が始まりました。検察、警察

は、始まった裁判員制度で自白の任意性を立証

するため、一部に限り、録音・録画を試行して

います。しかし、可視化の対象拡大について

は、供述をためらわせ、捜査に支障があるとし

て、一貫して反対の姿勢を示しています。自白

強要による冤罪を防止するためには、取り調べ

の可視化は必要と考えますが、本部長の所見を

お尋ねいたします。

来月は全国から多くの方が来県しての第22回

全国スポーツ・レクリエーション祭が県内各地

で開催をされます。期間中、大勢の県外客の皆

さんが繁華街を散策されるものと予想されます

が、風俗関連営業にかかわる執拗な勧誘、誘引

等が懸念されるところです。他県では、風俗関

連の営業における勧誘、誘引、ビラの配布、及

び客待ち等に対する条例が施行され、これらの

行為を規制するのに効果が上がっていると聞き

ます。県内の実態把握はどのようにされている

のでしょうか。また、今後の取り組みとして、

「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関す

る条例」の改正が必要と思われますが、お尋ね

をいたします。

次に、連日のテレビ報道で芸能界における薬

物汚染の実態には驚きと根深さを実感させられ

ます。薬物汚染が例外なく宮崎県でも身近に

迫っており、県民、子供たちへの広がりを絶対

にとめなければなりませんし、薬物の根絶を図

らなくてはと強く願っています。通告をしてい

ましたが、警察本部が強い体制で薬物汚染に取

り組んでおられることを昨日の河野議員の答弁

で聞かせていただきましたので、今後のますま

すの取り組みの強化を要望いたします。

以上、壇上からの質問を終わり、残りは質問

者席にて質問を続けます。（拍手）〔降壇〕

平成21年９月17日(木)
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○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

今回の総選挙は、私がかかわっておりました

「せんたく」としても働きかけをさせていただ

いたとおり、各党が本格的にマニフェストを闘

わせた初の政権選択選挙であり、我が国の政治

史の中でも歴史的なことだったと思います。ま

た、この結果は、多くの国民がこれまでの政治

への閉塞感や手詰まり感、また日々の暮らしに

対する不満や将来への不安から現状の打破と変

化を期待したものと考えております。

きのう発足いたしました新しい政権には、多

くの国民の方々が求めた変化・変革、さらに国

民目線、住民目線での政策決定や地域主権への

転換などに私も大いに期待しているところであ

ります。地方の疲弊は待ったなしの状態にあり

ます。地域の実情、地方の声に十分配慮いただ

きながら、景気・雇用対策はもちろんのこと、

地方分権、地域主権の実現、医療・福祉の充

実、道路等社会基盤の整備など、各種政策にス

ピード感を持って取り組んでいただきたいと考

えております。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、高校生の就職状況と今後の対応につい

てであります。来春卒業予定者に対する求人倍

率は全国的には７月末時点で0.71倍と、昨年同

期比でほぼ半減しており、本県においては直近

の８月末時点で0.33倍と、大変厳しい状況にあ

ります。このような中、学校だけでなく県教育

委員会といたしましても、８月の下旬より、私

を初め次長などの幹部職員が直接、企業に出向

きまして、求人のお願いをしているところであ

ります。その中で企業側から、「なかなか採用

の見通しが立たない」とか、「採用は行うが、

その数は減らさざるを得ない」などの生の声を

伺い、県内企業が置かれている厳しい現状も実

感しているところであります。

このような厳しい状況を踏まえまして、この

時期としては異例のことでありますが、去る９

月14日に、県商工観光労働部と宮崎労働局と共

同して、県経営者協会などの主要経済４団体に

対して求人確保拡大のための要請を行ったとこ

ろであります。また、就職を希望する生徒が一

人でも多く就職決定できるよう、各学校におい

て、よりきめ細かな支援を行うために、今回の

補正予算案に進路対策専門員を増員するための

経費を計上し、御審議をお願いしているところ

であります。

このような厳しい経済状況においてこそ、地

域経済の活性化が大変重要であると思っており

ます。そのためにも、企業や地域産業界のニー

ズにこたえることのできる人材の育成が今後と

も必要であると考えておりますので、地域産業

界や地域社会との連携充実など、さまざまな角

度で創意工夫しながら、将来の宮崎の産業を担

う人材の育成にも一層力を入れてまいりたいと

考えているところであります。

次に、教職員の心的疾患といいましょうか、

メンタルヘルスについてであります。心の健康

についての対策は、初期段階における対応が重

要であるとされております。このため、県教育

委員会といたしましては、平成20年度から学校

職員健康づくり総合支援事業に取り組み、各学

校における教職員の心の病の予防や早期発見・

相談に努めているところであります。具体的に

は、各教育事務所管内を単位として、保健所、

公立小中学校、県立学校など、関係するすべて

の機関が連携しながら、管理職や初任者、衛生

管理者等を対象とする各職域内でのうつ病等の
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早期発見に資する研修会、メンタルヘルスに関

する相談窓口の設置など、心身の健康増進に係

る事業を総合的に実施しているものでありま

す。今後とも、この組織を中心として、教職員

の心の病の防止など所要の取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

次に、教職員職場復帰トレーニングについて

であります。このトレーニングにつきまして

は、精神性疾患などの病気で休職中の教職員が

円滑に職場に復帰するとともに、再発を防止す

るために平成17年12月から導入し、希望者に対

して実施をいたしております。トレーニングの

内容といたしましては、所属する学校におきま

して、原則４週間の中で疾病の程度等に応じ

て、同僚との会話や授業参観等を通しながら、

少しずつ仕事になれるようなものとなっており

ます。これにより、昨年度は25人の教職員が職

場復帰トレーニングを受け、そのうち17人が職

場復帰をいたしております。今後とも、休職中

の教職員が円滑に職場復帰ができますように、

トレーニングの内容等を工夫しますとともに、

安心して働くことができる環境づくりを推進し

てまいりたいと考えております。

次に、通信制高校におけるレポート未提出者

の現状等についてであります。提出すべきレポ

ート数に対する未提出数の割合は、平成21年度

前期におきましては、宮崎東高校が33.3％、延

岡青朋高校が19.4％であります。昨年度までの

３年間と比べますと、宮崎東高校は横ばい、延

岡青朋高校につきましては改善されてきており

ます。現在、レポート提出が滞りがちな生徒に

は、電話や電子メールで激励し、提出を求めた

り、あるいは登校を促してレポート作成を支援

したりしているところであります。今後も、学

級担任や教科担任に加えまして、今年度から通

信制高校に新たに配置をいたしました生徒支援

相談員を含めて、粘り強く個別指導に当たりた

いと考えております。

最後に、新型インフルエンザに対する学校等

の取り組みについてであります。学校におきま

しては、保健主事、養護教諭が中心となりまし

て、すべての職員で連携を図りながら、手洗

い、うがい指導や健康相談など、インフルエン

ザ感染防止に取り組んでいるところでありま

す。また、毎日の健康観察とともに、家庭でも

体温をはかってくるよう指導するなど、家庭と

一体となって児童生徒の健康状態の把握に努め

ているところであります。

県教育委員会といたしましては、県立学校、

市町村教育委員会に対しまして、インフルエン

ザ様症状が見られる児童生徒への医療機関での

早期受診や集団発生時の保健所への連絡など、

新型インフルエンザの対応のあり方について４

月以降、各種の研修会などを通しまして随時指

導を行ってきているところであります。さら

に、９月１日付で学校の臨時休業基準を設定し

─その内容でありますが─「当該学級にお

いて、インフルエンザに罹患した児童生徒が２

人以上かつ在籍者数の１割に達したときを一応

の基準として、４日間程度の学級閉鎖、また学

級、学年を超えて広範な感染が認められる場合

は、同じく４日間程度の学年閉鎖、学校閉鎖」

を行うことを通知したところであります。これ

から秋冬を迎え、インフルエンザによる患者の

増加が懸念されますが、引き続き、関係部署や

関係機関等と緊密な連携を図りながら、対応に

万全を期してまいる所存であります。以上であ

ります。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。
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まず、取り調べの可視化についてでありま

す。取り調べの全面可視化につきましては、今

後、政府でどのような検討がなされるかを踏ま

えつつ、県警察におきましても適切に対処して

まいりたいと考えております。

次に、県内の繁華街における客引き行為等の

実態と今後の取り組みについてであります。ま

ず、県内の客引き行為等につきましては、苦情

や取り締まりの要望が寄せられていることなど

がございまして、客引き行為等に係る警察への

通報、要望等の分析、さらに県内繁華街の実態

調査―本部主管部門、所管警察署によります

こういった実態調査、さらには県民の皆様に対

するアンケート調査、こういったことを行いま

して、その実態把握に努めたところでございま

す。その結果、現行の「公衆に著しい迷惑をか

ける行為の防止に関する条例」のもとでは、規

制困難な客引き行為やスカウト行為等が行われ

ているという実態、さらに、アンケート回答者

の約４割の方が客引きをされた経験を有し、う

ち約７割が迷惑または不快と感じていること、

こういったことが明らかとなりまして、条例改

正の必要があると考えているところでありま

す。現在、条例改正に向けたパブリックコメン

トを実施中のところであります。警察といたし

ましては、今後とも、県民の皆様の安全・安心

を確保する観点から、健全な風俗環境の保持に

向けて、各種施策に前向きに取り組んでまいる

所存であります。以上であります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁をいただき、ありがと

うございました。

教育長にぜひ検討していただきたい内容がご

ざいますので、お話をしておきたいと思いま

す。職場復帰プログラムのことなんですけれど

も、本当に人材がもったいないということと、

そういう心的疾患にならないようにするという

ことは当然なんですけれども、もしかかった場

合、人材をせっかく獲得しておいて財政的な損

失でもあると思うんです。職場復帰が不可能で

あったら、３年で失職していくわけです。そし

て、幾つか縛りがあるんです。もとの職場に帰

らないといけない、そういう問題とか現実にあ

りますね。ああいう問題もなぜ柔軟に検討がで

きないのかというのが、私は疑問なんです。

それともう一つは、職場復帰トレーニングす

るのに教育関係の機関の中だけでないといけな

いのというのが、そこもちょっと疑問があるん

です。ありとあらゆる県の持っている行政機関

の中で、そしてまた少しそこから外れているか

もしれないけれども、そこも利用して緩やかに

職場復帰を可能にしていくということに、なぜ

取り組めないんだろうかなというふうに思いま

す。それは、県庁職員全体にもかかわることな

んですけれども、そういう議論があってしかる

べきではないかなというふうに思うんですが、

その点について、教育長の見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 基本的には、当該先

生の立場から見ますと、みずから勤務している

学校を休職して、復帰トレーニングを受けて、

その学校にまた復帰するということにおいて、

その段階で一定のまたバイアスがかかってくる

というか、傾斜がかかってくるということはあ

り得ると思います。ただ、教職員の地位の特殊

性といいましょうか、教職員免許を持っておら

れて、教職現場で教鞭をとって子供たちを育て

ていく、そういう専門的な立場の方であります

ので、この先生方が、例えば一般行政の世界で

そのまま通用するのかといえば、いかがかなと

いう場面もありますし、逆に言えば、一般行政
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の職員が学校の教壇に立って生徒を教えきれる

のかというような問題とまた同じような結果が

考えられると思いますけれども。ただ、そうは

いいましても、学校現場に直ちに直帰ができな

いというような場合もあり得ると思いますの

で、そういった場合には、例えば異動等におい

て一定の配慮ができないかどうか、そういった

ところも含めまして考えていく必要があるのか

なと思います。

それから、復帰トレーニングの場所につきま

しては、やはり先ほど申しましたような教職員

の職務の特殊性、そういったところがあります

けれども、今、議員いろんなことをおっしゃい

ましたので、そのあたりで、なかなか厳しいと

は思いますけれども、そういったふうな手だて

が、何らかの別の手だてが講じられないかどう

か、そのあたりは調査研究をしていきたいと思

います。以上です。

○井上紀代子議員 ぜひ、その調査研究の中

に、お医者さんと御一緒に議論してみるとか、

そういうきめ細かな対応をお願いしたいという

ふうに思います。結果的には職場を失っていく

わけですから、そういう問題をしっかりと受け

とめていただければというふうに思っていま

す。これについては、まだ議論させていただき

たいこともありますので、またこれから御一緒

に議論をさせていただきたいということを申し

ておきたいと思います。

もう一つ、昨日もちょっと出ましたが、教育

長からも、将来の宮崎の産業を担う人材の育成

に一層力を入れてまいりたいというふうに、本

当に力強い答弁をいただいたんですが、私は、

宮崎県はやっぱり人材育成県にならないといけ

ないと思っているんです。そういう意味でいう

と、就職を含めて企業にとって即戦力になるよ

うな、私どもの宮崎県にそういう子供たちを

きっちり育てていくと、企業誘致にとってもプ

ラスですし、いろんな意味で子供たちの未来と

いうか、一歩出る、その一歩が大きいというふ

うに思うんです。東北のある県におきまして

は、派遣切りもないし、企業誘致がそれで非常

に進んでいるという実態があるんですけれど

も、そういう意味でいうと、人材をどう育成す

るか、どういうプログラムの中で育成していく

かということ、これはとても大切なことだと思

うんです。高校の教育のあり方というのが今、

非常にパターン化されているといったらおかし

いんですけれども、そこに特化されているとこ

ろに大変な問題点があるのではないかというふ

うに思っています。外山議員からも出ました

し、野辺議員からも出たと思うんですが、そう

いう点をしっかりと受けとめていただけるかど

うか、教育長の見解をお聞きしておきたいと思

います。

○教育長（渡辺義人君） 井上議員と同じく私

も、地元で育った子供たちが地元の企業で就職

をして、郷土の産業を支えていただきたいとい

う思いは共通であります。そういう中で私も、

先ほど御答弁申し上げましたが、今回、各企業

を回らせていただく中で、宮崎県の工業高校の

生徒あるいは商業高校、農業高校の生徒も含め

てでありますけれども、産業系高校を卒業した

子供たちの働きぶりはおたくの企業に就職され

ていかがでしょうかというお話を聞くんですけ

れども、非常にすばらしいという評価をいただ

いております。コミュニケーション力がとれて

おったり、あるいは先輩後輩、そういう上下関

係もしっかり守っている、そういうふうな大変

高い評価をいただいております。本県で現場で

育った子供たちが宮崎県の産業界においてそう
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いう評価されるような働きをしているというこ

とは、私も実感したところであります。現在、

各学校におきましては、地域産業を担うという

趣旨から、それぞれの企業の御支援等、あるい

は関係する団体の御支援等をいただきながら、

実践力を養成するための実習、そういったとこ

ろに力を入れているところでありますので、今

後とも、企業等が求めるニーズを踏まえなが

ら、適時的確にそういう子供たちをしっかりと

育てていくための現場教育に取り組んでいきた

い、このように考えております。以上です。

○井上紀代子議員 御答弁いただいてありがと

うございました。ぜひ私どもも一緒に、民主党

県議団一緒にやらせていただけたらというふう

に思っているところです。

昨日は歴史的な民主党の鳩山政権ができまし

た。鳩山総理以下各大臣が深夜まで所信を述べ

たわけですが、私もずっと深夜にわたって聞か

せていただいておりました。昨日のあれは知事

は聞いていらっしゃいますでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 全部ではないです

が、聞かせていただきました。

○井上紀代子議員 そのとき鳩山総理が、地方

の予算なんか引き揚げないとはっきり申し上げ

ておりましたが、そのことは認識をしていただ

けたのかどうかが私もわからないんです。ここ

何日間かの代表質問を聞いておりましたら、大

して情報もない中で、どうしてこんなにも私ど

もの執行部というのは、宮崎県の執行部という

のは、ばたばたするんだろうかと思って、奇異

に感じておりました。

実は民主党としては、麻生内閣が経済対策と

して国会に提出した補正予算は経済対策として

の効果や必要性に疑問があると。予算が数多く

計上されているけれども、仮に政権交代が実現

した場合は、執行の抑制・凍結などの措置を検

討すべきであると考えているということは、鳩

山代表がその時期におっしゃったことなんで

す。それは、独立行政法人、公益法人といった

国の関連機関の支出や、事業内容も不明確なま

まに単に資金を積み込んだ基金、代表が特に国

会で取り上げたのはアニメの殿堂であったわけ

です。一方で、補正予算で地方に対しても地方

活性化公共投資臨時交付金、地方活性化経済危

機対策臨時交付金を初めとして、医療や環境な

どの分野でも資金が交付されているわけですけ

れども、これらに対しては、現下の厳しい地域

や地方財政の状況を踏まえて、各地域において

積極的な政策実施の財源となると考えるところ

から、その執行を抑制・凍結することは考えら

れないということを、民主党としてはずっと言

い続けなんです。

それにもかかわらず、今回なぜ、こうもばた

ばたというか、私は最初、テレビの画面に知事

が出られて、法的措置を考えていると言われた

ときには、正直申し上げて、実は恥ずかしい思

いをしたんです。そしてまた、私どもの執行

部、県の執行部というのは民主党のマニフェス

トも読んでいただいていないのかと思いまし

た。私に、欲しいとはだれ一人言っていただい

ておりませんので、それはどうしてなのかなと

正直思いましたが、ダウンロードすれば見られ

るわけですから、何を民主党が考えているかぐ

らいは認識していただけたらなと思ったんで

す。今回の知事の、法的措置を考えないといけ

ない、ここまで発言される理由というのが何か

あったのか、それを知事にお尋ねしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関

しまして、マスコミの取材に対する私の発言
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は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じることが懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものでありまして、いた

ずらに法的な手段に打って出るという趣旨では

ございません。なお、私が法的措置と申し上げ

ましたのは、例えば「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律」の第25条にあります

補助金等の交付決定の取り消し、返還命令な

ど、各省庁の長の処分に対する不服の申し出の

規定を根拠として想定したものでございます。

いずれにしましても、地方における経済・雇用

対策に支障を来すことがないよう、まずは国と

地方の協議の場や全国知事会を通じて地方の立

場を強く訴えてまいりたいと考えております。

これは補足ですが、マニフェスト作成時に、

地方と国の協議の場の法制化をお願いします

と。最初のマニフェストには入っていなかった

んですが、それを強く要望したときに、民主党

さんはそれを受け入れていただいて書いていた

だきましたので、強く要望することがやはり民

主党さんを動かす原動力になるかなということ

で、我々の地方からの要望を柔軟に受け入れて

くださる、そういう政党だと思いまして、そう

いう強い主張をさせていただいたところでござ

います。

○井上紀代子議員 意味が本当にわからないん

です。きちんとした情報に基づいて―そして

あれを県民は見るわけです。テレビを見て、あ

あ、そんなに問題なのか、民主党はそんなこと

をするのかというふうに逆に―私は疑ってし

まいました。何を考えてそういうふうな行為に

出られたのかなと思って、もっと情報をしっか

りとるということをやっていただきたいという

ふうに思います。これから特にそういうことを

お願いしておきたいと思います。

次に進みますが、厳しい財政状況の中で、持

続可能な行財政システムを構築していくには、

徹底した事務事業の見直しや職員数の削減など

改革が必要不可欠であるということで、県は、

行財政改革大綱2007で適正な定員・給与管理と

いうことで、平成23年４月までに1,000人の人員

削減を目標にしています。以前も議場で私は意

見を出させていただきましたが、予算とその執

行に合わせた人員が必要だというふうに考えて

いるわけですけれども、適正な定員とは何なの

か、知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 極めて厳しい財政状

況の中で、持続可能な行財政システムを構築し

ていくためには、徹底した事務事業の見直しや

職員数の削減などの改革が必要不可欠と考えて

おります。このため、行財政改革大綱2007にお

いて、総職員数を平成23年４月までに17年４月

対比で1,000人純減するという目標を立て、これ

まで計画的に取り組んできたところでありま

す。この目標を達成するため、これまで組織の

簡素合理化や事務の効率化、民間委託などに取

り組んできているところでありますが、一方

で、新たな行政需要に対応するため、人員の再

配分を行い、必要な部署には必要な人員配置を

弾力的に行っているところであります。適正な

定員とは何かを一言で申し上げるのは大変困難

でありますが、県民が公共サービスに求める多

様なニーズにこたえられるよう、業務量に応じ

た人員の配置に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 業務量に応じた人員の配置

というのが、これをどう導き出すかが問題なん

です。そこをどうしていくかということを、私

は何度か知事にも挑戦しているわけです。行財
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政改革特別委員会の論議では、減らすばかりで

はない、ふやして行政需要に充てるということ

も答弁されているわけです。業務委託で減らす

分は非常にわかりやすい。後、どうやって適正

な定員というのか、これはなかなか難しいと思

うんですが、そこを知事はどんなふうにお考え

ですか。

○知事（東国原英夫君） 適正な定員というの

は、先ほども申し上げたとおり、非常に厳しい

と思います。例えば行政需要、行政事務量に対

して何人なのかとか、地域の面積あるいは人

口、そういったもろもろのことがあり、そして

また事務の質の問題等々がありまして、定員を

適正だというラインを決めるのは非常に難しい

問題だと認識しております。

○井上紀代子議員 私は以前、佐賀県の例を

とって、そうやって導き出して適正な人員とい

うのを図っていくべきではないかということを

知事には申し上げたんですが、まだまだこれに

ついては議論をさせていただきたいと思います

ので、今の答弁でよしとするということにはな

らないと思いますが、地方の財政が厳しいとい

うことは私も理解しておりますので、ぜひもっ

ともっと検討していただきたいというふうに思

います。

それでは次に、本年２月議会で多くの議員が

エコクリーンプラザみやざきの問題点を取り上

げましたが、エコクリーンプラザみやざきの現

状について、浸出水調整池の補強工事の進捗状

況や、補強工事についての地元住民への説明の

状況についてお伺いをしたいと思います。

また、県環境整備公社の体制強化の現状と、

宮崎市を初めとする関係11市町村との話し合い

の状況はどうなっているのかをお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、浸出水調整池

の補強工事の進捗状況につきましては、現在、

調整池本体を支える基礎ぐいや地中ばりを設置

するための工事に着手した段階で、８月末の進

捗率は約２割となっており、環境整備公社では

予定どおり来年５月末までに完成できるよう、

工事を進めていくこととしております。また、

工事に関する地元への説明につきましては、今

回の問題に至った反省の上に立ちまして、開か

れた公社として積極的に情報公開に努めること

にしております。具体的には、工事の進捗状況

について、毎月、現場便りという形で文書でお

知らせするとともに、随時、現場説明会を開催

しておりまして、本日も地元対策協議会の役員

等に対して実施する予定と聞いております。

次に、環境整備公社の体制強化の現状につい

てでありますが、このことについては、宮崎市

など関係市町村とも協議を重ねた結果、公社で

は本年４月から、これら関係11市町村中心の理

事会構成に改めるとともに、評議員会には地元

代表にも入っていただくなど、当面の見直しを

行ったところであります。また、今後の公社組

織のあり方につきましても、６月に県と関係市

町村とで取り交わした確認書の中で、「法律に

基づく県と市町村の責任や、ごみ処理の状況等

を踏まえて、どのような形態がよいのか、理事

会を中心に検討する」としており、今後、事務

局体制や職員のあり方を含めて議論していくこ

ととしております。

○井上紀代子議員 次に、新聞で報道されてお

りましたが、県環境整備公社の告訴の結果を受

けての県の対応について、お伺いしておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 先般報道されました

内容によれば、県警から検察庁に書類送検され
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たとのことでありますが、県といたしまして

は、まだ継続中の案件でありまして、今後、検

察庁のほうで処分について検討されることにな

りますので、引き続き、その動向に注目してい

くこととしております。いずれにしましても、

公社の告訴に対する最終的な判断が示された段

階で、改めて対応を検討させていただくことと

なると思います。

○井上紀代子議員 次に、環境の問題で、持続

可能な経済社会を目指して、環境容量内での循

環型社会システムを構築していく、これは私ど

も宮崎県でも変わらないわけですが、今回上

がっております住宅用太陽光発電導入補助事業

の実施、その中での目的や目標をどのように位

置づけて、その実効性というのはどのくらいに

見込んでおられるのか、知事にお尋ねをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 今回提案しておりま

す補助事業は、本県の恵まれた日照条件を生か

し、環境に優しい自然エネルギーである太陽光

発電を家庭レベルに広く普及させることによ

り、低炭素社会の実現に貢献することを目的と

しております。また、製造、発電、活用の三拍

子そろった太陽光発電の拠点を目指し、ことし

３月に策定したソーラーフロンティア構想の推

進にも寄与するものと考えております。本県に

おける昨年度の住宅用システムの設置件数は

約1,000件でありますが、本年１月に再開された

国の補助制度及び今回の県の支援措置によりま

して、年間1,500件以上の設置、そして住宅用シ

ステムの世帯普及率全国１位を目指してまいり

たいと考えております。なお、ことし11月に

は、余剰電力の買い取り価格を引き上げる制度

がスタートいたしますので、今回の支援措置と

相まって、本県の住宅用システムの普及拡大に

大きな弾みになるものと期待しております。

○井上紀代子議員 ぜひ、みやざきソーラーフ

ロンティア構想というのは積極的に推し進めて

いっていただきたい、そういうふうに要望して

おきたいと思います。

続いて、医療・福祉行政につきまして、福祉

保健部長に随時、御質問させていただきたいと

思います。

全国的に感染拡大が予想されております新型

インフルエンザの本県の発生状況はどのように

なっているのか、まずお聞きしておきたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） ６月17日に本

県初の患者が確認されて以降、７月下旬から

は、中学生、高校生のクラブ活動を中心として

集団感染が多数確認されております。また、９

月に入り、学校が新学期に入るとともに、学級

閉鎖等の数も増加してきており、９月12日まで

の通算ですけれども、学級閉鎖が46クラス、学

年閉鎖が８学年、休校が３校となっておりま

す。以上です。

○井上紀代子議員 全国のニュースで見ました

が、企業によっては、感染拡大によって営業停

止にならないように、マニュアルを決めたり、

訓練をやっていらっしゃるようです。来月は、

全国スポレクの開催と行楽の季節等々、人の動

きが非常に活発になるんですけれども、流行期

に備えた医療体制はどのようになっているのか

ということと、また医療スタッフの訓練は行わ

れているのか、お尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 流行期に備え

た医療体制につきましては、県の新型インフル

エンザ総合対策本部において決定しました９月

以降の対応方針に基づき、医師会と連携を図り
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ながら整備を行っております。まず、新型イン

フルエンザ患者の外来診療につきましては、す

べての一般の医療機関において対応を行い、入

院が必要な場合には入院病床を有する医療機関

で受け入れることとしております。呼吸不全な

どの重症患者につきましては、人工呼吸器など

の医療器材の整った医療機関で対応するなど、

医療機関相互の連携体制の確保を図っていると

ころであります。また、各医療機関に対しまし

ては、訓練も含めた院内感染防止対策を万全に

していただくよう要請をしております。さら

に、患者の増加に備え、外来診療時間の延長や

日祝日の当番医の拡充を図っているところであ

ります。

なお、今回の新型インフルエンザは、抗イン

フルエンザウイルス薬による早期の治療が有効

と言われておりますことから、県といたしまし

ては、本年度中に20万7,300人分の抗インフルエ

ンザウイルス薬を備蓄し、流行に備えることと

しております。以上でございます。

○井上紀代子議員 妊婦の方や持病を持ってい

る方、子供たちというのは、新型インフルエン

ザにおいての影響というのが大きくかかわって

くると思います。集中治療室をきちんと確保が

できるのかということと、医療スタッフがそれ

にきちんと当たることができるかということが

体制として望まれますので、十分な体制がとれ

るよう、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それでは次に、実は先日、難病連の方がお見

えになりまして、その方たちと難病患者に対す

る就業支援のことについて一緒にお話をしてお

りまして、では、県はどこが窓口なんだろうと

いうことで、最初、障害福祉課に電話をかけた

り、いろんなところにかけて、商工観光労働部

にも労政にもかけてみたんですが、結果、健康

増進課になっているというふうに─そこが窓

口だと言われているわけですが、難病と一口で

言っても、その疾病の特性というのはいろいろ

で、簡単に言えないんです。ただ、難病患者の

方も、就労していく、そのシステムは欲しいと

いうふうに思っていらっしゃるわけです。難病

患者に対する就労支援について、現状はどう

なっていますでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 難病患者に対

する就労支援につきましては、難病相談・支援

センターにおいて、その相談に応じているとこ

ろでありますが、難病のある方は、その疾病の

特性により就労の面でさまざまな制限があるこ

とから、受け入れ先の確保が課題となっており

ます。このため、難病患者の就労に関するシン

ポジウムなどを開催し、事業主等に対し就労へ

の理解を深めていただいているところでありま

す。また、今年度からハローワークにおいて

も、難病患者を新たに雇用する事業主を支援す

るための「難病のある人の雇用促進のためのモ

デル事業」が行われております。県といたしま

しては、今後とも関係機関と連携し、事業主へ

の理解を促進するなど、難病患者への就労支援

に取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 難病相談・支援センター

が、厚労省が持っている就業支援のモデル事業

とかがとれるような後押しをぜひよろしくお願

いしたいと思います。

それでは次に、私が宮崎市に住んでいるのは

皆さん御存じなんですが、実は、宮崎県の医師

会が「宮崎の医療を考える会」というのをつ

くっておりまして、そこの中で、いかに医師が

疲弊しないで頑張っていけるかということとか

を検証していらっしゃるんです。幾つかのデー
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タがあるわけですけれども、その中で、医師不

足の象徴とも言える宮崎市郡地域での輪番制を

テーマにアンケート調査を行ったということ

が、結果としてずっと出てきているわけです。

これは「日州医事」ですので、皆さんも持って

いらっしゃると思うんですが、そのデータの中

に、医師不足がそこにいるお医者さんたちを非

常に疲弊させているという問題点というのが、

随分詳しく書いてある。それはお医者さんの言

葉ですので、即、出ているわけです。

また一方で、これは宮崎市の広報なんですけ

れども、今、救急医療が危ないということで、

宮崎市の市民に対してこういう広報紙を出して

いるわけです。私は、医師の疲弊を防ぐという

ことは大変重要だと思います。前も私どもの田

口議員が取り上げておりますが、コンビニ受診

のことについて、安易な気持ちで救急医療を

使っていただかないように、できるだけしっか

りとした対応をするということは必要だと思い

ます。県はこの問題をどのように取り組んでい

かれるのか、そこをお聞かせいただきたいと思

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） いわゆるコン

ビニ受診などによりまして、医師が疲弊し、医

療現場を去るということが医師不足の原因の一

つになっていると認識しております。このため

県では、救急医療の適切な利用について新聞広

告、テレビやラジオによる広報等、ＰＲの強化

に努めているところであります。また、今年度

より救急医療利用適正化推進事業に取り組み、

小児科医師による幼稚園、保育所等を対象とし

た訪問救急教室の開催や、適正受診に向けた自

主的な活動に取り組むＮＰＯ等住民団体の育成

・支援等を行うこととしております。今後と

も、県民に救急医療についての適切な理解を

持っていただき、安易な時間外受診を減少させ

ることなどによりまして、医師の疲弊を防ぎ、

救急医療体制の確保を図っていきたいと考えて

おります。以上でございます。

○井上紀代子議員 ぜひ、十分な広報をしてい

ただきたいというふうに思います。

それでは次に、宮崎市の小児診療所の運営費

に対する財政支援のことについてお話をさせて

いただきたいと思います。平成20年度における

この診療所の稼働状況というのは、延べ入院患

者数が3,393人で、小児科医等の不足が叫ばれる

中、診療・介護体制や患者の療養環境が良好な

ことから、貴重な小児の入院施設として圏域を

越えた活用がされている。これはよく御存じの

ことだと思っています。ただ、宮崎市の小児診

療所の運営は、小児の２次救急医療に特化して

いること、小児医療が採算性の低い分野である

こと、それをもって年間１億円以上の支出超過

となっておりまして、大変厳しい状況にありま

す。これについては再三、宮崎市から県に対し

て、運営費に対する財政支援をしていただけな

いものだろうかということが来ていると思いま

すが、これについてのお考えをお聞かせくださ

い。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宮崎市小児診

療所につきましては、小児科医が不足する中、

入院治療を必要とする小児患者を24時間365日受

け入れる２次救急医療の診療所として重要な役

割を担っていただいていると認識しておりま

す。しかしながら、現行の国の小児救急医療施

設の運営費の補助制度は病院のみを対象として

おりまして、診療所への財政支援は難しい状況

にあると考えております。

○井上紀代子議員 小児科医の不足ということ

についての認識はある、そして宮崎市のこの小
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児診療所が持っている力、その役割については

認識ができると。だけれども、制度上これはで

きないということになれば、これは県単で支援

をするということはできないでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の財政も大

変厳しく、単独での財政支援は困難な状況にあ

ります。御理解をいただきたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 毎回、私、撃沈しているわ

けですが、毎回同じことを言って毎回撃沈して

いるわけですけれども、実は、この小児診療所

というのは、20年度は509人、過去をさかのぼれ

ば18年は679人、19年が650人というふうにして

県内からお見えになっているんです。確かにこ

のこと自体が、宮崎市の診療体制というのを今

後どうしていったらいいのかということと、も

う一つは小児科医が少ないということと、それ

を含めてどうやってカバーしていくのかという

ことが重要だと思います。では、宮崎市の診療

所に対する財政支援はできないけれども、小児

科医不足をカバーするためにはどうしていくの

かということについてはどのようにお考えなの

か、そこをお聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 小児科医不足

の問題につきましては、県の医療計画の中で

も、こども医療圏構想ということも検討課題に

なっておりまして、県央部の小児救急医療体制

の整備につきましても、今後、小児科医全体の

動向を見ながら、関係機関と十分、協議検討し

ていきたいというふうに考えております。以上

でございます。

○井上紀代子議員 撃沈ついでですので、知事

はこの小児科医療のことについてどのようにお

考えで、例えば宮崎市のような診療所で財政的

支援は難しい、そのことも含めて全体的な小児

の医療体制についてはどのようにお考えなんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 基本的な問題、根源

的な問題というのは医師不足だと思います。診

療科間の偏在だと思います。産科、小児科の医

師が少ないというのが、地方全体そうなんです

けれども、現状だと思います。この医師不足を

どうするか、あるいは小児科や産科の医師が働

きやすい環境をどうするかということが重要に

なろうかと思います。医師の臨床研修制度が始

まって以来、医師不足というのは叫ばれており

ますので、新政権には、この制度は見直してい

ただくということもマニフェストの中に入って

おりますので、こういったものに期待して、地

方の医師不足解消に向けて、今後も国に対して

要望等を行っていきたいと考えております。

○井上紀代子議員 言ってしまったら自分のほ

うに返ってきたというような感じですが、これ

から私もそのことについては頑張っていきたい

と思います。しっかりと受けとめていきたいと

いうふうに思っています。

それでは次に、雇用の確保と中小企業の振興

対策について、商工観光労働部長にお聞きした

いと思います。

先ほど教育長がおっしゃったとおりに、雇用

の場所を確保するというのは本当になかなかで

す。そして、宮崎は大方、中小企業です。その

中小企業の皆さんが元気になって、中小企業の

皆さんが雇用を十分抱えていただけるような状

況になるということがとても大切だというふう

に思っています。

これは宮崎県中小企業団体中央会から来た要

望書なんですけれども、もちろんお読みになっ

ている方たちが多いとは思うんですが、ちょっ

とこの要望書について読ませていただきたいと
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思います。中小企業支援の明確な方向性の確立

についてということで、「県において現在進め

られている事業の見直し、合理化に当たって

は、すべての事業において数値目標を定め、そ

の成果が求められる傾向にある。多くの県内中

小企業は、昨年来の急激な景気悪化で経営基盤

が弱体化し、危機的状況に陥っており、支援効

果を明確に数値であらわすことは難しく、支援

関係予算の確保も厳しいものとなっている。限

りある県財政の中ではあるが、地域経済を再生

し、地域の暮らしを守るためには、中小企業が

地域社会で果たす役割を十分に評価していただ

き、本県における中小企業支援の明確な方向性

を示すビジョンまたは中小企業振興条例を策定

し、その中で地元中小企業支援のあり方、各支

援機関の役割等を明確化していただきたい」と

いうふうになっています。

私は、これを読ませていただいたときに、個

別にいろいろな支援というのを、宮崎県は中小

企業対策というのはずっとやってきたと思うん

です。それが中小企業団体中央会の皆さん方の

ところに胸にぴたっと来るというか、時期に応

じた、そういう対策がとられていないのかなと

いうふうに思えてしまうわけです。商工観光労

働部長に、今後、中小企業施策をどのように展

開していくのか、またこの要望についてどう考

えておられるのか、そこを聞かせていただきた

いと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 現在、県

が行っております中小企業対策でございますけ

れども、各中小企業の実態を把握するための現

場主義、これを実践しながら、県内の中小企業

者の声を直接伺っており、また商工関係団体と

も随時意見交換しながら、国の対策等とも連動

して現在実施しているところでございます。ま

た、県では毎年、中小企業支援法に基づく中小

企業支援計画を策定し、各支援施策を展開して

いるところでございます。

今回の中小企業支援の明確な方向性の確立に

ついての要望でございますけれども、議員が言

われましたように、中小企業の地域経済におけ

る役割を踏まえまして、中長期的な視点から本

県の中小企業支援の明確なビジョン等を明確に

示しなさいということだろうと思います。地元

中小企業の振興なくして本県の地域経済の活性

化はあり得ないわけでございまして、中小企業

対策は県政の重要な柱でございます。また、県

の施策やその方向性を県民に明確に示すという

ことは、県民総力戦を推進する上からも行政の

責務であろうと考えております。その点を十分

考慮しながら、今後検討してまいりたいと考え

ております。以上でございます。

○井上紀代子議員 中小企業対策というのは本

当に欠かせないんです。だから、きめ細かに、

そしてスピーディーにやられることが大変重要

だというふうに思いますので、それを要望して

おきたいと思います。

次に、何度もまた申し上げて恐縮ですが、青

島地域の活性化については、商工観光労働部長

どういうふうにお考えなのか、そこを聞かせて

いただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 青島地

域、青島の再生は長年の懸案でございます。青

島は、全国に名立たる美しい海浜、温泉、食、

神話など、地域固有の観光資源がいっぱいある

わけでございます。さらには、県立総合運動公

園が北に隣接しておりますけれども、トロピカ

ルロード等の健康づくりの施設も備えておりま

す。今後の成熟社会の多様なニーズにこたえ得

る、まとまった観光地として、そのポテンシャ
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ルは非常に高いと考えております。

現在、青島地域では、民間による旧橘ホテル

の再開発計画、あるいは宮崎市の主体的な取り

組み、また「こどものくに」改修の動き、さら

にはＪＲ日南線の観光特急「海幸山幸」号の運

行開始など、全体的な再開発に向けたさまざま

な動きが出てきており、県としましても、これ

らの動きに連動し、その再生・活性化に積極的

に取り組んでいかなければならないと考えてお

ります。青島再生は、今後、宮崎から発信する

新しい価値創造の舞台づくりとして、まさに新

みやざき創造計画の基本目標であります「日本

の原点、時代の起点、創造みやざき」のリー

ディングケースになると期待しているところで

ございます。今後とも、地元宮崎市などと十分

連携しまして、青島地域の再生・活性化に積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○井上紀代子議員 ぜひ、期待しております。

それから、今回、ゴールデンウイークに対応

してシルバーウイークというのがありますが、

これについてはどのように取り組んでこられた

のか、その取り組み状況をお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の、

いわゆるシルバーウイークにつきましては、５

月の大型連休に匹敵するものでございます。多

くの人が旅行に出かけることが見込まれますこ

とから、積極的な観光ＰＲ等が重要であると考

えております。このため、ことしはシルバーウ

イークを念頭に、夏休みの期間中である７月、

８月だけでなく、９月まで観光キャンペーンを

実施するとともに、航空会社とのタイアップ

キャンペーンにつきましても９月まで実施する

など、シルバーウイークに向けた観光ＰＲ等を

現在、積極的に展開しているところでございま

す。以上でございます。

○井上紀代子議員 シルバーウイークに向けて

の商品開発を含めて、そういうものが私どもに

はよくわからないんですけれども、それは現実

にはあったんでしょうか。そういう商品、お聞

かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 具体的な

商品につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、観光キャンペーン等を９月までやってお

りますし、航空会社とのタイアップキャンペー

ンにつきましても９月まで実施する。そして、

９月いっぱいの旅行商品等もありますので、そ

ういう中で、我々としては積極的にＰＲ等を

やっていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○井上紀代子議員 今後の観光振興についてど

のように取り組むのかも、また伺っておきたい

というふうに思います。県庁にはたくさん来て

いただいているんです。県庁にはたくさん、100

万人を超えたというふうに言われて、これは大

変うれしいことですが、ほかの観光地がどのよ

うになっていくのかというのが、実は心配なん

です。県庁さえ見ればいい、物産館に来さえす

ればいい、これでは困るので、現実に今後の観

光振興をどのように進められるのか、そこをお

聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今後の本

県の状況を見ますと、人口減少による需要の低

下、あるいはグローバル化が進展する中で本県

の活性化を図っていくためには、これからます

ます多様な産業に経済効果をもたらす観光を振

興することが重要であると考えております。し

たがいまして、今後、観光振興に一層力を入れ

ていく必要があると考えておりまして、具体的

な施策展開に当たりましては、本県観光に対す
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る明確な考え方を持って臨まなければならない

と考えているところでございます。

このため、今年度から新たに、主要観光地を

見詰め直し課題等を抽出する観光地総点検を実

施するとともに、宮崎観光の新たなイメージを

創出するため、恋旅プロジェクトなどに取り組

んでいるところでございます。このような取り

組みなどによりまして、今後、本県観光の新た

な道筋を示していきたいと考えております。さ

らに、観光振興につきましては、民間の創意や

熱意が不可欠でありますので、積極的に官民一

体で取り組み、民間の主体的な活動も促進して

いきたいと考えております。以上でございま

す。

○井上紀代子議員 観光振興について知事にお

尋ねしたいんですけれども、現実に今の宮崎県

の観光の状況を精査していただいたとして、知

事は宮崎県の観光はどこが目玉になっていると

いうふうにお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘なんですけれ

ども、観光の入り込み客等々を見てみますと、

ふえているところと減っているところ、その格

差が極端なのかなという現状認識をしておりま

す。例えば、高千穂、鵜戸神宮、青島、そう

いったところはふえているんです。減りが極端

なのかなというのが、申しわけないんですけれ

ども、えびのの京町温泉、あのあたりが人的に

はちょっと少なくなっているんです。ですか

ら、こういったところを連携して、ポイントポ

イントで―宮崎の神話と伝承・伝説というこ

とで、スピリチュアルというような視点でこの

２～３年、観光行政、ＰＲしてきたんですが、

それではちょっと地域的に格差が生じるという

ことを認識しておりますので、これをまたシフ

トして、海外も視野に入れて、満遍なくという

か、観光客の方がいろんなところを周遊、回ら

れるような、そういった取り組みを今後してい

かなきゃいけないと思っております。

○井上紀代子議員 観光振興というのは、どこ

が売りなのか、宮崎の売りは何なのかというこ

とを明確にする必要があると思うんです。私は

この年齢ですから、この年齢のおばさんたちが

どこに行くかと言われると、黒川あたりに女の

人たちが固まってみんなで団体みたいな形で行

くわけです。そのときの１泊の値段というのが

２万したり、３万近く取られたりするんです。

でも、宿泊場所を、旅館をかえて、そこに２泊

だったり３泊だったりするわけです。毎年、次

の年の分をまた予約して帰る。リピーターにな

るということです。何があるかといったら、温

泉と食事なんです。ちょっと散策をして、みん

なでうろうろとして、どこにでもあるようなロ

ールケーキを買って、それが楽しくて帰ってし

まうみたいな、では何がよかったのみたいな形

になるわけですね。出ている食事も、私、精査

させていただきますと、毎回行ったたびに、こ

れは宮崎でも大丈夫、これも宮崎にありみたい

なことがいっぱいそろっているわけです。条件

としては、うちのほうが絶対にいいと思うわけ

です。本当は、京町なんかも好きなんです。行

きたいんです。だから、プレゼンの仕方だと思

うんです。そこがきちんとなぜ観光商品になれ

ないのか。そういう意味でいう、つながりのあ

るというか、行きやすくなるような、そういう

プレゼンがなぜできないのかというのが、

ちょっと私は心配なんです。

このままでいくと、県庁にはだれかが来るか

もしれないけれども、ほかの観光地にはどこに

もだれも行かないということになると、とても

寂しいことだなと。せっかくおいしい食べ物が
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あって、景勝地がきちんとあって―今回の観

光カレンダーは、ちょっと違うカレンダーがつ

くられているのを見せていただきました。その

カレンダーによると、ちょっとここに立ってみ

たいと思うような作品でした。その写真家の方

が今、西都で個展をやっていらっしゃるという

ことなので、一回行ってみたいと思うんです

が。だから、行ってみたいと思わせる、そこに

立ってみたいと思わせるものがないといけない

と思うんです。知事は宮崎県の観光の入り客と

いうのを非常に大事にしていただいているの

で、ここに宮崎のよさがあり、これを商品化で

きるとか―私はミーハーなので、「レッドク

リフ」が出れば「レッドクリフ」に関した商品

が出るといいのにみたいな、そういうことをつ

いつい考えてしまうんですが。知事の考える観

光振興というのが決め手がないから、今のよう

な答弁になるのかなという思いもあるんですけ

れども、どこを磨いてどこを売りにしたら観光

振興ができるのか、その辺について知事のお考

えを聞かせてください。

○知事（東国原英夫君） 先ほども申し上げま

したとおり、私が就任してから、この２年、３

年ぐらい、ポイントは神話と伝承のふるさと、

スピリチュアルというところに重きを置いた。

高千穂あるいは妻、青島、鵜戸あたりのいわゆ

る神話街道―神話街道そのものじゃないんで

すけれども、それに準ずるストーリーをつくっ

たということです。私は、これは成果があっ

て、それなりの成功はしていると思うんです。

それはポイントで、例えば高千穂、鵜戸神宮、

青島の観光客が、入り込み客がふえているとこ

ろを見ると、これはある程度成果があったん

じゃないかと私は認識しております。では、次

の展開をどうするのかということでございます

ので、県では、一村一祭や宮崎遺産、そういっ

たものを出して、これまで皆さんが余り注目さ

れなかったところを掘り出して、磨き上げて、

宮崎のよさというのをこれから発信していかな

きゃいけない。ちょっと抽象的なんですけれど

も、今までの神話のふるさと、そのストーリー

は成功したが、その次のステップを今検討して

いる、考えている、模索しているということで

す。

○井上紀代子議員 まだ模索中ということです

ので、できるだけ早く結論を出していただける

ようにお願いしたいというふうに思うんです。

実は、高千穂の道の駅のところで福島県から来

られた方たちと御一緒になったので、お話を聞

かせていただいて、帰りに高千穂の道の駅で

「東国原」という焼酎を買って皆さん帰ってい

ただいたんですが、その方たちに、「どの方向

から来られましたか」というふうにお聞きした

ら、福島県から長崎のほうに入って、そして熊

本のほうからおりてこられて宮崎のほうに来ら

れたそうです。宮崎のほうにずっと入らずに、

高千穂あたりでとまったままで、また熊本のほ

うに帰っていく。熊本からまた別のところに行

くみたいなことを言われたわけです。宮崎の市

内のほう、南のほうもとてもすてきなところで

すから、ぜひおいでくださいというお話をした

んですが、やはり商品化をしていくということ

が一番大事なんじゃないかと思うんです。常に

商品化されたものが目につくところにあるとい

うことが大事なのではないかなと思うんです。

旅行会社さんとの、いわゆるプロの方との議

論、それも十分に詰めていただいて、ただ、行

政的にやれることは何なのかということと、プ

ロの方たちがやれることは何なのかというのが

あると思うんですけれども、そこをしっかり
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やっていただけたらと思うんです。そういう議

論を─一々知事が出ていかないといけないの

かということもあるとは思うんですけれども、

そのことについてはいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 旅行商品の開発に関

しては、旅行代理店や旅行関係の会社に任せて

いる時代ではないと思うんです。行政が細か

く、地元に密着した、売り込みたい商品を具体

的に提案する時代じゃないかなと思っておりま

す。御指摘のように、今後は、行政も積極的に

関係部局に働きかけて、知恵を絞って、創意工

夫して、新たな商品開発をこちらから旅行会社

や関係者に提案するようなことに取り組んでい

きたいと思っております。

○井上紀代子議員 最後に、知事の政治姿勢の

ことにつきまして議論させていただきたいと思

います。

民主党政権ができたということについての知

事のスタンスというのを、先ほど聞かせていた

だきました。最初の自民党の方に対する答弁と

どう違うのかなと思いながら聞いていたんです

けれども、知事になられて１年たったときに、

知事が１年で限界を感じたと言われた１年の限

界、何に限界を感じられたのか、まずそこをお

伺いしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） きのうも答弁させて

いただいたと思いますけれども、中央集権によ

る、中央による地方の縛り、一番限界を感じて

いるところは、いろんな義務づけや枠づけ、あ

るいは政令、省令等々で自由裁量の枠が非常に

少ないというようなところに限界を感じてい

る。あるいは壁といたしましては、意識の壁と

制度の壁と物理的な壁というのがあると僕は思

うんです。意識の壁というのは、県職員であっ

たり、議会の皆さんあるいは県民の皆さんの意

識、制度というのは法令的な、制度的な壁、物

理的な壁というのは、宮崎が大消費地に遠いと

か、そういう物理的な壁、あるいは財政的に逼

迫しているというような壁、そういったものに

難しいハードルというか、壁というものを感じ

た次第です。

○井上紀代子議員 私は、国と地方との関係、

それがまさに自民党政権のありようだったと思

うんです。途中途中で知事が地方分権について

いろいろな意見を言っていらっしゃるというの

は、テレビも含めてですけれども、新聞紙上で

も見せていただきました。地方分権の知事のお

考えというのは、あのころの自民党政権の中で

の地方分権のありようというものではなかった

のかなというふうに思うんです。今回、民主党

が出しています地域主権ということについての

知事のお考えはいかがなんですか。私は、知事

のようなタイプの方だったら、このことを生か

して、知事の今持っていらっしゃるようなパッ

ションみたいなのはもっともっと発揮できると

思うんです。逆に、だからこそ生かされる。こ

れからこそ、知事のようなタイプの方の施策、

そういうものは生かされていくと思うんですけ

れども、いかがなんですか。

○知事（東国原英夫君） 地方分権と一言で

言っても、県民の皆様や国民の皆様の、果たし

て地方分権とは何じゃろかい、我々の生活はど

う変わるんだろうかというような非常に素朴な

質問というか─私もちょっと説明不足の部分

があったんですが、これからまた機会を見て、

いろんなところで、県民の皆さんの生活はこう

変わりますとか、行政スタイルはこう変わりま

すとかいうことを具体的にお示ししていかな

きゃいけないと痛感しております。

議員御指摘の、以前の、旧政権与党の分権と
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いうことと、今の民主党さん、新政権の地域主

権というのは、少しニュアンスが違っていると

私も認識しております。というのは、地方分権

というのは国からの分権という色合いが旧政権

は強かったんですが、今回の政権は、地域から

権限や財源をかち取るんだというようなニュア

ンスになっているんではないか。これはあくま

でもニュアンスの問題でございますが、分権を

これから進める上で、分権改革推進委員会が勧

告しました内容がこの１～２年、遅々として進

んでいないということでございますので、今後

の新政権は、まず地方支分部局あるいは出先機

関の問題、あるいは枠づけ、義務づけの問題、

そういったものをきちんと進めていただけるん

ではないかと。そしてまた、多くのものを、財

源あるいは権限、例えば医療、福祉、教育の問

題、あるいはインフラの問題や消防や警察に至

るまで、かなりの権限や財源を地方に移譲して

いただいて、地方の選択、地域住民の選択によ

る行政運営というのが可能になると、私は期待

をしているところでございます。

○井上紀代子議員 私は、知事の県民総力戦と

いう考えが地域主権というのに非常に合致して

いると思うんです。というのは、その地域の中

で何かを決めていくというときにはリスクも背

負うということなんですね。すべてがいいこと

ばかりではない。リスクも背負う。でも、リス

クを背負うことをよしとするには何をしなけれ

ばいけないかというと、地域で言えば、やはり

知事を信頼するということだと思うんです。知

事の発言をそれこそ県民の皆さんがよしとす

る、そしてともに、宮崎にとってはこれが必要

なんだから、ここをやっていこうということを

きっちりと決めていくということが大事だと思

うんです。

今、知事は80何％かの支持率をお持ちです

が、支持率が大事なのではなくて、知事がずっ

とやってこられたことに対する県民の信頼が大

事だと私は思うんです。私は、前回も、２月の

代表質問でも言わせていただきましたが、ゼロ

予算の組み立ての仕方や予算の組み立ての基本

的な考え方、県民総力戦、知事が持っているビ

ジョンというのは物すごくいいと思うんです。

それこそ、民主党がずっと主張してきた地域主

権。ですから、県民にどうメッセージするかと

いうことこそがすごく大事なのではないかとい

うふうに思うんです。そこを知事が今後、特徴

のあるといいますか、宮崎県はどういう県にし

たいんだということをはっきりとメッセージさ

れなければいけないと思うんです。よくも悪く

も、私は、松形知事の時代の国土保全奨励制

度、森林の公益性ということをしっかりとメッ

セージされた松形知事のあの姿勢というのは、

非常に支持しています。環境に関して言えば、

我が宮崎県は１位なんだと。ですから、環境税

を取るということについても、県民の皆さんが

一致してそのことについては認識していただい

て、そのことをよしとしていただいているとい

うふうに私は思っています。それでは、東国原

県政は、東国原知事は何を県民に対して、県民

総力戦の裏返しみたいな何を─だからこそ県

民総力戦でやろうよという基本的なところ、そ

こを知事には強くもっとメッセージされる必要

性というのがあるのではないかというふうに

思っています。

先ほど教育長とちょっと議論させていただき

ましたが、宮崎は人材県になるべきだと私は

思っているところです。宮崎というところは人

材が豊富で、人柄もいい。では、人柄がいいだ

けでいいのかと言われると、そうではないと思
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うんです。ステータスのある人材を確保すると

いうことが大事なのではないかというふうに思

うんですが、知事の県政の中での、これこそ東

国原県政だと言われるものは何なのか、そこを

お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私の選挙のときのマ

ニフェストの冒頭の部分に、前段の部分に書か

せていただいた私の宮崎に対する思いというの

と、宮崎のポテンシャルあるいは宮崎が進むべ

き方向性というのは、あのマニフェストで示さ

せていただいたんですが、一言で言うと、おく

れている部分、おくれてきた部分を検証し、他

府県あるいは全国平均以上にすべての要素を

持っていこう、そういうことです。そのために

は県民総力戦でかからなければいけない。教育

や観光行政、インフラあるいはおもてなしだと

か、あらゆる面で県民総力戦で取り組まなきゃ

いけないというのが、私の県民の皆さんに対す

る投げかけでございます。

では、県をどういうふうにしていくのか、将

来像はどういうビジョンで持っていくのかとい

うような御指摘、御質問だったんですが、これ

は、ずっと言わせていただいていますけれど

も、宮崎の特徴、環境もいい、人もいい、そし

てスローであるというところが最大の武器だと

私は思っておりますので、太陽と緑の国、これ

は21世紀型の太陽、太陽光発電や新エネルギ

ー、太陽電池ですね。緑は、中山間地域を守

る、農林水産業を守る、自然を守る、環境に優

しいという、その宮崎のあり方、ここで存在感

を示すべきかなと思っております。製造業は非

常に重要です。第２次産業は非常に重要です

が、宮崎のアイデンティティー、そういったも

のは、役割分担したときに、宮崎はのんびりし

ている、落ちつける、いやされる、そういうよ

うなキーワードではないかと私は考えていま

す。いいところを今後も伸ばしていくというの

が、県政の、21世紀の宮崎のあり方ではないか

なと思っております。

○井上紀代子議員 私、壇上から申し上げまし

たが、今回の政権交代というのは、選挙によっ

て政権交代がなったんです。私は、それがすご

くいいことだというふうに思っています。連立

によって政権が変わるのではなくて、選挙に

よって政権交代ができた。今後はそういう方向

に行くだろうというふうに思うんです。ですか

ら、地方自治体がそのたびにがたがたするとい

うようなことは、あってはいけないと私は思う

んです。ただ、今まで日本の国はそれを経験し

ておりませんので、政権移行ということがなか

なかでき上がっていない。そのプログラムが今

後はできてくるのではないかというふうに思い

ます。今回、知事がおたおたしたのか、執行部

がおたおたしたのか、よくわかりませんが、そ

ういうのをされると、県民もふらふらするとい

うか、それについては、民主党政権がこれから

もしばらく続くと思いますが、その政権とのい

い距離感、地方自治体がべったりする必要は全

くありませんので、地方主権を含めて、そうい

う意味では、ある程度の距離感、微妙な距離感

というのがいいのではないかというふうに思っ

ています。

蛇足なんですけれども、今後想定される各市

長選というのがメジロ押しに並んでおります

が、これに対する知事のスタンスはどのように

なっているのか、そこを聞かせていただきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 私は記者会見でも述

べさせていただきましたけれども、県内の首長

選に関しては、中立、不偏不党の立場でいたい
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と考えております。

○井上紀代子議員 わかったようなわからない

ような答弁ですが、よくも悪くも知事の動向と

いうのは県民は注視しています。ですから、知

事が県民に対してメッセージをされるというこ

とは、それを受けとめるだれかがいるというこ

とをぜひ認識していただきたいというふうに

思っています。

これから民主党政権の中では地域主権という

ことを主眼として、地方自治体との関係、あり

ようというのがそういうふうになっているわけ

ですから、これから、落ちついたと言ったらお

かしいんですけれども、一回一回おたおたする

ことのないような県政運営をお願いして、私の

代表質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党県民の会、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） それでは、

ただいまから質問をさせていただきたいと存じ

ます。代表質問最後の登壇となりました。自由

民主党県民の会を代表いたしまして、通告に従

いまして順次質問をさせていただきたいと存じ

ます。

まず、知事の政治姿勢についてお尋ねをいた

します。

昨日、鳩山内閣が誕生いたしました。まずは

心からお祝いを申し上げたいと思います。御案

内のとおり、新聞、テレビなどでは、民主党を

主体とする新政権による政策運営に関する話題

が矢継ぎ早に報道されております。今後、新政

権の政策実施に向けた活動が本格化すれば、１

～２年のうちに国の制度の大幅な見直しが進

み、これまでとは状況がさま変わりするであろ

うと思っております。しかし、そうした見直し

の内容が地方の実情を踏まえたものになるの

か、県民の多くが不安を抱いているのではない

かと思っております。このような状況におい

て、知事が今後の県勢発展に向けてどのように

取り組まれるのか、知事の役割、また責任とい

うものがこれまでにも増して大きくなるのでは

ないでしょうか。そこで知事にお尋ねします

が、今般の選挙により民主党が勝利をおさめ、

党派分布も大きく変わった。こういった状況に

ついてどう思われるか。また、今後どのように

対応されるのか、まずお伺いをしておきたいと

思います。

次に、東九州自動車道についてお伺いをして

おきます。現在、本県における東九州自動車道

の整備は順調に進められておるところでありま

す。しかし、今後の整備については、道路特定

財源の一般財源化や、民主党政権にかわった場

合、党マニフェストにも記載されている高速道

路の無料化、暫定税率の廃止など、高速道路の

整備に必要な予算確保がなされるのか、非常に

懸念をいたしておるところであります。このよ

うな大変な時期であるからこそ、県民の悲願で

ある東九州自動車道の早期完成を目指すことは

特に重要であると考えております。そこで、県

は、東九州自動車道の新直轄事業区間について

は、平成26年度完成ということで要望を行って

おりますが、今後も計画どおりに進められる見

込みなのか、知事にお伺いをいたします。
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また、新政権の中心となる民主党は、必要な

道路はつくると言っておられます。以前、現在

の民主党の副総理であります菅直人氏が宮崎県

に来られたときにも、東九州自動車道は必要な

道路であると言われております。そこで、県に

とって真に必要な道路である東九州自動車道の

完成が１年でも早まるよう、新政権に対して強

く要望していくべきではないかと思いますが、

知事にお伺いをしておきたいと思います。

次に、後期高齢者医療制度について、知事に

お伺いを１点しておきたいと思います。

民主党のマニフェストにおいては、「後期高

齢者医療制度・関連法は廃止する。廃止に伴う

国民健康保険の負担増は国が支援する。被用者

保険と国民健康保険を段階的に統合し、将来、

地域保険として一元的運用を図る」と明記して

ありますが、現段階においては、後期高齢者医

療制度の廃止後の具体的な制度のあり方が明ら

かになっていない状況であります。この後期高

齢者医療制度は、昨年４月に導入されて約１年

半がたつわけでありますが、知事は、後期高齢

者医療制度についてどのように考えておられる

のか、お伺いをしておきたいと思います。

以上で壇上からの質問を終わり、以下、質問

者席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

さきの総選挙の結果は、多くの国民の方々

が、現在の暮らしに対する不満や将来への不安

から、とにかく変化、変革を期待したもので

あったと思います。新たな政権与党におかれて

は、地域の実情、地方の声に十分配慮しなが

ら、国民の皆様と約束したことを着実に実行し

ていただくとともに、私たち国民は、その実現

をしっかりと検証していく必要があると考えて

おります。本県は、社会基盤整備や中山間地域

対策、子育て・医療対策など、さまざまな課題

が山積しておりますので、県選出の国会議員の

方々とも連携を図り、御協力をいただきなが

ら、郷土宮崎の発展のために全力を傾けてまい

りたいと思っております。

次に、東九州自動車道の今後の整備について

であります。本県の東九州自動道における国土

交通省事業区間につきましては、県境―北浦間

及び北川―延岡間について、平成24年度の供用

の予定が示されているところであります。県と

いたしましては、これまで、供用年次が公表さ

れていない区間も含め、事業中区間のすべてに

ついて平成26年度までの供用を要望してきたと

ころでありますが、新政権となっても今までど

おり順調に整備が進められるかどうかについて

は、現時点では明確でないことから、今後の動

きを注視してまいりたいと考えております。

東九州自動車道の早期整備は、県民の悲願で

あり、これまでも県政の最重要課題として取り

組んできたところであります。県といたしまし

ては、新政権を初め、必要な機関に対して、宮

崎県における高速道路の必要性を訴えるととも

に、整備に必要となる予算の確保や、整備のお

くれている地方への重点配分、さらには１年で

も早い供用について強く主張してまいりたいと

考えております。

次に、後期高齢者医療制度についてでありま

す。後期高齢者医療制度につきましては、開始

当初には、国の事前の説明が十分ではなかっ

た、75歳という年齢で線引きされ差別された、

保険料の負担が重過ぎる、あるいは年金から勝

手に保険料を徴収されたなど、制度に対するさ

まざまな不安や不満の声が数多く上がったとこ
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ろであります。このため、国におきましては、

低所得の方々に対する保険料の軽減措置や、保

険料の年金からの天引きと口座振替との選択制

への変更など、改善策が実施されたところであ

ります。今後、高齢化の進展により高齢者にか

かる医療費の増加が見込まれる中、将来にわた

り国民皆保険制度を維持するために、75歳以上

で制度を別にすることの是非や、制度運営に必

要な財源についてどのような方法、割合で負担

すればよいかをきちんと議論し、国民に納得し

てもらう必要があると考えております。以上で

す。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 東九州自動車道、これは絶対

に一日でも早く実現しなきゃいけない。今、知

事は、現時点では明確でないから注視していく

と、注目していくという発言のようでございま

すが、知事、待っていてはいけません。待って

いてはいけません。今まで宮崎県は自民党議員

が中心でありました。現時点では３人の民主党

の国会議員が誕生いたしました。先ほど井上議

員も、知事と一緒になって頑張っていくと言わ

れたんです。民主党の議員の方、あるいは自由

民主党の方と一緒に行動を起こしてもらわなけ

れば、これは実現できないと、私はこのように

考えておりますので、行動をしっかりと起こし

ていただきたいと、このように思います。

続いてお尋ねします。知事の政治姿勢につい

てお尋ねしますが、知事は、衆議院選挙が行わ

れました８月30日、衆議院選挙の投票日は県内

にいらっしゃったかどうか、まず、お尋ねをい

たします。

○知事（東国原英夫君） 政務活動としての講

演会と選挙特番への出演で、県外におりまし

た。

○徳重忠夫議員 衆議院選挙はずっと前から

はっきりしておったわけであります。今回の選

挙は、政権選択選挙と言われる極めて、極めて

関心の高い選挙でもありました。宮崎県の代表

を選ぶ極めて大事な選挙であったと思います。

開票結果は８時ごろには─８時半ごろでした

かね─報道関係により当選確実が出されたの

は御案内のとおりです。当選が確定的となった

段階で、当選者へお祝いの言葉をかけるといっ

た配慮が、県知事として必要ではなかったかと

私は思うわけであります。県民が高い関心を

持っていた選挙日に県外に行っていたという御

自身の行動について、知事の行動についてどう

思われるか、知事の見解を伺っておきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 当日の行動について

でありますが、選挙日程が決まったのは40日前

でございまして、私の講演会のスケジュールが

決まったのはそれ以前の２～３カ月ぐらい前

だったと記憶しております。それでどうしても

スケジュール変更ができなかったということで

ございます。選挙特番の出演は、地方分権・地

域主権の実現を政党のマニフェストに盛り込ん

でいただくことを働きかけてきた者の責任とし

て、全国的な注目を集める中で、改めて一人で

も多くの国民の方々に地方分権というものを

知っていただく、そういう趣旨で出演させてい

ただいたという経緯です。また、県内の開票状

況につきましては、逐一把握をしておりまし

た。そしてまた、当選された方々には、翌日、

早速お祝いの気持ちを込めた電報をお送りした

ところであります。その後、お二人の当選者と

お会いさせていただきましたが、他の方々とも

今後、機会を見つけて意見交換を十分させてい

ただきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 やはり直接電話があると、直
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接知事からのお祝いの言葉を受けると、本人

も、ありがたいと、よし、やる気が出るぞと、

知事と一緒にやろうという気持ちになったん

じゃないかと、私はこう思ったので、あえて質

問をさせていただきました。

それでは次に、今般の選挙の結果を受けて、

私は、今後の宮崎県の県勢発展を進めていくた

めには、東国原知事が、本県が抱える課題を国

にしっかりと訴えていく体制をつくることが大

事であると、このように考えております。その

ためには、本県の代表として国政に直接携わる

県選出国会議員の力を最大限に利用することが

極めて重要だと考えております。さらに、私

は、県政が抱えるさまざまな課題に的確に対処

していくためには、自民党や民主党といった党

派にこだわることなく、さらに、県選出のすべ

ての国会議員が一丸となって、あらゆる場で宮

崎の実情を訴え、知事とともに行動していくべ

きだと考えておるところであります。したがっ

て、県選出国会議員全員が集まる場を年に何度

か設けて、県政の重要課題などについて意見を

交わして、国会議員全員が情報を共有して、知

事とより密接に連携する体制をつくるべきだ

と、私はこのように考えるわけであります。そ

こで知事にお伺いしますが、知事は、就任以

来、県選出国会議員全員と県政全般の諸課題に

ついての意見交換といったものは何回ぐらい開

催されたのか、過去２年半の間に何回されたの

か、お伺いをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 就任してからという

ことで申しますと、昨年と一昨年の２回開催し

ているところであります。この一年につきまし

ては、いつ選挙があるかよくわからない状況で

ございましたので、今年度につきましては開催

しておりません。

○徳重忠夫議員 ２回ということであります。

年に１回しかやっていないと。それではなかな

か意が伝わらない。知事の意思が伝わらないと

私は思います。やはり年に何回かそういう会を

持たれていいんじゃないですか。知事はしょっ

ちゅう東京にも出ていかれます。時間をつくれ

ないという理由はないと、このように思ってお

ります。ぜひひとつ時間をつくって─昼食会

でもいいじゃないですか、あるいは朝食会でも

いいじゃないですか。帰ってこられる日もわ

かっておるわけでありますので、ぜひひとつそ

ういった方向で、そういう場をつくっていただ

きたいと思います。

それと、これは先ほど井上議員からも質問が

あったことでございます。国民の神聖なる審判

によりスタートした民主党政権であります。９

月11日、マスコミのインタビューに、国の補正

予算の一部執行停止が実行された場合には、

「法的根拠はどう整理するのか。訴訟も当然視

野に入れる」と述べておられますが、まだ具体

的に示されていない政策案件に対して、国会で

の議論もされていないものに対して、法的根拠

を示せというのはいかがなものかと思います。

知事の発言は、知事個人の発言ではないと、こ

のように思っております。宮崎県民全体の発言

といっても過言ではないと、私はこのように考

えております。今後において、言葉には十分配

慮をいただいて、注意を払っていただきますよ

うに、この際、強く要望を申し上げておきたい

と、このように思います。要望でございます。

それでは次に、福祉保健部長にお伺いをいた

します。先ほど知事から、後期高齢者医療制度

についての御答弁をいただきましたが、これに

関連してお答えいただきたいと思います。後期

高齢者医療制度が廃止になった場合、運営主体
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である後期高齢者医療広域連合は今後どうなっ

ていくのだろうかと、大変心配をいたしており

ます。福祉保健部長にお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今後の高齢者

に係る医療制度がどのようになるのか明らかで

ない現段階では、広域連合がどうなるのか不明

であります。しかしながら、後期高齢者医療制

度に係る法律が改正・施行され、新しい制度が

開始になるまでは、現在の制度が継続すること

となります。県としましては、県及び市町村に

どのような役割や負担が生じるのか、十分な情

報提供を行い、市町村及び県民の皆様に混乱が

生じないよう、適切に対応してまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ混乱の起こらないように

十分注視していただきたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねをしていきた

いと思います。放課後児童クラブについてお尋

ねをいたします。

近年、少子化や核家族化が進行し、子供や子

育て家庭を取り巻く環境が大きく変化し、家庭

や地域社会における子育て力などの低下が問題

となっております。このような中、小学校の放

課後に、異なる年齢の子供同士が遊んだり交流

したりする機会が少なくなってきました。ま

た、子供を巻き込む犯罪や事件の増加により、

子供が安心して過ごせる場所の確保が困難に

なってきたこと、さらに、就労や社会参加を希

望する女性が増加する中、子育てと仕事の両立

を支援する環境づくりをより一層進める必要が

あることなど、小学校に入学して間もない低学

年の子供や子育て家庭にとって、放課後に子供

たちが安全な場所で安心して過ごすことができ

る場の確保が望まれております。そのため、共

稼ぎ家庭など留守家庭の小学３年までの子供を

対象にしておりますが、適切な遊び場や、家庭

にかわって安心感のある安定した生活の場を提

供する放課後児童健全育成事業、いわゆる放課

後児童クラブが県内各市町村で展開されている

わけであります。本県でも、昨年末現在209カ所

が整備されているようでありますが、県では、

この放課後児童クラブの設置促進を進める一方

で、本年から、利用者から利用料を徴収するよ

う指導しているようであります。私は、放課後

児童クラブの利用者から利用料を取るのは納得

がいかないのであります。子ども手当よりは、

この部分の補助のほうが重要であると思うわけ

であります。そこで、まず、放課後児童クラブ

の利用料徴収について、なぜ徴収する必要があ

るのか、あわせて各市町村の状況と九州各県の

状況はどうなっているのか、福祉保健部長にお

尋ねをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブは、児童に適切な遊びや生活の場を提供

し、その健全育成を図るものでありますが、本

来、制度の枠組みとして受益者からの負担が求

められております。また、近年、待機児童への

対応や開設時間の延長、さらには指導員の質の

向上など、運営体制の充実が必要となっており

ます。このようなことから、保護者からの利用

料を徴収することにより、クラブの設置促進を

図るとともに、安全・安心なサービスが提供で

きるよう、市町村に対し助言指導を行っている

ところであります。

次に、県内の市町村の状況についてでありま

すが、現在、事業を実施しております県内21市

町のうち、宮崎市を含め17市町が利用料を徴収

しております。また、九州各県におきまして

は、佐賀県、長崎県、熊本県及び沖縄県で、す

べての市町村において徴収されているようであ
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ります。なお、その他の県においては、特に把

握していないとのことであります。以上でござ

います。

○徳重忠夫議員 利用料はある程度取らざるを

得ないということでございます。よく考えてみ

ますと、放課後児童クラブといっても４時間ぐ

らいおるわけであります。おやつ代を取るぐら

いは当然だとも考えられます。その中でも21市

町の中で４市町は取っていないという事実もあ

るようでございます。そのことについては理解

をいたしました。

次に、県は、放課後児童クラブの適正な運営

のために利用料の徴収が必要としております

が、一方では、国庫補助の対象となる運営費補

助について、宮崎県は、国の補助基準額より低

く基準額を設定しているようであります。補助

金の内容はほとんど人件費であります。これを

国の基準どおりにしていただかなければ、さら

に、先ほど充実した運営がとおっしゃいました

が、とてもできないのであります。そこで、お

尋ねをいたします。この放課後児童クラブに対

する補助基準額について、なぜ国の基準よりも

低くしているのか。同額にする考えはないの

か、部長にお答えをいただきたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブにつきましては、平成15年度には116カ所で

あったものが、20年度には209カ所と大幅にふえ

てきており、今後もさらに増加するものと予想

されます。このような中、県としましては、厳

しい財政状況にありますが、補助対象となるク

ラブのすべてに対する支援を行っていきたいと

の考えから、18年度より基準額を調整している

ものであります。

○徳重忠夫議員 前の部長のマニフェスト

に、20年度は215カ所という目標を立てていらっ

しゃった。それで209カ所になっているわけで

す。21年度は230カ所の予定ではないかと思いま

す。それを多くなったから分ける、削減すると

いうのは、私は納得できません。人件費が要る

わけです。人件費が要るわけですから、それを

削減するということは、国はちゃんと払うと

言っているわけですから、それは納得できない

のであります。

そしてまた、これから申し上げることは大事

なことだと思っておりますので、聞いていただ

きたいと思います。県内にあっては、ほとんど

の中小企業を初め、土曜日を休みとする事業所

は少ない状況にあります。また、夏休みや春休

みも、子供たちには安全に遊ぶ場所すらない状

況であります。国が認めている放課後児童クラ

ブの補助金には、基本額とは別に、土曜日に開

設する場合の加算や、夏休みの長期休暇時に長

時間開設する場合の加算もちゃんと明記されて

おります。そして補助金も出されております。

現在県は行っているのかどうか、お尋ねをいた

します。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブが土曜日などに開設し、年間の開設日数

が250日を超える場合、超える日数については補

助の加算対象とはしておりませんが、夏休み等

に長時間開設する場合につきましては、国基準

額より低い額ではありますが、加算対象として

おります。

○徳重忠夫議員 部長の今の答弁は全く理解で

きません。と申しますのも、土曜日の加算は一

切していないとおっしゃっている。あるいは春

休み、夏休みもずっと子供たちが来るんです。

それも30％以上の減額でしか払っておりませ

ん。それも国が基準をちゃんと定めておりま

す。土曜日もちゃんと定めてあるんです。土曜
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日１日１万3,000円。大体40日ぐらいですよ、土

曜日があるのは。そうすると52～53万というお

金なんです。これぐらいは出していいじゃない

ですか。土曜日に子供たちが来ないんだったら

いいんですよ。必ず来るんです。春休み、夏休

みもほとんど来るんです。夏休み、春休みは加

算してあるんです。しかし、土曜日を一切加算

しないというのは、これはただで働けと。それ

は余りにも酷な話。そして、安全・安心、放課

後児童クラブの目的を達していないと思いま

す。どう思いますか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 放課後児童ク

ラブは、児童の健全育成を図るとともに、仕事

と子育ての両立支援の役割も担っていることか

ら、子育て支援対策としまして大変重要な事業

であると認識しております。このため、厳しい

財政状況の中ではありますが、補助対象となる

クラブのすべてに対して支援を行っていきたい

という考えから、補助基準額の調整等を行って

いるものであります。

○徳重忠夫議員 調整をされたらいいんでしょ

うか。安全・安心が保てるんですか。ちゃんと

日当を払っていただかなければ、働いてくれる

人はいないんです。安心・安全ということが第

一義だと考えますときに、これをやるべきです

よ。実は、宮崎市は全額払っているじゃないで

すか。鹿児島県も熊本県も全額、国の基準どお

り払っているんですよ。それをなぜ宮崎県は払

えないんですか。それは納得できないのであり

ます。いかがでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 厳しい財政状

況の中、クラブのすべてに対して支援してまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じますが、今後に向けて、市町村や運営

主体など関係者の意見も聞きながら、より効果

的な事業の仕組みを研究してまいりたいと存じ

ます。

○徳重忠夫議員 少なくとも土曜日加算ぐらい

は考えていただかなければ、安全・安心は守れ

ません。事故が起こったとき責任はどうするの

かということや、いろんなことがございます。

ちゃんと職員を配置していかなければ、安全は

守れないということもありますので、ぜひひと

つ前向きに御検討いただきますように、お願い

を申し上げておきたいと思います。

それでは次に、農業問題についてお尋ねをし

ていきたいと思います。

農業を取り巻く情勢が厳しさを増しておる

中、本県においても、高齢化の進行や担い手の

減少が進んでおります。耕作放棄地の増加など

新たな問題も出てきております。本県には、約

７万ヘクタールの耕地面積のうち、畑地が約５

割、約３万2,000ヘクタールということで、温暖

な冬季の気候を生かしながら畑作物による農地

のフル活用は、今後の本県の農業にとって非常

に重要ではないでしょうか。このような中、本

県において畑作農業の生産振興を加速させるた

め、必要不可欠な水の供給を行う畑地かんがい

事業が進められ、既に綾川、一ツ瀬川、大淀川

左岸・右岸の４カ所で整備が完了しており、本

県における畑作物の生産拡大が大いに期待され

ます。こうした状況の中で、都城市に設置され

ている県総合農業試験場畑作園芸支場の果たす

役割は極めて重要であり、畑地かんがい用水を

利用して農業所得を増大していける作物の研究

を積極的に進めるべきではないでしょうか。そ

こで、これまでの畑作園芸支場において、畑地

かんがい用水を活用した作物の研究をどのよう

に行ってきたのか、また、どのような作物をつ

くれば農家所得の増大が期待されるのか、農政
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水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お答えいたし

ます。

県の畑作園芸支場におきましては、畑地かん

がい用水を活用した露地野菜や花卉等の栽培技

術の改善、農業機械等を活用した省力化、軽作

業システムの確立を重点的な研究目標に掲げま

して、研究を進めてまいりました。これらの研

究成果も活用しながら、畑地かんがい整備で先

行しております綾川地区や一ツ瀬川地区では、

ピーマン、キュウリ等の施設野菜はもとより、

大根、ジュース用ニンジンといった露地野菜な

どへの作物転換により、水を利用した収益性の

高い営農が展開されております。さらに今後

は、所得の増大が期待できる作物としまして、

近年、国産需要が急速に伸びておりますホウレ

ンソウ、キャベツなどの加工用・業務用野菜を

ターゲットにした産地づくりを強力に推進して

まいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。畑

作が非常に多い、耕地面積の半分あるというこ

とを考えると、これは真剣に考えていかなきゃ

ならない問題だと、このように考えます。答弁

にあったように、現在の農業者の技術や装備を

もってやっていくならば、生産拡大を図ること

は十分可能であります。そこで、農家所得の向

上を図るために、試験場や普及センターが一体

となって振興する畑作物の栽培技術等を普及し

ていくことが最も重要であると考えておりま

す。そのことについての部長の考えをお伺いし

ておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 新品目や新た

な栽培技術等の研究成果につきましては、試験

場と普及センターが一体となって、速やかに生

産現場への普及を進め、技術の早期定着化を図

りながら、新たな産地づくりに貢献していくこ

とが極めて重要でございます。このため、試験

研究と普及が車の両輪となりまして、生産現場

における課題や研究開発ニーズなどの情報の共

有化を行い、新たな試験研究課題の設定や研究

成果の現地実証試験等により、県内各地域の実

情に合った園芸作物等の生産振興に努めている

ところであります。今後ますます多様化する消

費者ニーズや、需要が伸びる加工用・業務用野

菜の動向等を踏まえながら、収益性の高い作物

への転換や、高品質・安定収量を実現する生産

技術の確立・普及に取り組んでまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 農政水産部長には最後の質問

になろうかと思いますが、お答えいただきたい

と思います。農家の所得確保は、生産物をいか

に安定的に出荷できるかにかかっております。

そのためにも、畑地かんがい用水の活用は必要

不可欠であると考えます。しかしながら、広大

な面積で大量の野菜が生産された場合、その販

売先を確保しておく必要があります。販売ルー

トの構築が不可欠であります。最近は、中食、

外食など消費者の食のスタイルの変化に伴いま

して、野菜の消費に占める加工・業務用野菜の

割合が全体の55％と言われており、増加してお

ります。私の地元でも、冷凍野菜の加工で全国

的に展開している農業生産法人もあります。そ

こで、このような安定した販売ルートを確保す

るためには、冷凍野菜向けなど、加工・業務用

野菜を中心とした契約栽培等を進める必要があ

ると考えますが、農政水産部長の見解を最後に

伺っておきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘にござ

いましたとおり、加工用・業務用野菜につきま

しては、契約栽培等によります安定的な販売ル
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ートを確保していくことが大変重要であると

思っております。このため、県といたしまして

は、農業団体、農業生産法人等が連携した定時

・定量・定質といった安定的な生産供給体制の

整備に加えまして、大消費地での商談会、実需

者と協力した商品開発といった販売活動等の取

り組みに対し支援を行っているところでありま

す。今後とも、関係機関・団体と協力しなが

ら、実需者ニーズに即した契約取引を積極的に

進め、農家所得の増大を図ってまいりたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 最後と申しましたが、もう一

つありました。今回の衆議院選挙で民主党が政

権与党となりました。民主党は、新たな戸別所

得補償制度を実施するとお聞きいたしておりま

す。その詳細については、いまだ明らかになっ

ておりませんが、米、麦、大豆といった主要農

産物が対象になっておるわけであります。一

方、野菜・果樹は現段階では対象外とされてい

るようですが、将来、果樹・野菜経営において

も生産費割れをするようなことになれば、制度

の対象としていくと言っているようでありま

す。しかし、新たな所得補償制度をまつまでも

なく、本県農業の発展のためには、今こそ先見

の明をもって、県内耕地面積の約半分を占める

畑作農業による産地づくりをしっかりとやって

おかなけりゃいけないのではないでしょうか。

そこで、今後の本県畑作農業における畑作園芸

支場の役割は何か、また、どのように畑作農業

の振興を図っていかれるおつもりか、部長にお

答えをいただきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 畑作農業は、

少雨・干ばつなどの天候不順で生産が不安定で

あります。また、１戸当たりの経営面積が広

く、重量野菜が多いといったことから、経営の

安定化と労働負担の軽減等が試験研究に今、強

く求められてございます。したがいまして、畑

作園芸支場では、引き続き、畑地かんがい用水

を有効活用した収量・品質向上のための栽培技

術を初め、加工用・業務用に適した品種の選定

や、省力化・大規模化に対応できる機械化技術

体系の確立に向けた研究開発を強化してまいり

たいと考えております。さらに、今後の畑作振

興につきましては、これら畑作園芸支場の研究

成果を、今後、整備が進む畑地かんがい地区等

で十分活用しながら、加工用・業務用の需要拡

大にも的確に対応できる産地の育成に積極的に

取り組み、安定的で生産性の高い畑作農業の確

立を目指してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ頑張っていただきますよ

うにお願いを申し上げておきたいと思います。

続いて、県土整備部長にお尋ねをしてまいり

たいと思います。

都城志布志道路についてお尋ねをいたしま

す。このことについては何回も質問をいたして

おりますが、状況も変わってまいります。その

都度また質問も続けさせていただきたいと思い

ます。

本県の道路網の整備は、他県に比べますと、

高速道路もそうでありますが、大変おくれてい

ると言わざるを得ないと考えております。民主

党政権になって、今後の本県の道路整備はどう

なっていくのか、大変心配をいたしておりま

す。中でも都城志布志道路につきましては、西

諸、北諸、都城地域の発展に欠くことのできな

い最も重要な道路でありますが、高速道路と同

様に、予算確保などの問題もありまして、現在

整備が進められている都城志布志道路の整備が

おくれるのではないかと懸念をいたしておりま

す。また、同路線の鹿児島県境までの約５キロ
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メートル区間については、いまだ計画区間のま

まであると、これは御案内のとおりでありま

す。整備区間にも入っておりません。民主党の

政策集インデックス2009によりますと、事業化

に当たりましては、費用便益分析（ＢバイＣ）

を厳格に実施するとされていることもありまし

て、このままでは整備に着手できないのではな

いかと大変心配しております。そこで、都城志

布志道路の進捗状況と費用便益分析（Ｂバイ

Ｃ）上はどうなのかということであります。今

後の取り組みも含めて、県土整備部長にお答え

いただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 都城志布志道

路の整備の進捗状況等についてでございます。

都城志布志道路の都城インターチェンジから五

十町インターチェンジ間の約13キロメートルに

つきましては、国土交通省において、国道10号

のバイパスとして平成12年度から整備に取り組

まれております。このうち、平塚インターチェ

ンジから五十町インターチェンジ間の約1.9キロ

メートルにつきましては、早期供用に向けて現

在、鋭意施工中と聞いております。一方、五十

町インターチェンジから梅北インターチェンジ

間の約３キロメートルにつきましては、県の施

行により、平成13年度から整備に取り組んでお

りまして、平成22年度の完成供用を目標といた

しております。残る鹿児島県境までの議員御指

摘の約５キロメートル、この区間につきまして

は、そのうち、梅北インターチェンジから飯野

松山都城線までの約2.5キロメートルにつきまし

ては、費用便益分析結果が3.9と出ております。

国の事業採択基準の１以上を十分満たしている

ことから、平成22年度に新規採択されるよう、

国に強く要望をしているところであります。都

城志布志道路は、南九州の物流を担う重要な道

路でありますことから、今後とも早期完成に向

け取り組んでまいりたいと存じます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。費用

便益分析（ＢバイＣ）の結果、3.9という数字を

今初めて私は知ったわけであります。大変うれ

しく思っております。これだけ費用対効果とい

うのがあるということです。知事、3.9もあるん

ですね。１以下は考えるというような民主党の

考え方でありますが、3.9もあるんです。ぜひひ

とつ自信を持って、この志布志道路の早期完成

に向けて積極的に動いていただきたい、要望し

ていただきたいとお願いをしておきたいと思い

ます。

続いて、入札制度についてお伺いをしていき

ます。

入札制度についてでございますが、御案内の

とおり、建設投資の減少や経済の急激な悪化等

に伴いまして、建設業は青息吐息であります。

さらに追い打ちをかけるように、民主政権で

は、大幅に公共事業の削減がなされるのではな

いかと懸念されるところでありまして、公約に

も掲げられております。公共事業に依存してい

る地方経済はますます疲弊していく一方ではな

いかと心配をいたしております。また、本県に

おいて、官製談合を契機といたしまして、急激

な入札制度改革が実施されたわけであります。

県政を揺るがした大事件であり、改革はやむを

得なかったとしても、結果として、建設業者を

より一層窮地に追い詰めているのではないかと

考えております。このような状況を踏まえて、

県の入札制度について考え方を伺っておきたい

と思います。まず初めに、入札制度改革が行わ

れた平成19年度から現在までの建設業許可業者

数の動向及び倒産件数はどのようになっている

のか、県土整備部長にお伺いをいたします。
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○県土整備部長（山田康夫君） まず、本県に

おける建設業の許可業者数につきましては、本

年３月31日現在で5,256業者となっております。

これを２年前の平成19年３月31日時点と比べま

すと、269業者、約4.9％の減となっておりま

す。これは全国の状況と同様に減少傾向にござ

います。また、民間機関の調査による負債総

額1,000万円以上の県内建設業の倒産件数につき

ましては、平成19年度は52件、平成20年度は57

件となっております。

○徳重忠夫議員 本県において、建設業者の廃

業・倒産がふえたのも、指名競争入札を廃止

し、一般競争入札を拡大したことがその要因の

一つではないかと、当然考えられるわけであり

ます。全国的に見れば、まだまだ指名競争入札

を実施している都道府県が多いのではないかと

思われますが、建設工事における、全国と九州

各県の一般競争入札や指名競争入札の実施状況

をお知らせいただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本年７月現在

の国土交通省の調査によりますと、47都道府県

のうち、本県を含め13の団体が、予定価格が250

万円を超える工事を一般競争入札で行っており

まして、適用する予定価格は異なりますが、34

の団体が指名競争入札も実施をしております。

また、九州各県の状況につきましては、本県と

佐賀県を除く６県が指名競争入札も実施をして

おります。なお、全国的な傾向を申し上げます

と、平成18年の12月に全国知事会が、「都道府

県の公共調達改革に関する指針」を取りまとめ

ておりまして、一般競争入札の拡大と指名競争

入札の原則廃止を示しておりますが、この指針

の策定以降、250万円を超える工事を原則一般競

争入札とした団体が12増加をしております。ま

た、1,000万円以上の工事で一般競争入札を実施

しておりますのは31団体であり、指針の策定以

降、試行を含めまして新たに28の団体が実施を

するなど、近年、一般競争入札が全国的に拡大

をしているところであります。

○徳重忠夫議員 ただいま答弁をいただいたと

ころでありますけれども、その中で、部長が

おっしゃいました、34自治体でまだ指名競争入

札を行っているとの答弁でした。つまり、７割

以上の都道府県がまだ指名競争入札を行ってい

るということであります。やはり地域の状況、

各県状況によって違うと、このように思ってお

るところであります。九州では本県と佐賀県の

みが指名競争入札を行っていないということで

ございます。ただ、佐賀県を考えてみますと、

福岡県、熊本県に隣接しているということも

あって、建設業者にとっては民間投資も期待で

きる状況、環境にあると、私はこう考えており

ます。我が宮崎県は、建設業者が公共事業に依

存する割合が非常に高い地域であると、私はこ

う考えております。都道府県における指名競争

入札の実施状況や、中山間地域の雇用の受け皿

でもある建設業の重要性を踏まえて、本県にお

いて、一部でも指名競争入札を実施すべきでは

ないかと思いますが、再度お答えをいただきた

いと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県におきま

しては、談合事件により失われた県民の県政に

対する信頼を回復するために、一般競争入札の

拡大など、より公正・透明で競争性の高い入札

・契約制度の確立に取り組んでまいりました。

また、改革と並行しまして、制度を検証し、幅

広く意見を伺いながら、予定価格の事後公表

や、地元の業者が受注しやすい本県独自の地域

企業育成型総合評価落札方式の創設、最低制限

価格の引き上げなど、必要な見直しを随時行っ
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てきたところであります。御質問の指名競争入

札につきましては、入札参加者数が限定される

ことによる競争性の問題や、業者選定に恣意性

の余地が残りますことから、今後とも、一般競

争入札の枠組みの中で、制度の検証と見直しを

継続し、技術力や地域貢献度が高く、地域に根

差した建設業者が受注しやすい環境の整備に引

き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 御答弁をいただきましたが、

まだまだ納得できないことばかりであります。

建設工事における最低制限価格についてもお尋

ねをしたいと思います。宮崎県のああいう談合

事件は、業者の談合というより、知事、執行部

がみずからやった。そのことが県内業者をこの

ように追い詰めていると。このことについても

やはり反省もしていただきたい、このように思

うところであります。建設工事における最低制

限価格についてお尋ねしますが、本年４月に経

済・雇用緊急対策が出てまいりました。予定価

格をおおむね85～90％に引き上げられたところ

でありますが、一般競争入札の導入による競争

性の高まりにより、依然として落札価格は最低

制限価格付近に集中している状況にあります。

建設投資が大幅に減少し、増加が見込まれない

状況の中で、地域雇用の受け皿でもある県内の

建設業の経営改善を図るために、最低制限価格

を思い切って90％～95％に引き上げる考えはな

いか、部長にお答えをいただきたいと思いま

す。一般競争入札が行われる前の段階では、大

体95％から97％～98％までの落札価格であった

と私は記憶しているわけでありまして、少なく

とも90％～95％は保たなければ維持費を求める

ことはできないと、よく言われております。少

なくとも90％～95％に引き上げるような考えは

ないか、お尋ねをいたしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

につきましては、公共工事における経済・雇用

緊急対策として、建設業の健全な発展や工事の

品質確保を図る観点から、本年の４月に予定価

格のおおむね85％～90％に引き上げたところで

ありまして、これは全国的にも高い水準となっ

ておりますことから、再度の引き上げは難しい

ものと考えております。

○徳重忠夫議員 難しいといったら難しいんで

す。前はできたんですね。95％から97％～98％

までいった経緯があるわけですから、できない

ことはない、やればできると私は信じておりま

す。ひとつ検討を十分していただきますように

お願いをしておきたいと思います。

最後に、総合評価落札方式についてお伺いを

したいと思います。地域の建設業者は、地元雇

用の受け皿でもあります。災害時の緊急的な対

応や日常的な道路パトロールなど、地域に極め

て大きな貢献をしております。このような地域

を支える建設業者の健全な育成を図るために

は、公共工事の入札において地元企業の受注機

会の確保を図る仕組みが重要であると考えま

す。そこで、総合評価落札方式の中で、地域の

企業を高く評価する地域企業育成型の適用範囲

を、現在の予定価格3,000万円未満から5,000万

円未満へ引き上げる考えはないか、再度、県土

整備部長にお尋ねをしておきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 地域企業育成

型の総合評価落札方式につきましては、小規模

工事を念頭に、技術力や地域貢献度の高い地元

の建設業者が受注しやすいよう配慮した、本県

独自の方式でございます。昨年度は、適用範囲

を予定価格2,000万円未満の土木一式工事として

おりましたけれども、今年度は、これを3,000万
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円未満に引き上げたところであります。さらに

８月からは、予定価格3,000万円未満の建築一式

工事についても適用を拡大したところでありま

す。地域企業育成型は、本店所在地を市町村単

位で評価をし、手持ち工事件数を制限するな

ど、比較的小規模な企業を念頭に置いた制度で

ございます。御質問にありました適用範囲のさ

らなる拡大につきましては、上位ランクの企業

への適用の妥当性、及び他の総合評価落札方式

とのすみ分けなどの課題がございますので、今

後、幅広く意見を伺いながら検討させていただ

きたいと思っております。

○徳重忠夫議員 建設業者は、毎年50社から60

社ぐらいの倒産状況であります。よく考えます

と、５人従業員を抱えておれば250人、そして家

族まで入れたら大変な数が生活をされている状

況。これが廃業・失業となったら大変でござい

ます。そのことも考えなければ、誘致企業だけ

を考えるようではいけない。やはり、現在一生

懸命頑張っていただいている建設業も一つの大

きな企業だと理解をしていただいて、ぜひとも

そういった業者の声を真摯に受けとめて聞いて

ほしい。幹部だけの話を聞いて決められるので

はなくて、末端の業者、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、それ

ぞれの意見をしっかり吸い上げて、今後の建設

・土木行政に反映をさせていただきたいとお願

いしておきたいと思います。

続いて、教育長にお伺いをしてまいりたいと

思います。スポレクみやざき2009について、幾

つか教育長にお尋ねをいたします。

来月10月17日から20日にかけて、「皆来んね

笑顔まんかい 神話の国で」をスローガン

に、第22回全国スポーツ・レクリエーション

祭、スポレクみやざき2009が開催されます。こ

の祭典は、毎年都道府県持ち回りで開催され

る、だれもが気軽にスポーツやレクリエーショ

ン活動を楽しむことができる、国内最大規模の

生涯スポーツの祭典であります。県内８市７町

で24種目が開催され、県内外から約２万人の参

加が見込まれると聞いております。このような

たくさんの参加が見込まれる本祭典は、平成13

年度の日本スポーツマスターズ以来の大きなイ

ベントであり、国内外にスポーツランドみやざ

きを初め、本県の魅力を十分に発信できる大き

なチャンスであると考えております。この祭典

は、本年度だけで県費で３億6,000万円、種目別

大会を開催する市町でも相応の予算負担がある

と聞いております。これだけの経費をかけた祭

典であります。多くの県外客の宿泊・観光等も

予想され、それ相応の経済効果も期待できると

ころであります。そこで、スポレクみやざ

き2009の目的と効果について、教育長にお伺い

をしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国スポーツ・レク

リエーション祭は、勝敗のみを競うのではな

く、個々の体力や年齢に応じて、スポーツ・レ

クリエーション活動を楽しみながら交流の輪を

広げることを大きな目的としております。この

祭典の開催によりまして、県民の皆様が気軽に

スポーツに親しむことのできる、いわゆるスポ

ーツの生活化の促進や、競技団体の組織力の向

上、あるいはそれぞれの競技種目が地域のシン

ボルスポーツとして定着することを期待してい

るところであります。また、経済波及効果につ

きましては、選手・役員だけでも、韓国選手

が200名おりますけれども、この200名を含め

約9,000人の来県予定がありまして、宿泊、弁

当、お土産、レンタカー利用など、かなりの個

人消費が期待されることから、今のところ、お

およそでありますが、16億円と試算をしている
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ところであります。さらに、開会式や特別行事

などを通じまして、県内各地域の観光資源や食

文化、あるいは自然豊かなスポーツランドみや

ざきの魅力を全国に向けて情報発信できますこ

とから、今後の観光客誘致などの効果も期待し

ているところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 大変な経済効果もあるようで

ございます。ぜひこれが成功するようにお祈り

を申し上げたいと思います。祭典まであと１カ

月となりました。県実行委員会を初め、各会場

地でも万全の体制で取り組まれていると思いま

すが、現時点で開催に向けて解決すべき課題が

あるのかどうか、お伺いをしておきたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） スポレクみやざ

き2009の開催については、昨年５月に県実行委

員会を設立いたしまして、それぞれの競技開催

地や関係機関の協力を得まして、魅力ある祭典

の検討や輸送交通対策、県内外に向けての祭典

周知など、鋭意準備を進めてきたところであり

ます。おかげをもちまして、選手・役員で県外

から約9,000人、県内から約１万人の参加が見込

まれております。現時点における課題といたし

ましては、開会式の行われる県総合運動公園周

辺の混雑が予想されますことから、関係警察署

に協力を依頼するとともに、一般観覧者に対し

まして、公共交通機関の利用をお願いすること

にいたしております。また、新型インフルエン

ザの対応につきましては、文部科学省を初め、

県関係部局と鋭意協議を行い、競技会場等にお

ける感染防止対策を講じるとともに、各都道府

県を通じまして、選手の皆様への感染予防のた

めの周知を行うことにいたしております。県教

育委員会といたしましては、スポレクみやざ

き2009の成功に向けて、それぞれの競技開催地

を初め、関係機関・団体とも連携を密にしなが

ら、今後とも万全の体制で臨んでまいりたいと

思います。以上です。

○徳重忠夫議員 大勢の皆さんが県外からお越

しになられます。よい機会であります。県を挙

げておもてなしの心で接するとともに、祭典期

間中に宮崎県の魅力を十分知っていただき、で

きれば、祭典終了後、宮崎に滞在していただく

とか、観光地めぐりをしてもらうとか、リピー

ターになって再度宮崎に来ていただくなど、仕

掛ける必要があると考えます。そこで、県外か

らの参加者に宮崎の魅力を知っていただくため

にどのような対応を考えておられるのか、伺っ

ておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） スポレクみやざ

き2009には、先ほどお答えいたしましたとお

り、県外から多くの皆様が参加されますことか

ら、本県の魅力をＰＲできる絶好の機会である

と考えております。このため、県総合運動公園

で開催される特別行事におきまして、県内各地

域の特産品や観光地をアピールするとともに、

県内８市７町の競技開催地で行われます歓迎レ

セプションや地域住民の方々との交流行事の中

で、商工会議所や観光協会などの御協力によ

り、地元の海の幸、山の幸の提供を行うなど、

地域の魅力をＰＲすることにいたしておりま

す。県教育委員会といたしましては、それぞれ

の競技開催地とも連携しながら、多くの皆様方

に県内各地の情報発信を行いますとともに、県

民と参加者の交流の輪が広がり、にぎわいのあ

る祭典となるよう取り組んでまいります。以上

です。

○徳重忠夫議員 続いて、教育問題についてお

尋ねをしていきたいと思います。

先月下旬、文科省が、今年で３回目の実施と
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なる今年度の全国学力・学習状況調査結果につ

いて公表しております。この結果を見ますと、

本県においてはこれまで３年間、全国の状況と

照らして、おおむね良好という順調な結果を示

しているところでございます。地道な取り組み

を重ねてこられた成果であるととらえておると

ころでございます。あわせて、児童生徒の日ご

ろの努力や、保護者や地域の方々の協力・支援

があってのことと考えておるところでありま

す。そこで、教育長に３点ほどお伺いしたいと

思います。この調査自体の目的や意義につい

て、教育長としてどのようにとらえておられる

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の目的でありますが、国及び各教育委員

会、学校等が、それぞれの立場において、児童

生徒の学力や学習の状況を把握・分析すること

により、施策や指導の成果と課題を検証し、そ

の改善を図ることであるととらえております。

したがいまして、調査結果から明らかとなりま

した課題を解決するために、施策や児童生徒へ

の指導方法を見直したり、基本的な生活習慣な

どの改善を図ったりしながら、最終的には一人

一人の児童生徒にしっかりとした学力を定着さ

せていくことに意義があると考えております。

以上です。

○徳重忠夫議員 続いてお尋ねしますが、本調

査におけるこれまで３回の本県の結果につい

て、どのように評価をしているのか、もう一度

お尋ねをしてみたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査における本県の子供たちの学力の状況につ

きましては、小学校では、「知識」に関する問

題は正答率が３年連続で全国平均を上回ってお

りますが、「活用」に関する問題については課

題が見られますので、今後一層の改善を図って

いく必要があると考えております。中学校で

は、３年連続ですべての教科で全国平均を上

回っており、おおむね良好な状況であるととら

えております。また、子供たちの学習状況につ

いても申し上げますと、一例でありますが、家

庭で授業の復習をしたり、毎日、朝早く起きて

朝食を食べたり、近所の人にみずからあいさつ

をしたりするなど、望ましい生活習慣に関する

項目につきまして肯定的に回答している子供の

割合が、全国的にも非常に高い状況にありま

す。これらの調査結果につきましては、本県の

子供たちの努力はもとより、市町村教育委員会

や各学校の先生方の指導、保護者や地域の方々

の御協力、そして御支援のたまものであるとい

うふうに考えております。以上です。

○徳重忠夫議員 続いて、スポーツ振興につい

てお尋ねをしてみたいと思います。

スポーツ振興についてでございますが、今年

に入りまして、本県の高校スポーツ界は、各競

技種目ですばらしい活躍をしてくれました。３

月の全国高等学校選抜大会においては、都城工

業高校の男子バレー部が、本県初となる全国制

覇を果たしてくれました。大変な快挙でありま

す。また、今年８月の全国高校野球選手権大会

では、都城商業高校の野球部が、本県勢として

は８年ぶりとなるベスト８を勝ち取ってくれま

した。これらの大会での選手の皆さんの頑張り

は、子供から大人まで多くの県民に大きな元気

と夢を与えてくれました。地元で応援していた

私といたしましても、この上ない喜び、うれし

い限りでありました。選手の皆さんや監督さ

ん、そして関係者の皆さんの御努力に頭の下が

る思いであります。スポーツは多くの人たちに

感動や勇気を与えてくれます。私が思います
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に、強豪チームが集まる全国大会などで活躍す

るためには、それぞれの学校等の対応だけでは

限界があります。県を挙げての組織的かつ効率

的な取り組み支援が必要であると考えます。こ

のことは、各種の競技力を競う日本最大のスポ

ーツの祭典であります国民体育大会での本県選

手の活躍についても言えることであります。そ

こで、教育長にお聞きします。国民体育大会等

の全国大会で、本県選手にもっと活躍してもら

いたいと思いますが、特に高校生の競技力向上

を図るための教育委員会としての取り組みにつ

いて伺っておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、「競技力強化推進校」の指定制度を設け、

全国大会等で活躍が期待できる高等学校22校20

競技42の部に対して、強化活動への支援を行い

ますとともに、優秀選手を獲得するために、高

校入試においてスポーツ推薦制度を導入してお

ります。また、中学校においても、「競技力向

上推進校」の指定制度を設け、県中学校秋季体

育大会で優勝しました22校18競技30の部に対し

て、活動の支援等を行っております。このよう

な、これまでの取り組みもあり、平成20年

度、21年度の全国高等学校総合体育大会では、

これまでにない数多くの入賞者を出すなど、一

定の成果があらわれております。さらに、国民

体育大会におきましても、高校生の活躍により

まして、平成19年度、20年度、２年連続で天皇

杯順位30位台を確保しているところでありま

す。なお、議員の地元の都城商業高校あるいは

都城工業高校についても、活躍は御案内のとお

りであります。県教育委員会といたしまして

は、宮崎県の子供たちが国民体育大会などの全

国規模の大会で活躍し、県民に感動と元気を与

えられるように、今後とも、県体育協会や競技

団体等の関係機関との連携を図りながら、推進

校指定制度の充実など、各種の施策を効果的か

つ継続的に推進してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○徳重忠夫議員 それでは次に、病院局長にお

尋ねをしていきたいと思います。県立病院の経

営問題についてであります。

先般、平成20年度県立病院事業会計決算（見

込み）が公表されました。新聞報道等によりま

すと、病院事業全体の収支は８億6,800万円余の

赤字ということであります。病院局では、平

成18年度に中期経営計画を策定され、その後、

経営改善に取り組んだ結果、平成17年度は約31

億円あった赤字が、18年度は約17億円、平成19

年度は約６億7,000万円の赤字にまで改善してお

られます。しかし、平成20年度は、中期経営計

画の目標は達成したものの、赤字幅そのものが

広がったということであります。私は、県民の

医療に対する安心を確保する上で、県立病院の

経営安定は欠かせないものだと考えております

ので、経営が悪化している状況を大変心配して

いるところであります。そこで、平成20年度の

収支悪化の要因をどう分析し、今後どのような

経営方針で臨もうとしておられるのか、病院局

長にお尋ねをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対応

や、延岡病院における診療報酬の包括請求方式

であります、いわゆるＤＰＣへの円滑な移行等

を図ることにより、収益の確保を図る一方、医

療器械や薬剤等の共同購入、材料費の節減等、

徹底した経費削減に取り組んだ結果、３年連続

で中期経営計画の目標を達成することができた

ところであります。しかしながら、地域との連

携により医療機関のすみ分けが進んだことや、
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いわゆるコンビニ受診の自粛、さらには、一部

診療科の医師不足等により患者数が減少したた

め、残念ながら、議員御指摘のとおり、前年度

よりも赤字幅が広がる結果となったところであ

ります。今後は、これまでの取り組みを一層徹

底いたしますとともに、最重要課題である医師

の確保に努め、県立病院本来の役割である高度

医療の提供と民間医療機関からの紹介等による

重篤患者の受け入れを進めていくことによりま

して、収益の向上を図り、経営改善に努めてま

いりたいというふうに考えております。

○徳重忠夫議員 医師の確保についても質問し

たかったわけでありますが、時間の都合で割愛

をさせていただきたいと思います。

次に、病院局では、平成17年６月に策定しま

した「宮崎県立病院の今後のあり方」に基づ

き、平成23年度を目途に、県立病院が将来にわ

たり医療を提供するにふさわしい経営形態を選

択するため、今年７月に経営形態検討委員会を

立ち上げられました。さらに、それぞれの県立

病院の置かれている状況が異なることから、各

病院ごとに個別に検討する分科会も立ち上げら

れたところであります。本県における県立病院

は、言うまでもなく県民医療になくてはならな

い存在であり、将来にわたって高度で良質な医

療を提供していくことが非常に重要であり、今

回の検討の必要性はよく理解できます。この検

討のスケジュールでは、年内に検討委員会で一

定の方向を出した後、今年度中に県としての一

定の結論を出されると聞いております。しかし

ながら、現在の県立病院を取り巻く状況を考え

ますと、医師確保を最優先の課題として取り組

むべきであり、経営形態の見直しはその後に十

分時間をかけて検討するべきではないかと考え

ます。そこで、病院局長にお尋ねします。県立

病院の経営形態の見直しについては、「今後の

あり方」に基づき、平成23年度を目途に選択す

るとされていますが、現在のように医師確保の

めどすら立っていない状況の中で、なぜ今、県

立病院の経営形態の検討を行わなきゃならない

のか、また、全国の状況についてもあわせてお

伺いをしておきたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 総務省が平成19

年に示しました「公立病院改革ガイドライン」

に基づき、公立病院は、おおむね平成25年度ま

での間に経営形態の見直しを行うこととされて

おります。しかしながら、本県におきまして

は、医療資源に乏しいことや、県立病院の地域

医療に果たす役割の大きさ等から、将来にわた

り持続的・安定的な医療の提供を行っていくた

めには、一刻も早く病院経営の体制整備を図る

必要があるとの観点に立ちまして、平成17年度

に「宮崎県立病院の今後のあり方」を策定し、

その第一歩として、平成18年度に地方公営企業

法の規定の全部を適用したところでございま

す。今回の検討も、この「今後のあり方」に示

されたスケジュールに基づき、地域医療におけ

る県立病院の果たす適切な役割を明らかにした

上で、良質な医療の提供を持続できるものとす

るために、経営の効率化を追求するものであり

ます。

次に、全国の状況でありますが、総務省によ

りますと、平成20年度末現在で、地方公営企業

法の全部適用については、導入済み及び予定し

ている病院が378、以下、地方独立行政法人化に

ついては45病院、指定管理者制度については64

病院でありまして、民間譲渡については、新た

に12病院が予定していると伺っているところで

あります。

○徳重忠夫議員 病院経営は非常に厳しい状況
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でありますが、ひとつ慎重に進めていただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。

最後に、総務部長にお伺いをいたします。自

動車税についてということでお願いをいたしま

す。

自動車の継続検査、いわゆる車検の際に添付

が義務づけられている自動車税納税証明書につ

いてであります。期限内に納付した場合に限っ

て、納税通知書に添付している納税証明書に領

収印の捺印を受けることとなっておりまして、

車検時の証明書として利用できることになって

おります。それ以外は県税・総務事務所で証明

書の交付を受けなきゃならないという形になっ

ています。このため、納期を１日過ぎただけで

も、車検を受ける際に、納税者本人か車検を代

行する業者が、忙しい合間を縫って、わざわざ

県税・総務事務所に出向かなけりゃならないの

であります。一方、鹿児島県では、当初の納税

通知書だけでなく、督促状や催告書の納付書に

も納税証明の欄を設けておりまして、延滞金を

含めて全額を納付すれば、金融機関で領収印を

押してもらって証明書として利用できておりま

す。改めて県税事務所に出向く手間が要らない

のであります。特に県境に接した地域では、隣

県との取り扱いが異なることでさまざまな不都

合が生じているところであります。県民の利便

性を高めるとともに、県税の窓口業務を省力化

するためにも、鹿児島県と同様な取り扱いはで

きないのか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 自動車税納税証明

書につきましては、特に納期内納付の促進を図

るという観点から、本県におきましては、御指

摘のように、納期内納付に限り、納税通知書の

領収印をもって納税証明書として使用をしてい

るところでございます。また、この納税証明書

の交付に当たりましては、県税窓口での混雑等

を緩和するために、宮崎、都城、延岡の各県税

・総務事務所に自動発行機を設置いたしまし

て、さらには、郵便による取り扱いを行うなど

の利便性の向上にも努めているところでござい

ます。御指摘のございました鹿児島県のよう

に、期限後の納付についても、納付書を納税証

明書とする取り扱いを行うということになりま

すと、延滞金の正確な算出をも証するという意

味で、金融機関へ新たな事務負担等をお願いす

るということもございますし、また、事務的に

は、納付書への証明欄の追加あるいは電算プロ

グラムの改修に相当な費用がかかるということ

もございまして、現状では、現在の取り扱いを

変更するということは難しいと考えておりま

す。

○徳重忠夫議員 大変厳しい内容であります

が、九州８県で、５県はそのままでいいんで

す。領収書だけでいいんです。そのことを考え

ますと、宮崎県は、鹿児島県、熊本県、大分県

に囲まれているんです。隣接するところはみん

な困っていらっしゃるんです。そのことをぜひ

考えていただきたいと思いますし、業者の手間

を少しでも省いてやるのが温かい優しい県行政

ではないか、私はそう思うんです。やはりそう

いう気持ちも大事にしていただきたいというこ

とを強く要望して、私の質問のすべてを終わら

せていただきます。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時21分散会
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16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い、順次一般質問を行います。知事を初めとし

て、関係各部長、警察本部長には、答弁をよろ

しくお願いいたします。

初めに、自主財源の確保に関してであります

が、これについては、一昨年３月の地方自治法

の一部改正により、幾つかの特定された場合

に、行政財産をその用途または目的を妨げない

限度において貸し付けることができるように

なったことを受け、昨年の６月議会において、

行政財産の活用についてただしたところであり

ます。その後の取り組み状況についてどうなっ

ているか、まずは総務部長にお伺いをいたしま

す。

次に、防災・防犯対策に関して何点か伺いた

いと思います。

１点目は、ＢＣＰの策定に関してでありま

す。ＢＣＰ（Business Continuity Plan）、訳

せば事業継続計画、企業が自然災害などの緊急

事態に遭遇したときに、中核となる事業の継続

あるいは早期復旧を可能にするために、平常時

に行うべき活動や緊急時における事業継続のた

めの方法、手段などを取り決めておく計画のこ

とで、行政の場合は業務継続計画とも呼ばれて

おります。新型インフルエンザに関する報道が

連日のようになされている中、経済産業省のホ

ームページを見てみますと、新型インフルエン

ザに対応したＢＣＰの策定を勧めております

が、県が策定した「新型インフルエンザ対策行

動計画」においても、「社会・経済機能の維

持」の項で、県や市町村、各事業者に対し同計

画を策定するよう勧めております。そこでまず

は、県における業務継続計画、ＢＣＰの作成状

況はどうか、総務部長にお伺いをいたします。

２点目は、火災警報器についてであります。

総務省の消防庁が昨年の８月に発表した「平

成19年における火災の状況（確定値）」により

ますと、住宅火災による死者は放火自殺者等を

除くと1,148人、前年と比べると39人の減少とい

うことで、２年連続で減少はしているもの

の、65歳以上の高齢者はそのうちの684人、59.6

％となっておりまして、前年が58％ですから、

その割合はふえております。今後、高齢化が進

めば、この割合はさらに増加してくるのではな

いかと危惧するところでもあります。住宅用火

災警報器につきましても、昨年の２月議会にお

いて何点か質問をいたしました。そこで、前回

の質問以降、本県における住宅用火災警報器の

設置状況はどうなっているか。あわせて、その

普及啓発には今後どのように取り組んでいくの

か、同じく総務部長に伺いたいと思います。

３点目は、青色回転灯を装備した車両、いわ

ゆる青パトの活用について伺いたいと思いま

す。今月10日の毎日新聞に、宮崎市青島内海地

区の青色防犯パトロール隊発足式の様子が掲載

されておりました。記事によりますと、同地区

では65歳以上の高齢者が約35％を占めており、

隊員17名も多くが高齢で、最年長者は何と81歳

平成21年９月18日(金)
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ということでありました。隊長さんの年齢も77

歳、高齢を物ともせず、防犯ボランティア活動

に立ち向かわれる姿に心から敬意を表したいと

思っております。ここでは、県内の防犯ボラン

ティア団体の活動の現状、青パトの配備・運用

状況について、警察本部長にお伺いをいたしま

す。

次に、農林水産業に関して２点伺いたいと思

います。

１点目は、農作物の野生猿被害対策について

であります。近年、野生猿やイノシシ、シカな

どによる農作物への被害が深刻化してきており

ます。えさを求めて里におり、畑や果樹園にあ

る農作物を食べてしまう。手元にあるデータ、

内容が少々古くて恐縮でございますが、平成18

年の日本の鳥獣被害の総額は196億円に上り、こ

のうちイノシシによる被害が55億円、シカが43

億円、野生猿が16億円だったようであります。

そして、これらのいずれも増加傾向にあると

言っております。本県における野生鳥獣による

農作物被害の現状はどうなっているのか。ま

た、そのうち野生猿による被害はどの程度ある

のか、農政水産部長に伺いたいと思います。

２点目は、マグロはえ縄漁業の国際減船につ

いてであります。この問題は、少々古い話であ

りますが、昨年11月の大西洋まぐろ類保存国際

委員会における大西洋クロマグロ漁獲量の３

割、同年12月の中西部太平洋まぐろ類委員会に

おけるメバチ漁獲量の３割のそれぞれ削減が合

意され、これを受けて、国際漁業再編対策に基

づいて減船が実施されることになったもので

あって、減船の漁業者に対して、救済費交付

金、不要漁船処理費交付金が交付されることに

なったところであります。しかしながら、不要

漁船処理費交付金は処理費用の３分の２相当額

にとどまり、減船を希望はしたものの、非常に

厳しい漁業経営にある所有者が、残りの処理費

用を負担することが難しいという問題が発生し

ています。ここでは、全国及び本県における減

船の実施状況はどうなっているのか、同じく農

政水産部長に伺いたいと思います。

次は、医療問題に関してでありますが、これ

については福祉保健部長に３点伺いたいと思い

ます。

まず、女性特有のがん検診推進事業について

であります。私たち公明党が、がん対策を求め

る署名に取り組むなど強力に推進した結果、今

年度補正予算で措置されたこの事業、対象とな

る年齢は、子宮頸がんが20歳から５歳刻みで40

歳まで、乳がんが40歳から５歳刻みで60歳ま

で、実施主体は市町村であり、準備が整ったと

ころから順次スタートするということになって

おります。この事業に対する県内市町村の取り

組みはどのような状況か伺いたいと思います。

２点目は、はしかワクチンの追加接種に関し

て伺いたいと思います。はしか流行防止に関す

る厚労省の対策推進会議というものが開か

れ、13歳と18歳を対象にしたワクチンの追加接

種率が目標の95％を下回り、13歳が85.1％、18

歳が77.3％だったとの報告がされたという報道

が先般なされておりました。追加接種は一昨

年、はしかが若者を中心に流行し、高校や大学

の休校が続出したのを受けて、小学校入学まで

の接種が１回だった年代を対象にして、免疫力

を高める目的で平成20年度から５年間の時限措

置として実施されるようになったものでありま

す。そして、流行を抑えるには95％以上の接種

率が必要だともされております。そこで、平

成20年度における本県の13歳及び18歳の追加接

種率はどのようになっているか。また、全国と

平成21年９月18日(金)
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比較するとどういう状況なのか。

あわせて、県内における13歳及び18歳の追加

予防接種の接種率が95％を超えている市町村は

どれぐらいあるのか伺いたいと思います。

３点目に、狂犬病予防ワクチンの接種につい

て伺いたいと思います。あさっての20日から26

日までの１週間は、動物愛護週間になっている

ようであります。ことしは制定60周年の節目と

いうことで、動物に対する正しい理解、そして

関心を深めるためのいろんなイベントも各地で

開催されることになっているようであります。

最近は愛好家がふえ、ペット市場の規模も大き

くなっている中で、肝心かなめの飼育方法を知

らない人も見受けられるようであります。これ

らのイベントに参加することによって、動物に

関する知識を少しでも習得してもらえたらと望

むところであります。ところで、これもちょっ

と前の新聞情報ではありますが、いささか気に

なる記事を見つけました。それは、すべての飼

い犬に義務づけられている狂犬病の予防ワクチ

ンの接種率が、かなり低い水準にとどまってい

るというものでありました。そして、推測され

る理由として、マンションなどでの室内飼育が

ふえたと、そして感染の危険性がないと思い込

んでいる飼い主がふえているのではないかとい

うふうにもありました。もしそうであれば、極

めてゆゆしき問題であります。確かに、国内で

は狂犬病は50年以上発生していないということ

になっておりますが、予防ワクチンの接種は法

律に基づいたものであって、すべての飼い犬に

義務づけられているものであります。また、中

国では、年間約3,000人がこの狂犬病に感染して

死亡しているようでありまして、いつ日本に侵

入してもおかしくないというふうに専門家も警

告しております。飼い主には、いま一度認識を

改めてもらうとともに、我々も危機意識を高め

ていく必要があるのではないかと考えます。以

上を踏まえ、本県における接種率はどのような

状況か、また、全国的に見ればどういった状況

か。あわせて、今後、接種率を向上させていく

ために、どのように取り組んでいくのか伺いた

いと思います。

通告していました最後の質問でありますが、

警察本部長に１点だけ伺いたいと思います。

バス専用レーンに関してであります。宮崎市

橘通りでは、朝夕２時間ずつ、交通量の多い時

間帯にバス専用レーンが設定されております。

これは、公共の交通機関である路線バスが、他

の車両からの妨げを受けることなく、すなわち

路線バス以外の車両による違法走行あるいは違

法駐停車によりまして、定時通行に支障を来す

ことがないようにするために設定されているこ

とは認識をしております。しかし、宮崎市内に

おいては、路線バスのみならず、タクシーも高

齢者あるいは障がい者の足となる大事な公共の

交通機関であるというふうに思います。また、

バス専用レーンは、地域によってはその運用が

異なり、路線バス以外にもタクシー、ハイヤー

などの通行が認められているところもあるよう

であります。さらには、市内中心部を流れる大

淀川にかかる新たな２本の橋、天満橋及び赤江

大橋によりまして、交通量にも若干の変化がう

かがえます。以上を踏まえた上で、宮崎市内に

おいても、バス専用レーンへのタクシーの乗り

入れについて検討の余地はないものか伺いたい

と思います。

以上で壇上からの質問を終わります。障がい

者対策についてを含め、後は自席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい
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たします。

まず、行政財産の貸し付けについてでありま

す。庁舎等の行政財産につきましては、平成18

年度の地方自治法の一部改正により、庁舎等の

用途または目的を妨げない範囲におきまして貸

し付けができることとされたところでありま

す。これまで貸し付けについて数件、相談はご

ざいましたが、今のところ貸し付けの事例はご

ざいません。今後とも、貸し付けについて相談

があった場合は、適切に対応してまいりたいと

考えております。

次に、新型インフルエンザに係る業務継続計

画についてであります。県では、インフルエン

ザが蔓延する事態にあっても県民生活の維持に

最低限必要とされる業務を継続するため、各所

属単位に業務継続計画を作成することとしたと

ころであります。これまでに、最も重要となり

ます継続すべき優先業務の選定と、最大４割は

勤務できなくなることを想定いたしました人員

配置については、おおむね整理されているとこ

ろであります。さらに、先日、９月１日の県の

総合対策本部会議では、秋以降の感染拡大に備

えまして、計画のさらなる充実を図るよう改め

て確認したところでありまして、現在、所属ご

とに、職場における感染対策、業務に不可欠な

物資・サービスの調達方法、関係機関との情報

共有や協力体制などについて検討を進めている

ところであります。

最後に、住宅用火災警報器についてでありま

す。この警報器の普及状況につきましては、各

地域で実施された調査の結果をもとに、消防庁

において平成21年３月時点の普及率を推計して

おりますが、それによりますと、本県では26.2

％となっておりまして、全国の41.6％と比べま

すと低い状況となっております。これを消防本

部ごとに見ますと、調査を実施いたしました７

消防本部の中で、普及率が最も高いのは日向市

消防本部の35.1％、最も低いのは西都市消防本

部の16.2％となっております。また、住宅用火

災警報器の普及啓発でございますが、各市町村

において、消防団員による戸別訪問を行うな

ど、主体的に取り組んでいただいているところ

であります。本県では、毎年10名以上の人が建

物火災によりお亡くなりになっているところで

ありまして、住宅用火災警報器の早期普及は、

県民の安心・安全を確保する上で大変有効であ

ると考えておりますので、県におきましても、

新聞やテレビ、ホームページ等による広報啓発

を引き続き行うなど、市町村や消防本部と連携

して、より一層の普及推進に努めてまいりたい

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、女性特有のがん検診推進事業の取り組

み状況についてであります。この事業は、国の

平成21年度補正で予算措置されたもので、一定

の年齢の女性に対し、子宮がん及び乳がん検診

の無料クーポン券と検診手帳を配付することに

より、検診受診率の向上を図ることを目的とし

て実施されるものであります。９月１日現在

で、県内の約３分の１となる９つの市町村で、

無料クーポン券等の配付が行われたところであ

ります。その他の市町村につきましても、補正

予算計上などの事業実施に向けた準備が進めら

れているところであり、ほとんどの市町村

で、10月ごろまでに無料クーポン券等の配付が

完了する見込みであります。

次に、本県の麻疹の接種率についてでありま

す。本県の平成20年度における麻疹の予防接種
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率は、中学１年生に相当する年齢―13歳であ

りますが―を対象とする第３期では、本県

が88.4％で全国平均の85.1％を上回っており、

全国の順位は27位となっております。また、高

校３年生に相当する年齢―18歳でありますが

―を対象とする第４期では、本県が81.4％で

全国平均の77.3％を上回っており、全国の順位

は24位となっております。

また、平成20年度において、予防接種率が95

％を超えている市町村は、第３期では、門川町

など８町村、第４期では、諸塚村、日之影町の

２町村となっております。これらの町村のう

ち、第３期では、門川町、日之影町、西米良

村、諸塚村、椎葉村の５町村において、また、

第４期では諸塚村において、接種率100％を達成

している状況であります。

次に、この予防接種率向上の取り組みについ

てでありますが、県では現在、麻疹予防接種率

の向上を図るため、新聞、テレビ、ラジオを活

用した啓発を行っております。また、教育委員

会や医師会と連携し、学校において接種勧奨を

行うとともに、接種率の調査を実施し、未接種

者に対しては、さらなる接種勧奨を行っている

ところであります。さらに、予防接種の実施主

体である市町村に対しましても、未接種者への

個別通知や電話による接種勧奨を要請しており

ます。また、医師会の協力のもと、麻疹を初め

とする予防接種の広域化を図り、県内どこでも

予防接種を受けられる体制を整えております。

今後とも、市町村、医師会及び教育委員会との

連携を図り、麻疹の予防接種率の向上に努めて

まいります。

次に、狂犬病予防ワクチンの接種率について

であります。厚生労働省の平成19年度の統計で

は、接種率の全国平均が75.6％に対し、本県

は78.3％で、全国17位となっております。御承

知のとおり、狂犬病は一たん発症するとほぼ100

％死に至る疾病であり、公衆衛生上の影響が極

めて大きいことから、狂犬病予防法に基づき、

犬の飼い主には年１回の予防注射が義務づけら

れております。このため、県におきましては、

接種率の向上に向けて、市町村や県獣医師会と

も連携し、飼い主へのはがき等による個別通知

や予防注射の休日実施、動物病院での接種など

に取り組むとともに、マスメディア等を活用

し、接種の必要性について啓発を行っていると

ころであります。今後とも、市町村職員や獣医

師等関係者の知識や予防対策への意識向上を図

るとともに、接種の利便性の確保や県民への啓

発に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、野生鳥獣による農作物の被害について

でございます。本県におけるイノシシ、シカ、

猿などの野生鳥獣による被害状況につきまして

は、平成20年度の市町村報告によりますと、面

積で1,584ヘクタール、金額で１億9,883万円と

なっており、近年、増加傾向にございます。こ

のうち猿による被害につきましては、386ヘクタ

ール4,165万円となっており、主な作目で申し上

げますと、野菜と芋類で97ヘクタール2,009万

円、果樹で68ヘクタール925万円、水稲で146ヘ

クタール429万円となっております。

次に、マグロはえ縄漁業の減船対策について

でございます。国際的なマグロの漁獲規制の強

化を受けまして、国は本年１月、マグロはえ縄

漁船を削減する減船事業の実施を決定いたしま

した。この事業によります減船を希望し、交付

金の支払いの対象となった漁船は、全国で87
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隻、本県では２隻となっております。なお、減

船した漁業者に対しましては、お話にありまし

たように、国からの救済措置として、漁船のス

クラップ処分に伴う損失や乗組員の退職金など

の経費等を補てんするための交付金が支払われ

ることとなっております。以上でございます。

〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県内の防犯ボランティア団体の現状に

ついてでありますが、防犯ボランティア団体

は、そもそも地域住民の皆様方が各地域におけ

る自主防犯活動を行うために結成されているも

のでありまして、その数も年々増加傾向にあり

まして、昨年末現在、把握しておりますところ

では、309団体、約２万人の御参加をいただいて

いるところであります。この防犯ボランティア

団体の取り組みといたしましては、防犯パトロ

ールや防犯広報、子供の登下校時における見守

りなどの活動を活発に行っていただいていると

ころであります。また、青色回転灯装備車両の

運用状況についてでありますが、本県における

青色回転灯装備車両は、平成17年から運用を開

始しておりまして、本年８月末現在で、78団体

において合計388台が運用されております。具体

的に申しますと、防犯ボランティア団体が314

台、県と市町村が66台、防犯協会が８台を活用

して、防犯パトロールを行っておるところであ

ります。警察といたしましては、防犯ボラン

ティアの皆様方の献身的な活動に対して、心か

ら敬意を表するものでありまして、今後も連携

を強化して、官民一体となった地域安全活動を

推進してまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、バス専用レーンについてであります。

バス専用レーンの設置目的は、先ほど議員御指

摘のとおりでございます。バス専用レーンは、

朝夕の交通量の多い時間帯で、路線バス等の正

常な運行に支障を及ぼすおそれのある道路を指

定しておりますが、これを通行できるのは、路

線バス、通学・通園バス、通勤バス、それと二

輪車でありまして、これ以外の一般車両につい

ては通行できないということになっておりま

す。御質問がありましたように、タクシーがバ

ス専用レーンを通行できるようにするために

は、タクシーをバス専用レーン通行の指定車両

とする必要がございます。そういたしますと、

タクシーはバス専用レーンのみしか通行できな

くなりまして、他のレーンを通行できるのは、

追い越しや右折のための進路変更の場合に限ら

れることとなります。また、前を走っているバ

スを追い越す場合に進路変更をしたり、追い越

し後に再度バス専用レーンに戻る場合など、頻

繁な進路変更をすることとなりまして、交通の

危険性が増大するといったような問題がござい

ます。こういったことも踏まえまして、本県に

おけるバスの交通事情から検討いたしました結

果、タクシーがバス専用レーンを通行すること

となれば、バス専用レーン内の混雑が予想され

まして、路線バス等の正常な運行が困難となる

おそれがあることなどから、現状では、タクシ

ーのバス専用レーン通行の指定は困難と考えて

おりますので、御理解をお願いいたしたいと思

います。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただき、あ

りがとうございました。何点か伺っていきたい

と思います。

まず、自主財源の確保についてですが、行政

財産の貸し付けについて、相談はあったが、実

績に結びついたものはないということでありま
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した。貸し付けという言葉のイメージからする

と、どうしても空き部屋あるいは未使用の施

設、こういったものを想像してしまうというこ

とでしょうけれども、最近、他県において、狭

いスペースを貸し付けることによって、増収に

結びつけている事例があるようであります。何

かといえば、施設内に設置してある清涼飲料水

などの自動販売機に着目したものであります。

例えば愛知県ですが、まだこれは試行の段階

だそうですけれども、従来は目的外使用という

ことで、一部の業者に特例で認めてきた県有施

設への自動販売機の設置、これを県庁舎の２台

分の設置スペースについて競争入札による公募

制で貸し付けることにしたところ、３年間分の

契約で2,059万2,000円の価格がついた。それま

で１台当たりの設置料は平均で年間１万2,785円

だったそうなので、約2,000万円以上の増収が見

込まれるということになったようであります。

愛知県の県有施設内には1,020台の自動販売機が

あるそうですけれども、そのうち施設内の食堂

あるいは売店といった一体的に管理がなされて

いるものを除いたものが約560台ほどあるそうで

すが、これを貸し付けということで公募に切り

かえて、来年度から本格的に実施をしていくと

いうふうな情報がありました。

そのほか川崎市でも同様の取り組みをしたと

ころ、これについては台数はちょっとわからな

いんですけれども、それまで年間２万円程度の

目的外使用許可料といったものを取って、総額

で年間約600万円の収入だったところが、昨年の

２月からことしの２月にかけて、４度にわたっ

て一般競争入札を実施した。その結果、収入は

何と年間で１億5,596万円に上って、１億5,000

万円の収入増ということになったそうでありま

す。俗っぽい言い方をすれば、本当においしい

話じゃないかと思います。

そこでまず、知事部局の行政財産における自

動販売機の設置台数、そしてその使用料はどう

なっているのか、総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 知事部局の庁舎等

におきまして設置を許可しております自動販売

機の台数は、約260台でございます。使用料でご

ざいますが、地域により若干異なっておりまし

て、消費税を除いて１台当たり年額6,600円から

１万円ということになっております。

○新見昌安議員 知事部局だけでもこれだけの

台数があるわけであります。そのほかの教育関

係の施設あるいは警察関係施設まで含めると、

相当の台数があるんじゃないかと思います。先

ほど紹介した他県の取り扱いに当てはめてみる

と、すべての台数が対象にならないとしても、

かなりの収益が見込まれるのではないか。これ

はぜひ本県でも、自主財源確保という観点か

ら、同様の取り組みをしてはどうかと思います

けれども、これは知事に見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 厳しい財政状況の中

で、歳入の確保を図る手段の一つとして、県有

財産の利活用を推進する必要があると考えてお

ります。入札による自動販売機の設置につきま

しては、平成18年度の地方自治法の一部改正に

よりまして可能となったところでありますが、

収入の増加を図る上で有効な手段であることか

ら、庁内での設置状況や他県の事例について調

査を行ってきたところであります。自動販売機

については、その設置場所によって利用状況に

差があることや、設置の許可期限が異なってお

りますことから、個別の状況を踏まえながら、

現在、入札の導入方法について検討を進めてい

るところであります。

○新見昌安議員 ありがとうございました。か
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なり前向きな答弁だったというふうに評価をい

たします。しっかり検討して、早目の結論を出

していただければというふうに思います。

次に、防災・防犯対策についてです。

新型インフルエンザの発生・流行時において

も、県としての行政機能を維持し、県民生活に

支障を来すことがないように、職場における感

染対策あるいは継続すべき業務の選定、職員の

勤務体制、こういったものをあらかじめ定めて

おくのがＢＣＰであるというふうに思います

が、これは市町村においても同じじゃないかと

思います。県としては、この策定に向けて、市

町村にはどのような働きかけをしているのか、

総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 市町村の業務継続

計画、ＢＣＰにつきましては、市町村が住民サ

ービスの直接の担い手でございますことから、

県以上にその策定というのは重要であると考え

ております。したがいまして、市町村に対して

は、本年４月の県のインフルエンザ対策本部設

置のときに、本部長名で、国や県の行動計画を

参考にして万全の対策で取り組むよう要請をし

たところでございます。その後も、インフルエ

ンザ発生状況、国の運用方針等に加えまして、

県の対策本部の決定事項について、その都度情

報提供しているところでございまして、市町村

の状況についても随時連絡を受けるなど、相互

に密接な連携を図ってきたところでございま

す。

○新見昌安議員 パンデミックが現実のものに

なるかもしれないという危機意識のもと、しっ

かりと連携を図っていただきたいというふうに

思います。

ところで、ＢＣＰの策定は、行政機関のみな

らず、企業にとっても極めて重要であります。

そもそもこのＢＣＰは、企業などの組織におけ

るリスクマネジメントの一部であります。繰り

返しますけれども、大地震などの災害で被害を

受けても、重要な業務が中断しない、また中断

しても可能な限り短い期間で業務を再開できる

ようにするためのものであります。これができ

なければ、地域経済に大きな影響を及ぼすこと

にもなり、事業の縮小、最悪の場合は廃業にも

追い込まれることになるかもしれません。新型

インフルエンザの大流行もある意味、災害であ

ります。従業員や顧客の命を守り、会社を守る

ためにも、きちんとしたＢＣＰを策定すること

が重要でありますけれども、事業所等に対して

はどのような働きかけをしているのか、同じく

総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 事業所につきまし

ては、お話にございましたように、電力、ガ

ス、通信等のライフライン事業者に対して、本

年４月の県対策本部設置のときに、これは市町

村と同時でございますが、同じく本部長名で、

供給体制や備蓄の状況、流通対策などの確認を

行うとともに、重要業務の着実な継続のための

計画の策定等、万全の体制で取り組むよう要請

したところでございます。その後も、関係部局

を通じて、その都度情報提供をしているところ

でございますが、今後さらに、今議会で予算を

お願いしております「事業者向け業務継続セミ

ナー」を開催いたしまして、その意識向上を

図ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 県内の事業者の皆さんは、現

下の厳しい経済状況の中で、ＢＣＰにお金をか

ける余裕はないというところも多いんじゃない

かと思います。その意味では、先ほど提案の

あった今回のセミナー、意識づけとして大変有

効じゃないかと思います。ぜひとも実効あるも
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のになるよう取り組んでいただきたいというふ

うに要望いたします。

今回、新型インフルエンザの流行に備えての

ＢＣＰ策定に関して伺ったところでありますけ

れども、先ほども述べたように、本来のＢＣＰ

は災害発生を想定して策定するものでありま

す。県は災害発生時に、県民の生命・身体の安

全確保、被災者支援、こういったもののため

に、災害応急業務、復旧業務、こういったもの

をする責務を負っているわけであります。その

ためにも、ＢＣＰの策定は本当に重要であると

考えるんですけれども、全国的に見ても、策定

済みの地方公共団体は少数にとどまっていると

いう調査結果もあります。この業務継続計画、

ＢＣＰの重要性をどのように認識しておられる

のか、知事に伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 業務継続計画は、事

業者が、事業活動の全面中断を回避するため

に、あらかじめ欠かすことのできない業務を選

定し、緊急時に人的・物的資源をその業務に集

中投入するといった一連の対策を計画として取

りまとめるものであります。特に、ライフライ

ン機関や行政等の社会機能の維持にかかわる部

門にあっては、地域住民の生活に密接に関与し

ていることから、計画策定の重要性は極めて高

いものと認識しております。このため、新型イ

ンフルエンザを含め、災害・事故発生時にも対

応できる計画として充実を図る必要があると考

えておりますが、当面は、先ほど総務部長が答

弁しましたように、新型インフルエンザへの対

応を優先して、計画の充実整備に向けて努めて

まいりたいと思っております。

○新見昌安議員 よろしくお願いいたします。

次に、住宅用火災警報器についてであります

けれども、前回、県営住宅の設置状況について

も伺ったところです。その後、どんなぐあいで

すか、計画どおりに進んでいるでしょうか、お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成16年６月

の法改正により、設置が義務づけられました住

宅用火災警報器の県営住宅への設置につきまし

ては、全戸数約9,000戸のうち、既に設置済みま

たは解体予定のものを除く約7,700戸に対して、

平成20年度から22年度までの３年間で設置する

こととしておりましたが、計画を早めまし

て、21年度中には設置を完了することにしてお

ります。

○新見昌安議員 前倒しで取り組んでいただき

まして、ありがとうございます。

県営住宅にお住まいの、聴覚に障がいのある

方、あるいは耳が不自由な高齢者への配慮につ

いてはいかがでしょうか、同じく県土整備部長

に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 消防法では、

火災の発生を警報音等で知らせる警報器の設置

が義務づけられているところでありますが、聴

覚に障がいのある方や、高齢者等で耳が不自由

になられた方の場合には、音と同時に光や振動

を発生する補助装置が有効とされております。

このため県としましては、機種の選定に際し、

光や振動を発生する補助装置との接続が可能な

警報器を、全戸について採用したところであり

ます。

○新見昌安議員 これについても、優しい配慮

をありがとうございます。

防災・防犯対策について最後となりますけれ

ども、防犯ボランティア団体に参加されている

方々が２万人ということで、本当に自分たちの

地域の安全は自分たちで守るという熱い思いが

伝わってくるのではないかと思います。また、
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青パトの台数も388台ということで、これだけの

車が県内を走り回っていれば、犯罪抑止に一定

の効果もあるのではないかというふうに期待を

いたします。青パトを活用した防犯パトロール

の効果、これはどのように認識されておられる

か。また、防犯ボランティア団体に対する顕彰

はどのように行われているのか、警察本部長に

お伺いをいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 青色回転灯装備

車両を活用した防犯パトロールにつきまして

は、視覚的なアピール度、それから機動力等か

ら、防犯効果は非常に大きいとされており、そ

の見守り活動によりまして、犯罪者を寄せつけ

ないといったこととか、地域住民の方に安心感

を与えるといった効果が大変期待できるという

ことで、全国で現在導入をされております。実

際にその活動に対しましては、地域の皆様方か

ら、「子供の登下校時にパトロールをしてくれ

ており、大変安心だ」とか、「顔見知りの人が

活動してくれているので親しみがわく」、そう

いった声が多く寄せられておりまして、地域安

全の推進に大変大きな効果を上げているものと

理解しております。また、防犯ボランティアに

対する顕彰状況でありますけれども、警察にお

きましては、毎年、防犯協会との連名によりま

して、多年にわたり防犯活動に尽力され、ある

いは犯罪の防止に顕著な功労があった団体や個

人の方に対して、表彰を行っております。ちな

みに本年は、合計68の団体と個人の方に表彰を

行っております。今後も、安全で安心なまちづ

くりを推進する観点から、功労のあった団体や

個人の方に対しては、適切に顕彰に努めてまい

りたいと考えております。

○新見昌安議員 ありがとうございました。

続いて、農林水産業の問題について伺いたい

と思います。

先ほどの野生鳥獣による農作物被害に係る答

弁、２億円近くの被害額にも驚いたところです

が、そういった被害が続けば、営農意欲にも影

響を及ぼしてしまうということで、看過できな

い問題じゃないかと思います。対策もいろいろ

講じてこられたと思うんですけれども、イノシ

シやシカといったものは電気さく等で防止でき

る。ただ、猿については、なかなか有効な策が

なかったと言われる中で、モンキードッグと呼

ばれる犬を育成して、農地にやってくる猿を追

い払おうという試みが全国的に広がっているよ

うでありますけれども、本県におけるモンキー

ドッグを活用した野生猿の被害防止への取り組

み状況はどうなっているか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） モンキードッ

グでございますけれども、県では平成19年度か

ら、川南町の果樹園におきまして、猿を追い払

うモンキードッグの実証事業を実施していると

ころでございます。猿の目撃頻度が減少し、被

害が少なくなるなどの一定の効果が確認されて

おります。しかしながら、より効果的に被害を

防止するためには、広域的な取り組みが必要で

あるといったことから、県といたしましては、

モンキードッグの導入支援に加えまして、えさ

場や隠れ家となる耕作放棄地等の刈り払いや、

大規模な被害防止さくの設置など、地域や集落

ぐるみの総合的な取り組みに対しまして、支援

を行っているところであります。

○新見昌安議員 答弁の中では触れられません

でしたけれども、効果がある一方で、専門の訓

練士によるしつけ、あるいは飼い主による毎日

の訓練、こういったものも欠かせないというこ

とで、動物であるがゆえの手間や費用がかかる
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といった問題もあるというふうに聞いておりま

す。いずれにしても、被害防止のための一つの

メニューですので、川南町の実証事業の結果に

ついてもしっかり検証していただいて、一定の

効果が確認できれば、前向きに取り組んでいた

だければというふうに思います。

次に、国際減船についてでありますけれど

も、国は今年度補正予算に盛り込まれた地域活

性化・経済危機対策臨時交付金の活用事例の一

つとして、まぐろはえ縄漁業国際減船対策事業

というものを示しております。これは、減船が

地域経済に与える影響を緩和して、その足腰を

強化するために、スクラップ処分にする場合の

費用算定額の３分の１相当を単独事業として交

付することを実施する場合には、臨時交付金を

充当してもいいというものであります。今回の

減船は国際漁業再編対策の一環ということで、

本来ですと、不要となる漁船の処理費用につい

ては、全額国費で交付するのが筋ではないかと

いうふうに思うんですけれども、ここに至って

もそのような対応がなされていない以上、厳し

い漁業経営の状況に置かれている所有者の漁船

処理費用の負担を軽減してやるためにも、この

臨時交付金を活用すべきじゃないかと考えるわ

けですけれども、農政水産部長の見解を伺いた

いと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お話にござい

ました漁船のスクラップ処分に係る国の交付金

は、処分費用の直接的な補てんではなく、廃船

することによって失われる利益を補償する性格

を有していると考えられますことから、実際の

スクラップ費用を十分賄える金額が交付される

見込みでございますので、県としての追加交付

は難しいと考えております。なお、厳しい状況

に直面しております本県水産業全体の経営改善

を早急に支援するため、今回、国が行う漁業緊

急保証支援対策の対象者に対しまして、県の利

子補給により総額40億円の低利融資を行う漁業

緊急保証対策資金利子補給金を本議会にお願い

しているところであります。この低利融資を通

じた資金融通の円滑化や金利負担の軽減を幅広

く行うことによりまして、漁業経営の安定化が

図られ、地域経済への影響も緩和されるものと

考えております。以上であります。

○新見昌安議員 次に、障がい者対策について

伺います。

障がい者用の駐車場の適正な利用を図る観点

から伺いたいと思います。公共施設やさまざま

な店舗、ホテル、この辺には身障者マークをつ

けた駐車場、現在では至るところで目にするよ

うになっております。この身障者用駐車場は、

身体に障がいのある方が施設を利用しやすくす

るように、出入り口に近いところに設置してあ

るわけですけれども、そのスペースはかなり広

くとっております。これは、歩行が困難なため

に車いすを使用しなければならない方が、車を

乗りおりする際にドアを全開にしなければなら

ないために確保してあるわけですけれども、障

がいのない方がそこに車をとめているために、

障がいのある方がとめられなくなるという話は

よく聞くところであります。

ところで、九州内においては、真に身障者用

駐車場を必要とする人に共通の利用証を交付す

ることで駐車場を利用できる人を明確にする、

いわゆるパーキングパーミット（身障者用駐車

場利用証）制度を導入している県があるようで

あります。佐賀県と長崎県は同じ名称のパーキ

ングパーミット制度、熊本県では内容はほとん

ど同じですけれども、ハートフルパス制度と言

うそうであります。当初は、それぞれの県の利
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用証は、それぞれの県内の協力施設でしか利用

できなかったようですけれども、今月１日に、

３県で利用証の相互利用に関する協定を締結し

たということが、佐賀県のホームページに載っ

ておりました。そこには、調印した後、にこや

かに握手を交わす３人の知事の写真があったわ

けですけれども、これに加えて、鹿児島県が同

様のパーキングパーミット制度を11月から導入

するようであります。宮崎県、何となく置いて

きぼりを食らっている感じがしますけれども、

本当に身障者用駐車場を必要とする方のための

この制度は、宮崎県でも導入すべきじゃないか

と考えます。知事の見解をお願いします。

○知事（東国原英夫君） パーキングパーミッ

ト制度は、身体障がい者用駐車場の不適正利用

を防止し、真に必要な方が駐車場を利用しやす

くすることを目的としております。実施してい

る県では、利用対象者を車いす使用者に加え、

内部障がい者、高齢者、妊産婦などで歩行困難

な方に広げ、利用証を交付しており、これらの

方にとりましてはメリットのある取り組みだと

考えております。しかしながら、利用者の増加

に駐車場整備が追いつかず、最も必要度の高い

車いす使用者が利用しにくくなる、利用証を持

たない障がい者などが利用できないなどの問題

点があるほか、駐車場設置者に新たな負担が生

じるなど、整理すべき課題もあるようでござい

ます。身体障がい者用駐車場の不適正利用は、

基本的にはマナーの問題と認識しております

が、今後、駐車場利用のあり方について、この

制度も含め、障がい者団体や駐車場設置者など

の意見を広く聞いてまいりたいと考えておりま

す。

○新見昌安議員 身障者用駐車場を必要とする

のは、車いすを使われている方はもちろんのこ

とですが、心臓や腎臓、直腸、小腸などに障が

いがある、いわゆる内部障がいの方たちも含ま

れております。内部障がいをあらわすものとし

て、ハート・プラスマークというものがありま

すが、これはまだまだ認知度が低いようであり

ます。要は、これらの活用も含めて、真に身障

者用駐車場を必要とする方たちが楽しく外出で

きるように、優しい目線で対処していただけれ

ばいいなというふうに要望いたします。

次に、医療問題についてですが、まず、女性

特有のがん検診推進事業についてであります。

先ほどの答弁によりますと、県内の状況は、ほ

とんどの市町村で来月ごろまでには無料クーポ

ン券配付が完了する見込みであるということで

ありました。推進に取り組んできた私たちとし

ても、ほっとしているところでありますけれど

も、がんで亡くなる人を減らすためにも、がん

検診の受診率を向上させ、早期に発見すること

が重要であることは、論をまたないところであ

ります。ところで、検診の実施主体は市町村で

すけれども、自分が住んでいる市町村内の医療

機関のみならず、他の市町村でも受診できるよ

うにするなど、県としても対象者が受診しやす

い環境づくりに取り組むべきじゃないかと考え

ますが、そのような観点から、市町村に対して

どのような働きかけをしておられるのか、福祉

保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県としまして

は、休日検診の実施など、女性の方が検診を受

けやすい体制の確保について、市町村に対し要

請するとともに、円滑に事業が実施できるよ

う、市町村への情報提供等を行ってまいりまし

た。また、受診者の増加に対応できるよう、検

診機関への協力を依頼するとともに、検診設備

を持つ医療施設を検診機関として追加登録した
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ところであります。今後も、この事業をきっか

けとして、女性特有のがん検診の受診率向上が

図られるよう、市町村や検診機関等と連携して

取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 今回の事業は、女性特有のが

ん検診の受診率が低いということから、経済危

機対策における未来への投資につながる子育て

支援の一環として、今年度補正予算に措置され

たものであります。ただ、これは今年度限りで

あります。私たち公明党としては、恒久的な制

度にするよう取り組もうとしていたやさきの残

念な下野であります。新政府におかれては、こ

の制度、ぜひとも継続して実施してもらいたい

と強く望むところであります。

ところで、この質問をまとめるために情報収

集をいろいろする中で、広島県が開設している

「広島がんネット」というホームページを見つ

けることができました。このトップページで

は、情報を「がんを知る」「がんの早期発見」

「病院を探す」「がんと向き合う」「広島県の

取り組み」といった５つに分類してありまし

て、例えば「がんの早期発見」では、市や町の

がん検診の実施内容や受診率をまとめておりま

すし、検診受診を勧めております。また、「が

んと向き合う」というコーナーでは、緩和ケア

の説明、相談窓口等を掲載しております。ま

た、胃がんとか大腸がん、そういったものを初

めとして、がんの種別メニューも盛り込んであ

りまして、がん情報を一元的に網羅してある、

なかなかすぐれたものであります。がん対策に

ついては、２年前の９月議会でも知事に多くの

観点から質問をしておりますので、県民に対し

ての一元的ながん情報の提供、本県も積極的に

取り組んでいくべきだと考えますが、知事の見

解を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 「広島がんネット」

は、予防から終末期までに必要となる情報が、

ホームページ上で大変わかりやすくまとめられ

ているようであります。本県におきましては、

平成21年３月から、県庁ホームページ内に、

「みやざきのがん情報」として、宮崎県がん対

策推進計画や相談支援センター等の情報を掲載

するとともに、「がん情報ブログ」を設置し、

市町村のがん検診情報の発信を始めるなど、情

報提供の充実に努めているところであります。

今後、市町村や関係機関及び民間団体と一層連

携し、県民の皆様にとってわかりやすい情報が

一元的に提供できるよう、取り組んでまいりた

いと考えております。

○新見昌安議員 最後に、はしかの13歳と18歳

の予防接種率向上のためにお伺いをしようと

思ったんですが、先ほど聞きましたので結構で

ございます。

以上で終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。自由民主党からは最初

の質問でありますが、さきの総選挙で、自由民

主党、大敗をいたしました。自由を取れば民主

党であります。一昨日、民主党政権がスタート

いたしました。国民に対してどのような政治が

なされるか、不安を持ちながら見詰めていきた

いと思っております。

それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、一般質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢について伺いたいと思

います。

知事が宮崎県知事に就任されて２年半が経過

いたしました。知事はこの２年半の間、厳しい

財政事情の中、入札問題を初め幾つかの課題の
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解決に、東国原流の手法で取り組みを進められ

てまいりました。私たちは、知事の行政経験の

なさを危惧し、芸能人という経歴に県組織の

トップリーダーとしての権限行使、組織の運営

手腕、財源をどう生み出すか、さらに財源をど

う活用していくのか、そしてまた、国との関係

はうまくいくのかなど、真剣に心配をいたした

ところでございます。知事の評価は、その任期

の４年間をもってなされるべきとも考えますの

で、きょうは評価をいたすことは控えますが、

知事の日誌、ブログにも書いてありましたが、

起承転結、この「転」が深い意味を持って拡散

し、思わぬ方向へ転じ、いささか県政への就任

時のひたむきさが薄れてきたのではないかと感

じております。

さて、今、我が国や私たちの宮崎県がどのよ

うな状況にあるか、このことを的確にとらえ、

正確にとらえることが必要であり、重要な時期

にあると思います。周りが次々にやめていく中

で、より高い報酬を目指し転職した介護福祉

士、企業倒産や派遣の契約切れなどでやむなく

職を探さなければならない若者たち、さらにま

た、手塩にかけて育てた農産物の価格の低さ、

そして高齢者医療制度の適用に怒りをあらわに

される高齢者の人々、年金制度を揺るがすずさ

んな社会保険行政、そしてまた、先行きの見え

ない障がい者支援行政、そして11年連続して自

殺者は３万人を超え、宮崎県は自殺率全国第４

位であります。国民、県民にこんな思いをさせ

て本当に申しわけない、政治に携わる者、行政

に携わる公務員は、この思いに駆られなければ

ならないと思うのであります。特に、政治家が

一層この思いを強くしていかなければなりませ

ん。生活格差、労働格差、教育格差が拡大し、

強い者が勝つのは当たり前の論理がまかり通っ

ております。このことが国民から政治に対し課

題として強く今求められ、今回の総選挙の結果

を導き出したと言っても過言ではないと思いま

す。既に日本は、主要国では下から４番目の格

差大国になっていると言われております。中

国、ロシア、アメリカに次ぐ格差大国になるな

ど、ほんの10年前、国民のだれが予想したで

しょうか。

長期にわたり政権を担ってまいりました自由

民主党の地方議員の一人として、自戒の念を込

めて申し上げますが、私たちは、国民生活を守

るセーフティネットを整備することなしに、市

場万能、弱肉強食の政治を推し進めてきた結

果、日本の社会は公正さが失われ、あらゆる分

野で格差が拡大したのではないかと考えており

ます。今こそ、国民、県民一人一人が落ち着い

た生活の営みを守り、安心して将来が見通せる

施策の展開が必要なのではないでしょうか。そ

こで知事にお伺いいたします。県経済の一つの

バロメーターであります県民１人当たり所得

が46位である現状をどう感じているのか、また

今後どう対処していくのかお尋ねいたしたいと

思います。

次に、市町村合併に関する質問をさせていた

だきます。

本年６月16日に、政府の地方制度調査会が、

平成11年から国主導で推進してきた平成の大合

併について、自治体の行財政基盤強化に一定の

成果があり、現行の市町村合併特例法の期限で

ある来年３月末で打ち切るとした答申を取りま

とめ、新聞発表されました。この答申内容によ

りますと、平成11年３月末に3,232あった市町村

が、来年３月23日時点では1,760と、ほぼ半減す

るとのことであります。また、この答申では、

地方分権の受け皿としての行政体制が整備され
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つつあり、財政基盤が強化され、少子化・高齢

化対策などが行われていると一定の評価をして

いる反面、合併により市町村の規模が大きくな

り、住民の声が届きにくくなっている、地域の

伝統・文化の伝承発展が危うくなるなど、合併

による懸念が現実化している地域もあるとのマ

イナス面も指摘されております。

本県におきましては、この平成の大合併によ

り、44市町村が現在28市町村に減少しておりま

す。我が地元清武町も、来年３月23日をもちま

して宮崎市に合併されることになりました。昭

和25年、清武村から清武町になりまして60年、

その歴史がついに終わるのであります。何とな

く寂しい気がいたします。市に吸収された町村

におきましては、５年間は特例区になるとのこ

とでございますが、当然旧役場の職員数は減ら

されるわけでございまして、当然事務量も減る

わけでございます。そうなると、地元業者の事

務量も減り、飲食業関係にも影響が出ることで

しょう。合併した影響で町が廃れるようなこと

があってはならないと思っておるわけでござい

ます。市町村合併支援室をつくり、国と一緒に

なって合併を強力に推進してきた県としまして

は、合併後において、周辺町村が寂れないよう

に、地域の伝統・文化が伝承発展できるよう

に、住民サービスが低下しないように、新市に

対して指導監督する必要があろうと思っており

ます。そこで、総務部長、知事にお伺いをいた

したいと思います。既に平成の大合併で合併し

た本県の市町村におきまして、旧町村で合併の

影響により倒産に追い込まれた業者がいるかい

ないか。また、住民サービスが低下したとか文

化・伝統が守りにくくなっているとかの追跡調

査は行っているかどうか。

また、合併後の市に対して、今後の指導監督

はどのように行うのか、具体的な答弁をお願い

いたしたいと思います。

次に、新規就農者に関してお伺いいたしま

す。

今年６月に九州農政局から発表されました九

州農業白書によりますと、九州では認定農業者

数が2008年12月現在で５万1,188経営体となって

おり、全国の21％を占め、ブロック別では１位

を誇っております。県別には、熊本県が１

万1,309経営体で全国３位、鹿児島県が8,878経

営体で全国５位、宮崎県は8,840経営体で全国６

位でございます。特に鹿児島県と宮崎県が最近

大きくふえているとのことでございまして、こ

れは非常に喜ばしいことだと存じております。

一方、先月13日に農水省が、2008年度の新規就

農者が前年に比べ約２割減少し、６万人にとど

まったと発表されております。新聞報道にあり

ましたように、2008年は肥料や燃料などの生産

資材価格の高騰に加え、消費の低迷で農畜産物

販売価格も低迷し、新規就農者の受け皿となっ

てきた施設野菜や花、茶、畜産経営などの景況

感が悪化したことが、このような結果になった

のでありましょう。

しかしながら、我が国農業の基本である地域

農業を維持発展させていくためには、農業後継

者である自営農業就農者を確保するのが重要な

課題だと思っておるのであります。後継者の就

農率が低下したのは、他産業並みの給与を後継

者に支払うことが困難であることも影響してい

ると思われます。したがいまして、国や県とし

ましては、政策的な手当てを行い、農業後継者

に裏づけのある経営展望や将来性を示す必要が

あるのではないでしょうか。既に宮崎県では、

高鍋町に広大な敷地を有する県立農業大学校を

設立しており、農業後継者育成に取り組まれて



- 183 -

平成21年９月18日(金)

おります。また、７月の新聞で開講式の模様を

拝見いたしましたが、高校卒業者以外にも、み

やざき農業実践塾として、県内外を含めた脱サ

ラ、Ｕターン、Ｉターンなどの方々を対象にし

た新規就農者育成を実施されております。今年

は20名も入塾されたとのことでございます。そ

こで、農政水産部長にお伺いいたします。本県

における新規就農者数及び農業大学校卒業生の

就農率は過去５年間でどのように推移している

のか。

また、低迷を続けているのであれば、就農率

を上げるために、どのような施策を講じられる

のか、お答え願いたいと思います。

次に、企業の農業参入及び農地制度改正関連

問題についてお伺いいたします。

国では、農業従事者の６割を65歳以上が占め

ており、耕作放棄地が農地全体の約６％となっ

ている現状を踏まえ、効果的及び効率的な農地

の利用を目指すため、本年６月17日に農地法の

改正法案を可決成立いたしました。改正の最大

ポイントは、農地の利用権を原則自由にすると

いうことであります。改正前は、所有・利用と

も農業者あるいは農業生産法人に限られていた

のでありますが、改正後は、利用について、一

般企業やＪＡ、ＮＰＯ法人にも認めるというこ

とであります。当然、外国資本でも賃貸契約で

きるのであります。ただし、企業が借地する場

合には、役員１人以上が常時農作業に従事する

ことや、農業委員会の許可に当たっては、市町

村が関与するなどの要件が付加されておりま

す。

今年６月発表されました九州農業白書でも、

近年、農外からの企業参入が九州では増加して

おりまして、2009年３月現在で、43法人が126ヘ

クタールで農業を経営しているとのことであり

ます。耕作放棄地拡大に歯どめをかけ、食料自

給率の向上を目指すためには、今回の法改正

は、平成の農政改革前進に向けた第一歩である

と受けとめているところであります。既に大手

企業が農業参入している地元では、「雇用拡大

で地域農業全体が活気づく」という意見もある

一方、「もうからなければ撤退し、農地が荒

廃、逆に利益が出れば農地を買いあさり、規模

拡大を目指す地元の担い手と競合するのでは」

といった声もあるようでございます。そこで、

農政水産部長にお伺いいたします。本県におけ

る企業の農業参入の実態はどうなっているの

か。

また、法改正に伴い、賃貸での企業参入を認

めるかどうかの判断や、適正な利用がなされな

い場合の許可の取り消しなど、今後、市町村農

業委員会の業務が複雑・多岐にわたることが予

想されますが、改正農地法の施行に当たって、

どのように市町村の農業委員会の指導監督を行

われるのか、お答えください。

次に、食農教育問題に関してお伺いいたしま

す。

食農教育に関しましては、平成17年に食育基

本法が制定され、国としては、食料自給率の向

上、農山漁村活性化などを目指して、農林漁業

体験活動の促進、学校給食における地産地消の

推進などに取り組んでいるところでございま

す。食及び農は、その国の重要な産業であると

ともに文化であります。その意味から、子供の

うちから食の大切さを教え、健全な食生活の実

現を図るとともに、都市と農山漁村の交流を深

め、地域社会の活性化、豊かな食生活の継承を

図ることで、最終的には食料自給率を向上させ

るというこの食育推進運動は、極めて意義深い

ものだと思っております。
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さらに、国では平成20年度から、農山漁村で

の長期宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交

流プロジェクト」を進めており、２万3,000の小

学校の約120万人が１週間の民泊を体験するとの

ことであります。また、全国各地の小中学校で

農業・農村体験を実施しているところがふえ、

高校生の農業体験型修学旅行もあるそうで、い

ずれも生徒には好評のようであります。農業・

農村の教育的機能も高いとの調査結果もあるそ

うでございます。

これは８月の農業新聞に載っていた記事であ

りますが、高知農業高校では、「孫600人の援農

隊」と名づけ、600人の生徒を市内の高齢農家に

派遣する校外実習事業を今年から始めたそうで

あります。暑い中、稲刈りの作業を手伝ったそ

うでありますが、高齢で農繁期の労働力が不足

している農家を援助するとともに、高齢者から

の知恵を受け継ごうということがねらいだそう

であります。この制度を県内でもぜひ導入して

ほしいものであります。そこで、農政水産部長

及び教育長にお伺いいたします。県におきまし

ても、平成18年度から22年度までの食育推進計

画を作成しておられますが、具体的な施策及び

現在までの進捗状況はどうなっているのか、農

政水産部長にお尋ねいたします。

また、本県におきまして、高知農業高校が取

り組んでいるような校外実習事業は取り組めな

いものか、教育長にお伺いいたしたいと思いま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕お答えいたし

ます。

県民所得についてであります。１人当たり県

民所得は、雇用者報酬、企業所得、財産所得の

合計を県の総人口で除したものでありまして、

必ずしも個人や家計の所得水準を示すものでは

ありませんが、御質問にありましたように、平

成18年度の本県の全国順位は46位となっており

ます。なお、その主な要因は、人口に比較して

企業所得が少ないことが考えられます。豊かさ

や暮らしやすさをあらわすものとしては、物価

や住環境、自然など、さまざまな要素があり、

県民所得だけが唯一の指標であるとは考えてお

りません。しかしながら、県民所得が地域経済

の水準を総合的に示すものであることは事実で

ありまして、本格的な少子高齢・人口減少社会

を迎える中で、県民生活の一層の充実を図るた

めには、県民所得の向上に向けた取り組みも大

変重要であると認識しております。このため、

基幹産業である農業の活性化や太陽光発電の拠

点づくりといった本県の強みや地域特性を生か

した新たな分野の産業集積など、県民の所得の

向上につながる施策を展開してまいりたいと考

えております。

続きまして、合併後の新市町への対応につい

てであります。県におきましては、合併後の速

やかな一体性の確立と均衡ある発展が図られる

よう、合併市町を総合的に支援しているところ

であります。具体的には、市町村合併支援交付

金や国の支援策の活用等による支援を行います

とともに、合併後の事業計画であります市町村

建設計画や合併市町村基本計画に位置づけられ

ました県事業の優先採択、重点投資等に努めて

いるところであります。合併市町に対しまして

は、今後とも、合併後の新たなまちづくりを積

極的に支援してまいりますとともに、適切な助

言に努めてまいりたいと考えております。な

お、新宮崎市におかれましては、これらの支援

・助言に加え、合併特例区の設置や総合支所の
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効果的な活用などにより、住民サービスが低下

しないよう、また、地域の文化・伝統が継承発

展できるよう、十分御検討の上、取り組まれて

いかれるものと考えております。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

市町村合併の影響についてでございます。御

指摘の課題等につきましては、個々具体的な事

例としては聞いておりませんけれども、地域に

勤務する職員数の減少あるいは行政改革等によ

る住民サービスの見直しを、合併のマイナス面

としてとらえられるケースもあるというふうに

聞いております。また、建設投資の大幅な減少

や最近の急激な景気の悪化等によりまして、建

設産業等が厳しい状況にあるということは認識

しておりますが、合併の影響を直接受けた事例

について把握することは難しいと考えておりま

す。県におきましては、合併市町の訪問あるい

は担当者会議の開催等によりまして、合併に係

る諸課題等について意見交換を行っているとこ

ろでございますが、今後とも、合併市町と連携

しながら、合併後の効果や課題の把握に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、本県における新規就農の状況について

でございます。本県における過去５年間の新規

就農者につきましては、最も多い年で平成18年

の243名、最も少ない年で平成19年の190名とい

うことで、おおむね200名前後の水準で推移して

おりまして、ここ５年間で合計で1,120名となっ

ております。また、農業大学校卒業生の就農率

は、卒業後直ちに就農する者と研修後に就農す

る者を合わせますと、最も高い年で平成18年度

の65％、最も低い年で平成16年度の49％と、全

国平均の38％を上回る60％近い就農率で推移し

ております。

次に、就農率を上げるための取り組みについ

てでございます。農業大学校につきましては、

昨年度、今後の基本的な方向を整理しまして、

「たくましい実践力を備え、即戦力となる農業

者の育成」を基本方針として掲げたところでご

ざいます。この中で、就農率を上げるための主

な取り組みとしましては、学生の希望する資格

取得や就農準備に向けたきめ細かな指導助言を

行う就農コーディネート担当を配置しますとと

もに、大規模経営の担い手や農業法人が求める

人材を育成するため、アグリビジネス学科を来

年度から新設するなど、就農に向けた支援体制

の充実強化やカリキュラム・学科の再編を行う

こととしております。今後とも、確実に就農へ

とつなぐ仕組みを構築し、即戦力となる農業者

の育成に努めてまいりたいと存じます。

次に、企業の農業参入についてでございま

す。本県におきましては、御指摘のございまし

た九州農業白書にございます農地リース方式で

の参入の例はございませんけれども、地場企業

を中心に本年１月現在で58法人が参入してお

り、業種別では建設業からの参入が、また作目

別では野菜の経営が最も多くなっております。

地域の雇用の受け皿として農業の果たす役割が

注目され、全国的にも資本力・経営力のある企

業の農業参入が進んでおりますが、こうした取

り組みがしっかりと地域に根差して、本県農業

や農業者を活性化させる視点で進めることが大

切でございます。県といたしましては、既存の

農業法人やＪＡ等と連携し、地域における調和

や発展が図られる形での参入となりますよう

に、積極的に支援を行ってまいりたいと考えて
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おります。

次に、市町村農業委員会への指導についてで

あります。今般の農地制度の見直しにおきまし

ては、優良農地を確保し、その有効利用を図る

ための新たな措置としまして、農業に参入した

企業が農地を適正に利用していない場合の許可

の取り消しや、農地の利用状況調査の実施、農

地の相続が行われる場合の届け出の受理など、

農地利用に関する監視業務が追加され、農業委

員会の果たす役割がより重要になったところで

あります。県といたしましては、これらの新た

な業務がすべての農業委員会において確実かつ

円滑に実施されるよう、きめ細かな指導助言や

研修を行いますとともに、増加する業務の軽減

を図るための農地情報システムの導入・活用な

どを積極的に支援してまいりたいと考えており

ます。

最後に、食育の推進についてであります。県

では、「宮崎県食育推進計画」に基づきまし

て、関係部局が連携しながら食育の推進を図っ

ております。具体的には、例えば農政水産部に

おきましては、食と農の身近な関係づくりを図

る観点から、学校給食における地場産物の利用

促進や子供たちが一連の農作業を体験する教育

ファームの設置などの、家庭・学校・地域等に

おける食育への取り組みを支援してきたところ

であります。計画の進捗状況でありますが、学

校給食における地場産物の利用割合や農業体験

者数が増加するなど一定の成果が見られる一方

で、市町村における食育推進計画の策定が十分

に進んでいないなどの課題も残されているとこ

ろであります。このため、今後とも、食育の意

義について県民に対する理解促進に努め、県民

運動として自発的な活動が展開されるよう、計

画の推進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

農業高校における校外実習への取り組みにつ

いてであります。県内の農業高校におきまして

は、本県の基幹産業であります農業の担い手を

育成するために、栽培や飼育、加工、流通、販

売までの一連の学習を通じて、生徒に基礎的・

基本的な知識や技術を習得させますとともに、

農業に対する理解を深めさせているところであ

ります。この過程におきまして、経営面も含め

先進的な技術を持つ農家や農業生産法人等の御

協力をいただきながら、実践的で実体験を伴う

校外学習を積極的に取り入れてきております。

さらに、学校によりましては、地域に根差した

さまざまな農業関連の取り組み、例えば棚田保

存会による農作業体験や里山づくり、地域食文

化の継承などに生徒を参加させることで、地域

で長年培われてきました、いわゆる農村文化に

触れる体験を与えているところであります。御

紹介にありましたような「孫600人の援農隊」、

大変ネーミングもすばらしいと思いますけれど

も、このような高知県を初め他県の取り組みも

参考にしながら、今後とも、地域や農業関係団

体等との連携のもと、校外学習をさらに進める

ことによりまして、本県農業・農村の将来を支

えるたくましい人材の育成を図ってまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 民主党のマニフェストについ

て、知事にお伺いいたしたいと思います。

財源のはっきりしていない子ども手当月額２

万6,000円を、知事としてどのように思っておら

れるのか、お伺いをしておきたいと思います。

次に、高速道路の無料化についてもですが、

どのようにお考えになっているのかお伺いした
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いと思います。これにつきましては、運送業界

に言わせますと、高速道路が一般道路化になり

ますと、混雑が予想され、宮崎の農産物が関東

・阪神方面の市場に時間どおりに着かないとい

うような心配もあるようでございますから、お

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 子ども手当につきま

しては、子育ての経済的負担の軽減につながる

ものとして期待を持たれている方も多くおられ

るようでありますが、その一方で、多額の財源

を要することや所得制限を設けないことなどか

ら、一部で疑問の声が上がっているのも事実で

あります。財源や支給方法など詳細につきまし

ては、現段階では明らかになっておりません

が、今後、国会等において、予算化に向けた議

論が始まることとなりますので、県といたしま

しては、国の動向を注視してまいりたいと考え

ております。

次に、高速道路の無料化についてでありま

す。民主党はマニフェストで高速道路の無料化

を掲げておりますが、その具体的な内容はまだ

不明確でありまして、特に本県の東九州自動車

道門川―西都間のような現在建設が進められて

いる区間については、今後どのように進められ

ていくのか、大変憂慮しているところでありま

す。また、高速道路の無料化は、これまでその

利用者の通行料金によって成り立っている高速

道路の制度を、広く一般から徴収される税金で

賄うこととする施策の大きな転換であること

や、流通コストの削減、観光客の増加などによ

る経済効果がどの程度あるのか、一方で鉄道や

海上輸送などの運輸産業への影響、環境への影

響などがどの程度あるのかといったさまざまな

点において、慎重に議論されるべきものと考え

ております。

○河野安幸議員 次に、教育長にお伺いをいた

したいと思いますが、公立高校授業料の実質無

償化が行われた場合に、県費支出は伴わないの

か。

そしてまた、この制度をどのように教育長と

してお考えなのか、お伺いいたしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、県費支出に関

してでありましたけれども、民主党のマニフェ

ストによりますと、「公立高校生のいる世帯に

対し、授業料相当額を助成し、実質的に授業料

を無料とする」とされております。この制度の

創設及び創設された場合の財源や仕組みにつき

ましては、今後、議論がなされていくものと存

じますので、現在の段階で確定的なことを申し

上げられる状況にはありませんけれども、創設

をされる場合には、実質的な県費負担が生じな

いよう期待したいと存じております。

それから、どのように考えるかということで

ありますけれども、県教育委員会における取り

組みといたしましては、県立高等学校等在学生

のうち経済的に困難な家庭に対しましては、現

在、授業料減免制度で対応しているところであ

ります。公立高校授業料無償化の詳細につきま

しては、先ほど申し上げましたとおり、明らか

にはなっておりませんけれども、民主党のマニ

フェストによりますと、家庭の状況にかかわら

ず、高校生が安心して勉学に打ち込める社会を

つくるという政策意図のもとに、同党のマニ

フェストに盛り込まれたものというふうに認識

をいたしております。以上です。

○河野安幸議員 次に、県土整備部長にお伺い

をいたしたいと思います。高速道路が無料化に

なれば、今、供用の高速道路の維持管理費はど

こが負担するのか、お伺いいたしたいと思いま
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す。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在、高速道

路の有料区間における維持管理費は、高速道路

株式会社の料金収入により賄われております

が、民主党のマニフェストでは、高速道路の無

料化を実施するための具体的な内容はまだ不明

確でありまして、無料化後の高速道路の維持管

理費をどこが負担するかについては示されてお

りません。県としましては、県の負担がどうな

るかなども含め、今後の動向を十分注視してま

いりたいと存じます。

○河野安幸議員 マニフェストについては終わ

りますが、再度、県土整備部長にお伺いいたし

たいと思います。国道269号線清武町正手交差点

は、依然、渋滞が激しくなるばかりでありま

す。通行者の半分は、正手交差点、いわゆる高

岡郡司分線、清武停車場線の交差点でございま

すが、役場方面へ左折する車が半分おるわけで

ございまして、コカ・コーラの跡地が空き地の

うちに専用の左折帯の設置をできないものか、

これは要望として町も上げておるようでござい

ますが、部長の考えをお聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 国道269号正手

交差点付近につきましては、昨年７月の加納バ

イパスが開通して以降、交通量が増加しており

ます。特に朝夕の通勤時には、宮崎方面から田

野・清武方面に向かう車両により混雑をしてお

ります。この交差点の交通解析をしましたとこ

ろ、田野町方面への直進車と清武町役場方面へ

の左折車の混在による影響がやはり大きいと判

断されます。したがいまして、御質問の左折車

線の設置について、検討してまいりたいと考え

ております。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

次に、清武町船引川の改修についてお伺いい

たします。船引川につきましては、数年前、国

庫補助による改良計画がなされておりました。

そして、一部は用地買収も県のほうでなされて

おるようでございますが、その後どうなってお

るのか、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 船引川につき

ましては、平成13年度までに、清武川の合流点

から県道高岡郡司分線の島内橋上流までの460メ

ートル区間につきまして、国庫補助事業で河川

改修が完了しております。これより上流につき

ましては、県の単独事業により河川改修を進め

ていたところでありますが、用地取得の困難な

箇所があったために、平成16年度から事業を中

止しております。現在、県では、限られた予算

の中で、大規模な浸水被害が発生いたしました

箇所において、重点的に河川改修を実施してい

るところであります。このようなことから、船

引川の抜本的な河川改修に早期に着手すること

は難しいと考えておりますが、今後、浸水状況

の把握や用地取得について、地元との調整を

図ってまいりたいと考えております。

○河野安幸議員 ありがとうございました。

最後になりますが、先ほど、農政水産部長の

答弁にありましたが、農業大学校にアグリビジ

ネス学科を来年から新設するとお答えいただき

ましたが、これは具体的にどのような学科なん

でしょうか、お伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） アグリビジネ

ス学科には、一応２つのコースを設けることと

しております。１つは、農業法人などの企業的

な経営を担う人材を育成しようということで、

大型農場の栽培技術とかあるいは経営管理など

を体系的に学習する大規模経営コースを予定し

ております。それからもう１つは、みずからの

経営の中で、加工販売とかあるいはグリーンツ
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ーリズムなどの地域資源を活用した新たな取り

組みを担う人材を育成するため、加工の知識と

か技術、直売所の経営などを体系的に学習する

グリーンライフコース、この２つのコースを一

応設けることとしております。以上です。

○河野安幸議員 それぞれ御無理な質問をさせ

ていただきましたが、御答弁いただきまして、

ありがとうございました。

以上で質問を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時43分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 議長から発

言の許可をいただきましたので、一般質問をさ

せていただきます。

一昨日、民主党、社民党、国民新党から成る

鳩山新政権がスタートしました。大型公共事業

の中止、後期高齢者医療制度の廃止、国の出先

機関の原則廃止、暫定税率廃止などなど、これ

までの政策が次々に中止、廃止となるようであ

ります。本県に与える影響が心配されるところ

であります。

それでは初めに、知事の政治姿勢についてお

伺いをいたします。今議会、代表質問で何人も

質問がありましたが、確認の意味を含めまして

お伺いをいたします。

今回の衆議院議員選挙で、自由民主党は、公

示前の300議席から119議席と歴史的な敗北、一

方民主党は、480議席のうち308議席をも獲得

し、公示前の勢力図が逆転したわけでありま

す。連立をする社民党、国民新党及び無所属議

員で民主党系議員を含めると、３分の２以上で

ある320議席を超えることになります。また、自

主財源比率が３割しかない本県にとっては、国

からの財源が来ないとにっちもさっちもいかな

い状況であります。これまでは、国のいわゆる

官僚との関係で、ある程度県の事業も調整可能

であったかもしれませんが、今後は民主党政権

であります。脱官僚を旗印に選挙戦を戦ってこ

られた経緯を考えたときに、今後は、政府・与

党、つまりは民主党との関係が宮崎県のために

は重要になるのであろうと考えます。そのよう

な中、御自身を「自民党総裁候補に」などとい

うような条件をつけられた知事は、明らかに自

民党寄りであると考えますが、今後、政府・与

党である民主党とどのように接していかれるの

か。さらには、民主党の中に人脈を持っておら

れるのか、まずお伺いをいたします。

以下、自席で一問一答にて質問をさせていた

だきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

私が自民党寄りだという御意見であります

が、さきの総選挙における私の行動は、しっか

りした２大政党制が我が国に根づくために、自

民党に自己変革を求めたものでありまして、私

は知事として、中立、不偏不党という立場に変

わりはございません。

また、新政権に対しましては、県勢発展のた

めに、県選出国会議員の皆様と連携し御協力を

いただきながら、あらゆる機会をとらえて地方

の実情、地方の声を訴えていきたいと思ってお

ります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。
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次に、知事は地方分権・道州制を高らかにう

たっておられますが、現在の行財政や税制のシ

ステムのままで地方分権及び道州制になって

も、税収などの自主財源も人口も少なく、ま

た、国庫補助を初めとする国の関与が深い事業

に頼っての県政運営が行われているのが目に見

えております。こういう状況を考えたときに、

ますます地域間格差を生んでしまうのではない

かと心配するものであります。私は、現在の国

と地方の役割分担を明確にする必要があると考

えます。国の役割は、外交、防衛、危機管理、

治安、エネルギーや通貨などの国の根幹にかか

わるものに限定し、全国一律の基準でなく、住

民に一番近い行政が住民のニーズに応じてサー

ビスを行うシステムをつくることが地方分権で

あると考えます。いずれにせよ、三位一体の改

革のような、国に地方がだまされないように、

自治体間の財政格差の拡大、地方の直面してい

る財源不足に対応するために新たな財政調整、

財源確保の制度を創設するとともに、地域間の

格差を是正する意味からも、財政力の弱い地方

の自治体に手厚く財政措置が行われるような制

度とすることが必要であります。財源を含めた

権限の移譲でなければ地方分権の意味がないと

考えますが、知事の考えておられる地方分権、

道州制とはどのようなものをイメージされてい

るのか、目指す方向性も含めてお伺いをいたし

ます。

○知事（東国原英夫君） 地方分権改革は、明

治以降続いてきました中央集権体制から脱却を

し、住民目線での政策の決定・運営がなされる

地域主権国家への改革を進めるものと考えてお

ります。そのためには、国と地方の役割分担を

明確にした上で、国から地方への大胆な権限移

譲を行うことにあわせて、地方の自立的な行政

運営を支える税財源の確保・充実を図ることが

不可欠であります。この税財源の問題について

は、現在、地方分権改革推進委員会において最

終勧告に向けた検討が進められておりますが、

まずは、国と地方の税源配分を５対５にするこ

とや、地方交付税の復元・増額あるいはその算

出方法の見直しを行った上で、地方消費税等の

偏在性の少ない地方税源の拡充を図ることが必

要だと考えております。いずれにしても、地方

分権というものは、国から与えられるものでは

なく地方からかち取るべきものだと考えており

ます。

また、道州制については、行政権、立法権、

財政権を兼ね備えた地方政府の樹立を目指すも

のでありまして、地方分権改革の最終形となり

得るものと考えております。いずれにしまして

も、本県のような地方にとって、またそこに暮

らす住民にとって真にメリットのある改革を進

めていかなければいけないと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。地

方分権を進める上で重要なこととして述べられ

たように、地方の自立的行政運営を進めていく

ためには財源の確保が重要であり、道州制も含

めて本県にメリットのある改革となるために

も、知事には頑張っていただきたいと思いま

す。要望にしておきたいと思います。

次に、知事の後援会主催の政治資金パーティ

ーについてお伺いをいたします。この後援会パ

ーティーについては、９月12日の知事のブログ

を読ませていただき、御自身悩んでおられるこ

ともわかっておりますが、政治資金法第８条の

２項に規定されているパーティーということ

で、合法的なパーティーでありますから何も問

題があるわけではありませんが、数点お聞かせ

をください。
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これまでの議会でもたびたびこの件につきま

しては取り上げられていますが、今議会が10日

に開会され、翌日となります11日に宮崎観光ホ

テルにて、会費１万円で、演題「定番・定着化

県民総力戦」ということで講演会並びにパー

ティーが開催されたようであります。まず、知

事の指示で開催されるものなのか、御自身の後

援会が知事の日程を勘案しながら開催されるも

のなのかお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 後援会は、私の政治

活動を支え、県民の方々とのパイプ役にもなっ

ておりまして、重要な役割を果たしているもの

と考えております。しかしながら、全県１区の

組織でもありますことから、後援会を維持する

ためにはそれなりの費用が必要となります。個

人献金や会員収入では賄えないことから、いわ

ゆる政治資金パーティーも開催させていただい

ているところであります。このパーティーは、

県民の方々と直接意見交換を行う場であり、ま

た県政応援への感謝の気持ちを伝える貴重な機

会でもあります。お尋ねの件につきましては、

後援会が主体的に企画しておりまして、私と相

談した上で公務に支障のない日程で実施させて

いただいております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

次に、これまで県内、県外何回ずつ開催され

たのか。さらには、これまで何人の方が参加し

ていただいたのかお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 知事就任以降、県内

で19回、県外で２回、計21回開催させていただ

きまして、合計約１万人の方々に参加していた

だいております。ちなみに、パーティー収入の

うち約半分は開催経費に充てられておりまし

て、実際の後援会の収益は大体約半分、残りの

半分ということです。このパーティー１回当た

りの平均収益は約290万円となっております。人

件費など後援会の１カ月分の運営費がおおよ

そ300万円ぐらいですので、ほぼそれで消えてし

まうということでございます。

○宮原義久議員 それでは次に、パーティー券

の販売方法はどのように販売しておられるのか

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 基本的には、後援会

が会員や団体、企業等に御案内を差し上げまし

て、開催の趣旨に賛同し出席の御返事をいただ

いた方に購入していただくという方法をとって

おります。

○宮原義久議員 次に、パーティー券に関して

ですが、知事の後援会の方々が、各種県内の団

体へパーティーへの参加、つまりパーティー券

購入の依頼をしておられるようでありますが、

「しがらみのない」ということを標榜されて選

挙も戦ってこられたし、知事御自身の姿勢もそ

うであったというふうに思いますが、知事の後

援会の方がパーティー券の依頼を各団体、つま

り県と密接に関係のある団体へ依頼をされるこ

とは、団体からすれば知事サイドからの圧力と

なりませんか。知事にお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 私は、特定の政党や

団体の支援を受けずに、「しがらみのない県

政」を基本的政治理念としまして県民の皆様に

お約束をさせていただき、知事に就任させてい

ただきました。先ほど申し上げましたとおり、

いわゆるパーティー券は趣旨に賛同していただ

いた方々の自由意思で購入していただいており

ますので、議員が御指摘のようなことはないと

考えております。なお、後援会も十分認識して

おりますし、私も日ごろからそのようなことが

ないよう指示させていただいておるところであ
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ります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。言わ

れるように、直接知事の後援会の方から各団体

のほうに、こういう企画をやりますということ

で案内が行くようであります。ただ、行って、

直接返事が後援会のほうに返れば問題はないの

かなというふうに思うんですが、会場の都合、

人数の都合の把握もあるでしょうから、「出席

のほうはいかがでしょうか」、買ってくれとと

られるような再度の電話連絡等があるというこ

とを聞かせていただきましたので、そうなると

圧力になるんじゃないかなというふうな考えが

ありましたので、質問させていただいたところ

であります。

次に、１万円のパーティー券を購入すること

で、一般の方にすれば、知事に直接会えます

し、写真も一緒に撮ってもらえる。知事の人気

でありますからできることだというふうに思い

ます。とても私どもには無理だと思います。１

万円のパーティーもいいと思うんですが、１万

円出せない県民の方が多いわけであります。政

治資金パーティーだけでなく、市民会館や各種

ホールを知事御自身の後援会で借り上げての講

演会を開催されたことがあるのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 議員の言われる方法

で講演会を開催したことは、恐らくなかったと

思います。私は、県民目線、現場主義で県政運

営に当たっておりますことから、政務活動の中

でも、イベントや視察、会合等、あるいはマラ

ソン大会等々県内各地を訪問させていただき、

積極的に県民の方々とお話しし意見交換を行う

ように努めているところであります。

○宮原義久議員 ほとんどのここにいる議員

も、県政報告ということで、機関紙を発行しな

がら県民の声を吸い上げて努力をいたしておる

ところであります。厳しい県内の経済状況を考

えたときには、県民に余り負担にならない形で

の報告会というのも―先ほどありましたが

―考えてほしいなというふうに思っていると

ころであります。これは要望にかえたいと思い

ます。

次に、テレビ出演についてであります。知事

就任１年後であった昨年の２月議会で、私はテ

レビ出演についてのお尋ねをさせていただきま

した。質問内容は、「テレビ番組等で、「こと

しはテレビの出演を多少控えさせていただき仕

事に専念したい」という発言をされておりまし

たが、現在、多少控えておられる状況なので

しょうか。また、今後のテレビ出演についての

知事のお考えをお聞かせいただきたい」という

質問をさせていただきました。知事の答弁は、

「メディアを通じて全国にＰＲするとか、地方

の声を中央あるいは全国に届けていくというこ

とは非常に重要なツールかなと思う。テレビの

露出をちょっと控えさせていただこうというよ

うな気持ちでもあったが、県内の隅々まで声を

聞くと、「一部の産品はＰＲされたが、まだう

ちの産品はＰＲされていない」とか、「一部の

観光地はにぎわっているが、まだ県内全域に

至っていない」、あるいは「地方の窮状という

ものをもっとメディアを通じて全国に訴えてい

ただきたい、中央に訴えていただきたい」とい

う声が相変わらず多い。反面、「テレビに出過

ぎではないか。内政はどうしているのか」と

か、「県民に目線は向いているのか」というよ

うな批判もあるが、そういったものを総合的に

勘案して、今後、宮崎がどうあるべきか、どう

いうふうな展開を遂げていくか、このブームを

定着・定番化するためにどうしなきゃいけない
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かというのを自分の中で十分整理して熟慮し

て、また、今後対処していきたいと考えてい

る」ということでありました。一方、さきの国

政転出騒動の際、全員協議会の中で知事に対し

ていろいろと厳しい意見が出され、その中でも

内政重視に向けた意見があったと思います。知

事からは、「これからは内政に専念し、テレビ

出演を控え、番組も取捨選択する」というよう

な内容の発言をされていたと記憶しております

が、今後のテレビ出演、メディアへの対処方法

についてどのように考えておられるのか、知事

にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、マニフェスト

で県民の皆様と宮崎をＰＲするということをお

約束させていただいておりまして、テレビ出演

を初めさまざまなメディアにおいて情報発信を

行ってまいりました結果、宮崎県の知名度は上

がりブランド力が高まる等、一定の成果があっ

たと考えております。今後、さらに本県の定番

・定着化を図り中長期的に安定して発展してい

くためには、県民の皆様一人一人が総力戦で情

報発信に取り組む段階に来ていると感じており

ます。私のメディアへの出演につきましては、

宮崎県のためになるかどうかを十分精査して出

演番組を取捨選択し減らしてきているところで

ありまして、今後は、今まで以上に県政運営に

全力を尽くしてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 知事に就任されて２年以上が

たちました。全国での宮崎の場所（位置）も宮

崎の産品も、知事のおかげをもちまして十分Ｐ

Ｒをされてきたと思います。厳しい激動の時代

であります。宮崎県の将来をどのようによくし

ていくか、今後ともこれまで以上にしっかりと

内政にも取り組んでいただきたいと思います。

次に、財政問題についてお伺いをさせていた

だきます。

民主党政権となることで、麻生政権のもとで

決定された補正予算の見直しが進められようと

しています。全国の自治体においては、厳しい

経済状況を打開するために経済・雇用対策とし

て創設されたものであり、基金を造成して今後

３年間であらゆる対策を打つ計画であったわけ

であります。知事もこのことについては、「予

算を執行したもの、内示したものを召し上げる

のは、行政の継続性から非常に不適切である」

との考えを持たれており、訴訟も辞さない姿勢

で挑まれるような覚悟も持たれているようであ

ります。私も同じ考えでありますが、本日、午

前の閣議で、「補正予算のうち、国民生活に支

障がないと判断したものの執行を停止する」と

の決定がなされたようであります。詳細はまだ

これから詰められることになるというふうに思

いますが、県内の各自治体や46都道府県知事と

この問題についての今後の対応についてはどの

ような行動をとられるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 現時点では詳細は明

らかでありませんので、具体的な対応につきま

しては何とも申し上げられませんが、いずれに

いたしましても、非常に厳しい経済・雇用情勢

にかんがみ、また地方に混乱を生じさせないよ

う慎重に対応していただきたいと思っておりま

す。

国と地方の協議につきましては、さきの９月

の９日、地方六団体から民主党に対して要請が

なされておりまして、国と地方との協議の場も

早期に持たれると聞いておりますので、私とい

たしましては、他の知事とも連携を図りなが

ら、国と地方の協議の場を初め全国知事会等に

おける積極的な発言を通じて地方の立場を強く
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訴えてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、本県の６月補正額は182

億5,800万円で、九州管内では、熊本県の801億

円余、鹿児島県の651億円余、人口の最も少ない

佐賀県でも310億円余の補正となっておりまし

た。九州管内の９月補正では、福岡県の717億

円、次に我が宮崎県の449億円余となっていま

す。６月補正と９月補正を合計すると、当初予

算比でどこの県も横並びの補正額となっている

ようであります。いずれにしましても、各県と

もかつてない大型補正予算となっており、執行

停止となれば深刻な影響が懸念されるところで

あります。さきの野辺議員の質問に対する総務

部長の答弁を踏まえますと、国の交付決定が済

んでいない事業が特に心配であります。熊本県

や鹿児島県など６月のうちに多額の補正予算を

組んだ県は、既に多くの事業が国の交付決定を

受け、片や本県のように６月より９月に重点を

置いた補正予算としている県は交付決定がおく

れ、その結果、執行停止の影響が大きくなる、

そのようなことは心配されないのか、総務部長

にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 国の補正予算の執

行停止につきましては、先ほど知事からもござ

いましたが、詳細が必ずしも現時点では明らか

ではございませんけれども、通常、国の交付決

定は各都道府県とも同時期に行われることが多

うございまして、その際に各都道府県における

予算成立のあるないが影響することはないもの

と考えられますことから、仮に国の交付決定の

あるなしが執行停止の基準となった場合であっ

ても、予算成立の前か後かということで違いは

ないと考えておるところでございます。

○宮原義久議員 そういうことにならなければ

いいがなというふうに心配をしているところで

ありますが、先が見えませんので、今後努力を

いただきたいと思っております。努力して何と

かなればいいんですけれども、そういう状況で

ありますから……。

次に、建設業対策についてお伺いをさせてい

ただきます。

申すまでもなく、建設業は社会資本整備の担

い手であります。また、地域経済・雇用を支え

る重要な産業でもあります。しかしながら、建

設投資の大幅な減少や入札制度改革に伴う一般

競争入札の拡大による競争性の高まりなど、厳

しい環境のもと大変な状況であります。そのよ

うな中、我々自由民主党会派による知事への申

し入れなどにより、最低制限価格の引き上げや

事後公表の試行などに取り組んでおられます

が、厳しい状況に変わりないのであります。私

の地元でも、５業者あった地域に１者しか残っ

ておらない地域があります。その１者もなかな

か仕事の受注が厳しいと伺っております。一般

競争入札の拡大で仕方ないと言えばそれまでで

ありますが、問題は災害が起こった場合であり

ます。今までであれば、災害発生と同時に、災

害現場に近い業者さんたちが協力して、重機な

どを持ち寄り、住民の生活に支障がないように

土砂の除去など早急に対策を講じてきたわけで

あります。このような地域は、一たん災害が発

生すると孤立する状況となるようなところであ

り、人的災害などが一遍に発生でもした場合、

この１者での対応は満足にできないのではない

かと危惧するものであります。

これまでの議会答弁の中でも、「建設産業

は、社会資本の整備を通じて県民の生活を支え

るとともに、災害時の緊急対応や地域の雇用に

大きな役割を担っている」と答弁されておりま

す。入札・契約制度改革に当たっては、地域に
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おける建設産業の役割を考慮して、県発注工事

については原則県内業者に発注するとともに、

入札参加資格として地域要件を設定され、ま

た、総合評価落札方式についても評価項目の見

直しを行い地域企業育成型が導入され、地域に

根差した、技術力や地域貢献度の高い業者が受

注しやすい環境を整備してこられております。

しかし、実態としては倒産へと追い込まれた業

者も多々あります。地元企業優先となっている

はずでありますが、現在の公共事業における地

元業者への発注率と、今後優秀な業者の育成を

どのように進めようと考えられておるのか、県

土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、地元業

者への発注率についてであります。県土整備部

において平成20年度に一般競争入札で発注しま

した土木一式工事は671件でありまして、このう

ちの540件については発注事務所管内の建設業者

が落札しておりまして、管内業者への発注率

は80.5％となっております。

次に、地域の優秀な建設業者の育成について

であります。現在試行しております総合評価落

札方式は、価格と技術力など価格以外の要素を

総合的に評価し落札者を決定する方式でありま

して、地域の建設業者の役割を適切に評価する

とともに、技術力向上の意欲を高め、地元の建

設業者の育成につながるものと考えておりま

す。さらに本年１月からは、小規模工事を念頭

に、本県独自の方式である地域企業育成型の総

合評価落札方式も試行しており、今後とも、技

術力や地域貢献度の高い地元の建設業者が受注

しやすい環境を引き続き整備してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 ただいま答弁をいただきまし

た状況で、優秀な業者の育成をするとの考えを

お示しいただきましたが、建設業界の方々が銀

行へ融資の申し込みをされたときに必ず言われ

る言葉があるというふうにお聞きをしておりま

す。「経営計画が立たないでしょう。いつ受注

できるかわからない状況で厳しい」と言われる

ようであります。「この状況では保証協会の保

証も引き受けてもらえない。事業量も減少し、

受注もくじを引くようなもので、先行きのめど

が立たない」と言われております。ほとんどの

業者がこのような状況となっているようであり

ますが、県として、建設業界の育成という観点

から、受注のめどの立ちにくい制度となってい

るようでありますので、金融機関に相手にして

もらいにくい産業になっていることについて、

県土整備部長はどのような感想を持っておられ

ますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設投資の大

幅な減少や一般競争入札の拡大による競争性の

高まりに加え、景気の急速な悪化によりまして

建設産業が大変厳しい経営環境にあることは十

分認識いたしております。このため、先ほども

お答えいたしましたけれども、本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式を創設するな

ど、技術力や地域貢献度が高く、地域に根差し

た建設業者が受注しやすい環境の整備を図って

いるところであります。今後ともよりよい制度

の構築を図ってまいりますとともに、建設業者

の実情に応じたきめ細やかな支援にも努めてま

いりたいというふうに考えております。

○宮原義久議員 次に、工事の前倒し発注につ

いてお伺いをいたします。国の経済危機対策に

よりまして、創出効果が一日でも早く発揮され

るように、公共事業について実質的に過去最高

水準の前倒し執行が進められ、国土交通省の直

轄工事については、平成21年度当初予算の上半
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期の契約率については、特別な工事があるもの

を除いて、入札改革の進展も勘案して、実質的

に過去最高水準の前倒しである８割を目指し最

大限努力するということになっていたわけであ

ります。このような国の経済危機対策を受けて

県において６月補正が行われており、県におい

ても公共事業等の施行方針という形で、平成21

年度上半期契約済み額の割合のめどを８割と

し、最大限の努力を行うよう積極的な執行に努

めることという通知がされておるようでありま

す。しかしながら、業界の方々にお聞きします

と、「本当に前倒し発注は８割となっているの

か甚だ疑問である」という声が多いのでありま

す。そこで、公共三部を所管する環境森林部

長、農政水産部長、県土整備部長にお伺いをし

ますが、現時点において契約状況はどのように

なっているのか、それぞれお聞かせをいただき

たいと思います。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、林道等で施工時期の調整を必要

とする工事、あるいは国の交付決定のおくれた

もの等諸事情があるものを除きまして、平成21

年度当初予算及び平成20年度からの繰越予算を

対象に、景気回復に全力を尽くす観点から、上

半期の契約目標を８割として早期発注に努めて

おりまして、８月末で約28億円を契約し、発注

率は72％であります。今後とも引き続き目標達

成に向けまして取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部に

おきましては、交付決定のおくれたもの、農作

物の作付や台風等の気象条件との関係から施工

時期の調整を必要とする工事など諸事情がある

ものを除き、平成21年度当初予算及び平成20年

度からの繰越予算を対象に、上半期の契約目標

を８割として早期発注に努めておりますが、８

月末までの契約額は約64億円を契約し、進捗は

約52％であります。今後とも引き続き目標達成

に向け取り組んでまいりたいと存じます。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部に

おきましては、交付決定のおくれたものや、河

川等で施工時期の調整を必要とする工事など諸

事情があるものを除きまして、平成21年度当初

予算及び平成20年度からの繰越予算を対象とし

まして、上半期の契約のめどを８割として早期

発注に努めております。８月末で約282億円を契

約し、発注率は約58％であります。今後とも引

き続き目標達成に向け取り組んでまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 それぞれ状況をお聞かせいた

だきました。目標達成に向けて努力しておられ

るようでありますが、実態としては経済対策と

しての効果がなければ意味がないのではないか

と思います。また、いつも思うんですが、補助

事業等国の予算の執行状況で仕方がないのかも

しれませんが、年度末にどっと事業が発注され

ることが常であります。現在の国全体の経済状

況や地域経済の疲弊した現状を考えれば、今後

は切れ目のない事業の執行を継続していただき

たいということをお願いしておきたいというふ

うに思っております。

次に、他県の入札状況を分析させていただき

ますと、前にも質問がありましたが、一般競争

入札は、福岡県で5,000万円以上、長崎県土木

で3,500万円以上、建築で5,000万円以上、熊本

県が3,000万円以上、大分県が4,000万円以上、

鹿児島県が5,000万円以上、沖縄県１億5,000万

円以上、本県と佐賀県が250万円以上となってい

ますが、佐賀県においては限定つきで改善との

話も聞こえておるようであります。時代の流れ
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が一般競争入札であろうとは考えますが、他県

に比べてなぜ早急に250万円という金額を設定し

なくてはならなかったのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成18年の入

札談合事件により公共工事の発注のあり方が厳

しく問われるとともに、公共事業発注の公平

性、透明性の確保や談合の土壌の排除など、再

発防止のための改革が求められたところであり

ます。このため、民間有識者、県民の方々の御

意見等もいただき、大きく失われた県政への信

頼、県民の誇りを一刻も早く回復するため、職

員の意識改革とコンプライアンスの徹底や一般

競争入札の拡大など、より公正、透明で競争性

の高い入札・契約制度の確立を目指して抜本的

な改革に取り組んできたところでございます。

○宮原義久議員 次に、現在のこの厳しい状況

で、指名競争入札で談合でもやれば、企業はそ

の時点で倒産へと追い込まれる時代であろうと

いうふうに思っております。県と建設業界との

信頼関係が本県では完全に崩れているようにも

感じます。業界の方々と意見交換をさせていた

だきますと、受注した管内の工事箇所には、工

事終了後も、やはり自分がしたということであ

りますから煩悩があるというふうに言われま

す。自信を持ち完成させたものであり、地元の

住民にもどこの業者が工事をしたかがちゃんと

知れ渡るわけであります。そうした箇所がさら

に災害でも発生しようものなら復旧に全力を挙

げるが、管外の工事をしても、煩悩も薄く地域

の面倒まで見られないという話であります。県

内の建設業の方々との信頼関係を県土整備部長

はどのように考えておられるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業は社

会資本整備の大事な担い手でありまして、災害

時の緊急対応などに大きな役割を果たしますと

ともに、中山間地域を初め地域の経済と雇用を

支える重要な産業であると十分認識いたしてお

ります。このため、入札・契約制度につきまし

ても建設関係団体の皆さんとの意見交換を重ね

るなど、これまで幅広く意見を伺ってきたとこ

ろであります。本年４月には、これらの意見も

踏まえまして、公共工事における経済・雇用緊

急対策として、建設業の健全な発展や工事の品

質確保を図る観点から、最低制限価格を予定価

格のおおむね85～90％に引き上げました。ま

た、技術力や地域貢献度の高い地元企業が受注

しやすい環境を整備する観点から、地域企業育

成型の総合評価落札方式の適用範囲を予定価

格3,000万円未満まで引き上げたところでありま

す。今後とも、厳しい経営状況に置かれている

建設産業の実情に応じたきめ細やかな支援に努

めますとともに、入札・契約制度につきまして

も引き続き制度の検証と見直しを行ってまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 例えば、災害が発生したとき

に業界の方が言われるのには、「市町村道の復

旧が先だ。県道、国道はその次ですかね」とい

うような話になるんです。やっぱり気持ちが離

れてしまっていますので、そのあたりの信頼関

係ということになると、それなりに業界の皆さ

んの意見も十分聞いていただいた上での改革に

してほしいなというふうに思っております。

次に、250万円未満の工事というものがありま

す。逆になかなか受け手がいないと聞いており

ますが、どのような状況となっているのか。さ

らには、受け手がいなかった場合の対応につい

て、県土整備部長お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 250万円未満の
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建設工事は随意契約で行っておりますけれど

も、工事価格が少額であっても技術者の配置は

必要であることや、受注額が小さくとも施工に

手間を要する工事もありますことから、施工業

者から敬遠されるというようなものもございま

す。したがいまして、案件によっては契約の相

手方を決定するまでに時間を要するものもある

ようでありますが、このような場合には、相手

方を変更して再度の見積もり依頼を迅速に行う

ことにより、工事に支障が生じないよう対応し

ているところであります。

○宮原義久議員 次に、事業量の減少、景気の

悪化、風水害等の災害の減少ということから、

優秀な技術職員の確保が困難になってきている

と聞いております。給与の減少や倒産等によ

り、若い技術職員から見て、あこがれの仕事で

ない、やりがいのある仕事でなくなっているよ

うであります。若い技術職員は建設関連業に見

切りをつけて他産業へと転出をされるとも聞い

ておりますし、今後、技術職員の高齢化につい

ても業界としては心配をされておりますが、現

状と、若手技術職員の育成・確保については県

としてどのような考えをお持ちなのか、県土整

備部長お聞かせいただきたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） お答えしま

す。

まず、建設産業における高齢化の現状につい

てであります。国の全国調査によりますと、建

設業就業者のうち年齢50歳以上の就業者が占め

る割合は43.2％でありまして、近年わずかな増

加傾向にあります。それに対し15～29歳の年齢

層の就業者の割合は13％であり、近年減少して

いる状況にございます。このため若手技術者の

育成・確保は重要な課題であると認識をしてお

りまして、建設技術者に対する土木施工管理技

士等の研修を行うとともに、産業開発青年隊に

指定管理者制度を導入することとし、若者に

とって魅力ある教育環境の整備を行うことにし

ております。また、建設産業に対しましても、

経営基盤強化を図るために助成や融資等による

きめ細やかな支援に努めますとともに、入札制

度の検証と必要な見直しを行うなど、地域に根

差した建設業者が伸びていける環境づくり、ひ

いては若手技術者にとって魅力ある産業となる

よう支援してまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。

それでは次に、予定価格の中に含まれている

人件費、つまりは労務単価の現状を調べてみま

した。設計労務単価は、特殊作業員、普通作業

員、のり面工、とび工、鉄筋工、運転手（特

殊）、運転手（普通）、土木一般世話役という

ような分類になっているようでありますが、設

計労務単価を10年前の平成12年と平成21年で比

較をしてみたいと思います。特殊作業員という

分類のところが、平成12年で２万800円、平成21

年が１万6,400円となっております。4,400円の

減で、12年比21.2％の減。運転手（特殊）とい

う形で、クレーンのオペレーターとかそういう

関係になるようですが、平成12年が２万1,800

円、平成21年が１万6,500円、5,300円のマイナ

スで、平成12年比24.3％の減。現場責任者クラ

スになると言われますが、土木一般世話役、平

成12年２万4,300円、平成21年１万8,300円、マ

イナス6,000円、平成12年比で24.7％の減。その

ほかの分類も12.2～24.7％減少となっているよ

うであります。このように設計単価が厳しく見

直され、最低制限価格も九州で一番厳しい。さ

らに、入札も一般競争入札250万円以上という厳

しさであります。業界からは、「単価が平成12

年以前の水準ならやっていけるが、このような
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設計単価では従業員の雇用も厳しい」と言われ

ているようであります。公共工事の積算におけ

る労務単価が低下していることについて、県土

整備部長の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共工事の積

算に用いております労務単価につきましては、

実際の賃金支払い状況の調査結果に基づきまし

て国において決定をされております。この労務

単価は、公共投資の減少の影響などから、全国

的にこの10年程度継続的な下落が続いておりま

して、本県も同様な状況にあるところでありま

す。建設産業につきましては、建設投資の大幅

な減少、あるいは一般競争入札の拡大による競

争性の高まりに加え、景気の急激な悪化により

まして極めて厳しい経営環境や雇用情勢に直面

していることは十分認識しているところでござ

います。

○宮原義久議員 次に、労務単価が、今言われ

たように平成12年に大きな見直しがあったよう

であります。平成11年と比較をしてみると、全

職種で本県の平均の下落率が単年度で18.9％減

になっているようであります。その下落の上

に、先ほども述べましたように、平成12年と平

成21年で比較して12.2～24.7％減となっている

わけで、このような厳しい現状を分析したとき

に、雇用環境、労働環境、さらにはすぐれた業

者の育成は困難であると私は考えますが、この

ような厳しい経営環境の中、地域に根差した建

設業者が確保されると考えておられるのか、知

事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 建設産業が極めて厳

しい経営環境に直面していることは十分認識し

ております。このため今年度、建設産業を支援

するための緊急的な対策として、入札・契約制

度については、最低制限価格の引き上げや混合

入札の柔軟な対応による受注機会の確保、地域

企業育成型総合評価落札方式の対象範囲の拡充

などさまざまな取り組みを実施しているところ

であります。また、公共事業予算につきまして

は、６月補正で58億円余、今議会で提案してお

ります124億円余、合わせて183億円余の増額補

正を講じることとしたところであります。県と

いたしましては、技術と経営にすぐれた業者が

伸びていける環境づくりが必要と考えており、

今後とも、幅広く意見を伺いながら制度の検証

と必要な見直しを行うとともに、建設業者の実

情に応じたきめ細やかな支援にも努めてまいり

たいと考えております。

○宮原義久議員 答弁にあったように、「今後

とも、幅広く意見を伺いながら制度の検証と必

要な見直しを行うとともに、建設業の実情に応

じたきめ細やかな支援にも努める」ということ

のようであります。「実情に応じたきめ細やか

な支援」ということで、制度の検証、見直しを

きっちりとやっていただいて、やはり知事にも

直接業界の皆さんの意見を聞いていただき、適

切な見直しをしていただきますよう強く要望し

ておきたいというふうに思っております。

次に、医療問題についてお伺いをいたしま

す。

現在、医師確保が非常に厳しいということ

で、全国の各自治体でも深刻な問題となってい

るようであります。医師を取り巻く現状は、救

急患者のたらい回しや、勤務医師の過重労働、

女性医師の増加、医療リスクの問題、臨床研修

医制度の導入など多くの問題を抱えておりま

す。これまで私は何回となく、高度な医療を併

設する中核病院の整備について質問をしてきま

したが、病院が幾ら立派になっても、必要とさ
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れる医師の確保が、市町村での対応では限界で

あることを聞かされております。

県内の医師数は、平成18年12月31日の資料に

なりますが、2,557名ということのようでありま

す。年齢別に見ますと、40～49歳が753名、30

～39歳が606名、50～59歳が517名となっており

ます。通常の仕事であればリタイアされてい

る70～79歳でも207名、80歳以上でも100名の医

師が頑張っておられるようであります。男女の

比率は、男性85.9％、女性14.1％となっている

ようでありますが、今後は女性医師の比率が40

％になる日が近いと言われております。こうし

た現状を踏まえて、県内公立病院の医師確保の

現状は、県立３病院で193名の定員であるようで

ありますが、休診している部分の定数を勘案し

たところで10名の不足となっているようであり

ます。これに、県内18の市町村立の公立病院で

の必要医師数111名に対して、現在の医師数は85

名というふうになっております。26名の不足と

なっておりまして、このうち７つの病院は充足

率100％となっておりますが、充足率最低は41.7

％であり、厳しい現状があります。さらに、県

内にある国立病院３カ所の必要医師数60名に対

して現在の数字は56名で、４名の不足となって

おります。これを合計しますと、県内の公立病

院だけでも40名の医師の確保がどうしても必要

となります。そこで、県立病院の医師確保の取

り組みと確保に対する問題点について、病院局

長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師の確保が喫緊かつ最重要の課題で

ありますことから、その対策として、今年度に

部長級の「医監」を設置いたしまして医師確保

対策に係る体制の強化を図りますとともに、医

師給与の大幅な引き上げや医療秘書の導入な

ど、医師の待遇改善や負担軽減についてできる

限りの対応を行っているところであります。し

かしながら、近年の全国的な医師不足の中、医

師を派遣している各大学医局においても医師の

確保が難しくなってきていることから、大学へ

の派遣要請や本県ゆかりの医師等への個別の働

きかけを強化するとともに、県立病院における

勤務環境の改善に積極的に取り組むことが何よ

りも重要であると考えております。

○宮原義久議員 それでは次に福祉保健部長

に、医師確保についての市町村との連携はどの

ようにしておられるのかお聞かせください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、市町

村と連携した医師確保対策を推進するため、公

立病院を有する15の市町村とともに「宮崎県医

師確保対策推進協議会」を平成19年度に設立

し、各種事業に取り組んでいるところでありま

す。具体的には、本県の地域医療に関心のある

医師に「みやざき地域医療応援団」として登録

いただき、本県に招いて実際に公立病院等を案

内し、本県での就業を働きかけたり、また、医

師求人サイトや広報誌に公立病院の情報を掲載

して医師の募集を行うなどの取り組みを行って

おります。市町村の公立病院は僻地医療や救急

医療など地域医療を支える重要な役割を担って

おりますので、今後とも当協議会を中心に市町

村と一体となった医師確保に努めてまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 次に、市町村が首長さんを中

心に医師確保に努力をされておりますが、医科

大学の医局にも、派遣してもらおうにも対応で

きる数の医師がいないというふうに聞いておる

わけであります。各公立病院の統合や、医師会

の先生方とこれまで以上に踏み込んだ何かのシ

ステムをつくっていかなくては地域医療は確保
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されないと考えますが、運営は各自治体であり

ますので、厳しいということは十分承知の上で

ありますが、市町村を含めて協議はされている

のか、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、地域

医療を担う医師を養成・確保するため、医師派

遣システムや医師修学資金貸与制度等独自の施

策を展開しているところであります。このうち

医師修学資金貸与者につきましては、早ければ

平成22年度から地域の公立病院等への医師派遣

が可能となり、その後徐々に増加していく見込

みであります。また、公立病院を有する市町村

と一体となった活動の成果として、現在、常勤

医師１名と非常勤医師１名が県内の公立病院で

勤務しているところであります。さらに来年

度、宮崎大学医学部が「地域医療学講座」の開

設を予定されており、県としても新たな医師の

養成・確保策として期待しているところであり

ます。医師確保については、全国的に医師の獲

得競争が激化している中で画期的な解決策がな

いため、さまざまな事業や手法を展開し、県全

体での医師確保につなげていくことが重要と考

えております。今後さらに、市町村や県医師

会、宮崎大学等と連携を深めながら対応してま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 これまで、医療問題というこ

とで小林市立市民病院の改築問題を何回となく

質問させていただきました。県からお金はいた

だけませんでしたが、今月の13日に無事落成式

が実施されたところであります。県からは高橋

福祉保健部長にも御出席をいただいたところで

あります。ありがとうございました。今月24日

の開業に向けて準備が進められておるところで

す。総事業費53億円の巨費を投じて建設された

んですが、残念なことにかなりの医師不足に苦

しんでいる現状があります。医師確保のために

も、担当部署のお力添え、また知事のお力添え

を十分いただきますように要望しておきたいと

いうふうに思っております。

時間がありませんが、最後に、農業問題とい

うことで質問させていただきたいと思います。

お茶の生産状況についてお伺いをしますが、

農業分野のほとんどの分野において厳しい状況

が続いておりますが、特にこの２～３年、急激

にお茶の生産現場が危機的状況になっているよ

うであります。このごろの各種会合においても

ペットボトルのお茶が主流となっておりまし

て、きゅうすを使うようなリーフ茶の使用量が

大きく減少しているようであります。生産量も

平成15年1,430ヘクタールが平成20年には1,650

ヘクタールということで、15年と20年で比較し

て680トンほど生産が伸びておるんですが、一番

茶の価格が他県と比較して非常に安いというこ

とで、鹿児島県と比較して一番茶だけで８～９

万円の差、静岡県と比較して12～13万円の差と

いうことであります。５ヘクタールぐらい持っ

ているところで加工施設をつくると１億円程度

のお金がかかるというふうにお聞きをしており

ます。こういう状況を考えたときに、現在の状

況を農政水産部長はどのようにお考えなのか。

また、このような現状を踏まえて、県としてど

のような対策を打たれているのか、お聞かせを

いただきたいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） お茶につきま

しては、ただいまお話ございましたように、全

国的なリーフ茶の消費の減退、あるいは在庫量

の増加などによりまして、荒茶の価格は近年著

しく低下している状況にございます。本県にお

きましても、平成21年産の一番茶の状況を見ま

すと、荒茶価格の低迷に加えまして収穫前の晩
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霜害の影響等も重なり、一番茶の収入が例年の

６割程度になっているといった農家も見られる

ところでございます。また、二番茶、三番茶の

価格につきましてもいずれも低迷しておりまし

て、茶業経営をさらに圧迫している状況にござ

います。このようなことから、他作物との複合

経営、あるいは規模縮小を検討される農家も見

られるといったことで、茶業経営はこれまでに

ない厳しい状況にあると認識しております。

こういったことを踏まえまして、県のほうで

は、本年の一番茶の厳しい現状を踏まえ、関係

機関・団体で組織します茶業経営対策会議を６

月に設置しまして、緊急的な対策として、各普

及センターに相談窓口を設置しますとともに、

農家の緊急的な巡回指導等を行ってきたところ

であります。また、資金繰りが厳しい農家に対

する資金の円滑な融通に向けた特段の配慮を融

資機関にお願いしますとともに、晩霜害等の被

害農家に対する共済金の早期支払いにつきまし

ても、国のほうに要望した結果、昨日までに共

済金の支払いが行われたと伺っております。

さらに、本県茶業の再生のためには品質向上

が喫緊の課題であると思っておりまして、緊急

対策としまして、晩霜害を受けた早出し地帯に

おける防霜ファンの整備と製茶技術向上のため

の研修センターの設置について、本議会にお願

いしているところであります。県といたしまし

ては、関係機関・団体と一体となりましてこれ

らの品質向上対策に取り組みますとともに、今

後はさらに、生産から流通に至る総合的な取り

組みを進めることによりまして、本県茶業経営

の安定向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。今

言われるように、融資を受けても非常に厳しい

から返済ができないということであれば、融資

を受けられないということにもなりますし、共

済金の支払いが先日ありましたということのよ

うですが、どうも共済に入っておられる方が非

常に少ないという話もあります。それは、非常

に厳しいという状況があるからそういう状況だ

と思いますので、そのあたりも十分踏まえて対

策を打っていただきたいと思います。

少々延びましたが、以上で質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 昨日、本会

議終了後、社民党県議団は、来年度の予算要求

に係る要望事項を知事に行いました。大変多忙

な中、知事には丁寧な対応をいただきまして、

心から感謝を申し上げております。一般質問も

よろしくお願いを申し上げたいと思います。

それでは、知事の政治姿勢についてお尋ねい

たします。

まず、えびの市政の混乱についてでありま

す。えびの市の宮崎市長が９月16日付で退職と

なりました。今回のえびの市長の入札妨害事

件、地元では大きな混乱が起こっています。市

議会の不信任決議に対抗して、筋違いの市議会

解散を断行、一時再出馬の動きもありまして、

辞表提出のおくれにより、市議選、市長選の同

日選挙もできない状態になりました。８月30日

に衆議院選挙もあったばかりですが、あすには

市議選が告示され、来月には市長選、本当に大

きな問題になっております。今回のえびの市の

混乱についての見解を知事にお聞きします。

道州制についてお尋ねいたします。東京大学

名誉教授の大森彌先生の道州制についての講演

を聞く機会がありました。大森先生は、全国都

道府県議会議長会、制度研究アドバイザー、ま
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た国の審議会委員、多数歴任をされておりま

す。大森先生の講演の趣旨は次のようでありま

した。

宮崎と福岡がなぜ一緒にならないといけない

のか。道州制の目的は中央集権の是正のはず。

しかし、中央はそうは考えていない。神奈川県

の知事は、横浜、川崎の政令市を抱えており、

東京都との合併ばかり考えている。それに千

葉、埼玉が加わり４県で関東州、人口約3,500万

人、地方自治体とは呼べないような巨大な組織

が誕生する。人口でも中央には勝てない。2001

年小泉骨太の方針に「道州制」が明示をされ

た。憲法に、自治体の枠組みは「地方公共団

体」という名称になっている。だから、地方自

治法の改正だけで道州制は可能になる。今の道

州制議論の広がりは、現職知事が道州制を唱え

ているという憂いすべき事態も要因であろう。

道州制の対案として広域連合も設立可能とな

り、都道府県を越えた事業もできる仕組みに

なった。それでもだめだったら県と県の合併と

いう手法も可能である。なぜ、どこが現行の都

道府県制度でだめなのか、道州制のどこが現行

制度よりまさるのかはっきりさせなくてはなら

ない。住民自治の代表は首長ではない、議会で

ある。道州制の議会はどういう形になるのかほ

とんど議論はない。

こういった趣旨でありました。大森先生本人

は「当局側の学者ですよ」というふうにおっ

しゃっておりますが、現在の道州制議論に疑問

を投げかけておられました。

ここで知事にお尋ねします。私の考える道州

制議論のあり方、これは受け売りもたくさん

入っていますが、お聞きいただきたいと思いま

す。財政的要因による国主導の道州制導入で

あってはならない。財政調整機能、企画立案機

能が備わっていなければならない。焦ってはな

らない。大政奉還、幕藩体制の廃止から明治４

年の廃藩置県の幾多のクーデターを経て、現在

の国の枠組み、中央集権化になった。時間の長

い壮大な制度設計が必要である、そのように考

えています。国から目線の地方分権から、個

人、家族、コミュニティーから見た、補完性の

原理から見た地域主権型社会へ、そのことが担

保されて真の地方自治確立につながる。地方政

府と呼べるレベルの組織が道州制のイメージと

考えますが、知事の見解を求めます。

以下、質問席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

えびの市長の今回の事件についてでありま

す。過去、官製談合事件があった本県におい

て、その教訓が生かされることなく、このよう

な不祥事が発生し、政治に対する不信感がもた

らされたことは極めて残念であります。私たち

県民の負託を受けて行政をつかさどる者は、コ

ンプライアンス意識や自浄能力を高め襟を正

し、常に県民の皆様から信頼されるよう努めて

いかなければならないと考えております。

続きまして、道州制についてであります。道

州制は国の形の根本にかかわるものであり、

国、地方双方の政府を再構築し真の分権型社会

を実現するためのものであって、国の都合によ

る行革や財政再建の手段にしてはならないと考

えております。また、道州制の検討に当たって

は、国、道州、基礎自治体の具体的な役割分担

を明確にした上で、それにふさわしい税財政制

度のあり方、道州間の財政調整をどうするか、

地域経営の主体となる基礎自治体の行財政基盤

の強化、小規模自治体に対する補完のあり方を

どうするかなどなど、しっかりした制度設計を



- 204 -

平成21年９月18日(金)

行う必要があると考えており、それに並行して

国民的な幅広い議論を巻き起こしていくことも

必要だと考えております。〔降壇〕

○満行潤一議員 安心しました。ほとんど認識

は違わないなと思っておりますので、ぜひ慎重

な対応というか、やっていかにゃいかんなと

思っています。

さて、私たち社民党議員団は、北海道庁に道

州制に向けた取り組みの調査をこの前行ってき

ました。北海道の道州制の定義は、「中央省庁

の権限、財源を含めた大胆な地方分権。それに

伴う中央省庁、国の出先機関、都道府県、基礎

自治体の再編」と位置づけてありました。道州

制移行に伴う効果として、東京一極集中の是

正、地域の独自性の発揮が期待でき、地域が活

力を持つ、日本全体も元気になる、そういう構

図になっています。具体的な動きとしまして道

州制特区推進法―これは今のところ北海道し

か使えない法律ですが、国からの権限・財源移

譲を進める。国の事務・権限約5,100項目のう

ち3,100項目を市町村へ順次移譲する。これらを

一歩一歩積み重ねることが道州制の展望が開け

てくるとの説明でありました。また、住民、経

済団体、市町村との意見交換にも力を入れてい

るということであります。本県の道州制に向け

た取り組みについて、知事に、取り組み状況、

そして課題について、担当部長に、具体的な取

り組み状況についてお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、私、先ほど答弁させていただいたように、

国のあり方を根本的に見直すものでありまし

て、県や市町村に大変大きな影響を与えること

から、しっかりした制度設計を行う必要がある

と考えております。このため、道州制を想定し

た場合の本県のメリット、デメリットや課題の

整理、道州制に移行した場合に本県が埋没しな

いための方策はどうあるべきかなどについて具

体的な検討を行うことを目的に、県では今月１

日に、庁内横断的な組織として「地方分権・道

州制に関する研究会」を設置したところであり

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 具体的な取り

組みであります。ただいま知事が答弁申し上げ

ましたように研究会を今月１日に立ち上げたわ

けですが、実際に、先ほど議員が御指摘にあり

ましたいろんな問題点があります。知事もお答

えしましたように問題点ございます。その辺を

全庁的に、各部でどういう問題点があるかを導

き出していく、そのためにはどういった対応が

必要であるか、そういったものを具体的に引き

出しながら、検討しながら共通認識を高めてい

く、そういった取り組みをやっていきたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 おっしゃるとおりだと思いま

すが、国の都合による、特に地方の財政削減な

どという合理化的発想の道州制ではいけないと

思います。地域主権、地方からの積み上げによ

る地方政府確立が肝要だと思いますので、この

ことについては引き続き議論させていただきた

いと思っています。

次に、危機管理についてお尋ねいたします。

まず、消防の広域化です。何回も質問してい

ますので多くを語りませんが、昨年３月に策定

しました広域化推進計画の進捗状況について、

今回お尋ねいたします。これまでの質問の中

で、「スケールメリットが働くできるだけ大き

な枠組みの消防体制を構築することを目指し

て、県内を１か３の消防体制で検討中」という

ことであります。現在の検討状況について、宮

崎市、延岡市、都城市、それぞれ核になる都市
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ですが、それぞれの意見も含めて知事にお尋ね

いたします。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、昨年３月に消防広域化推進計画を策

定した後、１消防本部体制と３消防本部体制の

２通りの組み合わせについて、消防本部等関係

機関と、それぞれのメリットや組み合わせの有

効性あるいは課題等について検討を行ってきた

ところであります。組み合わせにつきまして

は、より大きい枠組みのほうがスケールメリッ

トが得られやすいとの意見がある一方で、広域

化に伴う初期投資、消防団と市町村との連携へ

の影響、また管轄面積が広くなることなどを懸

念する意見も出されているところであり、現段

階ではまだ意見の一致を見ていないところであ

ります。いずれにしましても、消防業務は市町

村の自治事務であり、消防の広域化は自主的に

行われることが基本であります。広域化に当た

りましては、関係機関が共通の認識を持つこと

が大変重要でありますので、今後とも市町村や

消防本部等と十分に協議しながら取り組んでま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、県内の自治体、消防本

部と今後とも意見交換を重ねて、よりよい消防

のあり方を検討いただきたいなと思っていま

す。

もう一つ、消防の問題につきまして、広域化

の阻害要因になっております非常備７町村の常

備化の動きについてお伺いします。西臼杵３町

では消防常備化検討会を、美郷、諸塚、椎葉で

は日向市を入れた検討会を実施していると伺っ

ています。残る西米良村はどうなっているのか

よくわかりませんが、それぞれの進捗状況につ

いて、いかになっているのか、また県の関与を

どうされているか、担当部長お願いいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） ただいま御質問ご

ざいましたように、現在、消防非常備７町村の

常備化を進めているところでございますが、そ

の中で、常備化に向けた取り組みに対しまし

て、昨年度から助成を行うなどの働きかけを

行ってきているところでございます。その結

果、先ほど御質問ございましたように、関係消

防本部との協議、あるいは同様の状況にある県

外市町村への調査など、７つのすべての町村に

おいてそれぞれ検討が開始されているところで

はございます。地域ごとの動きにつきまして

は、ただいま議員御指摘のとおりでございまし

て、県といたしましては、これらの非常備町村

に対しましてこれまで以上に働きかけを行いま

すとともに、適切な情報提供はもとよりでござ

いますが、相談への対応等積極的な支援を行っ

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 今までないところは財政状況

の悪いところですから、財政基盤という部分も

あってちゅうちょされているところもあるだろ

うと思いますので、ぜひそういうところを含め

て一日も早い全県下の常備化を推進していただ

くように、今後ともよろしくお願いしたいと思

います。

シロアリ対策、ここでは外来種のシロアリ、

アメリカカンザイシロアリという、従来日本に

生息していなかったシロアリの被害が広がって

いる。これは５月13日の宮崎日日新聞に載って

おりました。「延岡に侵食「対処急がないと拡

大」」の見出しで、県内で初確認されたと大き

く報道されておりました。記事によりますと、

輸入家具や輸入木材によって渡来したとされる

北米大陸原産のシロアリ、これがアメリカカン

ザイシロアリ。これによる家屋の食害が県内で
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初めて延岡で確認された。20都府県で被害が今

まで確認されていて、木製の家具や柱の中など

に分散して発生するため、発見や駆除が難しい

のが特徴だ。調査に当たった吉村剛先生による

と、「今回確認された周囲の家や地域一帯にも

被害が広がっている可能性がある」というふう

に記事にはなっていました。今のところ建物被

害報告は県内では延岡市だけですが、鹿児島県

でも報告されているということであります。県

内どこかの町で発生している可能性も高いと考

えられ、本県としても取り組む必要があると感

じますが、現状認識について、担当部長の見解

をお願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 新聞報道を受

けまして、県としましては直ちに、社団法人日

本しろあり対策協会―これは全国的にシロア

リ対策の中核的役割を果たしている法人であり

ます―の宮崎県支所に対してアメリカカンザ

イシロアリ対策等についての意見を求めたとこ

ろであります。同支所からの回答では、「外来

種であるアメリカカンザイシロアリは、在来種

であるヤマトシロアリ等に比べ、被害の程度や

範囲、進度等が比較的弱いものであるため、冷

静な対応が必要」とのことでありました。ま

た、現在、同協会の本部において抜本的な防除

方法を研究中とのことでありますので、県とい

たしましては、当面の駆除方法について、同協

会と連携しながら県民への情報提供に努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 新聞報道、私の感覚からする

とかなり……。大丈夫だということのようです

けれども、それでよしとするのかわかりません

が、また研究してみたいと思います。

耐震化についてお尋ねします。今回の補正予

算案に耐震化関連予算が計上されています。県

立学校の耐震化はかなり進み、小中学校の耐震

化もそれなりに進んでいると考えますが、福祉

施設の耐震化がおくれているというふうに危惧

しております。その現状と、今回の補正予算案

の期待される事業効果についてお尋ねいたしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会福祉施設

の耐震化の現状につきましては、関係施設の調

査を行いましたところ、耐震化率は約90％と

なっております。このため、国の社会福祉施設

等耐震化等臨時特例交付金を活用して基金を設

置し、耐震化されていない建物の改築等を行う

とともにスプリンクラー整備を進めたいと考え

ております。この事業の実施により社会福祉施

設等の耐震化などが促進され、施設利用者の安

全・安心の確保が図られるものと期待しており

ます。

○満行潤一議員 はい、わかりました。

次に、太陽光発電システムの普及についてお

伺いいたします。１戸建ての皆さん、議員もそ

うですが、何軒の方々が太陽光発電システムを

つけていらっしゃるのか。私は、９年前、2000

年10月に設置をしております。3.36キロワット

のシステムに、新エネルギー財団から90万円の

補助、ＮＰＯ法人から60万円、計150万円いただ

いて設置をしました。今と比べたらすごく高い

んですが、設置費用は当時１キロワット当た

り90万円、掛けますと280万円かかっていますか

ら、差し引き130万円の自己資金が必要だったわ

けです。この設備で私の家では年間８万円発電

をしています。自宅で消費する分、そして余っ

た分は九州電力に売電をしている、そういうこ

とになるわけですが、設置費用は、今は９年前

からすると大きく値下がりをして、昔、私のこ

ろは１キロワット当たり90万円ぐらい、今60
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～70万円ぐらいに下がっているということのよ

うです。今回の補正予算案に太陽光発電システ

ム導入促進事業が計上されています。県庁舎屋

上、この議会棟の上に太陽光パネルをのせると

いう事業も含まれているようですが、この事業

の概要についてお尋ねいたします。

○県民政策部長（高山幹男君） 太陽光発電シ

ステム導入促進事業であります。今回提案いた

しておりますけれども、この事業は、ソーラー

フロンティア構想に掲げました３つの柱の一つ

であります、太陽光発電の導入拡大を図って低

炭素社会の実現に資することを目的とするもの

でございます。この中には、今質問にございま

した県庁舎へのパネル等を含めまして２つの取

り組みを予定しております。まず１点目が、住

宅に太陽光発電システムと省エネ設備をあわせ

て整備する場合に、設置経費の補助として１キ

ロワット当たり３万円、上限10万円を助成する

制度を創設するものでありまして、家庭におけ

る普及促進を図っていくものでございます。も

う一点は、先ほどございました、県庁舎に10キ

ロワット程度の発電システムと発電状況等を表

示するパネルを設置いたしまして、県民に対す

る普及啓発を図りますとともに、太陽光発電の

拠点を目指す本県の姿勢を広くアピールしよう

というものでございます。

○満行潤一議員 設置する家庭に対して補助金

制度を創設するということですが、これまでは

融資制度というのが本県にありました。この融

資制度と今回創設する補助金制度というのはど

うなるのか。併用できるのか、選択制なのか、

そのあたりはいかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことし４月か

らスタートしました融資制度は、金融機関から

資金を借り入れて太陽光発電システムを設置す

る場合に、低利で資金調達できる環境を整える

ことによって導入促進を図ろうというものであ

りまして、今回提案しております補助制度は、

設置経費自体を低減しようとするものでありま

す。国の補助制度とか県の融資制度に加えまし

て今回の支援策を講じますことで、今後、県内

における太陽光発電システムの普及が加速化す

ることを期待しているところでありまして、併

用は認める考えでおります。

○満行潤一議員 後ほど質問しますけれども、

これまでずっと制度を創設するようにお願いを

していましたので、大分前進だなと思っていま

す。

そうするうちに、昭和シェルソーラーが国富

町の日立ディスプレイ跡地に進出する。このこ

とについては代表質問で外山議員もしました

し、出ていますので、企業立地という部分では

質問をしませんけれども、大変大きな世界最大

級の太陽光発電関連の企業だということで、こ

れが軌道に乗ると、本県が太陽光発電関連産業

が集積をする世界的な生産拠点になる可能性を

秘めている、非常にこれは明るい話題だと思っ

ています。

そのことを踏まえて、次に質問させていただ

きます。私は今まで何回も太陽光発電システム

の普及については質問をしているんです

が、2000年11月の質問では、先ほど言いました

「個人住宅への助成と並行して県有施設での設

置を検討いただきたい」、これは今回日の目を

見ました。もう一つそのときに提案をしていま

す。「特に学校においては、これからの21世紀

を担う子供たちの環境・省エネ教育に高い効果

が期待できます。学校にパネル１枚でもいいか

ら設置できないか」という提案です。これはま

だいまだに実現していません。県内すべての学
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校に環境教育とか理科、科学の教材として設置

できないものか、教育長お尋ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 本県の公立学校にお

ける太陽光発電パネルの設置状況であります。

出力10キロワット以上の場合で申し上げます

が、県立学校におきましては２校、市町村立学

校におきましては８校が設置をしているという

ことでございます。県教育委員会といたしまし

ては、太陽光発電の導入を進める本県の施策に

応じますとともに、環境教育を進める観点か

ら、今回の補正予算案におきまして、県立学校

１校における太陽光パネル、及びこれと一体と

なる学習用の発電量等表示モニター設置のため

の経費を計上し、御審議をお願いしているとこ

ろであります。また、市町村教育委員会におき

ましても、このたびの国の補正予算の活用によ

りまして、現時点におきまして17の学校で太陽

光発電パネルの設置が予定されているところで

あります。

○満行潤一議員 全体で何校になるかわからな

いんですけれども、10キロワットというのは、

私は要らない。商業ベースに乗せれば家３軒分

ぐらいの発電が10キロワットでできるわけです

けれども、パネル１枚、モジュール１枚各学校

につけたらどうかという提案をずっとしていま

す。これは担当部長にお願いしますが、今回、

太陽光関連の産業が集積する世界的な生産拠点

になる可能性がある。本県にとって有意義な関

連事業じゃないのかなと。先ほどおっしゃいま

した、本県が掲げるソーラーフロンティア構想

にも乗る、県民運動としても新たな産業集積に

向けた一助になる。「うちの県は、全部の小学

校、中学校、高校に太陽パネルのっていま

す」、これは非常にいいことじゃないのかなと

思うんですが、担当部長いかがでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 県におきまし

ては、製造・発電・活用の三拍子そろった太陽

光発電の拠点づくりを進めておるわけでござい

まして、発電におきましては、県内において、

メガソーラーであるとか、一般家庭などにさま

ざまな主体によって多様な形で発電されること

が望ましいというふうに思っております。その

ため今回このような制度にしておるわけです

し、あわせまして、一般事業所とか工場、学校

などの公共施設等においてもシステム導入が広

がりますことは、太陽光発電の拠点づくりを進

める上で大変有効なことと思っております。し

たがいまして、学校におきますシステム設置に

つきましては、教育委員会等とも連携しなが

ら、ソーラーフロンティア構想の趣旨とか太陽

光発電の効果等について広く普及啓発を行いま

して、その機運醸成に努めていきたいというふ

うに思っております。

○満行潤一議員 富士通日立プラズマディスプ

レイ、ああいう状況で撤退をされました。今度

こそ、昭和シェルソーラー、地元にしっかり根

差した真の地元企業になるように、県民で運

動、応援するべきじゃないのか。県民の意識高

揚になると思いますので、ぜひ事業化に向けて

再度検討いただきたいなと思っています。

次行きます。新型インフルエンザ対策につい

てであります。

新型インフルエンザは流行がとまりせん。県

内でも、夏休みが終わりまして、本格的に学校

で爆発的に感染が広がっていると言っても過言

ではなかろうと思います。しかし、その怖さと

いうのが一般の県民の方にまだまだ理解いただ

いていないのかなと。これまでの通常のインフ

ルエンザの死亡数、直近でいくと、 2 0 0 0

年、2003年、2005年と通常のインフルエンザが
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流行していますが、ＷＨＯが概念として提唱し

ています超過死亡概念による死亡者数をとる

と、2000年は全国で１万3,800人、2003年１

万1,200人、2005年１万5,100人の方々が亡く

なっているわけです。流行時に多くの高齢者が

亡くなっている。この現状をもう一回みんなで

認識するべきじゃないのか。流行すると一定の

率で死者が出ます。今回の新型インフルエンザ

は0.5％の確率で死者が出ると言われています。

大流行するほど死者がふえる。体力のある、感

染しても重症化しない子供たちが、学校などの

集団で流行を広めます。それに重症化しやすい

人（ハイリスク者）が感染して命を落とす、こ

ういう構図になるわけです。学校での感染防止

は、子供たちを守るだけでなく、社会防衛上非

常に重要な対策である、そのように考えていま

す。ぜひ、公衆衛生概念というので、ピークを

抑える、流行をいかに抑えるか、これが非常に

大事だろうと思います。そのためにも学校の対

策が非常に重要だろうと思います。これまでの

集団発生件数と主な集団の種別、また確定患者

・疑似患者数をお願いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新型インフル

エンザにつきましては、現在、県内の59カ所の

定点医療機関からのインフルエンザ患者数の報

告と、医療機関及び施設からの集団発生の報告

により流行状況の把握を行っているところであ

ります。定点医療機関当たりの報告数では、８

月10日から16日の週には流行期に入ったことを

示す「１」を超え、それ以降も増加を続け、９

月７日から13日の週には3.54となっておりま

す。また、集団発生の件数は９月12日までの累

計で123件となっております。こうした状況を踏

まえ、特に学校などでの集団発生に対しまして

は、学校内はもとより地域への広がりも防止す

る観点から、学級閉鎖など臨時休業の措置がと

られているところであります。なお、新学期が

始まってから９月12日までの措置の状況は、小

学校４校、中学校７校、高等学校８校となって

おり、これまでの累計は、保育所５施設、小学

校４校、中学校９校、高等学校８校となってお

ります。

なお、確定患者数あるいは疑似患者数につき

ましては、個別の人数の把握は現在行っており

ません。以上でございます。

○満行潤一議員 次に、学校閉鎖、学級閉鎖の

基準をお願いしたいと思うんですが、鎌倉市の

ある保育園では、４分の１の園児が感染しても

休園しないとの方針だという報道がありまし

た。仕事を持つ保護者の都合に配慮してのこと

だそうです。職員の多くが感染して保育所の運

営が困難にならない限り続ける、こういう保育

園も存在をする。本県の学級閉鎖、学校閉鎖の

基準についてお願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、９月１日付で学校の臨時休業基準

を設定し、その内容でありますが、当該学級に

おいて、インフルエンザに罹患した児童生徒が

２人以上かつ在籍者数の１割に達したときを一

応の基準として、４日間程度の学級閉鎖、ま

た、学級、学年を超えて広範な感染が認められ

る場合には、同じく４日間程度の学年閉鎖、学

校閉鎖を行うことを、県立学校や市町村教育委

員会に対しまして通知したところであります。

○満行潤一議員 夏休み期間中も学校のクラブ

活動で多くの患者が発生しております。患者だ

けの出校停止や部活動禁止ではなくて、チーム

の対外試合禁止や学校の全体集会の禁止など強

い姿勢で臨まないと、今後の流行はもっとスピ

ードを上げることになると考えています。ま
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た、高校の進学校などの朝課外、夕課外の対応

なども的確な対応を望みます。特別支援学校の

対応にもっと気を使うべきと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。

もう一つ、職場として県庁の対応はどうなっ

ているのか。大手企業では、家族ぐるみの体温

測定や健康管理をかなり厳しく指示をしている

ところもあると伺っています。危機管理上、県

の職員にばたばたと倒れられたら業務に大変な

支障も出ます。どのような対応になっているの

か、担当部長お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 新型インフルエン

ザ対策につきましては、事案発生当初から知事

を本部長とする総合対策本部を立ち上げまし

て、全庁を挙げてもろもろの対策に取り組んで

いるところでございます。先ほど福祉保健部長

からございましたが、最も重要な公衆衛生上の

対策につきましては、福祉保健部を中心に医療

体制等の強化・充実を図っているところでござ

いますが、その他の部局にございましても、そ

れぞれ部局対策室を組織いたしまして所管業務

に係る新型インフルエンザへの対応に当たりま

すとともに、各所属で業務継続のための体制整

備に努めているところでございます。特に蔓延

期には最大４割程度の職員が欠勤するというこ

とも想定されておりますので、日ごろから職員

の感染状況の把握に努めておりますとともに、

県民の社会経済活動に密接に関連して最低限度

継続する必要のある窓口が感染の場とならない

よう、その感染防止対策についても徹底してい

くことにしているところでございます。

○満行潤一議員 ぜひ対応方よろしくお願い申

し上げたいと思います。

次に、ドクターヘリ導入についてお伺いいた

します。

これまで何度となく早期導入を求めてきまし

た。今まで何回質問したのか議事録をひっくり

返してみましたら、2004年11月議会から６回

やっていますので、きょうで７回目です。ドク

ターヘリ導入の意義、効果についてはもう多く

を申し上げませんが、今回、東京にあります救

急ヘリ病院ネットワーク（ＨＥＭ－Ｎｅｔ）

と、札幌市でドクターヘリを運航しています手

稲渓仁会病院を社民党議員団で調査をしてまい

りました。全国的には、本年４月現在でドクタ

ーヘリ配備拠点数16道府県18カ所と少しふえて

きました。九州では福岡県と沖縄県が２機目の

導入を目指しています。長崎県は既に１機配

備、鹿児島県は鹿児島市立病院に配備が決定を

しています。佐賀県は10月から長崎県とドクタ

ーヘリの共同運航を始める、長崎県のドクター

ヘリを協定を結んで使う。今まで長崎県は福岡

県ともそういう協定を結んでおりましたので、

佐賀県は長崎、福岡両方のドクターヘリを活用

するということになっています。あと宮崎と大

分と熊本がまだ今からということです。

ドクターヘリの効果というのを、先ほど言い

ました救急ヘリ病院ネットワークが調査をして

おります。少し紹介をしたいと思うんですが、

医療費も格段に減り、救急車より入院が４日か

ら18日短縮されるという集計が出てきていま

す。交通事故で重傷となった患者をドクターヘ

リで搬送するのと救急車で運んだ場合に比べ

て、入院日数が、今言いましたように18日ぐら

い短縮をされるし、医療費も５万円から116万円

ぐらい安くなる、これを救急ヘリ病院ネットワ

ーク（ＨＥＭ－Ｎｅｔ）がまとめています。そ

ういう意味では、知事も今まで、7,000万円要る

とか、ヘリポートに3,000万円経費がかかるとか

おっしゃるんですけれども、予後もよくて社会



- 211 -

平成21年９月18日(金)

復帰ができる。いろんなメリットが現実に報告

で明らかになっております。救命効果、後遺症

の軽減効果、入院日数の軽減、医療費削減、本

当に多くの実績があって、全国的に見れば、実

に多くの重症患者がまさに死のふちから何事も

なかったかのように生還して社会復帰をする、

またその方が働いて税金を納める、そこまで

なっています。

国は新たな財政支援として、県が負担するド

クターヘリ運航費用の２分の１を特別交付税で

手当てすることを20年度から適用するというこ

とになりました。これによってドクターヘリ全

国配備が現実のものになってきました。まずは

調査費等の予算化が急がれております。ぜひ導

入に向けて決断いただきたいと思いますが、知

事いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） ドクターヘリを用い

た救急医療が、傷病者の救命や後遺症の軽減等

に果たす役割の重要性は、県としても十分に認

識しているところであります。その一方で、ド

クターヘリを導入・活用するためには、必要な

財源の確保はもとより、これを運営する医療機

関が救急医の確保等十分な体制を整える必要が

あるなど、導入に向けての厳しい課題もあるか

と存じます。こうした中、宮崎大学において

は、本県の地域医療の充実を図るため救急部門

の機能強化を検討されております。県といたし

ましては、ドクターヘリ導入の可能性につきま

しても宮崎大学と協議しながら、地域医療再生

臨時特例交付金を受けるために策定を進めてい

る地域医療再生計画の中で検討しているところ

であります。

○満行潤一議員 「地域医療再生計画の中で検

討」ということは、その中にドクターヘリの導

入に向けて予算化をすると、調査費とかを宮崎

大学医学部と県でつくる計画の中に盛り込むと

いうことでいいわけですか。

○知事（東国原英夫君） 計画の中に、宮崎大

学と協議して、ドクターヘリの整備に向けての

計画を盛り込んでいくことを検討している段階

であります。

○満行潤一議員 地域医療再生基金に伴う計画

書は10月16日が締め切り、日州医事という医師

会の会報に会長のページにあるんですが、10

月16日までに提出するということですから、今

から提出される。その中にドクターヘリの導入

に向けての計画を入れるということですので、

ということは、地域医療再生基金を国が認めれ

ばその中で計画が進んでいくと。それは宮崎大

学医学部も当然了解というか、宮崎大学医学部

がドクターヘリ導入に向けて県と協議を始める

ということですね。ありがとうございます。

消防防災ヘリが入る前に、私はドクターヘリ

の導入を訴えています。それが2004年なんです

けれども、歴代の知事もなかなか難しい課題で

した。卵が先か鶏が先かという議論なんです。

医者がいない、お金がない。でも、全国的に、

知事の一声でドクターヘリを導入したところは

導入できているわけです。そこにドクターヘリ

を置くということは、その基地病院になるとこ

ろが、一生懸命地域医療、救急医療を頑張るた

めにやる。それに医者が魅力的な職場というこ

とで日本じゅうから集まる。本県もいっぱい医

者が全国に散らばっています。何回か申し上げ

ますが、千葉北総病院にもいます。千葉北総病

院には無給の医者もいて、その医者はドクター

ヘリに乗りたくて無給で働いている。長野県の

佐久総合病院、畑のど真ん中に大きなＪＡの病

院がありますが、そこには本県の医者が19名も

勤めているという現状を見ると、いっぱい日本
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じゅうに優秀な医者が宮崎県出身者がいらっ

しゃるわけですから、宮崎大学医学部がドクタ

ーヘリを使って地域医療、救急医療を頑張ると

なれば、日本じゅうからいっぱい帰ってくる。

またそういうことになるんだろうと思いますの

で、ぜひ急いでいただきたい。ありがとうござ

います。よろしくお願いしたいと思います。期

待をしております。

最後、パソコンリースの見直しによる経費節

減についてであります。

これは前回、６月議会でやったんですけれど

も、大部分の議員の皆さん、何のこっちゃかよ

くわからんかったと不評だったので、もう一回

わかりやすくまとめたつもりですので、皆さん

よく聞いてください。どうしたらパソコンリー

ス見直しによって経費節減ができるかというこ

とであります。前回の提案は、５年リースをや

めて備品として購入をして６年から７年使え

ば、経費の大幅削減になるという提案です。平

成21年度の５年リースパソコンは5,197台、年間

経費１億6,400万円だそうです。１台当たり年間

３万1,585円、これを５年間で60月にすると、１

台当たりの５年間のコストは15万円を超えるわ

けです。もちろんリース料には故障したときの

ための保守料も含まれていますし、金利も入っ

ています。単純に、５年間で更新しているパソ

コンを６年使うと、今までの５分の１の経費、

すなわち１年分の経費が浮きます。わかります

か。わかりやすく言うと、5,200台の５分の１で

すから1,020台分が浮くわけです。しかし、問題

になるのは備品で購入したときの故障などのメ

ンテナンスをどうするかです。しかし、今申し

上げたように、1,020台分のパソコンが浮く勘定

ですから、たとえ６年間で500台壊れて新品を追

加購入しても520台分は経費が浮く、単純に言う

とそういうことになります。いかがでしょう

か、県民政策部長。

○県民政策部長（高山幹男君） パソコンの調

達に当たりましては、毎年、モデルチェンジで

ありますとか新たなソフトウエアの開発動向な

どを調査した上で、導入方式を含めまして総合

的に判断して決定しているところでございま

す。今御指摘にありましたとおり、パソコンの

使用期間を延ばすこと、長く使うことで故障が

ふえてくるということがありますことと、故障

した場合の部品調達等が可能かどうか懸念され

るところですが、その一方で経費の節減には有

効であるということは事実でございます。そう

いったこともありますので、実際他県でやって

いる状況等ございます。九州のかなりの県が５

年のリースでやっておりますので、その辺の状

況等含めまして、最も効率的な方法につきまし

て引き続き検討してやっていきたいというふう

に思っております。

○満行潤一議員 最新のパソコンが６年間で500

台も壊れるということは想定できないわけで

―5,000台ですから相当壊れるかしれません。

しかし、任期つきのパソコンの技術職を配置す

れば保守料はかなり安くで上がる、自前でメン

テナンスを行えば安く上がると思うんです。こ

れはブラックボックス化してなかなか中身がわ

かりません。リース料の内訳、パソコン本体分

と保守料分と保守の業務実績表、一体毎年何台

のパソコンが壊れて業者に修理を頼んでいる

か、こういうのがはっきりすると経費節減の金

額というのはもっとはっきり皆さん方に示せる

と思うんですけれども、これは公表できないん

でしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） 平成16年度導

入のパソコンの例ですけれども、１年目で12
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台、２年目が20台、３年目が30台、４年目が50

台、そういった形でふえてきているというよう

な状況にございます。

○満行潤一議員 10台、20台、30台でしょう。

合わせて100台ぐらいしか６年間で壊れないのか

なと思うんです。リースというのは、企業会計

なら意義があります、償却できるわけですか

ら。でも、これは一般会計ですから、企業会計

じゃないんです。行政会計は全く税法上のプラ

スも何もないです。備品購入費で購入して何が

問題があるかというと、僕はメリットがあるば

かりだと思うんです。

話は飛びますが、毎年精査してパソコンは導

入されているというんですけれども、ことしも

７月31日で切れていますので新しいパソコンが

入りましたが、ことしのパソコンのメーカーは

どこなんでしょうか。

○県民政策部長（高山幹男君） ことしの分は

把握しておりません。申しわけございません。

○満行潤一議員 ことしのはＮＥＣだと聞いて

います。去年もＮＥＣ、おととしもＮＥＣ。結

局、宮崎県庁のリースである5,200台、全部ＮＥ

Ｃ、これはやっぱりおかしいと思うんです。毎

年毎年入札とかされているんだろうと思います

けれども、それは入札の効果が上がっていない

んじゃないのか。担当部署は楽です、メーカー

に任せておけばいいわけですから。でも、保守

料とか要らん金を払っている可能性が高いと思

うんです。何でＮＥＣが毎年5,200台全部本県か

らとれているかも非常に不思議であります。ぜ

ひそのところも含めて今後見直しをしていただ

ければありがたいなと、経費節減につながるだ

ろうと思います。

時間が来ました。終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、議員より議案の送付を受けましたので、事

務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年９月18日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 蓬 原 正 三

野 辺 修 光

河 野 安 幸

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

平成21年度補正予算の適正な執行を求める

意見書

◎ 議員発議案第１号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を日程に追加し、議題とするこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案を日

程に追加し、議題とすることに決定いたしまし

た。

〔「議長、意見書案提出の動議を求めま

す」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 ただいま髙橋透議員ほか３名

から意見書案提出の動議が提出され、所定の発

議者がありますので、動議は成立したものと判
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断いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時47分休憩

午後４時15分開議

◎ 議員発議案第１号提案理由説明

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

まず、議員発議案第１号の提出者に提案理由

の説明を求めます。野辺修光議員。

○野辺修光議員〔登壇〕（拍手） それでは、

発議者を代表して、「平成21年度補正予算の適

正な執行を求める意見書」の提案理由を説明さ

せていただきます。

世界的な金融危機による景気後退は、我が国

の経済を急速に悪化させ、その影響を受け、本

県の景気・雇用情勢も厳しい局面を迎えており

ます。

このため、さきの麻生政権においては、経済

危機対策として総額約14兆円の平成21年度補正

予算を５月29日に成立させ、これを受けて、本

県においても６月補正予算及びこの９月補正予

算を相次いで計上し、本県経済の早期回復に向

けた取り組みを行っているところであります。

本県経済は、個人消費や生産活動の一部に持

ち直しの兆しがあるものの、７月の有効求人倍

率が0.40倍と、先月より0.01ポイント後退する

など、雇用情勢は依然として厳しい状況が続い

ており、失業率も今後さらに悪化することが予

想されております。

このような中、このたび発足した民主党を中

心とする新政権において、今年度補正予算につ

いて一部執行停止が議論されておりますが、仮

に地方向けの予算が執行停止されることになり

ますと、本県の景気・雇用はもとより県民生活

に多大な影響を及ぼすおそれがあります。

よって、本会議は国に対して、地方経済に与

える影響が大きい平成21年度補正予算につい

て、執行停止を行うことがないよう要望するも

のであります。

何とぞ議員各位の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○中村幸一議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。権藤梅義議員。

○権藤梅義議員 ただいま提案理由の説明を野

辺議員からされましたので、野辺議員のほうに

お答えをいただければと思います。

補正予算の執行停止が非常に問題だという指

摘は、一部理解をしておりますが、例えば、今

回行われました15兆円の補正をそっくりそのま

まやれと、こういう意味なのか、そこのところ

をお聞きしたい。この意見書の趣旨とするとこ

ろです。

○野辺修光議員 ただいまの質問であります

が、国においてのことであって、県議会に提案

されておる15の基金に与える影響ということ

で、宮崎県議会に与える影響ということで、あ

くまでも県民の生活を守るために必要だという

ことでお願いをしておるところであります。

○権藤梅義議員 引き続きお願いします。本

来、意見書等を出す場合には、何らかの検証、

検討がなされてしかるべきというふうに思うん
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ですが、どういった議論がなされたのかお伺い

をしたいと思います。

○野辺修光議員 提案の自民党としては、今報

道されておりますように一部でも執行停止があ

ると、県民生活に多大な影響を受けるから、こ

のことについては早急に、タイミングを失する

ことなく国に要望という形での意見書を上げた

いという議論をしてまいりました。

○権藤梅義議員 私が聞いておるのは、支障が

出るんじゃないか、どういうところに出るの

か、そういったこと等については、例えば愛媛

県議会では、「経済とか雇用情勢への対応はも

とより」云々と、「介護の処遇改善や介護施設

の整備、あるいは学校の耐震」、こういったこ

とを上げて影響が出るんではないかというよう

な心配をされての意見書が出ているんですが、

本件においてはそういったこと等を党として検

討されて、問題が大きい、これはやっぱりきち

んと物を言っておかにゃいかん、そういう検討

をされたんでしょうかということです。

○野辺修光議員 そういうことにつきましても

もろもろ検討したわけであります。今、組閣さ

れて、きょうのニュースでもありましたよう

に、10月の２日に向けて、各省庁、補正の見直

しについて検討するよう言われたわけでありま

す。そのことは前から予測されておったわけで

ありますが、例えば15の県の基金について、今

まで196億6,000万円、６月議会で10億3,000万

円、９月議会で37億3,000万円の予算計上がされ

ておりますが、来年度からの残りが149億円ある

ということであります。ことしの分については

停止されないかもしれませんが、来年度分から

のほうが大変心配される。そのほか単年度基金

についても、経済危機対策臨時交付金99億円、

定住自立圏等民間投資促進交付金等の単年度基

金も影響を受けるのではないか、そういう心配

がありますので、自民党としてはそういうこと

のないように―あすから連休ですから、きょ

うがタイムリミットだということでお願いをし

ているわけであります。

○権藤梅義議員 さきの本会議で野辺議員その

ものが、内示と交付決定、執行停止、こういっ

た議論をされて、私どももある程度理解を深め

たところであります。これは執行部じゃないと

わからないかもしれませんが、私は個人的に

は、交付決定というものについて執行停止があ

るのかなと首をかしげます。ただ、内示につい

てはあるかもしれない。こういうことがあるわ

けでありまして、これをはっきりした基準等が

ない中で議論してもいかんと思いますから、こ

の質疑はいたしませんが、私は、今後について

こういう問題は起こってくると。政権が交代す

るということは、その主眼とするところが変

わってくるわけですから、こういうことは今か

らも起こってくる。そういう意味ではきめ細か

な議論が必要ではないかというふうに感じてお

ります。

先ほどの３時のＮＨＫの解説等を見てみます

と、緊急性や経済性の低いもので削減した分

は、より効率的なものに使うのであれば、減額

してそのままじゃなくて別な方面で使うんだか

ら、その波及効果が高ければプラスになるん

じゃないか、そういう意見も解説の中で述べて

おられましたので、今後について、検証もでき

ていないということでありますから、私どもと

しては、検証を含めた執行停止というものに対

して、政権が変わってやる第一歩だということ

で、温かく見守ってほしいなということをつけ

加えまして、終わります。以上です。

○中村幸一議長 以上で質疑は終わりました。
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○中村幸一議長 次に、事務局長に議員発議案

第２号を朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年９月18日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 県議会議員 鳥 飼 謙 二

髙 橋 透

太 田 清 海

外 山 良 治

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

生活者を優先し地方重視の予算措置を求め

る意見書

◎ 議員発議案第２号追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第２号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたします。

◎ 議員発議案第２号提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、議員発議案第２号の

提出者に提案理由の説明を求めます。髙橋透議

員。

○髙橋 透議員〔登壇〕 発議者を代表し、議

員発議案第２号について提案理由を申し上げま

す。

自民党政権が進めてきた市場原理優先の規制

緩和や構造改革路線によって、富める者はさら

に富み、貧しき者はさらに貧しくといった社会

がつくり出され、さまざまな格差が生まれまし

た。所得格差、教育格差、医療や介護の格差、

都市と地方の格差などなどであります。今や日

本の全労働者の３分の１が非正規雇用となり、

懸命に働いても生活できないワーキングプアと

呼ばれる方々がその格差の象徴ではないでしょ

うか。

昨年、容赦なく首を切られ、派遣村で年を越

された方々は記憶に新しく、その方々を初めと

する国民の怒りと、将来にわたって安心して生

活できる政治の転換へのあらわれが政権交代へ

とつながったものと確信をいたします。

これからは、将来にわたって地方が大事にさ

れる政治と、生活者の視点に立つ政策、財源へ

の配慮が求められてきます。

ここで私が強調したいことは、三位一体改革

を通じた地方財政の圧縮などによる地方切り捨

てであります。その地方切り捨てこそが、少子

高齢化と中山間地域における過疎化を一層加速

させ、地方の衰退を招いたと思います。

だからこそ、これまでの市場経済至上主義か

ら脱却した、「支え合いの社会」へ政治のかじ

を大きく切りかえていくことをしっかりと追求

していくことが大切であると主張するもので

す。

よって、私たち社民党県議団は、将来にわた

り安心して生活できる地方重視の予算措置を求

める理由から、意見書案を提出するものであり

ます。

さらに、私が申し上げたいことは、私が議員

になったころだと思いますから、もう６年にな

るんでしょうか、熊本、鹿児島、宮崎３県で構

成をする南九州観光振興議員連盟の総会が鹿児
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島で開催されました。当時は米良政美議長でご

ざいましたが、そのときのあいさつが今も強く

印象に残っております。内容は、「九州新幹線

の開通を目前に控える熊本、鹿児島に比べて、

本県は新幹線どころか高速道路も未完成であ

り、鉄道も単線、しかも車両はぼろぼろ」と、

米良議長は「悲哀を感じる」という表現で、本

県のインフラ整備がおくれ、交通網がいかに貧

弱かを嘆き訴えられました。まだ記憶に残って

いらっしゃると思います。最近では、後ろにい

らっしゃる中村議長も、安易な道州制論議にく

ぎを刺されるかのように、「各県に比べ最もお

くれをとっている本県インフラ等の整備の確立

なしに道州制論議はあり得ない」と、九州議長

会でも発言をされています。他県では高速道路

も鉄道の複線化・高速化も当たり前です。本県

はその当たり前のものを整備しなければならな

い大きな課題があるのでございます。

だからこそ、政党間で主義主張の違いがあっ

たとしても、宮崎県議会で一致結束できる課題

は団結して中央に物を言っていくことを、私は

大事にしたいと強く主張するものであります。

意見書採択における全会一致の原則は、例外の

名のもとに崩れましたが、本県の限りない発展

を願う社民党県議団の思いを御理解いただき、

我が会が提出する意見書案に賛同くださるよう

切にお願いし、提案理由といたします。（拍

手）〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

質疑の通告はありません。

両案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第1号及び第2号に対する討論

○中村幸一議長 これより両案に対する討論に

入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第１号「平成21年度補正予算の適正な執行を求

める意見書」について、賛成の立場で討論いた

します。

県民の方とマスメディアの方に申し上げます

が、通常は、こういう場合は反対討論が出た後

に賛成討論というのが普通であります。ところ

が、１号議案に対案して、先ほど社民党から出

た第２号議案を反対討論とみなすという議会の

ルールがございますので、今の髙橋議員の上程

が反対討論とみなして、私が賛成討論するわけ

ですから、御理解いただきたいと存じます。

「地域主権の確立」「地域のことは地域が決

める」、これは民主党がさきの総選挙で示した

マニフェストに掲げられている文言でありま

す。我が国が直面している100年に一度と言われ

る世界大不況に対して、速やかに景気・雇用対

策を講じていくのは当然のことであり、そうで

あるからこそ、本県議会においても昨年の12月

議会で緊急経済対策（生活対策）の早期実現を

求める意見書を採択し、あわせて、年明け早々

からの相次ぐ補正予算の審議において、各会派

の皆さんからもそれぞれ議案に御理解を示され

たものであります。このことは、民主党のマニ

フェストにありますとおり、まさに地方のこと
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を我々地方議会が議論して決めているわけであ

ります。国が取り組もうとしている施策、ある

いは進めていく施策について、それが地方への

影響が懸念されるものであれば、しっかりと地

方から声を上げるのは当然のことであり、この

姿勢は、自由民主党が政権与党であった時代に

あっても全く同じことでありました。

私どもは、このたびの総選挙で国民の負託を

受けた民主党がこれから取り組もうとしている

政策に対して異を唱えようとしているわけでは

ありません。むしろ心から、不安よりも期待を

大にしているところであります。民主的な手続

を踏んで一たん成立した予算を、一方的に執行

停止しようとする動きがあることに大きな不安

を抱かざるを得ない状況であることから、地方

の経済対策、ひいては県民生活に影響が出ない

ようにお願いをしたいというものであります。

新政権の方針がはっきりしない段階で拙速過

ぎるという御意見があったと思いますが、予算

の執行停止の方針が出てしまってから行動して

いたのでは遅いのであります。繰り返します

が、私たちは、今ここで民主党の対立軸を示そ

うとしているわけではありません。一連の経済

対策は国と地方が協力しながら取り組みを進め

ていかなければならない課題であり、一刻も早

く本県の景気・雇用が回復するように、そして

県民の皆さんが安心して生活できるようにとの

思いからの要望であります。昨日は、愛媛県議

会においても同様の意見書が、民主党、社会民

主党も賛成して採択されております。

なお、けさの大臣会見の要旨についてちょっ

と御紹介いたします。この大臣は、今度就任さ

れました藤井財務大臣、それと原口総務大臣の

２人の会見の様相であります。「地方の予算を

どうするのかということでありますが、地方と

いっても全部とは言えない、いわゆる一切除く

ということではない。それと同時に、地方とい

えども聖域だということにはできないんだ」と

いうことを言っております。そういう事案も今

後出てくるであろうということを、けさの藤

井、原口両大臣の会見で示されております。

114万県民の安心・安全を確保できるようにと

いう思いから、民主党政権に対して切なる願い

を込めての要望であります。どうか議員各位の

皆さんにおかれましては、以上の趣旨を十分御

理解の上、御賛同賜りますようよろしくお願い

申し上げまして、私の賛成討論を終わります。

ありがとうございました。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕 民主党の田口でござ

います。

議員発議案第１号「平成21年度補正予算の適

正な執行を求める意見書」について、反対の立

場で討論いたします。

リーマンショックに端を発する世界的な金融

・経済危機により、急激に我が国経済も悪化の

状況に陥り、麻生自公政権がその経済危機対策

として、過去最大の13.9兆円の補正予算を成立

させました。しかし、緊急の経済対策として疑

問がある予算が数多く見受けられ、当初から、

「前年度末に成立させた定額給付金に続く総選

挙前のばらまきではないか」との批判が各方面

より上がり、民主党もこの補正予算案には反対

の立場をとってまいりました。しかし、参議院

では否決されたにもかかわらず、衆議院の３分

の２条項を使って約１カ月で成立させたもので

あります。

そのような中、本年の６月30日、当時の民主

党の鳩山由紀夫代表の会見において、「政権交

代が実現した場合、平成21年度の補正予算は凍
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結したい」との見解を示しました。その後民主

党は、「国民の生活が第一」と訴え総選挙を勝

ち抜き、政権交代を社民党や国民新党の皆さん

と実現させました。政権交代とは、税金の使い

方を変えることであり、政策の優先順位を変え

ることであります。国民との約束（マニフェス

ト）に基づき予算を組み替えていきます。国の

総予算207兆円を徹底的に効率化し、無駄遣い、

不要不急の事業を根絶してまいります。しか

し、景気・雇用対策はもちろん、子育て、教

育、年金、医療、地域主権などの国民生活の立

て直しには集中的に使ってまいります。

よって、麻生内閣が成立させた補正予算は、

経済対策としての効果や必要性に疑問が残る予

算が数多く計上されており、民主党は、執行の

抑制や凍結、そして停止が必要だと考えていま

す。

ただし、対象となるその多くは、独立行政法

人や公益法人等で、在籍する天下り数が約750人

いる国の関連機関への約３兆円の支出や、事業

内容も不明確なままに単に資金を積んだ、官僚

の埋蔵金となりかねない4.4兆円の46基金です。

また、だれのための経済対策なのかわからない

官公庁用の施設整備費の2.9兆円、また、アニメ

やテレビなどの日本の新しい芸術分野の拠点と

して117億円をかける国立メディア芸術センタ

ー、通称「アニメの殿堂」であり、補正予算で

組むべきものとはとても思えないこのような事

業等は厳しく見直すべきと考えています。

しかし一方では、地方に対しては、地方活性

化公共投資臨時交付金、地方活性化経済危機対

策臨時交付金を初めとして医療や環境などの分

野で資金が交付されています。これらに対して

は、「小泉政権時代の改革、規制緩和や歳出削

減などを進めた結果、格差が拡大し、疲弊した

地方にとりましては現下の厳しい地方財政の状

況を踏まえて、各地域において積極的な政策実

施の財源になると考えられますから、その執行

を凍結、停止など民主党は考えてはおりませ

ん。そして特に、国の補正予算に応じて地方議

会が行った議決を事後的に国が否定するような

ことは全く予定しておりません」、これは、一

昨日誕生した鳩山政権の経済産業相に就任した

直嶋正行氏が、７月３日時点で、政権交代が実

現した場合を想定し、民主党の政策調査会長と

して答えたものであり、その後も一貫してその

方針は変わっておりません。鳩山新首相も、組

閣後の記者会見はもとより、終始、「地方に迷

惑がかかるような予算の凍結や執行停止はしな

い」と明言しております。

よって、意見書に、「地方向けの予算が執行

停止されることになると、本県の景気・雇用に

多大な影響を及ぼすことになり、県民生活に大

きな混乱が生じることが懸念される」とありま

すが、民主党は地方と協議する場も提唱するこ

ととしており、その心配は全くなく、意見書そ

のものが必要ないものと私は考え、意見書の提

出に反対をいたします。

議員の皆様の御理解と御賛同をよろしくお願

い申し上げます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 我々愛みや

ざきは、幹事長会及び議会運営委員会におきま

して終始一貫、この意見書提出につきまして

は、今までの申し合わせのとおり全会一致での

提出を求めてまいりました。それは、今後、こ

の意見書提出を境に幹事長会及び議会運営委員

会が混乱し、議会運営がさらに難しくなるとい

うことが必至になるからです。それを避けるた

めにも、我々はここで力を合わせ、やはり宮崎
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を守るという意を固めなくてはいけないはずで

す。

その中で、社会民主党のほうからは折衷案の

提出を求める意見が再三出されました。自民党

からの歩み寄りを期待いたしましたところです

が、残念ながらそれはかないませんでした。そ

して今回、各会派に配慮したという形の第２号

議案が提出されております。その姿勢を大いに

評価するとともに、意見書内容につきましても

理解に値すると考えております。

よって、愛みやざきは、第２号議案に賛同の

意をあらわし、賛成討論といたします。以上で

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議員発議案第２号「生活者を優先し地方重視

の予算措置を求める意見書」案に賛成の立場か

ら討論いたします。

さきの衆議院選挙では、自公政権への批判が

強まる中、国民の意思で政権交代を実現し、民

主党を中心とする連立政権が誕生いたしまし

た。新政権にあっては、国民の、政治を変えた

い、よくしたい、その思いをしっかり受けと

め、国民の期待にこたえられる政治の実現を強

く望むものです。

日本共産党は、国民のための政治を一歩でも

二歩でも前進させるために、建設的野党の立場

で奮闘するものです。

さて、今回、国において今年度補正予算の一

部執行停止が議論される中で、国民生活や地方

自治体など地方経済に与える影響が懸念されて

います。地域経済への混乱は極力避けなければ

なりません。本議員発議案第２号の「生活者を

優先し地方重視の予算措置を求める意見書」案

は、国民の中で医療、年金、介護、雇用などの

不安が渦巻く中で、生活者の立場に立った予算

措置は、今後の予算編成のあり方として国民か

ら強く望まれている課題でもあり、当然賛成す

るものです。

また、県民の不安を解消するためにと、議員

発議案第１号「平成21年度補正予算の適正な執

行を求める意見書」案が提出をされました。現

時点での速やかな予算執行を要望する同意見書

案にも、県民の不安を払拭する意味から、反対

するものでないことを申し添え、討論を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第２号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第２号「生活者を優先し地

方重視の予算措置を求める意見書」についてお

諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立少数。よって、本案は否

決されました。

◎ 議員発議案第１号採決

○中村幸一議長 次に、議員発議案第１号「平

成21年度補正予算の適正な執行を求める意見

書」についてお諮りいたします。

本案は、原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

次の本会議は、24日午前10時開会、本日に引
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き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時46分散会



９月24日（木）
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10番 黒 木 正 一 （ 同 ）
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21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）
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48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （ 同 ）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （自由民主党）

欠 席 議 員（２名）

23番 宮 原 義 久 （自由民主党）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）
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副 知 事 河 野 俊 嗣
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福 祉 保 健 部 長 高 橋 博
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農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 太 田 英 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治
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議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員40名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 皆さんおは

ようございます。けさ来るとき、日向から車で

来ましたが、猫が事故に３匹遭っておりまし

て、日向で１匹、都農で１匹、高鍋で１匹。

ちょっと不吉な予感がしまして、しっかり気を

引き締めて質問しなきゃいかんなというふうに

思っております。それぞれ５連休で、シルバー

ウイークといいますか、ちょっと体が怠けてい

ますけれども、体にむち打ってしっかり質問い

たします。

まず、細島工業港の大型岸壁についてであり

ます。この事業は、白浜港の対岸に水深13メー

トルの岸壁をつくるというものであります。県

ではこれを通称17号岸壁と言っているわけであ

ります。現在、細島工業地帯の４区内では、30

ヘクタールあるわけでありますが、これには旭

化成が工場を今建設中であります。１区の40ヘ

クタールにつきましては、中国木材が進出を予

定しているところでございます。そのほかの企

業においても大型岸壁を利用するというふうに

いろいろ聞いているわけであります。そのよう

な中に、平成22年度の国交省の概算要求の新規

プロジェクトに盛り込まれなかったことがわ

かったわけであります。地元では非常に落胆し

ているところであります。日向市を初め、県北

の市町村、また議会においても、何回となく県

のほうに陳情いたしたところでございます。県

のほうでも国に対して強く要望していただいた

というふうに思っております。今回の衆議院選

挙で自由民主党から民主党に政権がかわり、国

の事業費が削減されるのではないかと、地元で

は非常に心配をいたしております。大型岸壁の

整備は、新規企業の進出において大変重要であ

り、必要不可欠であります。大型岸壁整備の推

進について、知事に今後のお考えをお伺いした

いと思います。

次に、社会福祉事業団自立化事業についてお

聞きをいたします。これは、さかのぼりまして

平成16年度、生活福祉常任委員会と当時は言っ

ておりましたが、その委員長は濵砂委員長であ

りました。河野哲也副委員長、そしてこの中に

いらっしゃるのが、徳重委員、星原委員、外山

良治委員、そして私。退職された方が２名ほど

いらっしゃいます。この当時は安藤知事であり

ました。中原福祉保健部長でもありました。現

在の高橋博部長は少子化対策監でありました。

現東国原知事は、当時はどこにいたかわかりま

せんけれども、全くこのことはわからないとい

うふうに思います。そこで、福祉保健部長に、

社会福祉事業団自立化事業の内容と今日までの

進捗状況について、壇上からお聞きをいたして

おきます。

次に、教育行政についてであります。

教育長に、人づくり、物づくりの観点から御

質問をしておきます。今回、県立工業高校に行

く機会がありました。県内７校の工業高校のう

ち、私は３校ほど訪ねてまいりました。また、

宮崎工業高校で工業系の校長会があり、その会

議の後に全員の校長先生からいろいろとお話を

聞くことができました。そして、実習室にまず

行ってみました。機械類は非常にぴかぴかに整

平成21年９月24日（木）
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備されておりました。整理整頓あるいは管理も

行き届いている感じでございました。しかし、

皆さんに今配っておる１枚の用紙がございま

す。この用紙を見てください。これは学校の備

品の一部をコピーしたものでありますが、備品

の導入年代を見ますと、40年以上たっているも

のがあるんです。皆さん、年代をずっと追って

ください。40年以上もたっている。私が見たと

ころでは、きれいなんですけれども、骨とう品

みたいな、そういう感じさえ受けたんです。40

年前といいますと、皆さん、自分の年をちょっ

と考えてみると、生まれていない方もいるかも

しれませんね、議員の中には。知事でさえ恐ら

く中学生ぐらいかな。そうでしょう。そうしま

すと、知事の年代の方が扱った教材が連綿と今

使われているんです。それも私はいい面もある

と思うんです。しかし、また後で自席のほうで

やりますから、いいんですが、教育長、この備

品の整備計画をどうしていくのか、お尋ねをい

たしまして、後は自席のほうから質問させてい

ただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、細島港の大型岸壁整備についてであり

ます。御質問にありましたとおり、直轄事業と

して要望しておりました大型岸壁が、現時点

で、主な新規施設として国土交通省の来年度予

算の概算要求に盛り込まれませんでした。私と

いたしましても、本県地域産業の発展のために

必要不可欠な施設と考えておりましたので、非

常に残念に思っております。このような中、か

ねてより誘致を進めておりました昭和シェルソ

ーラーの国富町進出が決定いたしまして、細島

港につきましても、製品の輸出などの貨物量の

増加が期待されるところであります。これを弾

みとしてさらなる利用促進を図るとともに、引

き続き、日向市や産業界などと連携しながら、

大型岸壁の早期着工を国に強く要望してまいり

たいと考えております。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

社会福祉事業団自立化事業についてでありま

す。この事業は、平成16年３月に策定された公

社等改革指針を踏まえ、当時、年間10億円前後

の県からの財政支援に依存していた社会福祉事

業団の経営自立を目的として、17年度に創設し

た５カ年事業で、事業内容は大きく３つありま

す。まず、１つ目は、事業団みずからによる経

営改善策として、職員数の削減や給与制度の見

直し等を行うものであります。２つ目は、事業

団の経営自立を支援する交付金として、運営費

不足分、退職金引当金、施設修繕費等の経費に

５カ年で合計40億円を交付するものでありま

す。３つ目は、経営自立のためには、基本財産

となる土地・建物が不可欠であることから、そ

れらの譲渡を行うものであります。

次に、進捗状況ですが、まず、事業団におい

て、職員数の削減や組織体制、給与制度の見直

し等を行った結果、収入に占める人件費の比率

が、平成16年度の73％から20年度には54％とな

るなど、大幅な経営改善がされております。ま

た、県では、自立化交付金を平成17年度から21

年度に毎年度８億円ずつ交付し、あわせて、平

成18年４月には、県立社会福祉施設10施設を無

償で譲渡し、経営自立を支援してきたところで

あります。これらを一体として実施してきたこ

とにより、平成22年度以降、県からの財政支援

に依存しない自立した経営が可能となりつつあ

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

平成21年９月24日（木）
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○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

専門高校における産業教育の教材としての備

品についてであります。専門高校における産業

教育につきましては、実際に産業用の設備に触

れ、機器の仕組みや取り扱い方法を体験的に学

ぶことが不可欠であります。このため、県教育

委員会といたしましては、従来から、各専門高

校の特性に応じた備品の整備に努めているとこ

ろであります。これらの備品につきましては、

その主なものの導入時期のピークが、1991年か

ら2000年、すなわち平成３年から平成12年まで

の10年間となっておりまして、大部分の備品に

つきましては、議員から先ほど御質問の中にも

ありましたように、教材として適切に使用でき

る状態にあると言えるものでありますが、導入

から相当年数が経過しているものがあることも

御指摘のとおりであります。このため、今議会

におきまして、国の臨時交付金を活用した２

億3,000万円相当の備品更新のための増額補正予

算をお願いしているところであります。将来の

宮崎の産業を担う人材の育成は必要であります

ので、今後とも専門高校教育の充実に努めてま

いりたいと存じます。以上です。〔降壇〕

○黒木覚市議員 細島港の大型岸壁につきまし

ては、知事が今、答弁いただきましたが、ぜひ

必要だということは知事のほうでもわかってい

るわけですから、今後とも引き続き、国のほう

に要望していただきますようにお願いをしてお

きます。

次に移ります。スマートインターチェンジに

ついてでございますが、このことにつきまして

は、今あります有料の延岡道路、門川のほうの

分でございますが、これが現在、門川町側から

延岡に行くほうしか乗れないわけです。乗るよ

うにしかなっていません。私どもは、先般、門

川町長、あるいは地元の米良県議と一緒に、西

日本高速道路株式会社の延岡事務所を訪ねまし

た。東九州自動車道が全線開通した場合には、

門川から宮崎側に乗ることができないんです。

現在のままでは乗ることができない。ですか

ら、ここにスマートインターチェンジという形

で門川から乗れるようにしてくれというのが要

望であります。現在のままでいきますと、門川

から日向のインターまで14キロあるんです。門

川の人たちは日向に行って宮崎の方向に行かな

けりゃならなくなる。おりるときも日向でおり

て門川に帰ると、そういう形になるわけでござ

います。ですから、門川周辺の方が非常に不便

を感じるということで、今、地元でも協議会等

を立ち上げようとしています。協議会を立ち上

げることが第一だというふうに言われたもので

すから、それを準備はいたしておりますが、県

のほうにもそういう声を恐らく上げると思いま

す。できるだけ県のほうでも早くそういう取り

組みをしてほしいというふうに思いますが、県

土整備部長にこのことについて御答弁をお願い

いたします。

○県土整備部長（山田康夫君） スマートイン

ターチェンジの検討につきましては、西日本高

速道路株式会社、国や県、また地元自治体との

協議調整が必要となってまいります。県といた

しましては、各方面の御意見、御要望も踏まえ

まして、関係機関と調整しながら、今後どのよ

うな対応が可能か、検討してまいりたいと存じ

ます。

○黒木覚市議員 東九州自動車道は、門川―西

都間が25年度というふうに予定をされておりま

す。民主党政権になりましたから、これがどう

なるかちょっと不安ですけれども、予定として
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は、私たちはできるというふうに思っておりま

す。スマートインターの全国の整備状況を聞い

てみますと、西日本高速道路株式会社で聞いた

話でございますが、全国で3,000億の資金が用意

してあると。西日本では３分の１の1,000億。設

置箇所も全国で200カ所、西日本で60カ所。整備

期間が平成21年度から29年度というふうに伺っ

ております。そういうふうに伺っておるわけで

ありますが、できるだけ早く地区協議会という

ものを、地元の人たちが協議会をつくっていろ

んな協議、県とも国ともいろんな話し合いもあ

るでしょう。そういうものをつくってほしいと

いうことですから、これはつくるのが第一であ

りますけれども、知事、ぜひ、西日本高速道路

のほうにも陳情方をよろしくお願いいたしま

す。知事のお考えをお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ただいま議員より御

要望をお伺いしましたので、担当部局に指示さ

せていただきまして、関係機関との調整を図ら

せていただきたい。そしてまた、ＮＥＸＣＯ西

日本さんのほうにも要望してまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 次に、環境森林部のほうにお

聞きをいたします。森林環境税についてでござ

います。18年度から22年度まで５年間、今実施

中でありますが、先般、高千穂町のほうでも地

域の皆さんとの意見交換会が始まったようでご

ざいます。県内８カ所というふうに聞いており

ます。森林環境税を導入して４年目ですね、こ

れまでの事業による成果、どういうふうに成果

が上がってきておるのか。もう４年目ですか

ら、成果と今後の取り組みについて、環境森林

部長にお尋ねをいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、県民共有の財産であります森林

を、県民みんなで守り育てることを目標といた

しまして、県民参加と公益的機能の重視という

２つの視点から、森林づくり事業を展開してい

るところでございます。

まず、県民参加の森林づくりでは、森林づく

りへの県民の理解を促進するため、県民の提案

や企業の参加による森林づくりのほか、ボラン

ティア団体の育成や活動への支援を行いますと

ともに、子供たちが森林の役割を学ぶ森林環境

教育に取り組んでいるところでございます。ま

た、公益的機能を重視する森林づくりでは、水

源地等の上流にあります長期間放置されました

森林を対象に、広葉樹造林等の森林整備を行い

ますとともに、花粉の少ない苗木の生産や、公

益保全上の重要な森林を市町村が公有林化する

取り組みへ支援を行ったところでございます。

これらの取り組みによりまして、県民参加の

森林づくり活動の拡大につながりますととも

に、災害の防止など公益的機能の高い森林の整

備が促進されたものと考えております。県とい

たしましては、今後とも、県民協働で支える森

林づくりを推進しますとともに、公益的機能を

重視した森林の整備に取り組んでまいりたいと

考えております。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。も

う一点、森林環境税を導入している他の県で

は、木材の利用促進や間伐材の搬出支援など、

幅広く税を活用しているようであります。本県

ではこれらの事業に活用する考えはないか、お

聞きをします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税に

つきましては、本県では、ソフト、ハード事業

の両面から、森林づくりに重点を置いた取り組

みを実施しているところでございますが、これ

までに、税事業の使途を検討いたします森林環
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境税活用検討委員会での提言を踏まえながら、

渓流の流木を撤去するなどの新たな分野も取り

入れて実施しているところでございます。しか

しながら、森林環境税の全国的な使途を見ます

と、おっしゃいましたような、ソフト事業の木

材の利用促進のための普及啓発や林業担い手育

成などの事業、あるいはハード事業といたしま

して、間伐材の搬出支援や作業路の開設などの

使途も見られるところでございます。これらの

新たな分野での事業展開につきましては、他県

での取り組み事例も参考にいたしまして、森林

環境税活用検討委員会や、現在、地域で開催し

ております県民との意見交換会での意見等を踏

まえながら、今後検討してまいりたいと考えて

おります。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。次

は、先ほど壇上から申し上げました社会福祉事

業団の自立化事業の件についてお伺いをいたし

ます。総務部長、事務決裁規程でいう訓令等の

規定を伺いたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 宮崎県事務決裁規

程におきましては、行政組織の内部的な命令で

ございます訓令、あるいは法令等に基づく処分

などを広く一般に知らせます告示あるいは公告

のほか、要綱、要領などの規定を「訓令等」と

定めているところでございます。

○黒木覚市議員 同じく総務部長に、補助金の

予算の執行に当たり、要綱、要領の決裁権者は

だれか、また、総務部への合議はどうなってい

るのかお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 補助金等の交付に

関する要綱、要領の決裁につきましては、宮崎

県事務決裁規程に基づきまして、次長が決裁権

者と定められております。また、起案に当たり

ましては、文書取扱規程に基づきまして、関係

所属に合議をすることとされておりますが、補

助金等の交付に関する要綱等につきましては、

総務部の財政課に合議するよう、これは通知に

より定めているところでございます。

○黒木覚市議員 同じく総務部長、知事が編成

した予算の内容にかかわる議会への説明は、そ

の後の執行を前提とするべきであると考える

が、この点はいかがでしょう。

○総務部長（山下健次君） 大事なことであり

ますが、予算の編成権は知事にございますが、

その予算案は、県議会において議決をいただく

ことによって成立をするものでございます。当

然、議会への説明に当たりましては、政令に基

づく歳入歳出予算の事項別明細書あるいは給与

費明細書等の説明書のほかに、各部局の新規事

業あるいは政策的な経費など主要な事業につき

まして、具体的にどのような事業を実施するた

めの予算であるかをわかりやすく示した資料を

活用いたしまして、常任委員会において説明す

ることとしておるところでございます。予算

は、県の行政目的を具現化するためのものでご

ざいますので、事業の適切な執行を図るために

も、議会への十分な説明が必要であると考えて

おります。

○黒木覚市議員 総務部長、もう一点、補助金

の予算執行に係る要綱に対して、財政課は意見

を申し上げるのでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 毎年度の予算執行

につきましては、年度の初めに各部局に対しま

して予算執行方針を示しまして、計画的かつ効

率的な執行及び必要最小限の支出による節減合

理化のほかに、事業の執行状況の確認などにつ

いて注意を喚起しているところでございます。

また、それぞれの個々の予算執行に当たりまし

ては、支出負担行為の決裁や補助金交付要綱の
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制定等についての合議を通じまして、対象事業

の内容の精査、さらには適期における適切な金

額の執行であるか等チェックを行いまして、予

算の適正な執行を確保しているところでござい

ます。

○黒木覚市議員 ありがとうございました。こ

れから福祉保健部長のほうにちょっと振りたい

と思います。この社会福祉事業団、皆さん、頭

の中で、どの施設かなとなかなかわからないん

です。経営している施設を申し上げてくださ

い。

○福祉保健部長（高橋 博君） 現在、社会福

祉事業団のほうで経営しております社会福祉施

設は11施設ございまして、その内訳を申し上げ

ますと、まず、知的障がい児施設が３カ所ござ

います。延岡市にありますひかり学園、都城市

にあります高千穂学園、清武町にありますひま

わり学園。それから、児童養護施設が１カ所あ

りまして、宮崎市にあります青島学園。それか

ら、知的障がい者援護施設、国富町にあります

向陽の里でございます。それから、救護施設、

新富町にあります清風園。身体障がい者授産施

設であります、宮崎市にあります向陽園。それ

から、特別養護養護老人ホームが２カ所ありま

して、都城市に霧島荘、宮崎市にみやざき荘が

ございます。それから、軽費老人ホームが、宮

崎市に青島荘がございます。最後に、養護老人

ホームでありますけれども、都城市に東岳荘、

これは平成20年に都城市のほうから譲渡を受け

たものでございます。以上でございます。

○黒木覚市議員 今、11カ所になったわけです

ね。平成20年度末の自立化交付金によって事業

団が積み立てた金額、また21年度末では幾らぐ

らい見込んでおるのか、お示しください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度末

は約９億7,000万円で、21年度末は約13億2,000

万円の見込みであります。

○黒木覚市議員 私がどうしてこのことを今質

問しているかといいますと、先ほど総務部長の

ほうから、私たちには、こういった重点施策の

説明とか、委員会のほうで新規事業はすべて説

明をいただいております。この中で、皆さんた

ちが今、交付金を積み立てているという部分が

ないんですよ。この中をちょっと読み上げてみ

ますが、星原議員が質問している部分、「どこ

でも、退職者が出ると退職給与引当金みたいな

ものがあるんですが、この場合は、そういうこ

とは、今まで補助金なり交付金で積んでいたと

いうふうにとってもいいんですか」と。福祉保

健課長が、「５年間で40億という想定をいたし

ておりますが、その１年分が８億円ということ

でございます。この40億円の中身につきまして

は、運営に要する経費として給与費等人件費

に13億円想定しております。今、星原委員が

おっしゃいました退職給与引当金に相当する金

額を12億円程度想定しております。残りの15億

円が、施設が10カ所に分散してございますが、

建てかえまではいかないんですけれども、かな

り老朽化が目立つところもございますので、５

年間で修繕に要する経費でございます」と、私

たちにはこの説明しかないんです。どこにも積

立金とはないんです。だから、私は、後、調べ

てみました。どこで積み立てができるように

なったのかと不思議でならなかったんです。そ

うしましたら、要綱が出てきました。これは課

でつくった要綱です。先ほど私は総務部長にそ

れで言ったんです。課でつくった要綱です。私

も皆さん方から要綱をいただきました。要綱の

中に括弧書きで積み立て可と書いてあるんで

す。委員会は３月の15日です。４月の１日から



- 232 -

平成21年９月24日（木）

もう要綱でやっているんです。なぜ私たちにそ

ういう大事なことも説明しないままに積み立て

ているのかが私は不思議でならなかった。

ちょっと議会を軽視しているものですから、私

はこれを取り上げたんです。余りにもひどいな

と。先ほど言いましたように、ことしで13億余

りになるんです。何にも私たちには知らせない

んです。そのとき議会で40億というものが通っ

ていけばそれでよかったのかと、私は心配する

んです。これはもうちょっと伺っておきましょ

う。この交付金ですね、施設修繕費について、

その大半が使われておらず積み立てに回ってい

るが、どういう理由かということをお答えくだ

さい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 事業団の施設

は、向陽の里を初め、老朽化した施設が多く、

また、自閉症等への対応など、利用者に適切な

サービスを提供していくためには、大規模修繕

等の実施が不可欠と考えております。しかしな

がら、この事業がスタートした時期に、平成18

年の障害者自立支援法の制定・施行を初め、福

祉を取り巻く法制度等が大きく変化をいたしま

した。こうした状況変化を踏まえ、施設整備や

経営方針の再検討が必要となったことなどか

ら、大規模な修繕工事の施工等を先送りせざる

を得なくなり、積立金に積み立てたところであ

ります。今後の修繕に係る費用は約26億円程度

と見込まれております。したがいまして、積立

金は今後これらの支出に充当し、利用者のサー

ビスの確保を図っていく必要があると考えてお

ります。

○黒木覚市議員 今後のことはいいんですよ。

私たちに説明がなかったんです。そういうこと

もなかったんです。だから、私は議会軽視だと

言っているんです。交付金を積み立てに回すこ

とについて議会に説明がなかった。議会軽視と

もとれると私は思っていますから、そのときな

ぜ説明できなかったのか、わかりましたら、部

長、答えてください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 社会福祉事業

団自立化事業につきましては、５年という短い

期間でいかに完全自立化を達成するかという点

に私どもの意識や説明の重点があったため、説

明が不十分になってしまい、申しわけなく思っ

ております。

○黒木覚市議員 我々議会に、申しわけなかっ

たでこういうことが通っていけば、いつも議会

を何とかごまかして予算を通過させて、後は自

分たちが自由にいろいろできる。そういうこと

では議会軽視だと本当に思うんです。やっぱり

説明責任、こういう重点施策の中の新規事業の

ときにしっかりそういうことも言っておけば、

我々も認識するんです。だれも積立金は知らな

いですよ。さっき言った委員会の名前の人たち

もほとんどの人が知らないんです。あなたたち

はその後説明を一回もしていない。私は全部議

事録を見ました。見たけれども、どこにも出て

こない。説明した書類も何もないんです。だか

ら私は言うんです。途中で委員会で、積み立て

にこれぐらいこうしておりますと、そういう説

明も全くないんです。総務部と意思疎通ができ

ているのか、これもわからない。総務部に聞い

てみると、総務部はあなたたちが説明している

ものと思っているんです。だから、私は今回こ

うやってお聞きしているんです。

自立化交付金の要綱、例えば、今、修繕費で

積み立てをしておりますね。こういうものが、

今の要綱を見ると、何にでもというか、ほかの

ものに流用ができるんです。私はそういうふう

に見ています。その辺は部長はどう思っていま
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すか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 交付要綱で

は、交付金の対象となる経費は、経営自立のた

めの積み立てに要する経費を含めた事業団の運

営に要する経費と定めております。また、交付

金の具体的な使途につきましては、毎年度、事

業計画策定及び実績報告の都度、真に自立化に

必要な経費であるかという観点でチェックを行

うなど、交付金の適正な執行を図ってきたとこ

ろでございます。

○黒木覚市議員 今の答弁では答えにならない

んですよ。流用ができるんじゃないかと。私は

要綱をもらって見たんです。これでは流用でき

るんです。これは縛りも何もないじゃないか

と。だからほかに流用はできますねと。例えば

積立金、修繕費で積み立てたけれども、人件費

とか退職金とか、そういうものに流用できる要

綱じゃないですかと指摘しているんです。

○福祉保健部長（高橋 博君） 積立金の積み

立てにつきましても、適正かどうか十分に

チェックを行ってきているところでございま

す。

○黒木覚市議員 ちょっと答弁になりませんけ

ど、よう答えられんと思います。わかりまし

た。これは要綱では流用できるんです。だから

私は今指摘しているんです。これをどうやって

今から縛っていくかをやらないといけない、そ

う言っているんです。これは委員会でも後やる

ところがあるでしょうから、そちらのほうで

やっていただきたいというふうに思います。

もう一点、これから先のことを聞いておかん

といかんですね。多額の税金が積み立てられて

いるわけです。22年度以降、県がどういうふう

に管理監督できるんですか、その辺をお答えく

ださい。

○福祉保健部長（高橋 博君） 自立化交付金

から積み立てられた施設修繕費等積立金につき

ましては、この事業終了後の22年度以降におき

ましても、確実に施設修繕費等に充当されるべ

きことは当然のことでございます。このために

事業団に対して、その執行に関する確約書を提

出させるとともに、毎年度、執行計画の事前協

議や実績の報告を行わせるなど、県として責任

を持って執行管理を行ってまいりたいと思いま

す。

○黒木覚市議員 なかなか納得のいく答弁では

ございませんけど、委員会のほうでまたこれも

ですね。

あと、自立化交付金を計画した当時の部長、

先ほど申し上げましたね、私たちに３月議会で

説明をいただいた方です。この方が４月１日か

ら事業団の理事長に行っておる。使う側に行っ

ておる。私たちは、何かなと、あれだけ審議し

たものが、いつの間にか、半月もたたんうちに

使う側に行っているんです。これはやっぱり理

由があるだろうと思うんです。もし、部長で答

えることができましたら、お答えください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 事業団から理

事長適任者の派遣要請があり、必要性を検討の

上、事業団の経営改善の遂行を期して人選され

たものと思います。

○黒木覚市議員 同じく知事に、知事は当事者

じゃないから、答えにくいかもしれんけれど

も、このことについてはどういうふうに思いま

すか。

○知事（東国原英夫君） 部長が申し上げまし

たとおり、事業団からの要請を踏まえた上で、

事業団の経営改善を遂行するために最も適した

人材を派遣したものと思っております。

○黒木覚市議員 大変答えにくいですよね。わ
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かりました。またやりましょう。

事業団が本当に自立化するということであれ

ば、今年で終わるわけですが、県の職員が、派

遣している方が３名、ＯＢが３名。今６名いる

わけです。県から職員が派遣されると向こうで

の給与が高いわけです。もう５年間もこの事業

をやっているわけですから、職員も育ってきて

いるはずです。そこで育った職員を本部のほう

でも使うべきだと。今、本部のほうにそういう

ふうに６人行っているわけですから、自立化し

たらある程度任せると、そういう方向に行って

ほしいと思うんですが、福祉保健部長、今後ど

うでしょうかね、その辺は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県職員の派遣

につきましては、事業団からの要請に基づき行

われてきたところであります。派遣状況につき

ましては、自立化事業実施前の平成16年度まで

は、現役職員が10名程度派遣されておりました

が、自立化事業がスタートした17年度以降、年

々派遣者数が少なくなってきており、平成21年

度には、現職３名、県ＯＢ職員３名の計６名と

なっております。今後も、事業団からの要請が

あった場合は、その必要性等を十分検討した上

で対応していくこととなります。

○黒木覚市議員 こればかりやると時間がなく

なりますが、後はまた、委員会、決算がこれか

ら控えるわけですから、その中でいろいろ議論

をしていただきたいというふうに思います。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。教育委員長には、どんなところに視察に行

かれたのか、また、工業系の高校に行って施設

設備の実態を把握しているのか、お尋ねをしま

す。

○教育委員長（大重都志春君） 教育委員会の

委員の視察につきましては、学校現場の現状や

課題について理解を深めるため、毎年度２回、

７つの教育事務所のうち、２つの教育事務所管

内の小中学校、また県立学校、市町村教育委員

会等の視察を実施しているところであります

が、お尋ねにありました工業系の高校の視察に

つきましては、最近は実施していない状況にあ

ります。教育委員会委員は非常勤でありまし

て、また、他の職業を持っておられる方がほと

んどであるため、視察先や視察回数には限界が

ありますが、できるだけ早い機会に、工業系も

含めた専門高校の視察を実施したいと考えてお

ります。以上です。

○黒木覚市議員 今お答えをいただきましたけ

れども、確かにそれぞれ職業は持っておられる

と思うんです。忙しい中だろうとは思うんで

す。ぜひ現場を見てほしいなと。私も今回、工

業系の３つの学校を回ってみましたけれども、

どの学校も、先生たちは何も言わないんです。

要求しているけれども、予算がないと言われた

らそれでするしかないんです。先生たちも、そ

ういうことでは子供に申しわけないと思いなが

らも、やっぱり現実はそうなんです。お金がな

いと言えばそれで終わってしまうんです。こと

しは幸いにして補正予算を２億3,000万ぐらいつ

けていただきましたので、できるだけ幅広くそ

ういうものに対応してください。

工作機械を見ますと、20数年前に買ってい

る。横にパソコンが置いてあるんです。一緒に

買ったと。子供たちに聞くと、パソコンは使わ

ない、使えないと言うんです。今のパソコンと

合わないと。動くのも遅くて合わない。そうい

うふうに、子供たちは、パソコンはあるけれど

も使えない、使わない。そういう状況もあるん

です。皆さんに配っている一番上の汎用旋盤で

すね。これは工業高校に行きますと、広い部屋
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にこっちに10台、こっちに10台置いてありま

す。そうしますと、40年前のは全然使わないん

です。置いてあるだけです。いつも磨いておく

だけ。骨とう品ですよ。磨いておくんです。そ

して、20年前に買った旋盤をみんなで使うと。

使えないんですよ。それではほかの学校はどう

かといいますと、宮崎工業と都城工業しか新し

いほうの20年前のはないんです。23台の分は。

あとの３台はほかのところにありますけれど

も、ほかの５校は、新しい旋盤がありませんか

ら、今、全国で旋盤の技術大会があるんだそう

ですが、これにも行けない。校長先生は嘆いて

いましたよ。出したいけれども、旋盤が古くて

通用しないんです。そういうことをやっている

んです。だから、そういう面では非常に問題に

なります。

時間が余りありませんが、もう一点、教育

長、今、どれぐらいの予算が毎年ついているん

ですか。

○教育長（渡辺義人君） 平成17年度以降本年

度まで、５カ年間の当初予算額の平均として申

し上げますと、産業教育設備費として4,420万円

となっております。以上です。

○黒木覚市議員 最後に知事に。校長先生たち

とお話ししますと、子供たちを宮崎県は一生懸

命育てると。ほとんどの子供たち、８割が都会

に行ってしまう。宮崎県が金を出すことも必要

だけれども、全部都会に行くために育てるの

に、もっと国からもらえませんかと言われたん

です。それは当然だなと。それこそ、宮崎県で

人材を育てるけれども、宮崎県に残る人間はほ

んの１割か２割ですね、そういう子供たちは。

みんなが都会に行く。だから、知事に、国から

こういう施設整備の予算をもっと取ってくれま

せんかと。先生たちは何にも言えないと。やっ

ぱり知事や教育長は怖いんですよ。言えないん

です。だから、私はきょうあえてこの問題を出

したんですけれども、知事、何かの機会に、国

にこういう施設整備をやるように、そういう費

用を取れるように、ぜひお願いをして私の質問

を終わりますが、知事の答弁をお願いします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のよう

に、恐らく交付税交付金の議論になるかと思い

ますけれども、そういったものの増額確保も要

望していかなければいけない。あるいは基準財

政需要額と収入額の算入の仕方、その率の割合

ですね。あるいは新政権が打ち出されている一

括交付金、こういったものがどういう交付金な

のか、それは自主財源となり得るものなのか、

配分率はどうなるのか、そういった問題も含め

て、国に強く需要としての要望を行っていかな

ければならないと思っております。

○黒木覚市議員 以上で終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりに

壇上に立ちまして、緊張をほぐしながら一般質

問を進めてまいりたいと思います。今ちょうど

歯の治療を始めておりまして、聞きにくいかも

わかりませんけれども、お許しをいただきたい

と思います。

本年４―６月期のＧＤＰは、前年比0.6％の増

と、久々のプラス成長となったとの発表が先日

なされました。政府も事実上の景気の底打ち宣

言をいたしました。しかしながら、九州・沖縄

の主要企業における景況感調査などを見ます

と、依然として景気の底打ちを実感できていな

いとする企業が大方であります。企業集積が小

規模で、かつ出先機関等がその多くを占める本

県としては、案に違わず、回復の兆しを見るに
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はさらに時間を要すものと、国に対しても今後

これらへの効果ある対策の継続や拡充を求めて

いかねばとの決意、そして、その先にある本県

経済の回復への期待に思いをいたしていた矢先

の今回の政権交代でありまして、心に残るもの

にも小さからぬものがあるところでもありま

す。

ところで、知事は、今回の総選挙に際し、

「地方分権、税財源移譲、協議の場の法制化、

これをマニフェストに盛り込むことが、自分が

その政党を支持することの不可欠の条件であ

る」との発言をされ、同時に、「今の政治シス

テムを変えなくては地方の再生はあり得ない」

との発言をなされました。申すまでもなく、地

方分権は時の流れであり、私もみじんだにこれ

を否定するものではありません。しかしなが

ら、その流れの中で、国対地方は、あるいは地

方間における都市対宮崎は、今後どのように論

を闘わせていったとき、果たして何を得て何を

失うことになるのか。とりわけ私には税財源移

譲に係る不安が大きいのであります。

それは、これこそが地方の活路への改革と、

全国知事会のリードのもと、懸命に取り組んだ

交付税改革や三位一体改革でありました。しか

しながら、その果ては、都市部との格差は一層

広がり、地方は、耐え切れぬほどの痛みを余儀

なくされるところへとたどらされたのでありま

す。知事が求めておられる協議の場で、国と地

方とは何を協議することとなるのか。分権に際

し、知事が求めようとしている具体的内容とあ

わせ、お伺いをいたします。

さらに、知事は、税財源配分については、国

と地方とを５対５とすべきとも申されておりま

す。しかし、これが実現し、特会直入の共有税

とされたとき、果たして本県に有利となる見通

しはあるのか。先述しましたように、私はこの

点に大きな不安を持つのでありますが、その自

信の根拠をお聞かせください。

あわせて、分権についてでありますが、本県

には、合併を行わず自立を選択した小規模の自

治体を初め、小規模自治体は少なくありませ

ん。小規模自治体の分権の受け皿的視点も含

め、地方分権に関し、お尋ねをいたします。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国と地方の協議の場についてであります。国

と地方の協議の場は、政府側で政策決定ができ

る責任ある立場の方と地方六団体の代表とが対

等の立場で協議し、地方の意見を政府の政策立

案、執行に反映させることを目的とする場だと

考えております。したがいまして、この協議の

場では、全国知事会が求めている地方分権や税

財源移譲のあり方等の、国と地方の関係に関す

る基本的な事項を協議すべきと考えておりま

す。さらに、国が地方の意見を真摯に受けと

め、その場で合意されたものは、政策の決定・

実施にしっかり反映されていく仕組みにしてい

ただく必要があると考えております。

続きまして、地方分権における権限移譲等に

ついてであります。国から地方への権限や事務

の移譲については、まずは、地方分権改革推進

委員会が勧告で示している約4,000項目の義務づ

け・枠づけの見直しや、国の出先機関の廃止・

統合による二重行政の排除と、それに伴う事務

移譲を着実に実施していただくことだと考えて

おります。具体的には、義務づけ・枠づけの見

直しでは、保育所の最低面積基準の廃止または

条例への委任、都道府県道の路線の認定等に係
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る国土交通大臣への協議の廃止、事務移譲で

は、直轄国道、河川の地方移管などでありま

す。なお、権限や事務の移譲を受けるために

は、それに要する税財源の手当てが不可欠であ

りますので、全国知事会として主張していると

おり、国と地方の税源配分を現在の６対４から

５対５にすることや、地方交付税の復元・増

額、地方消費税の充実等による税財源のパイそ

のものを大きくすることなどが必要だと考えて

おります。

続きまして、地方分権改革においては、国と

地方の役割分担を明確にした上で、国から地方

への大胆な権限移譲を行うとともに、地方の自

立的な行政運営を支える税財源の確保・充実を

図ることが不可欠であります。このため、国と

地方の税源配分５対５を目指すことなどによる

地方税財源の充実を図ることが必要ですが、そ

の際には、偏在性が小さく、安定性を備えた地

方税体系の構築を行うべきであると考えており

ます。なお、偏在性の小さい地方税体系の構築

を進めたとしても、宮崎のような地方と大都市

との財政力格差を解消することは困難だと思い

ますので、引き続き、現在の地方交付税制度の

ような財政調整システムが必要だと考えており

ます。また、その財政調整における具体的な配

分方法が、本県のように財政基盤が脆弱な県に

とって不利なものにならないよう、調整システ

ムの制度設計において適切な措置を講じること

を強く主張していく必要があると考えておりま

す。

続きまして、市町村への権限移譲等について

であります。私は、地方分権の本質は、地方が

みずからの意思と力で、それぞれの特性に応じ

た地域づくりを進めることにあり、住民に身近

な行政サービスは、住民の手の届くところで意

思決定できるようにすべきと考えております。

ちなみに、これは地方自治法にも確保されてお

ります。そのためには、住民に最も身近な基礎

自治体である市町村にできるだけ権限を移譲

し、あわせて、その権限を適切に担っていくた

めに必要となる税財源の移譲も行わなければな

らないと考えております。一方、小規模市町村

の中には、組織や職員配置などの事務処理体制

や財政基盤の拡充が難しいところもあると思い

ますが、そういう場合には、広域連携や定住自

立圏構想による市町村間相互の機能補完、都道

府県による垂直補完など、さまざまな選択がで

きるようにしておくことも必要だと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

○坂口博美議員 税財源の配分５対５というこ

とですね。そうなりますと、例えば平成19年度

の決算で税収状況を見てみますと、まず、国税

収の総額が52兆7,000億円、地方税収総額が40

兆3,000億円、端数処理がありますから合いませ

んけれども、トータルで92兆9,000億円です。こ

れを５対５と言われるわけですから、46兆5,000

億ずつということになろうかと思います。です

から、現在の地方の不足分６兆2,000億円を国か

ら地方へ移譲してもらうということになろうと

思うんですが、じゃ、その６兆2,000億円をどこ

から持ってくるかという話になる。現在、この

財政の中で、国から地方へ支出されている分と

なると、同じく19年度決算で、まず、地方譲与

税、特例交付税、交付税、こういった交付金の

たぐいがトータルで16兆2,000億円、国庫支出金

が10兆3,000億円、合計26兆5,000億です。ここ

から６兆2,000億を持ってきて、それを地方共有

の特会に入れたときに、この26兆5,000億円とい

うお金こそ、まさに最終的には、段階補正だ、

あるいは補助率のかさ上げだということで、調
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整機能を働かせるところに投入されるお金なわ

けです。これを外して共有としたときに、知事

は今、調整機能が必要だと言われた。必要とい

うことはわかっているんです。ただ、全国、例

えば都道府県だけにしても47、この中で、今以

上有利に宮崎に分配をかち取ることができるの

かということであります。

ちなみに、平成19年の、これは決算ではなく

て基準額ベースですけれども、地方税に限って

どれぐらい税金を納めてどれぐらい使ったかと

いうのを見てみますと、全国平均１人当たり地

方税収入額というのは13万7,000円です。宮崎県

は８万5,000円です。それから、歳出を見てみま

すと、全国平均33万9,000円、宮崎県45万1,000

円。ですから、全国平均の方の６割ぐらいの地

方税を納めて、1.3倍ぐらいの地方行政サービス

に宮崎県はあずかっているというんです。これ

を外して、これ以上のものあるいはこれと同等

でもいいですよ、本当にそういったものが可能

なのか、ここのところを知事はどう考えておら

れるのか、再度お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地方分権の中で、現

代税制の中で基幹税とされています消費税と所

得税、こういったものの国と地方の配分のこと

が制度設計に生かされなきゃいけないと、基本

的にはそう思っています。税財源を５対５にし

た場合に、人口あるいは地方税等が少ないとこ

ろには当然しわ寄せが来ると理解しておりま

す。そういったところは、先ほど答弁でも申し

上げましたとおり、交付税を地方共有税として

特会に入れて、その基準財政需要額や収入額の

算入率等を調整していく必要があろうかと思い

ます。それは都市部と地方の格差を是正すると

いう意味です。そしてまた、地方消費税も増税

を視野に入れていかなきゃいけないと思います

が、そういった場合にも、地方に配分される地

方消費税の部分、そういった率も考えていかな

きゃいけない。詳しい制度設計はこれからだと

いうふうな理解をしております。

○坂口博美議員 これからなんですね。今のは

理想なんです。じゃ、先ほど言った６兆2,000億

を仮に地方に回した場合に、まずは、その財源

不足の穴埋めがどうやられるのか。今度は歳出

レベルで見てみますと、国と地方の歳出、２対

３に逆転したというものですけれども、19年度

決算で国の歳出分が61兆4,000億です。地方が87

兆9,000億。149兆2,000億―端数を四捨五入し

て合いませんが、ここで56兆3,000億もの財源不

足が出ている。地方が約10兆円の起債発行で

す。国が30兆円の起債発行。ぎりぎりを越して

いるわけです。どこからそこに持ってこれるか

ということであります。

そしてまた、協議の場というのは、まず、国

と地方の基本的なことについて仕分けをする場

になるだろうという答弁でもありました。税と

いうのは国の基本であります。法定外の目的税

を除いては。だから、税については、これは国

の専権ですよということを、しっかりとそこで

確認させられることになろうかと思っておりま

す。新たな税の創設というのは地方には無理な

わけですね。

そこで、今言われた国税なんですけれども、

例えば、知事が言われるように国税の五税を見

てみますと、今、法人税は、地方の取り分が34

％、所得税、酒税が32％、たばこ税が25％、消

費税、これはややこしいんですけれども、５％

かかった中の１％は属地税です。返してくれ

る。残りの４％の中の29.5％、これが交付税へ

投入される財源です。これは全国で分け合っ

て、ここには先ほど言ったように調整機能がか
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かったものとして分配されるわけです。これを

見てみますと、消費税５％の中の2.8％は既に地

方が取っているわけです。ですから、五税の中

では軒並み３割前後を取っている。しかもこの

五税の法人税、所得税、酒税というのは、昭

和29年に交付税制度が始まったときには、法人

税が19.874％、酒税、所得税が20％から始まっ

て、抜本的な税制改革をやるたびに地方にしわ

寄せが来た。最後には恒久減税をやった。しわ

寄せが来た。これを補てんするためにかさ上げ

されてきて現在の率になっているんです。です

から、国ももう限界なんですね。そして、よほ

どのことがない限りこの数字はいじることはな

いと思うんです。国の専権ですよ、申し上げま

したように。あとは地方が陳情していくに限

る。じゃ、消費税と言われるけど、民主党は４

年間凍結と言っているんです。僕は、この財源

を求めるところはどこにもないと思っておりま

す。

そんな中で、こういった交付税を復元して、

しかも増額を求めていくと言われるわけですけ

ど、どこにそのような財源があるのか。その見

通しを教えていただきたい。なぜかというと、

知事は、まず、これしか地方の再生はないと言

い切られたんです。それと同時に、知事の立場

というのは、あの国政転身の騒動の後で、私は

宮崎のために全身全霊を込めてやるんだ、わき

目も振らないでと言われたから、宮崎の知事と

しての発言と受けとめて私は聞いているんで

す。断定づけられたところのその自信のほどを

伺っているんです。再度お伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 宮崎のためと確かに

申し上げました。それは宮崎だけではなく、税

財源、財政基盤が脆弱な地方ということを総括

的に申し上げて、その代表である宮崎のために

と、もちろんふるさとである宮崎のためという

ことでございます。御理解いただきたいと思い

ます。

財源不足、御指摘の問題ですが、私として

は、偏在性の少ない消費税に一番着目をしなけ

ればいけないと考えております。この消費税を

新政権は４年間凍結ということでございます

が、これは将来にわたってやはり議論をしてい

かなきゃいけないと思っております。新政権

は、国と地方の二重行政をやめる、地方分権を

する、あるいは国の特会等の会計を一般会計に

入れて総合的に見直すというようなことで、無

駄の徹底的な廃止ということをうたわれており

ますので、これは２～３年、数年はこれに期待

できるかと、財源不足の件でございますが、こ

れは期待できるのではないかと思います。その

後は、やはり何らかの税というものの増税とい

うものは当然視野に入ってくるものだと考えて

おります。議員御指摘の地方消費税、これまで

かさ上げがありましたが、消費税のパイが大き

くなるときに、地方と国の協議の場において十

分な制度設計、つまり、地方を重視した、地方

に軸足を置いた、新政権は「地方主権」と言っ

ておられますので、地方の再生は国の再生と

言っておられますので、そういったものは十分

配慮されるのではないかと考えております。そ

の辺は地方からの、特に税財源が弱体化してい

る地方からの声を大にしていかなきゃいけない

と考えております。

○坂口博美議員 それはわかっているんです

よ。それがかなえば楽な話で、その見通しはな

かなか大変ということと、消費税を上げたっ

て、属地分でしょう、今のは。半分が交付税。

交付税の今後の見直しの中で、基礎的自治体

を20万～30万と言っているわけですから、段階
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補正は下がることはあっても上がることはな

い。そういったときに、消費税で果たしてその

分をカバーできるかということです。どうせ税

に目をつけるなら、例えば揮発油税です。これ

は蔵出し税でしょう。全国で４カ所ぐらいしか

課税されるところはないです。これはプールさ

れる。宮崎県は、東京の１世帯当たりの乗用車

所有台数の３倍です。１台当たりの年間走行距

離も３倍です。こういったところをやっぱり属

地にすべきだ。こういうことを主張していくべ

きだ。これなら、現行の税制の中で、地方の利

にかなった議論をやっていけばかなうことで

す。だから、もうちょっと現実なところに目を

向けてほしい。これは切りがないし、時間が限

られているから、ここで要望、提言にしておき

ます。

そこで、副知事にちょっとお尋ねしたいんで

すけれども、先ほど申しました三位一体改革で

す。交付税改革と一緒に三位一体改革。未来が

あるんだということで、我々は一生懸命その動

きをやってきたわけです。確かに、総務省が

やってくれたことというのは、まず、基準財政

収入額の算定時における県税収入、それまで

は80％が算入率だったですね。それを75％に下

げてくれた。だから、５％へそくれるお金がふ

えたわけです。我々は確かに喜んだんですよ、

あしたがあるということで。ところが、この作

業が終わった平成18年、19年かな、全国の首長

はみんな怒ったんですよ。何だ、この改革は

と。大変な痛みが来たじゃないかということ

で。みんな怒ったから気がつかなかった、宮崎

は特に痛いということを。

それはどういうことかといいますと、５％へ

そくりを取ってもいいですよ、基準財政需要額

と収入額は責任持ちますよとやられたけど、需

要額算定をどんと下げてしまったわけです。あ

のとき、交付税だけでも実質２兆8,000億減らさ

れて、５兆1,000億だまされたなんていうのがば

んばん飛び交ったんですけど、実質２兆8,000億

の交付税の削減。どうなったかというと、財政

の収入額と需要額との間が幅が狭くなったんで

すね。先ほど言いましたように、税収の５％を

へそくらせたわけですから、宮崎は当時で1,000

億あるかないか、50億へそくれたわけです。愛

知県なんて１兆円からの税収ですよ、県税。500

億へそくれたわけです。そこにぼんと来たら、

弾力性のある金は宮崎は50億しか持たない。都

会は500億も600億も持つ。だから、地方に痛み

が来たわけですね。

副知事は、そのときは宮崎にもうお見えに

なっていたのかな。自分の出身母体が中心に

なってやっていった作業ですから、一番おわか

りだと思うんですけれども、今回、今、知事が

言われているような税財源の移譲、特会をつ

くって、地方の固有の税としてまずそこに入れ

るんだ、そして分配をやるんだという作業を

やったときに、この交付税改革は、三位一体改

革と同じようなところに行き着く可能性が大

じゃないか。これを否定するんじゃないんです

よ。こういったものを、逆に知事の思惑のよう

に、財政基盤の弱いところにより有利な配分ル

ールをなんていったときに、これはつくれます

か。平均で13万7,000円納めて33万9,000円と先

ほど言ったんですけど、東京都なんていうの

は33万納めて45万2,000円、宮崎より1,000円恩

恵にあずかっているだけ。税は４倍納めている

んです。そういうところが、どうぞ宮崎さん、

苦しいから持っていけなんていったら、知事は

即座にリコールですよ。そんな難しい作業を知

事はやれるんですか。見通しあるんですか。今
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からこんなのを取り込みたいというのが、今、

知事が発言されるべき立場だと僕は思うんで

す。これしかない、県民はみんな、これが実現

すれば宮崎はよくなると勘違いしますよ。ま

ず、今の僕の心配事に対して何かいい方策があ

れば、副知事、教えていただきたいと思いま

す。

○副知事（河野俊嗣君） いろいろ御指摘をい

ただいたところでございますが、三位一体の改

革というものが、当時、地方交付税に関して、

モラルハザードの問題、無駄遣いの問題、大変

厳しい批判にさらされて、国の財政改革、公共

投資、社会保障とあわせて、地方財政というも

のが非常に目をつけられていた。そういう厳し

い状況の中にあって、交付税改革のみならず、

補助金、税の移譲の問題、三方一両損のような

形で何とかうまく進めていこうというのが、あ

の改革であったということであります。

ただ、その難しさというものは、当時も消費

税の増税というのが封印されておりましたの

で、税財源のパイが大きくならない中での議論

であった。その中での国、地方の取り合いで

あったというところが非常に厳しいくびきで

あったと考えております。今、質問議員御指摘

のように、これからの議論というものを、今、

政権与党におきまして、消費税の増税というも

のが４年間は凍結をされているという中で、全

体のパイはふやすことができない中で同じ手法

をやりますと、また非常に難しい状況になると

いうのは見てとれる中であります。

ただ、その中で、地域主権をうたう政権であ

りますので、地域への権限・財源の移譲という

ものを進めていくという大きな流れの中で、い

かに地方が今から訴えていくかということであ

ります。具体的な制度設計はこれからでありま

すが、三位一体改革のそういう反省も踏まえな

がら、地方への財源・権限の移譲というもの

を、地方六団体が心を一つにして取り組むこ

と、これが重要であると考えております。

○坂口博美議員 言われることを心配している

からなんですね。パイを大きくした、あるいは

節約していった、地方へも配慮しようとしたっ

て、ないそでは振れないんです。21年なんて赤

字国債だけで27兆ぐらい出しているでしょう。

新政権はいろんなことを約束したでしょう。節

約したお金でも足りないですよ。増税をやると

いったら、その前に徹底して予算をスリム化し

ていって、体制をスリム化していって、国民の

理解を得られるところにいって、初めて増税で

すよ。でも、それは起債圧縮にまず優先される

ような世論になっていくと思うんです。今言わ

れたように、地方を交付金で甘やかしていく

と、幾ら使っても節約という感覚がないから、

少し厳しくやって地方を自立させよう、これが

三位一体であって、地方分権なんです。自分の

ことは自分でやれよというところに持っていこ

うと。それなんですよ。だからこの流れを心配

しているのであって。

知事が今言われたことはわかるんですよ。で

も、それはオールジャパンの立場です。オール

ジャパンの見解としては正しいんです。その流

れしかないんです。でも、さっき申し上げまし

たように、知事は、オールジャパンの旗手では

なくて、宮崎の知事だということをぜひ再認識

していただきたいと思うんです。最近、知事は

どうも、余りにも言動が軽率だ、軽過ぎるとい

う批判が結構出てきている。そんなのをよく耳

にするんです。今言われたように、宮崎の知事

の立場としてやっているのか、それとも全国区

かなと、わからない、判断に迷うような発言と
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か判断をされることも、今の税財源移譲、これ

こそ地方の再生と言われた発言もそうなんです

けど、そこをぜひ再認識していただきたいとい

うのと、私は、知事のアピール力はすごく高く

評価しているし、これはどなたにもできないと

思っているんです。ですから、ぜひとも、まず

は、職員の皆さん、議会、市町村、県民の皆さ

んと一体となって、これから向かうところはか

なり厳しいですよ、どこにたどり着くかわから

ない今後のこういった改革の流れです。だか

ら、やっぱり一丸になっていただきたい。その

ためには、申し上げますけれども、オールジャ

パンの旗手の東国原ではなくて、宮崎県の知事

たる東国原という認識をいま一つ強く持ってい

ただきたいということを要望しまして、時間が

随分不足しましたので、次に県土整備部長にお

伺いをしたいと思います。

県では、平成18年から、一般競争入札の中で

総合評価方式による入札を実施してきておりま

す。ことしの８月までに全部で807件、請負総額

にして414億円余りの総合評価方式による契約を

しております。その中の350件ほどが逆転契約、

いわゆる、制限価格の範囲内で一番安い人を総

合評価であるがゆえに逆転して、高いけれども

契約に結びついたというのが350件ありました。

どれだけ逆転した金額があるかと見たとき、

約8,000万ぐらいあるんです。これはこれで置い

ておきまして、頭に入れていただいて、そう

いった総合評価方式の中で際立ったのを調べた

んですけれども、これは農政水産部発注です。

岩戸坂トンネルというのが去年発注されまし

た。予定価格が20億8,000万、落札が17億6,000

万です。この技術提案書を私なりに、素人なり

に見たんですけれども、設計に入っていない金

というのが直工だけで6,000～7,000万あるんで

す。直工だけです。これは設計で計上されてい

ないんです。落札率は84.数％、85％に近いとこ

ろだったんです。

これからが問題なんですけれども、県の入札

方式というのは予定価格上限拘束式です。まず

予定価格をつくって、それから入札に付す。そ

の予定価格をもとに最低制限価格を率計算で決

めていく。その中でこういったことになったわ

けです。これは法的に問題はないのかというこ

とが１つ。それから、総合評価方式も始めて３

年になるんですか、これらを今まで試行してき

たときに、検証結果、課題はどういうものが見

えてきているのか。もともとこの総合評価方式

を導入された目的は何だったのか。この３つに

ついてお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合評価落札

方式は、工事の品質確保を図る観点から、価格

と、技術力など価格以外の要素を総合的に評価

しまして、落札者を決定する方式であります。

地域の建設業者の役割を適切に評価するととも

に、技術力向上の意欲を高め、地元の建設業者

の育成につながるものと考えております。

昨年度までの試行結果の検証におきまして

は、工事の成績評価点や発注事務所管内企業の

受注率に関しまして、総合評価落札方式による

入札工事のほうが、価格のみの一般競争入札に

よる工事と比較しまして、高い数字となってお

ります。また、過度な技術提案、いわゆるオー

バースペックへの対応、あるいは試行件数の拡

大に伴いまして、発注者、応札者双方の事務量

の増大、こういった課題も見られたところであ

ります。総合評価落札方式につきましては、今

後とも、試行結果を検証しますとともに、幅広

く意見を伺いながら、必要な見直しを行い、よ

りよい制度の構築に努めてまいりたいと考えて
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おります。

○坂口博美議員 答弁が漏れていたと思うんで

すよ、法的判断というのが。それは後でいいん

ですけど、総合評価方式、おっしゃったとおり

なんです。点数も高いということです。それな

らめでたしめでたしなんですけれども、例え

ば、どの現場と言いませんけれども、最高点の

完成検査をしたのが１年以内で被災する未満災

というのも出ておりますし、また、工事途中で

すけれども、既に沈下とかで目地が、３センチ

目地でしょうか、それが６センチも７センチも

開いて、カルバートが傾いているんですね。こ

んなところも出てきている。高い点数で、未満

災とか、工事途中に不都合が起こってもいいの

か。あくまでも工事の点数というのは、その点

数そのものは、率直にいいもの、悪いものと判

断できるものではないと思うんです。一つの目

安というとおかしいんですけれども、絶対的な

ものではない。品質までわかるものではないと

いうことです。使って何ぼ、何年先に何ぼのも

のです。だから、品質だけでは説得材料になら

ないけれども、総合評価方式に一生懸命取り組

んでおられるから、それはそれでよしとして、

でも３年の試行なんですね。まだ出口が見えな

いトンネルです。ふらふらふらふらやって。だ

から、これについてはけじめをぴしっとつけな

いと、さっき言いましたように、業者は、県が

評価対象を変えれば変えるごとに投資が要るん

です。人を入れたり、物を入れたり、それのた

めの研修を受けたり、コストがかかっているん

です。落札する金額は一緒なんです。目標を変

えられたらまたコストが要るということで、業

者はたまったものじゃないです。だから、倒産

につながっている。ここのところも十分検証し

ていただきたいということです。

そして、もう一つ、今の答弁漏れと一緒にな

んですけど、我々が物を買うとしたら、同じ品

質なら一番安い人がいいわけですね。65点以上

あればいいわけですから。でも、最低制限価格

をかけているわけです。１円でも違ったら失格

にさせられているんです。この最低制限価格を

なぜかけるのかということについて、その法的

な根拠とか、どういうもので最低制限価格は決

まるんだという計算のあり方について、お伺い

したいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

についてでございますけれども、最低制限価格

とは、「当該契約の内容に適合した履行を確保

するため特に必要があると認めるとき」に設け

ることができるとされているものでございま

す。その法的根拠につきましては、地方自治法

第234条第３項及び地方自治法施行令第167条

の10の第２項の規定に基づいておるところでご

ざいます。

○坂口博美議員 時間がないから先を急ぎます

けれども、結論は、法的な根拠があって、１円

違っても失格になっちゃうぐらい制限力の強い

数字だということです。だから、ぴしっとした

ものが積み上げられなきゃならないけれども、

再入札があったり、予定者が変更になったり。

これは、予定価格が違っていたんじゃないのと

いう業者からの指摘でわかった部分です。わか

らないままにやっている可能性を十分まだ含ん

でいるということです。これは時間がかかるか

らこれでよします。

もう一つは、建設業法の19条の３、ここで

は、原価割れの契約をやってはならないという

のがあります。ここでいう「原価」とは一体何

なんですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業法第19
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条の３は、不当に低い請負代金の禁止を規定し

たものでございますけれども、この中で「原

価」という言葉が出てきております。「通常必

要と認められる原価」、これにつきましては、

解説によりますと、工事の施工場所の地域性、

工事の具体的内容等を総合的に勘案して、通

常、当該建設工事に必要と認められる価格を指

しております。

○坂口博美議員 わかっているんですよ。た

だ、法がこれはだめだと言っているんだから、

どういうことで求めた数字がこれですというの

がないと、今、原価を出しておられないという

ことになるんですよ、県は。ということは建設

業法に違反してもわからない。建設業法ですか

ら、官と民の取引を当然対象にしています。民

と民の取引も対象にしている。県は下請を認め

て下請届を金額まで入れて出させていますね。

その金額が原価を割っていたときは建設業法違

反になるんです。一方では、総合評価で社会性

を評価しておられる。そんな業者の中に仮にプ

ラスをくれて落札したとする。下請をたたいて

原価割れ契約をやっていたのを見抜かないで、

県は、コンプライアンスの徹底だ、徹底だと、

業者には絞るだけ絞り上げて、県がやっている

ことは余りにいい加減じゃないですか。原価と

最低制限価格、これをまず聞きたいのと、仮に

県の最低制限価格が原価より低かった場合は、

建設業法違反だから、上げなきゃだめなわけで

すね。だから、建設業法でいう原価というの

は、ここはしっかりした根拠を持った算出の仕

方を県土整備部長は説明しないと、これは

ちょっと問題だと思うんですけれども、再度お

伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設業法でい

う「通常必要と認められる原価」というのと最

低制限価格との関係といいますか、まず、そこ

を整理しないといかんのかなと思っておりま

す。これにつきましては、似ているという感じ

もいたしますけれども、建設業法でいっており

ます原価、いわゆる原価割れ契約の禁止につき

ましては、その前提条件といいますか、「自己

の取引上の地位を不当に利用した場合」という

のがございます。優越的な地位にある者が、指

し値発注とかそういった形で経済的に不当に圧

迫するような取引をいうということでございま

して、例えば、競争入札方式によって応札する

請負人が、自己の企業努力によって、通常の原

価よりも安い価格でその企業が施工できると判

断した場合は、この19条で言っております禁止

の場合には当たらない、該当しないということ

でございます。

それから、最低制限価格につきましては、地

方自治法に基づきまして、先ほど申し上げまし

たが、当該契約の内容に適合した履行を確保す

るために特に必要があると認めるときに設ける

ことができるものであるということでございま

す。そして、これは、それぞれの自治体でそれ

ぞれの基準で定めるということになっておりま

す。こういったことで、以上のように、法律上

の取り扱いに違いがあるのではないかというふ

うに考えているところでございます。

○坂口博美議員 違いはあるんですね。優位な

立場というのは、元請は優位なんです。元請さ

んはいろんなところから見積もりをとるわけな

んです。これで来ているよということで。だか

ら、そこに原価割れをやむなくしなきゃならな

いという実態がある。どうしてもそこで原価割

れ、原価というものを県は判断すべきだと思う

んです。と申しますのも、品確法３条の４には

こうあります。「受注者としての適格性を有し
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ない業者」、いわゆる不適格業者の排除を求め

ているんです。だから、法を犯す業者は不適格

業者です。これは排除しなきゃならない。この

工夫は僕はぜひ要ると思うんです。これは宿題

として置いておきます。今のようになかなか難

しいところですよ、ここは判断が。

それで、質問ですけれども、さっき言われた

ように、法律に基づいてしっかり積み上げて、

１円で失格するというような厳しい制限力を

持った最低制限価格、これを過去２回見直され

て上げられています。前回は５％上げた。この

上げられた理由というのは、なぜなんですか、

５％というのを一気にぽっと上げられたけど。

こんな厳しい数字を。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業が極

めて厳しい経営環境に直面していますことは、

十分認識をいたしているところでございます。

このため、最低制限価格につきましては、建設

業の健全な発展や工事の品質確保を図る観点か

ら、経済・雇用緊急対策も加味しまして、本年

４月に、今言われましたとおり、予定価格のお

おむね85～90％に引き上げたところでございま

す。この引き上げに当たりましては、平成19年

７月に実施をしておりますコスト調査の結果、

そして現在の経済・雇用情勢、こういったとこ

ろを踏まえまして、今回見直しを行ったところ

でございます。

○坂口博美議員 コスト調査の結果でこれを変

えるということはできないと思うんです。物価

調査会が、単価、歩掛かりというのは、ここが

ぴしゃっとしたもの、共通のものをつくるわけ

です。あるいは単価については地域版を。だか

らそれは理由にならない。言われたように緊急

的な経済対策だと思うんです。業者さんが悲鳴

を上げてきた。陳情も上がってきた。倒産も相

次ぐ。トータル的には、県の経済あるいは県勢

の発展、県民福祉の向上のためにはこのままで

はいけないという、いわば政治判断での最低制

限価格の見直しだったと。もう一回、地方自治

法に照らして上げた理由を説明していただきた

いんですけど、これでなければやっぱり政治判

断ですよ。僕は、その政治判断そのものは正し

かったと思うんですよ、数字は別として。「最

低制限価格を設定することができる」でしょ

う。その大前提があって、契約については、自

治体は最も有利な人と契約しなければいけな

い。最も有利な人とは、支出を伴う行為では一

番安い人である。ただし、安いがゆえに結果的

に損する、手抜きをされたり、そういう心配が

あるときは、その基準で最低制限価格をかけ

て、結果的に納税者を守りなさいよ。だから、

一番有利な人なんですよというのを５％上げ

ちゃったわけです。物価の変動と言われたけ

ど、これはスライド制度だの、物価調査会の調

査による単価の見直しだのあるんです。だから

それは理由にならない。業者がこれだけ厳しく

なって県経済が混乱しだした。平成20年度だっ

て、108件の県内企業倒産の中の57が建設業だっ

たですね。ことしは41件の中の23ですか、５カ

月間で。こういう状況がその前にあった。だか

ら、これに歯どめをかけたいという政治判断

じゃなかったんですか。どうなんですか、合理

的な理由があるんですか。再度お伺いをいたし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほども申し

上げましたけれども、建設業界が非常に厳しい

状況に直面していると。そういった中で経済・

雇用情勢が急速に悪化してきた。そういった社

会情勢を十分かんがみた上で、最低制限価格に

ついては、基本的には建設産業の発展、品質の
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確保、この観点でありますけれども、そういっ

た情勢をかんがみて引き上げたということでご

ざいます。

○坂口博美議員 時間がもったいないんですけ

ど、品質の確保は、最低制限価格のルールの中

にはあるんです。だからそれは違う。政治判断

ですよ。政治判断とすれば、５％上げたその財

政の出動ですね、高くつく。その成果が得られ

ないとだめだと思うんです。建設業の倒産がと

まったとか雇用が維持されだしたと。でも、状

況はいまだに変わっていないです。じゃ、どう

するかですけれども、いま一度政治判断の必要

なときが来ていると思うんです。それをやらな

ければ、法どおり徹底して安くやらせること。

業者を育成していこうとしたら、やっぱりもう

一度政治判断をやるべき。これは県土整備部長

も責任を持って、今の状況と実態というのを知

事に説明する必要が僕はあると思うんです。建

設業法の目的には、建設業者の育成というのが

うたわれているんです。これは、時間がないか

ら県民政策部長に言いますけど、今、公共事業

に1,200億投資しているんです。投資した相手先

の契約した業者がばたばたいっている。こんな

もったいない公金の使い方はないですよ。公共

事業には２つの目的、資本の蓄積と経済波及効

果。この片発飛行しかやっていないというこ

と。県民政策部長は、例えば総合評価方式の中

でもいいですよ、政策誘導的に県政の重要課題

に貢献させるような評価方式を策定するべきだ

と思います。

次に、急ぎますけど、受注制限を総合評価で

入れられたけど、これについて説明をお伺いし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 受注制限でご

ざいます。私ども、受注状況という表現で評価

項目に加えたところでございますけれども、平

成20年度の試行を見てみますと、特に受注の偏

りはなかったと認識をいたしておりますけれど

も、工種によっては、平年並みの受注量を大幅

に超えて受注した企業もあったところでござい

ます。今後、この試行件数を充実していくとい

うことに伴いまして、過度な受注の偏りが生じ

る可能性があるために、品質確保の観点から、

企業が過度な受注により適切な施工体制を確保

できなくなることを防ぐために、今回、評価項

目として受注状況を設定したところでございま

す。

○坂口博美議員 具体的には、過去３年間の平

均受注額を上回ったときは、その年は総合評価

で10点減点するというものですね。どういうこ

とかというと、例えば、目の前に１億の物件が

ある。その次に５億の物件がある。１億の物件

に手を出して、仮に自分が落札したら1.0倍を超

してしまう。10点減点されたら致命的ですよ。

５億はまずあきらめです。そういうときに、何

とか５億の後に１億が出れば、５億に挑戦して

だめだったら、１億は、うちのこの評価は高い

から絶対いけるんだがとなったときに、何らか

の理由で発注者が後ろに回すという恣意の余地

は十分残るんです。恣意でなくても、設計上の

検討とかいろんな状況でおくらさざるを得ない

ことが来る。そういったときに不信は物すごく

募ります。このことは故意にやられたって、Ｖ

Ｅという手法―県土整備部長と専門的に話す

からちょっとわからないかもわからんけど、Ｖ

Ｅにかければ幾らでも知恵は出てくるんです。

所長が担当を呼んでから、「これ、ちょっとＶ

Ｅでやってみらんか」。おくらすことはできま

すよ。挑戦して５億をいけばめでたしめでた

し。外れても１億に再度挑戦です。こういう手
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法なんですよ。しかも1.0倍といったら過去より

上に上がらない。業者育成を放棄している仕組

みだし、これも検討を要する。だから、一般競

争入札に入っていったことでこんなことをやら

なきゃ帳尻が合わなくなった。官製談合で信用

を失ったと言うけど、指名競争入札で談合をさ

せない方法というのは幾通りかあります。時間

が終わったからこれでやめますけれども、知事

にぜひともここのところは、これは宮崎県の大

変な問題ですよ。将来に禍根を残さない改革と

先ほどの政治判断、これはやっぱり必要な時期

に来ていると思います。これをお願いしまして

私の質問を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時41分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、星原透議員。

○星原 透議員〔登壇〕（拍手） 久しぶりの

一般質問であります。おつき合いをいただきた

いと存じます。

先月30日の衆議院総選挙では、自民党が大惨

敗いたしました。敗因としては、都市と地方の

格差や規制緩和、経済不況や雇用、年金や官僚

の天下り問題など、自民党政治が失望感を与え

たこと、国民や地方目線に欠け、おごりがあっ

たと考えております。ところで、前回は郵政民

営化に対し賛成か反対かを問う選挙で、多くの

小泉チルドレンが誕生いたしました。今回は政

権交代選挙で、子ども手当や高速道路の無料化

など、おいしいことを並べての選挙で、多くの

小沢チルドレンが誕生したのであります。チル

ドレンが数多く当選したほうが政権をとるよう

な選挙であれば、定数は小選挙区の300人程度で

いいのではないかと思っております。そして、

選挙区で落ちた人が比例区で復活するのはやは

り納得がいきませんし、選挙制度を見直すべき

だと考えます。また、２度の選挙で感じたこと

は、その時々に吹く風とマスコミの報道の仕方

によって、選挙の行方、流れが決まってしまう

ということです。特に、テレビ報道による漢字

の読み間違いや、不祥事や失態など同じ場面が

幾度となく映し出されると、見ている国民は政

治に嫌気が差し、一度ぐらいは政権交代しても

いいのではないかと思い、あのような選挙結果

になった気がしております。こうした選挙の繰

り返しで政権交代をしていたら、果たして日本

に明るい未来が来るのかと心配し、また危惧し

ております。

それでは、通告に従い一般質問をさせていた

だきます。

初めに、地方分権改革における国と地方の協

議の場の法制化についてお伺いいたします。

全国知事会が８月７日に開催した地方分権改

革に関する公開討論会では、かなり踏み込んだ

討論がなされたようであり、この会議に知事も

出席されておられます。ところで、国と地方の

協議については、過去に三位一体改革の実施に

当たり、平成16年９月から翌17年12月までに14

回開催された実績があり、地方側の強い要望

で、国・地方の定期意見交換会が地方行財政の

課題を中心にして、多くの意見交換がなされて

おります。また、知事会では、平成19年に地方

行財政会議の素案をまとめられ、分権改革委員

会の勧告に協議の場の構想が見られたところで

あります。法制化実現に向けての動きは、今回
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の総選挙に向けてのマニフェストに明記された

ことによるもので、そこに至る経緯については

御案内のとおりであります。民主党は、政府と

地方の代表者等による国と地方の協議の場の法

制化を約束しておりますが、知事はどういう協

議の場を期待されているのかお伺いいたしま

す。

次に、早ければ今月中にも第３次勧告が予定

される地方分権改革推進委員会は、既に第２次

勧告で、法令による義務づけ・枠づけについて

「廃止」「条例に委任」「上書きの許容」を勧

告し、３重点事項の1,207条項について、具体的

に講ずべき措置を検討したところであります。

いよいよ道路構造基準など896条項を廃止とする

ことなどを勧告する見通しであると報道されて

おります。今までも地方分権は権限と財源の移

譲に尽きると言われてきましたが、これらを将

来的に担保するため、分権推進計画に義務づけ

・枠づけの原則を明確にすべきと指摘し、さら

に各府省の法案立案段階でチェックする政府内

部の手続も確立すべきだと提言しております。

地方分権改革推進委員会が近く出す第３次勧告

の内容について、知事はどのように考えておら

れるのかお伺いいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、後は自席か

ら質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

国と地方の協議の場についてであります。私

は、真の地方自治を確立するためには、国と地

方の関係を本当の意味で「対等・協力」の関係

に改めていく必要があると考えており、新政権

が約束している協議の場は、国と地方の対等な

関係を明確化し、担保する場にしなければなら

ないと考えております。したがいまして、この

協議の場は、例えば政府の政策決定ができる責

任ある立場の方や地方六団体からの代表とを構

成メンバーの基本とし、全国知事会が求めてい

る地方分権や税財源移譲のあり方等の、国と地

方の関係に関する基本的な事項を協議する場に

すべきだと考えております。さらに、国が地方

の意見を真摯に受けとめ、その場で合意された

ものは、政策の決定・実施にしっかり反映され

ていく仕組みにしていただく必要があると考え

ております。

続きまして、地方分権改革推進委員会の勧告

についてであります。ことしの春に予定されて

おりました第３次勧告は、衆院選の関係などで

時期がずれ込んでおりましたが、税財源の移譲

に関する最終勧告に先立ち、今月下旬にも義務

づけ・枠づけの見直しに関する勧告が行われる

ようであります。その内容は、昨年12月の第２

次勧告で見直しを求めた約4,000項目のうち、委

員会が特に問題と考える約900項目について、よ

り具体的な勧告が行われるようであります。そ

の中には、保育所の最低面積基準の廃止または

条例への委任、都道府県道の路線の認定等に係

る国土交通大臣への協議の廃止など、全国知事

会等の地方側が要望していた項目のほとんどが

盛り込まれる予定でありまして、地方の声が反

映された内容になるものと考えております。ま

た、この勧告では、すべての事項について具体

的な見直しの方法が示される予定でありますの

で、新政権のもとで勧告の内容が確実に実行に

移されることを期待しているところでありま

す。〔降壇〕

○星原 透議員 ありがとうございます。ここ

で、国と地方の協議の場について、懸念される

課題等はないんでしょうか。あるとすれば、ど

んなことが考えられるのか、知事に再度お伺い
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いたします。

○知事（東国原英夫君） 懸念材料といたしま

しては、案件によっては、本県のような地域と

都市部の地域との意見が異なるなど、全国知事

会の内部や地方六団体間で意見の総意が得られ

ないことも想定されまして、その際の地方側の

意思統一をいかにして図っていくか、あるいは

また、国と地方とで意見の一致が見られない場

合の調整方法をどうするかといった点、さらに

合意が得られた事項を具体的な政策決定に反映

させる上で、どういう形でそれを担保させるの

かというような点が、懸念といえば懸念であり

ます。

○星原 透議員 次に、本県農業の振興策につ

いてお伺いをいたします。

現在、長引く経済不況の中、県内のあらゆる

産業で厳しい状況が続いておりますが、今後、

元気で活力のある宮崎を創造していくために

は、まず農業の振興を図っていくべきだと考え

ます。今こそ安定的な農業環境を実現し、農業

収入を伸ばすことを真剣に考える時期であり、

抜本的な農業支援策によって本県の農業を立て

直し、農業を魅力ある産業に育成して、農業の

持つ可能性に注目し、その振興と活性化を図っ

ていくことが重要であると考えております。と

ころで、国内食料自給率がわずか40％と先進各

国の中でも最も低い我が国は、このままの状況

が続けば、やがて食料の需要と供給のバランス

が崩れて、価格の高い食料を輸入することにな

ります。現に昨年は、オーストラリアでの干ば

つなどの天災が原因となり、国内での小麦や大

豆、トウモロコシの価格が異常に高騰し、生活

不安を来したところであります。

さて、我が国の農業政策は、農地の基盤整備

や農業施設の整備、機械の導入補助や育種の改

良等にこれまで力を注いできました。また一方

で、後継者、担い手問題等にもいろいろと取り

組まれてきましたが、なかなか後継者が育って

きておりません。なぜ後継者が育たないのか、

それは農業に夢や将来性と楽しさや喜びを感じ

る魅力がないからだと思います。例えば、仕事

に対する評価が低く、汗をかくけどもうからな

い、嫁さんの来手がないなど、安定した経営や

生活に不安を感じていることが原因ではないか

と考えます。仮に、農業所得がふえて生活にゆ

とりができるような状況になれば、農業後継者

は育ってくるはずですから、どうすればもうか

る農業になるかを考えていく必要があります。

こうした視点から幾つかの質問をいたします。

私は、農家所得がふえ雇用にも寄与できる産業

分野が食品加工産業であり、この産業の育成と

振興により、農業にも新たな成長が見込めるの

ではないかと考えております。本県の基幹産業

である農業の振興策として、食品加工業の企業

誘致や地場企業育成などに長期的に取り組むこ

とで、農産物の付加価値を高め、農業者の所得

向上や地域の雇用にもつながるものと考えてお

りますが、知事のお考えをお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員が御指摘のよう

に、僕は、農林水産業、農業は、未来産業ある

いは新成長産業にならなければならないと考え

ております。本県におきましては、食料品や飲

料などの食品産業は、製造品出荷額の３割近く

を占めておりまして、本県経済の中核的な産業

であります。県ではこれまで、食品産業を農業

県である本県にふさわしい産業と考え、地場企

業の育成や食品メーカーの誘致等に取り組んで

おりまして、また、食品開発センターを中心と

して、農畜産物の高付加価値化のための試験研

究や技術移転等に取り組んでいるほか、農商工
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連携事業を含め、各種制度を活用して新商品の

開発や販路開拓などの支援を行っているところ

であります。さらに、昨年３月に「宮崎県地域

産業集積・活性化基本計画」を策定し、食品産

業を含むバイオ関連産業を産業集積を目指す業

種の一つとして位置づけ、なお一層、企業誘致

や地場企業の事業拡大に努めることとしており

ます。今後、食の安全・安心を背景とした国産

原材料の国内外での需要の増加等を踏まえます

と、本県は我が国だけでなく東アジア市場も視

野に入れた食品産業の生産拠点にならなければ

ならないと考えており、その振興をこれまで以

上に図り、生産者の所得向上はもちろん、本県

経済の活性化や雇用拡大にもつなげてまいりた

いと考えております。

○星原 透議員 ぜひ力を入れていただきたい

というふうに思っております。

次に、昨年７月に施行されました農商工等連

携促進法についてお伺いをいたします。この法

律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連

携し、経営資源を有効活用することにより、両

者の経営改善を図ることを目的としておりま

す。この法施行後の取り組み状況と今後の考え

られる事業展開について、商工観光労働部長及

び農政水産部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 農商工連

携の取り組み状況等でありますが、まず、県行

政や関係機関・団体が一致協力して農商工連携

を推進するために、昨年度、「農商工連携推進

ネットワーク会議」を設置するなど、官民一体

となりました推進体制を整備したところでござ

います。また、支援機関であります県産業支援

財団においては、昨年度から本年８月までに延

べ208件の相談に対応するなど、農林漁業者と中

小企業者のマッチングや新商品開発、事業計画

作成等の支援を行っておるところでございま

す。さらに、本年３月に設置しました「みやざ

き農商工連携応援ファンド」につきましては、

第１回目の公募によりまして、新商品開発や新

技術の開発など８事業を採択したところであり

まして、現在、第２回目の公募を行っていると

ころでございます。今後は、関係各部や関係団

体と連携を図りながら、シンポジウムの開催等

によりまして普及・ＰＲを行い、農商工連携の

取り組みを掘り起こしていくとともに、人材の

育成や連携体構築のためのマッチングの促進等

に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農商工連携に

つきましては、農業経営の高度化による所得の

向上や、農業を中心とした地域産業の活性化を

図る上で、大変効果的であると考えておりま

す。このため、農政水産部といたしましては、

本年４月に連携推進室を設置しますとともに、

農業振興公社を農業法人等に対してアドバイス

を行う地域力連携拠点として位置づけるなど、

推進体制の強化を図ったところであります。今

後とも、関係部局との連携を一層密にしなが

ら、農業法人等が有する多様な事業企画の掘り

起こしに努め、企業との連携による新商品の開

発や販路開拓等に対するきめ細かな支援を行う

ことにより、本県農水産業の発展につながる成

功事例を積み上げてまいりたいと存じます。

○星原 透議員 先ほど答弁にありました食品

開発センターで、さまざまな商品開発を支援さ

れておるようでありますし、商品化がまた図ら

れ、新たな商品開発にも積極的に取り組まれて

いるようでありますが、過去５年間の予算はど

の程度であったのか、商工観光労働部長にお伺

いをいたします。
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○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品開発

センターにおける研究開発費でございますけれ

ども、平成17年度から21年度までの５年間の平

均で、年間約2,700万円の予算となっておりま

す。なお、本年度は、通常予算とは別に約4,000

万円の予算措置を行いまして、新たに食品の高

度な成分分析ができる装置を導入することと

し、研究機能の強化を図ったところでございま

す。以上でございます。

○星原 透議員 これまでは大体2,700万円前後

で推移し、ことしは特別に4,000万円の予算とい

うことでありますが、ぜひ研究開発費も予算を

とって取り組みをお願いしたいと思います。

次に、本県は、農林水産物の素材はどこにも

負けないほど豊富な食材料があり、その資源、

宝を生かし切れていないのではないかと考えて

おります。そこで、本県のすばらしい農畜産物

を生かし切るための有効活用法は考えられない

のか、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 近年、食生活

の多様化等に伴いまして、加工用・業務用野菜

などの需要が増加しており、多様な農畜産物を

産出する本県にとりましては、付加価値をつけ

る加工への取り組みを強化することで、農業を

核とした新たなビジネス展開が期待されるとこ

ろであります。このため県では、関係機関・団

体等によります「畑作農業振興プロジェクト」

を立ち上げまして、加工・業務用野菜の生産振

興について検討を進めますとともに、国の事業

も活用しながら、産地と実需者との連携により

ます商品開発等への支援も行っているところで

あります。また、農業団体による冷凍野菜等の

加工施設の整備も計画されていると伺っており

ますが、今後とも、民間企業はもとより、関係

機関・団体等との連携に努めながら、本県農産

物の付加価値を高める取り組みを推進してまい

りたいと考えております。

○星原 透議員 次に、本県は大消費地に対し

距離的なハンディがありますから、農畜産物を

加工し製品化して付加価値を高め、インター

ネットや直接販売など、物流の見直しにより経

費を抑えられると考えます。また、食品加工団

地を整備して農畜産物を加工することにより、

規格外や傷物などこれまで廃棄処分にしていた

ものも活用し、資源の無駄をなくすことで農業

者の所得向上にもつながると思います。さら

に、関係企業を１カ所に集約して、食品加工の

推進や物流コストを下げることなどを考えたら

どうかと思いますが、商工観光労働部長にお伺

いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品加工

団地の整備でありますが、本県の豊かな農産物

の付加価値を高めるためには、カット野菜や粉

末、ペースト等に加工する１次加工業者や最終

製品にする食品メーカー等が県内に集積してい

ることが重要な要素の一つであると考えており

ます。特に、同一団地内に食品関連企業が入居

したいわゆる食品工業団地は、原材料流通の効

率化などに効果があるほか、企業間の連携も期

待されるところでございます。本県では、都城

市の志比田食品工業団地が整備されております

が、他の工業団地内においても食品製造企業の

集積が進みつつあるところや、市町村において

は、食品企業をターゲットにした新たな団地の

構想もあると聞いております。県としまして

は、今後とも食品企業の集積が図られるよう、

市町村とも連携しながら、企業誘致等を通じま

して積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○星原 透議員 次に、農畜産物は生鮮物であ
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りますから、鮮度が落ちれば商品価値がなくな

るわけで、冷凍、冷蔵やチルド、真空パックな

どの保存技術や食品加工技術、輸送技術等の研

究開発に早急に取り組むべきだと考えますが、

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 食品の保

存技術等の研究でありますが、大消費地から遠

い本県におきましては、食品の品質保持や輸送

コストの低減等につながる技術開発を進めるこ

とが、豊富な農産物を生かした産業の振興や農

業所得の向上を図る上で、大変重要であると考

えております。このため、食品開発センターに

おいては、常温で流通可能な鶏の炭火焼きやピ

ーマンの種子を原料とする抗菌剤を用いたカッ

ト野菜の品質保持技術など、食品の保存や加工

技術の研究開発に取り組んでおるところでござ

います。また、工業技術センターにおきまして

は、農産物を低コストで長期間保存できる装置

の開発を、産学官連携の共同研究により進めて

いるところでございます。このほか、総合農業

試験場においては、青果物の鮮度保持に効果の

あるフィルム資材を活用した長期貯蔵技術等の

確立を進めているところであります。今後と

も、関係機関と連携しながら、このような研究

開発に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○星原 透議員 実は、私は昨年の10月、千葉

県柏市にあります株式会社アビーの研究室を訪

ねて、アビーのＣＡＳシステムに出会い、急速

冷凍技術の進歩にびっくりしたのであります。

ＣＡＳとは、急速凍結装置内に微弱なエネルギ

ーを均一に発生させ、食材や食品のおいしさを

変質させないように、凍結することにより新鮮

さとおいしさを再現する装置であり、食品を限

りなく生に戻す技術開発であります。私は今

後、このＣＡＳの活用法も考えるべきではない

かと思っております。ところで、工業技術セン

ターでも、農産物を低コストで長期間保存でき

る装置の開発を、産学官連携の共同研究により

進められておるということでありますが、いつ

ごろを目途に考えられておるのか、商工観光労

働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） お尋ねの

研究は、県内農産物の出荷調整等が可能となる

よう、農産物の保存に最適な温度や湿度の調節

等を低コストで実現できる装置の開発を目指す

ものでございまして、本年度から国の委託研究

事業の採択を受けまして、宮崎大学農学部や県

内装置メーカー等と共同で実施するものでござ

います。研究期間は来年度までの２年間となっ

ておりまして、本年度は実験装置の試作を行

い、温度、湿度の調節機能や耐久性など、装置

の基本的性能の研究を行うこととしておりま

す。来年度は、実際に複数の農産物を用いまし

て実証実験を行い、農産物の鮮度維持や長期貯

蔵技術の確立を図ることとしております。本装

置の実用化につきましては、このような実証実

験の成果を受けまして展開してまいりたいと考

えております。以上でございます。

○星原 透議員 産地間競争に勝ち抜くために

も、一日も早い開発をお願いしておきます。

次に、販路開拓についてお伺いいたします。

これまで本県は、ＰＲや販路開拓が不十分だと

言われてきましたが、東国原知事が誕生して以

来、トップセールス等により、地鶏を初めマン

ゴーや日向夏、キンカンなど、認知度は確実に

高まってきております。農畜産物を加工して製

品化したものを、県内外、海外に販路開拓する

販売方策を具体化し販売していくためには、ど

のような課題があると考えておられるのか、商
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工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 販路開拓

の課題でございますけれども、国内外を問わず

販路開拓を図っていくためには、まず本県県産

品のよさを知ってもらうこと、そして次にうま

く流通経路に乗せること、そして消費者の購買

意欲を喚起するための効果的なＰＲ等が重要で

あると考えております。このため、現在、県で

は、国内外での見本市への出展、商談会の開

催、流通関係者の招聘、さらにアンテナショッ

プでの販売や物産フェアの開催などに取り組ん

でいるところでございますが、まずは、今後と

もこれらの事業を本県の特色を出しながら継続

的に実施していくことが必要であると考えてお

ります。また、販路開拓には、日ごろから流通

現場に接しておられます製造販売業者等の皆さ

んの主体的な取り組みが不可欠でありまして、

これらの取り組みを積極的に支援していくこと

も重要であると考えております。さらに、消費

者が求める製品づくり、他の製品との差別化を

図ることが重要であります。優良県産品の推奨

や専門家による商品開発のアドバイスも、今

後、力を入れていかなければならないと考えて

おります。また、富裕層が増加している中国を

初めとしました東アジア諸国への販路開拓につ

きましては、本県食品産業の振興を図る上から

も、今後ますます重要性が増すものと考えてお

ります。県では、昨年度策定しました「東アジ

ア販路拡大戦略」に基づきまして、長期的な視

野に立って戦略的な取り組みを進めております

が、特に各国の輸入規制や文化・商慣習の違い

などに十分留意しまして、それぞれの国・地域

の実情に合った対応を行う必要があると考えて

おります。以上でございます。

○星原 透議員 次に、こうした食品加工産業

と観光を組み合わせた北海道の花畑牧場のよう

な新たな観光スポットとなるような食品加工団

地等は、観光誘致にも役立つと思いますが、商

工観光労働部長の見解を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 「食」は

観光の重要な要素でございまして、本県ならで

はの食材を加工した製品の製造過程の見学、あ

るいは製品をその場で購入できる食品加工施設

の整備は、本県の観光に新たな魅力を加えるも

のになると考えております。したがいまして、

そのような施設が本県に設置される場合には、

観光施設としての視点を十分取り入れるための

助言等を積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。

○星原 透議員 次に、農業振興策の立場から

もう一点お伺いをいたします。地産地消につい

てでありますが、この運動が始まってかなりの

年数がたちましたけれども、県民にどの程度浸

透しているのかわかりませんが、農業振興の面

から考えれば、積極的に取り組むべきであると

考えております。ところで、学校給食法がこと

しの４月から改正されたのを受けて、農林水産

省が「学校給食地場農畜産物利用拡大事業」を

創設して、新たな地場産物を使った献立の食材

費用を２分の１補助する対策を打ち出しており

ます。隣の鹿児島県では、行政や農業団体、学

校給食会が連携して、県産黒毛和牛の肉を学校

給食に取り入れるようであります。10月からお

よそ月１回の目安で黒毛和牛肉の新メニューが

登場し、これまで鹿児島県のブランド食材であ

りながら、値段が高くて給食に導入しにくかっ

た牛肉の地産地消に、一役買うことになりそう

であります。本県では、この農林水産省の事業

を食育や地産地消を推進する一環として、学校

給食における地場産物の利用拡大に向けてどの
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ように取り組んでおられるのか、農政水産部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 学校給食への

地場産物の利用拡大でございます。次代を担う

子供たちに、本県の安全・安心で多様な食材を

供給する機会をふやすことは、農林水産業に対

する理解促進や命の恵みに感謝する心を培う上

で、極めて意義深いことであると認識しており

ます。このため県では、学校給食における地場

産物の導入や安定供給体制の構築に向けたモデ

ルづくりを支援しているところでございます。

御質問の国の「学校給食地場農畜産物利用拡大

事業」につきましては、県といたしましては、

県下全地域での実施を目標に、各地域ごとに説

明会や意見交換会を行いまして、11月からの実

施に向けまして、学校給食関係者等との調整に

努めているところであります。今後とも、各種

事業を積極的に活用しますとともに、学校給食

関係者等との連携を深めながら、地場産物の利

用拡大にさらに努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

○星原 透議員 次に、教育長にお尋ねしま

す。学校給食において地場産物の活用につい

て、どのように取り組んでおられるのかお伺い

をいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、本県の学校給

食における地場産物使用の割合について申し上

げますと、文部科学省が実施しました平成19年

度の「学校給食栄養報告」によりますと、食材

数ベースで32.4％となっておりまして、全国平

均の23.3％を上回っているところであります。

次に、活用に関する取り組みでありますが、学

校給食の実施主体であります市町村におきまし

ては、学校と生産者との契約により、安全・安

心な地元食材を安価で安定的に購入する際の支

援や、生産者や地元企業との連携による「交流

給食会」の開催などによりまして、地場産物活

用が図られているところであります。県教育委

員会といたしましては、毎月16日を「ひむか地

産地消給食の日」とし、県内産食材の利用を働

きかけますとともに、地場産物活用の体制づく

りや地場産物を使った子供たちの食づくり教室

開催などに取り組む「食育実践事業」を推進し

ているところであります。今後とも、市町村や

関係部局等と連携を図りまして、学校給食にお

ける地場産物の活用に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○星原 透議員 なお、今回の農林水産省の事

業に対して、教育長はどのように考えておられ

るのか、再度お伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食におきまし

て地場産物を活用しますことは、先ほど農政水

産部長からの答弁にもありましたように、生産

者等への感謝の心を育てますとともに、地域の

食文化への理解を深める「生きた教材」となる

など、教育的効果も大きいものがあると思いま

す。また、地場産業の振興という意味でも、意

義のあるものと思います。県教育委員会といた

しましても、学校における食育を推進する上か

ら、学校給食における地場産物の利用拡大など

を目的といたしました御質問の事業が円滑に進

みますように、農政水産部、市町村教育委員会

等と連携を図りながら、協力してまいりたいと

考えております。以上です。

○星原 透議員 次に、観光行政についてであ

りますが、まず初めに、台湾との交流促進につ

いてお伺いをいたします。

宮崎県と台湾との交流の歴史は、これまでか

なり長期にわたり実績を積んでまいりました。

また、チャーター便による交流の歴史も10数年
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の実績があり、観光や物産、人的交流等を深め

てきたところであります。そのような経緯を経

て、昨年の６月から宮崎―台北線の国際定期便

が就航し、多くの県民は長年の悲願がかない、

大いに喜び期待したところであり、私もその一

人であります。県議会においても、日台議員連

盟を平成７年に立ち上げ、これまで年１回ほど

福岡弁事所の所長さんを招いて、観光関連団体

等との意見交換など研修会を実施してまいりま

した。また、役員が代表して台湾を訪問するな

ど、交流にも積極的に努めてきたところであ

り、定期便就航に一役買うことができたと思っ

ております。今回の就航を記念して、台湾県議

会との交流を深めようと、ことしの１月と２月

に２班に分かれて３県の県議会を訪問し、観光

や農業等についての意見交換を行い、交流を始

めたところでもあります。そうした中、先月、

突然エバー航空より10月から運休するとの連絡

があり、たった１年４カ月で運休になろうとは

だれも予想できなかったと思いますし、驚きと

同時に残念であり、継続してほしかったとの思

いがあります。

ところで、台湾は、九州ほどの島に約2,300万

人が住み、距離的にも近いため、親日的な方々

が多く、相互交流を通じてお互いに共存共栄の

できる経済・文明圏であると思います。今後も

親善交流を深めていくべき国の一つであると考

えております。そこで、今後の台湾との交流に

ついて、県はどのように考えておられるのか。

また、宮崎―台北線の運休について、今後どの

ように対応していこうと考えておられるのか、

知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

東アジアとの交流拡大を目指す本県にとりま

して、台湾は重要な地位を占めておりまして、

これまで経済・観光を初め、文化・芸術、スポ

ーツなど幅広い分野で交流促進に努めてきたと

ころであり、今後とも、さらに拡大を図ってい

く必要があると考えております。このような

中、宮崎―台北線については、長年にわたる要

望活動とチャーター便運航の積み重ねにより実

現できた路線でありまして、本県と台湾との交

流拡大や地域経済活性化の基盤となる重要な路

線だと考えております。県といたしましては、

昨年６月の就航以来、厳しい経済環境の中、関

係団体等と連携し、路線ＰＲと利用促進に取り

組んできたところでありまして、７月、８月の

搭乗率は70％を超えたところでありますが、こ

れからに期待をしていただけに、今回の定期便

運休は大変残念に思っているところでありま

す。このため、早期の定期便再開に向けて、今

後とも航空会社や関係機関に積極的な働きかけ

を行うなど、あらゆる努力をさせていただきた

いと考えております。

○星原 透議員 次に、宮崎―台北線と同時に

就航した小松―台北線は継続となっております

が、なぜ宮崎線だけが運休になったのか、その

原因について、小松と比較してどのように分析

しておられるのか、県民政策部長にお伺いをい

たします。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

の運休原因につきましては、エバー航空から

は、就航以来、長引く景気低迷等の影響によっ

て搭乗率が低迷しており、さらに同社の厳しい

経営状況から、路線の見直しを行う必要がある

ためと聞いております。また、小松―台北線と

の比較につきましては、同じくエバー航空から

は、日本人の利用者については余り変わらない

けれども、台湾においては、立山・黒部アルペ

ンルートの知名度と人気が高くて、小松線は宮
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崎線に比べ台湾からの利用者が多いことから、

高い搭乗率を確保しているというふうに聞いて

おります。

○星原 透議員 小松線は人気ルートだという

ことでありまして、我が宮崎県にはその台湾の

人から見て魅力がないのかな、そのように思っ

ておりまして、やはり魅力あるそういう観光地

なり、あるいは食べ物なり、あるいはいろんな

スポーツ等の体験をするような場の提供も進め

ていくべきじゃないかなというふうに思いま

す。

次に、今回の運休により、本県観光産業に

とって、どのような経済的な影響があると考え

ておられるのか、商工観光労働部長にお伺いを

いたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 平成20年

の県内の台湾人宿泊者数は、延べ約１万5,000人

でございます。その中には福岡の定期便等を利

用した観光客等もおりますので、どの程度本県

定期便を利用していたかはわかりません。しか

し、定期便は本県に直接観光客を呼び込める手

段でございますので、今後、本県への台湾人観

光客数が減少することも予想されます。もしそ

のようになりますと、台湾人旅行者の多かった

宿泊施設、観光地はもちろん、交通機関、飲食

業などに影響を与えるものと考えております。

以上でございます。

○星原 透議員 次に、宮崎―台北線の再開を

目指して、具体的にどのような対策を考えてお

られるのか、県民政策部長にお伺いをいたしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎―台北線

につきましては、日本と台湾の航空関係に関す

る合意によりまして、エバー航空が台湾の航空

当局から運航会社として選定されているため、

引き続きエバー航空に早期再開を要請しますと

ともに、台湾の航空当局にも相談しながら、早

期再開に向けて、あらゆる努力をしていきたい

と考えております。私自身も、今週９月20日か

ら22日にかけまして、台湾を訪問して要請して

きたところでありますが、エバー航空からは

「再度、需要の動向等を分析し、今後について

検討したい」とのことでございました。今後、

運航が再開された場合には、これまで以上に日

台双方においてメディア等を活用したＰＲを行

いますとともに、鹿児島県等と連携した周遊ル

ートの開発、県内企業や団体への働きかけの強

化、さらには将来にわたって安定的に利用者を

確保するために、修学旅行の誘致やスポーツ少

年団等の交流拡大など、さまざまな取り組みを

行ってまいりたいと考えております。

○星原 透議員 一たん休止になったものが再

開するというのは、大変厳しいだろうというふ

うに思いますが、ぜひ粘り強い運動を展開して

いただきたいと思います。

次に、今後の海外観光誘致対策についてお伺

いをいたします。本県の海外誘致対策は、定期

航空路線が就航している韓国のソウルに観光・

経済交流事務所があり、また、中国には上海に

宮崎県政府事務所を置いて、誘致活動を展開さ

れております。ところで、台湾、香港などから

比較的誘客に成功している北海道、東北を見て

みますと、北海道と青森、岩手、秋田の３県

は、ソウルとシンガポールに共同事務所を置

き、広域観光による海外客の誘致に積極的に取

り組まれております。そこで、本県だけでの観

光誘致メニューでは厳しい面があると、そのよ

うに考えておりますので、ぜひ隣県等と連携し

て海外共同事務所を設置し、観光誘致を行って

はどうかと考えますが、商工観光労働部長にお
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伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 隣県と共

同して海外事務所を設置するということでござ

いますが、海外からの観光客につきまして、多

くの場合、複数の県をまたがった旅行行程をと

りますことから、誘致活動に当たりましても、

鹿児島県との連携や、南九州３県あるいは九州

観光推進機構などで、九州一体となったセール

スや観光コースの紹介等を行ってきているとこ

ろでございます。新幹線や高速道路が整備され

るなど、九州内の交通ネットワークが充実して

いく中で、これからの海外誘客につきまして

は、各県と連携しました取り組みがますます重

要となってまいりますので、共同の海外事務所

の設置につきましても、今後、検討課題になる

ものと考えております。本県の海外事務所等に

つきましても、そのあり方について今後検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。

○星原 透議員 それでは、ここで誘客の成功

事例を紹介してみたいと思います。岐阜県高山

市は、平成17年に合併し、人口は10万人規模

で、面積は日本一広い市でありますが、決して

交通の便は恵まれておらず、著名な国宝や世界

遺産等もありません。しかしながら、平成19年

度の観光客数は人口の約40倍の430万人余りで、

４月と10月の高山祭を挟んで夏場をピークに、

年間通して観光客が訪れているそうでありま

す。しかも７割がリピーターで、そのうちの１

割程度が海外客であります。高山市は、ミシュ

ランの旅行ガイドブックに三つ星で載ってお

り、外国人観光客にも高く評価されておりま

す。平成19年には13万人以上の外国人が宿泊

し、特にアジア諸国が多く、そのうちの７割が

台湾人だそうであります。雪や温泉を目当てに

訪ねているようでありますが、一方で、行政の

取り組み姿勢も見逃せません。高山市は、平

成15年の国の観光キャンペーンであるビジット

・ジャパンより20年も早く外国人客に対するＰ

Ｒを開始し、粘り強く働きかけたことが今日の

成果に結びついたということであります。そこ

で、観光産業を本県の柱の一つとして考えてお

られるのであれば、誘致戦略をしっかりと練っ

て取り組んでいくべきだと考えておりますが、

今後、本県への海外からの観光誘致をどのよう

に展開していかれるのか、知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） お答えいたします。

経済、社会のグローバル化、ボーダーレス化

の進展に対応して、本県におきましても、海外

からの観光客誘致に積極的に取り組んできたと

ころでありますが、今後とも、人的・物的交流

が一層緊密になっていくと予想されます東アジ

アからの誘客を、隣県等との連携を図りなが

ら、戦略的に進めてまいりたいと考えておりま

す。韓国、台湾につきましては、引き続き積極

的な誘客に取り組んでまいりますが、それに加

え、個人の観光ビザが解禁されるなど、今後、

市場の拡大が見込まれる中国についても、まず

は上海などの大都市をターゲットとして、中国

人のニーズに合った旅行商品を開拓し提案して

いくなど、誘客拡大に向けて取り組みを強化し

ていきたいと考えております。

○星原 透議員 質問は終わりましたが、少し

時間が残っておりますので、先ほど質問した食

品加工についての私の思いを少し述べてみたい

と思います。これまでの宮崎は、農林水産業と

建設産業を柱にして、地域づくりが行われてき

たと思います。しかし、現在、その柱が倒れて

しまいそうな中で、次の時代を担う孫たちの世
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代が、宮崎に住み、地域を愛し、誇りを持ちな

がら生活するためにはどうしたらいいのか、孫

たちが先祖の墓参りをしてくれるような地域を

残すことが、私たち世代に課せられた課題だと

考えております。本県の財産、宝の一つが農畜

産物であります。財産を生かすことが今後の本

県の生きる道だと思います。そのための一方策

として、日本一の食品加工団地を目指したらど

うかと考えております。例えば、農畜産物の１

次加工、２次加工、３次加工の加工場を中心

に、ソーセージやウインナーなどの食品加工体

験ができるコーナーや、また周囲には朝夕市を

開いたり、地産地消の総菜や弁当等の販売、そ

して飲食店等も誘致し、また地産地消の資料館

とか学習館など農畜産物を中心とした食料基

地、仮称「21世紀のアジアの台所」、このよう

な名称にして食のテーマパークができれば、観

光客誘致にもつながると思います。そういう地

域をつくることができれば、生産と加工、流通

と販売の一元化により、農家所得の向上や雇用

の拡大にもつながるものと考えております。も

し知事に何かあれば、コメントをいただければ

ありがたいと思うんですが、ありませんでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

いただいたとおり、私は、農林水産関係、特に

農業は、未来産業、新成長産業になるべき、な

らなければいけないと考えております。そう

いった意味では、議員が提案された、本県が食

の供給地である、あるいはフードアイランドと

しての先進県であるというような取り組みは、

今後も続けていかなければいけない。特に食料

自給率、食の安全・安心あるいは今後の食料戦

略、そういったものを中長期で視野に入れて、

本県がどういうポジショニングをするのか、ど

ういう位置づけをするのか、それはこの県の今

後のアイデンティティーというか、生きる道に

つながるものだと思っておりますので、そう

いったことはきちんと視野に入れて、特に環境

問題も含めて農林水産業というのは重要視し

て、我が県の基幹産業としてこれから成長して

いくように取り組んでいかなければいけないと

考えております。

○星原 透議員 今回、台湾の定期便の運休も

あったわけでありますが、やはり宮崎にそうい

う観光なり、あるいは体験する施設なり、ある

いは食べる物、そういうものが台湾の人から見

て、なかなか宮崎に観光に行こう、食べに行こ

う、そういうものがないからじゃないかなとい

うふうに思っておりまして、できればそういう

面からも、何か宮崎県の財産を生かした食品加

工団地、そういったものをやっぱり官民挙げて

つくるべきだ、あるいはつくっていくことが将

来につながると、そのような気持ちで質問をい

たしたところでございます。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、図師博規です。質問の前に一言述べさせて

いただきます。先日、私の知人がみずから命を

絶たれました。身近な方の思わぬ、予期せぬ訃

報に私は耳を疑いました。その方は、周りの方

には気配りを怠らず、優しい人で、仕事も一生

懸命される方でした。その方がみずから命を絶

つことになった。県におかれましても、マスコ

ミ等を利用され、自殺防止対策には懸命に取り

組んでいらっしゃることはよく理解しておりま

す。しかし、まだまだ差し伸べた手からこぼれ

落ちる方、またその差し伸べた手が届いていな

い方がいらっしゃいます。県はさらなる努力
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を、そして我々一人一人は、もう一度、身近な

方が発せられている心の声に耳を傾けるなど行

動を、何かアクションを起こしていただくこと

を切望いたしまして、質問のほうに入らせてい

ただきます。

通告に従いまして質問をしてまいりますが、

まず、現在、県内では都城盆地、西諸地区、大

淀川左岸・右岸や、そして尾鈴地区などで大規

模畑地かんがい用水事業が展開されておりま

す。今挙げた地域の事業費だけでも、国営事業

部分3,071億円、さらに県営事業部分1,460億円

の公費支出となり、これに市町村負担が加算さ

れ、そして生産者には受益面積に応じた賦課金

が課せられます。規模拡大を望む生産者や収益

が比較的安定している生産者にとっては、早期

整備を望む声もありますが、生産者の多くは高

齢者で、なおかつ後継者のいない方々からは、

賦課金に対する不安を抱く方や、畑かん整備後

の土地利活用に消極的な方がいらっしゃること

も事実です。その生産者の実態を象徴する地域

となっているのが尾鈴地域であります。その生

産者の声に、何度も足を運び、今回耳を傾け、

その代弁をすべく質問を練り上げてまいりまし

た。

６月定例議会でも取り上げましたが、尾鈴北

第２地区においては、県営事業の施行に関して

対象農家の192人中137人の方々が反対されてお

り、知事あてに異議申立書も提出されていま

す。この異議申立書への回答は、現在、棚上げ

になったままです。県営事業施行には、受益者

の３分の２以上の同意がないと施行できないわ

けですから、この申立書から判断するに、今後

の事業推進はかなり困難な状況があると考えら

れます。ここに来て県営事業が頓挫するような

ことがあれば、今後、年次的に着工が予定され

ている整備計画に狂いが生じるだけではなく、

尾鈴地区以外の畑かん事業にも影響が出てくる

ゆゆしき事態にもなりかねません。知事におか

れましては、現場に足を運ばれるなど、実態の

把握に努められる姿勢は評価もし、ありがたく

存じております。そこで、知事として今後の事

業の取り扱いについては、地元調査の結果を

待って事業を進めるのか、中止をするのかの判

断をする意向だと伺っております。そこで、知

事にお伺いします。既に一部マスコミには取り

上げられておりますが、地元調査の結果はどう

だったのか、県営事業の施行同意の徴集―集

める作業はどこまで行われたのか、その結果を

踏まえた明確な答弁を知事に求めるものであり

ます。

以下の質問につきましては、自席より行いま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

尾鈴北第２地区の同意の状況についてであり

ます。尾鈴北第２地区につきましては、16名の

申請人の方から去る７月31日付で、受益農家187

名中、法定同意率である３分の２を超える131

名、70.1％の方々の同意書及びその他必要な書

類を添えて、県に対して土地改良法に基づく施

行申請書が提出されたところであります。〔降

壇〕

○図師博規議員 今の答弁、繰り返しになりま

すが、尾鈴北第２地区の住民から県営事業施行

申請が上がってきているということは、多くの

方が反対されていたにもかかわらず、ここ２～

３カ月の間に、県営事業施行に必要な法定同意

率の３分の２を超える方々が賛成に転じられた

ということになりますね。これはすごいことで

す。前進と理解していいと思います。
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では、ここで大切なのは、次、農政水産部長

にお伺いしますが、反対の意思を持たれた方々

が事業施行に理解いただくには、地区申請人の

方はもちろん、町当局、農林振興局などが一軒

一軒、受益者宅を精力的に回って説明をされる

など、大変な努力、汗をかかれた、並々ならぬ

努力があったものと拝察できるわけなんです

が、実際には、以前は反対署名をされていた方

が今回、県営事業施行申請に名前を連ねてい

らっしゃる。重複されている方もたくさんい

らっしゃるわけです。前回の署名と今回の署名

の優先性と申しますか、整合性と申しますか、

そのあたりをどのように精査されたのか、今回

の施行申請が正当なのか、その精査結果を農政

水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問にもご

ざいましたように、反対者の方々もいらっしゃ

いました。それらを含めまして、今回、申請人

のほうから提出されております施行申請につき

まして、慎重に審査をさせていただきました。

同意書等の申請書類も適正に行われておりま

す。土地改良法に基づく手続も適正に行われて

いると判断しております。以上であります。

○図師博規議員 今の答弁、そのまま理解いた

しますと、今後、その申請書は文書開示の対象

にもなります。それに耐え得る精査がされたと

いうことと理解をいたします。

それでは、申請が正式に受理をされた、これ

はすごいことです。このことを受けて尾鈴北第

２地区への今後の対応はどうされるのか、進め

るのか、中止するのか、知事の判断にかかって

おります。知事に見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 法定の３分の２を超

える同意率で施行申請書が提出されまして、土

地改良法上の要件を満たしておりますが、一部

の関係農家から事業の中止等を求める申立書が

提出されていること等を踏まえまして、私自

身、現場に出向きまして、農家の方々の率直な

御意見もお伺いしたところであります。その結

果、将来にわたって国民に食料を安定的に供給

していくという我が国の農業の役割、さらには

その重要な役割を担う担い手の育成確保の必要

性等を考えた場合、広大なまとまりのある優良

農地を有する尾鈴地域において水を自由に利用

できる生産環境を整備することは、極めて重要

であると認識を新たにしたところであります。

このため、同意の状況や事業の必要性等を総合

的に判断した結果、施行申請書に基づき、土地

改良法の手続を進めることといたしました。な

お、県に提出された申立書につきましては、今

後、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 今後は県営事業施行を粛々と

進めていくというふうに理解をいたします。今

まで尾鈴地区におきましては、地区を二分して

意見の相違が続いてきたわけです。それが今の

知事の答弁をもって、今後の方針を明確に出し

ていただいたことによって収束に向かうことを

期待したいと思います。

〔傍聴席で発言する者あり〕

○中村幸一議長 傍聴席、静かにしなさい。

○図師博規議員（続） それでは続いて、今後

の畑かん事業を展開していく上での県のスタン

スをお伺いしていきます。このたび県は、生産

者の不安や負担の軽減のため考案されたかんが

い用水の開閉栓方式、いわゆる給水栓の設置を

しても水利用をしない限り賦課金が発生しない

という内容を盛り込んだ尾鈴北第１地区土地改

良区の定款を認可しておりますね。この開閉栓

方式を導入している土地改良区は、県内では１
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カ所だけです。前回６月定例議会での質問に対

しての答弁では、開閉栓方式を含む給水栓設置

の整備面積は全体の約５分の１程度にしか達し

ていないという答弁でした。その後実施された

給水栓設置の意向確認の結果はどうだったの

か、またその結果を踏まえられて今後どう対応

していくのか、知事にお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 尾鈴北第１地区にお

きましては、ことし５月から８月にかけて個別

農家ごとに給水栓設置の意向を伺ったところ、

７割を超える農家の方々がその設置を希望され

ているとの結果を得たところであります。広大

なまとまりのある優良農地を有する尾鈴地域に

おいて、水を自由に利用できる生産環境を整備

することは極めて重要であるとの認識のもと、

基本的には現計画どおり事業を進めていくこと

といたします。しかしながら、事業の中止等を

求める請願が出された都農町の受益地を含む

約63ヘクタールの区域につきましては、給水栓

の設置意向が低い状況にありましたので、今

後、受益地の見直しも含め、関係農家を初め、

町、土地改良区と調整していくこととしており

ます。なお、この調整に当たりましては、既に

水を利用されている農家や給水栓の設置を希望

されている農家の意向を十分に尊重していく考

えであります。

○図師博規議員 知事、淡々とした答弁です

が、結果はすごいことになっているわけです。

開閉栓方式を含む給水栓設置の同意が６月以降

から一気に７割の同意まで達しているというこ

とですね。これは、もちろん地元の方なり、県

当局も努力されたことでしょう。今、開閉栓設

置、開閉栓方式の給水栓設置につきましても、

生産者の理解がだんだんと浸透しているという

現状を理解いたします。

では、関連してですが、尾鈴地区以外にも、

県営事業に理解を示すものの、近年の燃料・肥

料の高騰、農産物の価格低迷などの逼迫する経

営情勢から、賦課金に対して不安を抱いている

農家もたくさんいらっしゃいます。このような

状況を勘案して、県としては、生産者の負担軽

減につながる開閉栓方式導入を推進していくこ

とが重要と考えられますが、ここでは農政水産

部長に考えをお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 開閉栓方式に

ついてでございますけれども、土地改良区は、

施設の維持管理等に必要な経費を組合員から賦

課徴収することができますが、その方法につき

ましては、それぞれの地域の実情に応じて土地

改良区の総代会の議決を経て決定されることと

なっております。御質問の開閉栓方式は、給水

栓を設置し、実際に水を利用する方からのみ賦

課金を徴収するものでございまして、後継者が

不在の高齢農家や農地を貸している方でも安心

して事業に参加できるものと考えております。

この方式の導入によりまして、水が自由に利用

できる優良農地の確保や、意欲ある農家への農

地の面的集積が促進され、水利用がさらに拡大

するものと期待しているところであります。

○図師博規議員 今の答弁では、県としては推

進をしていくという姿勢であることと理解いた

します。しかし、開閉栓方式が推進されれば、

今の答弁でもありましたが、水利用をしない生

産者から賦課金が徴収できません。つまり、賦

課金不足が発生するという危険性もはらんでお

ります。そうなると、土地改良区の財政運営が

困難になるという可能性も出てまいります。そ

こで、地元自治体におかれましては、土地改良

区に関する条例の改正を行って、一般財源から

補てんする内容を既に制度化しています。県と
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しても、国庫補助など土地改良区の維持補修に

対し積極的に支援する姿勢は示されています

が、ここではより具体的に土地改良区に対して

どの程度規模の支援が実施されるのか、再度、

農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御指摘にあり

ましたように、土地改良区の適正な運営を確保

していくためには、まずは畑地かんがい用水の

利用拡大が基本になると考えております。この

ため県といたしましては、町、ＪＡなどの関係

機関と連携しまして、担い手への農地集積など

畑地かんがい用水の利用拡大に向けた取り組み

を強化しますとともに、施設の維持管理のため

の、御質問にございました国営造成施設管理体

制整備促進事業や土地改良施設維持管理適正化

事業等の国庫補助事業あるいは県単事業等によ

りまして、適正な運営が確保できるように最大

限の支援をしてまいりたいと思います。

なお、こういった事業を活用しまして、前回

もおっしゃいましたが、維持管理費6,500万とい

う話がありました。一部、その補助を含めます

と、5,000万程度では現段階ではできるんじゃな

いかという見通しがございます。以上でござい

ます。

○図師博規議員 今の御答弁、国庫補助を引っ

張ってくるだけではなく、県単事業をもってで

も支援するという前向きな答弁をいただきまし

た。私は、今の答弁のとおり、この畑かん事業

は、国営部分や県営部分、また市町村や土地改

良区といった縦割りで考えるんではなく、農業

振興のため、県も最大の地方自治体としての役

割や自覚を持って一体となって取り組むという

姿勢が欲しかったんです。今の答弁を待ってい

たんです。ぜひ、今後も市町村を支え、生産者

の声にしっかり耳を傾ける姿勢を貫いてくださ

い。

続けます。先日、マスコミにも大きく取り上

げられていましたが、畑かん用水を畜産にも使

えるようになるということです。これが実現し

ますと、畜産経営にも大きな経済効果があらわ

れると思われます。そこで、畜産用水として利

用が可能になるまでの経緯と、またその所見を

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） かんがい用水

の畜産としての利用でございます。本県の畜産

農家の経営は、御案内のとおり、飼料価格の高

騰あるいは子牛価格の低迷等、大変厳しい状況

に直面しております。こういったことから、か

ねてより、関係市町や関係団体等から、かんが

い用水を畜産にも利用できるようにしてほしい

との強い要望がございまして、こういった要望

がございまして、かんがい用水の畜産への暫定

的な水利用を可能とする特区提案を６月末に鹿

児島県と共同で行ったところであります。国か

らの最終的な回答は９月末ごろになると伺って

おりますけれども、現段階では、既存の制度の

枠内で対応が可能であるという見解が示されて

おります。

なお、本提案が実現した場合の経済効果等に

つきましては、大まかな試算でありますけれど

も、肉用牛、酪農、養豚、養鶏など、幅広い畜

産分野において水代の節減はもとより、衛生環

境の向上や暑熱抑制などの効果が見込まれ、年

間約27億円程度と試算をしております。以上で

あります。

○図師博規議員 大変な経済効果があらわれる

というような試算をされております。ただ、こ

の畑かん用水の畜産利用はあくまでも、答弁に

もありましたが、暫定的なんです。水量に余裕

があるときに利用が可能となるものであって、
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畑かん事業が当初の計画どおり進めば利用がで

きなくなることもありますね。その内容などを

しっかり周知していく、今後その周知の作業が

必要かと思われます。そして、今後、畑かん事

業が着々と進んでいった場合、今後の営農指導

や生産者の所得向上のための戦略が大きな課題

となってきます。当初作成された事業計画は時

代錯誤も甚だしく、費用対効果についても算定

基準となる市場価格や販路選定も刻一刻と変化

している中、再度、生産者が魅力を感じ、夢が

描けるように、この計画を練り直す必要が不可

欠と私は考えます。これは尾鈴地区に限ったこ

とではありません。県としては、県内のかんが

い事業を推進していく上でどのようなビジョン

を、戦略を持たれているのか、知事にお伺いい

たします。

○知事（東国原英夫君） 農業を基幹産業と

し、農地の約半分を畑地が占める本県におきま

しては、収益性が高く、競争力のある畑作農業

を展開していくことが極めて重要であると認識

しております。私は、本県の畑作振興に当たり

ましては、畑地かんがい施設を初めとする、安

定的に農産物を生産できる基盤等の条件整備、

意欲ある担い手への農地の面的集積による経営

規模の拡大、水を生かし、消費者ニーズを踏ま

えた品質の高い農産物の生産などに積極的に取

り組み、しっかりとした生産体制を確立するこ

とが重要であると考えております。さらには、

近年、需要が急速に伸びつつある加工用・業務

用野菜をターゲットとして、農商工連携により

ます冷凍・加工施設等の設備促進など、高付加

価値化に向けた新たな取り組みを進め、消費者

の期待にこたえられる安全・安心な産地づくり

と農家所得の安定・向上を図ってまいりたいと

考えております。

○図師博規議員 今の知事の答弁を受け、各部

連携の上、生産者が安心できるような事業計画

の再度の練り直しをお願いしておきます。

今の答弁に続けるならば、特に尾鈴地区にお

きましては、ＪＡ尾鈴に大型出荷場も整備さ

れ、畑かん事業と連動した生産から流通への活

性化が期待されております。私も県議会の立場

といたしまして、これに全面的に協力をし、販

路拡大等にともに取り組んでいきたいと思って

おります。

続きまして、次の質問、新型インフルエンザ

対策についてお伺いをいたします。

執行部におかれましては、宮崎県新型インフ

ルエンザ対策行動計画を策定し、いち早くその

対策に乗り出されておりますが、感染の実態は

計画の予想をはるかに超え、今まさに感染拡大

が本格化する時期を迎えようとしております。

厚生労働省の発表によりますと、感染のピーク

は10月上旬から中旬にかけてということで、も

うそこまで迫ってきているんです。そのピーク

時には全国で約５万人を超える入院患者が出る

と予測されています。さらに、現在は弱毒性の

ウイルスが強毒性に変異する可能性も危惧され

ている。これは周知のとおりです。県として

は、感染者及び感染の疑いのある方を入院させ

る場合、公立も民間も関係なく、すべての医療

施設で受け入れるように方針を打ち出していま

す。では、現時点で県内の入院患者がどの程度

出ると予測されているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今回の新型イ

ンフルエンザは弱毒性であり、大部分の方は重

症化せず回復しておりますが、患者数の増加に

伴い、一定の割合で入院患者が発生することが

考えられます。流行ピーク時における入院患者
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数につきましては、国の示した新型インフルエ

ンザの流行シナリオを単純に本県に当てはめた

予測でありますが、県民全体の20％が発症した

場合、最大時点で１日当たり411人、また30％が

発症した場合では617人が入院していると試算さ

れます。そのうち呼吸不全や脳症などの重症例

は、入院患者の約１割と言われております。

なお、この試算は最悪の事態を想定したもの

ではありますが、県といたしましては、このよ

うな事態にも対応できるよう医療体制の確保に

努めているところであります。以上でございま

す。

○図師博規議員 今の御答弁ですと、600名を超

える入院患者が出る可能性があるというわけで

すね。感染ピーク時に備えて、今から県内医療

施設に600床を超える入院ベッドを新型インフル

エンザ用に確保させておくということは、県立

宮崎病院クラスの病院を空にして待機させなけ

ればいけないということであり、これは物理的

に到底無理なことです。それを補う手段として

何ができるのか、いや、何をしなければいけな

いのか、再び福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 流行時の入院

患者数の増加に対する対策といたしましては、

一度に多くの患者が発生しないようにし、流行

のピークを低くなだらかにすることが重要と考

えております。そのため、集団感染を早期に探

知し、集団内で患者が増加するようであれば、

学校等の臨時休業の措置を行うこととしており

ます。また、入院患者に対するベッドの確保な

ど医療体制の整備も、医師会や基幹的病院と連

携し、調整を進めております。いずれにいたし

ましても、まずは県民の皆様一人一人が手洗い

やうがい、せきエチケットの励行など、感染防

止対策に努めていただくことが重要であります

ので、その理解の一助とするため、新型インフ

ルエンザ対応ハンドブックを47万部作成し、市

町村を通じて現在、各家庭に配布しているとこ

ろであります。以上でございます。

○図師博規議員 予防が最大の対策であるとい

うことは、やはりこれは認識を共通しなくては

いけないところでありますが、入院ベッドの確

保が困難であれば、ベッド不足が明らかになる

前に、在宅治療体制に切りかえるため、民間医

療施設と連携して訪問診療や訪問看護にマンパ

ワーを集中させること、それに伴う必要な医療

機器を備蓄しておくこと、これ等もあわせて必

要だと思われます。いずれにしても、県民の方

々が不安を抱くことがない万全の策を講じてい

ただきたいと考えます。

それでは続いて、県立宮崎病院精神医療セン

ターの療養環境確保と利便性向上についてお伺

いします。

先日、愛みやざきは、会派としてセンターの

視察に行ってまいりました。センターの構造上

の問題につきましては、開設前から取り上げら

れていましたけれども、現場に足を運んでみま

すと、その課題に直面し、ぜひとも解決しなけ

ればいけない内容を明確にとらえることができ

ました。その課題でありますが、まず成人と児

童が同じフロアで療養されていることから、思

春期にある患者が成人患者の急性増悪症状の影

響を受け、治療上の障害があるということを指

摘しておきます。

例えば、一つの病棟は可動式の仕切りで区切

られてはいますが、音や声は遮断することがで

きていないんです。その成人者の声に子供がお

びえてしまうなど、療養環境としては適当と言

いがたい現状がそこにあります。では、このよ

うな状態があることを病院局長は御存じです
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か。報告を受けていますか。また、そのような

状況をどう理解されているのか、お伺いしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーの病棟構成でございますけれども、他県の例

等を参考にしながら、ナースステーションを挟

んで成人と児童の病室を配置しているところで

ございます。また、児童の病室につきまして

は、一般の病室よりも防音性能を高めますとと

もに、ただいま議員御指摘ございましたよう

に、廊下には可動式の防音扉を設置するなど、

成人患者さんの声や物音が児童患者さんに聞こ

えないように配慮しているところでございま

す。今後とも、この施設の状況等の把握に努め

まして、必要があれば、新たな遮音装置の検討

や患者さんの隔離エリアへの収容等、ハード面

と運用面の両面での対応を行い、療養環境の維

持に努めてまいりたい、このように考えており

ます。

○図師博規議員 対策は講じられても、それは

十分でないという現実をぜひ病院局長も理解し

ていただきたい。

また、同センターには２階部分にセンターと

病院本館を結ぶ通路があります。ほかの診療科

を受診された方がその通路を利用して精神科受

診をすることが可能になると思いきや、その通

路にはかぎがかかっているんです。職員の同伴

なしにはその通路利用ができない状態になって

います。このため、精神科外来を受診される方

は、本館正面玄関から一たん外に出て、おまけ

にセンターまで移動する。センターの診療室は

２階にありますから、そこまで移動するという

動線が非常に長い状態になっています。雨が

降っているときも困られているとも聞きます。

外来が２階にあることによって利便性の悪さが

あるということは、現場職員からも改善要求が

上がっていると聞きますが、どうしてこのよう

な建築構造になったのか、当局としてどのよう

に今後対応されていく考えがあるのか、再度、

病院局長にお伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、議員のほう

からいろいろ御指摘がございました。そのよう

なお話は伺っておりますし、私も、工事の終了

後、それと診療開始前、たびたび行っていると

ころでございます。そういうことで、まず患者

さんの視点に立ち、あるいは現場の声に十分耳

を傾けながらやっていきたいというふうに考え

ているところでございますけれども、いろいろ

な立場でいろいろな御意見等をちょうだいいた

しております。そういうことで、県立病院につ

きましては、その時々の医療ニーズに的確に対

応できるように計画的に整備充実を図っている

ところでございまして、当センターの施設につ

きましても、現在いろいろと検証等もやってお

りますけれども、職員の意見等にも十分配慮し

ながら、緊急性や必要性に応じて対応してまい

りたいというふうに考えているところでござい

ます。

○図師博規議員 今後も、今の答弁にありまし

た現場主義での医療サービスが提供されること

と、私、一番心配するのは、センター職員が疲

弊してしまって―疲れ切る前に、ぜひその対

応策を講じていただきたい。働きやすい環境整

備に尽力されることを切に要望いたします。

また、センターが開設されて半年が過ぎてお

ります。ということは、新富にありました県立

富養園が閉鎖となって半年が過ぎているという

ことになります。しかし、いまだに民間事業者

への業務移管は行われておりません。公募した

にもかかわらず、民間から手が挙がらなかった



- 266 -

平成21年９月24日（木）

ということは、県の貸付条件に問題があること

が考えられます。富養園を利用されていた方々

や家族からは、外来やデイケアの存続を要望す

る内容の要望書も提出されているわけですか

ら、速やかに開設につながるよう貸付条件の再

検討をあわせて申し述べておきます。

それでは、次の質問に移ります。余裕教室・

廃校施設の有効活用についてお伺いいたしま

す。

余裕教室とは、児童生徒数の減少により、既

存の教室数と比較して必要学級数が減少し、将

来とも恒久的に使用されないと見込まれる教室

のことを言います。文部科学省が調査を始めて

累計で全国に約13万教室も発生しているんで

す。また、文部科学省では、遊休スペースと

なった学級や学校については、使われなくなっ

た後も地域の実情に応じて積極的に活用する方

針を打ち出しています。本来、国庫補助金によ

り整備された学校施設を学校教育以外の施設に

転用する場合には、国庫補助相当額を国へ返還

しなければならないのですが、この規制を緩和

して、一定の要件を満たせば、国庫返還をせず

報告書の提出のみをもって転用ができる財産処

分手続の弾力化を現在実施されております。こ

れを利用し、全国的には、遊休スペースを学童

保育に利用したり、障がい者や高齢者の福祉施

設として利用する、またカウンセリングルーム

としての利用、そしてまた郷土芸能の体験や伝

承をするための地域との交流スペースとして利

用しているなど、さまざまな形で余裕教室及び

廃校の利活用が図られています。ここで、教育

長にお伺いしますが、本県の余裕教室の発生状

況及び近年の廃校に関する状況、そして、あわ

せてまた、その後の利活用の状況をお答えくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） まず、余裕教室につ

いてでありますが、市町村立小中学校では現

在、約850室となっております。このうち約94％

が多目的教室や特別教室など、当該学校の施設

として使用されておりまして、残りの教室につ

きましても、大部分が放課後児童クラブなどの

公共用として活用されているところでありま

す。また、県立学校についての余裕教室であり

ますが、約240室ございまして、そのすべてが選

択教科のための教室や生徒会室などとして使用

されているところであります。

次に、近年の廃校の状況についてであります

が、市町村立小中学校におきましては、年次を

平成14年度から20年度に絞って申し上げます

と、この間に33校が廃校となっております。こ

のうち建物が現存しておりますのは28校であ

り、この28校の中の15校で社会体育施設や集会

施設、また研修施設などとして活用されてお

り、もしくは活用予定ということであります。

次に、県立学校の状況でありますけれども、平

成18年度末に閉校となった延岡西高校の施設が

ございますけれども、これにつきましては、現

在、この施設を活用いたします総合的な特別支

援学校の設置計画を進めているところでありま

す。なお、今後閉校を迎える県立学校といたし

ましては、小林商業、日南農林、日南振徳商業

高校等の７校がありますが、これらにつきまし

ては、基本的には教育財産としての活用は考え

ていないところでありますので、庁内の各部局

や市町村の意向を踏まえまして、その取り扱い

につきまして検討していくことにいたしており

ます。

○図師博規議員 この質問を取り上げるきっか

けとなったのは、実は地元木城町の中之又小学

校の閉校後に開かれた跡地利用の説明会に参加
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して住民の方々の声を聞いてきたからなんで

す。中之又地区は高齢化率が70％を超える地域

です。中之又の高齢者の方々の、その生活を図

る上で要介護度を私、調べたことがあります。

しかし、中之又地区の方々、要介護度は低いん

です。これは、健康な方々が多いというわけで

はなくて、介護が必要な状態になると、福祉の

サービスが受けられない環境にあるということ

で、山をおりなくてはいけなくなる、地域を離

れなくてはいけなくなるということを如実にあ

らわしているんです。よって、学校の跡地利用

説明会では、高齢者用の施設に転用を望む声が

圧倒的でした。地区の方々は、運動会や学習発

表会、入学式や卒業式を通して地区の方と深く

つながり、愛着ある学校の再利用を涙ながらに

訴えられていました。しかし、町としては、手

すりやスロープの設置、トイレ改造程度の整備

はできるものの、福祉の人材確保を初めとする

運営費の補助の支援まではできないというよう

な内容でした。以前、この中之又小学校に勤務

されていた校長先生がこの地域をかんがみ述べ

られた言葉に、「普通の小学校は地域の中にあ

る。でも、中之又は小学校の中に地域がある。

それくらい地域とのきずなが深いところなんで

すよ」と、愛情ある言葉を残されています。こ

れは、小学校がなくなれば地域がなくなるとい

うことを意味していると私は思います。今後、

県内には同様な中山間地域が続出するわけで

す。県としても、国の規制緩和策を最大限利用

し、福祉施設等への転用を積極的に図り、市町

村と連携し、地域の暮らしを守る施策の取り組

みが強く求められていると私は考えます。この

点に関して知事、中山間地域の廃校利用につい

ての所見をお答えください。

○知事（東国原英夫君） 中山間地域におきま

して、学校は教育の場であるだけでなく、地域

住民にとりまして思い入れの深い貴重な資源で

あり、地域の交流の拠点であります。過疎化、

少子化等を背景に、中山間地域の学校が廃校と

なることは残念でありますが、一方、地域コ

ミュニティーの維持や地域の活性化を図る上か

ら、その施設を有効に活用することは大変有意

義であると考えています。県といたしまして

は、廃校施設等の利活用による新たな活動の場

づくりなど、地域の活性化につながる特色ある

取り組みを引き続き国・県の補助制度等を通じ

て支援していきたいと考えております。

○図師博規議員 前向きな御答弁ありがとうご

ざいます。これは中之又に限ったことではあり

ません。高齢化率が高い地域は年々人口は減少

していきます。余裕教室や廃校を福祉施設とし

て利用し、５年から10年でも運営費の補助があ

れば、昭和の激動期に身を粉にして働いて支え

ていただいた高齢者の方々が人生最後のときま

で住みなれた地域で暮らすことができると私は

考えます。福祉や医療、その政策には費用対効

果だけを掲げるのではなく、我々の世代は高齢

者にそのような恩返し、それをしても私はおか

しくない、またそれが必要じゃないか、この時

代、思っております。

それでは、次の質問に入ります。県有施設の

財産管理についてお伺いいたします。

先ほど教育長の御答弁の中にもありました

が、県立高校においても今後７校が閉校となる

わけです。最近では、先ほども出てきました

が、県立富養園が閉鎖となり、その閉鎖の際、

大量の県有財産、物品が不用となったと考えら

れますが、その県有財産がどのように有効活用

されているのか、またされたのか、総務部長に

お伺いします。
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○総務部長（山下健次君） 個別の有効活用の

方策等については病院局長のほうでお答えにな

ると思いますが、私のほうでは、一般的な不用

となった物品の処理手順について御説明したい

と思います。財務規則におきましては、物品に

ついて物品管理者を他の所管に移しかえます、

いわゆる所管がえというものと、老朽化により

使用不能となった機器等を学校の教材で用いる

等、使用目的を変更いたします分類がえ、例え

ば公用車を廃棄したときにそれを教材として使

うといった例だと思いますが、さらに、公有財

産の附帯設備を取り外しまして物品として管理

いたします、こういった場合には編入がえと

言っておりますけれども、こういった分類を行

いまして、有効活用を図ることとしているとこ

ろでございます。廃止をされる施設におきまし

ても、当然、同様な手続を行った上で、なお効

率的な使用が図られないと認められる物品につ

きましては、所定の決裁手続を経まして、不用

の決定を行いまして、売却、譲与、減額譲渡ま

たは廃棄という処理を行うこととしているとこ

ろでございます。

○図師博規議員 大義は理解できました。その

ような方法で整理がされておるということです

ね。

それでは、個別の案件に入りますが、３月に

閉鎖した富養園ですけれども、その閉鎖時に発

生した一般廃棄物の物品数と総重量をお答えい

ただきたいと思いますが、これは病院局長、お

願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 廃棄処分をしま

した一般廃棄物の数量が1,039点、重量にいたし

ますと33.42トンでございます。

○図師博規議員 今の答弁ですが、私の手元に

は、その一般廃棄物の収集運搬の入札に関する

資料があります。これによりますと、今述べら

れた物品が、病棟ごと、部署ごとにきれいに書

き出されてあります。答弁の内容では、総重量

は33トン余りということでしたけれども、この

資料によりますと、総重量は40トンとなってい

るんです。この７トンの差は一体何を意味する

んでしょうか、病院局長にお伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 富養園の物品に

つきましては、精神医療センターや他の県立病

院等で引き続き使用するほか、今後使用見込み

がないものにつきましては、売却処分や廃棄処

分を行ったところでございます。処分に当たり

ましては、病院局財務規程に基づき具体的な判

断基準を定めまして、あらかじめ対象物品のリ

ストを作成した上で、職員に対しても指導の徹

底を図り、適正な処分を行ったところでござい

ます。御質問の一般廃棄物でございますが、ト

ン当たりの単価契約となるために、予定総重量

を示した上で入札を行っております。この予定

総重量につきましては、ただいま議員御指摘に

もありましたように、業者のほうに処分予定品

のリストと現物を見ていただいた上で数量の見

積もりを徴し、40トンというふうに設定したと

ころでございます。また、入札と並行して、他

部局での再利用の呼びかけも引き続き行いまし

て、引き取り手が見つかったものについては、

所管がえの手続を行っておりますので、その分

は予定総重量から減っております。以上のよう

なことから、予定総重量40トンと実際の処分量

との間に約７トンの差が生じたというように考

えております。

○図師博規議員 ７トンはそんな簡単な量じゃ

ないです。その見積もりによっては落札価格も

全然変わってくると思われるんですが、その見

積もりの誤差と他施設への移動等によるという
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内容の答弁でしたが、事業発注の見積もりが、

そんな７トンも違うようないいかげんな見積も

りでいいんですか。私が危惧するのは、病院閉

鎖時のどさくさに紛れて職員の県有財産の持ち

帰りが起こり得るのではないかということで

す。裏金問題以降、職員の公金及び物品管理に

関するコンプライアンスは徹底されていると信

じてはおりますが、今後、県立高校７校の閉校

を初め、行政改革の中で県有施設の統廃合が随

時続いてまいります。この問題を取り上げるに

当たりまして、執行部関係者と厳しい議論を交

わしました。その説明を受ける中で理解に苦し

む部分もありましたが、今回は執行部の方々の

説明をのみ込むことといたします。この際、知

事、裏金問題からも時間が経過しておりますの

で、警鐘を鳴らす意味を込めた知事の所見をお

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 学校等の施設の統廃

合等に伴いまして、当該施設で不必要となった

物品等については、所管がえなどを行い、他の

所属に引き継いで、より有効な活用を図ってい

るところであります。また、今後、県において

使用見込みのない物品については、不用の決定

を行った後、売却、譲渡、廃棄などの方法によ

り処分することとなります。このような一連の

処分手続を含め、昨年４月から、適正な物品管

理事務を確保するため、指導検査及び職員に対

する研修を行う指導専門員を配置して、その強

化に努めているところであります。今後とも、

地方自治法や財務規則等の関係法令の定めると

ころにより、適正かつ厳正に執行するよう指導

の徹底を図ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 今の御答弁ですと、指導専門

員を配置してまで徹底管理、徹底指導されてい

るという姿勢は評価をいたします。今後も、そ

の姿勢を貫いていただき、県民との信頼構築を

進められることを大いに期待いたしまして、私

の質問を終わらせていただきます。（拍手）

○中村幸一本議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時46分散会
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◎ 一般質問

○井本英雄副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。早いもので、もう３カ月前のことで

ありますけれども、６月23日、知事は、古賀選

対委員長との会談後のあの発言、あの一言がな

ければ、今ごろは衆議院議員のバッジをつけて

赤じゅうたんを踏んでおられるんではないかと

言われる県民の声もあります。そういう中で知

事は、「政治家の発言をどう考えますか」とい

う問いには、「綸言汗のごとしですよ」と言っ

ておられます。一回言ったことは取り返しがつ

かない、政治家の宿命、あるいはまた、二転三

転はできない、政治理念とか信念とかにかかわ

る部分はぶれてはいけないんだと言っておられ

ました。まさにそのとおりだと思います。私も

一言一句を大事にしながら御質問をしたいと

思っております｡

まずは、知事の政治姿勢についての問題であ

ります。

人事院勧告についてでありますが、ちょうど

１年ほど前の９月15日、アメリカの大手投資銀

行リーマン・ブラザーズが約56兆円もの負債を

抱えて破綻をいたしました。この日を境にし

て、世界経済は坂を転げ落ちるように下落の一

途をたどり始めました。いわゆるリーマン

ショックであります。このリーマンショックを

皮切りに、国際金融市場は麻痺状態に陥り、世

界経済は急速に失速をしたのであります。そし

て、世界経済の低迷が日本経済にも深刻な影を

落とし、トヨタやソニーに代表される自動車、

電機の輸出企業を直撃したのを初め、我が国経

済は大幅に悪化の道をたどりました。このよう

な状況下で私が特に心配をいたしますのは、個

人消費の低迷であります。個人消費は内需拡大

による地域経済の活性化に欠かせないものであ

ります。厳しい雇用情勢や給与所得減少が消費

者心理を冷え込ませて、消費支出を抑制し、景

気回復の足かせとなりかねず、景気のさらなる

悪化にもつながりかねません。しかしながら、

このように国を挙げて経済対策に取り組もうと

する中、５月１日には、人事院が国家公務員の

夏のボーナスに関して一部凍結の勧告を行った

のであります。経済対策をこれからやろうとい

うさなかに、どうして公務員の給与の凍結をす

るのか、どうも私には納得がいかないわけであ

ります。経済対策に水を差している気がしてな

らないのであります。また、本県においても、

５月12日、人事委員会が国と同様の措置を検討

するよう報告を行いました。これを受け、本県

でもボーナスの一部凍結が実施をされました。

そして、８月11日には、人事院が、国家公務員

の年間のボーナスについて0.35月分の引き下げ

勧告を行いました。夏に0.2月分を凍結しており

ますので、冬に0.15月分の削減となるわけであ

ります。消費マインドに与える影響は極めて大

きいものと考えます。これを本県に当てはめて

考えれば、大きな民間企業の少ない本県で、公

務員の給与削減の影響はさらに大きく、県内各

地域の商店街や飲食店などにとって、売り上げ

減少につながり、地域経済に相当なマイナスと

なってあらわれるのではないかと懸念をいたす

ものであります。
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そこでお伺いをいたします。この時期、景気

浮揚のためにも、公務員給与を引き下げるべき

ではないと考えます。公務員給与のあり方につ

いて、知事の御所見をお伺いいたします。

また、６月のボーナスにおける国と本県での

凍結額と、人事院勧告どおり0.35月分の削減を

行った場合の国と本県への影響額について、総

務部長にお尋ねをいたします。

次に、県有施設の活用についてお伺いをいた

します。

ある県有施設の近隣に住む住民が念願の住宅

建設をすることになり、上棟式に伴う来客用の

駐車場として県有施設の外来者駐車場の一部使

用を認めてもらいたいとお願いをしたところ、

そのような目的の利用は認めていないと断わら

れたようであります。県民あっての県有施設で

ありまして、当日は休日で使用していないので

あり、県有施設の近隣に住む住民が特別な事情

がある場合には使用許可を認めてやるべきでは

ないかと考えます。優しく思いやりのある県の

行政を考えるわけでありますが、どうか柔軟な

対応をいただくように、この問題については要

望いたしておきます。

公共事業についてであります。

御案内のとおり、本県建設業を取り巻く環境

は非常に厳しいものがあり、昨日の質問にもあ

りました。その原因の一つに、公共事業を初め

とする建設投資の減少があります。特に本県の

ような地方の建設業者にとって、生活の糧と

なっている県や市町村の公共事業が減少するこ

とは、大きな痛手であります。これに加えて、

県は、全国の先陣を切って入札制度改革を進め

ており、建設業者の経営が大きく揺らぎかねな

いことを改めて指摘しておきたいと思っており

ます。県にとっても重要な課題である地域の活

性化、雇用の確保は、地元の建設業者に負うと

ころはまことに大きいのであります。まして

や、災害時の早急な対応が求められる中で、そ

の役割を担える地元の建設業者はなくてはなら

ない存在であります。県の進める公共投資の削

減や入札制度の改革については、やむを得ない

背景があることは理解ができます。しかしなが

ら、建設業者を疲弊させ追い込むような施策だ

けでは、良好な連携は当然図れないのでありま

す。建設業を支援し育成することこそ、まず重

点的に取り組むべきであります。県は、本年３

月に、公共事業における経済・雇用緊急対策を

講じました。この中では、経営の厳しい建設業

者を支援する対策が講じられたはずでありま

す。そこで、県はどのような対策を講じられた

のか、県土整備部長にお尋ねをいたします。

次に、農政問題についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の農業は、農業所得の減少や高齢化、

耕作放棄地の増大が進む一方で、新たな担い手

の確保は進まず、農村部の条件不利地域などで

は、産業としての持続性も危ぶまれる状況に直

面していると言っても過言ではありません。し

かし一方では、農業法人や集落営農組織などの

元気な農業経営体の出現や、農商工連携などに

よる新たな取り組みと雇用創出への期待、消費

者の国産志向や地産地消の高まりなど、窮地に

置かれた我が国の農業の危機を救ってくれる新

たな動きも生み出されてきております。私は、

こうした状況下であるからこそ、これまで当然

のこととされてきた従来の発想を転換し、危機

を好機ととらえる前向きな取り組みが重要であ

り、農業者に安心と希望をもたらす思い切った

農業改革の断行が求められていると思うのであ

ります。この魅力あふれる郷土宮崎の農業は、
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幾多の困難を知恵と工夫で乗り越えた先人たち

の努力により築かれたものであり、私はこの財

産を私たちの手でしっかりと受け継いでいかな

ければならないと考えます。そのためには、本

県の農業者が希望を持って経営に邁進できる仕

組みづくりや、疲弊した農業・農村の地域経済

に活気と明るさを取り戻せるような施策に対し

て最も力を注ぐべきではないかと考えます。本

県農業・農村が今後とも持続的発展を続けてい

くためには、ぜひ、こういった視点から施策の

さまざまな検証を行い、思い切った改革を行う

決意を持って本県農業振興のビジョンを示して

いただきたく強く願っておりますが、農政水産

部長の見解をお尋ねいたします。

次に、牛肉の消費販売対策についてお伺いを

いたします。私は、これまでも幾度か質問をし

てまいりました。飼料用の穀物価格の高騰は

ピークを越えたとはいえ、いまだ高どまりの状

況であります。また、生産物である畜産物価格

は、世界的な景気低迷を背景に、下げどまって

いる状況であります。牛肉の出荷動向について

見ますと、直近のデータとして、全国の屠畜頭

数は９万8,000頭で、昨年同月比105.8％、昨年

より相当増加をしており、その中でも和牛は３

万8,900頭で、昨年同月比では113.2％と過去１

年間で最も高い伸び率となっております。この

傾向は秋以降も続くと予想されるようでありま

すが、このように、価格と需要が低迷する中で

出荷量だけが伸びている状況にあっては、牛肉

相場が上昇するというのはとても考えにくいの

であります。そのような中で、私の地元、西諸

畜連の子牛市場の状況を見ますと、９月の競り

価格が平均で36万582円、去勢が39万8,026円、

雌が31万5,019円と、去勢子牛に比べて大きく雌

子牛の価格が下がっているのであります。これ

は、子牛生産農家の生産拡大や更新に対する意

欲が大きく低下していくのではないかと懸念を

するものであります。このような状況である今

こそ、生産者の元気が出て生産意欲を高めるた

めには、消費販売対策に力を入れることが一つ

の突破口になるのではないかと考えます。そこ

で、宮崎牛を初めとする牛肉の消費販売対策に

どのように取り組んでおられるのか、農政水産

部長にあわせてお尋ねをいたします。

次に、西諸県地区の高校の再編整備について

であります。

昨年４月、小林秀峰高校が開校し、現在、工

業科と商業科の１、２年生約400名が新しい校舎

で学んでおります。平成23年度には、さらに高

原高校が再編をされ、農業科と福祉科の生徒た

ちが加わり、平成25年度には６学科720名から成

る総合制専門高校が完成を迎えることになりま

す。県内初の総合制専門高校が西諸県地域に設

置をされ、その準備が順調に進んでいることは

大変喜ばしいことであります。ところで、小林

工業高校敷地は小林秀峰高校へと引き継がれま

すが、小林商業高校は、これからの跡地活用に

ついて考えなければなりません。教育委員会で

は、県立学校の跡地については、基本的に県の

教育財産としての活用は考えていないとしてお

りますが、私としましては、地元のことでもあ

りますし、今後どのように活用されるのか大変

心配をいたすものでありますが、そこで、小林

商業高校の跡地活用の検討状況について、教育

長にお尋ねをいたします。

また、小林秀峰高校の体育館の改築について

であります。このたび、９月補正予算に小林秀

峰高校体育館の改築に係る経費が上程をされま

した。同校体育館の改築は、同校関係者はもち

ろんのこと、生徒たちや地元住民の長年の夢で
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あり悲願でありました。今般、その改築が実現

される予定であることは大変喜ばしいことであ

ります。ところで、小林秀峰高校は、小林工業

高校からの時代を通じて、全国大会等で数々の

優勝実績がある新体操部やハンドボールを初

め、部活動が盛んな高校であります。体育館の

改築により体育授業の環境等が向上することは

もちろんのことでありますが、新体操を初めと

する部活動が今後ますます発展をし、全国にさ

らに宮崎県の名をとどろかせることを期待する

ものでもあります。そこで、教育長に、小林秀

峰高校体育館がどのような形になるのか、改築

計画の内容についてお尋ねをしておきたいと思

います。

次に、介護問題についてであります｡

現在、県内に要介護者は約４万6,000人おられ

るということであります。高齢化の進行により

要介護者数は今後ますますふえることが予想さ

れまして、介護保険などの社会保障費の増加が

懸念をされるところであります。また、平成18

年から20年度の第３期介護保険事業支援計画に

おける介護保険施設の整備実績は、平成23年度

末までに廃止をされる介護療養型医療施設を除

き、全国では計画総数約11万5,000床に対し、実

績は８万1,000床と71％の整備率であったのに対

して、本県では有料老人ホームなどの特定施設

を含めまして97.5％と、ほぼ計画どおりの整備

が行われたとのことであります。しかし、その

一方で、昨年の４月時点での本県の特別養護老

人ホームの入所待機者は約3,200名に上ってお

り、中には予約的な申し込みもあるとは聞いて

おりますが、要介護度４や５といった重度の

方々は、老老介護などで家庭での介護力が減退

する中で、在宅での介護も困難になってきてい

ることから、特別養護老人ホームなど施設にお

ける介護サービスの充実が必要と考えます。そ

こで、特別養護老人ホームの入所待機者の解消

に向けて、県としてどのような対策を考えてお

られるのか、福祉保健部長に伺います。

次に、林業再生事業についてお伺いをいたし

ます。

本県の杉を中心とする森林資源は年々充実の

度を増し、まさに伐採時期を迎えており、いか

にこの資源を有効に活用し山村地域の振興につ

なげていくかが重要な課題であります。特に、

経済不況のあおりを受けた住宅着工戸数の落ち

込みに伴い、木材需要は低迷をし、木材価格は

昭和54年のピーク時に３万5,500円であったもの

が、ことしに入って7,000円台にまで下落するな

ど、山村や林業をめぐる情勢は極めて厳しい状

況にあります。こうした状況を踏まえ、国で

は、経済危機対策の一環として、総額1,238億円

の森林整備加速化・林業再生事業が創設された

ところであります。県でも、この事業を活用し

て、森林整備の推進や林業・木材産業の振興を

図るため、去る６月議会で当該事業に係る基

金10億円を積み立て、今議会に41億円余の基金

積み増しを提案しておられます。そこで、現在

の森林整備加速化・林業再生事業の取り組み状

況はどうなっているのか、また、今後どのよう

に対応されるのか、環境森林部長の見解をお伺

いいたします。

次に、県産住宅の振興について伺います。住

宅投資は、木材やコンクリートなどの資材部門

ばかりではなく、大工さんや左官、上下水道、

内装に至るまで際めて幅広い分野にまたがるこ

とから、オーケストラ産業とまで言われており

ます。住宅関連団体の調査によりますと、住宅

建設は家具や家電の購入にもつながることなど

から、その経済波及効果は、１戸当たり、
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約5,000万円とも言われております。政府も、景

気後退に対応するために、住宅ローン減税や贈

与税の軽減、省エネ家電の購入補助、エコポイ

ントの導入など、個人消費を押し上げる対策を

とっております。減税対策を講じるだけでな

く、住宅建設を刺激することのできる施策の充

実が必要であろうと思います。このような中

で、県では、緊急経済対策として県産材需要の

拡大を図るために、柱81本プレゼント等、木材

住宅の建設促進に努めておられます。その推進

状況について、環境森林部長にあわせてお伺い

をいたします。

次に、宮崎県医療計画の現状について、特に

小林市民病院の問題として特化してお尋ねをし

てまいります。

去る９月13日、小林市立市民病院の落成式が

行われました。私も出席をさせていただきまし

た。知事代理として高橋福祉保健部長のごあい

さつをいただいたところでもありました。小林

市や西諸県地域住民の待望久しかった一大プロ

ジェクトがようやく実を結んだはえある落成式

でもありました。電子カルテや最新式のＭＲＩ

の導入など、病院の機能等の充実も図られ、今

後、この地域の医療の向上に大いに貢献すると

期待をされております。しかしながら、一方で

大きな課題を抱えてのスタートともなりまし

た。鹿児島大学から派遣されていた内科医が９

月末で１名退職することや、再開が待たれてい

た産婦人科に常勤医師の派遣が得られないこと

が、落成式の直前に相次いで明らかにされまし

た。小林市立市民病院は、県の医療計画で定め

る７つの医療圏の一つ、西諸医療圏の中核病院

であります。第２次救急医療施設や災害拠点病

院として重要な位置づけがなされております。

この２次医療圏が県内７つに分割して設定され

ている前提は、あくまでも、その医療圏内で住

民に対し十分な２次医療が提供できるというこ

とであります。にもかかわらず、西諸医療圏で

は、その中核病院である小林市立市民病院が、

せっかく施設は充実したのに、医師不足で十分

な機能が発揮できないというのでは、県の医療

計画は一体何を定めているのかと言いたくなる

のであります。そういう意味で、小林市立市民

病院の医師不足は、ある地域の単なる一つの病

院のことと片づけることはできないと考えま

す。同病院は来年４月にグランドオープンを迎

えます。小林・西諸地域の住民が安心して生活

するためのよりどころとして早急な医師確保が

不可欠であります。

そこでお尋ねをします。医療計画を策定し、

県民にひとしく医療を提供する県の責任とし

て、西諸県地域の拠点病院である小林市立市民

病院の医師確保について、積極的に取り組むべ

きだと考えますが、いかがでしょうか。見解を

お伺いいたします。

最後に、老人クラブについてお伺いをいたし

ます。

先日、県老人クラブ連合会が主催する第34回

のさんさんクラブ大会に出席をしてまいりまし

た。知事も出席をしておられました。県内各地

域を代表する元気な高齢者の皆様の集まりであ

ります。老人クラブの代表者の方々が1,000人余

り集まられた大会でありましたが、そこでお聞

きをしました「我々高齢者が健康であること

が、既に日本に貢献をしている」という言葉に

非常に感銘を深くいたしました。また、老人ク

ラブでは、高齢者の社会参加はもとより、高齢

者が元気であれば社会保障費の増加も抑制がで

きるというすばらしい理念のもとに、健康づく

りの活動にも積極的に取り組んでおられること
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に対しまして、心から敬意を表するものであり

ます。そこで、高齢者の社会参加の中心的な役

割を担っている老人クラブへの支援について、

どうお考えか、福祉保健部長に伺いまして、以

上、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

公務員給与のあり方についてであります。県

職員の給与は、地方公務員法により国や他の地

方公共団体の職員の給与、民間企業の従事者の

給与などの事情を考慮して定めることとされて

おり、給与の決定に当たっては、人事委員会勧

告制度の趣旨を遵守することが大切であると考

えております。今年度の給与改定につきまして

は、現時点では、人事委員会勧告が出されてお

りませんので、申し上げる段階ではありません

が、基本的には、人事委員会勧告を踏まえなが

ら、諸般の情勢も見きわめ、決定していきたい

と考えております。なお、議員からお話のあり

ました経済対策については、県として大変重要

な課題であると認識しておりますが、その実施

に当たっては、先ほど申し上げたことを踏まえ

ますと、公務員給与を介してではなく、別の施

策により実施することが適当であると考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

ボーナス凍結額についてであります。まず、

この６月の期末・勤勉手当の凍結額ですが、国

が約740億円、本県が一般会計で約13億円であり

ます。

次に、0.35月分の削減を行った場合の影響額

についてであります。今回の人事院勧告全体の

国での影響額につきましては、約1,390億円とさ

れておりますが、このうち期末・勤勉手当の削

減額については、国から公式には発表されてお

りませんけれども、先ほど申し上げた金額740億

円が0.2月分ということでございますので、そこ

から機械的に計算をいたしますと約1,295億円と

なるところでございます。また、本県で同様の

削減を行った場合、一般会計で約23億円となり

ます。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特別養護老人ホームの入所待機者解消

策についてであります。待機者解消策につきま

しては、療養病床の転換に伴う受け皿として特

別養護老人ホームなどのベッドを確保すること

に加え、今回、補正予算をお願いしております

介護基盤緊急整備等臨時特例基金を活用して、

小規模特別養護老人ホームなどの整備を、市町

村とも協議しながら計画的に進めてまいりたい

と考えております。さらに、ショートステイの

活用や訪問介護等の在宅サービスの利用促進に

も努めてまいりたいと考えております。

次に、小林市立病院の医師確保についてであ

ります。小林市立病院は、県の医療計画におい

て２次救急医療施設や災害拠点病院に位置づけ

られるなど、西諸医療圏における中核的な病院

として、重要な役割を担っていただいておりま

す。昨日から新病院での診療が開始されたとこ

ろでありますが、このような中で、１名の派遣

医師が９月末で大学に引き上げられ、また、産

婦人科の再開のめどが立っていないなど、医師

不足が深刻化しており、本医療圏全体の医療提

供体制の確保という観点からも、大変厳しい状

況にあると認識をしております。地域の中核病

院における医師確保は、喫緊の課題であります

ので、県といたしましては、市町村との連携を
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さらに強化し、宮崎県医師確保対策推進協議会

による医師の誘致活動を積極的に展開するとと

もに、医師派遣システムや医師修学資金貸与制

度等により、医師確保に全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、老人クラブへの支援についてでありま

す。県では、老人クラブの皆様が友愛活動、社

会奉仕活動、健康づくり活動や子供たちの見守

り活動などに日ごろから取り組んでおられるこ

とは大変意義深いものと考えており、老人クラ

ブが行う活動等に対し助成を行うとともに、

リーダー養成研修会などの取り組みについても

支援しているところであります。また、今後の

活動の励みとしていただけるよう宮崎県さんさ

んクラブ大会において、模範となる地域貢献活

動等に取り組む個人やクラブに対して県知事表

彰を実施しているところであります。今後と

も、老人クラブ活動の活性化に向けて、引き続

き支援してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

林業再生事業についてでございます。まず、

森林整備加速化・林業再生事業は、県に基金を

造成し、定額方式での間伐の推進や、木質バイ

オマス利活用施設の整備等を支援し、地球温暖

化の防止や地域産業の振興を目的としておりま

す。県では、この予算を最大限に活用するた

め、５月に市町村、林業・木材産業関係者等で

構成する協議会を立ち上げまして、要望調査や

審査等に取り組むとともに、６月議会で10億円

の基金を造成したところでございます。このよ

うな中、８月末に総額で51億円の国の内示を受

けましたことから、既に国への交付申請の手続

を行ったところでございます。県といたしまし

ては、川上から川下に至るさまざまな分野から

多くの要望をいただいておりますので、今後、

予算の執行が可能となり次第、事業が円滑に推

進できるよう万全の準備を進めていきたいと考

えております。

次に、県産住宅の振興についてであります。

県内で生産される製材品の９割が住宅などの建

築用でありまして、最近の住宅着工が急激に落

ち込んでいることから、県産材の需要拡大を図

るため、大黒柱１本を含む杉の柱81本をプレゼ

ントする取り組みや、県産材をふんだんに使っ

たＰＲ効果の高いモデル的な木造住宅づくりの

新たな取り組みを緊急に実施することとしたと

ころであります。現在の推進状況につきまして

は、柱81本プレゼントは、120棟分の公開抽せん

会を２回に分けて先日行いましたが、合計340名

の申し込みがありました。モデル的な木造住宅

づくり公募には、県内の工務店や設計事務所か

ら17件の提案の応募がありまして、先日開催い

たしました県内外の建築木材など各分野の専門

家から成ります審査会を経まして、高い事業効

果が見込めます10件の提案を選定したところで

ございます。今後は、選定いたしました木造住

宅の展示会の開催などを通しまして、県産材を

使った木造住宅の普及促進を図ることとしてお

ります。いずれの事業も、「建てるなら県産材

で」という県民意識を醸成し、県産材の需要拡

大、ひいては地域経済の活性化につなげていき

たいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業改革のビジョンについてでありま

す。本県農業・農村が今後とも持続的に発展し

ていくためには、現在の厳しい諸課題を真正面



- 281 -

平成21年９月25日(金)

からとらえ、世界的な視野と長期展望を持ち、

変革の時代を勝ち抜ける魅力ある宮崎の農業を

確立していく必要があると考えております。こ

のため、県では、もうかる農業を実現できる先

見性を持った攻めの施策展開と、時代の潮流・

変化に的確に対応できる構造改革を推し進め

る、新たな農業・農村振興長期計画の策定作業

に着手したところであります。本計画の策定に

当たりましては、産業の垣根を越えた人・技術

の連携や農業資源のフル活用による生産拡大や

所得の向上、多様な担い手の参入や、農地、施

設、農業技術などの資源が円滑に継承できるシ

ステムの構築、生産と加工・流通の一体的な取

り組みなど、本県農業の持つポテンシャルを生

かした新たな産業の創出などの観点から、さま

ざまな分野の方々からの御意見等をいただきつ

つ、本県農業と農村に意欲と活力を取り戻す将

来展望を明らかにしてまいりたいと考えており

ます。

次に、牛肉の消費販売対策についてでありま

す。牛肉の消費販売対策につきましては、従来

から「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を中

心に、新規店舗の確保対策や、知事によるトッ

プセールス等を積極的に展開した結果、首都圏

における宮崎牛の常設販売店や指定店が着実に

増加しております。また、県内では毎月29日を

「肉の日」と位置づけ、牛肉を含む県産食肉の

消費拡大キャンペーンを関係団体や食肉販売店

などと一体となって実施しているところであり

ます。さらに、今後の販路拡大を見据えた場

合、香港を初めとする東アジア地域は有望な市

場であることから、ミヤチクの食肉処理場を輸

出の拠点として整備するなど、体制の強化を

図っているところであります。また、７月末に

は、香港のレストランを海外では初めて「宮崎

牛」の指定店として認定したところであり、現

在、さらに、マカオへの展開に向けた取り組み

を進めているところであります。県といたしま

しては、消費が低迷している今こそ、関係機

関・団体と一体となりまして消費拡大対策に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

公共事業における経済・雇用緊急対策につい

てであります。建設投資の大幅な減少や一般競

争入札の拡大による競争性の高まりに加え、景

気の急速な悪化によりまして、建設産業は極め

て厳しい環境に直面しているところでありま

す。このため、建設産業を支援するための緊急

的な対策として、まず、最低制限価格につい

て、建設業の健全な発展や工事の品質確保を図

るため、建設工事につきましては予定価格のお

おむね85～90％に、建設関連業務につきまして

は、おおむね75～85％に引き上げたところであ

ります。また、地域企業育成型総合評価落札方

式について、その対象を土木一式の予定価

格2,000万円未満の工事から3,000万円未満の工

事へと引き上げるなど、地域の企業が受注しや

すい環境をさらに整備したところであります。

このほか、発注の迅速化を図るため、入札手続

の短縮を行うとともに、受注機会の確保のため

混合入札を拡充するなど、さまざまな取り組み

を実施しているところであります。県といたし

ましては、技術と経営にすぐれた業者が伸びて

いける環境づくりが必要と考えておりまして、

今後とも、幅広く御意見を伺いながら、入札・

契約制度の検証と必要な見直しを行いますとと

もに、建設業者の実情に応じたきめ細やかな支

援にも努めてまいりたいと存じます。以上でご
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ざいます。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、小林商業高校の跡地についてでありま

す。小林商業高校の跡地につきましては、教育

財産としては活用いたしませんが、公有財産の

有効活用を図るために、地元小林市の意向も踏

まえながら、その取り扱いについて現在検討を

進めているところであります。なお、小林商業

高校は、現在、３年生のみとなりましたが、生

徒たちは、毎日、明るく元気に学習や学校行事

等に取り組んでいると聞いているところであり

ます。県教育委員会といたしましては、小林商

業高校の最後の卒業生となる生徒の皆さんが笑

顔で無事卒業の日を迎えることができるように

見守りながら、学校と連携して閉校に向けた準

備を進めてまいりたいと考えております。

次に、小林秀峰高校体育館の改築についてで

あります。同校の体育館につきましては、耐震

化等の緊急整備事業として、同校西側敷地に、

延べ面積約1,600平米、鉄筋コンクリートづく

り・一部鉄骨づくりの平屋建てとして改築を計

画しているところであります。実施設計に当た

りましては、アリーナ面積を現在の体育館の

約1.8倍程度にする中で、体育の授業や卒業式な

どの式典での活用に十分対応できるものとする

ことはもとよりでありますが、懸案でありまし

た新体操やハンドボールなど部活動での年間を

通じての円滑な利用についても配慮した形状と

するなど、学校の要望にできるだけこたえられ

る内容としたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○水間篤典議員 それぞれ御答弁をいただきま

した。ちょっと時間があります。知事にお尋ね

をしておきますが、小林市の市民病院の医師確

保の件であります。これは、私、議員になりま

して今、11年目を迎えているんですが、本当

に、この市民病院の問題、何度ここで御質問申

し上げたかと思うぐらいやってきたわけであり

ます。今回、53億円をかけて小林市民病院が完

成をいたしたわけでありまして、そういう中

で、部長も全力を挙げて医師確保に取り組んで

まいりたいとおっしゃいました。宮崎県医師確

保対策推進協議会に諮りながら、県と市と連携

をするということであります。そこで、知事も

県内９市の市長会あるいは県内９市の議長会等

で直接病院問題の医師確保についてお話をお聞

きだと思うんです。県の医療計画も平成５年６

月に設定をされて、その中に二次医療圏の設定

がなされたわけでありまして、そういう意味で

は、県の責務として、先ほど壇上で申しました

けれども、知事には一肌も二肌もここで脱いで

いただいて、そして、せっかく来年４月にグラ

ンドオープンするこの市民病院について、医師

確保をぜひともお願いをしたいと。これは、小

林市民からいつも言われるのは、我々も県民税

を払っているんだよという声ばかりなんです

よ。市民病院は市立のいわば自治体病院ですか

ら、市が一般会計から繰り出しをするのも当然

のことであります。県は県で県病院に繰り出し

するのも当然であります。そういう中では、ぜ

ひ、我々、県税を払いながらやっているんだか

ら、県立病院がないこの西諸地域の、そしてそ

の中核病院の小林市民病院、どうにかしていた

だきたいという要望が強いんです。知事も今ま

での流れをすべて御存じだと思いますけれど

も、知事のお考えをここで御披瀝いただきまし

て、ぜひ、確保していただくようにお願いをし

たいと思いますが、知事の見解をお願いしま

す。
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○知事（東国原英夫君） 小林市立病院は、御

指摘のように、西諸医療圏における中核的な病

院として重要な役割を担っていただいておりま

して、また、医師不足が深刻化し、大変厳しい

状況にあると現状の医療関係に関しては認識し

ております。県といたしましては、医師確保を

重点施策としてさまざまな施策を展開している

ところでありまして、今後も引き続き、市町村

や県医師会、宮崎大学等と連携しながら、全力

を挙げて医師確保に取り組んでまいりたいと

思っております。

○水間篤典議員 ぜひ、よろしくお願いをいた

しておきたいと思います。

それと、人事院勧告について私の考えといい

ますか、今、御答弁をいただいたわけでありま

すが、国も100兆円にも上る経済対策をやろうと

するさなかに、片や一方では1,300億にもなるよ

うな公務員給与の引き下げ、ボーナスのカッ

ト、これを含めて、今の時期ではなくて、

ちょっとずらした─私は下げるなとは言って

いないんです。ただ、人事院もそういうことを

考えていただきたい。谷総裁もあと２年任期を

残しながらおやめになるんですよ。まことに無

責任だと私は思うんですけれども、勧告をしな

がら、せっかく景気の底上げを図ろうとする中

で、また２番目の底が来るかもしれないという

ような表現の中で、県内の状況を見ますと、先

ほど御答弁の、一般会計で23億ありますよ。こ

れは、市町村を入れますと、市町村で夏で８

億2,800万ぐらいあるんです。冬で約６億ぐら

い。合わせますと約14億。約37～38億の県内の

影響額もあるということなんです。これは可処

分所得として消費拡大につながるものを、片や

経済対策を打ちながら、ここでは一方に下げ

る、このような勧告というのは、私は人事委員

会の局長にもお聞きをしたかったんですけれど

も、きょうはそこはよしますが、国もそういう

ところでは、人事院もおかしいなと思っておる

ところであります｡

次に進みます。県産材の住宅の振興について

でありますが、私は、地球規模での環境問題に

対する関心が非常に高まっている、再生可能な

資源である木材のよさが今こそ見直されてきて

おると思っております。しかしながら、木材を

生産する山村地域においては、価格の低迷など

とともに活力が失われてきているのも事実であ

ります。そこで、質問で申し上げましたが、自

動車業界、家電業界、今、エコポイント制度と

いうのもあるわけです。ですから、これだけ宮

崎県が林業県として、あるいは杉粗生産18年全

国ナンバー１のこの宮崎県から、県産材を使っ

たらエコポイントを何点か上げるよと、今、柱

を81本上げるのも大事ですけれども、エコポイ

ント制度も、宮崎県独自の、あるいは県産材で

なきゃ今度は国産材でいいんですよ。そういう

ものを国に働きかけていただきたい、そんなふ

うに思っております。ですから、知事として

は、またいろいろ知事会等でお話があると思い

ますけれども、全国レベルで創設できるような

ことで、本県県産材の活用を考えていただくよ

うに、エコポイントの導入も含めて、ひとつよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

もう時間が迫りました。先ほど総務部長に壇

上で言いましたけれども、ひとつ柔軟な対応を

お願いしたいと思っております。県有施設は、

県民のものですから、隣で何があるかわからな

い、近隣の人も大事にしていただきたい。優し

さ、思いやりをよろしくお願いしたいと思いま

す。

また、商業高校の跡地の問題ですが、小林市
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も、当然考えておりまして、減額譲渡とかある

ようでありますが、延べ払いはできないか、ま

た検討をいただければと思っております。

以上で私の質問を終わります。よろしくお願

いします。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） きょう、う

ちの息子が初めて就職試験を受けることになり

ました。けさ早く、まだ夜が明ける前に、家内

と一緒に西都市の速川神社にお参りに行ってき

ました。神社に着いたころ、ようやく白々して

きて夜が明けました。せっかく行ったのに神様

が寝ておられたら何にもならないということ

で、鈴をがらんがらんと大きな音で鳴らさせて

いただきまして、とりあえず目を覚ましていた

だいて、それからしっかりとお願いをしてまい

りました。まさに神様、仏様、東国原様の心境

でございます。私が高校とか大学を受験すると

きも、両親が速川神社にお参りに行ってくれま

した。時代が変わっても、世代が変わっても、

親が子を思う気持ちは変わらないんだなとつく

づく思った次第であります。余計なことをしゃ

べってしまいました。これからちょっと早口で

しゃべらせていただきますので、お許しをいた

だきたいと思います。

おごれる者は久しからずの栄枯盛衰ではない

のでしょうけれども、今度の衆議院総選挙で自

民党が惨敗をしました。自民党は、戦後の混乱

期の日本を、世界のトップレベルの経済大国に

導いたという実績には誇りを持っていいと思い

ますが、でも、中には失政と言わざるを得ない

ものもあったと考えます。行き過ぎた市場原理

に基づく規制緩和や構造改革もその中の一つだ

と考えます。自民党は、それらの失政に対して

謙虚に反省をし、速やかに見直しをしていく必

要があると思います。民主党も、今回、308議席

というすごい議席を獲得しました。その数にお

ごることなく、例えば補正予算の執行の一部停

止などを含め、国民や地方が混乱を来すことが

ないように、慎重な政権運営に努めていただく

ことを強く望みたいと考えます。

さて、私は、平成18年２月定例議会の一般質

問で、ごみ拾い県民運動の展開を提案させてい

ただきました。安藤知事のころです。当時、本

県は、「元気みやざき県民運動」ということ

で、「人と自然にやさしい『元気のいいみやざ

き』」を基本目標にして、その目標を実現して

いくために、行政と県民の協働の考え方に立

ち、その運動を展開していました。具体的に

は、健康みやざき推進運動、環境みやざき推進

運動、地域見守り推進運動の３つの運動で基本

目標の実現を目指そうというものでした。そし

て、まさに健康みやざき推進運動の成果でしょ

うか、朝夕に散歩をする人が非常に多くなりま

した。

そこで、散歩をする人に袋を持ってもらい、

ごみを拾いながら歩いてもらってはどうだろう

か。環境みやざき推進運動とあわせて一石二鳥

の運動になる。割れ窓理論と同じで、だれかが

捨てたごみを放置しておくと、ほかの人までも

が次々と捨ててしまう。ごみ拾いを経験した人

は捨てないと思うし、周りの人がごみ拾いをし

ている姿をいつも見ていれば、これまで捨てて

いた人も捨てにくくなる。ごみがないことも観

光立県の重要な要素であるということで、ごみ

拾い県民運動の展開を提案したわけです。しか

し、軽くいなされてしまいました。でも、残念

ながら、今でも沿道などは目を覆いたくなるよ

うなごみの山です。あのときと知事がかわりま

した。だれも考えもしなかった県庁を一大観光
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地にしてこられた東国原知事です。この提案に

共鳴してくださるのではないかと期待をして、

再び取り上げさせていただきました。ごみ拾い

県民運動の最終目的は、ごみを拾うことではな

く、ごみを捨てないという意識の醸成です。県

民みんなにこういう意識を持ってもらえれば、

県外にも大きくアピールできると思いますし、

県民自身も心豊かな暮らしができると考えま

す。知事、県民に対して、知事の口から「ごみ

を拾いましょう」と訴えてもらえませんか。知

事の素直な感性での答弁をお願いいたしまし

て、壇上からの質問を終わります。後は自席か

らの質問といたします。(拍手)〔降壇〕

○知事(東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

ごみ拾い県民運動についてであります。お話

のとおり、ごみの投げ捨てや不法投棄が後を絶

たない中にありまして、街中や沿道等で県民の

皆さんが自主的にごみ拾いや清掃をされている

姿をお見かけする機会が多うございます。その

ような姿は、まさに、これまで私が申し上げて

まいりました県民総力戦の目指す姿であり、さ

らには「おもてなし日本一 宮崎」につながる

取り組みとしまして、経緯と感謝の念を覚える

次第であります。町なかの方々に県民総力戦と

は一体どういうことをすればいいですかと尋ね

られるたびに、私は、まずはごみを捨てないで

ください、拾ってください、そしてあいさつを

してくださいとよく申し上げておるところでご

ざいます。県では、平成17年に「みやざき県民

の住みよい環境の保全等に関する条例」を制定

し、空き缶等のごみの散乱防止を図りますとと

もに、県内一斉の環境美化運動を実施するな

ど、環境の美化や環境保全意識の向上に努めて

いるところであります。今後は、条例の一層の

周知を図りますとともに、御提言の趣旨につき

ましても、あらゆる機会をとらえて県民の皆さ

んへの呼びかけを行ってまいりたいと存じま

す。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 道路愛護デーなどの特別な日

だけのごみ拾いではだめだと思うんですよね。

ふだんの日常的なごみ拾いがごみを捨てない意

識づくりになるというふうに思います。そうい

う意味でのごみ拾い県民運動にできればいいな

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、落書きに対する提案をさせていただき

ます。ガード下などのコンクリート壁に落書き

をよく見かけます。消しても消しても書かれて

しまいます。まさにイタチごっこです。でも、

よく見ると、実に上手に書かれているんです

ね。芸術的です。こういう落書きをする人はど

ういう気持ちで書いているんでしょうか。もし

かすると自己表現をしたいのかもしれません。

そこで提案ですが、それらの人たちに自由に

表現をしてもらう場を提供したらどうでしょう

か。例えば、橘公園とか橘橋、または一ツ葉

ビーチなどにコンパネの壁をつくってやって、

そこに自由に落書きをしてもらうんですよ。観

光などのテーマを与えてもいいと思います。そ

して、落書きコンテストをするんです。優秀者

には表彰状と記念品を贈呈します。落書き作品

は、欲しい人に買ってもらってもいいと思いま

す。全国大会をしてもいいんじゃないでしょう

か。一大イベントになるかもしれません。観光

的にもおもしろいのではないかと思います。み

んなが落書きとその技術を認めてやれば、町な

かなどの落書きは少なくなるような気がしま

す。世知辛い世の中です。それぐらいの余裕と

ユーモアのある施策があってもいいのではない
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でしょうか。これも知事の素直な感性での答弁

をお願いいたします。

○知事(東国原英夫君) これは、決して公共施

設等への落書きを肯定しているものではありま

せんが、落書きをする方の心理としては、隠れ

てこそっとやるから楽しいんではないかなと。

決して肯定しているわけじゃございませんが。

その芸術性の高いものに関しては、ストリート

アートというようなジャンルもございますの

で、この展覧会等が催されているイベントも実

際ございます。御提案のようなイベントとして

は、斬新な発想でユニークな発想だと理解して

おります。でも、その内容からして、民間団体

等や市町村が、地域のさまざまな催しの中で企

画してみるのも一考かなと、おもしろいんでは

ないかと思っております。いずれにいたしまし

ても、これからの観光誘致、観光振興には、県

庁を観光地にするといったような前例にとらわ

れない自由な発想が大切ですので、常にそのよ

うな柔軟な姿勢で臨んでまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 県庁職員は、非常にまじめで

高い能力を持っておられると思いますけれど

も、ちょっとかた過ぎるんですよね。外国の報

道なんかで、何でこんなことにこんなに多くの

人が集まるんだろうと思われるような催し物が

よくあります。言い方は悪いですけれども、ば

かみたいな催しに喝采する人も多いと思うんで

す。頭を柔らかくしてユーモアのある発想で考

えてみれば、びっくりするような結果が出るか

もしれません。考えてみていただきたいと思い

ます。

次に、農業政策について質問します。

まず、お礼を申し上げます。私は、平成20年

２月定例議会におきまして、かんがい用水の畜

産への利用について質問をしました。その答弁

では、本来ならば目的外使用で難しいが、県と

しては、地域の実情を十分に踏まえるととも

に、関連する制度との関係もあるので、国等関

連機関とも必要な協議・調整をしていくとのこ

とでした。それから１年半。先日、新聞に「畑

かん用水畜産に利用 全国初 来年度にも」と

いう記事が出ました。非常に難しい状況の中

で、担当部局の皆さんは、国との協議を重ねて

こられ、全国初の判断を引き出していただきま

した。難しいと答えたものはそれから先に進む

ことは余りないと思いますが、県民のために何

とかしたいという思いで頑張ればこういう結果

も導き出せるんだなと感激をしているところで

す。これまで、国との交渉をしてこられた担当

者に心から感謝を申し上げ、農家が一日も早く

この恩恵を受けることができるように、さらな

る御努力をお願いしたいというふうに思いま

す。

さて、質問ですが、田野町は畑作農業地帯で

あります。田野町のある農家から相談がありま

した。この前、燃油や肥料、飼料の高騰があり

ました。肥料の高騰分に対しても補助があると

いうことで、納品書や領収書を持って申請に行

かれました。その農家は100万円以上の肥料を

使っており、20万円ちょっとの補助金が出ると

言われたそうです。でも、結果的には補助金は

１円ももらえませんでした。田んぼの減反・転

作をしていなかったからです。この農家は畑作

主体の認定農家で、葉たばこや大根などを何町

もつくっておられますが、田んぼはいわゆる迫

田で、３～４畝のものを合わせて１反５畝ぐら

いしかない、いわゆる飯米農家であります。こ

のような畑作農家に対しても、肥料高騰対策の

支援を受ける要件として、転作の達成を求める
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のはいかがなものでしょうか。農政水産部長、

考えをお聞かせください。

○農政水産部長(伊藤孝利君） 農家への支援に

ついてでございますけれども、認定農業者等の

地域農業の担い手に対して、各種の支援策が十

分に行き届くことは大変重要であると考えてお

ります。御質問にございました肥料高騰対策

は、国が20年度の補正事業として実施したもの

でありまして、事業の対象農家は生産調整の達

成者となっておるところであります。こういっ

たことから、県といたしましては、生産調整の

実施に当たりましては、関係機関・団体と連携

を図りながら、各種制度の周知徹底と必要な情

報の提供を行いますとともに、地域の実態を踏

まえた生産者間の調整など、達成に向けた取り

組みを進めてきたところでございますが、今後

は、さらに御質問のような農家の要望が十分反

映された取り組みとなるよう、最大限の努力を

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、そのように御努力をお願いしたいと思いま

す。

例えば、以前の品目横断的取り組みでもそう

だったと思いますけれども、直接農家に指導し

たり、いろいろな手続の世話をする職員は、全

国一律の農政に対して、これはおかしい、宮崎

に合わないと感じることはないんでしょうか。

もし感じるのであれば、国の方針に従順に従う

のではなく、国に物申すぐらいのことがあって

もいいのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。先ほど申し上げました畑地かんがい

用水の畜産利用などは、まさに現場の実情を

しっかりと国に訴え、国が認めたという成功例

であります。農業政策は、国が北海道から九州

まで全国一律で進めるのではなく、各地域の条

件に合ったものをそれぞれの地域の判断で進め

ていくべきだと考えます。まさに、知事がいつ

も言われる地方分権が必要だと思います。今

回、民主党が進めようとしている農家所得補償

制度も、本当に宮崎県農業にプラスになるのか

どうかをしっかりと見きわめ、合わないと判断

できれば、その旨を堂々と伝えていくべきだと

考えますが、知事はどう思われますか。

○知事（東国原英夫君） 民主党のマニフェス

ト等によりますと、今回の所得補償制度では、

「生産数量の目標に従って、米・麦・大豆など

の主要農産物を生産する販売農家に対し、全国

一律の単価に基づく生産費と販売価格との差額

を補償する」とされております。さらに、畜産

物や水産物などに対象範囲を拡大することと

なっております。一方、本県の基幹品目である

ところの野菜や果樹については、土地利用型作

物と異なりまして、恒常的に生産費が販売価格

を上回る状態ではないとの判断から、所得補償

の対象とされておりません。この所得補償制度

につきましては、平成23年度からの本格実施に

向け、来年１年間をかけて、詳細な制度設計を

行うスケジュールとなっておりますので、その

動向等も十分見きわめながら、本県において

は、米は、東北・北陸の大産地に比べて、零細

規模農家が多く、かつ、麦・大豆の作付面積も

少ないこと、そして野菜・果樹も、昨今の重油

や各種資材の価格高騰の影響等で、経営は大変

厳しい状況にあることなどの本県の実情が十分

反映され、本県農業者にとりましても、生産意

欲の向上や将来的な経営展望が描ける制度とな

るよう、国に対し強く働きかけてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 ぜひ、そのように御努力をお



- 288 -

平成21年９月25日(金)

願いいたします。

次に、幼児保育及び幼児教育についてお伺い

します。

女性の労働力率は、いわゆるＭ字カーブを描

くそうです。つまり、20代前半でピークになっ

た後、20代後半から30代前半にかけて結婚、出

産などのために低下をし、その後再び上昇し

て、40代後半にもう一度ピークを迎えるのだそ

うです。宮崎県では、女性の労働力率も出生率

もともに高いという統計結果が出ています。こ

れは、本県で子育てと仕事の両立が非常にうま

くいっている証拠であり、その第一の理由とし

て、認可保育所の充実が挙げられます。宮崎県

では、ことしの４月１日現在で399カ所の認可保

育所があり、２万7,600人という多くの児童が通

園をしております。これらのうちの多くの認可

保育所では、通常の保育に加え、例えば延長保

育や一時・特定保育、休日保育などの特別保育

事業や放課後児童クラブなど、子育て世帯の保

護者のニーズに応じたきめ細やかな保育事業を

積極的かつ真摯に取り組んでおられます。

このような認可保育所を取り巻く情勢としま

して、国が新たに進めようとしている保育制度

改革があります。この保育制度改革に当たっ

て、ことしの２月24日の「次世代育成支援のた

めの新たな制度体系の設計に向けて」という第

１次報告では、現在、保育は、市町村に実施義

務があり、保育所はそれに基づいて委託を受け

て保育を実施していることから、保育料は直接

市町村が徴収しているわけでありますが、これ

を保育所に行わせるなどの検討案が示されてい

るようであります。このような動きに対して、

現場の声として、保育所は子供の幸せを第一に

考える地域の子育て支援拠点であり、保育の質

の向上につながらないのではなどの不安の声も

聞こえています。そこで、今回の「次世代育成

支援のための新たな制度体系の設計に向けて」

という第１次報告に対する県の認識を、福祉保

健部長、お聞かせください。

○福祉保健部長(高橋 博君) 第１次報告にお

きましては、保育の契約の相手方を市町村から

保育所との直接契約に変更することや、保育料

徴収について、市町村と保育所の役割分担の見

直しを行うことなどが示されております。この

報告に対しましては、保護者が保育所を自由に

選ぶことができるなどの声がある一方で、仮に

保育料の徴収業務を保育所が行うことになれ

ば、本来の保育業務がおろそかになるおそれが

あるなどの声も関係者から聞かれるところであ

ります。いずれにしましても、保育所は子供の

最善の利益の確保が使命であり、慎重に結論が

出されるべきだと考えますので、今後とも、国

の動向を注視してまいりたいと思います。以上

でございます。

○横田照夫議員 今回の保育制度改革はまだ検

討中でありまして、昨年の12月16日案では、例

えば、フルタイムではなくパートで半日ぐらい

働いている親は、半日は保育が可能ということ

で、４時間から６時間ぐらいしか保育所に預け

られないというようなことが書いてあったそう

ですが、２月24日の第１次報告では、パートタ

イム、早朝・夜間の就労などの場合も保育の必

要性を認定するとなっております。まだ最終結

論には至っていないようでありますので、この

段階で、地域の実情に配慮して、保育の質の低

下につながらないよう国に申し入れをしてほし

いと考えますが、福祉保健部長、いかがでしょ

うか。

○福祉保健部長(高橋 博君） 保育所は、保育

者と保護者が緊密な連携のもと、子供を育てる
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保育の専門施設として、さらには、地域の子育

て支援拠点として、近年ますます重要になって

いると認識しております。保育の質の確保につ

きましては、従来から国に対し、保育士配置の

最低基準の引き上げ等について申し入れを行っ

ているところでありますが、引き続き国に要望

してまりいたいと考えております。

○横田照夫議員 親が失職をした場合、本来な

らば保育に欠ける状態ではないから預けられな

いのですけれども、求職期間中は最大２カ月の

保育が認められているそうです。でも、この就

職難の時代に２カ月ぐらいではなかなか職は見

つけられません。一定期間の延長はできないも

のでしょうか。福祉保健部長、お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 保護者が求職中

の場合は、平成17年６月の国の通知により保育

所の利用が可能となっております。これを受

け、市町村においては、保育需要や保育所の受

け入れ体制等地域の実情を十分考慮の上、受け

入れの適切な期間を設定されております。県と

しましては、近年の厳しい雇用情勢から、求職

期間中の保育所利用が容易となるよう、市町村

に対し助言してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○横田照夫議員 現在、公立保育所の社会福祉

法人への移譲、いわゆる民営化が進んでおり、

平成18年度から20年度の３年間で22カ所が廃止

され、民営化されております。この民営化につ

いての県の認識をお伺いします。福祉保健部

長、お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 市町村において

は、多様な保育サービスの提供や行財政改革の

観点から、近年、公立保育所の民営化が進めら

れております。民営化については、地域の実情

を踏まえ、市町村において判断されているとこ

ろでありますが、県としましては、市町村が行

う民営化につきまして、安全・安心な保育サー

ビスの継続・向上を図る観点から、引き続き、

必要な助言・指導を行ってまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 この保育事業について担当部

局と話をしておりますと、何とももどかしさを

覚えてしまいます。保育制度改革に対しては国

に要望していくということですし、現場の保育

に関しては事業主体である市町村に助言をして

いくということです。県が主体的・主導的にで

きることというのはないのでしょうか。保育現

場からは、県に対して、ああしてほしい、こう

してほしといった要望はどんどん上がってきま

す。それらの要望に対して、どのように対処し

ていこうと考えておられるのか、福祉保健部長

にお尋ねします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 保育現場の意

見・要望等につきましては真摯に耳を傾けるべ

きと考えており、従来から、保育の実施主体で

ある市町村と協議しながら対応してきていると

ころであります。県としましては、子供の最善

の利益が確保できるよう、市町村や保育現場の

意見等を踏まえるとともに、子育て中の家庭の

実情を把握しながら、今後一層、適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。市町

村や保育現場との意見交換を十分にしていただ

きながら、適切な対応をお願いいたします。

あわせて、このまま少子化が進んでいきます

と、保育所全体の定員割れが起こってくること

が考えられます。その対策も今から考えておく

必要があると思いますので、しっかりとした検

討をお願いしたいと思います。

次に、幼稚園についてお伺いします。幼稚園
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に対しては、平成12年度より私立幼稚園入園料

軽減補助事業を創設され、新入園児の入園料の

一部を県費で負担することにより、園児の確保

による経営の安定と保護者負担の軽減を図って

こられました。この補助事業は、少子化対策と

しても、公私間、幼保間の公的助成格差是正の

ためにも極めて有効であります。よって、この

入園料軽減補助事業は今後ともずっと堅持して

いくべきと考えますが、福祉保健部長、いかが

でしょうか。

○福祉保健部長(高橋 博君) 私立幼稚園入園

料軽減補助事業は、事業開始から10年を経過し

たところであり、その間、保護者の負担軽減に

役立ってきているものと考えております。今後

の実施につきましては、当事業を初めとする子

育て支援策の展開に十分留意しながら、本県の

財政状況も踏まえ、総合的に検討してまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 また、私立幼稚園でも、保護

者や地域のニーズに応じて、預かり保育に取り

組んでおられます。ここ数年、預かり保育希望

者はふえ続け、担当職員を増員するなど、経費

支出増の状態になっているようです。しかし、

私立幼稚園の預かり保育におきましても、その

助成額は、先日の徳重議員の質問にありました

保育所の放課後児童クラブと同じように、国の

予算措置額に全く達しておりません。詳しく言

いますと、保育担当教職員１名以上、預かり園

児１～15名の場合、国基準額100万円に対して現

行額60万円、教職員２名以上、園児16～30名の

場合、140万円が80万円、教職員３名以上、園

児31名以上の場合、180万円が80万円となってい

ます。これでは、私立幼稚園が、地域における

幼児教育センターとしての役割はなかなか果た

せません。私立幼稚園の預かり保育補助交付額

を国庫補助水準まで引き上げる必要があると考

えますが、いかがでしょうか。福祉保健部長、

お願いします。

○福祉保健部長(高橋 博君) 私立幼稚園の預

かり保育は、子育て支援対策の一環として、ほ

ぼすべての幼稚園で実施され、保護者等からそ

の充実が望まれております。県といたしまして

は、極めて厳しい財政状況にありますが、補助

対象となる幼稚園のすべてに支援を行っていき

たいという考えから取り組んでいるところであ

ります。今後につきましては、子育て支援策の

展開や財政状況を踏まえながら、総合的に検討

してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 前の質問も今の質問も、財政

状況を踏まえながら総合的に検討していくとい

う答弁ですが、これに対しても何とももどかし

さを覚えてしまいます。子育て支援は、本年度

の重点施策の一つですよね。重点施策もその他

の施策も同じように予算の削減をするのであれ

ば、何のための重点施策かわかりません。選択

と集中とか分別のある予算配分を言うのであれ

ば、重点施策にはもっと予算配分があってしか

るべきと考えます。この質問に対しては、今後

の成り行きをしっかりと見守っていきたいと思

います。

次に、認定こども園についてですが、認定こ

ども園は平成18年度に就学前の教育・保育の

ニーズに対応する新たな選択肢として誕生しま

した。国では、現在、2,000園の認定こども園を

想定しておりますが、本年４月現在で全国358施

設、本県では11施設しか対応しておりません。

助成金がないことが大きなブレーキになってお

り、これ以上の拡大には黄色信号が点滅してい

るような状態です。認定こども園を軌道に乗せ

るためには行政の支援が必要不可欠です。出生
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率の優等生である宮崎県民のニーズが高い少子

化対策・子育て支援対策をさらに進展させるた

めにも、認定こども園に対する格段の財政支援

と市町村への指導が必要と考えますが、福祉保

健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長(高橋 博君) 認定こども園に

つきましては、制度創設からこれまで、新たな

財政支援はございませんでしたが、昨年度設置

しました安心こども基金の活用により、事業費

の補助が可能となったところであります。市町

村に対しましては、引き続き、安心こども基金

や制度の周知を図ってまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 よろしくお願いいたします。

次に、商工会について質問します。

商工会は、地域経済の振興、雇用創出、そし

て地域産業の活性化を図る唯一の地域経済団

体・経営支援団体として、より豊かな地域社会

を築くことを目指して、いろいろな活動をして

おられます。そこで、まず最初に、地域産業振

興の核である商工会の役割、必要性について、

県はどのような認識を持っておられるのかをお

伺いいたします。商工観光労働部長、お願いし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 商工会の

役割についてでございますが、商工会は、商工

会法に基づきまして、原則、町村を単位として

設立されておりまして、商工業の総合的な改善

発達と社会一般の福祉の増進に資することを目

的に、日ごろから、地域の商工業者に対しまし

て、金融、税務、労務などの相談や研修会、講

習会の開催など、さまざまな経営支援を行って

おります。さらに、近年では、関係機関等との

連携による商品開発や販路拡大など、高度・専

門化する経営課題にも取り組んでいます。地域

経済が厳しい中、まさに商工会は地域振興の牽

引役として、また、国・県・市町村の施策の推

進役として、大きな役割を果たしているものと

考えております。以上でございます。

○横田照夫議員 商工会は基本的に営利活動が

制限されており、その財政収入の７割を補助金

に頼っております。しかし、国・県・市町村の

財政が厳しくなったり、会員数が減少する中

で、事業の効率化や高度化を進めるために、み

ずから組織の合理化計画を策定し、人員削減を

進めてきました。しかし、これ以上の削減は、

商工会の特徴である地域密着型の経営支援体制

の崩壊を招きかねません。商工会職員及び人件

費補助金の確保についての県の考えをお聞かせ

ください。商工観光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 本県には現

在39の商工会がありまして、県では、経営指導

員等の人件費補助など、その運営費について助

成を行っているところでございます。近年、商

工会に対しまして、小規模事業者のさまざまな

支援ニーズや、農商工連携、地域資源活用等の

新たな施策への対応が求められております。こ

のため、商工会がその役割を果たすためには、

優秀な人材の確保が重要でありますので、県と

いたしましては、そのあたりを十分配慮しなが

ら、引き続き支援を行ってまいりたいと考えて

おります。なお、県も厳しい財政状況にありま

す。商工会にありましては、地域内の商工会議

所等との連携によりまして、効率的に広域的・

専門的な取り組みができる経営支援体制の構築

を期待しているところでございまして、また、

お願いもしているところでございます。以上で

ございます。

○横田照夫議員 会員からの経営支援ニーズ

は、社会情勢の変化に伴い多様化、個性化して

きております。この支援ニーズに的確に対応す
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るためには、職員の資質向上は喫緊の課題で

す。経営指導員、経営・情報支援員の中小企業

大学校への研修派遣枠の拡大はできないもの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 小規模事業

者の多様なニーズに対応しまして、的確な経営

支援を行うためには、経営指導員等の資質の向

上が重要でありますことから、県では、職員研

修にかかる経費を助成しております。お尋ねの

中小企業大学校の研修派遣枠につきましては、

平成19年度に５名、平成20年度に11名、さらに

今年度は14名と拡大しておりまして、今後も意

欲ある職員につきましては、積極的にこたえて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○横田照夫議員 先ほど、商工会は地域振興の

牽引役として、また、国・県・市町村の施策の

推進役として、大きな役割を果たしていると御

答弁いただきましたが、それならば、なおのこ

と、その役割を十分に果たせるような体制強化

をする必要があると考えます。しかし、現場か

らこのような要望がいつも上がってくることを

考えると、県の持っている認識との乖離がまだ

まだあるように感じます。その乖離をできるだ

け縮められるように、さらなる御努力をお願い

したいと思います。

次ですが、先日、新聞に「過疎地で店舗を構

え、トラックで移動販売も続けてきた個人商店

が閉店した」という記事が載っていました。こ

の移動販売に頼っていたひとり暮らしの高齢者

は、これからどうやって生きていけばいいのか

と肩を落としていたそうです。正直言って、こ

ういう過疎地で個人商店を維持していくのは無

理だと思います。でも、どういうところに住ん

でいようと、人並みの生活を守ってやるのは行

政の義務なのではないでしょうか。県が地元商

工会と連携して移動販売車を回すための手助け

はできないものかをお尋ねいたします。商工観

光労働部長、お願いします。

○商工観光労働部長(渡邊亮一君） 中山間地域

におきましては、住民の高齢化や人口減少によ

る個人商店の廃業によりまして、日用品の調達

が困難となっております。このため、県といた

しましては、昨年度から、中山間地域の商工会

と連携しまして、宅配の事業化について検討を

行っておりまして、今年度は、美郷町の北郷地

区、南郷地区でモデル事業に取り組んでいると

ころでございます。このほか、ふるさと雇用再

生基金を活用した宅配事業が、すき商工会等に

おいても実施されております。既にこういった

事業に取り組んでいる民間事業者も存在してお

りますが、少子高齢化の進展等とともに、宅配

事業の需要は高まってくると思いますので、商

工会がどのように関与していくのか、市町村や

商工会とも十分議論していきたいと考えており

ます。以上でございます。

○横田照夫議員 中山間地などの過疎地では、

ビジネスとして成り立たないから業者が撤退す

るのだと思います。ビジネスとして成り立たな

いものを何とかするのが行政の役割なのじゃな

いでしょうか。住みなれた地域で最後まで暮ら

したいという高齢者が、過疎地で自立した生活

を続けるためには、商工や福祉が垣根を越え

た、共同の取り組みが必要だと思います。中山

間地域対策も重点施策の一つです。早急の取り

組みをお願いしたいと思います。

次に、三世代同居についてお伺いします。

家族の分化・核家族化の傾向が進み出しても

う随分になると思います。核家族化が進み出し

た要因は幾つもあると考えますが、この傾向は
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今後もさらに進行していくのではないでしょう

か。私の周りでも、親が立派な家を持っていて

も、子供は別に家を建てているという例がたく

さん見れます。でも、これはこれで、建設関連

業などが潤うなど、いわゆる内需の拡大等で経

済発展に大きく寄与しているとは思います。し

かし、高齢者の単独世帯や高齢者夫婦のみの世

帯が大幅に増加するなど、核家族化が抱える問

題も次第に顕著になってきました。大きな家族

規模のときは、病気になったときや高齢者介護

なども家族内の相互協力でカバーできていまし

たし、子育てや教育なども祖父母の手助けや経

験が大いに役立っていました。しかし、核家族

ではそれができず、高齢者介護は公的なサービ

スとして行う必要が出てきましたし、育児ノイ

ローゼや児童虐待などの現象も多く見受けられ

るようになりました。そして、このような核家

族により生み出される現象をカバーするため

に、行政は大きな財政負担をせざるを得ないよ

うになったと考えますし、その行政負担は今後

さらに大きくなるのではないかと思います。

そこで、それらの負担を家族内で吸収しても

らえるように、三世代同居へ政策的誘導はでき

ないものでしょうか。今、エコカー減税やエコ

カー補助金で、ハイブリッドカーの製造が間に

合わないくらい注文が来ているそうです。これ

は、まさにエコカー転換に対する政策誘導だと

考えます。減税や補助によりさらに財政負担が

ふえるじゃないかという意見もあるかもしれま

せんが、それ以上のものを家族内で吸収しても

らえるようにも思えます。もちろん、どういう

家族形態で住むのかという判断はそれぞれの自

由であります。でも、社会負担や行政負担がさ

らに大きくなっていくことを考えると、ここら

あたりで三世代同居への誘導も考えていいので

はないでしょうか。三世代同居への政策的誘導

に対する知事の考えをお伺いいたします。

○知事(東国原英夫君) 親、子、孫が一緒に暮

らす三世代同居は、昭和60年には全世帯の約13

％であったものが、平成17年には6.9％と、本県

においても減少しておりまして、その背景とし

ては、やはり都市部への人口流出や住環境の問

題、あるいは県民の価値観の変化などが挙げら

れる要因だと思っております。一方、核家族化

の進行や高齢者世帯の増加によりまして、介護

や子育てへの不安など、さまざまな課題が生じ

ております。御指摘のとおり、三世代同居ある

いは近居は、このような課題の解決につながる

ことが期待できるほか、子供たちの豊かな人間

性や社会性をはぐくむためにも、その意義は大

きいと考えておりますが、その一方で、だれと

一緒にどこに住むのかということは、各個人の

判断・価値観によるものであることも事実であ

ります。このため、まずは、すべての世代が生

き生きと安心して暮らせるよう、各地域におけ

る働く場の確保や、医療・福祉の充実等に取り

組みますとともに、あわせて、三世代同居ある

いは近居につきましても、同居率の高い他県の

状況や、本県における実態等について調査して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 今は、以前と比べると、ある

意味では比較にならないほど豊かになりまし

た。でも実際は、高齢者の問題とか子育て、教

育の問題など、これが本当に豊かな社会なのだ

ろうかと思われるような事象が多発をしており

ます。その原因の一つが核家族化だとしたら、

それの解消に向けて第一歩を踏み出すことも大

事なのではないでしょうか。みんなで考えてい

ただきたいというふうに思います。

ちょっと急ぎ過ぎまして、時間が余りました
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けれども、これで質問のすべてを終わります。

ありがとうございました。(拍手）

○井本英雄副議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕[拍手） 昨年、延岡市

が募集した詩集「あなたの大切な人に伝えたい

こころのメッセージ」が発表されました。その

中に２つの感動的な詩がありました。作者名は

公表されていません。その一つに次のような詩

があります。お父さんが息子に贈った詩です。

「学校に行けんでごめんなさいと謝った結婚

披露宴 泣くなよ もう自分を許していいんだ

よ」。登校拒否だったのでしょうか、両親に心

配をかけ続けたのでしょうか、結婚披露宴で

「学校に行けんでごめんなさい」と泣く自分の

息子に、「泣かんでいいがね。いろいろあった

けど、こんなに立派なお嫁さんをもらえたじゃ

ないか。おまえこそ立派な社会人になったじゃ

ないか」。登校拒否という回り道をしたけれど

も、学歴ではなく立派な社会人となった息子を

前に、家族の危機を乗り越えた父の許しや愛が

感じられます。「学校に行けんでごめんなさい

と謝った結婚披露宴 泣くなよ もう自分を許

していいんだよ」。

もう一つは、自分の夫に贈った言葉です。

「結婚させてください 頑固一徹の父の前に手

をついたあなた あの日の手の震えを忘れられ

ません」。説明は要らないと思います。作者名

は公表されていませんので、私は、この詩の作

者は、いろいろな家庭の問題を持つ40歳ぐらい

の主婦の方だろうなと想像しておりました。そ

して私は、この詩を私の議会だよりに載せまし

た。ところが、しばらくしてある日、１通のは

がきが私の家に届きました。中身は、「太田さ

んの議会だよりに載せられていたこの詩は私の

詩です。私の詩を取り上げていただいてありが

とうございます。亡くなった父の法事のとき

に、頑固だった父のことを思い出しつくったも

のです」とありました。私はお会いしたくな

り、その方を訪ねていきました。何とその方

は70歳を超えるおばあちゃんでした。老いても

なおそのみずみずしい感性に感動いたしまし

た。そしてまた、この人間社会を健全につくる

ことができるのは家庭であり、夫婦愛が基本な

のではないかなと思いました。

県行政の中には、人間の心を育て扱う教育行

政、そしてよき人間社会の秩序を守ろうとする

警察行政があります。そのいずれもが今日の日

本の家庭のありよういかんに大きく左右されて

いるのではないでしょうか。県教育委員会、県

警察本部の御苦労もいかばかりかと思うわけで

すが、一方、県民の皆様にも、よき家庭づく

り、健やかな家庭づくりを強く訴えたいと思い

ます。そして我々議員の県政の場での努力が、

そのための条件づくりの一助になればいいがな

と思うところであります。

それでは、通告に従い質問をいたします。こ

の話は後で教育問題との関連もあります。

まず、地方分権についてであります。

知事はよく、地方分権ということをこれまで

訴えてこられました。私も、20代のころから市

役所に勤め、同僚や先輩職員と、「地方自治と

は何だろう」「真の住民サービスとは何だろ
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う」、そういった議論をしてきました。そして

３割自治の問題、超過負担の問題、補助金行政

といった問題に触れたとき、自治体が憲法の範

囲内においてある程度の自主権を持つべきでは

ないか、国の意向に余りにも縛られ過ぎで、そ

の自治体特有の行政ができないのではないかな

どの疑問を持ったことがあります。そういう意

味では、40年近く前、私が議論していたこと

が、ようやく「地方分権」という言葉でクロー

ズアップされてきたようにも思います。ただ、

当時と違ったことは、今日の地方分権というも

のが市町村合併や道州制との関連を持って語ら

れているという思いがあります。特に知事は、

９月16日の新聞報道によると、「道州制を考え

る研究会発足」という記事の中で「分権の最終

形は道州制となる」と言い切っておられます。

そこで、知事が考えておられる分権の中身、ま

た、それが市町村合併や道州制とどのような関

連があるのか、どのようにイメージされている

のかを伺いたいと思います。

後は質問者席でさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方分権についてであります。地方分権の本

質は、地方がみずからの意思と力でそれぞれの

特性に応じた地域づくりを進めることにあり、

住民に身近な行政サービスは住民の手の届くと

ころで意思決定できるようにすべきだと考えて

おります。そのためには、住民に身近な地方に

権限を移譲し、あわせて、その権限を適切に

担っていくために必要となる税財源の移譲も行

わなければならないと考えております。その中

で、小規模市町村の中には組織や職員配置など

の事務処理体制や財政基盤の拡充が難しいとこ

ろもあると思いますので、広域連携などによる

市町村間相互の機能補完や都道府県による垂直

補完などさまざまな選択ができるようにしてお

くことも必要であり、そのような中では、市町

村の自主的な判断として合併を選択されること

もあり得ると考えております。また、道州制

は、行政権、立法権、財政権を兼ね備えた地方

政府の確立を目指すもので、地方分権の一つの

姿になり得るものと考えておりますが、まずは

権限・税財源を地方に移譲する地方分権改革を

確実に推進していくことが必要だと考えており

ます。〔降壇〕

○太田清海議員 権限を地方に移譲させていく

ということ等でありますが、私がこれまで知事

のいろんな発言を聞いておりまして、地方分権

を進めていく場合の国の形といいますか、あり

よう、国の役割といったものをどう考えておら

れるのか。権限移譲した場合のですね。

○知事（東国原英夫君） 私は、この国のあり

ようとして、これまでの中央集権型国家から、

地域や住民が主役となる、いわゆる地域主権型

国家への大きな転換が必要だと考えておりま

す。そのためには、国と地方の役割分担を明確

にし、国から地方への権限移譲を大胆に進める

必要がありますが、基本的には、国は、外交、

防衛、危機管理、治安など国家の存立や安全保

障に係るもの、国土の保全、食料安全保障、資

源エネルギー対策などの国家戦略に係るものに

徹し、地方は、住民生活や地域づくりに直接か

かわる分野について幅広く役割を担うべきだと

考えております。

○太田清海議員 国の役割でありますが、一般

的に、今言われたように防衛とか外交、条約締

結、そういったものが言われたりもするわけで

すが、地方分権を進めていく上において、国は
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これだけの仕事ですよという中に―総選挙も

ありましたけれども―医療とか年金の問題、

がたがたしてきた社会保障制度の中で分権を進

めていって、その分権されたところの自治体が

自己責任ですよと言われるようなことではやっ

ていけないのではないかという不安もあるわけ

です。私もきのう読んだんですが、道州制ビ

ジョン懇談会の中間報告の中に、国の役割とし

て16項目ほど挙げられております。この中を読

んでみると、その16項目以降に、生活保護、年

金、医療保険等のナショナルミニマム並びに警

察云々ということについては十分な論議を行

い、自治体と道州、そして国が責任を持つべき

部分を今後検討しなければならないというふう

な表現になっておりまして、医療保険とか年金

といった制度ががたがたになったら、幾ら分権

をしたって、自治体の経営といいますか運営が

難しいのではないかという思いがするわけです

が、知事からの今までのメッセージで余りその

辺を聞かなかったものですから。社会保障の確

立・安定が基本的に大事ではないかと思うんで

すが、その辺は知事どうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、社

会保障制度は、国民の安全・安心、そして生活

の安定を支えるセーフティネットでありまし

て、大変重要な課題であると考えております。

したがいまして、この分野に関する分権改革に

ついては、基本的には全国的に一律の水準を確

保するとともに、質の高いサービスを効率的に

提供していくという視点に立って、年金、医療

保険、介護保険、生活保護など、それぞれの制

度の特性に応じた個別具体的な検討が必要であ

ろうと考えております。

○太田清海議員 結局、雇用の問題とか金融対

策、景気対策、景気・雇用対策に失敗して失業

者がちまたにあふれるという状況の中で、道州

制なり分権の基礎自治体の中で、地域主権と言

いながら、そういった対応が果たしてできてい

くのかなという不安もあります。ですから私

は、国の責任として、社会保障制度の根幹に当

たる部分はきちっと国のほうで確立をしてもら

わないと、なかなか困難ではないかなという感

じがいたします。これは今後の議論に付してい

きたいなというふうに思います。

次に、今度は権限移譲を受ける自治体のほう

の事情なんですが、けさも水間議員のほうから

も、公務員の賃金を上げるべきじゃないか、地

域の活性化のためにはそういう視点を持つべき

じゃないかという指摘もあったわけですけれど

も、今、自治体では、人をふやすということは

何か悪いイメージで見られているような雰囲気

がある中で、果たして分権という名の権限移譲

でそれを本当に受けることができるかどうか、

その辺は知事はどうお考えでしょうか。今、地

域の雰囲気として、人をふやしたらならんと

か、賃金を上げたらならんというような雰囲気

が醸成をされている中で、果たして権限移譲等

がうまくいくのかどうか、その辺はどうでしょ

うか。

○知事（東国原英夫君） 行財政改革は、行政

事務を効率的・効果的に遂行し、低コストで質

の高い行政サービスを提供するという意味で、

常に取り組んでいくべき課題だと考えておりま

す。一方、地方分権の推進は、住民に最も身近

な基礎自治体である市町村に、権限と必要な財

源を移譲することが中心でありますので、行財

政改革にも留意しながら、分権に対応できる、

しっかりした体制の整備を図っていくことが必

要だと考えております。また、先ほどの答弁と

重複いたしますが、自治体によっては、組織や
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職員配置などの事務処理体制や財政基盤の拡充

が難しいところもあると思われますので、広域

連携や定住自立圏構想による周辺市町村との相

互の機能補完、都道府県による垂直補完など、

さまざまな形態の選択ができるようにしておく

ことも必要だと考えております。

○太田清海議員 本当にいろんな悩みが出され

るわけですが、自治体において、そういう仕事

を住民の身近な仕事として受けようじゃないか

というのはあると思うんです。そういった受け

るだけの力をつけてあげるということも、私は

大事なことではないかと思います。

それから、道州制の研究会というものが設置

をされたということで、この前、知事のほうか

ら答弁がありました。この研究会の設置であり

ますけれども、道州制の導入を前提にしたもの

なのか、道州制がどういうものなのかというこ

とを研究するものなのか。この設置の目的につ

いてお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 地方分権・道州制研

究会は、今月１日に庁内横断的な組織として設

置したものでありますが、その設置目的は、財

政基盤が脆弱でインフラ整備もおくれている本

県にとっての望ましい地方分権推進のあり方を

検討するということであります。その中で道州

制につきましては、広域連携等の道州制によら

ない手法との比較、本県としての道州制導入の

メリットやデメリットや課題の整理、道州制導

入を想定した場合、本県が埋没しないための方

策はどうあるべきかなどについて検討を行うこ

ととしております。

○太田清海議員 私も自分の議会だよりには道

州制の問題を書いて、市民の方々には配ったと

ころなんですが、道州制の議論というのも、住

民の方々の議論も通しながら合意をもって形成

されるべきだと思います。県民にぜひそういっ

たものを、是非も含め知らしめていただきたい

なと思うわけです。

私は、一つ道州制で心配するのは、例えば琵

琶湖というのが滋賀県にありますけれども、開

発をする場合、琵琶湖も淀川が流れております

ので、関連すれば京都、大阪、それから大阪湾

ということで考えれば兵庫、奈良、三重県あた

りがその流域として関連があるということを聞

いております。琵琶湖の開発をするということ

になったときに、１つの道州をつくれば道州の

議会で一発で意思決定ができるじゃないかとい

うようなことでは、やや問題がまた出てくるの

ではないか。いわゆる意思決定を余りにも簡略

化するような道州制になってはいけないのでは

ないかという危惧を持っております。それぞれ

の関連するそれぞれのロケーションにおける自

治体が、それぞれの議会で、琵琶湖のいろんな

開発、変更を加えることがいいのかどうかとい

うことを、いろんな角度から議論をして時間を

かけてでもやっていくというのは、私は民主主

義の形成としては必要な時間ではないかなと思

います。ただ、道州制というものが意思決定の

効率化という視点だけで述べられるとするなら

ば、問題があるんではないかということを指摘

しておきたいと思います。その時間をとること

のほうが、私は日本の民主主義の発展のために

はなるのではないかというふうに思っておりま

す。

それから合併との関係でありますが、宮崎県

も合併をずっと行ってきました。合併せずに頑

張っているところも、職員に問いかけしなが

ら、「覚悟を決めて残っていくぞ」という首長

からのメッセージも贈られながら頑張っている

ところがいっぱいあります。市町村合併につい
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ても、道州制ということに議論を持っていこう

とするならば検証をすべきではないか。行政の

中で検証なしに道州制ということにはならんの

ではないか、検証をすべきではないかと思いま

すが、例えば道州制研究会の中でそういった検

証がなされるのかどうか。検証するのかどうか

も含め知事の意見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 将来、道州制が導入

された場合、現在の県の垣根がなくなりまし

て、すべての市町村は厳しい地域間競争にさら

されることになることが予想されます。また、

これまで県が行ってきた業務の多くは市町村が

担うことになります。このため市町村におきま

しては、合併を選択するかどうかにかかわら

ず、何らかの方法で行財政基盤の強化を図り、

基礎自治体としての体力をつけておく必要があ

ると考えております。このような中で、お尋ね

の市町村合併の検証でありますが、合併の効果

があらわれるには一定の期間を要することか

ら、本来その検証には中長期的な視点が必要で

あると考えております。しかしながら、国にお

いて今回の合併推進が本年度をもって一区切り

とされたこともあり、今後、関係市町と連携し

ながら、合併後の効果や課題の把握に努めてま

いりたいと考えております。

○太田清海議員 合併の効果等を把握するとい

うのは、いつごろからとかいうお考えがありま

すか。その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 合併は今、遂行、促

進されたばかりですので、これは中長期で見な

きゃいけないと思います。１～２年たってから

の話となると思いますが、いずれにしても、市

町村と意見を交わしながら検証に努めてまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 先ほど言いました道州制ビ

ジョン懇談会中間報告の中にも、道州制を導入

するプロセスの中で、これまで取り組んできた

市町村合併、三位一体改革、構造改革の問題、

その効果について早急に検証を行い、修正すべ

き点は速やかに修正していくことが重要である

というふうにも述べられています。いわゆる検

証をしなさいということなんですが、これは先

ほどのビジョンの23ページに書いてあります。

こういったのもできるだけ早くしていかない

と、道州制との関連が強いと思いますので、そ

れはぜひお願いしておきたいと思います。

ちょっと話題は変わりますが、分権のところ

で言いますと、気になる新聞記事が載っており

ましたので披露しますと、実は和歌山県では、

市町村負担金については県職員の人件費や旅費

が含まれておると、であるから来年度から原則

廃止するというような報道がなされておりま

す。今まで常任委員会やこの議場でも質問され

た方もいらっしゃいますが、県としては「問題

ない」というような言い方で聞いておりますけ

れども、本県では和歌山であるような問題がな

いのかどうか。市町村負担金の、県で分権のあ

あいう立場から見た場合の問題はないのかどう

か。見直しの検討といったものはないのかどう

か。もう一回確認させていただきます。

○知事（東国原英夫君） 県が実施する公共事

業等の一部につきましては、法律等に基づき、

受益者負担の観点から市町村から負担金を徴収

しております。本県の市町村負担金の内訳は国

庫補助事業の対象経費のみでありまして、直轄

事業負担金のような職員の退職手当や管理職の

人件費、庁舎の維持管理費など、国庫補助事業

で認められていない経費については負担を求め

ておりません。ただし、市町村負担金に関しま

しては、県から市町村の担当部局に対する負担
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金の詳細提示や説明が不十分な事業もあったこ

とは反省すべき点と考えておりますので、今

後、その内容について説明責任を果たしていく

ため、市町村への十分な情報提供や説明を行う

方向で、関係部局において検討を進めてまいり

たいと考えております。

また、御質問にありました報道について確認

しましたところ、和歌山県では、今後、市町村

から意見を伺った上で事業の内容、性格を分析

し、廃止するもの存続するものを整理する予定

であるとのことでありました。

○太田清海議員 わかりました。

次に、テーマを変えまして、青少年自然の家

の利用の問題について、福祉保健部長にお伺い

したいと思います。

県内に３カ所、青少年自然の家というのがあ

ります。宮崎県青島青少年自然の家、むかばき

青少年自然の家、御池青少年自然の家と聞いて

おりますが、この家の設置目的と利用状況につ

いてお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 青少年自然の

家につきましては、自然体験活動、スポーツ活

動、交流活動や集団宿泊生活を通じ、青少年の

豊かな情操や社会性等を養うことによって、心

身ともに調和のとれた青少年の健全育成を図る

ことを目的として設置しております。平成20年

度の青少年自然の家の利用状況は、日帰りも含

めた利用者数では３施設合計で16万8,689人で、

このうち宿泊利用者数は７万238人であります。

施設ごとの内訳は、青島が３万4,051人、むかば

きが１万7,987人、御池が１万8,200人で、学校

行事の集団宿泊学習や部活動などでの県内の

小・中・高校生等の利用が約９割を占めており

ます。以上でございます。

○太田清海議員 この３施設については、指定

管理ということでなされているというふうに

伺っております。今、数字の発表がありました

が、年次的に見ると傾向的にはふえているとい

うふうに見ていいんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 宿泊延べ人数

の推移で申し上げますと、平成17年度、平成18

年度、平成19年度と年々増加しておりますけれ

ども、平成20年度においては、平成19年度より

若干下回っているというような傾向でございま

す。

○太田清海議員 指定管理の中でそれなりの努

力をされているということでもあろうかと思い

ますが、実はいろんなホテル業界の方に聞きま

すと、設置目的以外の宿泊をさせているんでは

ないかとか、民業圧迫になるぞというような声

も聞かれるわけです。本当に設置目的どおりで

あればいいんですが、そういう声もあるわけ

で、民業圧迫にならないための調和のとれたお

互いのすみ分けというのが必要だろうと思うん

ですが、その辺はどう対応されているんでしょ

うか。

○福祉保健部長（高橋 博君） 青少年自然の

家は、一般の宿泊施設とは異なり、社会教育研

修施設としてのさまざまな機能や特色を有して

いることから、利用者の方々が、自然体験や交

流活動などその目的に応じて利用されているも

のと考えております。県としましては、施設設

置の趣旨に即した利用者受け入れが重要である

と考えておりますので、施設の適切な運営を図

ることを目的とする運営連絡会議等の場で、青

少年の健全育成活動を伴わない単なる宿泊のみ

の利用等の受け入れを行わないよう指導してお

ります。以上でございます。

○太田清海議員 先ほど言われた運営連絡会議

というものですが、これは具体的に言いますと
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どういう組織になるんでしょうか。

○福祉保健部長（高橋 博君） これは、県と

指定管理者による青少年自然の家の運営改善に

向けた協議の場ということで、関係者の集まり

でございます。

○太田清海議員 県も加入されているというこ

とですが、民業同士のお互いのすみ分けという

のは、微妙な線もあって大変だろうとは思いま

す。ただ、死活問題もかかってくるものですか

ら、目的を逸脱したやり方をされると、やっぱ

り大変なんです。それで、そういったところを

お互いきちっとさせるためには、お互いの組織

が活性化していけばいいわけで、地元のホテル

業界と青少年自然の家の指定管理を受けている

団体との定期的な話し合いの場といいますか協

議の場、そういうのはあったほうがいいんでは

ないかと思うんですが、その辺はどうでしょう

か。

○福祉保健部長（高橋 博君） 協議の場の設

定につきましては、施設の運営に関して地元の

皆様に御理解をいただくことは重要であります

ので、各施設所在地の地元自治体などと意見交

換を行いながら対応してまいりたいと考えてお

ります。

○太田清海議員 今、地元自治体と協議しなが

らということですが、直接話し合うということ

はまだ想定されていない、いわゆる自治体を通

しながらということなんでしょうか、今の説明

は。

○福祉保健部長（高橋 博君） 当面は、地元

自治体の御意見も伺いながらということで考え

ております。

○太田清海議員 わかりました。確かにそうで

しょう。地元自治体をトンネルで越してはいけ

ませんので、そういうやり方をせざるを得ない

と思いますが、地元の方々との円満な協議の場

というのは、私は将来必要ではないかなと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、長浜海岸の侵食対策についてでありま

す。これについては、以前から要望したり質問

をしたりしておるわけですが、私も、長浜海

岸、方財という延岡の海岸があるんですが、侵

食状況を見てまいりました。県としてはどのよ

うに現状を認識されておられるのか、県土整備

部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 長浜海岸につ

きましては、侵食傾向の海岸であるというふう

に認識をいたしております。しかしながら、平

成17年台風14号が来襲いたしましたけれども、

それ以降台風の接近が少ないことや、平成19年

度からは延岡新港のしゅんせつ土砂を侵食対策

として長浜海岸に搬入したこともありまして、

現在は比較的安定している状況であるというふ

うに考えております。

○太田清海議員 今、言葉で「侵食傾向の海

岸」というような言われ方をしましたが、この

意味は、侵食されているんだよという意味の言

葉なんですか。もう一回確認させてください。

○県土整備部長（山田康夫君） 侵食が著しい

海岸という認識でございます。

○太田清海議員 わかりました。実は方財でも

護岸をつくっておりますが、下から砂が掘られ

て護岸がだんだん低下したり陥没しているとこ

ろもあります。これも対策を早急にやらないか

んのじゃないかなと思いますが、実はあそこに

は延岡新港もあります。この新港のしゅんせつ

土砂の取り扱いについて、これは長浜海岸に戻

すべきじゃないか。それを永久に繰り返さなな

らんけれども、基本的には戻さないと、どんど
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ん侵食が始まりますよということを訴えてきた

ところでありますが、延岡新港のしゅんせつ土

砂の扱いの基本的な考え方をお伺いしたいと思

います。

○県土整備部長（山田康夫君） 港湾等のしゅ

んせつ土砂につきましては、海岸侵食対策等の

有効な資源であるということから、県と港を利

用している企業によりまして、しゅんせつした

延岡新港の土砂は、長浜海岸を含む一連の海岸

へ運んで砂浜の復元を図っているところであり

ます。

○太田清海議員 延岡新港の砂は、港湾課が港

湾のほうで管理している砂と旭化成の管理して

いる砂もあるんですが、これを両方とも戻すと

いうことになったということでよろしいでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） そのとおりで

ございます。

○太田清海議員 わかりました。戻すというこ

とを決定してもらっているということであれ

ば、よかったと思っております。

実はきょうは、ことしの３月15日の朝日新聞

を資料として出したかったんですが、タイミン

グが悪くて出せませんでした。これはどういう

ことが書いてあるかというと、鳥取砂丘も、港

にたまった砂を戻すということで、がけ崩れ、

侵食がだんだんおさまってきているという報告

もあります。これは事前にお渡ししております

ので。やむを得ないけれども、砂はもとに戻

す。外に運び出さない、埋め立て等に使わない

ということを基本としなければ、だんだん予算

の無駄遣いになっていくがなという思いもいた

しますので、その辺の確認をお願いしたいと思

います。鳥取砂丘の取り扱いについての御感想

は、専門家から見た場合どう思われますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 海岸侵食対策

につきましては、海岸の地形や波の条件などを

総合的に勘案しまして、砂を補給する工法、あ

るいは構造物の設置によりまして波や砂の移動

を制御する工法、こういった工法がとられてお

るわけでございます。御質問にありました、港

湾に堆積した土砂を近くの侵食された海岸に砂

浜材料として戻すサンドリサイクルということ

につきましては、有効な方法の一つであるとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 五ヶ瀬川の激特事業がありま

したが、本当にありがたく思っております。災

害をなくすための事業でありますが、その掘削

土砂についても長浜海岸に戻してはどうかとい

うことを、地区の区長さんたちの署名を持って

要望したこともありますけれども、この掘削土

砂の再利用、長浜に戻すということについては

いかがだったんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 五ヶ瀬川激特

事業につきましては、国土交通省の事業でござ

いますけれども、この事業で掘削した土砂の利

用につきましては、関係機関等と協議を行った

結果、掘削した土砂が長浜海岸の砂の質と著し

く異なるということから、環境に影響を及ぼす

ことが懸念をされましたので、利用を見送った

ところでございます。

○太田清海議員 ちょっと濁りが出るとかいう

ことだったのかなとは思いますが、どうせ川に

ある砂は海に行っちゃうんです。海に戻るわけ

ですから、それを戻すだけのことだから、私は

そんなに関係ないと思うんです。専門家から見

た場合、いろんな問題があろうかと思います

が、今後、土砂が出た場合には、川底を掘ると

いう意味もありますので、ぜひ戻すことをお願

いしたいと思います。
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最後になりますが、五ヶ瀬川河口、いわゆる

北川から流れ込む河口があります。船が通るわ

けですけれども、このしゅんせつ土砂の取り扱

いはどうでしょうか。これもやっぱり戻すとい

うことになっていますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 延岡港のしゅ

んせつ土砂につきましては、これまで北浦古江

港の埋め立てに利用してまいりましたけれど

も、今後のしゅんせつ土砂につきましては、関

係機関等と調整を図った上で、長浜海岸などの

砂浜の補給材として活用してまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 古江のほうに持っていったと

いうことですが、今後、埋め立てには使えない

だろうと思うんです。ひどい状況になっていく

ということをぜひ―基本的には戻すというこ

とを確認していただきたいと思っております。

あといろんな具体的な提案もありますが、これ

は次の機会にしたいと思います。

次に、県立病院の問題についてであります。

病院局長にお尋ねいたします。

県立病院の経営形態検討委員会の分科会が行

われております。実は、延岡でこの分科会をす

るときに多少さざ波が立ったといいますか、分

科会の目指すところが、県としては既に方針が

決まっているんじゃないかというようなことも

ささやかれたりしたことがあります。この分科

会に対する県としての基本的なスタンスはどう

いうことかということを、きちっと確認してお

きたいと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） この分科会でご

ざいますけれども、医療を提供する立場や医療

を受ける立場の代表、さらには経営等の専門家

や関係機関など幅広い分野の方々を委員といた

しまして、地域の実態に即した自由な議論・検

討を行っていただいているところでございま

す。各分科会の検討結果につきましては、今

後、検討委員会で総合的に検討を行いまして、

さらには分科会での再検討も経て、検討委員会

としての最終結論をまとめていただくことに

なっております。

○太田清海議員 私は、この分科会というの

は、本当に分科会の皆さんにお任せをしながら

ということ、いろんな資料の提供は県がやりま

す、その誘導先は県は思っておりません、どこ

に持っていこうというのは県はありませんとい

うことだろうなと思いながら質問したんです

が、そういうことでいいですか。県としては、

独法がいいとか何とかがいい、そういうものは

持っていなくて、皆さんに本当に協議をお願い

したという基本的なスタンスでよろしいんで

しょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 御指摘のとおり

でございます。

○太田清海議員 わかりました。

ちょっと順番を変えますが、延岡市では、新

規開業者に対する助成を行って地域医療を守ろ

うという努力をしております。今回また、延岡

市の夜間急病センターの深夜帯での診療日を拡

充していくということも、10月３日からやると

いうことで報道されています。こういったこと

について延岡市のほうでも、医師確保のため

に、地域医療のためにいろいろ手を打っておる

わけですが、ここに対する病院局としての評価

といいますか、そういったのはどうお考えで

しょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

つきましては、医師負担の軽減を図ることが喫

緊かつ最重要の課題でありまして、医師の派遣

元であります大学医局からも、医師の疲弊した
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現状の抜本的な解決を強く求められているとこ

ろでございます。このため病院局におきまして

は、いわゆるコンビニ受診自粛のキャンペーン

等に積極的に取り組むとともに、地元市町村に

対して初期救急医療体制の充実を要請してきた

ところでございます。このような中で、御指摘

のように延岡市夜間急病センターでの深夜帯の

診療日が、現行の週１回から、内科に限ってで

はございますけれども、週２回に拡充されます

ことは、市民医療の充実はもとより、救急医療

における延岡病院の負担軽減に資するものと考

えております。今後とも、地元市町村におかれ

ましては、初期救急医療体制のさらなる充実を

図っていただきたいというふうに考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。県と市の関係

も、お互いの努力をお互いに促進し合うような

関係であってほしいなとも思っております。

ちょっとまた話題は変わりますが、県病院の

問題で感じたことであります。医師や看護師、

宮崎市などから通勤している人もいらっしゃる

と思うんですが、通勤されている方がどれくら

いいらっしゃるのか。また、例えば列車事故等

があってばったりとまったり、不測の事態も

あったりするのかなと思いますが、その辺の対

応はどうなっておるんでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年６月現

在で総勢519名の医療スタッフがおりますけれど

も、このうちで地元の延岡市、門川町及び日向

市以外から通勤している職員は63名となってお

りまして、全体の12.1％となっております。今

御指摘ございました、例えば台風など前もって

予測ができる場合は、必要な職員は病院内に待

機いたしますけれども、地震災害の場合など予

測できない場合は、まずは近隣に居住しており

ます職員で必要な体制を確保しますとともに、

その他の職員につきましても、可能な手段で至

急、病院に駆けつけることといたしておりま

す。

○太田清海議員 不測の事態ということですか

ら、常にそういったことを想定しながら努力は

されていると思いますが、ぜひ十分な対応をお

願いしておきたいと思います。

続きまして、教育問題についてお伺いいたし

ます。

まず、免許更新制度でありますが、これも私

もたびたび質問をしてまいりました。ただ、ど

うしても気になるところもありまして、特に今

度、政権交代のある中で、民主党政権の中で

は、免許更新制については、６年制の大学での

養成期間を設けて、基本的には廃止するという

ふうなイメージでとらえておりますが、この免

許更新制度については、受けなくていい人が既

に存在をするというふうにも聞いております。

どういう人たちが免除されているのかを確認し

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 教育職員免許法に基

づく同法施行規則及び県教育委員会規則におき

まして、免許管理者であります県教育委員会に

更新講習の免除申請を行うことによりまして、

免許状が更新されることになる免除対象者が規

定をされております。その内訳といたしまして

は、１つには、校長、副校長、教頭などの教職

員を指導する職にある者、２つには、教育委員

会事務局の指導主事や社会教育主事などの学校

教育または社会教育に関する専門的事項を指導

する立場にある者、３つ目には、学習指導や生

徒指導に関し特に顕著な功績があったとして、

教育委員会が実施する教育功労者表彰などを受

けた者、４つ目には、免許状更新講習の講師に
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なった者とされているところであります。

○太田清海議員 これは国の制度でありました

ので、宮崎県の教育委員会の中での議論もなか

なか大変だったろうと思います。ただ私は、教

育現場から見たときに、これは余りいい制度じ

ゃないなと。特に免除されている人がおる、現

場の第一線で働く人たちは免許を受けなきゃい

かんという心理的な圧迫というのは、教育にな

じまないものを持っているんじゃないかなとい

うふうにも思っておりました。後でまた言いま

すが。

次に、この更新研修を受講するに当たって、

個人負担というのがあるというふうに聞いてお

ります。具体的にはどんなことでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） まず、更新講習を受

講するに当たりまして受講料が必要になりま

す。この受講料につきましては、講習を開設す

る大学等が決めておりますが、県内の大学で

は、更新に必要な30時間の受講につき３万円と

なっております。またこのほか、更新等申請手

数料や受講に当たっての交通費等が別途必要に

なります。以上です。

○太田清海議員 先生方が公に黒板に向かって

一生懸命子供に教えていく、その自分の免許に

また３万円というお金を費やすというのも、制

度の欠陥じゃないかなと思っております。この

免許更新制が見直されるのではないか、見直し

てほしいと私は思っておりますが、これも聞く

ところによると、２年間で免許更新を受ければ

いいということですから、今、廃止されるのか

なと思ったら、「おれ、来年受けよう」とか引

き延ばして、「廃止されたら受けんでいいか

ら」というようなことにもなるわけです。現場

の先生は、３万円を納めてやるのかどうかでは

物すごく心配なことだろうと思います。将来の

人もですね。こういう混乱をもたらした政治が

悪かったわけですが、そういう混乱がないよう

いろいろ対応しておかにゃならんと思います

が、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 今、議員の御指摘に

もありましたけれども、教員免許更新制につき

ましては、教育職員免許法の改正によりまして

ことしの４月から導入されたものでありまし

て、この更新制を含めた教員免許制度全般につ

きましては、法律に基づきまして全国的に実施

をされているところであります。今、現場に混

乱が生じないかという御意見もありましたけれ

ども、今申し上げましたように、法律に基づい

て全国的に実施されておるものでありますの

で、そういった御懸念の点も含めまして、国に

おいて十分な議論がなされるべきものというふ

うに考えております。以上です。

○太田清海議員 わかりました。

次に、教職員評価制度についてであります

が、管理職が─「部下の人」という言葉がい

いかどうかわかりませんが、職員の方を評価す

るというのはあるだろうと思います。ただ、教

職員同士がお互いを評価し合う仕組みがあると

いうふうにも聞いております。こういったのが

どういうものか。

○教育長（渡辺義人君） 管理職が行います教

職員の評価は、透明性・納得性の高いものとす

るため多面的に行われる必要があります。この

ため、教務主任や学年主任などの教職員が、関

係する教職員の授業力や企画立案力、人材育成

力、使命感や自己管理力などについて把握いた

しまして、これを「参考意見聴取シート」とし

て管理職に提出しております。管理職はこれも

参考にして評価を行い、当該教職員に対しまし

て、この結果をフィードバックする際に、他の
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教職員がどういった見方をしているのかを、必

要に応じて本人に伝えているところでありま

す。この教職員評価制度につきましては、これ

までも評価の方法や内容の工夫等改善を図って

きたところでありますけれども、今後とも、制

度の適切な運用によりまして、教職員の人材育

成と学校の組織力向上に取り組んでまいりたい

と考えております。以上です。

○太田清海議員 教職員評価制度というのは、

私は、校長先生が自分の責任でもって評価をし

ていくというのが基本的な形だろうと思うんで

す。それをお互いがというのは、やり過ぎじゃ

ないかなという感じもいたします。その辺があ

るとするならば、多少改善をすべきところはし

ていただきたいというふうに思います。

特に教育現場では、聞いた話ですが、先生が

一生懸命教えている、生徒から「三流大学じゃ

ないか」と言われたりする、非常にがくっとく

ることです。それは相手の子供さんの親がそん

なふうに言っているのかなとも思ったりするん

ですが。それから、運動会のときに花火を上げ

る。罵詈雑言の電話が学校にかかってきたりす

る、「何で花火を上ぐっとか」というようなこ

とで。昔に比べて、今の地域の中での難しい問

題も出てきていると思います。モンスターペア

レントの問題もありました。自分の子供がアル

バムの真ん中に写っていないじゃないかという

ようなこともあったりする、そういった世の中

になっていますので、先生方も非常に苦労され

ていると思うんです。ぜひこのあたり、ふわっ

とするような県の教育行政を追求していただき

たいなと思っております。

続きまして、基金事業についてお尋ねをいた

します。

高等学校の修学支援金基金事業において私立

高等学校の授業料が減免、その要件の中に市町

村民税均等割の世帯が加えられたと聞いており

ます。最近の経済状況の悪化を見ると、所得が

減った家庭については、税の制度上、均等割と

いうのは１年後に反映されますので、即効性が

ないのではないかというふうに思います。現行

制度ではこのような家庭に対する対応はどう

なっているのかということをお伺いしたいと思

います。県民政策部長。

○県民政策部長（高山幹男君） 私立高等学校

の授業料減免補助金についてでありますけれど

も、これは、私立高等学校が授業料を減免した

場合に、それに対して補助を行うことによりま

して、生活困窮世帯等の生徒の学費負担の軽減

を図ることを目的としておるわけでございます

けれども、その補助要件の一つに、「解雇、倒

産等による家計急変」というものがございま

す。御指摘の経済状況の悪化等に伴い収入が激

減した世帯につきましては、この要件を適用す

ることによりまして、家計が急変したその年度

から対応することが可能となっております。

○太田清海議員 家計急変ということで即でき

るということですね。これは本当にそのＰＲを

しないといけないと思います。知らない人がお

るということじゃいかんと思いますので、ぜひ

その辺はよろしくお願いしたいと思います。

最後に、総務部長にお伺いしたいと思いま

す。妊婦健康診査支援基金、こういったものは

６月議会で議決されたわけですが、この基金事

業、いわゆる３カ年とか２カ年という限りのあ

る事業で適用するのはちょっと問題があるんじ

ゃないかという気がしますが、市町村でも基金

が終わった後の問題もありますので、そのあた

りのお考えはいかがでしょうか。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のありまし
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た妊婦健康診査支援基金、こういった事業のよ

うに実施期間終了後の対応、２年なり３年なり

のその後の対応はどうするのかということでご

ざいますが、これらは地方が抱える喫緊の課題

に対応した事業でございます。さらに今回、従

来、財政措置のなかった部分に対して、経済対

策として臨時交付金により時限的な措置がなさ

れたものでございますけれども、その後の事業

継続のための財政措置について、現段階では示

されておりません。少子化対策など地方が取り

組むべき重要施策につきましては、その着実な

推進の観点から、財政措置の継続が必要でござ

いますので、基金事業の実施期間終了後に大き

な混乱が生じないよう、市町村を初め関係機関

との連携を図りながら、国に対して財政措置の

継続を強く要望してまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 以上で質問を終わりたいと思

います。残されたのは次の議会でやりたいと思

います。ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、権藤梅義議員。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 代表質問、

一般質問の最後の登壇者となりました。議場の

皆さんも大変お疲れと思いますが、気合いを入

れて質問したいと思いますので、最後までよろ

しくお願いいたします。

それではまず、国土形成計画について伺いま

す。前金子一義国土交通相は、衆議院選挙直前

の８月４日に、北海道と沖縄を除き全国を８ブ

ロックに分けた、今後10年の地域づくりの基本

となる広域地方計画を決定しております。国土

形成計画は、1962年から５次にわたって策定さ

れた全国総合開発計画（全総）にかわるものと

して、国主導の開発を見直し、地方の自発的取

り組みを尊重するため、全国計画とは別に、初

めて地方計画を定めたものであります。した

がって、これに先立ち、地方自治体や経済団

体、国の出先機関などでつくる協議会が原案を

つくり、各地の意見を募って修正を加えたもの

であります。また、国交・農林水産両省は同日

に、地方計画と連動して道路や港湾、農地など

の整備を進めるため、各地の５年間の「社会資

本の重点整備方針」も発表しております。この

中での九州圏としての役割は、日本の中でも東

アジアに最も近い位置にあることから、アジア

の企業や人材を受け入れるための環境整備を促

進し、交通網を充実させることにより、九州と

東アジアの日帰りビジネス圏を広げる。そして

集積が進んでいる自動車や半導体産業をさらに

成長させ、九州の発展を引っ張ること等がうた

われております。そこで知事に、東アジアと九

州、九州の中の本県の役割等がどのように期待

できると受けとめているか伺います。

また、九州や本県では、関西に次ぐ太陽電池

の集積地となる中、昭和シェル石油が、国富町

の日立プラズマディスプレイの土地、建物を活

用しＣＩＳ太陽電池製造工場に転用するとの朗

報もあります。さらに、若干遅きに失した感は

ありますが、南九州地域の自動車関連産業の取

引拡大を図ろうとする県は、企業同士の連携体

構築に動き始めているようであります。一方、

福岡県では、水素タウンの整備が９月から始ま

ると聞きます。これは、九州大学や新日鉄、ト

ヨタ自動車、東芝といった有力企業と福岡県な

どが一体となって水素の活用を現実化させよう

との力強い試みであり、三菱重工業やホンダな

どの福岡県以外の九州地区に生産拠点を持つ企

業も多く、九州全体に広がる可能性があると言

われております。少し飛躍しますが、沖縄発の

バイオ燃料ジャトロファの話も―本県でもテ
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スト的に一部栽培されているようですが―夢

でなくなりつつあると言われております。今

後、本県の工業化に向けて重要な時期を迎える

と思うのでありますが、知事のこれらに対する

認識を伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 九州圏広域

地方計画についてであります。ことし８月に策

定されました九州圏広域地方計画におきまして

は、「東アジアとともに発展し、活力と魅力あ

ふれる国際フロンティア九州」を基本目標に、

九州圏の今後の発展についてその基本的方向が

示されたわけであります。この中では、成長す

る東アジアを視野に入れ、自動車関連産業や環

境・エネルギー産業、農林水産業など、各地域

の特性や強みを生かした産業分野の成長を促進

するとともに、貿易の拡大や国際的な交流・連

携を深めていくこととされております。この中

で本県におきましては、「九州圏の持続的な成

長を実現する成長型・牽引型産業群の形成」に

おける太陽光関連産業や環境・バイオマス関連

産業、「東アジアへの近接性等を活用したフー

ド・観光アイランドの形成」における農林水産

業や観光産業など、本県の資源や強みを生かし

た産業振興の方向性が位置づけられたところで

あります。さらに、「九州圏の一体的な発展を

実現する基幹都市連携軸の形成」において、本

県の産業振興を図る上で重要な意義を有する東

九州自動車道や九州横断自動車道延岡線などの

社会基盤の整備促進が盛り込まれたところであ

ります。

続きまして、本県の工業化についてでありま

す。九州圏広域地方計画等を踏まえながら、私

は、本県工業振興の今後の方向といたしまし

て、本県のイメージにふさわしい太陽光関連産

業のさらなる集積や、林産資源、畜ふん等を活

用したバイオマス関連産業の創出など、新エネ

ルギー分野に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。また、本県の豊かな農産物等

を生かせる食品関連産業につきましては、その

生産拡大だけでなく、機能性食品等の開発を進

め、健康・医療分野への参入を目指してまいり

たいと考えております。さらに、自動車関連産

業につきましても、北部九州地区の集積を生か

して、県内企業の参入、取引拡大をより一層図

るとともに、電気自動車など次世代自動車への

転換も見据えた取り組みを進めてまいりたいと

考えております。〔降壇〕

○権藤梅義議員 ありがとうございました。

次に、米国とのＦＴＡ交渉について伺いま

す。

国際間の協議で大変難解な問題であると認識

をしておりますけれども、既にＷＴＯ交渉等の

スケジュールが非常に進んでおります。この問

題は、世界貿易機構（ＷＴＯ）の多角的貿易交

渉（ドーハ・ラウンド）の非公式閣僚会合とし

て、次官級会合が９月４日ニューデリーで開か

れ、次の段階として９月15日にジュネーブで再

開されております。その後、昨日から本日にか

けてピッツバーグでのＧ20金融サミットで何ら

かのメッセージを発する必要があると言われて

おります。ただ、４日と15日の会合では、あく

まで交渉日程や手法について話し合っただけ

で、具体的な争点が議論になったわけではない

とも言われております。４日の会議には主要国

は大臣が出席しましたが、日本からは石破前農

相は出席しませんでした。しかし一方では、主

要国の首脳間で合意した2010年中のラウンド妥

結に向けて一応の道筋を示したとする見方もあ
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ります。このような中で、米国など先進国は、

「自由化される品目の細部まで同時に詰めるべ

きであり、そのためには２国間交渉も重視すべ

きだ」という主張であります。この点が、イン

ドやブラジル等の工業化の途上国と利害が対立

し、特に昨年の場合、特別緊急輸入制限（セー

フガード）の発動要件をめぐって行き詰まって

しまったと聞いております。

そこで、ＦＴＡもＷＴＯも、もともと一連の

ものでありますし、もっと言うならば、農家の

所得補償制度もこれらにつながる論議であろう

と思うわけであります。そういう中で所得補償

やＦＴＡを各論として論じる向きもあります

が、農業県の知事として、また知事会として、

今日までどのような立場でこの問題に取り組ん

でこられたのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 経済のグローバル化

が進み、我が国の対外的・経済的発展や世界と

の協調・協力の重要性が高まる中で、現在、Ｗ

ＴＯの多国間貿易交渉が進められております

が、それを補完するＥＰＡやＦＴＡ、いわゆる

２国間協定の締結が近年急速にふえてきており

ます。ＷＴＯ交渉につきましては、その行方が

いまだ見えない中で、農業を基幹産業とする本

県においては、農業者はもとより関連産業も含

めた県経済への影響が懸念されることから、農

業分野の交渉に当たっては、食料安全保障の確

保や農業の多面的機能に配慮し、我が国農業の

持続的な発展が可能となるよう交渉すること、

万が一、重要品目数の確保などで我が国の主張

が配慮されない交渉結果となった場合は、国の

責任において、国内農業に与える影響を最小限

にとどめる十分な支援策を講じること等の提

案、要望を本県独自に行うとともに、九州及び

全国知事会などあらゆる機会を通じて働きかけ

てまいりました。

また、日米ＦＴＡ交渉に関しましては、現

在、民間レベルでの議論の段階と伺っておりま

すが、農業分野の対応については、我が国は今

や世界最大の農畜産物の純輸入国であり、仮に

競合する農畜産物がさらに市場開放されれば、

本県のみならず我が国の農業全体に致命的な影

響等を及ぼすことから、農業者の将来的な不安

等を払拭する観点からも、断固たる厳しい姿勢

で臨んでいただきたいと考えております。

○権藤梅義議員 ちょっと欲張って通告してお

りますので、次の問題に入らせていただきま

す。

次は、知事の「訴訟も視野に入ってくる」と

いう発言で、我々も何のことかなと思ったんで

すが、知事は、今月10日の県議会の招集日に記

者団に、「民主党が検討している補正予算の一

部執行停止が実施された場合に、法的根拠はど

う整理するのか。訴訟も当然視野に入ってく

る」と述べ、強い反対の態度を表明されており

ますが、その真意を伺いたいと思います。当

時、知事は、執行停止の民主党の態度そのもの

に反対したかったのか、それとも本当に法律に

触れるような行動を民主党がとると感じての発

言なのかであります。私などからしますと、一

国の政府が法に触れるようなことをするはずが

ないと思います。過去にも、原潜の寄港や自衛

隊の海外派遣の問題等で、常に内閣法制局が横

にいて判断を示してきました。今回も我々はそ

んなことをするはずがないと思いますし、知事

の見識にもかかわる問題と考えます。知事は政

治的に民主党にプレッシャーを与えるために

行った発言としか思えないのでありますが、い

かがお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 予算の執行停止に関
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しまして、マスコミの取材に対する私の発言

は、仮に執行停止が行われれば、本県を初め地

方公共団体に大きな混乱が生じることが懸念さ

れるため、適切ではないという気持ちから、強

い抗議として表現したものであります。いたず

らに法的な手段に打って出るという趣旨ではご

ざいません。マスコミの報道等によりますと、

さきの閣議決定に基づき、現在、各省庁におい

て対象事業を検討されているところであります

ので、地方における経済・雇用対策に支障を来

すことがないよう、全国知事会や「国と地方の

協議の場」を初め、あらゆる機会を通じて地方

の立場を強く訴えてまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 わかりました。

次に、東国原知事のマニフェストに基づく重

点施策「新みやざき創造戦略」の達成度につい

て、外部の有識者でつくる評価委員会は、９月

１日に2008年度の評価結果を知事に報告してお

ります。56項目のうち、進捗評価の７割はＡ評

価でありますが、成果の評価になると４割にダ

ウンしております。成果が順調な「Ａ」評価

は24項目、一定の成果は上がっているが努力を

要する「Ｂ」は29項目などとなっております。

昨年の評価公表の際に、県議会から「機能が不

十分」との意見がありまして、2008年度実績か

ら成果評価も加えることになったものでありま

すが、知事はどのようにこの結果等について受

けとめておられるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 政策評価につきまし

ては、新みやざき創造戦略を対象として、工程

表どおり実施できたかどうかを評価する進捗評

価に加え、今年度は、県民生活に及ぼした効果

等を評価する成果評価を行いました。その結

果、進捗についてはおおむね順調との評価であ

りましたが、成果については、今後努力を要す

るとされたものが過半数を占めており、各施策

の取り組みが成果に十分に結びついていない面

があるとの評価でありました。私といたしまし

ては、この評価結果を真摯に受けとめ、努力を

要するとされた項目については、その要因の分

析等を行った上で、今後の新たな施策・事業の

検討を行い、新みやざき創造戦略の推進に努め

てまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次に、７月16日の地元の宮日

の「くろしお」欄で以下のような指摘がされて

おります。

「橋本大二郎前高知県知事がかつて、政党と

の関係を厳しく戒めたことがあった。知事は政

党と関係を絶つべきだと。（中略）政党が知事

に近づく理由がある。知事の持つ現実的な権力

の近くにいて、その政党の所属議員や関係者が

自分の仕事のしやすい環境をつくるためとい

う。（中略）全国知事会が、与野党のマニフェ

ストの地方分権政策で特定政党支持を表明しな

いことを決定。代わりに政策を採点し、公表す

ることで一致した。（中略）特に東国原知事の

ような無党派を旗印に当選した知事が特定政党

支持を主張することに、多くの県民には戸惑い

が残る。（中略）多様な民意が交錯する知事会

の場が、単一方向に集約されること。採用され

なくてよかったが、その方向がミスリードした

際にどんな責任をとれるのか。

佐々木毅東京大前総長が新著「政治の精神」

（岩波新書）で「政治権力の魔性」に触れてい

る。その帰結としての堕落についても。権力は

陥りやすい自己陶酔をどこかで抑制しなければ

ならない。謙虚を映す鏡は常に「民」から送ら

れる」と述べています。

知事の国政転身騒動を総括した全員協議会の
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場で、知事は、政党との関係を、「今後はニ

ュートラルに戻して知事職に専念したい」と述

べたと私は記憶しているのでありますが、衆議

院選挙後の「自分が荷担していればもっと別の

結果になったのではないか」といった趣旨の発

言が聞かれますと、「何だ」ということになり

ます。大変失礼な引用を用いての質問でありま

すが、知事の言動は本当にニュートラルになっ

ているのか、所感を伺います。

○知事（東国原英夫君） さきの総選挙をめぐ

る私の一連の行動は、「宮崎のため、地方のた

め、地方分権・地域主権をかち取る」という私

の政治理念に基づくものであり、また全国知事

会と歩調を合わせた行動でありました。特に議

員が引用されました、全国知事会における政党

支持に関する発言は、政権選択選挙という機会

をとらえて、マニフェストを評価した上で、知

事会として地方分権に限定した政党支持を行う

ことが、地方分権を確実に前進させるために有

効ではないかと問題提起したものであります。

また、総選挙後の発言につきましては、さき

の総選挙における一連の私の対応が自民党大敗

の原因の一つではないかと尋ねられたことに対

して回答したものであります。この発言の趣旨

は、「多くの国民が自民党に変化を求めてお

り、また政治全体に変化を求めている。私も、

「日本のために、例えば中央集権から地方分権

へと国家のあり方を根本から変えるなど、政権

与党として自民党に自己変革していただきた

い」と申し上げました。しかしながら、こうし

た声に十分にこたえていただけなかったことが

敗因の一つではないか」とお答え申し上げたも

のであります。私は、県知事として、特定の政

党や団体の支援を受けず、いわゆる「しがらみ

のない県政運営」を基本的政治理念としており

ますので、今後とも、これまでと同様に中立、

不偏不党の姿勢でまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 十分ではありませんが、大体

わかりました。

次に、九州農業白書が発表されまして、九州

の2007年の農業産出額は前年比2.4％増の１

兆6,256億円と、２年ぶりにふえたことが報告さ

れています。一方では、担い手不足や高齢化等

で今後の生産体制は弱体化し、農業基盤は揺ら

いでいるとも警鐘を鳴らしております。しか

し、農商工連携や新商品開発、そして集落営農

やブランド化の推進など、工夫によっては今後

の農業に光明やたくましさを感じさせるところ

であります。

なお、白書によりますと、今後の課題解消に

向けて、生産体制の整備や地産地消の動き、さ

らには観光資源としての農業振興等の芽が育ち

つつあるとも指摘されております。また、自然

環境には恵まれておりますが、本県は消費地か

ら離れております。おのずと品目や分野も限ら

れるものと思いますし、ある程度集約された現

状ではあります。

しかし、さらに農業従事者が希望を持って農

業を続けるためには、行政としてどのような環

境整備が今後必要であり、県央地区と県南、県

北、あるいは平野部と中山間部でも違いがある

ものと思います。７月に本県で行われた全国農

業コンクールを前に、知事は熱く本県の農業振

興を語っておられますが、本県農業の課題と対

処するための施策の基本的な点をお示し願いた

いと思います。

また、農政水産部長には、県が取り組んでお

ります農業経営力強化支援事業の応募や進捗状

況などの現状をお尋ねします。
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○知事（東国原英夫君） 温暖な気候に恵まれ

ながらも、大消費地から遠隔地にある本県は、

冬場の施設野菜や畜産を中心に集約的な施設型

農業を展開してきた結果、ピーマンを初めキュ

ウリ、肉用牛、豚、ブロイラー等で全国上位の

生産量を誇るなど、全国屈指の農業県に発展し

てまいりました。しかしながら、本県農業も担

い手の減少や高齢化が進む中で、原油・配合飼

料価格の高騰を初め、景気悪化による農畜産物

価格の低迷など、かつて経験したことのない大

変厳しい経営環境に直面しており、新たな変革

の時を迎えていると考えております。そのため

にも、あらゆる分野の人・技術と連携しなが

ら、これまで培ってきた農業資源と潜在能力を

フル活用した収益性の高い生産構造への転換が

急務と考えております。具体的には、多様な担

い手の参入を促し、育て、支える環境づくり、

「宮崎産なら安全・安心」といった消費者に信

頼される産地づくりや、農産物加工による付加

価値向上と物流の効率化、自然エネルギーやバ

イオマス資源を活用し、環境に配慮した低コス

ト生産構造への転換、農業を核とした中山間地

域の活性化と農商工連携による総合的な産業へ

の推進などに取り組み、農業者の所得向上を通

じて、農業者が誇りとやりがいの持てる「魅力

ある宮崎の農業」を確立してまいりたいと考え

ております。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業経営力強

化支援事業についてでありますけれども、この

事業は、国のふるさと雇用再生特別基金を活用

しまして、農業・農村における雇用創出を図る

ため、経営規模の拡大や多角化を目指す農業法

人や認定農業者に対しまして、新規雇用に要す

る経費を支援するものであります。７月に事業

の公募を行いまして、当初目標の70名を上回

る75名の新規雇用を行います44の農業法人を決

定し、現在、それぞれの法人等において雇用が

進められているところであります。各法人等の

経営力強化に向けた具体的な取り組み内容とし

ましては、業務用野菜の需要に応じた経営規模

の拡大、建設業から農業への新規参入、耕作放

棄地の再生に取り組む新たな法人の設立などと

なっております。このような取り組みによりま

して、農業生産の中核を担う法人の育成はもと

より、法人就農による新たな担い手の育成・確

保を通じて生産体制の強化が図られるものと考

えております。以上であります。

○権藤梅義議員 ぜひ頑張っていただきたいと

思います。

次に、高原町の県畜産試験場から県産和牛の

冷凍精液が盗まれた事件は、県警の努力により

まして事件の全貌が把握され、裁判も開かれ収

束に向かいつつありますが、我々に２つの教訓

といいますか問題を認識させてくれました。一

つは、管理の難しい冷凍精液ではありますが、

本県畜産業の宝でありますから、貴重品扱いの

管理を行ってほしいと県民は希望しているもの

と思います。そこでまず、農政水産部長に伺い

ますが、管理上のこれまでの問題点と、再発防

止に向けての改善点を伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ストローの管

理についてでございます。従来の畜産試験場に

おける冷凍精液の管理体制等につきましては、

場内の複数の箇所に保存されていたことや、施

錠が万全でなかったことなどの不備、さらには

県有財産管理に対する認識不足があり、このこ

とが今般の盗難事件の誘因になったものと考え

ております。このため畜産試験場では、分散し

ていた保管場所を１カ所に集めて集中管理しま

すとともに、侵入防止さくの設置や二重施錠の
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実施、パスワードを利用した警備システムの導

入などの再発防止策に直ちに取り組んだところ

であります。また、凍結精液の在庫管理を強化

しますとともに、職員に対する危機管理意識の

徹底にも努めているところであります。今後、

二度とこのようなことが生じないよう、再発防

止の徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○権藤梅義議員 次に、今回の事件を通じて、

県外への流出、特に遠くはライバルでもありま

す北海道まで流出しており、過去において相当

に常習化していたのではないかという疑問も持

たれております。最新の技術では、１本のスト

ローから最大数十個の受精卵をつくる技術も発

達しております。また、本県においては、優秀

な種雄牛を育成するため、年間約２億円からの

コストをかけて宮崎方式と呼ばれる供給体制を

とってきました。しかし、今回の事件で明らか

になったことは、県外流出の防止についても、

確認事項であって法的強制力がないため、今後

も流出する可能性はありますし、特に児湯・西

都の会員への域内の提供においては、提供しな

いことは独占禁止法に触れるということも言わ

れております。そこで農政水産部長に、今後の

宮崎方式の供給体制と県外流出の防止について

どのような検討が行われているか伺います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ストローの供

給体制でございますが、県有種雄牛は、社団法

人宮崎県家畜改良事業団で一括管理を行ってお

りまして、その精液ストローは、各地域の家畜

改良協会を経て家畜人工授精師に譲渡されてお

ります。精液ストローの譲渡を受けた家畜人工

授精師は、その利用状況を情報入力システムに

よりまして家畜改良事業団へ報告することに

なっております。しかしながら、現行のシステ

ムでは、精液ストローを毀損した場合や、実際

にみずから使用しなかった場合などは把握でき

ないこと、また使用の都度報告することが担保

されていないことなどから、すべての利用状況

が十分確認されているとは言えない状況にござ

います。そこで、県といたしましては、適正な

流通を確保していくため、今般、関係団体等か

ら成る協議会を設置しまして、精液ストローの

すべての利用状況がタイムリーに報告され、県

内の利用状況を踏まえた厳格な需給管理が可能

となるような新たなシステムづくりについて、

現在検討を進めているところであります。

○権藤梅義議員 次は、新型インフルエンザ

―これは大変たくさんの方が質問しておりま

すが、私も伺います。

県は、全国に先駆けまして、新型インフルエ

ンザ対策強化のため、課長級の「感染症対策

監」を新設する人事を発表しております。これ

までの全国や厚労省の立場は、流行を防止する

立場であったと思うのですが、この水際作戦

は、最善を尽くしましたが、残念ながら防ぎ得

ませんでした。現在までに新型が、ソ連型、香

港型等次々に発生してきております。今回も、

これを既定の方針として、拡大や流行を抑える

方向に向かうべき時期に来ているのではないか

と思います。そこで、一つには、県民がインフ

ルエンザの状態を認識した場合の処方、つま

り、通常の場合かかりつけ医に診てもらう等、

医療現場の混乱を防ぐためには、県民や患者の

不安を解消し、スムーズにリードすることが大

切と考えます。そのためには、専門的な、ウイ

ルスや学校の休校の基準も大切ですが、県民の

側から見た予防措置としての注意事項、手洗い

やうがい、ワクチン接種の優先順位や発病した

場合の心がけ、学校や学級閉鎖の対処の仕方な
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ど、余り大騒ぎせずに県民が自然体で対処でき

るようにしていくことではないかとも考えま

す。今後の対応について福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 新型インフル

エンザの予防としましては、まず、県民の皆様

が、予防の基本である手洗いやうがいを徹底し

ていただくことであります。特に持病をお持ち

の方などは、流行期にはできるだけ外出を控え

るなどしていただくことが大事です。また、持

病のある方にはワクチンが優先接種されること

になっております。もし発熱やせきなどのイン

フルエンザの症状がある場合は、あらかじめお

近くの医療機関へ相談の上、マスクを着用して

受診していただくようにしております。なお、

万一学校などにおいて集団感染が発生した場合

は、臨時休業等の要請基準に基づき、学級閉鎖

等の措置を行っていただくこととしておりま

す。県といたしましては、県民の皆様に新型イ

ンフルエンザの正しい知識を得ていただくた

め、対応ハンドブックの作成・配布や、県庁

ホームページなどを通じた普及啓発を図ってい

るところであります。以上でございます。

○権藤梅義議員 次は、雇用を初めとする労働

問題を、知事並びに商工観光労働部長に伺いま

す。

この９月８日に今月の月例経済報告がなさ

れ、失業率が過去最高の5.7％を記録し、最後の

記者会見に臨んだ林経済財政担当相は、「景気

はまさに正念場。経済対策が民間需要の自立的

な回復につながり切っていないので、新政権に

は、慎重に景気対策に配慮した経済運営をやっ

てもらいたい」と要望されております。雇用動

向調査の内容を見てみますと、正社員やパート

タイム労働者など常用の労働者全体のうち、就

労や転職で新たに事業所に採用された人の割合

を示す入職率は、前年度より1.7ポイント低

い14.2％と３年連続で低下しておりますし、離

職率は14.6％と入職率を上回っております。そ

こで、本県においても同様の内容かと思います

が、本県の各種の指標と産業別の分析等を商工

観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 雇用関係

の各種指標についてでございますけれども、ま

ず、有効求人倍率につきましては、直近の７月

で0.40倍となっておりまして、新規求人数を見

ますと、産業別では、特に製造業が前年同月比

で328人、約４割の減となっております。

次に、新規高等学校卒業者の求人倍率につき

ましては、直近の８月で0.33倍となっておりま

して、昨年同月が0.53倍でありましたので、大

変厳しい状況となっております。求人数を見ま

すと、産業別では、特に製造業が前年同月比

で344人、約５割の減となっております。

次に、事業所規模５人以上の入職率及び離職

率につきましては、毎月勤労統計調査によりま

すと、直近の６月で、入職率が1.42％に対しま

して離職率が1.65％となっております。産業別

では、特に飲食店・宿泊業が、入職率1.73％に

対しまして離職率が7.47％となっております。

最後に、雇用保険受給者数につきましては、

直近の７月で１万1, 3 1 1人と、前年同月比

で2,952人、約４割の増となっております。産業

別では、特に製造業が3,487人と、前年同月比で

約2.5倍となっております。

以上のように、求人が大変減る中で離職者が

多くなっているなど、大変厳しい雇用情勢が続

いているところでございます。

○権藤梅義議員 ただいま部長にお答えいただ

いて、大変な状況だという認識を改めてしたと
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ころでありますが、お答えいただいた問題点や

問題意識を踏まえまして、基本的な政策に加え

て、今回、国の経済対策等で雇用の創出を試み

ようとしているわけでありますが、その内容と

期待される効果等について、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） ただいま担当部長が

申しましたとおり、雇用情勢は大変厳しい状況

にありますことから、県では、６月に策定した

新たな経済・雇用対策に基づき、国の経済対策

による事業を最大限活用しながら各種の事業を

実施しているところであり、今回の補正予算に

も総額366億円を計上しているところでありま

す。具体的には、ふるさと雇用再生特別基金事

業などの直接的な雇用対策で３億5,000万円余の

予算を計上しておりますが、これまでの対策と

あわせて30億4,000万円余の事業により、1,638

人の雇用を見込んでおります。このほか、すそ

野の広い、雇用に即効性のある公共事業を実施

することとしております。

また、中長期的な視点からの産業づくり対策

といたしまして、産業基盤の整備による既存産

業の活性化や、農商工連携等、本県の特性を生

かした新産業の創出に向けた事業などを引き続

き実施してまいります。これらの対策によりま

して、県内の雇用の場が確保・創出されるとと

もに、将来における雇用の安定につながる礎づ

くりが図られるものと考えております。大変厳

しい雇用情勢の中でありますことから、今後と

も県民生活を支える雇用の確保に向けて、全力

で取り組んでまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、最低賃金の引き上げに

ついて部長に伺います。厚生労働省は、2009年

度に実施する都道府県別の最低賃金、一般に言

う時間給の改定見直しを９月２日に発表してお

りまして、45都道府県で据え置きが２県あるほ

か、年間１円から25円引き上げる方向と聞きま

すが、本県の実情を伺いますと同時に、今後の

効力発生までの手続等を商工観光労働部長に伺

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 今回の最

低賃金の引き上げにつきましては、大変厳しい

経済情勢の中で、本県労働者の賃金実態などの

実情を踏まえ、国が設置しております審議会に

おきまして、公益・労働者・使用者代表の各委

員が慎重に審議されまして決定されたものであ

ると認識しております。なお、今後の手続につ

きましては、９月14日に宮崎労働局長が最低賃

金決定の公示を行ったところでございまして、

公示期間が満了する10月14日以降は、県内のす

べての労働者に適用されることになります。

○権藤梅義議員 次は、障がい者雇用の問題で

あります。景気の低迷で、2008年度に解雇され

た障がい者は、前年度の1.8倍の2,774人に上る

と言われておりまして、ハローワークを通じて

求職のあった12万件近くに対して、就職できた

人は４万4,000人で、就職率は37.1％と報じてお

ります。前年度より５ポイント以上下がってい

るようであります。日本の企業には、障害者雇

用促進法により全従業員数の1.8％の障がい者を

雇うことが義務づけられております。ドイツや

フランスでは５～６％の雇用率のようでありま

すが、国内では実際には1.59％で、過半数の企

業が未達成だと聞きます。本県の実情と課題を

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、障がい

者雇用の現状についてでありますが、宮崎労働

局の調査では、平成20年６月１日現在で、法定

雇用率1.8％が適用される県内企業559社のう

ち、法定雇用率を達成した企業の割合は63.3％

で、都道府県別で２位となっております。ま
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た、障がい者実雇用率は1.97％で、都道府県別

で７位となっております。

次に、課題についてでありますが、障がい者

が身近なところで就業の相談ができ、必要な支

援が受けられる体制の整備や、企業の障がい者

雇用に対する理解の促進が重要であると考えて

おります。このため、障がい者の就業・生活に

関する総合相談窓口である「障害者就業・生活

支援センター」を５カ所設置するとともに、企

業向けセミナーや企業における職場実習の受け

入れ促進などの取り組みを推進しているところ

であります。県としましては、厳しい経済状況

の中ではありますが、今後とも、宮崎労働局等

の関係機関と連携し、障がい者雇用の促進に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○権藤梅義議員 次は、観光振興について伺い

ます。

2008年に本県を訪れた県外からの観光客は448

万4,000人で、東国原効果と言われる昨年の3.5

％増から、一転して対前年比1.1％のマイナス。

県内を合わせた観光客数は1,217万7,000人で、

前年を1.4％割り込んでおります。また同時に、

県内上位20カ所の観光地と施設ごとの訪問客数

も公表されています。１位はやはり高千穂峡

の149万6,000人、13.7％増であり、２位は鵜戸

神宮の102万6,000人、15.5％増であります。特

筆すべきはやはり県庁であり、47万1, 0 0 0

人、73.1％増、このルート上の平和台公園44

万7,000人、9.5％増などであります。関係者の

努力のせいか、あるいはまた不況のせいかわか

りませんが、青島と青島神社74万5,000人、11.7

％増、宮崎神宮50万9,000人、14.8％増が目立

ち、軒並み10％以上落ち込んだ中で大変健闘し

ております。そこで、県の観光調査の結果をど

のように知事は総括しておられるか。

さらには、景気後退や、長崎線や台湾線の廃

止・運休などのマイナス要因も考えられる中、

来年度以降の観光振興の強化のため各観光地に

求めることや、行政としての支援をどのように

考えているか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 平成20年の観光客数

につきましては、神話やいやしなどに関連する

観光地の一部は増加しておりますが、世界的な

経済不況などで旅行環境が悪化したこともあ

り、県全体としては前年に比べ減少しておりま

すので、今後は、県内観光地全体の底上げを

図っていく必要があります。このようなことか

ら、今年度新たに、主要観光地を見詰め直す観

光地総点検を、地元市町村等と連携しながら実

施しているところであります。また、宮崎観光

遺産や恋旅プロジェクトなどの新たな取り組み

も始めたところです。今後とも、市町村等への

必要な支援や、民間の主体的な活動の促進を図

るとともに、私も先頭に立ってアピールし、県

全体の観光振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○権藤梅義議員 引き続き観光関係の質問です

が、リクルート社の１万8,000人を対象とした調

査結果について伺いたいと思います。まず、

「九州の宿泊旅行好評」との観点から、沖縄に

続き大分が３位、熊本４位、長崎が５位、鹿児

島８位となっており、本県は残念ながら入って

おりませんが、この結果をどのように見ている

か伺います。

また、魅力ある特産品や土産物では、鹿児島

県が２位、長崎が５位、宮崎が８位に入ってい

ますが、その評価の内容をどのように見ている

か。

また、知事が最も力を入れておられる「地元
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の人のホスピタリティー（もてなしの心）を感

じた」との評価は、１位沖縄、２位鹿児島の順

で、宮崎が５位、熊本が７位となっています

が、これらの評価結果等を踏まえてどのように

観光客増に結びつけようと考えておられるか、

知事のお考えを伺います。

○知事（東国原英夫君） リクルート社の調査

によりますと、本県は、宿泊施設の評価につい

てはランク外でありますが、土産品とホスピタ

リティーについては、全国でも上位にランクさ

れております。これらは、いずれも観光振興を

図る上で重要でありまして、さらに充実を図ら

なければならないと考えております。特にホス

ピタリティーについては、おもてなし日本一を

目指して積極的な取り組みを進めていきたいと

考えております。そのため昨年度から、観光関

係団体等のおもてなし向上の取り組みを支援す

るとともに、県民への啓発活動等を展開してお

りまして、先般、県で取りまとめた調査結果で

は、本県のおもてなしに対して｢満足｣と答えた

観光客の割合は86.5％で、前年より約11ポイン

ト増加しているところであります。今後とも、

本県を訪れた方々に、「来てよかった」「また

来たい」と思っていただけるような、「おもて

なし日本一 宮崎」の実現に向けて努力してま

いりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、エバー航空の台北線運

休の問題であります。昨年度、前任の県民政策

部長がエバー航空本社に出向いた際に、我々も

日台議連の調査団、訪問団の第一陣として同席

する機会を得ました。エバー本社の議論は、昨

日、星原議員の質問にもありましたので重複は

避けますが、一つには、台湾側の乗客の苦情と

して、免税店の店や品数が貧弱なことや、石川

県と同時に就航した台湾便でありますが、当初

の予測に反して石川県の搭乗率がはるかに高

く、もっと努力してほしい旨の意見の内容だっ

たと記憶しております。一方、南九州地域とし

て鹿児島県が中華航空と交渉を進めている情報

について、知事は既に御存じと思いますが、新

幹線の開通後を見越して着々と準備を進めてい

ると聞きます。そこで、エバー航空の発表に当

たって、事前に何らかの説明を受けていたの

か。また、その後の対応はどのようなことをし

たのか。さらに、７月、８月の搭乗率は高かっ

たと聞きますが、今後の再開に向けた情報等は

あるのか、知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 今回の台北線の運休

につきましては、エバー航空から突然連絡が

あったものでありまして、最近の搭乗率は70％

を超えるなど、これからに期待をしていただけ

に、大変驚くとともに残念に思ったところであ

ります。また、その後の対応につきましては、

直ちに担当課長を台湾に派遣し、エバー航空へ

運航継続を要請するとともに、９月20日から

は、担当部長を台湾に派遣し、エバー航空や台

湾の航空当局に、早期再開の要請や再開に向け

た御協力をお願いしたところであります。今後

につきましては、エバー航空は、需要の動向等

を再度詳細に分析し検討したいとのことであり

ます。県といたしましては、早期の定期便再開

に向けて、今後とも航空会社や関係機関に積極

的な働きかけを行うなど、あらゆる努力をして

まいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次に、2011年春の九州新幹線

鹿児島ルート全線開通に向けた、熊本、鹿児

島、宮崎３県の観光ルートの開発は注目されて

いるところでありますが、現在の検討内容や、

今後充実すべき取り組み、さらには10年度との

つなぎ等について、商工観光労働部長に伺いま
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す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州新幹

線全線開通を本県の観光振興に生かすために

は、魅力的な観光ルートを開発すること、そし

てまた、それを旅行商品につなげていくことが

重要であると考えております。このため、現

在、県内の市町村、宿泊施設、各種交通機関等

と一体となりまして、レンタカーや高速バスの

利便性向上などの２次アクセス対策を検討して

いるところでございます。また、隣県も含めた

魅力ある広域的な観光ルートづくりや、新幹線

停車駅から観光地をめぐりながら本県につなぐ

観光バスルートの実証実験等にも取り組んでお

ります。なお、これらの観光ルートづくりで

は、阿蘇、人吉、霧島地域などの隣県の観光地

等との連携が重要でありますので、今後ますま

す強化してまいりたいと考えております。また

九州観光推進機構でも、新幹線効果を沿線以外

の地域へ波及させるための周遊プランづくりな

どを実施することとしております。以上でござ

います。

○権藤梅義議員 次は、生活保護の問題であり

ます。

雇用情勢の悪化などを背景に生活保護の受給

者が急増している問題で、全国の受給者は今年

３月で119万2,745世帯となりまして、11カ月連

続で最多記録を更新中とのことであります。特

に、昨年12月から毎月１万人を超えるペースで

増加し、増加幅も大きくなっているようです。

財政負担の割合は、国が４分の３、自治体が４

分の１を担っており、とりわけ都市部の自治体

は財政負担の増大で悲鳴を上げております。大

阪市は８月、臨時的任用職員を55人採用予定し

ているが、それでも追いつかない状況といいま

すし、名古屋市中村区役所では担当職員の残業

は月100時間を超える状況といいます。そこで伺

いますが、本県の都市部の増加傾向と対応の実

態、並びに県として協力すべきことを福祉保健

部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 本県におきま

しても、被保護世帯は昨年度以降、増加傾向に

あり、平成21年８月の速報値では１万892世帯に

達し、昨年同月と比較すると、市部で811世帯、

郡部で99世帯増加しております。特に増加の大

きい宮崎市では、21年４月１日付の人事異動で

職員の配置増が行われたところでありますが、

その後も被保護世帯の増加が続き、現在は社会

福祉法の標準配置数を下回っております。この

ため、今月初めに実施しました指導監査におい

て、人員の確保をお願いしたところでありま

す。県としましては、各福祉事務所において生

活保護が適正かつ円滑に実施されるよう、生活

保護に従事する職員に対する研修や個別ケース

についての助言・指導を行うなど、職員の資質

の向上に努めているところであります。以上で

ございます。

○権藤梅義議員 生活保護の制度は、1950年の

制度開始以降、抜本的に見直されたことはあり

ませんでした。現行制度は、医療、住宅、教

育、介護など８つの扶助分野で、健康で文化的

な最低限度の生活に必要な基準額を設定し、収

入が基準合計額を下回る場合は、その差額が世

帯ごとに支給される制度となっております。ま

た、全国知事会と全国市長会による「新たな

セーフティネット検討会」は、2006年に提案を

まとめ、稼働世代のための期限を切った有期保

護制度の創設、高齢者世帯対象制度の分離、収

入などが生活保護受給要件に近いボーダーライ

ン層に対する就労支援制度の創設等を柱とする

提案をまとめています。そして、この座長を務
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めた地方財政審議会の木村陽子委員は、「今の

制度は、貧困原因が違う高齢者も就労可能な世

代も一緒くたにして見ている。貧困との闘いに

おいて有効ではない」と語っておられます。こ

れらの状況を踏まえまして、県や市町村は、生

活保護制度の運用に就職支援を初め注意を要す

ると言われておりますが、福祉保健部長の現状

認識と今後の対応を伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 生活保護につ

きましては、少子高齢化や家族形態の変容と

いった社会状況への対応や、最近の経済環境、

雇用情勢への対応が求められているところであ

ります。このような状況の中、県としまして

は、被保護世帯の生活の再建を図るため、単な

る経済的給付だけでなく、就労支援を初めとし

た自立支援の取り組みを推進するとともに、

「保護を受けるべき人が受け、保護を受けては

ならない人は受けない」という、いわゆる漏

給・濫給防止に努め、生活保護の適正実施を

図ってまいりたいと考えております。

○権藤梅義議員 次は、全国の自治体が2006年

度から2008年度に、特別養護老人ホームや介護

型療養病床などの介護施設の目標を設定しまし

たが、現実にはマイナス等が生じている事例が

あります。これは、さきに71．数％というお話

もありました。福祉保健部長に、今回の計画未

達成が大きかった理由と、本県の待機者の実情

や今後の対策をどのように考えておられるか伺

います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 介護保険施設

の整備目標774床に対して、実績マイナス29床と

の報道につきましては、介護保険施設のうち介

護療養病床がマイナス640床となったことが大き

な要因であります。これは、640のベッドがなく

なったわけではなく、同数が医療療養病床や一

般病床等に移行したためでございます。しか

し、これらの介護療養病床が廃止される23年度

末までは、いつでも再び介護療養病床へ復帰す

ることも可能とされておりますので、20年度末

までの計画期間中に640床分の受け皿を整備する

わけにもいかなかったということであります。

なお、介護療養病床は平成23年度末で廃止され

ますので、それまでには特別養護老人ホームな

どの施設整備等を行い、確実に受け皿を整備す

ることとしております。

○権藤梅義議員 次は自殺対策でございます

が、県の自殺対策推進協議会が今月９日に開か

れました。県内の自殺者数は363人ということ

で、昨年よりも31人減って、全国で４番目に

なったわけであります。依然として深刻な問題

であるということを確認いたしました。意見交

換の場では、ＮＰＯ法人宮崎自殺防止センター

の甲斐妙子所長からの、「自殺防止に向けた活

動も３年目。啓発事業から、未遂者や自殺者の

遺族支援へのステップアップが必要だ」という

意見もありますし、細見潤・県精神神経科診療

所協会会長は、「自殺とアルコール」という問

題を指摘されております。今後のあり方として

は、自殺の多くは、その背後に社会的な問題が

あり、防ぐことができるという観点から、主要

な要因を把握して対策を立てるべきと思います

が、福祉保健部長の考えを伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年の県

警本部の統計によれば、自殺の要因は、健康問

題が最も多く、次いで経済・生活問題や家庭問

題などが挙げられております。県では、「自殺

ゼロ」プロジェクト推進事業の中で、うつ病に

対応できるかかりつけ医の養成や、自死遺族支

援者に対する研修などを行い、自殺の危険性の

高い人を早期に発見し、適切に対応できる人材
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の育成に努めているところでございます。ま

た、地域の実情に応じたきめ細かい対策を実施

する市町村に対し、補助を行うこととしたとこ

ろであります。さらに、要因の一つである多重

債務につきましては、相談機能の強化や相談窓

口の周知、金融教育などに取り組んでいるとこ

ろであります。県としましては、さきに創設し

た地域自殺対策緊急強化基金を活用し、民間団

体等の意見も踏まえながら、市町村や関係機関

と協力して、より効果的な自殺対策を進めてま

いりたいと考えております。

なお、先ほどお尋ねがありました入所待機者

の実情と今後の対策について、漏れておりまし

たのでお答えいたします。

特別養護老人ホームの入所待機者の実情と今

後の対策についてでございますけれども、平

成20年３月末での特別養護老人ホームの待機者

は3,200人余りとなっております。これらの待機

者対策として、21年度からの第４期計画を着実

に実行するとともに、今回、補正予算をお願い

しております介護基盤緊急整備等臨時特例基金

を活用して、小規模特別養護老人ホームや認知

症グループホームなどの整備を行うこととして

おります。なお、基金を活用した整備は、第４

期計画の上乗せ整備ということでございますの

で、介護保険財政への影響を十分検討すること

を条件に、市町村と協議を進めているところで

ございます。

○権藤梅義議員 教育長に対する質問を１問残

しましたが、時間が参りましたので、これで終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中村幸一議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○中村幸一議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。質疑についての発言時間は１

人10分以内といたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 一般質問に続いて

ですが、議案に対する質疑をさせていただきま

す。

議案第１号「平成21年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」について、今回の補正は、主

に経済・雇用対策の実施に伴う予算として、一

般会計で449億4,000万円余が計上されました。

今回の補正予算が、落ち込んだ経済や雇用の創

出に有効活用され、直接、県民の暮らしの支援

につながるよう期待をするものです。

その上に立って、まず、新たな４つの基金造

成事業について、社会福祉施設等耐震化等臨時

特例基金事業、介護職員処遇改善等臨時特例基

金事業、介護基盤緊急整備等臨時特例基金事

業、そして高等学校等生徒修学支援基金事業に

ついて、その事業内容と具体的な事業計画を御

説明ください。とりわけ、介護職員処遇改善等

臨時特例基金事業については、実質約２年半の

事業となりますが、その後の対応はどのように

考えておられるのかお伺いしたいと思います。

次に、生活福祉資金貸付事業について、低所

得者への生活支援をより充実させるために、国

の制度見直しが図られたようですが、どのよう

に改善されたのかお聞かせください。

次に、臨時特例つなぎ資金貸付事業につい

て、事業内容と具体的な事業計画をお聞かせく

ださい。

また、雇用対策関連事業での雇用実績につい

て伺いたいと思います。

あわせて、失業者数はどの程度把握しておら
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れますか、お伺いをいたします。

次に、議案第７号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

す。今回、新規の手数料及び手数料の引き上げ

に関するものが提案をされています。その内容

と引き上げ理由をお聞かせください。

また、この新規手数料の徴収と手数料の引き

上げによる増額見込みについてもお聞かせくだ

さい。

次に、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」について、県

立泉ヶ丘高等学校附属中学校の新設についての

基本的な考え方を伺いたいと思います。

また、新設するに当たって、保護者や地元の

意見をどのように掌握されたかについても伺い

たいと思います。

それぞれ担当部局から御答弁をいただきたい

と思います。お願いいたします。以上で壇上か

らの質疑を終わります。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金

事業についてであります。事業内容につきまし

ては、国の交付金を活用して基金を設置し、地

震や火災発生時に自力で避難することが困難な

方が多く入所する社会福祉施設等の安全・安心

を確保するために、施設の耐震化及びスプリン

クラー整備を促進するものであります。具体的

な事業計画ですが、本年度、基金の積立金とし

て12億4,700万1,000円、スプリンクラー整備事

業として、障害福祉関係施設の２施設分6,037

万9,000円を計上しております。なお、本年度は

耐震化整備の計画はございません。

次に、介護職員処遇改善等臨時特例基金事業

についてであります。事業内容につきまして

は、国の交付金を活用して基金を設置し、介護

職員の賃金改善を行う事業者に直接、介護職員

処遇改善交付金として助成する事業でありま

す。具体的な事業計画ですが、本年度の基金積

立金として29億6,114万4,000円、21年度分の交

付金として５億5,890万9,000円を計上しており

ます。なお、国はこの事業を平成23年度までと

しておりますが、その後につきましては現在の

ところ不明であります。

次に、介護基盤緊急整備等臨時特例基金につ

いてであります。事業内容につきましては、国

の交付金を活用して基金を設置し、小規模特別

養護老人ホーム等の整備を促進するとともに、

既存の特別養護老人ホーム等におけるスプリン

クラー整備を支援するものであります。具体的

な事業計画ですが、本年度、基金の積立金とし

て10億41万6,000円、また今年度事業分として、

介護施設の整備事業が５億5,600万円、スプリン

クラー整備事業が４億4,400万円の計10億円を計

上しております。

次に、生活福祉資金貸付事業についてであり

ます。この事業の改善点としましては、資金種

類の整理・統合、連帯保証人要件の緩和、貸付

利子の低減化等の見直しが行われたところであ

ります。

次に、臨時特例つなぎ資金貸付事業について

であります。事業内容につきましては、公的給

付制度等を申請中の住居のない離職者に対し

て、当該給付金等の交付を受けるまでの当面の

生活費を迅速に貸し付けるものであります。貸

付限度額は10万円以内、貸付利率は無利子で、

連帯保証人は必要としません。なお、本年度の

貸付原資として約2,900万円を予定しており、今

後の申請状況に応じて貸し付けを行うこととし

ております。以上であります。〔降壇〕



- 321 -

平成21年９月25日(金)

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

緊急雇用対策関連事業での雇用実績などにつ

いてでございます。県では今年度から、ふるさ

と雇用再生特別基金事業などを市町村と連携し

て実施しているところでございまして、今回の

３億5,000万円余の補正予算とこれまでの対策と

を合わせまして、1,638人の雇用を見込んでいる

ところでございます。

また、県内の失業者数でございますが、総務

省が実施しております労働力調査では、平成21

年４月から６月期平均で２万6,000人と公表され

ております。ただし、これはあくまでモデル推

計値であるため、正確な失業者数につきまして

は、来年実施される国勢調査で明らかになるも

のと考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

初めに、高等学校等生徒修学支援基金事業に

ついてであります。この事業は、国の補正予算

を活用して基金を造成し、３年間の臨時的な措

置として、経済的理由により修学困難な高等学

校等生徒の教育機会の確保を図るものでありま

す。事業の内容は、基金を取り崩して財源に充

て、知事部局所管の私立高等学校授業料減免補

助金と、教育委員会所管の高等学校等生徒を対

象とする県奨学金事業への資金補給の２つを行

うものであります。このうち教育委員会所管の

事業は、宮崎県育英資金による平成20年度の奨

学金貸与者実績を基準として、平成21年度か

ら23年度までの各年度ごとに、貸与者が増加し

た分に対して、その経費を本基金から充当する

ものであります。基金の額は６億5,000万円と

し、また、本年度の貸付金等として１億円余を

計上しているところであります。なお、平成23

年度末における事業終了後、基金に残余がある

場合には、国に返還することになります。

次に、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。都城泉ヶ丘高等学校附属中学校は、本

県中等教育の一層の活性化を図るとともに、中

高６年間の計画的・継続的な特色ある教育活動

を通して、郷土の産業や医療等の中核となる人

材はもとより、次代の日本や世界を切り開く人

材の育成等を目的として設置するものでありま

す。新たな県立中学校を都城泉ヶ丘高等学校に

併設することとしましたのは、設置目的を実現

するために理数科に接続するのが効果的である

こと、また、余裕教室の数や体育館の広さなど

中学校を併設するために必要な施設・設備が

整っていること、さらには、遠方から通学する

生徒の交通の利便性などをもとに、総合的に判

断したことによるものであります。なお、新た

な中高一貫教育校の設置に当たりましては、平

成18年度に開催しました宮崎県学校教育改革推

進協議会や、北諸県地区での地区別協議会、及

び平成19年度の中高一貫教育校調査・研究委員

会などで保護者や有識者などからの御意見をい

ただき、それらを踏まえて決定したところであ

ります。以上です。〔降壇〕

○警察本部長（鶴見雅男君）〔登壇〕 お答え

します。

「警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部

を改正する条例」関係についてであります。猟

銃等に係る警察関係手数料につきましては、銃

砲刀剣類所持等取締法の関係手数料の標準を定

めた政令、「地方公共団体の手数料の標準に関

する政令」を基準といたしまして、条例で手数

料額を定めているところであります。今回の改
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正内容及び引き上げの理由でありますが、近年

の猟銃による凶悪事件発生等を踏まえまして、

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

が公布をされまして、猟銃等の所持許可に関し

ては要件の厳格化を図ることとされたところで

あります。これによりまして新たな制度とし

て、75歳以上の方が銃砲刀剣類の所持許可を受

ける場合または猟銃等の所持許可を更新する場

合の認知機能検査の導入がなされ、また、猟銃

の所持許可または更新を受ける場合に、猟銃の

操作及び射撃技能に関する講習の受講義務が新

設をされ、さらに、14歳以上18歳未満の者が射

撃指導を受けるための年少射撃資格認定の制度

が新設されたことに伴いまして、許可等に係る

６種類の手数料を新たに設けることとされたも

のであります。

また、所持許可要件の厳格化を図るために、

調査する審査項目をふやしまして、猟銃または

空気銃所持許可申請手数料など、現行の５種類

の手数料につきまして、審査事務に係る労力、

時間等が増加することに伴いまして、引き上げ

を行うこととされたものであります。

次に、今回の新規手数料と手数料の引き上げ

による増額見込み額についてであります。条例

改正前における平成21年度の手数料収入見込み

額と条例改正後の見込み額を比較しますと、150

万円強が増額になると見込んでおります。以上

であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁をいただき

まして、ありがとうございます。

２～３再質疑をさせていただきたいと思いま

す。一つには、介護職員処遇改善の事業であり

ますけれども、今後はまだ不明ということであ

ります。しかし、現場では、２年半たったら給

与水準が下がったということになれば、職員の

生活設計は成り立ちませんし、事業所も安心し

て給与を上げることができないというような混

乱が起きることが予想されると思います。です

から、何らかの対応が求められると思うんです

けれども、県としての検討が全くなされていな

いのか、その辺のところをあわせてお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、御指摘あ

りましたように、その後につきましては現在の

ところ不明でございますので、事業所といたし

ましても、例えば手当だとか一時金で対応する

など、それぞれでの対応を検討されているとい

う状況でございます。県といたしましては、申

し上げましたように、まだその後が明らかであ

りませんので、今のところはそういう状況を見

守っているところでございます。

○前屋敷恵美議員 介護現場では大変な労働条

件の中で働いておられるというのは、皆さん周

知の事実だというふうに思います。国も、そう

いうことも含めてこういう対応策を出されたと

思いますので、２年半ですべてが改善できると

いう可能性も、今のところ非常に薄いと思いま

す。やはり事業継続は必要だなというふうにも

思っておりますので、ぜひ今後、検討していた

だきたいと思います。

次に、生活福祉資金事業について、あわせて

再質疑をさせていただきます。一つには、今

度、制度の見直しが行われて、本当に必要な方

とか希望される方への利用がスムーズに図られ

ることが重要だと思います。それで、所得制限

について伺いたいんですけれども、障がいを

持っておられる方には所得制限がないというふ

うに聞いておりますし、それ以外では市町村民

税の非課税程度ということになっているようで

す。しかし、地域の実情に応じてこの制限が決
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められるということになっているようで、都道

府県でその基準は違うし、決められるというこ

とのようなんですけれども、本県としては、基

準はどの辺に置いてこの制度を運用しようとし

ておられるのか、お聞きしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 手元に詳細な

資料を持ち合わせておりません。申しわけあり

ません。

○前屋敷恵美議員 先ほど言いましたように、

この制度がスムーズに活用されるためには、よ

り広い方々に対応できるような条件整備という

のが必要だと思いますので、ぜひその辺のとこ

ろを考慮して、この基準というものも設けてい

ただきたいというふうに思います。

それと、この制度を運用するに当たって、厚

生労働省から通知が届いているかと思います。

市町村への指導も含めて、新しい制度の周知徹

底についてどのように図られるのか。よりいい

制度として広く活用して、現下の厳しい雇用状

況を踏まえた取り組みにしてほしいという中身

の厚労省通達のようですので、ぜひそういった

ものが実施されることを願っているわけです

が、今後どのように新しい制度の徹底について

考えておられるのかお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 今、議員が御

指摘のように、各市町村に集まっていただきま

して、通知の内容あるいは趣旨について十分徹

底をしていくようにしてまいりたいというふう

に考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひよろしくお願いしたい

と思います。

最後、もう一点ですが、泉ヶ丘高校の附属中

学校の設立の点についてですけれども、目的で

あるとか、地域の皆さん方の意見の掌握だとか

いう御答弁をいただいたところですが、今後の

方針として、引き続いて、一貫校としての体制

といいますか、附属中学校新設を進めていく考

えでいるのか、その辺を聞かせてください。

○教育長（渡辺義人君） 県立中学校というこ

とでお答えさせていただきますが、これまでに

中高一貫型としては、五ヶ瀬中等教育学校、そ

れから宮崎市内にあります宮崎西高等学校附属

中学校、それから今回の都城地区での附属中学

校ということで、県内バランスよく３つの形で

設置ができたと思っておりますので、現在のと

ころは、新たな中学校の設置というのは考えて

いないところであります。以上です。

○前屋敷恵美議員 結果的には今度３校目にな

るということなんですけれども、私は、高校入

試で子供たちを振り分けないという意味から

も、すべての学校での中高一貫教育というのが

望ましいんじゃないか、その基礎をつくるため

の一つの施策なのかなというふうにも考えられ

ないこともないと思っているんですが、そうい

う方向性があるのかどうか聞かせてください。

○教育長（渡辺義人君） 中高一貫校として今

申し上げたわけでありまして、それ以外の小中

高一貫とか中高一貫、あるいは小中高大とか含

めて、一貫教育につきましては、県教育委員会

の方針といたしまして、「地域の特性に応じた

多様な一貫教育の推進」ということで、全県的

に展開をしているわけであります。そういった

多様な一貫教育の一環としての中学校の設置と

いうことでありますので、議員が今おっしゃい

ましたようなことは、全県的に対応ができてい

るのではないかなというふうに思っておりま

す。以上です。

○前屋敷恵美議員 以上で質疑を終わらせてい

ただきます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 先ほどお尋ね
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がありました、生活福祉資金の貸し付けの要件

でございますけれども、低所得世帯につきまし

ては市町村民非課税世帯を対象とし、高齢者世

帯については600万円程度ということでございま

す。以上です。

○前屋敷恵美議員 後はほかで深めさせていた

だきます。ありがとうございました。

○中村幸一議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第17号から第27号まで採決

○中村幸一議長 次に、さきに提案のありまし

た、公安委員会委員、人事委員会委員及び公害

審査会委員の任命または選任の同意についての

議案第17号から第27号までの各号議案を議題と

いたします。

お諮りします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号から第27号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第16号まで及び請願

委員会付託

○中村幸一議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第16号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託いたします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から10月１日までは、常任委員会及

び特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、10月２日午前10時開会、常任

委員長の審査結果報告から採決まで及び決算議

案の上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時19分散会
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 西 村 賢 （愛みやざき）

18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 水 間 篤 典 （自由民主党県民の会）

31番 濵 砂 守 （ 同 ）

32番 中 野 廣 明 （自由民主党）

33番 星 原 透 （ 同 ）

34番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

35番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

36番 中 野 一 則 （ 同 ）

38番 井 本 英 雄 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 徳 重 忠 夫 （自由民主党県民の会）

46番 坂 口 博 美 （自 民 党 鳳 凰 の 会）

47番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

48番 野 辺 修 光 （ 同 ）

49番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

50番 緒 嶋 雅 晃 （ 同 ）

51番 米 良 政 美 （自由民主党）

52番 外 山 三 博 （ 同 ）

53番 福 田 作 弥 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 高 山 幹 男

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 田 代 知 代

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 常任委員長審査結果報告

○中村幸一議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、及び決算議案の上程であります。

議案第１号から第16号まで、並びに請願第25

号から第28号まで及び継続審査中の請願を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、髙橋透委

員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 総務政策常

任委員会の報告をいたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号であります。慎重に審査をいたしま

した結果、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、全会一致により決定いたし

ました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）｣についてであります。

今回の補正は、経済・雇用対策の実施に伴う

もの、その他必要とする経費について措置する

こととしたものであり、449億4,000万円余の増

額補正であります。この結果、一般会計の予算

規模は6,281億3,500万円余となります。

補正予算に要する一般会計の歳入財源につき

ましては、国庫支出金336億3,300万円余、県

債44億2,400万円余、繰入金39億8,600万円余、

繰越金23億7,400万円余が主なものとなっており

ます。

このうち、県民政策部所管の予算につきまし

ては８億5,600万円余の増額補正であり、補正後

の予算額は107億1,100万円余となります。

また、総務部所管の予算につきましては74

億9,000万円余の増額補正であり、補正後の予算

額は1,439億4,900万円余となります。

このことについて、委員より、｢補正予算につ

いて、国の執行停止の可能性はあるのか｣との質

疑があり、当局より、｢現在、今年度の補正予算

については、10月２日をめどに国の各省庁にお

いて見直し作業が進んでおり、詳細については

わからないが、少なくとも今年度執行分の基金

事業等については影響はないのではないかと考

えている。また、来年度以降分については、地

方における混乱を最小限にしながら、政策の必

要性によっては、基金ではなく当初予算で措置

されることもあると聞いている。ただ、新政権

の新しい政策に要する経費に充てられる財源

が、国の財政全体としてどういう動きになるの

かを注視している。県へ既に財政措置されてい

るものへの影響は最小限とするよう、今後も全

国知事会初め地方六団体等を通じて要望してい

く」との答弁がありました。

次に、内航フェリー運航緊急対策支援事業で

あります。

この事業は、高速道路料金引き下げに対応し

て、本県内の港湾を発着する内航フェリーの運

航事業者が行う利用促進キャンペーンに係る経

費の一部を補助することにより、内航フェリー

の競争力を維持・確保するものです。

このことについて、委員より、高速料金値下

げに伴う輸送実績への影響等について質疑があ

り、当局より、｢昨年後半からの景気低迷や高速

道路料金引き下げなどの影響により、旅客、車

両輸送の実績が前年度を下回る厳しい状況と

なっている」との答弁がありました。
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また、別の委員より、｢高速料金の値下げは、

国の施策に関することなので、国に対して要望

を行っているのか」との質疑があり、当局よ

り、「本年３月に大分、鹿児島と３県合同で国

土交通省に対し、６月には知事が直接、国土交

通大臣に対して要望活動を行ったところであ

る」との答弁がありました。

次に、太陽光発電システム導入促進事業につ

いてであります。

この事業は、太陽光発電システムの導入補助

制度を本年１月から再開するなどの国の動きと

連動して、ソーラーフロンティア構想の推進を

加速化させ、太陽光発電システムの導入促進を

図ることを目的に、住宅用システム等を導入す

る場合、その経費の一部を補助するものです。

このことについて、委員より、「計画件数を

超えて申し込みがあった場合、次年度分を前倒

しで執行できるのか」との質疑があり、当局よ

り、｢これまでの実績を踏まえ計画しているが、

事業の利用状況も見ながら追加の措置について

は考えなければならない場合もあり得る。ま

た、本年度事業は地域活性化・経済危機対策臨

時交付金を活用するが、来年度はグリーンニ

ューディール基金を活用する予定である。当該

事業は、温室効果ガスを1990年比25％削減とい

う新政権の方針にも沿ったものであることか

ら、国には引き続き事業の必要性は伝えなが

ら、計画どおり事業を進めていきたい。また、

事業の前倒しについては、県の予算措置上、課

題として検討することになる」との答弁があり

ました。

また、別の委員より、｢太陽熱温水器は、太陽

光発電に比べ熱交換率が50％と高く、その上設

備投資額が格安であるので、補助制度を導入し

てはどうか」との要望がありました。

次に、平成20年度市町村普通会計決算につい

てであります。

このことについて、委員より、｢実質公債費比

率が18％以上となった場合、起債する際に知事

の許可が必要となるが、そうした起債許可団体

に対して県はどのような指導をしているのか。

また、経常収支比率について95％以上の６市町

については、経常的な一般財源の中で市町の裁

量で使える部分は５％ということになり、ほと

んど何もできないということになるのではない

か｣との質疑があり、｢実質公債費比率が18％以

上になると、それぞれの団体で７年以内をめど

に18％未満にする計画を作成し、県はこの計画

に基づき市町村に助言を行うことになる。ま

た、経常収支比率については、分母となる地方

交付税が大きく削減された三位一体の改革を契

機に大きく悪化したところである。今後とも、

地方交付税、税収の確保等財源の獲得に努めて

いく必要があることから、国に対しては、地方

への権限移譲とともに財源移譲もあわせて要望

していく」との答弁がありました。

次に、宮崎県土地利用基本計画書の改定につ

いてであります。

このことについて、委員より、｢市町村の合併

に伴い、特に宮崎市においては周辺市町村との

間で土地利用に関する不公平感が出てきてい

る。土地利用の規制は地域の活性化に大きく影

響があることは、イオンショッピングセンター

出店の例を見ても明らかである。地域の実態に

合わせた土地利用計画書にしていただきたい」

との要望があり、当局より、｢具体的な許可また

は計画の変更に当たっては、当然に個別規制法

の規定を踏まえて行われるものであるが、今回

の改定では、特に市街化調整区域内の農業地域

については、従前の「特定の場合に限り都市的
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利用を認める」という文言について、一定の場

合については、「土地利用の変更等を検討する

ことができるものとする」と例示するなど明確

化を図ったところである」との答弁がありまし

た。

次に、平成21年度の政策評価の結果について

であります。

これは、平成19年６月に策定した宮崎県総合

計画「新みやざき創造計画」の重点施策につい

て、平成20年度の取り組みを対象として実施し

たものであります。

このことについて、委員より、｢評価の低い施

策の中には、困難な問題ではあるが、県政課題

として取り組むべき重要な施策もあるはずであ

る。現場である各部局の職員ともよく議論をし

ながら進めていただきたい。また、長期的に取

り組むべき施策は複数年度の評価が必要なもの

もあるので、評価項目を含めた評価方法等につ

いて、先進県の状況等も踏まえ今後も研究を進

めていただきたい」との要望があり、当局よ

り、「外部評価委員会でも、成果をはかる指標

や対象とする期間など評価のあり方について議

論が行われたところである。現在の政策評価は

２年目、成果評価については今年度から始めた

ところであり、今後ともよりよい評価となるよ

う取り組んでいきたい。また、19年６月に策定

した現行の新みやざき創造計画の計画期間が23

年３月までとなっていることから、今後の本県

の施策についてその方向性を示すため、おおむ

ね20年を見通した将来ビジョンを含めた次期総

合計画の策定作業をスタートさせる予定であ

り、その中でも評価のあり方について検討して

いきたい」との答弁がありました。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外、「県民政策及び行財政対策に関する調

査」につきましては、地方自治法第109条第９項

の規定により閉会中の継続審査といたしたいの

で、議長においてその取り扱いをよろしくお願

いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、厚生常任委員会、長友

安弘委員長。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願１件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願３件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は、国の経済・雇用

対策補正に基づく交付金により、社会福祉施設

等耐震化等臨時特例基金など新たに３つの基金

の造成や、安心こども基金等の積み増しを行う

とともに、これらの基金や地域活性化・経済危

機対策臨時交付金を活用した事業などに伴う118

億2,700万円余の増額補正となっており、この結

果、福祉保健部全体の補正後の一般会計予算額

は952億8,400万円余となります。

このうち、社会福祉施設耐震化等事業につい

てであります。

これは、地震発生時に自力で避難することが

困難な方々が多く入所する社会福祉施設等の安

全・安心を確保するため、耐震化整備やスプリ

ンクラーの整備の補助を行うものであります。
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このことについて、委員より、「スプリンク

ラーの設置も命にかかわる大事なことである

が、県内の61の透析医療機関のうち、約半数

の30の医療機関に自家発電機器がない。阪神・

淡路大震災のときの教訓から、停電の際の透析

機器の電源確保は重要であるので、透析医療機

関の自家発電機器の整備の補助についても取り

組めないか検討してほしい」との要望がありま

した。

次に、介護職員処遇改善交付金事業について

であります。

これは、介護職員の賃金改善を含む処遇改善

計画を作成した事業者からの申請に基づき、介

護報酬の支払いにあわせ交付金を交付するもの

であります。

このことについて、委員より、｢この交付金

は100％介護職員に対してのものであり、おおむ

ね月額１万5,000円分の賃金改善となるのか」と

の質疑があり、当局より、｢その後の検証も行う

ので、すべて介護職員の賃金改善に充てられ

る。また、サービス種類ごとに、全国平均の介

護職員数に基づいた交付率が決まっているの

で、個々の事業所の介護職員数が平均より多い

か少ないかにより賃金改善額は違ってくる」と

の答弁がありました。

また、そのほかにも、今回の補正予算では、

地域における介護ニーズに対応するための介護

基盤の緊急整備を行う介護基盤緊急整備等臨時

特例基金を活用した事業や、子育て環境の整備

を支援する安心こども基金を活用した事業など

が提案されており、その財源として、福祉保健

部では本県の福祉の向上につながる５つの基金

を所管しております。

このことについて複数の委員より、「これら

の基金は平成23年度までの事業に対するもので

あるが、その財源である国の交付金のうち来年

度以降分の財源については不透明であるので、

今後の事業執行に影響のないよう財源の確保に

ついて取り組んでいただきたい」との要望があ

りました。

次に、宮崎県地域医療再生計画についてであ

ります。

これは、今年度の国の補正予算で措置された

地域医療再生臨時特例交付金の配分を受けるた

めに、今年度から平成25年度までの５カ年間の

計画を策定するものであり、現在の地域医療の

抱える課題の具体的な解決につなげるため、今

月中に国に提出するものであります。

その計画案について当局より、「認定される

計画は２計画までのため、人口当たりの医師数

がより少なく、救急医療体制の強化が急務であ

る宮崎県北部・日向入郷圏域と都城北諸県・西

諸圏域を選定した上で、県内全域に効果が及ぶ

事業を積極的に盛り込んだ」との報告がありま

した。

その具体的な内容の中には、多くの議員が一

般質問等で取り上げてきましたドクターヘリの

導入などについても計画の中に盛り込む予定で

あり、当委員会といたしましても、計画が認定

され、事業が早期に実施されるよう要望するも

のであります。

次に、宮崎県社会福祉事業団自立化事業につ

いてであります。

これは、平成17年度からの５カ年事業とし

て、以前は10億円前後の県からの財政支援に依

存していた宮崎県社会福祉事業団の経営自立を

目的に創設されたもので、そのうち自立化交付

金については、毎年度８億円を５年間で40億円

交付するものであります。

このことについて当局より、｢当初予定で
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は、40億円のうち施設修繕費等の積算額は15億

円となっていたが、障害者自立支援法の制定・

施行を初め、福祉を取り巻く法制度が大きく変

化したことから執行を控え、今年度末で積立金

が約13億円となる予定である。また宮崎県社会

福祉事業団から、交付金による施設修繕費等積

立金については、施設修繕費等の執行に充当

し、全額執行するまで、来年度以降も執行計画

の協議及び実績の報告を行うことについて確約

書の提出があった」との報告がありました。

当委員会といたしましては、今年度が宮崎県

社会福祉事業団自立化事業の最終年度でありま

すので、宮崎県社会福祉事業団が経営自立し、

施設修繕費等積立金については適切な執行がな

されるように当局の指導が行われることを要望

いたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外、「福祉保健行政の推進並びに県立病院事

業に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、商工建設常任委員会、

宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件及び新規請願３件の計６件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、一般会計で６億6,700万円余の

増額補正であり、その主な内容は、経済・雇用

対策の実施に伴うものであります。

また、特別会計では、宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特別会計で２

億2,500万円余の増額補正、宮崎県営国民宿舎特

別会計で１億6,300万円余の増額補正であり、補

正後の特別会計の合計予算額は21億1,600万円余

となります。その結果、補正後の一般会計と特

別会計を合わせた予算額は536億9,300万円余と

なります。

このうち、アンテナショップ整備充実事業に

ついてであります。

このことについて、委員より、「現在、みや

ざき物産館や新宿みやざき館があるが、県産品

の販路拡大を図るため、大阪、福岡にも店舗を

展開するのか」との質疑があり、当局より、

「厳しい財政状況にあるため、新たに店舗を出

店するのではなく、本県出身者が経営する店舗

に県産品を置く方法など、さまざまな視点から

最も効果的・効率的な多店舗展開について調査

・研究を行っていきたい」との答弁がありまし

た。

次に、えびの高原スポーツレクリエーション

施設及び県営国民宿舎「えびの高原荘」につい

てであります。

このことについて、委員より、「両施設は鹿

児島県との県境に位置しており、鹿児島県側に

は霧島温泉郷もある。鹿児島県とは、県境周辺

への観光客誘致に関する情報交換を行っている

のか」との質疑があり、当局より、「両県が連

携することは重要である。九州新幹線の全面開
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通もにらみ、観光客誘致のルートづくりなどの

具体的取り組みについて今後も力を入れていき

たい」との答弁がありました。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で102億3,600万円余

の増額補正であり、その主な内容は、経済・雇

用対策の実施や国庫補助決定等に伴うものであ

ります。その結果、補正後の一般会計と特別会

計を合わせた予算額は1,011億6,500万円余とな

ります。

まず、県営住宅の管理上必要な訴えの提起、

和解及び調停についてであります。

このことについて、委員より、「明け渡し請

求に至るほど滞納額が高額になる前に、何らか

の対策を講じているのか」との質疑があり、当

局より、「滞納の初期段階から納付指導、催告

を行っている。和解まで至ったのは、粘り強く

納付指導を行ってきた結果であると考えてい

る」との答弁がありました。

また、別の委員より、「市町村によっては、

保証人に対して厳しい督促を行っていると聞く

が、県も同様の対応をしているのか」との質疑

があり、当局より、「保証人を交えた協議や保

証人に対する督促も行っている。しかし、保証

人を立てることが困難な方々も多いので、保証

人に対する訴えの提起を行うことは、入居者に

不利益を与えることも懸念される。今後も滞納

の解消に向けさらに努力をしていきたい」との

答弁がありました。

次に、入札・契約制度についてであります。

このことについて、委員より、「総合評価落

札方式について、評価項目や配点、地域企業育

成型についても問題点があるのではないか」と

の質疑があり、当局より、「総合評価落札方式

においてさまざまな課題があり、制度の検証・

見直しを行っていく必要があると認識してい

る」との答弁がありました。

また、別の委員より、「設計に当たっては、

設計漏れのないよう、現場の実態に合った適正

な設計が必要である」との意見や、「見積もり

による２次製品などの単価は非公表となってい

るが、業者が幾らで見積書を提出しているのか

知ることのできる者は、競争において優位に立

つことができる。公平性の確保という観点から

も、県の情報提供のあり方について検討が必要

ではないか」との意見がありました。

また、さきの９月30日には、当委員会より知

事に対し、入札・契約制度に係る最低制限価格

及び指名競争入札のあり方について、早急な見

直しを求める申し入れを行ったところでありま

す。

次に、「改正貸金業法早期完全施行及び多重

債務救済制度充実等を求める意見書」について

であります。

経済・生活苦による自殺者や自己破産者の増

加など深刻な多重債務問題を解決するた

め、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資

法の上限金利の引き下げなどを含む同法

が、2010年６月までに完全施行される予定であ

ります。

改正法の成立後、官民が連携して多重債務対

策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に

減少し、その成果を上げつつありますが、一部

には、改正法の完全施行の延期や貸金業者に対

する規制の緩和を求める論調があります。しか

し、改正貸金業法の完全施行の延期や、貸金業

者に対する規制を緩和することは、再び自殺者

や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねな

いものであり、断じて許されるものではありま
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せん。

このようなことから、国に対して、改正貸金

業法の早期完全施行等について強く要望するも

のであります。

以上、意見書の提出につきましては全会一致

で決定したところでありますので、議長におい

てよろしくお取り計らいいただくようお願いい

たします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「商工観光振興対策及び

土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、環境農林水産常任委員

会、外山衛委員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正予算は、一般会計で93億6,400万円

余の増額補正であり、その主なものは経済・雇

用対策の実施に伴う補正で、補正後の一般会計

予算額は352億2,800万円余となります。また特

別会計では、拡大造林事業特別会計におい

て1,300万円余の増額補正であり、補正後の特別

会計予算額の合計は５億9,600万円余となりま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

環境森林部の補正後の予算額は358億2,500万円

余となります。

このうち、森林整備加速化・林業再生事業に

ついてであります。

これは、地球温暖化防止に向けた森林吸収源

対策の推進と、木材・木質バイオマスを活用し

た低炭素社会の実現を図るため、間伐等の森林

整備や森林資源を活用した林業・木材産業等の

地域産業の再生を目指すものであり、事業の進

め方として、県に基金を造成し、その基金を取

り崩しながら今後３カ年間実施するものであり

ます。

このことについて、委員より、「素材流通コ

ストの支援について、どのようなものが対象と

なるのか」との質疑に対し、当局より、「間伐

材の搬出において間伐材の安定取引の協定を締

結し、その運賃を負担するほうを対象に運賃を

助成するものである」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正予算は、一般会計で26億7,200万円

余の増額補正であり、その主なものは、経済・

雇用対策の実施及び国庫補助決定に伴うもの

で、補正後の一般会計予算額は448億6,600万円

余となります。この結果、一般会計と特別会計

を合わせた農政水産部の補正後の予算額は454

億4,600万円余となります。

このうち、施設園芸加温システム転換推進事

業についてであります。

これは、地球温暖化対策として、炭酸ガス排

出抑制への取り組み強化や、重油価格高騰に伴

う高コスト構造からの転換が求められる中で、

省エネルギー化のさらなる推進とクリーンな新
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エネルギー加温機の導入支援を図るものであり

ます。

このことについて、委員より、「木質バイオ

マス加温機設備の導入支援について、本県の木

材資源である木質ペレットの供給体制はどのよ

うな状況にあるのか」との質疑があり、当局よ

り、「県外からは安定的に供給できており、県

内での製造も動きが出ている。また、環境森林

部と今後の対応について協議を進めている」と

の答弁がありました。

次に、両部局に関連してのバイオマス燃料に

ついて、委員より、「間伐材等を原料とするバ

イオマス燃料の木質ペレットの供給が県内では

おくれているような状況である。これについ

て、環境と農政の両部局が連携をして、バイオ

マス燃料の安定供給支援と木質ペレット利用施

設の整備促進に向けて、今後さらなる積極的な

取り組みを進めていただきたい」との要望があ

りました。

また、環境森林部における造林、保育等の森

林整備及び植栽未済地の解消に関する事業につ

いて、当局より、「森林の整備やシカ防護さく

等の設置を行うものである」と説明がありまし

た。

このことについて委員より、「鳥獣被害対策

についての要望をかなり多く聞いているが、野

猿被害への対応状況はどのようであるか」と質

疑がありました。これに対して当局より、「シ

イタケの被害対策についての要望に対しては対

応ができている状況である」との答弁がありま

した。

また、農政水産部にも関連することとして、

委員より、農政当局に対し、「鳥獣被害対策に

ついての要望を多く聞いているので、予算を最

大限に活用して柔軟に対応していただきたい」

との要望がありました。

次に、両部局の予算全般に関して、委員よ

り、「かなりの額の補正予算が措置されている

が、経済・雇用対策として効果を発揮させるた

めにも、迅速な予算執行を図れるよう努めるべ

きである」との意見がありました。

また、複数の委員より、「予算については、

現状では方向性が不透明な部分もある。予算的

に非常に困窮している状況であるので、今後も

さらなる無駄な歳出の削減に努力をしつつも、

予算確保には万全を期して対応していただきた

い」との要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 次は、文教警察企業常任委員

会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」についてであります。

今回の補正は経済・雇用対策の実施等に伴う

もので、教育委員会所管では、一般会計で16

億7,200万円余の増額補正であり、この結果、補
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正後の一般会計と特別会計を合わせた予算額

は1,169億4,200万円余となります。

このうち、高等学校等生徒修学支援基金事業

についてであります。

これに対して、委員より、「本事業は、国か

らの臨時特例交付金を活用した３カ年にわたる

事業であり、国の補正予算の執行停止及び見直

しが実施された場合、今後の事業執行に影響は

ないのか」との質疑があり、当局より、「現

在、情報収集に努めているところであるが、予

算措置されるかどうか、今のところ確実な情報

が得られていない」との答弁がありました。こ

れに対して委員より、「厳しい経済情勢が続く

中、奨学金制度の利用者増も見込まれるところ

であるので、情報収集に努めつつ、仮に財源措

置がない場合でも、現行の基金で適切に対応し

てほしい」との要望がありました。

次に、県立学校を対象に実施した大麻等薬物

に関するアンケート調査結果についてでありま

す。

このことについて、委員より、「「薬物の使

用について誘われたことがある」「薬物を使用

している生徒のうわさを聞いたことがある」

「親しい友人等から薬物の使用を誘われたら断

り切れずに使用する」と回答した生徒が少なか

らずいるということは、大変な問題であり、薬

物乱用防止に係る今後の指導はどのように行う

のか」との質疑があり、当局より、「今回の調

査結果を踏まえ、学校において薬物乱用防止教

室を早急に実施し、既に実施している学校にお

いても全校集会等で再度指導を図っていく」と

の答弁がありました。このことについて委員よ

り、「学校現場の実態を的確に把握し、学校、

保護者、警察、地域等で連携・協力して、生徒

の薬物乱用防止に関する指導の充実を図ってほ

しい」との要望がありました。

次に、議案第７号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

これは、銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正

に伴い、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化

が図られ、審査項目が追加されたこと、また、

射撃技能に関する講習等が必要となったことに

より、これらの手数料が新設または変更された

ものであります。

このことについて、委員より、「条例改正に

より新たに経済的負担を求めることになるが、

銃砲刀剣類の所持許可要件の厳格化の効果を説

明していく必要があるのではないか」との質疑

があり、当局より、「銃砲刀剣類の使用、所持

等に関する危害を防止し、県民の安全・安心を

図るためであるという趣旨を理解していただく

よう努めていく」との答弁がありました。

次に、日向市日知屋での工業用水道施設配水

管の漏水についてであります。

このことについて、当局より、「長年の通行

車両等の振動により地盤の不等沈下が生じたた

め、通常は使用していない予備の旧配水管接続

部に漏水が発生したものである」との説明があ

り、委員より、「企業局の工業用水道事業は、

県北部の重要拠点である細島工業団地への配水

を担っているので、漏水箇所の早期復旧に努め

るとともに、万全の体制での維持管理をお願い

したい」との要望がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。今

議会に提出をされました議案及び請願について

討論を行います。

まず、議案第８号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてで

す。県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校設置に

ついて、反対の立場から討論を行います。

本議案は、県立都城泉ヶ丘高等学校に定員40

名の附属中学校を設置して、同校生徒は、原則

同高等学校の理数科に無試験で進学し、中高一

貫教育を行うというものです。

しかし、新たな県立中学校の設置の目的を、

一部の生徒を対象に、よりすぐれた人材の育成

に置いていることが、果たして本来の公教育の

あり方と照らしてどうなのか、疑問はないのか

ということです。

義務教育である中学校教育において、希望者

とはいえ、小学校卒業時に選別が行われ、特別

な教育が与えられることが、果たして多感な子

供たちにどのような影響を及ぼすのか、しっか

りと検証しなくてはならないことではないで

しょうか。とりわけ義務教育においては、どの

子供も学ぶ喜びが実感できるような行き届いた

教育を進めることが責務であって、その本旨を

全うできるように努めることこそが求められて

いるのではないでしょうか。

よって、一部ではあっても差別、選別を持ち

込むような教育のあり方に疑問を呈し、反対す

るものです。

次に、請願についてです。新規請願第26号

「宮崎県における自衛隊病院の誘致促進に関す

る要望についての請願」の採択について、反対

するものです。

同請願は、地域医療の崩壊を解消するために

自衛隊病院の誘致を要望するという内容のもの

です。確かに現在、救急医療に迅速に対応でき

ない地域医療の深刻な事態が、医師不足等を背

景に起きており、一刻も早く解決しなければな

らない課題であることは言うまでもありませ

ん。しかし、安易に自衛隊病院の誘致を求める

ことで、地域医療の抱える根本的な問題が解決

されるでしょうか。防衛省が2008年４月から、

一般国民の利用を認めることを決定したとあり

ますが、防衛省の「自衛隊の病院及び医務室の

診療等に関する訓令」においては、診療の対象

は、自衛隊員及び関係者の診療に支障を及ぼさ

ない限度において他の者の診療を行うことがで

きると規定しています。これでは、自衛隊病院

が地域医療を担う医療機関としてはおのずと限

界があり、期待できないのは明らかではないで

しょうか。

今求められているのは、国民の立場に立っ

て、国や自治体の責任で国民の命と健康を守

る、本来の国民医療のあり方を確立することだ

と思います。実際、自治体や議会、地域住民と

が一体となって医師の確保などを図り、救急医

療体制の確立に努力している自治体もあり、安

易な自衛隊病院の誘致などに頼るやり方は、こ
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うした努力や医療のあり方そのものをなし崩し

にしかねません。国民医療の本来のあり方を追

求する、この方向で解決を図ることにこそ力を

注ぐことが重要であり、その必要性を強く訴

え、本請願に賛同できないことを表明するもの

です。

また、前回に引き続き継続審査との報告があ

りました、請願第５号「後期高齢者医療制度の

充実を求める請願」、第９号の「宮崎県中小企

業振興基本条例（仮称）の制定を求める請

願」、第11号「障害者自立支援法の抜本的改善

を求める請願」、第19号「平成21年度宮崎地方

最低賃金改正についての請願」及び第20号「物

価に見合う年金引き上げを求める請願」につい

て、採択を求めるものです。

後期高齢者医療制度は、開始から１年半が経

過し、ますます制度そのものの理不尽さや不備

が指摘をされ、今、廃止を求める声が圧倒的に

なっています。高齢者のだれもが安心して医療

が受けられるように改善することを求めた同請

願を２年間も継続審査で保留にすることは、県

議会の見識や責任も問われるものではないで

しょうか。

また、中小企業振興基本条例の制定について

も、地元の中小企業の経営の安定と活力の回復

が図られてこそ、地域経済の活性化、雇用の安

定、県民生活の向上につながるもので、条例の

制定は望ましいものです。

また、障害者自立支援法の抜本的改善を図る

ことは、まさに喫緊の課題であり、前回も申し

上げましたが、すべての会派が紹介議員となっ

ている同請願を今回もさらに継続審査とするこ

とは、全く道理ある対応とは言えません。

また、「最低賃金の引き上げを求める請願」

及び「物価に見合う年金引き上げを求める請

願」については、現在の大きな課題である、働

いても生活が成り立たないという、いわゆる

ワーキングプアをなくすためにも、年金を頼り

に生活する国民の暮らしを守るためにも、当

然、早急に改善が必要なものです。

このいずれの請願も県民の暮らしにとって切

実なものであり、請願者の思いを十分に受けと

め、その願いにこたえることは県議会の責務で

す。請願者の意思を十分に尊重して、今議会で

の請願採択を強く求め、討論といたします。

〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第８号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第８号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第１号から第７号まで及び

第９号から第16号まで採決

○中村幸一議長 次に、議案第１号から第７号

まで及び第９号から第16号までの各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され
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ました。

◎ 請願１件採決

○中村幸一議長 次に、請願第26号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択されました。

◎ 請願３件採決

○中村幸一議長 次に、請願第25号、第27号及

び第28号について、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号、第11号、第19号及び第20

号について、一括お諮りいたします。

各請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、各請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、請願第９号についてお諮りをいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました各請願を

除く閉会中の継続調査については、各委員長の

申し出のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定をいたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年10月２日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第３号

第９回都道府県議会議員研究交流大会への
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議員の派遣

平成21年10月２日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 商工建設常任委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第４号

改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救

済制度充実等を求める意見書

平成21年10月２日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 宮崎県議会議員 蓬原 正三

野辺 修光

萩原 耕三

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

地方の道路整備予算の確保に関する意見書

◎ 議員発議案第３号から第５号まで追加上程

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第３号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第３号及び第４号採決

○中村幸一議長 まず、議員発議案第３号及び

第４号を議題といたします。

お諮りいたします。

両案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

討論の通告はありません。

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第３号及び第４号については、原

案どおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第５号提案理由説明

○中村幸一議長 次に、議員発議案第５号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。萩原耕三議員。

○萩原耕三議員〔登壇〕（拍手） それでは、

発議者を代表して、「地方道路整備予算の確保

に関する意見書」の提案理由を説明させていた

だきます。

道路は、人、物、金、文化など、活力ある地

域社会の形成はもとより、住民にとって生活を

支え、救急医療など命の基盤となりますので、

優先的に整備されるべき最も重要な社会資本で

あります。

中山間地が多い本県においては、自動車交通

に依存する割合が高いにもかかわらず、高規格

幹線道路の供用率が42％と、全国の68％を大き
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く下回る低い水準にあり、道路整備が大きく立

ちおくれている状況にあると言わざるを得ませ

ん。

とりわけ、西九州では１年半後に新幹線が全

線開通を迎えようとしている中にあって、東九

州自動車道の一日も早い完成は、県民の長年の

悲願であり、計画どおりの完成が待ち望まれて

いるところであります。

都市と地方の地域間格差は、それがもとで、

景気・雇用等産業の格差、教育の格差、医療格

差、所得の格差と連動しているのが実情であり

ます。九州内における東西の地域格差がますま

す拡大している中にあって、高速道路を初めと

した本県の道路交通ネットワークの整備、すな

わち同じレベルでの道路の連結は必要不可欠で

あります。

よって、本会議は国に対して─本県のよう

に著しくおくれた地方とはいえ、豊かな人材、

豊かな食料、豊かな文化など、都市部及び国家

繁栄の一翼を担っているものであります。その

意味で、均衡ある国土発展のため道路整備が着

実に行われるよう、友愛の精神をもって予算を

十分に確保されるよう要望するものでありま

す。

何とぞ議員各位の御理解と御賛同をいただき

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。以上です。（拍手）

〔降壇〕

○中村幸一議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○中村幸一議長 これより質疑に入ります。

質疑についての発言時間は１人10分以内と

なっております。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。権藤梅義議員。

○権藤梅義議員 質疑の前に、今回の問題は８

月25日に採決が一度行われたわけであります

が、これをめぐる部分から私はまだ続いている

というふうに思っておるわけであります。議

長、副議長は、私どもの会派に（「９月じゃな

いか」と呼ぶ者あり）、８月でしょう―失礼

しました。９月。訂正をいたします。

私が申し上げたいのは、議長、副議長は確か

に私どもの会派を訪問されまして、「こんにち

は。どうでしょうか、テーブルについてくれま

せんか」というようなごあいさつには何度か見

えました。そこで私は、「議長、副議長が、今

回この採決を強行されたことについて、我々の

会派としては意見があります。確認はされてお

るとしても、もう一度自民党さんに、全党会派

の意見書作成についての認識や協力を促してほ

しい」、そういう意味のことを要望したわけで

ありますが、今日までそれが実現をしていな

かったというふうに私は感じております。そう

いったことで、先日まで私どもは、調整後の

テーブルにつけという議長、副議長の調整であ

れば、従わなければいけないということであり

ましたけれども、何らのそこに内容のない、た

だ戻れということについては、党の立場として

不本意だということで今日を迎えたということ

をまず表明をいたしまして、質疑に入ります。

（「質疑をやりなさい、質疑を」と呼ぶ者あ

り）質疑をやっている。「多数決でいくのも方

法だ」と議長、副議長で言われたので、そう

いったことの確認を、私どもの党として表明を

したということであります。

それから、質疑ですが、昨年の12月17日に

「道路整備財源の確保に関する意見書」という
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ものを、私どもの議会で国に提出いたしており

ますが、この中には、東九州自動車道、それか

ら九州横断道延岡線、こういったものがはっき

りうたってあります。それから、道路ニーズが

高いところへの重点配分をすべきだ、こういっ

たことも入っておるわけであります。こういっ

たことに対して、今回の意見書というもののま

ず確認でありますけれども、もちろん、東九州

高速道路や九州横断道延岡線というものは、こ

の文意の中に入っておるというふうに解釈すべ

きかなと思うんですが、この点についてはいか

がでしょうか。

○中村幸一議長 権藤議員、だれに発言を。

○権藤梅義議員 一応、最初に名前が書いてあ

ります蓬原議員に伺いたいと思います。

○蓬原正三議員 本来は提案理由説明者に質問

があるものかなと思っておりますが、新しい

ルールがここでできたのかなと思いつつ、御質

問いただきましたので、謹んで喜んで御答弁を

申し上げますが、今おっしゃったように、これ

は「地方の道路整備予算」となっておりますの

で、広義の意味での道路予算というふうにとら

えていただければありがたいかというふうに

思っております。御質問のとおりであります。

○権藤梅義議員 既に、東国原知事、さらに

は、一昨日、県下の首長さんを中心とした陳情

団等が前原国土交通相に会って、東九州自動車

道等については必要な道路ということでやるん

だと、こういう確認をされておるわけでありま

すが、そういった中で、私も東九州高速道路は

絶対にお願いしたいと思っております。もちろ

ん私どもも地方道の建設は願っておるところで

あります。

まず、今回出された文言の中で、昨年度とい

うのが本当に昨年度なのか、今年度なのかとい

う部分の疑問について、お答えを願いたいと思

います。

○蓬原正三議員 恐らく６行目、「昨年度の道

路特定財源の一般財源化により」ということだ

と思っておりますが、昨年度だったというふう

に私どもは思っております。間違いないと思っ

ております。

○権藤梅義議員 私は今年度じゃないかと思う

んですが、それは、後のほうの文章を見ます

と、「国の直轄事業予算は大幅な削減となって

おり」ということでありますから、昨年度とい

うことになると08年度なのか、今年度だった

ら09年度なのか。08年度は大幅に削減されてい

たのかどうか。この確認であります。

○蓬原正三議員 09年度だというふうに認識し

ております。

○権藤梅義議員 09年度であれば、文言を修正

すべきと思うんでありますが、いかがでしょう

か。

○蓬原正三議員 昨年度、道路特定財源の一般

財源化によって、ことしは前年度並みとなった

ものの、ことしは直轄事業予算が大幅な削減と

なったのでという意味であります。この文案の

とおりでありますが、何か表現上おかしいとこ

ろがあるんでしょうか。

○権藤梅義議員 時間がなくなりますから繰り

返しはしませんが、私はこの文章の中に「今年

度」という言葉がどこかに必要じゃないかな

と、国の直轄事業が削減ということの中には。

そういう気持ちで質問したということでありま

す。

次に進みますが、「国の直轄事業予算は大幅

な削減となっており」ということであります

が、本来からこの問題の認識をするのであれ

ば、現在までに―意見書が必要だということ
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であれば、意見書を今まで出していないじゃな

いか、出すべきじゃなかったんじゃないか、こ

ういう議論に対しては議論をされたのかされな

かったのか、あるいはどのようにお考えか、お

伺いをしたいと思います。

○蓬原正三議員 本議会ではこれまで、道路整

備の確保ということについては、自民党政権時

代にも再三、これは県民の悲願だということで

出してきておりますし、また現実に、私は７月

の末だったというふうに思っておりますが、毎

年、高速道路整備促進期成同盟会なるものも行

われ、そこで各市町村長さんもおいでいただい

て、早く整備促進すべしというものも出してお

りますし、再三議会でも出してきておりますか

ら、当然そういうことの議論も踏まえて、また

新たにここで、「転ばぬ先の杖」と申します

か、いろんな変化があるときでございますか

ら、ちゃんと出しておこう。

しかも、申し添えるならば、今も権藤議員か

らお話がありましたが、一昨日でしたか、各高

速道路の沿線の市町村長さんたちが国土交通大

臣に陳情に行かれました。その際にも、民主党

議員の外山議員、川村議員―これは無所属で

ありますが、会派だけ所属のようでございます

けれども―行かれておりますので、そういう

状況を見て議論をして出してきたということで

あります。

〔｢質問に答えていない」と呼ぶ者あり〕

○権藤梅義議員 私は、昨年の12月17日から今

日まで意見書は出されていないんじゃないかと

いうことを指摘したわけでありますが、よろし

いです。私は、意見書提出というものについて

は、基本認識が、具体的な現場や事実認識を検

証した後に、地方議会の立場からはっきり意見

を述べるというのが基本的なスタンスだろうと

いうふうに思うわけであります。

それから、次に進みますが、今回の意見書

は、昨年の12月の議会で出された意見書とほぼ

内容的には同じものなのかなというふうに思い

ます。12月の議会がまだあるわけでありますけ

れども、私は、今回のこの意見書が出されれ

ば、少なくとも年度を区切って、一事不再議と

いうようなことを考えれば、12月はないのかな

というふうにも思うわけでありますが、そのあ

たりについてはどのような議論がなされたのか

伺いたいと思います。

○蓬原正三議員 今後のことについては、次の

議会をどうするかという話になるかと思います

が、意見書はその都度、政治的にいろいろ国の

ほうも変わっていくでしょうから、必要であれ

ばそのときまた議論すべきことかなというふう

に思っています。

○権藤梅義議員 私が申し上げたのは、先ほど

の繰り返しになりますが、私どもの意見書の提

出は、現場あるいは事実を検証して、それに基

づいて地方議会としての意思表示であるという

ことでありますから、昨年12月に予算編成を控

えて出された意見書、それに類するものが今回

であれば、次は12月の議会ではないんではない

かなと思っておるということを、私の意見とし

て表明して、質疑を終わります。以上です。

○中村幸一議長 以上で質疑は終わりました。

○中村幸一議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。
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◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕 「地方の道路整備

予算の確保に関する意見書」に対し、反対の立

場から討論を行います。

我が民主党会派は、これまで、我が県の活力

ある地域社会形成と県民の生活、命の基盤とし

て、高速道路を初めとする道路整備の充実につ

いて、あらゆる機会、あらゆる方策を通して、

自民党政権、自公政権に強く訴え続けてきまし

た。しかしながら、自民党政権は、残念なこと

に、地方の現状に目もくれず、我が県の現状は

高規格幹線道路の供用率42％と、全国の68％に

比べ極めて低い水準にあります。

宮崎県の政治力は、これまでずっと保守王国

であり、「自民党にあらずば政治家にあらず」

と豪語し、衆参、比例合わせて７名の自民党所

属国会議員を擁した時期もありました。まこと

しやかに伝わった話の中には、現職建設大臣で

ありながら落選した大物自民党議員は、「私を

落選させたからには、宮崎県の道路建設は１

メーターたりとも進めさせない」と言ったと

か。今回の第45回衆議院議員選挙においては、

「民主党政権になったら道路はできない」など

とネガティブキャンペーンばかりを必死に張り

ました。道路建設を、国民の、県民の生活のた

め、地域発展のためととらえるのではなく、選

挙の道具、自分の選挙当選のため、有権者誘導

の道具としてもてあそんできた自民党政治の被

害者は、まさに宮崎県民だと言わざるを得ませ

ん。

予想どおり、今回の選挙では民主党を中心と

する勢力の圧勝、政権交代の実現という歴史的

な選挙となりました。得票率、現行法下最

高69.28％、単独議席数最高308、当選率最高、

民主93.3％、新人当選者数最高158、前職落選者

数最高185、女性当選者数最高54、世襲当選者数

最少75、選挙区における得票率と議席占有率、

民主73.7％、このような簡単な数字を並べただ

けでも歴史的転換期が訪れていることがはっき

りします。

細川内閣の成立は、戦後の日本的システムが

解体を始める最初の事件であったと言われま

す。その後、自民党は、55年体制をバックに社

会党を巻き込んで政権に復帰し、16年の月日が

流れました。この間に、2005年の郵政選挙に代

表される小泉純一郎の勝利によって自民党は支

持を取り戻したかのようなありさまでした。

が、それは没落過程を一時的にとめるカンフル

剤にすぎませんでした。かえって自民党は、既

成の組織の崩壊、社会格差の増大、セーフティ

ネットの破壊、リーダーの不在などによってそ

の基盤が崩れ、リーマンショックでとどめを刺

されたのです。総選挙による自民党の敗北は、

偶然性によるものではなく、歴史的・構造的理

由によるものなのです。

民主党は、マニフェストに「官僚主導から政

治家主導の政治」を掲げています。内閣の成立

前から官僚の側の抵抗、緊張はすさまじく、ま

た、執行をとめられそうな事業の関係者の反応

は大きく、官僚に依存した政治を変えるという

ことは、具体的な政策が変わることによりイン

パクトがあったことを実感します。地方分権

も、ここが変わらなければ実効性のあるものと

はなりません。今後、政治のシステム自体が変

わっていくと思われます。議会そのもののあり

方、議会と官僚の関係、知事のための分権化で
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はない、市民、地域に住む人たちのための分権

化、市民参加の制度が考えられていくことと予

想できます。そのためには、情報公開、説明責

任が必ず必要であり、風通しのよい社会をつく

ることが重要と考えます。民主党政権ではもう

既にその方向に向かっており、先日、民主党小

沢幹事長がイギリスへ調査に行ったことでも立

証されています。

私たち宮崎県議会を取り巻く環境は、このよ

うに変わってきているのです。事態をのみ込め

ないでいるのは、ひとえに自民党県議団です。

今回の意見書によって議会を混乱させるべきで

はなく、政権がかわったのですから、落ちつい

て冷静な判断が必要と思われます。

今回の意見書にかかわる動きとして、28日に

は東国原知事が前原国交大臣に会われました。

知事が所管大臣と会われたのですから、それな

りの感触はお感じになったことと思います。ま

た、外山参議院議員、川村衆議院議員、道久衆

議院議員の３名と首藤延岡市長を初めとする９

市長の官民と県でつくる要請団も前原大臣に会

われ、前原大臣は、「国全体で税金の使途を考

える責務があるが、必要な道路はつくる」と明

言されています。

これまで民主党国会議員は、鳩山由起夫代表

を初め、菅直人、小沢一郎、岡田克也、前原誠

司、藤井裕久、玄葉光一郎、樽床伸二、馬淵澄

夫、福山哲郎、川端達夫、津村啓介、渡辺周、

大串博志などなど、今回の内閣の主要メンバー

が、挙げれば切りがないほど宮崎県の現状調査

に来ています。民主党県議団はどの場面でも、

強く宮崎県の高速道の早期完成について求めて

います。それは至極当然なこととして取り組ん

でいます。

今回の意見書は、自民党会派からの説明によ

ると、「意見書というよりも要望書なので、賛

成してほしい」と言ってこられました。釈迦に

説法ですが、意見書とは、地方公共団体の公益

に関する事件に関し、議会が地方公共団体の機

関としての議会の意思を意見としてまとめた文

書のことをいう。議会は、当該地方公共団体の

公益に関する事件につき意見書を国会または関

係行政庁に提出することができる。自治法第99

条。

自治法は、地方公共団体の一機関としての議

会の意思表明を認めているが、この場合の議決

は、機関意思の決定であって、団体意思の決定

ではない。地方議会の意見書提出権は、議会は

当該地方公共団体の機関であって法人格はな

く、したがって、請願を行う権能がないので、

それにかわって意見書の提出を認めたものであ

る。

意見書を提出する要因は、おおむね次の２つ

に大別することができる。１、当該地方公共団

体の住民から国政事務または法定受託事務につ

いて制度の改善または新設を促進されたいとす

る請願・陳情や住民運動がある場合、２、国政

に反映させるために、当該議会独自の意思に基

づく場合である。例えば住民の請願を議会が採

択した場合は、同請願の趣旨に沿って当該議会

としての機関意思を別途意見書としてまとめて

提出することとなる。当該地方公共団体の公益

に関する事件につき、住民の代表機関たる議会

の意見を関係行政庁に対して表明する権限を与

えたのは次の理由による。すなわち、地方公共

団体の事務については、議会の有する条例制定

権や予算審議権を通じて処理したり、執行機関

に対する監視的権限を行使することにより議会

の意見を十分反映することが可能である。しか

し、当該地方公共団体やその機関の権限に属し
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ない、国政事務のほかの地方公共団体の事務に

ついては、みずから適切に処理する方法はな

い。さらに、当該地方公共団体の事務であって

も、現在の制度やその運用によっては適切に処

理できない場合もある。そこで、このような場

合に対処するために意見書提出権を与えたので

すというものです。

意見書は、自民党会派の言う要望書というも

のとは本質的に違うものです。今回の意見書

は、我が会派の権藤議員の質疑でも明らかなよ

うに、議会を混乱させるだけでなく、中身はな

くともただ出せばよいというだけとしか思えま

せん。宮崎県議会としてのステータスでもな

く、議員の数で押し切るという、政策的という

より政局的な意味合いのものです。

国民が選択した政権は、税金の使い方が自民

党政権と違うのです。宮崎県の高速道路は自民

党政権では完成することはできませんでした。

しかし、間違いなく民主党政権において完成す

るのです。

以上、真に宮崎県民にとって必要な意見書と

言えるのか指摘して、反対討論といたします。

〔降壇〕

〔「問題発言じゃが」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第５号に賛成の立場から、自由民主党を代表し

て討論をいたします。元気を出していきますの

で、よろしくお願いをします。

近代の道路交通路の変革は、冒険と発見の時

代でもある大航海時代に始まったと言われてお

りますが、それ以前にも、「すべての道はロー

マに通ず」という格言が示すように、道路網の

整備は、古代より国家の命運を握るほどの最重

要事項でありました。もちろん、帝政ローマ時

代と時代は大きく異なるわけでありますが、間

もなく九州新幹線が全線開通しようとしている

中にあって、東九州自動車道を初め高速道路と

一体となって機能する国県道等の整備が大きく

立ちおくれている本県の現状を、これ以上放置

することは許されませんし、このままでは地域

間の格差が大きく広がるばかりであります。

また、中山間地域や県道の大部分を占める本

県の地方道が、とりわけ救急医療面や防災面で

の県民の安心を支える命の道として大いに期待

されていることは、皆様御案内のとおりであり

ます。

こうした状況を踏まえ、本県議会において

は、平成18年３月、平成19年９月、平成20年12

月と毎年のように、道路整備予算の確保や高速

道路等の整備促進などを求める意見書を、ただ

いま反対討論をされた民主党さんの御理解もい

ただきながら提出をしているところでありま

す。

今回の意見書は、これまでの意見書に比べま

すと幾分控え目な内容でありますが、また、各

会派の皆さんの御賛同ができるだけ得られるよ

う、我が自由民主党の中でも議論を重ねてまい

りました。当初提出した内容を一部見直した上

で提案をさせていただいております。恐らく、

県内の道路整備をこれ以上進めなくても構わな

いという考えの方は、ここには１人もいらっ

しゃらないと思います。政権がかわった今だか

らこそ、皆さん一丸となって、改めて地方から

声を上げていこうじゃありませんか。すべての

道はローマに通じたように、私どものこの意見

書の趣旨が、皆さんや国に通じることを願って

やみません。

議員各位におかれましては、以上申し上げま

した趣旨を御理解の上、御賛同賜りますようよ
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ろしくお願いを申し上げ、賛成討論を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第５号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

議員発議案第５号については、原案どおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

◎ 議案第28号から第32号まで上程

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第28号から第32号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○中村幸一議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました特別議案の概要について、御説

明を申し上げます。

初めに、議案第28号「平成20年度宮崎県歳入

歳出決算の認定について」であります。

これは、平成20年度の一般会計と13の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入5,783億8,608万円、歳

出5,711億7,865万2,000円となっており、翌年度

の繰越事業に充当する財源を差し引きますと、

実質収支は23億7,425万9,000円となっておりま

す。

平成20年度の財政運営につきましては、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の徹底した見直し、歳入確保対

策等により収支不足の圧縮に努めますととも

に、本県が抱える政策課題に的確に対応するた

め、新みやざき創造戦略に基づく重点施策の推

進を図ったところであります。

今後も厳しい財政状況が続くものと見込まれ

ますことから、引き続き、基金の取り崩しに頼

らない財政運営への転換に向けて、積極的な行

財政改革に取り組んでいく必要があるものと考

えております。

議案第29号から議案第32号までは、平成20年

度の４つの公営企業会計の決算について、地方

公営企業法の規定に基づき、議会の認定に付す

るものであります。

このほか報告が１件ございますが、説明は省

略させていただきます。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○中村幸一議長 知事の説明は終わりました。

次の本会議は、７日午前10時開会、総括質疑

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前11時27分散会
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平 成 2 1 年 1 0 月 ７ 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（43名）
5番 松 田 勝 則 （愛みやざき）

6番 図 師 博 規 （ 同 ）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 中 村 幸 一 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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18番 武 井 俊 輔 （ 同 ）

19番 横 田 照 夫 （自由民主党）

20番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

21番 押 川 修一郎 （ 同 ）

22番 外 山 衛 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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◎ 総括質疑

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第28号から第32号までに

対する総括質疑であります。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自民党の外山衛でございます。

質疑の前に、先日、急逝をされました中川昭

一前議員に対し、御冥福を心からお祈り申し上

げます。志半ばでもあり、さぞ無念であったろ

うと思います。人は生まれたときから死に向

かって生きているとも言います。一秒先、一分

先に起こることがわかるのならば、事故などに

遭うこともないのであります。一方、過ぎ去っ

た時間、つまり過去は取り戻せない。私がこう

して話すうちにも時は進んでいるわけでありま

して、すべてが過去の出来事となっておりま

す。日々の暮らしに忙殺され、厳しい社会環

境、まさに混濁の世に身を置いている日常であ

りますが、わかっていてもなかなか実践できな

い一日一日を、もっと言えば一分一秒を、瞬間

を大事に後悔することなきよう生きるべきと思

うところであります。中川前議員の死に限ら

ず、人の死に直面しますと、いろんなことを考

えさせられます。自分にどのくらいの時間が与

えられているのかは神のみぞ知ることでありま

すけれども、生きざまというものに重きを置い

て頑張らねばと思っております。

議案第28号から第32号の「平成20年度決算の

認定について」に対し、自由民主党を代表しま

して総括質疑を行います。

さて、昨年度の県政を振り返ってみますと、

平成20年度当初予算は、東国原知事にとっては

初めての通年予算でありました。また、組織に

おいても、知事部局を１部減らし、少子化対策

や企業誘致推進、観光誘客やＰＲ強化のために

新たに局を設置するなど、思い切った組織体制

の構築をなされました。平成20年度当初予算に

ついて知事は、財政改革を推進しつつ、存在感

のある自治体になることを目指し、優先度が高

く、特色ある施策には積極的に取り組む「オン

リーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推進予

算」として編成をしたとされております。予算

編成時に目指された方向に基づいて、予算がき

ちんと執行され、その結果、当初目的とした成

果がしっかりと上げられたのかという観点か

ら、各分野にわたり、通告に従いまして質疑を

させていただきます。

まず初めに、平成20年度決算に対する総括的

な質疑を行います。

平成20年度の一般会計決算は、歳入が5,783億

円余、歳出が5,711億円余となり、前年度と比較

して、歳入が219億円余の増、歳出が194億円余

の増となっております。率で言いますと、歳入

が前年度に比べ3.9％の増、歳出が3.5％の増

と、10年ぶりに増加に転じております。翌年度

への繰り越すべき財源を差し引いた実質収支で

は、23億7,425万円余となり、黒字が確保されま

したが、単年度収支については、前年度の約５

億5,000万円の黒字から、一転して約１億余の赤

字となっております。
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内訳を見てみますと、歳入については、税源

移譲の平年度化の影響で個人県民税が増収と

なったことにより、県税が0.6％増となったもの

の、財政調整積立金の取り崩し等による繰入金

が53.8％も増加しております。また、地方交付

税は0.1％の微減で、前年度とほぼ同額を確保で

きており、国庫支出金が15.9％増となっており

ますが、全体的には基金の取り崩しで賄ってい

るのが実情であり、依然として大変厳しい状況

になっております。歳出については、労働費

が、ふるさと雇用再生特別基金、緊急雇用創出

事業の創設積み立てなどにより、675.9％の大幅

な増となりましたが、農林水産業費や土木費

は、公共事業の削減などにより、それぞれ6.2％

の減、5.5％の減となっております。なお、県債

発行額は677億7,090万円と、前年度に比べ３

億4,740万円の減と、５年連続減少しておりま

す。一方、県債現残高は9,104億8,342万円と、

前年度と比べ約42億円減ってはおりますが、依

然として今後の公債費負担が本県財政にとって

大きな圧迫要因となることが懸念されます。ま

た、財政指標を見てみましても、財政構造の硬

直度を示す経常収支比率が94.5％とさらに悪化

し、公債費負担比率も23％と、危険ラインとさ

れる20％を超える状況が続いております。この

ように大変厳しい財政状況の中での県政運営で

あったわけでありますが、平成20年度の決算状

況について、どのように受けとめ、どう総括を

されているのか、知事に所見をお伺いします。

そしてもう一点、少子高齢化、過疎化の進行

や世界的な経済危機の影響に加え、依然として

厳しい財政状況など、本県を取り巻く情勢は、

極めて厳しい状況が続いているところでありま

す。こうした状況におきまして、県において

は、平成19年度から22年度までの４年間、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、将来にわたって健全性が確保される財政構

造への転換に向けた取り組みを推進されている

ところであります。この財政改革プログラムに

は、知事のマニフェスト等も踏まえ、収支不足

の圧縮額についての目標と、事業費ベースでの

歳出見直し額についての目標という２つの目標

が掲げられておりますが、その進捗状況、ま

た、それに対してどのように評価しているのか

を伺い、壇上からの質疑を終わり、以降、自席

から質疑をいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。本県の財政

は、自主財源の占める割合が低く、財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保障関

係費の増大等により、引き続き、大変厳しい財

政運営を強いられました。このため、平成20年

度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財政

改革大綱2007の財政改革プログラムに基づき、

義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点

化、事務事業の見直しの強化など、行財政改革

の徹底を図る一方、選択と集中の理念のもと、

新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の推進

に取り組みますとともに、世界的な金融危機の

影響による深刻な本県経済情勢に際しまして

は、国に先駆けて措置した経済・雇用緊急対策

に係る補正予算による対策を講ずるなど、スピ

ード感を持って取り組んだところであります。

また、予算の執行に当たりましても、本県の財

政状況について、職員一人一人が十分認識し、

年度を通じて計画的・効率的な執行を図るとと

もに、県税収入を初めとする自主財源の積極的

な確保や徹底した経費節減に努めたところであ

ります。このような取り組みの結果、平成20年

平成21年10月７日(水)
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度は、全体としては厳しい財政状況に対応した

堅実な財政運営を図ることができたものと考え

ております。

続きまして、財政改革プログラムの見直し目

標のうち、まず目標１については、４年間の計

画期間累計で一般財源ベース676億円を見直すも

のでありますが、平成20年度は、目標額147億円

に対して約319億円の見直しを行ったところであ

り、２年間の累計で約541億円となっておりま

す。また、もう一つの目標２については、平

成18年度を基準として、単年度で事業費ベー

ス350億円を見直すものでありますが、平成20年

度は約504億円の見直しを図ったところでありま

す。しかしながら、こうした歳出削減等の取り

組みにもかかわらず、景気後退に伴う県税の減

収や地方財政対策等の影響など、目標の設定以

降の状況変化によって収支不足額は拡大しつつ

あり、今後とも、県の財政状況は予断を許さな

い状況にあるものと認識しております。〔降

壇〕

○外山 衛議員 次に、県税収入についてであ

ります。

県税収入の決算状況を見てみますと、1,009

億350万円余と、前年度と比べ５億5,000万円余

の増収となり、前年度に引き続き増加をしてお

ります。一方、不納欠損額は、市町村が賦課徴

収する個人県民税も含め、２億500万円余と、前

年度と比較して3,300万円余り減少しております

が、収入未済額は26億800万円余と、前年度より

１億4,000万円余りふえております。世界的な金

融危機からくる不況が、我が国全体の景気悪化

に影響をもたらしている状況をかんがみます

と、やむを得ない側面があるかとも思います

が、県民負担の公平性といった観点からすれ

ば、収入未済額の圧縮は大変重要な課題である

と考えます。収入未済額の圧縮に対する平成20

年度の取り組みと今後の対策について、総務部

長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のとおり、

平成20年度の県税の収入未済額につきまして

は、前年度に比べまして１億4,000万円余増加し

ておりますが、これは、税源移譲によりまして

個人県民税の収入未済額が１億9,000万円余増加

したことによるものでございます。個人県民税

につきましては、市町村から滞納案件の引き継

ぎを受けまして、県が滞納処分を行います直接

徴収、あるいは税務職員の併任人事交流など、

市町村と一体となりました徴収対策を行うとと

もに、徴収対策会議の開催あるいは徴収実務研

修を実施してきたところでございます。この結

果、現年度課税分につきましては、徴収率

は96.3％から97.0％ということで、0.7ポイント

改善されました。さらに、収入未済額につきま

しても、前年度に比べまして１億5,000万円余の

圧縮となったところでございます。また、滞納

繰越分でございますが、これについても徴収

率28.3％から32.5％ということで、これも4.2ポ

イント改善できたところでございます。さら

に、県が直接賦課徴収を行います自動車税など

その他の県税につきましては、滞納整理の早期

着手を行いますとともに、滞納処分の的確な実

施、タイヤロックやインターネット公売、こう

いった手法の活用など、滞納処分の強化を図っ

た結果、収入未済額を4,000万円余圧縮できたと

ころでございます。今後とも、これらの対策を

積極的に進めてまいりますとともに、特に収入

未済額の７割を占めます個人県民税につきまし

ては、市町村との連携を密にした取り組みをよ

り一層強化してまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ふるさと納税制度につ
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いてであります。

平成20年５月に、ふるさと納税制度がスター

トいたしました。これは、かつて住んでいた

り、子供時代を過ごした地域など、現在本人が

住んで生活をしている地域以外の自治体に、住

民税の一部を納めることを可能とする制度であ

ります。制度そのものの是非はいろいろと意見

が分かれるところであり、ここでとやかく言う

つもりはありませんが、県においても「ふるさ

と宮崎応援寄付金」として、県外在住の方々か

ら幅広く寄附を募ってきたところであります。

他県におきましては、一人で億単位の寄附をさ

れた方もいるようでありますが、平成20年度の

寄附金の状況とこの実績をどう評価されるのか

を総務部長にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度におけ

る県の受け入れ件数及び金額でございます

が、36件、878万7,000円となっておるところで

ございます。また、この評価についてでござい

ますけれども、この寄附金は、ふるさとを応援

したいという思いを寄附という形で受け入れる

ものでございまして、基本的には、寄附される

方の自発的な意思に基づくべきものと考えてお

ります。したがいまして、一概に件数や金額だ

けでは評価することは難しいものと思いますけ

れども、宮崎県を「ふるさと」として思い、そ

して力をかしたいという皆様のお気持ちに対し

ましては、心より感謝申し上げますとともに、

大変ありがたい浄財でございますので、御意思

に沿って本県の活性化につながる施策に有効活

用させていただきたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、組織改正についてであ

ります。

厳しさを増す財政状況の中で、県民総力戦に

よる新しい県づくりや新みやざき創造戦略の着

実な推進を図るため、人材や財源など限られた

経営資源を有効に活用できるよう、知事は平

成20年４月１日付で大規模な組織改正を実施さ

れました。本庁においては、県民基点の政策立

案や総合的な政策推進を図るとともに、県民協

働を推進し、質の高い県民生活の実現を図る県

民政策部を新設したのを初め、少子化対策や子

供に関する施策を総合的に推進するこども政策

局、企業誘致を推進する企業立地推進局、県外

への情報発信や観光客誘致、移住等の交流促進

を図る観光交流推進局など、３つの局を新たに

設けたところであります。また、課の単位で

は、中山間地域対策などに対応するための中山

間・地域対策室、知事のトップセールスや県外

ＰＲを強化推進するためのみやざきアピール課

の設置などが、この当時、大きな話題となりま

した。さらに、出先機関においては、県税・総

務事務所や福祉こどもセンターなどが設置をさ

れております。民間企業などでは、経営上、意

思決定を迅速化させることや、決定された方針

がより効率的・効果的に実施できるよう、組織

の見直しを行うのが一般的でありますが、平

成20年度の組織改正により、行政運営の迅速化

・効率化がどのように図られたのか、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 議員御指摘のよう

に、各種の組織改編を20年度において行ったと

ころでございます。この効果でございますけれ

ども、やはり重点目標の推進のために、一定の

決裁権限を局長等に持たせるということで意思

決定が迅速となって、機動的な対応が可能に

なったのではないかと考えております。また、

福祉と農政の出先機関等の統合等をやりました

けれども、これら関連性の高い分野を統合する

ことによりまして、マンパワーの確保が図られ
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るとともに、業務執行に当たりましては意見交

換が活発化するということで、各分野のより一

層の連携強化につながったと考えております。

○外山 衛議員 続きまして、中山間地域・植

栽未済地対策についてであります。

中山間地域という言葉が公式に使われるよう

になったのは、昭和63年の農業白書からであっ

たと記憶しておりますが、それから20年以上が

経過し、中山間地域の状況はそれ以前に比べて

大きく変化し、深刻さの度合いを増しておりま

す。本県の県土を大きく占める中山間地域が衰

退していくことは、本県全体の衰退につながる

ものであり、中山間地域の活力再生を図る取り

組みが必要であるとして、平成20年度の重点施

策の一つに中山間地域対策を位置づけられまし

た。また、中山間地域を限界集落などのマイナ

スイメージでとらえるのではなく、中山間地域

にありながら、元気な集落づくりに取り組んで

いる地域を「いきいき集落」と命名するなど、

イメージの転換にも努められております。平

成20年度の中山間地域対策の事業として、どの

ような取り組みをされ、その成果はどうであっ

たのか、県民政策部長及び環境森林部長にお伺

いします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域対

策でありますけれども、昨年度は、中山間・地

域対策室を新設いたしますとともに、知事を本

部長にいたしまして全部局長等で構成します中

山間地域対策推進本部を設けるなど、庁内の体

制整備を図ったところでございます。また、中

山間地域が抱える課題や施策の整理を行いまし

て、集落の活性化、日常生活の維持・充実、そ

れから産業の振興、これを今後の対策の３つの

柱といたしまして、全部局が連携して施策を推

進していきますことを推進本部で決定したとこ

ろであります。具体的な取り組みといたしまし

ては、先ほど御質問にもございましたけれど

も、住民主体の元気な集落づくりに取り組む集

落を「いきいき集落」と命名いたしまして、県

下全域から募集するなど、集落づくりの機運の

醸成に努めましたほか、コミュニティバスなど

地域の実情に応じた効率的な交通システムの再

編に対する支援、地域資源を活用した新たな雇

用創出のための支援等に取り組んだところでご

ざいます。これらの取り組みによりまして、集

落の自主的な活動による地域づくりの動きが活

発化するなど、一定の成果が得られたところで

ありますが、地域を取り巻く状況は依然として

厳しいものがございますので、引き続き、推進

本部を中心に効果的な対策を講じていく必要が

あるというふうに考えております。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部に

おきましては、山村地域における産業の振興と

いう観点から、中山間地域対策に取り組んでい

るところでございます。具体的には、山村地域

における就業機会や所得を確保するための森林

整備を行うとともに、乾シイタケの生産振興の

ための乾燥機22台の導入に加えまして、木材生

産のコスト削減につながります林道等の基盤整

備や、高性能林業機械29台の導入を支援したと

ころでございます。また、林業担い手を確保・

育成するため、林業担い手対策基金を活用いた

しまして、林業技術者25名の養成研修や、林業

就業者の各種社会保険の掛金助成等も実施いた

しております。このような取り組みによりまし

て、生産コストの削減や就労環境の改善が図ら

れますとともに、乾シイタケ生産量が646トンと

対前年比７％の増加や、林業への新規就業者

が200名となるなど、山村地域の活性化に寄与し

たものと考えております。
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○外山 衛議員 中山間地域の森林は、土砂崩

れや洪水の防止、良質な水や木材の供給、人々

の憩いの場の提供など、多くの役割を担ってお

りますが、伐採後３年以上過ぎても植林がされ

ていない植栽未済地の解消を図ることが、健全

で多様な森林づくりのためには重要でありま
も り

す。この植栽未済地の問題につきましては、県

も相当力を入れて取り組まれておりますが、そ

の対策の成果と今後の施策の展開について、環

境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 植栽未済地対

策につきましては、平成18年の調査で確認され

ました約2,000ヘクタールに、その後発生しまし

た約500ヘクタールを加えました約2,500ヘクタ

ールを対象に事業を実施しております。平成20

年度から総合対策で取り組んだわけでございま

すけれども、その成果といたしましては、補助

事業等を活用しました造林や天然更新によりま

して、419ヘクタールを解消しております。これ

までに全体の約４割に当たる1,100ヘクタールが

解消されておりまして、今後とも、市町村の

あっせんにより、林業公社が有利な制度事業を

活用して行う造林に加えまして、森林環境税を

活用した広葉樹の植栽や、分収林制度を活用し

ました造林などに積極的に取り組みまして、平

成22年度までに解消することとしております。

○外山 衛議員 次に、県民との協働について

であります。

知事は、平成20年度当初予算編成の基本方針

として、財政の健全化、選択と集中、県民総力

戦の３つの柱を掲げられ、各種施策を推進され

てまいりました。この中の県民総力戦について

は、ボランティアやＮＰＯを初めとする民間と

の協働に積極的に取り組んでいくとし、そのこ

とで、より県民の視点に立った事業を実施され

てきたことと思います。ＮＰＯとの協働につい

ては、本来行政が責任を持って担うべき分野の

事業に対して、行政とＮＰＯの役割分担をしっ

かりと行い、ＮＰＯの有する専門性や柔軟性な

どの特性をうまく引き出しながら取り組むこと

が重要であると考えます。昨年度の新規事業で

ある「県民との協働」推進事業では、県とＮＰ

Ｏとの提案公募型事業を実施されております

が、どのような公募型事業を実施され、それに

ついてＮＰＯの特性をどのように活用すること

ができたのかを、県民政策部長にお伺いいたし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） 提案公募型事

業でありますけれども、これは新みやざき創造

戦略の中から、例えば、子育てとまちづくりと

いうような複数の施策分野に関連していること

を条件に、ＮＰＯから事業の提案を受け、３つ

の事業を選定して、県とＮＰＯとの協働で実施

したものでございます。具体的には、大淀川等

でのカヌー体験など、自然環境を生かして観光

を推進する事業、西都原考古博物館に竪穴式住

居を復元しまして、文化的資源と観光資源とし

て活用する事業、それから韓国で県産木材の認

知度を高めますとともに、木材を通して宮崎と

韓国の子供が交流する事業、この３つを実施い

たしました。これらの事業につきましては、Ｎ

ＰＯの持ちます柔軟な発想力でありますとか、

特定分野における専門的知識、迅速に対応する

機動力、新しい課題への先駆的な取り組みな

ど、ＮＰＯの特性が生かされたものと考えてお

ります。

○外山 衛議員 行政とＮＰＯでは全然文化が

違うわけでありまして、当然仕事をする人の考

え方も根本的に違うと思いますが、行政とＮＰ

Ｏが一緒に仕事をしていく中で、いわゆる混乱
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等はなかったのか、県民政策部長にお伺いしま

す。

○県民政策部長（高山幹男君） 提案公募型事

業を実施するに当たりましては、県とＮＰＯ

が、事業の内容、スケジュール、役割分担等に

つきまして、事前に十分協議しまして、合意し

た上で事業を開始いたしまして、実施段階にお

いても、緊密に連携を図りながら、協働で取り

組んだものでございます。事業の中には、複数

の部局にまたがる関係で、事前協議に時間を要

したものもございましたが、協議を重ねる中で

相互理解が図られまして、計画どおりに実施で

きたというふうに考えております。

○外山 衛議員 次に、地域医療体制について

であります。

いつでもどこでも県民が安心して良質な医療

サービスを受けられるように、地域医療体制を

充実させることは重要であります。しかしなが

ら、平成16年度から始まった新臨床研修制度に

より、研修医みずからが研修施設の病院を選べ

るようになったため、地方で研修を行う臨床研

修医が減少し、地方と都市部における医師数の

偏在や小児科などの特定診療科における医師不

足など、地域医療を取り巻く環境は厳しい状況

となっております。私の地元日南市の医師不足

も深刻な問題となっております。このような

中、県においては、平成20年度を初年度とする

宮崎県医療計画を策定し、すべての県民が質の

高い医療サービスを安心して受けられる医療体

制の確立を目指し、さまざまな施策を推進され

ておりますが、慢性的な医師不足は容易には解

消されない状況にあると思われます。そこでお

尋ねします。平成20年度に、僻地や小児科など

特定診療科の医師不足対策として、どのような

取り組みを行い、成果はどうであったのか。ま

た、僻地医療の確保や医師不足等で深刻の度合

いを増している救急医療体制の充実強化をどの

程度図ることができたのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、深刻化

する医師不足対策といたしましては、医師修学

資金等の県独自の事業を展開するとともに、市

町村と一体となった医師確保事業の推進や国へ

の抜本的な対策の要望など、さまざまな取り組

みを行ったところであります。この結果、僻地

では、自治医科大学卒業医師等11名を７市町村

に派遣したほか、医師派遣システムにより、新

たに１名の医師を採用したところであります。

また、小児科については、新たに県内で小児科

の専門研修を行う研修医に対して研修資金を貸

与する「小児科専門研修資金貸与制度」を創設

し、６名の医師に貸与を行っております。次

に、僻地医療の確保につきましては、無医地区

巡回診療や僻地診療所の整備・運営への補助を

行い、医療の確保に努めるとともに、医学生の

僻地医療に対する理解を深める臨床研修ガイダ

ンス事業を実施し、27名の参加があったところ

であります。また、救急医療につきましては、

２次、３次の救急医療施設の支援に努めるとと

もに、市町村に対し、初期救急の充実を働きか

け、延岡市の夜間急患センターで診療時間が延

長されるなど、一定の充実が図られたところで

あります。医師確保を初め解決すべき医療課題

も多いことから、今後とも、全力を挙げて取り

組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 続きまして、子育て支援対策

についてであります。

本県の平成20年の合計特殊出生率は1.60と、

平成19年よりわずかに上昇はしましたが、少子

化の進行に歯どめがかかったとは到底言い切れ
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ない状況であります。ことし６月に発表された

東京都のＮＰＯ法人の子育て環境調査におい

て、宮崎市が全国の政令指定都市や中核市の中

で、最も子育てをしやすい都市に選ばれており

ますが、このように安心して子供を産み育てる

ことができる環境づくりを全県的に進めていく

ことが重要であると思います。さらに、経済的

負担の軽減や、地域で子育てを支援する体制づ

くりの推進、ワーク・ライフ・バランスなど働

き方の見直しも大きな課題であります。平成20

年度に取り組まれた子育て支援対策の事業とそ

の成果について、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度

は、少子化対策や子供に関する施策を総合的に

推進するため、福祉保健部内に「こども政策

局」を設置し、各部局との連携により、次世代

育成支援宮崎県行動計画に基づく各種施策の推

進に努めたところであります。具体的には、平

成20年10月から、乳幼児医療費助成事業の助成

対象年齢を、入院・入院外とも小学校入学前ま

でに拡充するとともに、地域における子育て支

援を推進するため、市町村やＮＰＯ等に対する

助成事業などに取り組んだところであります。

また、社会全体での機運醸成を図る「みんなで

子育て応援運動」や、多様なニーズに対応した

保育サービス・児童の放課後対策の充実、さら

には子育てと仕事の両立支援など、幅広い観点

からの対策に取り組んだところであります。こ

のような取り組みの結果、子育て家庭の経済的

負担の軽減を初め、子育て支援の機運の醸成や

仕組みづくりが進むなど、安心して子育てので

きる環境の整備が図られつつあるものと考えて

おります。

○外山 衛議員 次に、自殺予防対策について

であります。

我が国では、平成10年以降、年間の自殺者が

３万人を超える状況にあり、自殺は今や大きな

社会問題に発展しております。本県において

は、平成９年に年間の自殺者が300人を超え、平

成10年以降はおおむね300人台後半で推移してお

りますが、人口100万人当たりの自殺者数（自殺

死亡率）においては、全国平均を大幅に上回る

状況にあり、全国でも自殺死亡率が高い県と

なっております。自殺者の70～80％程度は精神

障がいにかかっており、その中でも約半数は、

うつ病を中心とする気分障がいとの報告もある

ようであります。このため、うつ病などの気分

障がいの早期発見や治療体制の整備、専門的な

相談体制の整備などが重要になると思われます

が、これら自殺予防対策について、どのような

取り組みをされてきたのかを、福祉保健部長に

お伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） うつ病などの

精神疾患を早期に発見し、適切に対応するた

め、県では、平成20年度から新たに内科医など

のかかりつけ医を対象に、うつ病診察の知識や

技術及び精神科医等との連携方法を習得するた

めの研修会を開催したほか、看護師、薬剤師に

対する研修も実施したところであります。ま

た、自殺者には中年の男性も多いことから、職

場におけるメンタルヘルス対策を進めるため

に、企業の経営者に対する研修なども行ってお

ります。さらに、専門的な相談体制の整備とし

て、精神保健福祉センターに「こころの電話」

を開設し、平成20年度には5,323件の相談に対応

しているほか、当センターや各保健所では、定

期的に精神科医による健康相談を実施しており

ます。

○外山 衛議員 また、自殺予防の受け皿とな
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る相談窓口についてでありますが、どこに相談

すればよいのか、相談を受け付けている時間が

どうなっているのか、県民の皆さんのほとんど

が知らないのではないかと思います。窓口をつ

くっても、それを知っている人が少なければ意

味がないわけですが、相談窓口の県民への周知

は十分に図られてきたのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県では、自殺

など深刻な心の悩みを初め、経済・生活問題、

健康問題など、さまざまな相談窓口を記載した

「こころの電話帳」を、市町村、保健所、社会

福祉協議会、警察署等を通じて県民に配布し、

相談窓口の周知に努めているところでありま

す。また、昨年４月には、インターネットを通

じて相談窓口の情報を提供する「みやざきここ

ろ青Ｔねっと」の運用を開始し、年間約５万件

のアクセスがあったところであり、県民への周

知が徐々に進んできていると考えております。

○外山 衛議員 次に、森林環境税についてで

あります。

本県が有する豊かな森林は、県民の生命や財

産の保全を初め、良質な水や空気の供給など、

本県の豊かな自然環境や生活環境を守る役割を

果たしているほか、毎年100万立方メートルを超

える杉などの木材を生み出し、林業・木材産業

を通じて地域経済を支える役割を担っておりま

す。しかしながら、中山間地域における人口の

減少や高齢化、木材価格の低迷などにより、適

切な管理や整備が行われない森林がふえてきて

おり、森林の荒廃と環境への影響が懸念されて

おります。このため、森林の持つ公益的機能が

将来にわたって持続的に発揮できるよう、県や

県民などが協働して取り組む森林環境の保全に

関する施策を推進することを目的に、平成18年

度から森林環境税が導入されたところでありま

す。新たに税金が導入された際には、いろいろ

と話題にもなったようでありますが、その後、

税金がどのように活用されているのか、余り県

民に広く認識されていないのではないかと思っ

ております。平成20年度に実施された森林環境

税を活用した森林保全等の取り組み状況はどう

であったのか、また、実施した事業の県民への

周知や説明はどのようになされたのかを、環境

森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 森林環境税の

平成20年度の主な取り組みといたしましては、

森林への理解や関心を深めるために、55の森林

ボランティア団体などに対しまして、活動費の

助成とか苗木の提供を行いまして、66ヘクター

ルの森林づくりが実施されました。また、企業

への働きかけを行うことによりまして、県内外

５つの企業が森林所有者等と協定を結びまし

て、企業による森林づくりが行われたところで

あります。また、42の学校、地域に対しまし

て、自然体験活動の指導者を派遣するなど、森

林環境教育への支援も行ったところでありま

す。また、さらには、公益上重要な森林を対象

にいたしまして、広葉樹の植栽や針葉樹と広葉

樹が入りまじった森林へ誘導するための間伐等

を、23市町村で378ヘクタール実施しますととも

に、新たに４市町村が取り組みました約26ヘク

タールの公有林化に対しても支援を行ったとこ

ろでございます。次に、県民への周知につきま

してでございますが、県立図書館等でのパネル

展示によるＰＲ活動に取り組みますとともに、

新聞やテレビ等のメディアによる広報活動を初

め、森林づくりの活動報告書などを県内各市町
も り

村等に配布しまして、周知に努めたところでご

ざいます。
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○外山 衛議員 次に、企業立地についてであ

ります。

近年、全国各地で企業誘致活動が競い合うよ

うに進められており、地域に新たな企業を呼び

込むことは、今後、人口減少と高齢化が同時に

進行していく中では、雇用の場や税収を確保で

きるといったメリットにとどまらず、地域全体

の活性化に寄与する面もあると考えておりま

す。新みやざき創造計画にあるとおり、平成22

年度までに、新規立地企業件数100社、新規雇用

創出数１万人を目標に、さまざまな取り組みが

なされていると思いますが、平成20年度におけ

る企業誘致の件数と最終雇用予定者数につい

て、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

の件数などについてでございますけれども、平

成20年度の企業誘致件数は25件であります。こ

れに伴う最終雇用予定者数は1,239人となってお

ります。

○外山 衛議員 20年度には、企業立地を促進

するために、製造業などの第一線で活躍されて

こられた民間企業経験者を企業誘致コーディネ

ーターとして公募されましたが、どういった経

験を持つ方々を選定されたのかを、商工観光労

働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

コーディネーターでありますが、企業誘致コー

ディネーターにつきましては、東京地区２名、

愛知地区、大阪地区、福岡地区にそれぞれ１名

の合計５名の方を選定しておりまして、電気・

情報関連企業の経験者が２人、自動車関連企業

の経験者、それから商社経験者、ＩＴ専門誌の

経験者がそれぞれ１名でございます。

○外山 衛議員 企業誘致コーディネーター

は、各県外事務所と連携をしながら活動を行っ

ていると聞いておりますが、県外事務所にもそ

れぞれ企業誘致活動を行う県職員が配置されて

いると思います。それぞれどのように役割分担

をして活動を行っているのか、また企業誘致コ

ーディネーターを設置した成果は具体的に何か

出ているのか、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 企業誘致

コーディネーターと県外事務所の職員との役割

分担などでありますが、県外事務所の企業誘致

担当職員につきましては、これまでに培ったノ

ウハウや本県関係者等の人脈を生かしまして、

企業訪問を初めとする誘致活動を行っていると

ころでございます。一方、企業誘致コーディネ

ーターにつきましては、民間企業の経験による

ノウハウ、人脈を活用しまして、本県の企業立

地環境のＰＲや企業情報の収集を行うほか、状

況に応じまして、適宜、県外事務所の企業誘致

担当職員と連携しまして、誘致活動を行ってい

るところでございます。具体的な成果といたし

ましては、平成20年度における企業訪問の全体

の件数が1,448件と、前年度より807件増加して

おります。また、首都圏で開催された展示会に

おきまして、企業誘致コーディネーターが接触

したことをきっかけとしまして、誘致活動が始

まりまして、本県への立地につながった事例も

ございます。そのほか、県内自治体の企業誘致

担当者研修会の場や県内企業を訪問した際に直

接助言をいただくなど、本県の企業誘致活動の

レベルアップにつながっております。

○外山 衛議員 続きまして、知事のトップセ

ールスについてであります。

知事は就任直後から、県産品の販路拡大や観

光客誘致を図るため、全国各地でトップセール

スを積極的に展開され、マンゴーや地頭鶏、宮
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崎牛などの農産物を初め、県庁の観光スポット

化、高千穂のスピリチュアルＰＲなど、本県の

知名度を全国的に高められたものと考えており

ます。平成20年度は、みやざきアピール課が新

たに設けられ、知事のトップセールスを戦略的

に実施されてきたところでありますが、具体的

にどのようなトップセールスをされてきたのか

を、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） トップセ

ールスについてでありますが、知事の情報発信

力を最大限に活用し、本県の魅力を効果的に発

信するため、各部局と連携しまして、数多くの

トップセールスに取り組んだところでございま

す。具体的には、大手量販店や有名ホテルな

ど、情報発信力の強い民間企業の協力を得まし

て、全国の主要都市で開催しました「宮崎フェ

ア」などで、しゅんの農産物を初め特産品や観

光地など、本県の総合的な魅力を知事が直接、

消費者等にアピールしました。また、東京や大

阪、山形、宮城など、他県の知事と連携しまし

て、相互に郷土の魅力を競い合うなど、ＰＲ効

果の高いイベント等を通じたトップセールスも

実施いたしました。これらは、知事みずからの

セールスということで、注目度も高く、多くの

来場者でにぎわったほか、マスメディアでも大

きく報道されまして、本県のさまざまな魅力が

全国各地に発信できたものと考えております。

○外山 衛議員 関連ですが、ことし２月に

は、首都圏を中心に、県産品と観光を集中的に

ＰＲするためのイベント「みやざきウィーク」

を開催されましたが、事業の内容と成果につい

て、あわせて商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 「みやざ

きウィーク」についてでありますが、「みやざ

きウィーク」は、本県の魅力を効果的に発信す

るため、大消費地であり、報道各社の集積する

首都圏をメーン会場に、本県の代表的な農産物

の出荷が集中します２月初旬に開催いたしまし

た。その内容につきましては、大手コンビニエ

ンスストアや有名百貨店におきまして、本県の

食材を活用したお弁当やスイーツといったオリ

ジナル商品を開発・販売していただくなど、

約4,000店舗の協力を得まして実施したところで

ございます。また、大手量販店における農産物

フェアのほか、有名ホテル等におきましては、

宮崎グルメフェアなども実施いただいたところ

でございます。これらによりまして、本県の魅

力を集中的にＰＲできましたほか、各企業の情

報発信力を活用したことで、広がりのあるアピ

ールになったものと考えております。加えまし

て、協力いただいた企業の中で、宮崎の食材を

活用した新商品の開発や観光キャンペーンの検

討が始まるなど、新たな動きも出てきていると

ころでございます。

○外山 衛議員 次に、九州観光推進機構によ

る観光誘客についてであります。

官民が一体となって九州観光を活性化するこ

とを目的に、平成17年に九州観光推進機構が設

立され、九州における観光客の受け入れ体制の

整備や、国内外の重要市場をターゲットとした

観光誘客活動などを実施しております。九州観

光推進機構は、九州７県を初め、旅行会社や旅

客会社などからの出向職員で構成されており、

その活動に要する経費は、それぞれの負担金な

どで賄われております。九州観光推進機構が設

立されて今年度で５年目を迎えており、県も毎

年約3,000万円の負担金を拠出し、あわせて職員

も派遣しているわけでありますが、正直なとこ

ろ、その成果がよく見えてこないと思っており
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ます。3,000万円を県単事業で活用すれば、それ

なりの大きな事業が展開できるわけであります

が、九州観光推進機構が平成20年度にどのよう

な事業を行い、それが本県観光にどの程度の効

果をもたらしたのかを、商工観光労働部長にお

伺いします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 九州観光

推進機構の活動等についてでございますが、九

州観光推進機構は、国内外からの誘客等に広域

で取り組むために、九州各県と経済界が一体と

なって設立したものでございます。平成20年度

の事業につきましては、国内の誘客対策としま

して、東京など主要都市で延べ８回、120社の旅

行会社を集めての旅行商談会や、12万人を集客

しました東京での観光・物産ＰＲイベントなど

を開催するとともに、大手航空会社やＪＲと連

携しました大型タイアップキャンペーンを実施

したところでございます。一方、海外からの誘

客につきましては、東アジア地域で計８回、延

べ265社の旅行会社を集めての旅行商談会を開催

しましたほか、宮崎ルートを組み入れた旅行会

社等の招聘事業を16回にわたり実施しますとと

もに、台湾など６カ所の国際観光展で九州観光

をＰＲしたところでございます。これらの取り

組みによりまして、単県で実施するよりも効果

的・効率的な観光ＰＲやセールス、認知度の向

上などが図られ、本県を含む広域ルートの旅行

商品の造成などに結びついたものと考えており

ます。

○外山 衛議員 続きまして、耕作放棄地対策

についてであります。

本県の耕作放棄地は、平成12年度から平成17

年度までの５年間で240ヘクタール増加し、その

うち230ヘクタールが、農業に全く従事しない土

地持ち非農家となっておるようであります。こ

れは、農地を相続したものの、実際には農業を

継いでいない事例が大半を占めているものと考

えられます。農業従事者の高齢化によって、規

模縮小や離農が進み、農地を受ける担い手がい

なくなっている状況においては、土地条件が悪

い農地を中心に、今後ますます耕作放棄地が増

加していくことが懸念されます。耕作放棄地が

ふえれば、農業生産の減少による食料自給率の

低下、農地の多面的機能の維持が困難になると

いった問題のほか、地域の景観が損なわれるな

ど、地域全体の活力にも悪影響を及ぼすとされ

ていることから、全国的にその解消に努めてい

るものと理解しております。県においては、平

成20年度にどのような耕作放棄地対策に取り組

み、どの程度の解消を図ることができたのか

を、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 耕作放棄地対

策でございます。本県では、平成20年度に耕作

放棄地の現状を把握するための全体調査を実施

しまして、県全体で2,907ヘクタールの耕作放棄

地を確認しており、このうち1,209ヘクタールは

再生利用を図るべき農地とされております。こ

れらを踏まえまして、県といたしましては、平

成20年度より「みやざきフロンティア農地再生

事業」を積極的に推進し、事業の進行管理を行

いますプロジェクトチームや専任のコーディネ

ーターを市町村に設置しまして、耕作放棄地の

再生整備などに取り組んだところであります。

これらの取り組みの結果、平成20年度では、24

市町において約76ヘクタールの耕作放棄地を解

消したところでございます。以上でございま

す。

○外山 衛議員 次に、食の安全・安心確保の

取り組みについてであります。

大阪の高級料亭における牛肉産地偽装事件、
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長崎県の食品加工工場で起きた中国産冷凍野菜

の産地偽装事件、本県の業者も影響を受けた事

故米の不正転売事件など、記憶をさかのぼる

と、私たちの食の安全を脅かす事件が近年、相

次いで発生していたことが思い出されます。本

県において、台湾産ウナギが宮崎県産として偽

装販売されていた事件も、またしかりでありま

す。警察庁の生活経済事件のまとめによると、

食品の産地を偽装するなど食の安全にかかわる

違法行為で、全国の警察がことし１月から６月

に摘発をした事件は45件、昨年１年間に摘発さ

れた37件を既に上回り、急増しているとのこと

であります。食の安全・安心を確保するために

は、食品業界のコンプライアンスの徹底や、店

頭に並ぶ食品表示の適正化に向けた取り組みな

どが重要であると思いますが、昨年度実施され

た「みやざき食の安全・安心確保総合対策事

業」の内容と成果について、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の「み

やざき食の安全・安心確保総合対策事業」は、

食の安全・安心の確保に関する普及啓発や、食

品表示の監視・指導体制の強化を目的として取

り組んだところでございます。具体的には、食

品事業者等に対しまして、食品表示や衛生管理

等を内容とする研修会を開催しますとともに、

「食品表示110番」の設置や「食品表示ウォッ

チャー」及び「みやざきブランドＧメン」の委

嘱、さらには県職員による小売店等の巡回調査

を実施したところでございます。これらの取り

組みを通しまして、食品関係者における意識の

醸成や不適正な表示の監視体制の強化、販売店

等に対する迅速な改善指導が図られ、食品表示

の適正化に寄与することができたものと考えて

おります。

○外山 衛議員 次に、農水産業における燃油

・飼料高騰対策についてであります。

金融市場が不安定な中において発生した昨年

の異常な原油価格の高騰は、原材料や飼料、食

料等の価格高騰と相まって、県民生活や県内の

産業全体に深刻な影響を及ぼしたところであり

ます。特に本県の基幹産業である農業において

は、ビニールハウスを主体とする施設園芸を中

心に、重油価格の高騰が経営を圧迫し、畜産業

では飼料価格が、また水産業でも燃油価格の高

騰が、それぞれコスト削減努力を上回るような

形で影響を及ぼし、危機的な状況に陥ったとこ

ろであります。このような中、県議会自由民主

党では、知事に対する緊急の申し入れを行い、

県においては、補正予算での対応を含め、各種

資金の利子補給や省エネ対策などを実施された

ところでありますが、これら緊急対策の効果は

どうであったのか、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の燃油

・飼料価格高騰への緊急的な対策につきまして

は、補正予算での対応を含めまして、各種資金

制度の拡充・創設や施設園芸の省エネ対策の拡

充を行ったところでございます。この結果、資

金対策では、緊急支援資金が施設野菜を中心

に293件で７億600万円余、家畜飼料運転資金

が50件で13億600万円余、漁業近代化資金が13件

で１億9,900万円余の融資実績となったところで

あります。また、省エネ対策では、国庫・県単

事業を活用しまして、583戸の生産農家に、内張

二層カーテン74ヘクタール、循環扇等54ヘクタ

ールの整備を行ったところであります。これら

の対策によりまして、農業者や漁業者の資金繰

りの円滑化や燃油経費の削減が図られ、経営の

維持・安定に寄与することができたものと考え
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ております。

○外山 衛議員 もう一点ですが、農水産業に

おける雇用対策についてであります。

昨年度は、年末年始を中心に、国内景気が急

速に冷え込んでいく中、製造業を中心に非正規

労働者の解雇が急増し、こうした派遣切りが大

きな社会問題にまで発展したところでありま

す。このような中、慢性的な担い手不足に悩む

農業や漁業に対する関心が高まり、ことし１月

下旬に県庁で開催された臨時の就農相談会に、

契約を解除された派遣職員など、多くの方が相

談に来られたと聞いております。本県の新規就

農者は、平成10年以降、増加傾向にあります

が、みずから農業経営を開始しようとする者

は、依然として低い水準にあり、一方で農業法

人等への就業者はふえております。また、漁業

従事者は、全国同様、年々減少している状況に

あります。県では、平成20年度１月補正予算に

おいて、景気低迷により企業活動が縮小してい

く中、農業や漁業への就業を促進するため、緊

急対策の事業を実施されたところであります

が、これら取り組みの内容と成果について、農

政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 就業促進のた

めの緊急対策でありますが、まず、農業分野に

つきましては、農業大学校などの圃場管理のた

め、農業に関心のある方々を３月末まで臨時雇

用しますとともに、就農に向けた技術指導や営

農相談など、きめ細かなフォローアップを実施

いたしました。また、農業法人等と県内外の求

職者とのマッチング面接会を実施しますととも

に、新たに雇用を行った農業法人等に対して、

雇用に要する経費を支援したところでありま

す。これら取り組みの結果、45名の方々が農業

法人への就職や就農に向けた研修など、農業分

野へ進んでおられます。次に、漁業分野につき

ましては、漁業就業希望者に対しまして、３月

末まで漁業経営体において水揚げ作業等の現場

研修を実施し、研修生と受け入れ先に対しまし

て、研修に係る経費を支援したところでありま

す。これらの取り組みの結果、４名の方々がブ

リ等を対象とした沿岸漁業法人に雇用されたと

ころであります。以上であります。

○外山 衛議員 次に、道路整備の取り組みと

成果についてであります。

近年、都市部を中心に、地方における道路整

備が税金の無駄遣いの象徴であるかのように言

われることに対して、強い憤りを感じていると

ころでありますが、道路は、活力ある地域社会

を形成し、豊かで潤いのある生活空間を実現す

る上で、欠かすことのできない最も重要な社会

資本であります。特に中山間地域が多い本県に

とっては、公共交通機関が未発達であること

や、自動車の人口当たりの保有台数が他県と比

較して高いことなどから、道路の整備促進を多

くの県民が熱望している状況にあります。しか

しながら本県は、道路交通への依存度が極めて

高いにもかかわらず、高速道路の供用率が42

％、国県道の改良率が65％しかなく、これはい

ずれも九州最下位であり、全国的に見ても下位

に位置しております。そこでお聞きします。平

成20年度において、道路整備にどのように取り

組み、どのような成果があったのかを、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路整備につ

いてでございます。本県の道路整備につきまし

ては、高速交通ネットワークを形成する東九州

自動車道等の整備促進とこれに合わせたアクセ

ス道路の整備、災害時の孤立化解消を目的とし

た生命線道路の整備や防災対策、さらに渋滞緩
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和及び交通の安全確保などを目的とした道路整

備を重点項目としまして、効率的・効果的に進

めてきたところであります。平成20年度の具体

的な成果としましては、国道218号北方延岡道路

の延岡市北方から舞野間約６キロメートルの完

成供用に合わせまして、北方インター線の供用

を行っているほか、宮崎市の国道269号加納工区

や日南市の酒谷榎原線榎原工区など、12路線

の12工区を完成供用し、部分供用を含めまし

て、約15キロメートルを供用したところであり

ます。さらに、交通安全対策として、自動車交

通量が多い通学路を中心に、約４キロメートル

の自転車歩行者道を整備しております。以上で

ございます。

○外山 衛議員 次に、建設産業対策について

であります。

前知事が官製談合により逮捕された事件を契

機に、県では入札・契約制度改革を急速に促進

し、これに近年の公共事業の大幅な縮減なども

相まって、建設業の平成20年の倒産件数は55件

と、前年の55件と連続して50件を超えるなど、

建設産業を取り巻く環境は極めて厳しい状況に

なっております。しかしながら、建設産業は、

社会資本の整備や地域経済・雇用の担い手とし

て、その果たすべき役割や寄せられる期待は、

極めて大きいものがあると考えております。県

においても、建設産業を、災害時の緊急対応な

どに大きな役割を果たすとともに、中山間地域

等における地域経済と雇用を支える重要な産業

の一つとして認識されており、平成20年度は、

建設産業対策を特に重点的に推進すべき施策と

して位置づけられたところであります。建設産

業対策として、平成20年度にどのような取り組

みをされ、成果はどうであったのか、県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、大変厳しい経営環境にある建設産業に対

し、県内建設産業の健全な発展を図るため、平

成20年度は、建設産業対策を重点施策の一つに

位置づけまして、総合的な対策を講じてきたと

ころであります。具体的には、県内９カ所に設

置しました経営相談窓口において134件の経営相

談を受けたほか、県内３カ所で新分野進出セミ

ナーを開催したところであります。また、建設

業に軸足を置きながら、新分野への進出を目指

す32の建設業者に対して補助を行いますととも

に、県建設事業協同組合を通じた金融支援など

も行ったところであります。このような取り組

みにより、建設業者における経営基盤強化のた

めの環境整備などが図られたものと考えており

ます。また、経済・雇用緊急対策等として、本

年１月と２月に、県土整備部で総額51億円余の

公共事業を柱とする増額補正を行いまして、切

れ目のない発注にも努めてきたところでありま

す。

○外山 衛議員 建設産業に関する最大の課

題、これが入札・契約制度改革であります。前

知事による官製談合事件以降の性急な制度改革

が、建設産業を取り巻く環境を大変厳しいもの

にしておると考えております。この入札・契約

制度改革について、平成19年度の決算質疑にお

いて、知事は「制度の検証と見直しを継続して

いきたい」と答弁されておりますが、平成20年

度において、どのような検証と見直しが行われ

たのかを、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設投資の大

幅な減少や一般競争入札の拡大による競争性の

高まりに加え、景気の急速な悪化によりまし

て、建設産業は極めて厳しい経営環境に直面し

ているところであります。入札・契約制度につ
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きましては、このような状況も踏まえ、入札状

況等の分析に加えまして、発注機関や関係団体

等からも幅広く意見を伺いながら、随時、見直

しを行ってきております。平成20年度は、予定

価格の事後公表の試行を行いますとともに、技

術力や地域貢献度が高く、地域に根差した建設

業者が受注しやすい環境を整備する観点から、

本県独自の地域企業育成型の総合評価落札方式

を創設したところであります。また、経済・雇

用緊急対策として、最低制限価格の引き上げや

混合入札の柔軟な対応による受注機会の確保、

地域企業育成型総合評価落札方式の対象範囲の

拡充などを20年度に決定いたしまして、今年

度、取り組んでいるところであります。

○外山 衛議員 次に、学校支援地域本部事業

についてであります。

近年、いじめや不登校、非行など、子供を取

り巻くさまざまな問題が発生しておりますが、

その背景には、都市化や核家族化、少子化の進

行、さらには地域のつながりの希薄化、個人主

義の浸透などによる、いわゆる地域の教育力の

低下があると指摘されております。それぞれの

地域で、子供が多くの人たちと触れ合い、さま

ざまな活動を通じて学ぶことは多いはずであり

ます。地域の子供は地域で育てる環境づくりが

大切なのであります。一方、教育現場において

は、学校が余りにも多くの問題を抱えており、

教員が本来最も力を注ぐべきである教育活動以

外の業務量が大幅に増加していることも問題に

なっております。こうした状況を改善するた

め、平成20年度に新規事業として取り組まれた

学校支援地域本部事業の成果について、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校支援地域本部事

業は、学校が必要とする活動につきまして、地

域の方々をボランティアとして派遣することに

よりまして、地域ぐるみで子供を育てる体制を

整えるものであります。事業初年度であります

平成20年度は、17の市町におきまして、21の学

校支援地域本部が設置され、学校と地域との連

携・調整に当たりますコーディネーターを配置

したことなどによりまして、延べ２万5,000人を

超える地域の方々に、ボランティアとして、例

えば登下校時の安全指導や読み聞かせ活動、学

習支援活動などをしていただいたところであり

ます。これらの活動によりまして、教職員が子

供と向き合う時間が確保されるなど、教育活動

の充実が図られたと考えております。一方、学

校支援ボランティアの方々にとっては、子供た

ちと触れ合う活動が、自己実現や生きがいづく

りにつながっているという声も寄せられている

ところであります。県教育委員会といたしまし

ては、未実施の市町村への普及啓発に努めます

とともに、今後とも、学校支援活動の充実に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○外山 衛議員 続きまして、学校職員の健康

対策についてであります。

今から３年ほど前、東京都内の公立小学校

で、採用されたばかりの新人教員が、教室での

いじめをきっかけに保護者との関係がこじれ、

うつ病を発症して自殺をしたという大変痛まし

い事件が起き、私も大きな衝撃を受けたことを

覚えております。病気やけがなどで休職してい

る全国の教職員のうち、うつ病などの精神性疾

患で休職している教員数は、平成19年度で4,995

人と前年度より300人以上ふえており、年々増加

傾向にあります。本県におきましても、平成20

年度に精神性疾患で休職をした教職員数は51人

と、平成16年度の33人から大幅に増加している
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状況にあります。教育現場におきましては、少

子化が進む中にあって、学校や教職員に求めら

れる機能や役割が複雑化・多様化しており、あ

わせて、保護者の過大な要求や期待などが、教

員の心理的負担を増大させているのではないか

と思っております。精神性疾患で休職する教員

が増加している現状について、どのように考え

ておられるのか、また、その対策としてどのよ

うな取り組みをされたのかを、教育長にお伺い

します。

○教育長（渡辺義人君） 教職員の精神性疾患

につきましては、職場でのストレスや家庭内の

問題など、その原因はさまざまでありますが、

本人やその家族の生活に深刻な影響があるばか

りでなく、学校運営にとりましても大きな課題

の一つであると認識しております。このため、

県教育委員会といたしましては、平成20年度か

ら新たに「学校職員健康づくり総合支援事業」

に取り組むこととし、管理職や衛生管理者等を

対象とした研修会の開催や、メンタルヘルスに

関する相談窓口の設置等により、教職員の心の

病の予防や早期発見・相談に努めたところであ

ります。あわせまして、精神性疾患等により休

職中である教職員の円滑な職場復帰と再発防止

を目的として、平成17年度から希望者に対して

行っております教職員職場復帰トレーニング

を、平成20年度におきましても引き続き実施し

たところであります。以上です。

○外山 衛議員 次に、企業局の平成20年度決

算についてであります。

平成20年度の公営企業会計決算では、電気事

業は純利益が７億4,000万円余で、前年度と比較

して２億7,000万円余の増、率にして58.2％の増

となりましたが、工業用水道事業は純利益

が5,400万円余、前年度比で2,900万円余のマイ

ナス、地域振興事業は純利益が400万円余、前年

度比で140万円余のマイナスとなっております。

また、平成20年度末の電気事業の企業債残高

は75億7,000万円余で、前年度より約６億7,000

万円減少しており、工業用水道事業の有利子負

債残高も１億6, 0 0 0万円余と、前年度より

約5,200万円減少するなど、計画的に削減が行わ

れております。電力市場の自由化など、企業局

を取り巻く環境も厳しさを増す中、計画的な事

業運営に努められているようでありますが、平

成20年度の決算状況について、どのように受け

とめられ、どう総括されておるのかを、企業局

長にお伺いいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局におきまし

ては、平成20年度は、電気料金の引き下げ等、

厳しい経営環境の中でございましたが、引き続

き健全経営を維持しますために、「企業局経営

ビジョン」に基づきまして、電気事業及び工業

用水道事業につきましては、適切な設備の運用

に努めますとともに、業務の効率化や経費の節

減、効率的・計画的な設備投資などに取り組ん

だところでございます。また、地域振興事業で

は、指定管理者と連携しながら、サービスの向

上と利用促進に取り組んでおりまして、平成20

年度は３事業とも純利益を確保できたところで

ございます。このような中で、基幹事業でござ

います電気事業では、森林整備事業や環境関連

事業等の財源といたしまして、一般会計へ６億

円の貸し付けを行いますとともに、ダム上流域

の未植栽地等を購入いたしまして、水源涵養林

として植林を行う「緑のダム造成事業」などに

取り組んだところでございます。また、工業用

水道事業では、受水企業の負担軽減を図るため

に、未達水量料金を引き下げるとともに、配水

池の耐震補強工事などを実施したところでござ
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います。このようなことから、平成20年度はお

おむね順調な経営ができたものと考えておりま

して、経済性を発揮しながら一般会計や地域へ

の貢献など、公営企業としての目的でございま

す県民福祉の向上に寄与できたものと認識いた

しております。

○外山 衛議員 次に、県病院事業中期経営計

画についてであります。

これまで多くの県民の生命を救ってきた県立

病院は、近年の少子高齢化の進展や疾病構造の

変化、医療を取り巻く環境の変化などにより、

経営状況が厳しくなっております。しかしなが

ら、地域医療の中核病院として県立病院が果た

す役割は大きく、安心で安全な医療サービスが

持続的に提供されることを多くの県民が期待し

ているものと考えます。このような中、病院局

においては、経営健全化を図り、高度で良質な

医療を効果的・安定的に提供するため、平成18

年度から22年度までの中期経営計画を策定した

ところであります。計画では、各病院とも経営

改善に努め、一般会計からの繰入金の削減を

行った上で、平成22年度にはすべての病院での

黒字化を目指すとされており、また、職員数も

アウトソーシングなどによって、最終年度に

は119名の削減を図るとしております。この事業

運営の目標について、平成20年度決算における

実績と、計画の最終年度となる来年度の見通し

を病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

４病院全体で８億6,800万円余の赤字となりまし

た。前年度であります19年度と比較いたします

と、いわゆるコンビニ受診の自粛や医師不足等

による患者数の減少により、２億100万円余り赤

字が拡大したところでございます。しかしなが

ら、診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対

応や、延岡病院における診療報酬の包括請求方

式でありますいわゆるＤＰＣへの移行等の収益

確保に努める一方で、徹底した経費削減に取り

組んだ結果、中期経営計画の目標を1,900万円上

回り、３年連続で目標を達成したところでござ

います。近年、医師不足が全国的な問題となる

など、病院事業を取り巻く環境は計画策定時と

は大きく変化しておりまして、計画の最終目標

である３病院すべてにおける単年度での黒字化

の達成についても大変厳しい状況にございます

が、引き続き、最重要課題であります医師確保

に努めますとともに、これまでの経営努力を一

層徹底いたしまして、目標達成に向けまして、

病院局職員が一丸となって全力で取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○外山 衛議員 次に、薬物乱用防止対策につ

いてであります。

最近、有名芸能人や大学生などが薬物使用で

逮捕される事件が相次いでおり、大麻などの薬

物が現代社会の中に広く蔓延している実態を改

めて認識し、その事実に恐ろしささえ感じてお

ります。県内においても、ことしの春、宮崎市

内のサーフショップ店長などが大麻取締法違反

で検挙されておりますが、９月14日の宮崎日日

新聞の報道によりますと、本県でも毎年50人か

ら80人が薬物の使用や所持で検挙されていると

のことであり、大変驚かされたところでありま

す。そこで、警察本部長にお伺いいたします。

平成20年に薬物の使用や所持で検挙された者は

何名おり、年代別の内訳はどうなっているのか

をお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県における平

成20年の覚せい剤や大麻等の薬物事犯の検挙人

員は、合計79名でございます。その年代別内訳

につきましては、19歳以下が５人、20～29歳
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が24人、以下30代が27人、40代が11人、50代

が12人、60歳以上につきましてはゼロという状

況でございます。この薬物事犯の検挙人員79人

のうち、30人が大麻事犯によるものであります

が、その６割に当たります18人が30歳未満の若

者でありまして、本県におきましても、全国傾

向同様、若者の間における大麻事犯の蔓延、こ

れが危惧されるところであります。

○外山 衛議員 薬物は、最初は本当に軽い気

持ちから始めるケースが多いとも聞きますが、

それが依存症になってくれば、もはや取り返し

がつかなくなり、いずれ大きな事件に発展する

ことも懸念されるわけであります。平成20年度

における薬物乱用防止対策について、どのよう

な取り組みをされたのかを、警察本部長にお伺

いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 薬物事犯対策に

つきましては、供給源の遮断と需要の根絶が重

要と考えておりまして、そのため、税関、海上

保安庁等の関係機関と連携して、密売人や末端

乱用者などの徹底検挙を図っております。ま

た、取り締まりだけではなく、広報啓発活動の

推進も重要でありまして、これまでも、県、市

町村、厚生労働省等の関係機関・団体と連携を

緊密にいたしまして、薬物乱用防止のための

キャンペーン等の広報啓発活動を強力に推進し

てきたところであります。特に若い世代に対し

ましては、規範意識醸成のために、小・中・高

校生に対して直接、薬物乱用の危険性、有害性

を訴える薬物乱用防止教室を開催しておりまし

て、平成20年度は、延べ161回、約３万6,000人

の児童生徒を対象に実施しております。さら

に、新たな取り組みといたしまして、県内10大

学の学生担当者を集めて薬物乱用防止対策会議

を開いたほか、大学生を対象とした薬物乱用防

止講話を実施いたしまして、これまでに県内５

つの大学で合計約2,000人が受講しているところ

であります。

○外山 衛議員 質疑は以上で終わりますけれ

ども、時間がありますので一言。

先日、激動の昭和史を駆け抜けた実業家・白

洲次郎の生涯を描いたテレビドラマがＮＨＫで

放送されました。ごらんになられた方も多かっ

たと思いますが、終戦直後、ＧＨＱ支配下の我

が国で、吉田茂首相の側近として政治の中枢で

活躍をし、日本国憲法の成立にも深くかかわっ

たのは、皆様御存じのとおりであります。彼の

生き方は、カントリー・ジェントルマンと称さ

れておりますが、これは、地方に住みながらも

中央に目を光らせる本当の紳士であるという意

味や、時流に流されず、みずからの考えを身を

もって実行する人のことをあらわすとされてい

ます。また、妻である白洲正子は、自身の著書

の中で、遠くから中央の政治を眺めているた

め、渦中にある政治家には見えないことがよく

わかる、有事になれば中央に駆けつけて意見を

する、といった表現でこの言葉の意味を説明さ

れております。

ここであえて申し上げたいと思いますが、今

議会におきまして、自由民主党が提案した「平

成21年度補正予算の適正な執行を求める意見

書」「地方の道路整備予算の確保に関する意見

書」に、一部の会派の方々が反対をされまし

た。私は、カントリー・ジェントルマンのごと

く、地方から中央に目を光らせ、必要があれば

中央に意見を上げていくという精神が感じられ

なかったことが非常に残念であります。地方議

会にある私たちは、地方のことを第一義に考

え、政党にとらわれることなく、中央に対して

常に意見を上げていく姿勢を失ってはならない
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と考えるのであります。私たちは、政権与党が

自由民主党であったときも、よいことはよい、

悪いことは悪いと意見を申し上げてきたつもり

でおりますし、今後もこの姿勢を崩すつもりは

ありません。皆様に理解を賜りますよう申し上

げ、私の総括質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中村幸一議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

○井本英雄副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 台風18号が

接近をしておりますが、被害のないようにお祈

りをするばかりでございます。

社会民主党県議団を代表して総括質疑を行い

ます。

東国原知事就任後、東国原現象とまで言われ

た知事人気で、宮崎が全国から注目を浴びるよ

うになりました。観光客はふえ、特産品も売

れ、県庁が宮崎観光の新たなスポットになりま

した。知事就任２年目の20年度も、その勢いを

持続されたままスタートしたと思います。そ

の20年度は、宮崎再生の正念場の年と知事が位

置づけられた決算であります。まず、３つの重

点施策でありました中山間地域・植栽未済地対

策、子育て・医療対策、建設産業対策の総括的

な成果について、知事に伺います。

後は質問者席から質疑を行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

重点施策についてであります。平成20年度に

おきましては、新みやざき創造戦略や本県が直

面する課題を踏まえた重点施策として、３つの

項目に取り組んだところであります。

まず、中山間地域・植栽未済地対策につきま

しては、中山間・地域対策室の設置など庁内の

体制を整えるとともに、地域が抱える課題に対

応した取り組みを展開したところでありまし

て、「いきいき集落」を初め、集落の自主的な

活動による地域づくりの動きの活発化が図られ

たものと考えております。また、県内の植栽未

済地約2,500ヘクタールの早期解消に向けて、造

林事業等を実施し、昨年度は、計画を上回る419

ヘクタールの解消を図ったところであります。

次に、子育て・医療対策についてでありま

す。子育て対策として、乳幼児医療費助成対象

の拡充や地域における子育て支援など、総合的

な対策を講じたところであり、平成20年の本県

の合計特殊出生率は1.60と、一昨年から0.01ポ

イント上昇しております。また、医療対策とし

て、医師修学資金の貸与や僻地医療機関に対す

る医師派遣などにより、医療提供体制の充実に

努めたところでありますが、現在の状況を踏ま

えますと、一層の取り組みの強化が必要と考え

ております。

最後に、建設産業対策につきましては、建設

投資が減少する中、他分野への進出や経営基盤

強化への支援を行っております。また、世界的

な経済危機を踏まえた公共事業の追加実施など

の緊急的な対策もあり、経営や雇用を下支えす

る一定の効果があったものと考えております。

しかしながら、建設産業は依然として厳しい経

営環境にありますので、今後とも、実情に応じ

たきめ細かな支援に努めてまいりたいと考えて
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おります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 それでは次に、３つの重点施

策につきまして、それぞれ具体的に伺ってまい

りたいと思います。主要施策で成果を得たもの

があると思います。あるいは事業の背景、情勢

の急激な変化などさまざまな要因があって成果

が得られなかったものもあると思います。これ

から効果があらわれるものがあると思うんで

す。率直な答弁を執行部にお願いしたいと思い

ます。

まず、中山間地域・植栽未済地対策でありま

す。中山間地域の課題を地域の人々が解決する

コミュニティビジネス創業、このことについて

の実績はどうであったか、担当部長にお尋ねし

ます。

○県民政策部長（高山幹男君） まず、中山間

地域コミュニティビジネス応援事業であります

けれども、これは、地域資源を活用した産業の

振興など、地域の課題に地域の人々が主体と

なって取り組む新たなビジネスの立ち上がりを

支援するものでございます。今回、例えば木城

町におきまして、その豊かな自然環境等を活用

した心の人間ドックとか、子供の心理相談を行

います「木城福祉村」を開設する事業など、合

計３つの事業が創出されまして、23名が雇用さ

れております。

○髙橋 透議員 今るる説明がございました

が、このコミュニティビジネスの創業、中山間

地域活力再生事業というのがあります。この概

要の一つであると思いますが、お配りされてお

ります各部局別の新規・重点事業として挙げら

れていたものなんですね。ただ、「主要施策の

成果に関する報告書」には記載されていないん

です。その理由について伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域の

振興を図るための事業といたしましては、先ほ

ど御質問にありました「コミュニティビジネス

応援事業」のほか、「個性と工夫で頑張る地域

づくり応援事業」とか、「国土保全山村集落生

活環境整備事業」等の各種事業を実施いたしま

したけれども、このうち、「主要施策の成果に

関する報告書」の中には、主な事業としまし

て、市町村と住民が一体となった地域づくりを

支援する「個性と工夫で頑張る地域づくり応援

事業」とか、過疎地域等の活性化に資する体験

・交流イベントを実施いたします「宮崎魅力再

発見 出会い・ふれあい交流事業」等を記載し

たところでございます。

○髙橋 透議員 年度当初に主な新規と重点事

業として挙げられていたわけです。そのすべて

をこの成果報告書に載せることは困難だと思う

んですが、私がここで申し上げたいのは、成果

が出ていない事業について明らかにすること

は、少ししにくいかもしれませんが、報告書に

ない事業についても、今後、決算特別委員会が

設置される予定でありますから、その中でしっ

かり率直な総括を、報告書にないものも説明を

丁寧にいただきたい。そのことは要望にしてお

きたいと思います。

ところで、今おっしゃったコミュニティビジ

ネス創業ですけど、中山間地域活力再生事業と

いう中の一つであったわけですが、この事業

は21年度の施策に反映されたんでしょうか。お

尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 中山間地域活

力再生事業につきましては、昨年度、部局連携

による総合的な事業といたしまして実施したも

のであります。この中では、例えば、先ほどの

コミュニティビジネスの創業支援でありますと

か、次世代に引き継いでいきたい県民の宝を
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「みやざき観光遺産」として認定する事業、各

地域を代表する「みやざきの祭り」の選定な

ど、さまざまな取り組みを行ったところであり

ます。21年度におきましては、これらの事業の

成果を踏まえまして、中山間地における幅広い

創業を支援いたします「中山間地域雇用創出支

援事業」や、みやざき観光遺産やみやざきの祭

りをより一層ＰＲいたします「一村一祭アピー

ル事業」など、中山間地域の活性化を図るため

の各種施策に取り組んでいるところでございま

す。

○髙橋 透議員 先ほど、新規事業で主要施策

の成果の報告書に載せたということで、個性と

工夫で頑張る地域づくり応援事業、これをよく

調べてみますと、当初予算は5,372万1,000円

だったのが、補正で3,145万9,000円に減額さ

れ、決算では2,824万8,000円となっているんで

す。この事業についてはどのように総括してい

らっしゃるのか、お答えください。

○県民政策部長（高山幹男君） 個性と工夫で

頑張る地域づくり応援事業、これは、市町村と

地域住民が一体となって進めます個性豊かな地

域づくりに対しまして、３カ年を限度に支援を

行うものでありまして、20年度は11件を採択い

たしております。市町村からは計16件の申請が

ありまして、事業の趣旨に合致する12件の事業

を採択したところでありますが、その後、市町

村の都合によりまして辞退等がありまして、大

幅な補正減を行ったものでございます。この事

業におきましては、例えば、綾町における新た

な滞在型ツアーの実施など、個性豊かな地域づ

くりについて一定の成果が上がったものと考え

ております。活力ある地域づくりのためには、

このように地域が主体となった取り組みに対す

る支援が必要でございますので、今後も市町村

と十分に連携しながら、事業が有効に活用され

るよう努めてまいりたいと思っております。

○髙橋 透議員 次に進んでいきますが、植栽

未済地対策であります。午前の質疑の中で、い

わゆる2,000ヘクタール、その後の500ヘクター

ル、そのうちの1,100ヘクタールが初年度で解消

されたということで、ひょっとしたら３年でゼ

ロ、これは間違いない数字じゃないかと思っ

て、よく頑張ってこられたなというふうに思っ

たところであります。問題は、今ある未済地と

は別に、新たに伐採された後の植栽未済地が発

生いたしますね。その対策がどうなのかという

ことが一つのポイントになるわけであって、新

規事業の方針にもあったんですが、新たな植栽

未済地の発生を抑制するための事業、計画的に

再造林がされているのか、初年度の実績につい

てお尋ねします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 新たに植栽未

済地を発生させないための取り組みといたしま

しては、主に、植栽未済地抑制対策事業という

ことで取り組んでおりまして、その抑制対策事

業の中身といたしましては、いわゆる再造林を

促すと。森林所有者の負担を軽減して、通常の

補助率に７％のかさ上げをするというようなこ

とを行いまして、再造林を促進するということ

でありまして、平成20年度の計画は1,100ヘクタ

ールでありましたけれども、1,120ヘクタールの

実績は出しているところでございます。

○髙橋 透議員 今、1,100の計画とおっしゃっ

ていましたが、その計画というのは、伐採され

た面積を調査されて把握した数字かどうか、確

認します。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その1,100の計

画は、伐採された後の数字をそのときそのとき

に把握することは―今の2,500ヘクタールとい
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うのは昨年調査したわけでございますけれど

も、これから調査してそういうのは明らかに

なってくるわけでございますが、それまで再造

林をやられていた面積、あるいは再造林を目指

していた面積というのは、1,500あるいは1,600

という目標があります。それにつきまして、自

力で再造林される方もいらっしゃいますので、

補助事業といたしましては、1,100を一応目標と

しておるというところでございます。

○髙橋 透議員 調査がなかなか困難というこ

とで、過去のいろんなデータからして、計画

が1,100で、自力で造林されているものをひっく

るめると、おおむね順調にいっているような状

況がうかがえました。わかりました。

次に、子育て・医療対策についてお尋ねして

いきますが、子育て支援及び医療対策、特段成

果のあった取り組みについて、それぞれ担当部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、子育て

支援対策の成果についてであります。平成20年

度は、子育て家庭の経済的負担の軽減や、地域

における子育て支援などに重点的に取り組んだ

ところであります。具体的には、乳幼児医療費

助成事業の助成対象年齢を、入院・入院外とも

に小学校入学前までに拡充し、地域における子

育て支援を充実するため、ＮＰＯ等に対する助

成事業などに取り組んでおります。また、子育

て支援の意識醸成を図る「みんなで子育て応援

運動」や、多様なニーズに対応した保育サービ

スの充実などにも取り組んでまいりました。こ

のような取り組みの結果、経済的負担の軽減を

初め、意識の醸成や仕組みづくりが進むなど、

子育て支援の充実が図られつつあるものと考え

ております。

次に、医療対策の成果についてであります

が、深刻化する医師不足に対処するため、平

成20年度も、県の重点施策としてさまざまな医

師確保対策に取り組んだところであります。具

体的には、僻地における医師確保を図るため、

自治医科大学卒業医師等11名を７市町村に派遣

するとともに、医師派遣システムで新たに１名

の医師を採用しております。また、僻地や救命

救急科等特定診療科の医師を確保するため、９

名の医学生に新たに修学資金の貸与を行ってお

ります。さらに、特に不足している小児科医の

確保を図るため、昨年度、専門医研修資金貸与

制度を創設し、６名に貸与を行ったところであ

ります。

○髙橋 透議員 次に行きたいと思います。子

育ての関係で２～３具体的に聞いていきます

が、未婚化・晩婚化に対応するための、独身男

女の出会いの機会づくりを支援する「みやざき

新たな出会い応援事業」の成果について、担当

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 独身男女の出

会いのきっかけづくりと民間における取り組み

の活性化を目的に、「みやざき新たな出会い応

援事業」に取り組んだところであります。具体

的には、「縁結び応援団」として活動していた

だく県内の民間団体などを募集し、80の団体に

登録していただいており、この応援団が企画す

る出会いの機会の情報を、約600名の独身男女

に14回にわたり提供してきております。これら

の取り組みにより、多くの独身男女がさまざま

な企画に参加され、出会いのきっかけができる

とともに、応援団の活動により、社会全体で結

婚を応援する機運の醸成が図られつつあると考

えております。

○髙橋 透議員 同じような趣旨だと私は理解

をするんですけど、中山間・地域対策室に「宮



- 375 -

平成21年10月７日(水)

崎魅力再発見 出会い・ふれあい交流事業」と

いうのがあるんですが、この成果と、今おっ

しゃった「みやざき新たな出会い応援事業」と

の関連はどうなっているのか、お尋ねします。

○県民政策部長（高山幹男君） 宮崎魅力再発

見の事業でありますけれども、これは独身男女

の出会いの場を創出することによりまして、地

域資源の再発見とか交流人口の拡大を図ろうと

いうものでございます。平成20年度は、福岡地

区から独身女性延べ40人近くの参加をいただき

まして、西米良村と諸塚村において交流・体験

イベント、福岡市において両村のＰＲイベント

をそれぞれ実施しまして、地域資源の再発見と

か地域情報の発信等を行ったものであります。

事業終了後も、県外からの参加者がプライベー

トで再び両村を訪れるなど、交流の拡大が図ら

れておりますが、この事業の目的は地域活性化

というものであったんですけれども、その結果

として結婚のきっかけづくり等につながれば、

「みやざき新たな出会い応援事業」の趣旨にも

通ずるものというふうに思っております。(「連

携関係」と呼ぶ者あり）直接事業として連携し

ておりませんが、そういったもので結果的に結

婚等につながれば、趣旨としては通ずるものが

あるというふうに思っております。

○髙橋 透議員 この２つの事業については、

独身男女の出会いをサポートするねらいは共通

するものがあると思うんです。だから、部局を

超えて連携があってもよかったんじゃないかな

と思うんです。縦割りをいろいろ批判されます

し、横断的な政策を今目指しているわけですか

ら、連携を今後ひとつよろしくお願いしたいと

思います。

次の建設産業対策については、午前の質疑に

重複しますので、割愛をいたしたいと思いま

す。

次に、20年度の決算の総括についてお尋ねを

していきたいと思います。

これについても午前の質疑である程度出てお

りますが、収入未済額及び不納欠損額について

どう総括するか、お尋ねするわけです。自主財

源の根幹、いわゆる県税収入ですけれども、午

前の知事の答弁、県税収入は減少したというふ

うにおっしゃっています。これはとらえ方の違

いでしょうけど、19年、20年はふえているんで

すね。1,000億円を超えて県税収入は上がってい

るわけだから、それは訂正していただきたいと

思っているんです。20年度も対前年度比0.6％ふ

えているわけです。一方で、収入未済額という

のは、午前もありましたが、26億800万ふえてい

る。昨年度に比べて、県税だけ見ても１億4,700

万余ふえているんです。監査委員も指摘してい

ますけれども、効果的な徴収対策の要望もあっ

ております。どう総括するか、担当部長にお尋

ねします。不納欠損額もあわせてお答えくださ

い。不納欠損額も午前の質疑で出ておりました

が、２億500万円余。これも前年度と比較して、

県税に限って今申し上げていますが、不納欠損

額については昨年より3,300万円ほど減っている

んです。これについてもあわせて総括をどうす

るのか、担当部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 収入未済額、不納

欠損額、いずれも髙橋議員御指摘のとおりでご

ざいまして、まず、収入未済額につきまして

は、個人県民税の収入未済額が大きく増加した

ということが主要な要因となっております。一

方、不納欠損額につきましては、お話ございま

したように3,300万円余減少しているところでご

ざいます。個人県民税の総量が大きくなったと

いうことでは、滞納整理の早期着手なり、ある
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いは滞納処分の的確な実施、さらには、直接徴

収するのは市町村でございますので、市町村と

連携した徴収対策を進めるといったことが重要

ではないかというふうに考えております。

○髙橋 透議員 税源移譲されたものですか

ら、個人県民税がふえたわけですね。しかし徴

収率はよくなったということで、努力を理解す

るわけですが、収入未済額の割合というのが余

り変わらんから、これでよしということにはな

らんと思うんです。徴収率はもちろん上げても

らっているんですが、パイがふえたら、その分

収入として徴収するべきだと思うので、限りな

くその努力はしていただきたい。しかし、午前

の答弁にもありましたように、自動車税につい

てもすごくアップされているし、タイヤロック

などいろんな手段もとられましたね。そういう

意味では大変御苦労があると思うんです。特

に20年から不景気で、大変な公務員バッシング

にも遭いながら。実は、私も１年ほど徴収の経

験があるんです。ちょっと思い出すんですけれ

ども、滞納整理で夜間徴収に行きましたら、目

の前に包丁が刺さりました。２人で行きます

が、そのときにひるんじゃいけないんです。私

はそばにいて、上司を前に出しました。そこで

うまく話をして帰るわけですけれども、現場で

徴収に携わる方々には非常に御苦労があるんで

す。行けば、公務員に対するやっかみどころか

罵声を浴びせられています。おまけに、けさの

新聞では、県の人事委員会から報告があって、

また給与も下がるというようなことでしょうか

ら、現場の士気も心配するわけです。一方で

は、一生懸命仕事をされて徴収率を上げてい

らっしゃるわけです。執行部の方々はその辺は

百も承知でしょうから、末端の現場の方々への

一層の御配慮、そしてまた、一層の徴収努力を

お願いしておきたいと思います。

次に移りますが、不用額もそれぞれ昨年から

ふえたところがあるわけで、20年度の不用額

が20億8,300万円余です。前年度に比べて7,700

万円余の増となっております。主なものが農林

水産費の６億5,100万円余、総務費が３億8,900

万円余、教育費２億8,900万円余、公債費が２

億8,200万円余などであります。その内容と原因

について、担当部長にそれぞれお尋ねいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 私のほうから総務

費と公債費の不用額についてお答えいたします

が、総務費の不用額の主なものといたしまして

は、県税、国庫補助金等県で収納した歳入につ

いて還付が生じた場合の償還金、これが8,100万

円余ございます。さらに、鳥インフルエンザの

防疫業務あるいは緊急災害等の不測の事態が発

生した場合の、主として職員の時間外勤務手当

でございますが、これが8,400万円余、市町村の

雇用創出及び離職者対策に係る施設整備等を支

援する元気市町村支援資金4,400万円、こういっ

たものでございます。こういったような費用に

つきましては、年度末までの所要額を見込むこ

とが困難でございまして、予算の性質上、不測

の事態に備える必要がありますことから、年度

末まで予算を計上しておりまして、結果として

不用額が生じたものでございます。また、公債

費の不用額につきましては、そのほとんどが、

最終予算に対して年度末に発行する県債に係る

経費でございまして、発行額の抑制など経費の

節減に努めたことによるものでございます。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部の

不用額でありますが、御質問にございました農

林水産業費の不用額６億5,100万円余のうち、５

億2,008万円余でございます。その主な内容であ
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りますが、農作物対策費における負担金補助及

び交付金の２億2,800万円余や、農地防災事業費

における工事請負費の7,700万円余、内水面漁業

振興対策事業費における負担金補助及び交付金

等の1,200万円余でございます。その主な原因

は、農作物対策費及び農地防災事業費につきま

しては、入札残や計画の見直しによる執行残で

ございます。また、内水面漁業振興対策事業費

につきましては、コイヘルペスウイルス病の発

生がなかったことによる処分費等の執行残によ

るものでございます。以上であります。

○教育長（渡辺義人君） 教育費のうち、教育

委員会に係る不用額は２億7,000万円余でありま

す。その主な内容は、学校職員の給料、職員手

当等の人件費が7,095万円余、育英資金貸与事業

における貸付金が2,271万円、宮崎県教職員互助

会に対する補助金が2,253万円であります。主な

原因でありますが、人件費につきましては、職

員の産休・病休等補充のための臨時的任用職員

に係る給与等の執行残によるもの、育英資金貸

与事業の貸付金につきましては、家計急変に対

応するための緊急採用枠等の不用分によるも

の、また、宮崎県教職員互助会に対する補助金

につきましては、補助対象事業の見直しに伴う

執行残によるものであります。以上です。

○髙橋 透議員 次に移ります。予算執行に対

する監査委員審査意見についてお尋ねをしてま

いります。

予算執行に対する監査委員の審査意見につい

て伺うわけですが、工事等の変更契約について

審査意見書の欄に、「変更理由に妥当性を欠く

と思われるもの」あるいは「他業者の受注機会

を損なうおそれもある」と指摘されているわけ

ですが、それぞれ具体例をお伺いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、工事等

の変更契約における変更理由に妥当性を欠くと

思われる具体例についてでありますけれども、

例えば、漁港関係の津波対策工事におきまし

て、水門操作盤や道路排水のつけかえ工事の追

加を行っていたもの、それから、土木関係の主

要地方道改良工事におきまして、歩道の舗装工

事の追加を行っていたものでありますけれど

も、いずれのケースも、当初の工事設計の段階

で十分に検討を行っておれば、変更契約の必要

はなかったのではないかというふうに思ってお

ります。

次に、他業者の受注機会を損なうおそれのあ

るものの具体例でありますけれども、土木関係

の地すべり激甚災害対策特別緊急工事現場業務

委託におきまして、本来、別途契約すべき道路

維持作業の業務を変更契約で追加していたもの

がございました。以上です。

○髙橋 透議員 その中の道路改良工事に絞っ

てお伺いしますが、変更契約について、もう少

し経過を県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 注意事項の対

象となりました工事でございますが、延長320メ

ートルの車道及び歩道の舗装工事であります。

当初、旧道部分については道路区域の廃止を考

えておりましたが、一般車両からの不法投棄を

防止し、段差のない安全な歩道敷として有効に

活用するため、変更契約により歩道舗装を追加

で施工したものでございます。

○髙橋 透議員 これについて私も担当と話を

させていただいたんですが、確かに、最初か

ら、現場説明なり、現地の地域住民の方を含め

てそういう協議をしておくべきものだったのか

なと思いますが、強いて言えば変更の時期だと

思うんです。だから、ここまでこういった書き
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物にして指摘をされることかと。これは一生懸

命指摘された結果だと思いますが、職員の現場

での士気もいろいろと踏まえながらやっていた

だいたほうがいいかなと思います。私は変更の

時期に問題があると思われるものですから、そ

の辺の監査側からの指摘について、いま一度代

表監査委員にお尋ねいたします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） この道路改良

工事の設計変更につきましては、私も実際この

現場を見ておりますけれども、設計段階での現

場の状況確認とか事前の検討が十分行われてお

れば―歩道舗装の面積が当初736平米であった

ものが約２倍の1,428平米に拡大されているもの

でございますけれども―設計変更は必要な

かったのではないかというふうに思っておりま

すし、変更契約による工事の追加施工などが安

易に行われることがないように、職員の業務に

対する取り組み姿勢も含めて注意を促したもの

でございます。

○髙橋 透議員 わかりました。次に移ってい

きます。その他の施策について重立ったものを

お伺いしていきます。

まず、「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業の

成果であります。午前も質疑があったわけです

が、19年は全国ワースト２位でしたね。20年度

はやや改善されて、自殺者数も394人から363人

に減少をして、自殺率はワースト４位でありま

す。しかし、依然として自殺率は高い水準にあ

るわけですが、20年度特に効果のあった取り組

みについてお伺いします。自殺対策本部長であ

る知事に答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 「自殺ゼロ」プロ

ジェクト推進事業につきましては、自殺に対す

る偏見を取り除くための啓発活動などの１次予

防、自殺のリスクが高い方の早期発見・早期治

療ができるような人材の養成や体制の整備など

の２次予防、さらに、自死遺族や自殺未遂者に

対する心のケアなどの３次予防に取り組んでい

るところであります。自殺対策につきまして

は、中長期的な取り組みが必要と言われており

ますので、現時点で事業の効果について一概に

申し上げることは困難でありますが、普及啓発

の結果、県民の自殺問題に対する関心は高まり

つつあると考えております。

○髙橋 透議員 知事も今おっしゃいましたよ

うに、関心度の高まり、午前中もありましたよ

うに、相談の仕組みというのをよく御存じない

んですね。午前中も相談件数についてありまし

た。特にその中でも日南からの相談が少ないら

しいんです。この前の自殺対策フォーラムでそ

ういう報告を受けました。いろんな啓発を今後

お願いしたいと思います。それと、昨年度末に

つくられた自殺対策行動計画、300人以下という

数値目標は私はいかがなものかなと思うんで

す。後で交通対策問題で聞きますけど、交通事

故死50人以下、これはないでしょう。300人以下

という数字を人の命に照らすのはどうかなと思

いますので、御一考いただければというふうに

思います。

次に、宮崎フィルム・コミッション事業の取

り組みと成果について、担当部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 宮崎フィ

ルム・コミッションは、映画、テレビドラマ、

コマーシャル等のロケーションの積極的な誘致

を図るため、平成18年に官民共同で設立された

ものでございます。平成20年度におきまして

は、ホームページ等を活用した本県ロケ地情報

の発信を行うとともに、ロケ地候補地等を掲載

したロケガイドブックを作成しまして、映画制
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作会社などへの誘致活動を行ったところでござ

います。また、本県でのロケの可能性を持つ映

画やテレビ番組の事前調査等に対する支援や情

報提供も積極的に行ったところでございます。

このような取り組みの結果、映画「39枚の年賀

状」やテレビ番組など、33件のロケ等がござい

まして、映像を通じて本県の魅力を全国に発信

することができたと考えております。

○髙橋 透議員 次に、新みやざき創造計画に

おける戦略別施策体系に、「知事を先頭に、映

画制作会社や監督等へのＰＲ活動」とありま

す。このフィルミ・コミッションに関係するこ

となんですが、ロケ誘致の積極的な推進に知事

はどう取り組まれたのか、その実績もあわせて

知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、映画やテレビ

ドラマ、ＣＭなどのロケの誘致につきまして

は、映像を通じて本県の魅力を広く発信できる

ことから、これまでさまざまな機会を通じて、

宮崎のすばらしいロケ環境等をＰＲしてきてお

ります。先ほど部長がお答えしましたロケ等の

実績には、このような私のセールス活動の効果

もあったものと考えておりますが、あくまでも

ＦＣが窓口になったものでありまして、それ以

外にも多数ロケの実現に至った番組などもござ

います。また、ロケの誘致に関しましては、私

が出演することがロケの条件だったり、他の番

組に出演すること、そのかわりに別の番組でロ

ケをするというような、いわゆるバーターの条

件もあったりしております。今後出演番組を取

捨選択する中、そういうバランスをどう検討し

ていくか、あらゆる機会もとらえながら今後と

もロケの誘致に積極的に取り組んでいきたいと

考えております。

○髙橋 透議員 フィルム・コミッション事業

は、結構大きな経済効果をもたらします。ぜひ

知事の能力を発揮いただく分野じゃないかと思

いますので、今後とも御努力をお願いしたいと

思います。

全部できないような時間になりましたので、

飛ばしていきます。順番がちょっとかわるかも

しれませんが、警察本部長になるんですが、交

通事故発生状況と対策及び成果についてお尋ね

をしていきます。平成20年中の交通事故の発生

状況と24時間経過後の死者は何人であるのか、

また、その事故防止のためにどんな対策がとら

れたのか、また、その成果についてもお伺いを

いたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 平成20年中の交

通事故の発生状況でありますけれども、物損事

故も含めましたすべての事故発生が３万1,266

件、人身事故が9,384件、死者が48人、負傷者が

１万1,607人でありまして、前年対比で人身事故

件数、死者数及び負傷者数が減少をしておりま

す。また、24時間経過後30日以内に亡くなられ

た方は10人であります。過去５年間では合計65

人で、各年６人から19人の間で推移をしている

という状況であります。

事故防止のための対策でありますが、平成20

年中は、「交通死亡事故抑止“チャレンジ70・

５Ｓ”プラン」と銘打ちまして、高齢者の交通

事故防止、飲酒運転の根絶、速度抑制等被害軽

減対策の強化、信号の遵守等交通マナーアップ

の推進、薄暮時の街頭活動強化等の死亡事故抑

止対策を推進したところであります。その結

果、交通事故死者数は２年連続して減少、対前

年比マイナス32人、特に高齢者の死者がマイナ

ス20人と大きく減少しましたことから、交通死

亡事故抑止対策については相応の成果があった

ものと考えております。
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○髙橋 透議員 その説明のあった中で、24時

間経過後30日以内の交通事故による死亡者数、

これは公表されていませんね。これは公表でき

ないものなんですか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 24時間経過後30

日以内の交通事故死者数につきましては、統計

としての数字はとっております。警察におきま

しては、一般的に、交通事故によって発生か

ら24時間以内に亡くなった方を交通事故死者数

として公表をしております。その理由といたし

まして、統計というのは、交通事故防止対策を

推進するためのものであるということで、早い

段階で把握できる数値が必要であるというこ

と、それから、国の交通安全基本計画が24時間

死者を採用していることなどによるものであり

ます。30日死者につきましても、当県におきま

して統計をとっておりますので、必要に応じて

活用しているところでありますけれども、現

在、一般的に使われている24時間死者数を用い

た迅速・的確な交通死亡事故抑止対策を推進し

ているところでございます。なお、警察庁等に

おきましては、全国統計をホームページ等で公

表しているというところでございます。

○髙橋 透議員 公表できない理由というのは

わかるんですが、私、実は10月１日に免許の切

りかえに行きまして、優良運転者ですから、30

分で講習は終わるわけです。その中で指導官が

交通事故の状況なり、今、本部長がおっしゃっ

たような統計を説明されるわけです。確かに昨

年の交通事故の死者は48名とおっしゃいまし

た。事故も３万件を超える件数が毎年起きてい

ると。ということは１日に80件ですか、毎日80

件事故が起きていると。問題は、死亡者は48人

だけど、それ以外にも実は亡くなっているんだ

ということをおっしゃるんです。だから、交通

事故の死というのは大変な数字というのが実は

あるんだと。そして、よく考えてみると、20

年、30年前と比べるとかなり医学は発達しまし

たから、延命装置で助かっている部分があると

思うんです。だから、20年、30年前に引き直す

と大変な数字になってくるような気もして。私

は、こういった数字をしっかり県民に明らかに

すべきじゃないかと思うんです。直近の数字は

できなくても、過去の数字をああいう講習会で

県民に教えることはできないんですか。

○警察本部長（鶴見雅男君） 先ほども申し上

げましたけれども、当然統計はとっております

が、１カ月後になるということでございます。

この数字につきましては、必要に応じて活用し

ているということでございまして、議員御指摘

のように、更新時講習等、それから交通事故防

止の啓発、そういったところでそういった数字

を活用している状況でございます。

○髙橋 透議員 わかりました。必要に応じて

活用されているということですから、これは県

民の啓発に十分効果をあらわすと思うので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、教育委員会のほうにお尋ねしていきま

す。学力向上関係の事業でありますが、授業力

リーダー養成塾の塾長というのがいらっしゃい

ます。講師の方ですね。スーパーティーチャー

という方もいらっしゃいますが、この方々たち

の連携をどう図られてきたのか、教育長にお尋

ねをします。

○教育長（渡辺義人君） 授業力リーダー養成

は、特定の教科ごとに地域性も考慮して養成塾

を設けて、授業力にすぐれた中堅の教諭を塾長

として、塾生となる若手教諭の授業力の向上を

目指すものであります。一方、スーパーティー

チャー制度は、他の教諭のモデルとなるような
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教諭が、公開授業等を通して、そのすぐれた教

育実践力や高い指導技術などを、県内全域のあ

らゆる世代の教諭に普及させようというもので

あります。このような２つの取り組み等を中心

として、教員に求められる指導力や資質の向上

を図っているところでありますが、授業力リー

ダー養成にスーパーティーチャーがかかわるこ

とや、養成塾の塾生が将来スーパーティーチャ

ーを目指すことなど、今後とも相互の連携が深

まっていくように努めてまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○髙橋 透議員 授業力リーダー養成塾の平

成20年度の塾長の名簿を見ましたら、５人い

らっしゃいますけど、スーパーティーチャーは

１人なんですね。私は、スーパーティーチャー

だからこそ指導ができるという冠がついたと思

うんです。あと４人の方になぜスーパーティー

チャーがつかなかったのか、その点について説

明できるでしょうか。５人塾長がいらっしゃい

ますが、１人しかスーパーティーチャーの肩書

きがないんです。あと４人の方にスーパーティ

ーチャーの肩書きがない理由は何でしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど申し上げまし

たように、授業力リーダー養成塾の塾長につい

ては、若手教員に対して直接指導するというこ

とをねらいにしたものでありますので、いずれ

も教科指導力等のすぐれた教員を任命している

ところでありますけれども、平成20年度の場

合、５名の塾長の中に１名はスーパーティー

チャーが加わっておりました。もともとスーパ

ーティーチャーについては、県内全域の教諭を

対象にするということでスタートした経緯等も

ございまして、そのような形ですみ分けをして

いるところでありますけれども、一部教科に

よっては、スーパーティーチャーが塾長に加わ

るということも、可能性としては当然にあり得

るということであります。スーパーティーチャ

ーの方々が養成塾の塾長にすべてというわけに

はなかなかまいらないと思いますけれども、一

方ではスーパーティーチャーの負担感もあるわ

けでありますので、その辺にも配慮しながら適

切に運用していきたい、このように考えており

ます。以上です。

○髙橋 透議員 もうちょっと細かいところを

聞きたいんですが、時間がございませんので、

次の問題に移ります。小規模校を残す施策につ

いて質疑を行うわけですが、中学校における少

人数学級編制モデル校、昨年度は６校指定され

ているわけです。学力向上対策のために推進さ

れてきたと思います。逆に、小規模校の学力向

上対策、小規模校を残すための施策というもの

はどう取り組まれたのか、教育長にお尋ねしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、小規模校にお

ける学力向上対策でありますけれども、小規模

校におきましては、人数が少ないという特性を

生かして、一人一人の児童生徒に応じたきめ細

かな学力向上対策が行われております。一方、

児童生徒一人一人が互いに切磋琢磨しながら学

力向上に取り組むことができるように、県内の

市町村におきましては、近隣の小学校同士が連

携を図りまして、一つの学校に集合して学習に

取り組むなど、さまざまな対策が講じられてい

るところであります。県教育委員会といたしま

しては、県教育研修センターにおきまして、小

規模校に初めて赴任した教諭を対象とした研修

講座を開設したり、小規模校のニーズに応じて

直接学校に出向いて指導方法についての校内研

修をサポートしたりするなどの、小規模校の学

力向上に努めているところであります。
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一方で、小規模校を残す施策というか、あり

方でありますけれども、基本的には、設置者で

ある市町村において十分に検討がなされるべき

ものというふうに考えておりますけれども、各

市町村におきましては、小規模校において児童

生徒を確保するために、地域のよさを生かしま

して、都市部から留学生を受け入れます山村留

学制度でありますとか、大規模の学校から小規

模の学校に就学することができる小規模特認校

制度を設けているところもございます。県教育

委員会といたしましては、市町村の意向を十分

尊重しながら、子供たちによりよい教育環境が

提供できるように、今後とも情報提供や必要な

支援を行ってまいりたいと考えております。以

上です。

○髙橋 透議員 私も小規模校出身でありまし

て、母校がもう40人を切りました。小学校は。

小規模校に対する目配りをぜひひとつよろしく

お願いしたいと思います。

最後に１点だけ、全部できませんので、農政

水産部長、農産物のブランドの取り組みと成果

ですね。知事の強力な宣伝力によって20年度も

かなり物を売っていただいたというふうに思い

ます。知事の宣伝によってブランド化を押し上

げて付加価値もつけていった。代表される取り

組みについてごく簡単に説明いただけば幸いで

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） ブランド対策

でございますけれども、本県では、「宮崎産な

ら安全・安心」、「選んで買うなら宮崎産」と

いった、消費者の信頼獲得によります定番・定

着化を目指したブランド対策に取り組んでいる

ところであります。平成20年度の主な取り組み

としましては、新たに「みやざきフレッシュ

キャベツ」を商品ブランドとして認証しますと

ともに、県内外でのみやざきフェアの開催や、

知事のトップセールス等によります情報発信、

全国トップクラスの残留農薬検査体制を確立す

るための支援等を行ったところでございます。

これらの取り組みによりまして、県産品の認知

度の向上や取引先とのパートナーシップの強化

が図られ、本県農畜産物の定番・定着化が一層

進んだものと考えております。以上でありま

す。

○髙橋 透議員 もう時間がありません。足ら

ざる面あるいは具体的ないろんな質疑につきま

しては、この後、設置される予定の決算特別委

員会で議論を深めていきたいと思います。

以上で質疑を終わります。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、松田勝則です。ここにおりますと、今大変

はげらしい思いがいたします。下界の天候はど

うであるのか、この天候が大きな災いに転じぬ

よう祈りつつ、また、この質疑の機会を与えて

くれた会派の仲間の、それから、多くの支援者

の方々、職員の方々に感謝を申し上げ、愛みや

ざきを代表し、総括質疑を行います。

平成20年度の国の予算のキーワードは、「希

望と安心の国の実現」でした。歳出の特別枠と

しての地方再生対策費の創設など、地方財政対

策が講じられたものの、地方財政計画への歳出

規模は83兆4,014億円と前年度比0.3％の増にと

どまり、厳しい財政状況でのスタート。一方

で、本県は、東国原知事にとって初の通年予算

であり、財政改革プログラムを推進しながら存

在感のある自治体を目指しました。そして、

「オンリーワンの宮崎を目指して～宮崎再生推

進予算」として20年度予算は編成されたわけで

すが、徹底した経費の削減、予算の効率的な執
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行に県民も大きな期待を寄せました。財政の硬

直化の中で制限ある予算をどのように活用した

のか、苦心の跡が主要施策の成果報告書からも

随所に見てとれます。新みやざき創造戦略に基

づく重点施策の推進、県民目線による見直し、

そして県民総力戦による実行を基本計画とした

宮崎再生推進予算は、ポイントを３つに絞り込

み、中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医

療対策、建設産業対策と、３大重点施策を選定

したことに大きな意気込みを感じたものです。

知事にその取り組みと成果を伺います。

以下は自席にて質疑いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 重点施策の

成果についてであります。平成20年度におきま

しては、中山間地域・植栽未済地対策、子育て

・医療対策、建設産業対策の３つを重点施策と

して取り組んだところであります。

まず、中山間地域対策につきましては、中山

間・地域対策室など庁内体制を整備し、集落の

活性化、日常生活の維持充実、産業の振興の３

つを施策の柱として、全部局が連携した取り組

みを行ったところであります。その結果、「い

きいき集落」を初めとする地域づくりに向けた

自主的な活動の活発化や、地域資源を生かした

雇用の創出など、厳しい状況の中、中山間地域

の活性化に向けた一定の成果があったのではな

いかと考えております。また、植栽未済地対策

につきましても、計画を上回る419ヘクタールの

解消を図るとともに、新たな発生防止に努めた

ところであります。

次に、子育て・医療対策につきましては、乳

幼児医療費助成対象の拡充や、地域における子

育て支援の充実などに取り組んでおりまして、

本県の平成20年の合計特殊出生率は1.60と、一

昨年に続き、全国２位となっておりますが、地

域医療については依然として多くの課題があり

ますので、引き続き、医療提供体制の充実に向

けて取り組んでいく必要があると考えておりま

す。

次に、建設産業対策につきましては、経営基

盤の強化や新分野進出に対する支援を行ったと

ころであります。また、経済危機に対応した緊

急的な経済・雇用対策の実施により、経営や雇

用の下支えに努めてきたところでありますが、

建設産業を取り巻く環境は大変厳しい状況にあ

りますので、今後とも実情に応じたきめ細かな

支援に努めてまいりたいと考えております。

〔降壇〕

○松田勝則議員 次に、その３つの重点施策の

各分野から１点ずつ担当部長に伺います。

まずは、中山間地域・未植栽地対策について

です。里山エリア再生交付金森林整備事業で

は、森林の機能増進のために、居住地域周辺の

森林、いわゆる里山での森林整備を進めまし

た。決算額は、前年度と比べ1,480万円余アップ

の約２億8,100万円余となり、地域の魅力づくり

へのさらなる取り組みの姿勢は評価するところ

ですが、主要内容の造林、除間伐などの実績

は、面積にして、前年度と比べ209ヘクタール減

の1,810ヘクタールとなっております。予算の増

額に対し、この施業面積の減少の理由を環境森

林部長、お聞かせください。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この事業につ

きましては、里山周辺の森林整備と獣害防護さ

くを設置するものでございます。近年、シカに

よる被害が人家や里山近くまで拡大しています

ことから、平成20年度は、この防護さく設置の

事業量が増加したことが森林整備の実施面積が

減少した理由でございます。
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○松田勝則議員 シカが県の造林事業にまで影

響したということになるかと思います。

次に、子育て支援計画について伺います。

「安心して子どもを生み、育てられる社会づく

り」をスローガンに、子育て支援体制の充実が

図られました。中でも、女性や子供の健康に対

する保健医療体制の充実を推進する母子保健対

策事業においては、予算が、19年度の6,400万円

余から、20年度は７億9,000万円余と大幅に増額

しております。福祉保健部長、この10倍近くの

増額理由は何か、お示しください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

母子保健対策事業では、国からの交付金を財源

に、宮崎県妊婦健康診査支援基金として７

億2,754万6,000円を造成いたしました。この造

成により大幅に決算額がふえたところでありま

すが、本基金の活用により、平成21年度と22年

度に市町村が行う妊婦健康診査の公費負担分を

助成し、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担

の軽減を図ることとしております。

○松田勝則議員 続けて伺います。この事業の

中で、不妊サポートの一環として特定不妊治療

費給付事業があります。保険の適用されない不

妊治療を受ける方々への支援ですが、件数にし

て、前年度から25件増加して304件と前進してい

ます。しかし、不妊治療は、ケースによって

は50万から100万もの高額の治療費がかかるのが

現状であります。全額を行政が負担せよとは申

しませんが、県の不妊治療に対するこの財政支

援は県民の実情に即しているのか、評価と課題

について、同じく福祉保健部長に見解を伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君） 不妊治療費助

成事業につきましては、体外受精や顕微授精な

どの特定不妊治療を対象として、夫婦１組に対

し、年２回、１回につき10万円を限度に助成す

るものであります。不妊治療につきましては多

額の費用がかかり、経済的負担も大きいことか

ら、所得要件の緩和や助成期間の延長などの制

度の拡充が図られ、毎年助成件数が増加してい

るところであります。今後とも、不妊に悩む方

々の経済的負担の軽減を図っていく必要がある

と考えております。

○松田勝則議員 年２回、１回につき10万円の

支援を５年間継続、最高で１組100万円の財政支

援が受けられるということなんですが、さら

に、不妊対策は、出生届の窓口である市町村こ

そ、大きく任を負うべきだと思うんですけれど

も、県内の各市町村で、県の補助に上乗せして

治療費を支給している自治体があれば、お示し

ください。

○福祉保健部長（高橋 博君） 県の助成に上

乗せした助成を実施している市町村は、綾町と

三股町でございます。

○松田勝則議員 続きまして、自主財源の確保

について２点、総務部長に伺います。

20年度の本県の自主財源比率は38.6％、前年

度0.1ポイントの増にすぎず、財政基盤が脆弱で

あることは変わりありません。自主財源の根幹

をなす県税での収入未済額の現状とその圧縮に

どう対処されたのか。なかんずく、個人県民税

の徴収については、監査委員から毎年このよう

な指摘を強く受けております。すなわち、「賦

課徴収を行う市町村と連携を一層密にして、各

市町村の実情に即した支援策を進めるよう」と

の要望ですが、指摘を受け、20年度はどのよう

に取り組んだのかお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の県税

収入未済額は26億800万円余となっておりまし

て、前年度に比べて１億4,000万円余増加をして
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いるところでございます。収入未済額の圧縮に

つきましては、租税負担の公平性あるいは収入

確保の観点から、重要な課題でございます。滞

納整理の早期着手あるいは滞納処分の的確な実

施を行ってきたところでございますが、特に、

収入未済額の約７割を占めます個人県民税につ

きましては、重点税目として位置づけまして、

県が市町村にかわって滞納処分を行います直接

徴収、あるいは税務職員の併任の人事交流な

ど、市町村と一体となった徴収対策を行います

とともに、徴収対策会議の開催あるいは徴収実

務研修を実施してきたところでございます。今

後とも、市町村との連携をより一層密にして、

個人県民税の徴収対策を進めて進めてまいりた

いと考えております。

○松田勝則議員 20年度は、地方法人特別税の

創設、またリーマンショックに端を発する景気

の後退により、本県の企業収益も悪化の傾向に

あったと聞き及びます。法人二税、軽油引取税

などは減少しましたが、法人事業税においては

徴収状況はどうであったのか、20年度の法人数

と徴収率を伺います。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度に法人

事業税の申告があった法人数は、２万1,828法人

でございます。また、20年度の徴収率でござい

ますが、現年度分で99.9％、滞納繰り越し分

で21.0％、合計99.7％となっているところでご

ざいます。

○松田勝則議員 法人税につきましては、法人

税の占める内訳の中で誘致企業がどれぐらいの

割を占めているのか、このようなデータを求め

ましたら、そういった情報は持ち合わせていな

いということでありました。これは総務部の所

管でないとしても、商工観光労働部におきまし

てはやはり押さえておくべきことではなかろう

かと思っております。

続きまして、平成18年度に判明しました不適

正な事務処理、県民は裏金事件と呼んでいまだ

に記憶に新しいところなんですが、再発防止に

向け、全庁挙げて予算執行システムの見直しや

職員の意識向上などを図り、また調整事務費を

導入するなど、努力の跡が見られます。その中

で、特に、会計管理局は再発防止にどう取り組

み、それはどう功を奏したのか、会計管理者に

伺います。

○会計管理者（長友秀隆君） 会計管理局で

は、平成20年度に、不適正な事務処理の防止策

として３つのことに取り組みました。第１に、

会計職員の意識の改革でございます。第２とい

たしまして、財務会計職員の研修の充実強化で

ございます。第３といたしまして、組織体制の

充実強化でございました。

具体的なその取り組みでございますけれど

も、意識改革につきましては、各所属の出納員

と会計事務の正しいあり方につきまして意見交

換会を行いますとともに、出納員の使命感と責

任感の自覚を促すための「出納員心得」という

ものを作成・配付いたしまして、改めて会計職

員としての公金に対する意識改革に努めまし

た。続きまして、財務会計研修につきまして

は、これまでの一方的な講義形式の研修から、

事例等を中心といたしまして、職員がみずから

考えるといったものに変えまして、工夫を凝ら

しまして、実務の強化を行ったところでござい

ます。また、組織体制につきましては、平成20

年度から、会計課の中に専任の特別審査指導担

当を設置いたしまして、これまで一部でしか実

施いたしておりませんでした実地指導検査を、

予算を執行するすべての出先機関について実施

するなど、きめ細かな対応をいたしたところで
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ございます。その結果、職員の公金に対する意

識改革や、財務会計事務への理解不足の解消が

図られまして、以前に発生いたしました不適正

な事務処理の再発防止につながっているものと

考えておるところでございます。以上でござい

ます。

○松田勝則議員 会計職員の意識の改革、実務

能力の向上、スキルアップを図って再発防止に

尽力していると、自信のほどを伺ったわけなん

ですが、一方、現場においての書きかえや肩が

わりなどの不適正な事務処理は、物品調達のあ

り方に起因するとの報告がなされました。物品

調達部門での再発防止策はどう改善されたの

か、総務部長、お示しください。

○総務部長（山下健次君） 物品調達事務につ

きましては、各県税・総務事務所ごとに、管内

出先機関の物品調達事務及び納品検査を一元化

いたしまして、さらに本庁におきましても、総

務事務センターに物品納品検査員を１名配置す

るといったことで、物品の検査を原則一元化し

たところでございます。また、例外的に各所属

において行います納品検査、これにつきまして

も、２名以上による検査の実施に努めることと

いたしまして、検査体制の充実を図ったところ

でございます。さらに、総務事務センターには

物品管理事務指導専門員を２名配置いたしまし

て、平成20年度においては、出先機関117カ所に

おいて指導・検査を実施したところでございま

す。加えまして、職員に対する研修につきまし

ては、物品管理の基礎研修や各地区での出前研

修等を実施して充実を図ったところでございま

す。これらの取り組みを継続して実施していく

ことによりまして、不適正な事務処理の再発防

止は図られるものと考えております。

○松田勝則議員 のど元の熱い今だけでなく、

これから未来永劫にわたって、本県においては

こういった不適正な事務処理の再発防止が図ら

れるものと考えるのですが、さらに、不適正な

事務処理が知事の呼びかけで判明するまでは、

従前の監査体制をもってしては見抜けなかった

わけですが、その再発防止のために、監査事務

局は監査能力の向上にこの20年度、一年をかけ

てどう取り組んだのか、代表監査委員に伺いま

す。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 平成20年度に

おきましては、内部統制機能に視点を置いた監

査を実施するとともに、対象所属や対象項目の

絞り込みなど、監査の重点化を図ったところで

ございます。具体的に申し上げますと、１つに

は、法令遵守に関する研修や職場内における自

己点検の取り組みが行われているのか。２つに

は、物品取扱業者との取引で、納入品や金額が

契約と一致しているか、物品の発注に際し、一

部の業者に偏っていないか、予算消化のための

予算令達はなかったのか、などについて重点的

に監査を実施したところでございます。なお、

加えて、今年度は、事前の通告なしに行う監

査、いわゆる抜き打ち監査を実施するなどしま

して、再発防止により一層努力していきたいと

いうふうに考えております。

○松田勝則議員 抜き打ち検査は今までなくて

今年度から導入ということを伺いましたが、監

査委員からの指摘のほとんどが文書により通知

をされているというふうに伺います。つまり、

現場での指導はまだまだ少ないと感じるんです

が、指摘事項の改善確認というのはどのように

行われているのか。精査に精査を重ねて指摘し

た事項が確実に各部署において改善されている

のか。そのチェック機能はどう働いているのか

を代表監査委員に伺います。
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○代表監査委員（城倉恒雄君） 監査において

指摘事項等があった場合には、所属長に対して

はもちろんでございますけれども、そこを所管

する部長等に対してもその改善状況について報

告を求めておりまして、毎年改善内容を確認し

ております。さらにまた、翌年度も監査をする

わけでございますけれども、その際にも、指摘

事項等については改善状況を再度確認しており

ます。以上です。

○松田勝則議員 再々のチェック機能が働いて

いるというふうに理解いたしました。このよう

に、各部署で不適正な事務処理の再発防止に懸

命に取り組み、県民の信頼の回復にこたえんと

した20年度の一連の対策を知事はどう総括され

るか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 一連の不適正な事務

処理に対し、予算・物品の購入システム面など

における再発防止策について、全庁的に積極的

に取り組んできた結果、一定の成果を上げたも

のと考えております。加えて、不適正な事務処

理があのように長期にわたり県庁内で行われて

きた原因は、やはり、職員のコンプライアンス

意識の問題や公金に対する意識の欠如であると

考えております。このため、庁内に副知事を

トップとするコンプライアンス推進委員会を設

置するとともに、各所属にコンプライアンスリ

ーダーを配置して、定期的な点検、職場研修を

行うなど、全庁的に職員の意識改革に取り組ん

できたところでありまして、以前に比べ、職員

のコンプライアンス意識も相当程度高まってき

たものと考えております。今後とも、職員の意

識改革の取り組みを継続して行うことにより、

不適正な事務処理のような問題が二度と生じな

いよう、職員を指導してまいりたいと考えてお

ります。

○松田勝則議員 次に、テーマを県民の意見の

反映に移します。

県民一人一人の思いが反映されてこその県民

目線、県民総力戦の宮崎県であり、そのために

は、県民による県政への参加意識を醸成するこ

とが肝要と強く感じております。その中で、20

年度は広聴活動が一段と活性化しました。県民

の皆様の声をもっともっとお聞きするため、県

内各地に知事また職員が赴き、ひざを交える県

民フォーラム、県民ブレーン座談会、そして、

県民からの御意見・御要望をちょうだいする

「県民の声」のコーナーなどの事業。私は、５

月に、県内最大の離島である延岡市の島浦島で

開催された座談会に出席し、島の方々の熱烈な

歓迎と白熱した意見交換に、県民総力戦の醍醐

味を味わいました。「もっと県は知事をつれて

きてくれ」と、知事のコンパニオンを自称する

漁師の方々が、常に知事だけではなく、県の職

員さんがこの島に来てくれたということに対し

ての喜びを感じていらっしゃいました。県民が

最も求めているサービスの一つが、これら行政

とのひざ詰めの会話にあると感じておりま

す。20年度における県の広聴活動の実績を伺い

ます。そして、大切なことは、県民からの一方

通行ではなくて、貴重な御意見を県が受けとめ

た後、どう対応したのか、さらには、どのよう

に県政に反映させたのかを、県民政策部長、お

聞かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 20年度におき

ましては、知事が地域の皆様と意見交換を行い

ます県民フォーラムを県内各地で７回、県政の

重要課題に関して専門家等と意見を交換いたし

ます県民ブレーン座談会を、少子化とか林業な

どさまざまなテーマで８回開催をいたしており

ます。また、電話やはがき等によります「県民
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の声」につきましては、約3,300件を直接受け付

けております。これらを通じまして、県民の皆

様からは、中山間地域の現状でありますとか有

害鳥獣の問題など、幅広い貴重な御意見をいた

だいております。フォーラム等におきましては

知事が直接お答えしておりますが、その他につ

きましては、必要に応じ、関係部局から回答を

いたしております。また、業務の改善等すぐ取

り組めるものにつきましては、迅速に対応いた

しますとともに、施策の立案とか新規予算への

反映についても努めているところでございま

す。

○松田勝則議員 今お聞かせいただきましたよ

うに、「県民の声」に対しましては、当然相手

方がわからない要望もあるでしょうけれども、

スピーディーに対応しているということなんで

すが、知事がよく言っていらっしゃるスピード

感というものを持ってすれば、県民の方々から

いただいた要望・意見に、県はどのような間

隔、どのようなスパンで答えているのか、お聞

かせください。

○県民政策部長（高山幹男君） 先ほど申しま

したように、県にたくさんの御意見をいただい

ているんですけれども、このうち「県民の声」

につきましては、お答えが必要なものにつきま

しては、受付日から原則として２週間以内に回

答することといたしております。また、さまざ

まな御意見のうち早急に対応すべきものについ

ては、担当部局において直接お話をお伺いした

り、現場を調査するなどの迅速な対応に努めて

いるところでございます。

○松田勝則議員 ２週間以内の回答ということ

ですが、１点伺います。１回お声をいだたいた

ら最長２週間まで延ばしているのか、それと

も、よく民間では着確といって、「御意見を承

りました」という着確の連絡をするんですが、

それも２週間以内になされているのか、お聞か

せをいただけますか。

○県民政策部長（高山幹男君） 済みません、

質問がよく理解できなかったんですが、もう一

度お願いできますか。

○松田勝則議員 県民へ反応するときに２週間

以内ということであります。最初の反応が最長

２週間まで余裕があるのか、それとも、例えば

電話ではなくてメールですとか手紙の場合もあ

るじゃないですか。その場合に、「届きました

よ。確かに受け取りました」という反応をすぐ

にしているのかということを伺っております。

○県民政策部長（高山幹男君） 御意見等伺い

まして、私どもからお答えするというのが２週

間以内と、そういう対応をしております。

○松田勝則議員 民間の感覚からすると２週間

というのは長いのかな。その内容を答える云々

は別として、とりあえず、とりあえずという言

い方は悪いですね、「確かに意見を承りまし

た」というファーストアプローチはもっと早く

てもしかるべきじゃなかろうかと思います。

続きまして、県民政策部長に伺った次に、我

々議員も県庁職員も宮崎県民の一員ですが、そ

の県職員から県政の課題に対応するプランを募

集した「提案・かえるのたまご」事業は話題を

喚起しました。知事の独自性を打ち出した取り

組みの一つと評価しますが、この事業のねらい

はどこにあるのでしょうか。何をもって選考の

基準とし、そして20年度は何件事業化されたの

か。その結果、この取り組みは県庁職員の意欲

の向上にどうつながったのか。プランナーであ

る知事に伺います。

○知事（東国原英夫君） 「提案・かえるのた

まご」は、県庁内に埋もれたアイデアを掘り起
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こし、県政の各種課題の解決や事務改善に役立

てるため、職員から提案や取り組み事例を募集

するものであります。平成20年度には143件の政

策提案がありまして、アイデアの実効性、実現

性、費用対効果や独創性などの観点から優秀提

案を選考し、５件について知事表彰を行ったと

ころであります。また、職員からの提案をもと

に平成20年度に事業化したのは、「宮崎おもて

なし日本一実践事業」や「みやざき新たな出会

い応援事業」など３件であります。これらの取

り組みにより、職員一人一人が新しい発想と

チャレンジ精神を持って業務に取り組む組織風

土が醸成されるとともに、優秀な提案は表彰さ

れ、事業化されるチャンスもあることから、職

員のモチベーション向上につながっているもの

と考えております。

○松田勝則議員 このかえるのたまごをまさに

ふ化させるために、知事はこの事業をどう育て

たのか。選考過程での情報把握や選考へのかか

わりをいま一度伺います。

○知事（東国原英夫君） 「提案・かえるのた

まご」につきましては、集まったすべての提案

について私みずからが目を通しております。ま

た、最終審査を行う「かえるのたまご審査委員

会」では、私自身が審査委員長を務め、提案し

た職員からプレゼンテーションを受けた上で、

優秀提案の選定を行っております。

○松田勝則議員 続きまして、人づくり事業に

ついて福祉保健部長に伺います。

人材の育成は早急に結果が出るものではあり

ませんが、各課各分野においても担い手育成は

重要な課題と認識しています。人づくり事業の

中において、20年度は、婚活とも言えるマッチ

ング事業が目立ちました。私たちは、婚活は行

政が行うことかとの疑問も持ちましたが、２点

の事業について伺います。先ほど休航となった

エバー航空を利用した「台北出会いの旅」事業

は、そこにおいて県費はいかほど負担されたの

か、その成果として、参加された方々のその後

の状況はどう把握しているのか、県民政策部長

に伺います。

○県民政策部長（高山幹男君） 台北出会いの

旅は、御質問ありましたように、台北線開設記

念事業の一環といたしまして実施したものであ

りまして、その中には、台北の旅行会社とかマ

スコミを招待しての「宮崎の夕べ」、宮崎の観

光と物産フェアなどとともに、路線の利用促進

を目的に実施したものでありまして、交流会に

関しましては、交流会の開催やバス借り上げの

経費として約110万円を支出いたしております。

また、参加された方々のその後につきまして

は、同窓会を開催されたといった情報をお聞き

しております。

○松田勝則議員 その後の成果については、同

窓会までのレベルで、その後は把握をしていな

いということですね。先ほどの「提案・かえる

のたまご事業」の関連で、縁結びネットワーク

の創設や、その縁結び事業への支援が目立ちま

す。「宮崎魅力発見 出会い・ふれあい交流事

業」は、出会いの場の創出で、地域資源の再発

見、交流人口の拡大を通じた過疎地域の活性化

を図りました。一方、児童家庭課が主体となっ

て取り組んだ「みやざき新たな出会い応援事

業」は、まさに少子化対策として、結婚を社会

全体で応援する仕組みづくりに着手、メルマガ

による出会いの情報提供から結婚のきっかけづ

くりを支援するというような事業です。このユ

ニークな事業はどう成果を上げたのか、福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） この事業は、
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「縁結び応援団」として活動していただく県内

の民間団体等を募集し、この応援団が企画する

出会いの機会の情報を独身男女に提供すること

により、出会いのきっかけづくりと民間におけ

る取り組みの活性化を目的に実施したものであ

ります。これにより、20年度末で縁結び応援団

が80団体、独身男女が約600名の登録があり、県

内において、毎月多くの出会いのイベントや結

婚に関する講座などが企画されたところであり

ます。これらの企画には多数の独身男女が参加

されており、出会いのきっかけづくりや社会全

体で結婚を応援する気運の醸成について、一定

の成果が得られたものと考えております。

○松田勝則議員 600人の登録があったという成

果なんですが、その後、カップルの成立はどこ

まで進んだだろうか、県民として気になるとこ

ろなんですが、事業の成果の延長線上にありま

す進展状況はどう把握していらっしゃるのか、

伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） この事業は、

独身男女の出会いのきっかけづくりと民間にお

ける取り組みの活性化を目的に実施したもので

あることから、イベントに参加された方のその

後の状況は調査しておりませんが、縁結び応援

団の方々からは、イベントでの出会いを契機に

おつき合いを始められた参加者もいらっしゃる

というふうに伺っております。

○松田勝則議員 出会いの場をつくるまでが県

の仕事ということですね。

続きまして、人づくりを受けて、次に、子育

て支援事業について教育長に伺います。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」事業は、人材

育成がこれからの県づくりの基本となるとの概

念で推進されています。特に、知事の提唱され

る「全ての大人は全ての子どもの教師たれ」の

スローガンのもと、家庭、学校はもとより、地

域が一体となっての子育ての気運が感じられま

す。教育庁では、「地域で子どもを育てる『地

域教育システム創造』実践モデル事業」で地域

教育の推進を図りましたが、その成果と、さら

に課題をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 御指摘の事業につき

ましては、学校、家庭、地域社会が一体となっ

て地域ぐるみでの教育の推進を目指すものであ

りまして、宮崎市を初め、県内に７つのモデル

地区を指定し、平成18年度から３カ年間実施し

てまいったところであります。本事業の成果と

いたしましては、例えば、地域住民による子供

の登下校の見守り活動や、竹馬、おじゃみ遊び

などの子供たちと地域住民とのふれあい活動な

ど、本事業への参加者が、平成20年度には延

べ17万6,589名と、３年間で約５倍になるなど、

モデル地区における地域ぐるみの教育が推進さ

れたところであります。今後は、モデル地区に

おける取り組みを継続していただきますととも

に、他の地域にも普及・拡大していくことが必

要だと考えておりますので、市町村が独自に実

施される事業や、平成20年度から取り組んでお

ります学校支援地域本部事業の中で、本事業の

成果を生かしていただくよう、市町村を支援し

てまいりたいと考えております。以上です。

○松田勝則議員 次に、育児の分野で総務部長

に伺います。我が会派では、間もなく父親に

なって１年を迎えようとする西村議員もおるわ

けでございますけれども、我が会派は男性職員

の育児休業について提案をしてきました。平

成20年度、県庁の男性職員における育児休業の

取得状況はどうなっているか、お示しくださ

い。

○総務部長（山下健次君） 平成20年度の県庁
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全部局におきます男性職員の育児休業取得者数

は、５名でございます。

○松田勝則議員 ５名ということで、育児休業

の対象となる職員が今回いかほどいるのか調査

できなかったんですけれども、子育てにおいて

県庁の男性職員が育児休業などを取得しやすい

環境づくりにどう取り組んでいるのか、続けて

総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） これまで、育児休

業を初めといたしまして、男性職員の育児参加

休暇や子の看護休暇などの制度について整備拡

充を行いますとともに、会議の場とか庁内の電

子掲示板での制度周知等、制度の活用促進ある

いは意識の醸成を図ってきたところでございま

す。こういったことで、今後とも職員の意識の

的確な把握、さらなる啓発に努めつつ、支援制

度の充実あるいは利用しやすい環境づくりにつ

いて、一層の取り組みを行ってまいりたいと考

えております。

○松田勝則議員 続きまして、入札制度の改革

について４問、県土整備部長に伺います。

公共三部において20年度の発注状況はどうで

あったのか。一般競争入札、指名競争入札及び

随意契約の件数を、代表して県土整備部長、お

示しください。

○県土整備部長（山田康夫君） 発注件数でご

ざいます。環境森林部、農政水産部及び県土整

備部の三部合計で申し上げます。建設工事は、

一般競争入札が2,227件、随意契約が818件の合

計3,045件となっております。また業務委託は、

一般競争入札が482件、指名競争入札が768件、

随意契約が840件の合計2,090件となっておりま

す。

○松田勝則議員 続いて、事業契約後の工事費

の変更状況はいかがか、伺います。工事費・委

託費の増額、減額の件数と割合、また事業費の

大幅な変更は、競争入札制度が正しく機能して

いるのか、あるいは発注側であります県の積算

技術に改善の余地があるのではないかなどと疑

問を呈するところですが、理由をお聞かせくだ

さい。

○県土整備部長（山田康夫君） 工事につきま

しては、3,045件のうち、増額変更が1,878件で

全体の61.7％、減額変更が362件で全体の11.9％

となっております。主な変更理由としまして

は、工事の実施過程において、現地の形状や地

質、湧水等の状態が設計図書に示された施工条

件と一致しないために、施工数量や工法等に変

更が生じたことによるものであります。業務委

託につきましては、2,090件のうち、増額変更

が770件で全体の36.8％、減額変更が217件で全

体の10.4％となっております。主な理由としま

しては、ボーリング調査において、地盤が当初

の想定と異なり、地質ごとの数量等に変更が生

じたことや、用地測量において、当初予定して

いた面積と実測による面積との間に増減が生じ

たことなどによるものであります。

○松田勝則議員 現場においては必ず変更がつ

きものだという認識は持っておりますが、さら

に同じく、20年度の事業で工事・業務委託で不

調・不落となった件数はいかほどであったか、

お示しください。

○県土整備部長（山田康夫君） 応札者が一者

もいない入札不調につきましては、公共三部合

計で、建設工事で102件発生をし、業務委託では

発生いたしておりません。また、応札はあるが

落札者がいない不落につきましては、公共三部

の合計で、建設工事で57件、業務委託で７件発

生をいたしております。

○松田勝則議員 入札不調は、聞きますと、県



- 392 -

平成21年10月７日(水)

土整備部がとりわけ多かったということです

が、その理由をどう分析されているか、お聞か

せください。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札不調のお

尋ねでございます。県土整備部におきまして

は、主に昨年12月以降、1,000万円未満の小規模

な災害復旧工事や舗装工事を中心に発生をいた

しております。主な原因としましては、災害復

旧工事の発注が、一部の地区で12月に地元市の

発注と重なったことや、小規模な工事におきま

しては、建設業者が応札を敬遠する傾向にある

こと、増額補正したことにより、12月以降に舗

装工事が集中しまして、配置する技術者が不足

したことなどが考えられます。以上でございま

す。

○松田勝則議員 続いて、就業支援について商

工観光労働部長に伺います。

産業人材の確保・育成施策の一環として、研

究開発などの分野に特化した人材育成の取り組

みが進む中、20年度の新規事業である誘致企業

ＩＴ人材養成支援事業など、ＩＴに特化した事

業が３件あります。誘致企業への人材育成、特

に、約2,800万円の予算を組んで振興に当たった

コールセンター人材育成の取り組み内容及び成

果をお聞かせください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 誘致企業

への人材育成につきましては、コールセンター

を含むＩＴ関連企業への就職内定者を対象とし

た研修事業を実施しておりまして、20年度はコ

ールセンター１社の108名について研修を行い、

誘致企業の円滑な事業開始を支援したところで

ございます。また、コールセンターへの就職希

望者に特化した研修事業も実施しておりまし

て、20年度は３地区で計14回開催して、受講者

は400名でありました。このうち125名がコール

センター等に就職しております。

○松田勝則議員 受講者のうち約３分の１がコ

ールセンターへの就職がかなったということで

すね。企業誘致とあわせまして、何といっても

地場産業、また県内企業の育成支援も大きな課

題になりますが、新たに事業を起こそうという

動き、いわゆるベンチャー企業などに対して本

県の支援状況はどうであるのか、続けてお聞か

せください。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 本県で

は、ベンチャー企業等が行う新商品開発や新分

野進出等に対する支援策を、県産業支援財団と

連携しながら実施しておるところでございま

す。平成20年度の主な実績としましては、総合

相談窓口に配置している専門性の高い７名のコ

ーディネーターが、977件の相談に対応し、アド

バイスを行ったほか、新規創業者向けのセミナ

ーを２地区で開催いたしました。また、産学官

共同研究グループが行う研究開発７件への支援

を行ったほか、新商品開発や販路開拓を支援す

る２つの基金を造成したところでございます。

さらに、ベンチャー企業等の資金調達を支援す

るため、県内のベンチャーファンドを通じて２

件の投資を行うなど、創業から事業化までの各

段階に応じた各種の支援を行ったところでござ

います。

○松田勝則議員 次に、警察本部長に伺いま

す。まさに本県に台風17号、18号が接近してお

ります。けさ、各出先に電話をしましたら、早

くもけさからそれぞれが宿直体制で今夜に当た

るということでありました。災害対策は各課で

体制をとっているということですけれども、警

察では、災害・テロ対策充実強化として、装備

機材や非常食の購入などに2,369万円余を充当し

ております。日々の災害に対する準備は心強い
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限りなんですが、テロ対策は我が宮崎県民には

なじまない事業でもあります。本県においてテ

ロはどのような想定のもとに取り組まれている

のか、機密事項も多いこととは存じますが、伺

います。

○警察本部長（鶴見雅男君） テロの現状と取

り組みということでございますけれども、世界

各地でイスラム教過激派による大規模無差別テ

ロが続発しております。日本もその標的として

名指しをされているということもありまして、

極めて厳しい情勢にあるという認識をしており

ます。警察といたしましては、全国警察を挙げ

ての問題でありまして、国際テロリストの入国

を阻止し、テロを未然に防止するために、入国

管理局等関係機関と連携した水際対策、関連情

報の入手に努めておりますほか、多数人が集ま

る空港、主要交通機関、そういったところや、

国民生活に重大な影響を及ぼすライフラインな

ど、関連施設の警戒を強化しているところであ

ります。災害・テロ対策につきましては、装備

資機材の充実を図りますとともに、部隊に対す

る実践的訓練の実施により技能の向上に努め、

災害・テロ警備に万全を期しているところでご

ざいます。

○松田勝則議員 ＤＶに関しましては割愛をさ

せていただきます。

最後の設問になります。県立病院の経営につ

いて病院局長に伺います。

過ぐる20年度は、医師不足問題に市民が一丸

となって取り組み、大難を乗り切った、そのよ

うな感想を持つ日南、延岡の各県立病院です

が、本県の県立病院は、今まさに経営形態を定

める岐路にあり、宮崎病院を含め、その動向は

県民の大きな関心を集めていることは言うまで

もありません。経営の安定化と地域医療の充実

を主眼に、病院局は日々大変な努力を重ねてお

られることに敬意を表しますが、さて、４月に

移転した富養園を合わせた県立４病院における

人件費はどのような状況か。医師、看護師、事

務職員、その他の職員の４つに分類して、医業

収益に対する人件費比率を伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 医業収益に対す

る人件費比率でございますが、全体では53.4％

となっておりまして、御指摘の職種別によりま

すと、医師が13.5％、看護師が31.1％、事務職

員が2.6％、その他の職員が6.2％というふうに

なっております。

○松田勝則議員 同じく分母となります県立病

院における診療科ごとの収益状況はどうなって

いるか、伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 診療収入の多い

診療科ごとに申し上げます。ベスト３で申し上

げたいと思いますが、まず多い順に、内科、外

科、整形外科の順となっております。また、少

ない診療科につきましては、これも３科申し上

げますと、少ない順に、麻酔科、放射線科、精

神科となっております。

○松田勝則議員 私の地元であります延岡病院

を見ますと、どうしても収益の少ない診療科か

ら次々に休診という形になっているような気が

しますが、そのようなことがないように努力を

いただきたいと思います。

最後になります。県立病院の医師不足の一因

として、延岡病院では過重労働が挙げられてい

ます。市民の協力で夜間救急患者も３割ほど減

少し、医療現場にもゆとりが出てきたと聞いて

おりますが、実際、医師や看護師の方々は十分

に休めているのか気になるところであります。

県立病院における医師、看護師の育児休暇の取

得率についてお伺いいたします。
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○病院局長（甲斐景早文君） 育児休業の取得

率の定義でございますが、出産または配偶者の

出産、この両方を合わせましたもののうちで、

育児休業を開始した者の占める割合を育児休業

取得率ということで申し上げますと、平成20年

度は、医師14名が育児休業取得の対象となりま

す。このうち１名が取得しておりまして、率に

しますと7.1％になろうかと思います。それか

ら、看護師につきましては、50名のうち43名が

取得しておりまして、取得率ということになり

ますと86.0％になります。

○松田勝則議員 以上申しまして、愛みやざき

の総括質疑を終わらせていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○井本英雄副議長 次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従いまして、平成20年度の決算につい

て、公明党を代表し、総括質疑を行います。

山積する県政の諸課題の解決が期待される

中、平成20年度の予算は、東国原県政にとって

初の通年予算となりました。知事は、本県の厳

しい財政状況にかんがみ、行財政改革を推進し

つつ、本県が存在感のある自治体となることを

目指され、予算の編成執行に当たっては、優先

度が高く、また特色のある施策には積極的に取

り組むとして、「オンリーワンの宮崎を目指し

て～宮崎再生推進予算」と銘打ち、20年度予算

を編成し、執行されました。所期の目的が達成

されたか否か、以下、何点かについて知事並び

に関係部長、病院局長、教育長、警察本部長に

お尋ねをしてまいりたいと思います。

初めに、行財政改革について知事に伺いま

す。本県財政は大変厳しい状況であり、多額の

収支不足の圧縮を図る努力とともに、将来にわ

たって健全性が確保される財政構造へ転換しな

ければなりません。そのために県は、宮崎県行

財政改革大綱2007の財政改革プログラムを作成

し、実行しておられますが、20年度の成果と評

価について知事に伺います。

また、一方、改革には痛みが伴います。今回

の衆議院選の与党の敗北の一因に、三位一体の

改革を初めとしたさまざまな構造改革により、

労働のあり方の激変、都市と地方の格差、ま

た、持てる者と持たない者との間に大きな格差

が生じてしまったことが底流にあったと思われ

ます。県政においてはこのような格差は絶対に

つくってはなりません。県の進める行財政改革

は、果たして県民に大きな負担を強いることに

なっていないのか、県民生活に及ぼす影響につ

いて知事はどのように分析されておられるの

か、お尋ねをいたします。

次に、総務部長に２点お伺いをいたします。

平成20年度決算の本県の実質公債費比率は12.6

％で、早期健全化基準の25.0％を下回ってお

り、是正改善を要する事項、特に指摘すべき事

項はないとなっておりますが、実質公債費比

率12.6％というのは全国的に見てどのような位

置にあるのか、また、財政の健全度から見てど

のような状況と考えてよいのか、お尋ねをいた

します。

次に、将来負担比率についてお伺いをいたし

ます。本県の将来負担比率は、平成20年度決算

において194.3％で、早期健全化基準の400％を

下回っており、これも、是正改善を要する事

項、特に指摘すべき事項はないとなっておりま

す。そこでお尋ねをいたしますが、将来負担比

率194.3％は全国各県の中ではどういう位置にあ

り、また、この数値は、現状から見て、県民へ

の負担というものはどのような状況にあると見

ておられるのか、お尋ねをいたします。
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以上で壇上の質問を終わります。後は質問者

席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 財政改革プ

ログラムの成果等についてであります。本県の

財政は、自主財源の占める割合が低く、財政基

盤が脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保

障関係費の増大等により、引き続き大変厳しい

財政運営を強いられました。このため、平成20

年度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、歳出面において、義務的経費の圧縮や投資

的経費の縮減・重点化、事務事業の見直しの強

化等を図るとともに、歳入面において、ネーミ

ングライツの導入を初めとする収入の確保等に

取り組んだところであります。また、予算の執

行に当たりましても、年度を通じた計画的・効

率的な執行や、県税収入を初めとする自主財源

の積極的な確保、徹底した経費節減等に努めた

ところであります。しかしながら、このような

取り組みにもかかわらず、地方財政対策等の影

響や予想を上回る歳出の増加など、見直し目標

を設定した後の大きな状況変化によって収支不

足額は拡大しつつあり、今後とも県の財政状況

は予断を許さない状況にあると認識しておりま

す。

次に、行財政改革の影響についてでありま

す。行財政改革大綱2007の財政改革プログラム

におきましては、大幅な増加が見込めない歳入

に見合った歳出規模・構造とするため、人件費

や公債費など義務的経費を圧縮するほか、公共

事業を初めとする投資的経費を縮減・重点化す

るとともに、一般行政経費についてもゼロベー

スから徹底した見直しを行うなど、収支不足を

圧縮する対策を集中的に実施しているところで

あります。一方では、少子高齢化の進行等に伴

い、累増する社会保障関係経費について、効率

的かつ適切な措置に努めるとともに、本県が抱

える政策課題に的確に対応するため、選択と集

中の理念のもと、事務事業の見直しにより捻出

した財源を有効に活用して、新みやざき創造戦

略等に基づき、重点的に推進すべき新規・改善

事業等について積極的に取り組んでいるところ

であります。したがいまして、これまでの改革

の取り組みにより、歳出構成の割合は変化して

きているものと認識しておりますが、依然とし

て厳しい財政状況において、県民にとって必要

不可欠な行政サービスの水準を維持するために

は、財政改革プログラムに基づく取り組みを着

実に推進していくことが重要であると考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、実質公債費比率についてであります。

実質公債費比率は、公営企業の元利償還金に対

する繰出金等を含めました実質的な公債費の財

政規模に占める割合を示す指標でありまして、

当該年度を含む過去３年間の平均値で算出をい

たしますが、本県の平成20年度決算における実

質公債費比率は12.6％でございますけれども、

これは総務省発表の速報値によりますと、全国

平均の12.8％を下回っておりまして、数値の低

いほうから全国15位となっているところでござ

います。実質公債費比率につきましては、18％

以上になりますと、県債の発行に当たって総務

大臣の許可等の制限が生じますし、さらに25％

以上になりますと、財政健全化計画策定等の義

務が課されることとなります。本県の数値を見

ますと、直ちに起債許可団体となることなどは

想定できないところでございますが、今後とも

本県財政の健全性を確保していく観点から、財
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政改革プログラムの着実な取り組みにより、地

方税や地方交付税を初めとする一般財源の確保

とともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを

行いまして、県債発行額の抑制に努める必要が

あるものと考えております。

次に、将来負担比率についてであります。こ

の将来負担比率は、一般会計や特別会計だけで

なく、公営企業、公社、さらには第三セクター

等を含めた、県として将来負担すべき負債総額

の財政規模に対する割合を示す指標でございま

すが、本県の将来負担比率194.3％は、これも総

務省の速報によりますと、数値の低いほうから

数えて８番目に位置しておりまして、全国平均

の219.3％と比較して25ポイント低い状況にござ

います。しかしながら、財政規模の約２倍の額

が県民の将来負担となり得るという状況は重い

事実でございまして、本県財政の健全性を確保

していく観点から、県債残高の圧縮や公社等の

経営の自立化と効率化など、財政改革プログラ

ム及び公社等改革指針に基づく取り組みを着実

に推進することが必要であると考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○長友安弘議員 今、財政改革等についてお尋

ねをしたわけでありますけれども、例えば投資

的経費の決算額で見てみますと、その年により

まして災害等ありますから、いろいろあるんで

すけれども、平成17年は投資的経費が1,897億

あったわけです。ところが、平成20年は1,135億

ということで、実にその差が498億円あるわけで

ございます。これがいかに建設事業を初めとし

た部門に多大な影響を与えているかということ

はよく考えていただかなくちゃいけない。ま

た、一般行政経費につきましても、20年度は、

国の施策、生活対策等が入りまして大変な膨ら

みを持ちました。したがって、行政の分野に

よってはゆとりを持てる、ゆとりを持てると

いったらおかしいですけれども、今までできな

かったことを少しでもやれるような余裕が生じ

たかもしれませんが、冷静に見ますと、平成17

年度1, 7 5 3億円であったものが平成19年度

は1,677億円ということで、これも76億円減って

いるんです。これが事務事業等の縮小にもつな

がっておりましょうし、あるいは人件費の削減

等にもつながっている。ひいては景気等にも影

響してきているというふうに思われます。した

がいまして、財政を健全に保つことは当然の責

務でございますけれども、同時に、改革の痛み

という部分、このことはくれぐれもよく考えて

いただいて県政の運営に当たっていただきた

い、こういうことを申し上げておきたいと思い

ます。

それでは次に、20年度の重点施策について関

係部長にお尋ねをしてまいりたいと思います。

重なる部分ははしょる部分もありますので、

それは申し上げたいと思いますが、初めに、中

山間地域・植栽未済地対策について伺います。

杉生産量日本一を誇る本県林業というのも、木

材価格の低迷によりまして生産意欲もそがれて

いる。一方、農業もまた、農地の集約というの

はなかなか困難を極めて、大規模農業というの

もままならずに、農林業を継ぐ後継者というの

は本当に限られ、地域では高齢化、過疎化が進

行し、中山間地域の荒廃等も大変懸念をされま

す。また、中には、集落の存続さえ危惧される

ところもあるという状況でございます。それゆ

えに、重点施策の一つとして中山間地域・植栽

未済地対策を上げられたと思うんです。中山間

地域対策として、個性と工夫で頑張る地域づく

り応援事業、中山間地域商業活性化支援事業等

実施をされたわけでありますけれども、どのよ
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うな成果を上げられたのか、また、どんな課題

が残ったのか、お尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（高山幹男君） 個性と工夫で

頑張る地域づくり応援事業でありますが、これ

は、市町村と地域住民が一体となって進める個

性豊かな地域づくりを、３カ年を限度として支

援するものでありまして、20年度は11件を採択

したところであります。この中では、例えば綾

町におきます、照葉樹林ボランティアガイドな

どと連携した新たな滞在型ツアーの実施、日之

影町におきましては、神楽や歌舞伎などの伝統

芸能の後継者を育成する体制づくりに着手され

るなど、地域資源を生かした魅力ある取り組み

が進められたところでございます。活力ある地

域づくりのためには、このような取り組みが県

の支援終了後も持続していくことが重要でござ

いますので、継続的な住民参加や市町村との協

働を、今後ともより一層推進していくことが必

要であるというふうに思っております。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 中山間地

域商業活性化支援事業についてでございます

が、中山間地域においては、住民の高齢化や人

口減少による個人商店の廃業等によりまして、

日用品の調達に不便を来しているところがござ

います。このため、商工会、行政、宅配事業者

などで構成する協議会を設置しまして、県内４

地域を対象にアンケート調査を実施しますとと

もに、生活用品等の宅配事業や簡単な家屋補修

など、日常生活に必要なサービスを提供する事

業につきまして、調査研究を行いました。この

結果、採算性や実施体制等について課題が明ら

かになったところでございます。

○長友安弘議員 次に、植栽未済地解消対策に

ついて取り上げておりましたけれども、植栽未

済地解消対策事業並びに植栽未済地抑制対策事

業、わが町のいきいき森林づくり推進事業、こ

れは省きます。

次に、同じく20年度の重点施策の中で、子育

て・医療対策について福祉保健部長にお尋ねを

いたします。本県の合計特殊出生率は、先ほど

から出ておりますように1.60となりました。全

国の1.37に比べますと高いと言えますけれど

も、合計特殊出生率が2.07以上ないと社会の活

力は保てないと言われておりますが、子育て支

援策の充実は本県にとっても喫緊の課題であり

ます。また、本県の医療の急がれる課題という

のは、医師不足の解消、特に産科・小児科医等

の不足の解消、救急医療体制の整備であり、ま

た県域全体の医療格差の是正を図ることであり

ます。そこで、初めに、重点施策の子育て・医

療対策について伺いますが、子育て対策につい

て、子育て支援乳幼児医療費助成事業、あるい

は安心してお産のできる体制推進事業等が進め

られましたけれども、具体的な成果と今後の課

題について伺います。

○福祉保健部長（高橋 博君） まず、乳幼児

医療費助成事業についてであります。平成20年

度の助成実績は、件数では対前年度比38.2％増

の79万4,512件、金額では17.8％増の７億2,169

万1,000円となっております。このうち、昨年10

月から拡大しました３歳以上小学校入学前の入

院外医療費の助成につきましては、件数で19

万1,053件、金額で１億582万2,000円となってお

ります。この結果、子育て家庭の負担軽減が一

層図られたところであり、今後とも、事業の安

定的な運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、認可外保育施設安全対策事業に

つきましては、施設職員を対象に、県内３カ所

で救急救命法等の安全管理研修を行いますとと
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もに、10施設に対し、ガラス飛散防止等の整備

への助成を実施したところであります。この結

果、児童の安全・安心の向上が図られたものと

考えておりますが、今後とも施設職員の安全管

理意識のさらなる向上が必要でありますので、

引き続き啓発等を行ってまいりたいと存じま

す。

次に、安心してお産のできる体制推進事業に

ついてであります。本県におきましては、地域

分散型の周産期医療体制の整備により、安心し

てお産のできる体制の確保を図っております。

平成20年度は、ネットワークの中核となる県総

合周産期母子医療センターに宮崎大学医学部附

属病院を指定し、県立３病院を含め、地域の中

核となる７つの医療機関を地域周産期母子医療

センターに認定したところであります。今後と

も、連絡会議の開催や周産期保健医療ガイドラ

インの活用等により、関係機関相互の連携を一

層強化してまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 医療対策についてであります

が、小児科専門医の育成確保事業は省きます。

へき地診療委託事業あるいは小児救急拠点病院

整備事業についての成果と課題について伺いま

す。

○福祉保健部長（高橋 博君) まず、へき地診

療委託事業につきましては、県医師会等の協力

を得ながら３つの事業を実施したところであり

ます。１つは、無医地区巡回診療委託事業で、

４市町村の７地区で84回実施し、605名が受診し

ております。また、無歯科医地区巡回診療委託

事業を１市１地区で27回実施し、167名が受診し

ております。さらに、最寄りの開業医等が僻地

診療所に出張して診療を行うへき地出張所診療

委託事業では、３市１町の７診療所で295回実施

し、2,455名が受診しております。いずれも僻地

医療を確保するための主要事業であり、引き続

き、効果的に事業を実施していくことが求めら

れていると考えております。

次に、小児救急拠点病院整備事業であります

が、これは小児科医の絶対数の不足を背景に、

県において３つのこども医療圏を設定し、広域

での小児医療体制の整備について検討する中

で、都城市郡医師会病院を県西部の拠点病院と

して位置づけ、その運営を支援したところであ

ります。今後の拠点病院の整備につきまして

は、各圏域における小児科医数の動向を見なが

ら、引き続き、県医師会や宮崎大学、地元市町

村等の関係機関との協議を行っていく必要があ

ると考えております。

○長友安弘議員 次に、同じく平成20年度の重

点施策の３つ目でございますが、建設産業対策

について商工観光労働部長に伺います。建設産

業対策の一つとして実施されました中小企業融

資制度貸付金建設産業等支援貸付の実績と課題

について伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 建設産業

等支援貸付は、厳しい経営状況にあります建設

産業などの中小企業者の資金繰りを支援するた

め、平成20年度に創設したものでございま

す。20年度の融資実績は、融資枠20億円に対し

まして23件の１億4,550万円にとどまりました

が、これは昨年10月末、国の資金繰り対策とし

て緊急保証制度が創設されたことに伴いまし

て、この制度と連動したセーフティネット貸付

に利用がシフトしたものと考えております。建

設産業など厳しい経営状況にある中小企業者に

対しましては、引き続き、関係機関と連携し、

金融面、経営面双方から総合的な支援を行う必

要があると考えております。

○長友安弘議員 今、重点施策につきまして
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は、成果と課題についてのみお伺いをいたしま

した。評価につきましては、政策評価が内部的

にも行われましたし、評価委員会による外部評

価もなされたということでお尋ねをいたしませ

んでした。その中で、進捗状況に関しては、

「すべての項目において、工程表どおり進んで

いる」というＡ評価が71％でございますので、

これは本当にいいほうではないかというふうに

思っております。しかしながら、成果に関しま

しては、24項目が「概ね順調に成果が上がって

いる」ということでありますけれども、30項目

が「一定の成果は上がっているが、努力を要す

る」、１項目が「十分な成果が上がっていると

は言えず、全体的にさらなる努力を要する」と

いうことで、53％以上が、努力を要するという

評価が出ました。このことにつきましては、今

後さらなる施策の成果が上がるように、評価が

上がるように頑張っていただきたいと思いま

す。

特に、Ｃという評価が与えられましたのを見

てみますと、生活保護世帯の生活力向上及びひ

とり親家庭の自立のための支援の強化というこ

とで、これもなかなか限度があろうかと思いま

すけれども、確かにさまざまな施策の中でそう

いう声が上がっているのも実態であります。生

活保護の申請をしたいという人がふえてまいり

ました。このあたりを十分に勘案しながら施策

を考えていただかなくてはいけないんじゃない

かというふうに思っております。

あと、２項目が、「現時点では、成果が上

がっているか判断できない又判断することは適

当でない」ということで、地域ぐるみで取り組

む治療から予防への医療に関する問題、さらに

また、被災者の生活を支援する災害時安心基

金、これは災害がないほどいいわけでありまし

て、その評価をどうするかというのは今後の話

になろうかと思いますけれども、いずれにしま

しても、さらなる成果が施策に対しては上がっ

ていくように努力をお願いしたいというふうに

思います。

次に、重点事業等について関係部長にお尋ね

をいたします。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略について

でありますけれども、これも３項目お願いして

おきましたが、２番目の中学校学級編制調査研

究事業は省きます。みやざき小中学校学力向上

推進事業、みやざきの教師力アップ事業、この

成果と今後の課題について教育長にお尋ねいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 初めに、みやざき小

中学校学力向上推進事業でありますが、この事

業は、児童生徒の学力等の状況を総合的かつき

め細かに把握・分析し、的確な学力向上対策に

生かすことを目的としておりまして、小学校５

年生と中学校２年生を対象とした学力意識調査

や、教員の指導力を高める授業研究会などを実

施したところであります。事業の成果といたし

ましては、各学校において、学力意識調査の結

果をもとにしながら、学力向上に向けた改善計

画書を作成したことにより、子供たちにとって

これまで以上に理解しやすい、いわゆるわかる

授業が展開されるようになってまいりました。

また、教員の指導力を高める授業研究会を県内

で52回開催したことによりまして、授業改善の

視点を明確にした工夫ある取り組みが進められ

たところであります。課題といたしましては、

活用する力を高めていくための取り組みを充実

させていくことであるととらえておりますの

で、国が行っております学力学習状況調査と関

連づけた分析を行いながら、今後とも学力向上
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に努めてまいりたいと考えております。

次に、みやざきの教師力アップ事業について

でありますが、この事業は、教師に求められる

授業力、幅広い社会性、マネジメント力の育成

を目指しまして、スーパーティーチャー制度の

推進等を内容として、平成19年度から実施して

いるものであります。成果といたしましては、

各学校における校内研修の活性化や、授業力リ

ーダー養成塾の開催、スーパーティーチャーに

よる授業公開を通して求められる授業力や専門

性が高まり、教師一人一人の指導力と資質の向

上につながっていると考えております。課題と

いたしましては、事業の成果を県内の教師に広

く普及していくことが必要であると考えており

ますので、今後とも、市町村教育委員会や各学

校との連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○長友安弘議員 次に、「成熟社会における豊

かな暮らし」戦略について１点だけお伺いをい

たします。「予防から終末期までのがん対策体

制整備事業」の成果と課題について、福祉保健

部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 予防から終末

期までのがん対策体制整備事業につきまして

は、平成20年度は、がん診療連携拠点病院の機

能強化や、がん診療に携わる医師を対象とした

緩和ケア研修会を実施するとともに、市町村の

がん検診情報等のブログを開設するなど、体制

の整備を図ったところであります。しかしなが

ら、がん検診の受診率が低いことや、在宅緩和

ケア体制の整備がおくれていることなどの課題

があり、今後とも、事業の着実な推進により、

これらの課題の解決を図ってまいりたいと考え

ております。

○長友安弘議員 次に、「『経済・交流』拡

大」戦略について、これも１点だけ伺います。

東アジア販路拡大戦略策定事業につきまして、

商工観光労働部長に成果と課題について伺いま

す。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 東アジア

販路拡大戦略策定事業は、急速な経済発展を遂

げる東アジアへの県産品の一層の販路拡大を

図っていくための指針となります「みやざき県

産品東アジア販路拡大戦略」を策定したもので

ございます。この戦略では、富裕層が増加して

います中国や、輸出の障壁が比較的少ない香

港、シンガポール、台湾など、６カ所を重点国

・地域として定め、県産品の定番・定着化、県

内企業の輸出力の強化、輸出拡大の支援の３つ

の柱に基づきまして、総合的な取り組みを行っ

ていくこととしておりまして、平成20年度現

在、52社の本県の輸出者数を、平成25年度に

は70社にするという数値目標を設定したところ

でございます。今後は、この戦略に基づき、各

国の輸入規制や文化・商慣習の違いなどに十分

留意しながら、物産フェアや商談会の開催な

ど、それぞれの国・地域の実情に合った施策

を、関係団体と一体となって積極的に展開して

いく必要があると考えております。

○長友安弘議員 最近、漁業関係者から、漁業

に対する質問が少なくなったんじゃないかとい

うことがありまして、少し漁業の問題を農政水

産部長にお尋ねしたいと思います。まず１点目

は、地域漁業経営改革対策事業につきまして、

その成果と今後の課題についてお伺いしたいと

思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 地域漁業経営

改革対策事業でございますけれども、本事業

は、経営改善計画に基づく新技術の導入や経営

の多角化など、地域の漁業者グループが実施し
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ます経営安定に向けた新しい取り組みを支援す

るものでございます。初年度であります平成20

年度におきましては、３つのグループの計画を

認定し、コスト削減のための発光ダイオード集

魚灯や、漁獲物の鮮度を保持するための海水冷

却装置の導入などへの支援を行ったところでご

ざいます。今後は、策定された経営改善計画が

着実に実施されることが重要でございますの

で、十分なフォローアップを行いますととも

に、本県漁業が直面している厳しい経営環境を

踏まえまして、本事業の積極的な活用を促進し

てまいりたいと考えております。

○長友安弘議員 もう一点伺いますが、近海物

の魚が非常に少なくなったということでありま

すけれども、さまざまな対策が考えられると思

います。豊かな日向灘創出プロジェクト事業に

ついて、成果と課題をお伺いしたいと思いま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 豊かな日向灘

創出プロジェクトでございますけれども、本事

業は、日向灘の沖合や沿岸域に生産力の高い漁

場を造成するため、魚のえさとなりますプラン

クトンなどを増加させるマウンド魚礁などの新

たな魚礁の整備について、適地選定などの基礎

調査に取り組んでいるものでございます。平

成20年度におきましては、沖合域のマウンド魚

礁の適地選定や、沿岸域におきます試験礁の設

置を行ったところでございます。今後は、引き

続き調査を実施しますとともに、この結果を踏

まえまして、国の事業を活用しまして、魚礁の

整備と生産力の高い漁場の整備に取り組んでま

いりたいと考えております。

○長友安弘議員 底びき網の漁業者との間では

話し合いがされたということでございますの

で、構造物をつくるときには、そのほかのそう

いう関係の方々とも調整を図っていただいて、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、警察本部長にお伺いをしたいと思いま

す。最近、犯罪が大分抑制されたというお話は

伺っておりますけれども、地域の安全を守る街

頭活動強化事業につきまして、具体的な成果

と、今後の課題があればお伺いをしたいと思い

ます。

○警察本部長（鶴見雅男君） 地域の安全を守

る街頭活動強化事業の平成20年度におきます主

な活動実績でございますけれども、まず、交番

相談員につきましては、12警察署の主要交番

に47名を配置いたしまして、地理教示や拾得・

遺失物、各種相談に対応いたしましたほか、平

成20年度からは、交番前の立ち番や子供見守り

活動等を実施するなどの運用強化を図っており

ます。また、警察安全相談員につきましては、

警察本部及び８警察署に18名を配置し、約4,500

件の相談に適切に対応しております。さらに、

スクールサポーターにつきましては、警察本部

及び都城、延岡の各警察署に計４名を配置いた

しまして、約150件の相談・助言、約1,500回の

学校訪問及びパトロール活動等、少年の非行防

止や犯罪防止活動を推進したところでございま

す。これらの対策を推進しました結果、刑法犯

認知件数、検挙件数ともに過去最悪を記録いた

しました平成14年と比較いたしますと、平成20

年は、認知件数が約6,600件、35％減少した一方

で、検挙率は約20％近く向上したということ

で、数値的には治安の回復が図られているとい

うふうに考えております。少年の非行問題に関

しましても、不良行為少年補導人員数が、ピー

クであった平成17年と比較いたしますと約5,000

人減少しているところであります。今後も引き

続き、地域住民の皆様と一体となって、犯罪の
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起こりにくい安全で安心なまちづくりに取り組

むほか、家庭、学校はもちろんのこと、地域ボ

ランティアの協力をいただきながら、子供の見

守り、社会全体での青少年の健全育成など、こ

ういったことに取り組んでいきたいというふう

に考えております。

○長友安弘議員 先ほどの重要施策のところで

外部評価のお話をさせていただきましたけれど

も、さまざまな施策を展開されて、課題をお聞

きいたしました。事業も、単年度で終わるも

の、継続的なもの、さまざまありまして、課題

のあるものないもの、あるかと思うんですけれ

ども、そういうものにつきましては、さらに県

民の目線に立って、成果が大いに上がるように

お願いしておきたいと思います。

最後に、監査意見書についてでありますけれ

ども、１点目は、平成20年度の歳入歳出決算意

見書によりますと、審査の結果、計数は正確で

あり、事務事業は所期の成果をおさめ、財産の

取得管理・処分並びに財務会計事務はおおむね

適正に執行されているとありました。その中

で、予算の執行について、随意契約並びに工事

等の変更契約について検討する必要があるとの

意見が付されておりました。ただ、このことに

つきましては、19年度の決算についても指摘が

あったわけですけれども、当局がかなり努力を

されまして改善が重ねられております。しかし

ながら、本年度もそういう意見が付されていた

ということで、先ほどちょっと出ましたけれど

も、農政水産部長にお伺いします。どういう事

例があったのか、また、その改善にどう取り組

んでいかれたのか、お尋ねをしたいと思いま

す。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 御質問の件に

つきましては、門川漁港及び土々呂漁港で実施

いたしました津波対策工事についてでありま

す。内容につきましては、当初の工事設計が十

分でなかったことから、変更契約による追加工

事を行っており、「留意を要する」といった御

指摘でございました。このため、現場条件を十

分に把握した上で、関係機関や設計コンサルタ

ントとの十分な調整を行いまして、複数人で設

計書の精査を徹底することにより、適切で円滑

な事業の執行が図られるよう改善を図ったとこ

ろでございます。以上であります。

○長友安弘議員 一層の改善が図られるように

お願いをしたいと思います。

最後に、宮崎県立病院事業会計の審査意見に

ついて病院局長にお尋ねをいたします。県立病

院会計は、平成９年度に赤字に転じて以降、累

積欠損金が増加しており、厳しい経営状況に

なっているとして、中期経営計画及び各病院の

実行計画を着実に実行するとともに、医師の確

保、費用削減への取り組み、診療報酬制度に的

確に対応した取り組み、医業未収金の回収及び

発生防止等に留意し、改善を図ってほしいとの

意見が付されておりました。その中で、後発医

薬品、これの採用についてはどのように取り組

んでいこうと思っておられるのか、お尋ねした

いと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 後発医薬品でご

ざいますけれども、経営上の効果が高いという

ふうに考えられることから、金額の高いもので

各病院における薬事委員会で院内の合意が得ら

れたもの等について、順次採用に向けた取り組

みを行っているところでございます。医薬品の

採用に当たりましては、薬効に関する科学的デ

ータの検証はもとより、メーカーの納入や情報

提供の体制等が重要となりますので、薬品ごと

にこれらの状況を確認しながら対応していると
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ころでございます。今後とも、安全で安心な医

療を提供することを最優先しながら、後発医薬

品の採用について着実な推進を図ってまいりた

いと、このように考えております。

○長友安弘議員 後は決算分科会のほうでさら

に論議をさせていただきたいと思います。

以上をもちまして総括質疑を終わります。

（拍手）

○井本英雄副議長 ここで休憩いたします。

午後３時16分休憩

午後３時30分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党県議

団を代表いたしまして総括質疑を行います。知

事を初め、各関係部長や病院局長、教育長にお

伺いいたしますので、答弁をよろしくお願い申

し上げます。

まず、財政運営について、知事にお伺いいた

します。

平成20年度の一般会計の歳入決算額は約5,784

億円、前年度比約220億円の増加、歳出決算額は

約5,712億円、前年度比約194億円の増となって

います。この結果、歳入歳出差し引き額である

形式収支は約72億円の黒字、これから翌年度に

繰り越すべき財源約48億円を差し引いた実質収

支は約23億円の黒字です。さらに、この実質収

支額から前年度の実質収支額約24億円を差し引

いた単年度収支は約１億円の赤字です。本県の

財政は、県税等の自主財源比率が低く、財政基

盤が脆弱な構造で課題を抱えており、今後、社

会保障関係費や公債費の増大等により財政状況

はさらに厳しさが増すことが予想されます。厳

しい本県の財政状況を踏まえ、将来にわたって

安心で健全性が確保される財政構造への転換に

向けて、行財政改革大綱2007の財政改革プログ

ラムの着実な実行が大きな課題です。義務的経

費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化を図ると

ともに、一般行政経費について、ゼロベースか

らの徹底した見直しを行うこととされました。

知事はこの１年を振り返り、この平成20年度の

財政運営をどのように総括しているのか。ま

た、行財政改革大綱2007の進捗状況についてお

伺いをいたします。

また、知事のマニフェストを具体化するため

の宮崎県総合計画「新みやざき創造計画」の重

点施策について、平成20年度の取り組みを対象

とした政策評価委員会の評価の結果について、

知事にお伺いします。各重点項目の取り組みを

進捗と成果の観点から実施した評価です。全体

的な評価の進捗状況は、Ａ評価が40項目、Ｂ評

価が16項目、Ｃ評価はなし。成果に関しては、

評価の高いＡが24項目、一定の成果を評価する

Ｂが29項目、さらなる努力を要する評価のＣが

１項目、成果が判断できないが２項目です。経

済情勢が激変した中での評価でもありますが、

知事の所見をお伺いいたします。

以上、壇上からの質疑は終わります。残りの

質疑は質問席からとり行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算に対する評価についてであります。本県

の財政は、自主財源の占める割合が低く財政基

盤が脆弱な上に、地方交付税等の減少や社会保

障関係費の増大等により、引き続き大変厳しい

財政運営を強いられました。このため、平成20

年度の財政運営に当たりましては、宮崎県行財
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政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重

点化、事務事業の見直しの強化など行財政改革

の徹底を図る一方、選択と集中の理念のもと、

新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の推進

に積極的に取り組みました。また、世界的な金

融危機の影響による深刻な本県経済情勢を踏ま

え取りまとめました「経済・雇用緊急対策」に

基づき、国に先駆けて補正予算を措置するな

ど、スピード感を持って取り組んだところであ

ります。さらに、予算の執行に当たりまして

も、本県の財政状況について職員一人一人が十

分認識し、年度を通じて計画的・効率的な執行

を図るとともに、県税収入を初めとする自主財

源の積極的な確保や徹底した経費節減に努めた

ところであります。このような取り組みの結

果、平成20年度は、全体としては厳しい財政状

況に対応した堅実な財政運営を図ることができ

たものと考えております。

次に、行財政改革の進捗状況等についてであ

ります。平成20年度における行財政改革につき

ましては、行財政改革大綱2007に基づき、簡素

で効率的な組織の見直しや適正な定員管理に取

り組むとともに、財政健全化に向けた取り組み

をさらに積極的に推進したところであります。

具体的には、８部体制を７部体制に見直し、総

職員数を91人純減したほか、財政面では、平

成21年度予算編成に当たり、一般財源ベース

で、投資的経費の縮減・重点化により約５億

円、事務事業や県単補助金の見直しにより約58

億円の収支改善を図ったところであり、全体と

してはおおむね順調に推移していると考えてお

ります。

政策評価の結果についてであります。政策評

価につきましては、平成20年度の取り組みを対

象として、新みやざき創造戦略を工程表どおり

実施できたかどうかを評価する進捗評価に加

え、今回は新たに、県民生活に及ぼした効果等

を評価する成果評価を行いました。その結果、

進捗については、おおむね順調との評価であり

ましたが、成果については、今後努力を要する

とされたものが過半数を占めるなど、全体とし

て厳しい評価でありました。私といたしまして

は、この評価結果を真摯に受けとめ、努力を要

するとされた項目については、その要因等の分

析を行った上で、今後の新たな施策・事業の検

討を行い、新みやざき創造戦略の一層の推進に

努めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○田口雄二議員 御答弁ありがとうございまし

た。

知事に再度お伺いいたします。政策評価の結

果につきましてですが、知事のマニフェストを

具体化するための宮崎県総合計画「新みやざき

創造計画」の評価でありますので、知事御自身

にとりましてのいろんな思い入れもあるかと思

いますが、力を注いだにもかかわらず、経済環

境の激変等により思いどおりに進捗しなかった

施策も当然あるかと思います。しかし逆に、知

事御自身と評価委員会の評価が異なっているも

の、評価に対して異を訴えたい、もう少し評価

をしてほしいと思うような主要施策があるかお

伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 政策評価につきまし

ては、まず、担当課及び総合政策課で内部評価

を行い、その評価結果を踏まえた上で評価委員

会の中で議論を重ね、最終的な評価結果を取り

まとめていただきました。この中で成果評価に

つきましては、成果があらわれるまでに時間が

かかるものがあることや、昨年来の厳しい経済

情勢の影響などにより、進捗に比べて厳しい評
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価になることはある程度予想していたところで

ありまして、内部評価と外部評価、そして私自

身の認識に大きな差はなかったものと考えてお

ります。私といたしましては、厳しい評価と

なった項目については、県の今後の取り組みに

対する期待のあらわれでもあると思いますの

で、その結果をしっかりと受けとめ、少しでも

成果が上げられるよう取り組んでいきたいと考

えておるところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございました。知

事御自身の評価と政策評価委員会の評価には大

きな差はないものと確認することができまし

た。

次に、総務部長にお伺いをいたします。20年

度決算状況について、一般会計の歳出の義務的

経費は約2,562億円で、前年度に比べ公債費が約

８億円増となったものの、人件費が約46億円の

減となっています。行財政改革の進捗によるも

のなのか、この人件費の大きな減少の要因につ

いて、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 御指摘ございまし

たように、19年度と比較しまして人件費46億円

減少しておりますけれども、主なものといたし

ましては、一つは、退職者数が前年度より70名

程度減少したことに伴います退職手当の減によ

りまして約21億円、宮崎県行財政改革大綱2007

に基づく適正な定員管理や給与構造改革による

一般職給与水準の引き下げに伴います一般職の

給料の減によりまして約13億円、さらに、期末

勤勉手当等の職員手当の減によりまして約９億

円、こういったものでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。人件

費の減の要因は、退職者が70名ほど減少したと

いうことで約21億円の減、それと職員の給与と

手当の減の計22億円が主な要因とわかりまし

た。

再度伺いますけれども、約70名もの退職者が

減少したのはなぜか、たまたま前年度の退職者

が多かったのか、退職者の推移も含めて、総務

部長に再度お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） これは、知事部

局、教育委員会、さらに警察本部を合わせた退

職者数でございますけれども、平成17年度か

ら19年度にかけまして、いわゆる団塊の世代の

影響もございまして増加をしてきたわけでござ

いますが、これが20年度は一たん減少したとい

うことでございまして、21年度の予定としては

またふえる見込み、そういった状況でございま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

それでは、再度、20年度決算状況についてお

伺いをいたします。投資的経費は約1,136億円

で、前年度に比べ、公共事業の減などにより普

通建設事業が約54億円の減、災害復旧事業費が

約52億円の減となっており、総額で前年度比8.6

％、約107億円の減となっています。官製談合事

件による入札制度の見直しにより一般競争入札

が導入されました。改革前の平成18年度と比較

すると落札率が下がっていると思いますが、平

成20年度の事業と比較した場合、落札率の低下

分はどの程度の総額になるのか、公共三部の各

部長にそれぞれお伺いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 環境森林部の

平成20年度の建設工事に係ります落札率は、平

成18年度に比べますと12.5ポイント低下してお

りまして、82.8％となっております。この低下

分を平成20年度建設工事の予定価格総額49億円

に乗じますと約６億円となります。以上です。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農政水産部の

平成20年度の建設工事に係る落札率は、平成18
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年度に比べまして9.2ポイント低下し、85.4％と

なってございます。この低下分を平成20年度の

農政水産部の建設工事の予定価格総額133億円に

乗じますと約12億円になります。

○県土整備部長（山田康夫君） 県土整備部の

平成20年度建設工事に係る落札率は、平成18年

度に比べまして8.9ポイント低下し、84.0％と

なっております。この低下分を平成20年度の県

土整備部の建設工事の予定価格総額485億円に乗

じますと約43億円になります。

○田口雄二議員 それぞれありがとうございま

した。単純に、公共三部の低下分の合計は約61

億円になると思います。この分新たな事業がで

きるということではありますが、減り続けてい

る投資的経費も前年比で107億円減少しておりま

すので、建設業の皆さんはやっぱり大変だと

思っております。状況をよく理解することがで

きました。

続きまして、医療・福祉行政についてお伺い

をいたします。

昨年も県内の各地域において、またしても医

師不足問題で明け暮れた１年でありました。特

に県立病院を見てみますと、日南病院の小児科

医２名、延岡病院の６名の医師の年度末の退職

問題等で、平成20年度も大揺れに揺れました。

地域の高度医療を一手に担う総合病院の危機

に、地域の皆さんは、地域医療の確保の強い思

いから、コンビニ受診を抑制し、また署名活動

を実施し、日南病院で約４万人、延岡病院で

約15万2,000人と、短期間に実に多くの署名を集

め、知事と宮大医学部長に届けさせていただき

ました。その切なる思いと関係各位の御尽力に

より、日南、延岡の両県立病院は、万全とは言

えませんが、どうにか体制を維持することがで

きるようになりました。改めて、平成20年度の

県立病院の医師確保対策と実績について、病院

局長にお伺いをいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院局におきま

しては、医師の確保は喫緊かつ最重要の課題で

ありまして、そのため平成20年度は医師の勤務

環境の改善や医師確保体制の強化に取り組んだ

ところでございます。具体的には、今お話にも

ございましたように、いわゆるコンビニ受診自

粛キャンペーンの取り組み等により、救急の外

来患者を県立病院全体で約３割減少させたほ

か、宿日直応援医師の派遣依頼を行うなど医師

の負担軽減に取り組むとともに、臨床研修医等

の確保に向けて報酬単価の大幅な処遇改善を

行ったところでございます。

また、各病院長が連携を強化いたしまして、

県立病院全体の視点に立って医師確保に関する

情報収集を行うとともに、宮崎大学医局を初め

各大学医局に対し医師の派遣を繰り返し強力に

要請したほか、本県出身の医師や臨床研修医へ

の個別の働きかけも積極的に行ってきたところ

でございます。その結果、本年４月現在、県立

病院全体で、今お話にございましたように診療

科による偏在等もありますけれども、昨年４月

に比べまして４名増の173名を確保したところで

ございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。延岡

病院はここ数年、例年のように、年度末になり

ますと医師の退職問題が発生しております。こ

れから先がちょっとまた心配ではありますけれ

ども、引き続き医師確保対策には全力を尽くし

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。

同じく、本県の医師不足対策と実績について

お伺いをいたします。本県が医師不足といって

も、県全体では医師が減っているわけではあり
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ません。逆に増加いたしております。平成18年

の12月末で2,557人、平成８年時と比較してもこ

の10年で363人、約16％も増加しています。現在

の都城北諸県郡医療圏の医師数の357人以上増加

しているということになります。人口10万人当

たりの医師数にしても、全国平均を上回る222.7

人、全国で22番目です。しかし、小児科や僻地

における医師不足、宮崎市周辺地域に医療資源

が集中し、医療格差が増大する一方です。本県

の医師不足対策と課題、そして実績について、

福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（高橋 博君） 御指摘があり

ましたように、医師不足や医師の地域的な偏在

が、僻地医療や救急医療など地域医療提供体制

の確保に深刻な影響を及ぼしておりますことか

ら、平成20年度も医師確保に重点的に取り組ん

だところであります。具体的には、僻地におけ

る医師確保を図るため、自治医科大学卒業医師

等11名を７市町村に派遣するとともに、医師派

遣システムで新たに１名の医師を採用しており

ます。また、僻地はもとより、救命救急科等特

定診療科の医師を確保するため、９名の医学生

に新たに修学資金の貸与を行っております。さ

らに、特に不足している小児科医の確保を図る

ため、昨年度、専門医研修資金貸与制度を創設

し、６名に貸与を行ったところであります。こ

のほか、公立病院等の求人情報を全国に発信す

るなど、市町村と一体となった取り組みや臨床

研修医を確保する取り組みなども行ったところ

であります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。先ほ

ども申し上げましたように、県全体では10年で

医師が363人増加しております。これで医師不足

になるわけですから、医師の適正配置ができな

いものか、本当にやり切れない思いがいたして

おります。県レベルではどうしようもありませ

んが、先進国で行われているような地域ごとの

定員枠などが設けられないか、新政権に期待を

したいと思っております。

次に、本県の医師不足の要因の一つに、本県

に医学部が宮崎大学１校しかなく、またその宮

崎大学医学部に本県出身者が少ないことがネッ

クになっていました。本県出身者をいかにふや

すかが医師不足対策の一つで、県は平成18年度

から地域枠を設定いたしました。平成20年度の

宮崎大学医学部に入学しました本県出身者数と

全体に占める比率について、地域枠の入学実績

とあわせて、福祉保健部長に再度お伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年度の

宮崎大学医学部における入学者総数は100名で、

このうち本県出身者は26名、全体の26％となっ

ており、この26名のうち地域枠による入学者数

は10名となっております。なお、地域枠が設定

される前の平成17年度の実績と比較しますと、

平成17年度は入学者総数100名に対し本県出身者

は16名でありましたので、本県出身者の割合は

着実に高まっているものと考えております。

○田口雄二議員 本県出身者の比率がかなり上

がってきていることは心強い限りです。ただ医

療現場で活躍するにはまだまだ時間を要しま

す。さらなる医師不足対策には力を入れていた

だきたいと思っております。

続きまして、景気・雇用対策について、商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

一昨日は、太陽電池製造の昭和シェルソーラ

ーが国富町の日立プラズマディスプレイの宮崎

工場を買収して第３工場の誘致企業認定、立地

調印式がとり行われたといううれしいニュース

がありました。経済状況が大変厳しいときに世
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界最大級の工場ができることは、本県にとりま

して大変明るい話題です。その企業誘致につい

てお伺いをいたします。

平成20年度後半は、リーマンショックにより

世界同時不況に陥り、景気状況が大幅に悪化

し、日向市の細島に進出予定である中国木材な

どのように進出を一時的に保留する企業や、完

全に白紙に戻した企業もあるかもしれません。

先ほどの知事に伺いました新みやざき創造計画

の重点施策の評価では、「戦略的企業誘致活動

の推進」の重点項目は、進捗、成果ともにＢ評

価と厳しいものでありました。平成20年度の誘

致企業の件数は前年より３件増加して25件、最

終雇用予定数が前年より65人増の1,239人とお聞

きしています。誘致企業の25社の内訳につい

て、業種別、地区別等の状況や特徴をお伺いさ

せていただきます。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 25件の業

種別につきましては、製造業が18件、情報サー

ビス業が５件、流通関連業が２件となっており

ます。地区別では、県央地区が12件、県西地区

が８件、県北地区が３件、西都・児湯地区が２

件となっております。また、県外からの新規立

地が８件、既に誘致した企業の増設や地場企業

の増設による立地が17件となっております。特

徴といたしましては、昨年夏ごろまでは、精密

機械関係製造業、自動車部品関係の製造業、そ

して雇用効果の大きなコールセンター等の立地

がありましたが、経済に陰りの見え始めた秋以

降は、食品関係や木材加工関係など地域資源を

活用した製造業の立地が多くなっております。

〔「県北が少ないぞ」と呼ぶ者あり〕

○田口雄二議員 ありがとうございます。今話

にもありましたが、ちょっと県北が少ないなと

いう思いもいたしております。

ただ、高校生なんかも県内に就職したいとい

う方が非常に多いわけですが、実際、就職口が

なく、県内にとどまることができずに県外に

行っている方も非常に多いということもありま

すので、さらに企業誘致には努力していただき

たいと、そのように思っております。

次に、農林水産業者と商工業者がそれぞれの

有する経営資源を持ち寄り、新商品や新サービ

スの開発等に取り組むのが農商工連携ですが、

各種助成を行う「みやざき農商工連携応援ファ

ンド」の概要と助成対象事業の具体例につい

て、また、21年度からの運用に向けて企業や農

林水産業者への周知等の取り組みについて、再

度、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） ファンド

事業は、県や県内金融機関の融資によりまして

県産業支援財団に総額25億2,000万円の基金を造

成し、その運用益を財源としまして県内の農林

漁業者と中小企業者の連携体が取り組む事業等

に対しまして支援を行うものでございます。対

象となる事業は、本県の農林水産物を原料とし

た加工食品などの新商品・新サービスの開発や

販路開拓の取り組みのほか、中小企業が有する

技術を生かしました農林水産物の生産や加工に

必要な機械、生産システム等の開発等でござい

ます。また、ファンドの運用等の周知につきま

しては、昨年度、農林漁業団体や商工業団体

等26機関の参加による「農商工連携推進ネット

ワーク会議」等を設置しまして、これらを通じ

て関係機関や末端組織への周知を図ったところ

でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、県立産業技術専門校についてお伺いを

いたします。平成15年４月に、21世紀にふさわ

しい職業能力開発の中核的施設として開校され
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ました。確かな技能を身につけられる専門校と

して貴重な人材育成の場となっています。西都

市と高鍋町に設置されていますが、それぞれ

の20年度の在校生の実情と修了生の状況につい

て、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） まず、西

都市にあります本校につきましては、高校卒業

者等を対象に幅広い分野のニーズに対応できる

中核的技能者を育成しております。県外からの

入校生１名を含む76名が入校し、在校生は139名

となっております。修了生は、女子３名を含

む62名、平均年齢は20.7歳となっております。

１人平均12の資格を取得しまして、県内40名、

県外21名、計61名が就職しているところでござ

います。

次に、高鍋校は、中学校卒業者や知的障がい

者等を対象に若年技能者の育成に努めておりま

す。在校生が28名、全員県内出身者となってお

ります。修了生は、女子３名を含む20名、平均

年齢は17.4歳となっておりまして、このうち18

名が就職し、全員が県内への就職となっており

ます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。かな

り厳しい経済環境の中で非常に高い就職率だと

思っております。特に２年間の履修期間で１人

で平均12の資格を取得するというふうにお聞き

しましたが、これは目的意識をはっきりと持っ

て取り組んでいるからではないかと思っており

ます。今後も貴重な人材育成の場として可能性

をしっかりと引き出せる指導をお願いしたいと

思っております。

それと、高鍋校には、非常にうれしいことに

知的障がい者を対象にした販売実務科があるよ

うですが、知的障がい者の在校生の状況を、再

度、商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 知的障が

い者の訓練を行う販売実務科の在校生は８名で

ございまして、そのうち６名が県内に就職して

いるところでございます。以上でございます。

○田口雄二議員 ありがとうございました。障

がい者雇用の面からも非常にありがたい専門校

だと思っておりますので、さらなる充実を図っ

ていただくように、よろしくお願い申し上げま

す。

次に、道路行政についてお伺いします。

本県の長年にわたる大きな課題である道路整

備についてお伺いをいたします。公共交通網の

極めて少ない本県においては、道路交通に依存

する度合いが極めて高いにもかかわらず、午前

中の外山議員の答弁にありましたように、高速

道路の供用率、国道、県道の改良率も九州最下

位と、道路事情は非常に厳しい状況です。今回

私は、総選挙の関連で、広い宮崎２区の中山間

地を初め、ふだん余り走らないところも走り回

り、さらに道路事情がよくわかりました。結

構、思っていた以上に幹線は以前に比べるとい

い道路になってきているんですが、いざ枝葉の

道路に入ると離合するのも困難なところの連続

でした。道路整備のおくれ、改良の必要性をま

さに感じることとなりました。そこで、平成20

年度はどのような点に力を入れて道路整備を

行ってきたのか、またどのような成果があった

のか、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 道路整備につ

いてであります。本県の道路整備につきまして

は、東九州自動車道を初めとする高速道路やイ

ンターチェンジのアクセス道路としまして、国

道218号北方延岡道路の延岡市北方から舞野間約

６キロメートルの完成供用にあわせ北方インタ

ー線の供用を行ったところであります。また、
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都市部の渋滞対策としまして、宮崎市の国道269

号加納工区や日向市の県道土々呂日向線平岩工

区を整備するなど、合わせて12路線12工区を完

成供用しまして、部分供用を含めまして約15キ

ロメートルを供用したところであります。さら

に、災害時の孤立化解消を図り、救急医療施設

へつながる生命線道路としまして、延岡市の県

道樫原細見線の黒仁田工区など、新たに11路

線13工区の整備に着手をしております。

○田口雄二議員 それでは次に、災害対策につ

いてお伺いいたします。

本年はもう台風は来ないと安心していました

ら、それをあざ笑うかのように、今まさに台風

が接近してまいりました。大きな被害が出ない

ことを願うばかりです。

平成17年９月の台風14号の未曾有の洪水被害

を受けた大淀川、五ヶ瀬川流域に対し、河川激

甚災害対策特別緊急事業、通称激特事業が採択

されました。河川の掘削、築堤、護岸、ポンプ

設置による内水対策といった河川改修などによ

る整備がおおむね５カ年をめどに行われ、同規

模の洪水が発生しても床上浸水などの被害を軽

減するものです。私は県議会一般質問で、激特

事業で建設されていた延岡市の排水ポンプを請

け負った建設会社が２度にわたり倒産し、完成

が大幅におくれた件で何度か質問させていただ

きました。その排水ポンプも無事、台風シーズ

ン直前の昨年の９月１日に、完成ではありませ

んが、緊急時に手動でポンプを動かしていただ

けることになりまして、事なきを得ました。幸

い、その後台風の襲来はありませんでしたが、

この機転のきいた対応に地元の皆さんも大変喜

んでいました。心からお礼を申し上げます。

激特事業は、一部を除き、基本的には平成21

年度までの事業期間ですが、平成20年度までの

進捗状況について、県土整備部長にお伺いをい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） いわゆる激特

事業についてでございます。まず、大淀川につ

きましては、平成20年度までに国において、本

川の河道掘削や、宮崎市瓜生野地区外４地区で

築堤が完成しております。また県では、支川大

谷川の金竹川樋門の改築や飯田川の排水ポンプ

が完成したところであります。また、支川瓜田

川等において、河道拡幅、橋梁かけかえ等の工

事を行ったところであります。

次に、五ヶ瀬川につきましては、平成20年度

までに国において、大瀬川との洪水の流れを分

離する隔流堤を760メートルのうち500メートル

を、さらに大瀬川の河道掘削を完成しておりま

す。また県におきましては、蛇谷川の排水ポン

プが完了したところでありまして、さらに、国

から受託して整備をしている安賀多橋につきま

しては、平成20年度は、旧橋を撤去しながら、

６基の下部工のうち３基の建設に着手しており

ます。平成20年度末の事業全体の進捗状況につ

きましては、事業費ベースで大淀川が約76％、

五ヶ瀬川が約80％となっております。

○田口雄二議員 最後の質疑になりますが、教

育行政について教育長にお伺いをいたします。

県内のすぐれた指導力を有する教師の活用な

どにより、県立高校教師の指導力向上を図り、

本県の高校生の学力向上を目指す「高校生の学

力向上支援事業」の取り組みと成果について、

教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 「高校生の学力向上

支援事業」は、県立高校教員の指導力向上を図

ることによりまして、本県高校生の学力の向上

を目指すもので、３つの事業から成っておりま

す。１点目は、教科指導力向上支援教員の任命
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と指導力向上研修会の開催であります。すぐれ

た指導力を有する教員54名を教科指導力向上支

援教員に任命し、授業公開や授業研修会を行

い、延べ318名の教員が参加いたしました。２点

目は、問題作成力アップ研修会の開催でありま

す。教員のテスト問題作成や教材作成の能力を

高めるため、外部講師を招聘し教科別の研修会

を行い、114名の教員が参加いたしました。３点

目は、普通科高校サマーセミナーであります。

教科指導力向上支援教員を講師として、大学進

学を希望する高校３年生を対象に、進路希望別

に９つの講座を設け、３日間の合同学習会を開

催し、私立高校生34名を含む580名の高校生が参

加いたしました。

事業実施後のアンケートによりますと、研修

会に参加した教員の98.4％が「授業改善に活用

できる」と答え、合同学習会に参加した高校生

では、その95.5％が「参加してよかった」と答

えております。教員にとりましては自分の授業

を見直す機会となり、生徒にとっては、同じ目

標を持つ他校の生徒の刺激を受け、目標達成へ

の意欲を高める契機となるなど、一定の成果が

上がっていると考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。サマ

ーセミナーとは、夏季講習の延長線上ぐらいに

私は思っていたんですが、進路希望先の東大や

九大、あるいは医学部などの具体的な大学名や

学部を挙げて、そこに進路希望先が同じ私立校

生も入れて実施すると、今回の件で教育委員会

の皆さんとのやりとりの中で聞くことができま

した。まるで塾や予備校がやっているような取

り組みで、意識を高めながら目標に向かって生

徒同士が競い合う、また参加した先生同士も感

化され相乗効果が出るのではないかと、想像し

ていた以上に踏み込んだ取り組みであると私は

思いました。

それぞれに丁寧な答弁をいただきまして、あ

りがとうございました。

最後になりますが、台風18号の被害が最小限

にとどまることを祈りつつ、これをもちまして

私の総括質疑を終了いたします。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○中村幸一議長 次は、濵砂守議員。

○濵砂 守議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

県民の会の濵砂守でございます。

本日、10月７日は、グレゴリオ暦で年始か

ら280日（うるう年では281日）目になります。

年末まであと85日、まさに光陰矢のごとし、日

々大事に生きたいものであります。お疲れで

しょうが、もうしばらく御辛抱賜りたいと思い

ます。

さて、前回私が総括質疑をさせていただいた

のは、平成18年11月定例会の11月18日、ちょう

ど、本県土木行政のトップである土木部長など

幹部職員３名が、官製談合事件、公共事業発注

に関する競売入札妨害の容疑で逮捕された２日

後のことでありました。それから13日後の12月

１日、このことにより本県議会が安藤忠恕前知

事の不信任決議案を可決、安藤前知事は一たん

は、議会を解散させず、みずからも辞職しない

という方針を表明されました。しかしながら、

その３日後の12月４日、一転して辞職の意思を

表明され、任期途中において安藤前知事が辞職

されたのは、いまだ記憶に新しいところでござ

います。

その後、翌年の平成19年１月21日、安藤前知

事の辞職に伴う出直し知事選で東国原英夫知事

が初当選をされました。早いもので、東国原知

事就任から３年が経過しようとしております。

議場の顔ぶれもかなり変わってまいりました。
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今ではすっかり東国原県政が定着してまいりま

したが、知事が就任した直後の平成18年度決算

は、官製談合事件からの出発で決算不認定、翌

年の平成19年度決算は、裏金、預け等不適正な

事務処理問題で決算不認定、２年続けて不名誉

な結果となっております。平成20年度決算こそ

は、しっかりと議会の認定を受け、県民の信頼

を回復していただきたいと願うものでありま

す。

それでは、議案第28号「平成20年度歳入歳出

決算の認定について」、議案第31号、第32号、

公営企業会計決算の認定についてに対し、自由

民主党県民の会を代表して総括質疑を行いま

す。

初めに、平成20年度決算についてでありま

す。

県では、第２期の「新たな財政改革推進計

画」に基づき、予算の効率的・重点的な配分を

基本としつつも、大規模な基金の取り崩しをせ

ざるを得ないなど、大変厳しい財政運営が行わ

れていると考えますが、昨年度は５億5,800万円

余の黒字であるにもかかわらず、平成20年度の

単年度収支は１億900万円余の赤字となっており

ます。単純な比較はできないものと思います

が、歳入の確保、歳出の削減といった努力をし

てもなお赤字であることについてどのように分

析しておられるのか、知事にお伺いをいたしま

す。

次に、平成20年度の３つの重点施策のうち、

建設産業対策についてお伺いいたします。建設

業を取り巻く経営環境は大変厳しい状況ではあ

りますが、地域経済と雇用を支える重要な産業

であることから、技術と経営にすぐれた業者が

伸びていける環境づくりや新分野進出に対する

支援策として、平成20年度から22年度までの事

業で建設産業育成総合対策事業を策定し、１

億8,600万円余が予算化されております。その内

容は、経営基盤の強化支援、地域企業としての

建設産業の育成、不良不適格業者排除のための

総合的な対策の確立であります。県土整備部長

にお伺いいたします。事業の効果があれば建設

業の倒産も底をつくはずでありますが、なかな

か下げどまりにならないようであります。それ

ぞれ事業の成果はどうだったのかお伺いをいた

します。

次に、一般競争入札の拡大により、だれでも

入札に参加できることになり、経営力のない業

者が応札した結果、倒産などにより工事がと

まったりした例があると聞きます。実態につい

てお伺いいたします。

また、不良不適格業者排除のため、施工体制

監視チームが平成19年度より設置されていま

す。平成20年度の実績についてお伺いをいたし

ます。

次に、年度末における財産の状況について、

２点伺います。まず、物品であります。物品に

ついては、自動車類及び取得価格100万円以上の

備品現状が報告されております。区分に「机・

椅子類」という項目があり、平成20年度末現在

で登録数は46であり、平成20年度中に１点減少

しております。取得価格100万円ということで、

机・いす類でそのような高額なものがあるかと

若干不思議でありますが、机・いす類には具体

的にどのようなものがあるのか。また、昨年減

少している備品については何なのか、総務部長

に伺います。

２点目は、債権であります。債権のほとんど

が貸付金であり、その総額は平成20年度末で437

億円余が計上されております。内訳は、林業公

社貸付金元利合計229億1,900万円余を筆頭に、
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順に、市町村振興基金64億円、育英資金貸付

金50億円などになっております。基本的には貸

付金は償還されるものと考えておりますが、仮

に償還されないとなると県財政に大きな打撃と

なるわけであります。そこで、債権総額の約半

分を占める林業公社貸付金元利金について回収

が困難となるようなことはないのか、環境森林

部長にお伺いいたします。

次に、１月補正についてであります。リーマ

ンショックに端を発した世界的な不況のあおり

を受け、国はもとより各県においても緊急の経

済対策が行われ、本県におきましても、昨年１

月補正に引き続き、本年度当初予算、６月補

正、６月追加補正、９月補正とたび重なる対策

が講じられたところであります。これらはいず

れも緊急対策であり、即時の効果が期待される

ところでありますが、１月補正の効果はどう

だったのか、繰り越しの状況も含めて知事に伺

います。

次に、使用料・手数料についてであります。

決算額については103億円余で、歳入に占める割

合は1.8％とさほど大きくはありませんが、県税

等と異なり、施設の使用や許可等に当たって徴

収されるものであり、徴収漏れが発生するケー

スはそれほど多くなく、逆に徴収漏れがあって

はならない歳入であると思います。今回の使用

料及び手数料の収入未済額が2,600万円余あり、

そのほとんどは公営住宅使用料であります。徴

収対策の取り組み状況について、県土整備部長

にお伺いをいたします。

次に、交通基盤整備事業について伺います。

地域自立・活性化交付金事業における道路整

備についてであります。この事業は、主要観光

地へのアクセス道路の整備を行い、地域資源を

生かした観光振興活動に寄与するというもので

あります。県土整備部長に伺います。事業費

は21億1,000万円、事業期間は平成20年度から22

年度まででありますが、平成20年度に実施した

事業内容、件数、箇所等についてお伺いをいた

します。

次に、道路関連であります。主要観光地への

アクセス道路も必要でありますが、公共交通手

段の少ない中山間地域こそ道路網の整備は必要

であります。平成20年度の中山間地域の道路整

備はどうであったのかお伺いをいたします。

今後、中山間地域、特に過疎・高齢化の進む

山間僻地の道路整備がどうなるか不安でありま

す。今後の中山間地域の道路整備についてどの

ような見解をお持ちなのかお伺いをいたしま

す。

次に、特別会計決算についてであります。本

県には13の特別会計がありますので、そのうち

幾つかについて質疑をいたします。

初めに、小規模企業者等設備導入資金特別会

計についてであります。歳入歳出予算現額５

億7,400万円余に対し調定額27億円余で、約４倍

以上でありますが、収入率が425.9％であり、収

入済み額についても24億円余となっておりま

す。この予算現額と調定額との差が何であるの

か。また、収入未済額が２億9,000万円余と前年

度に比べ増加しており、未済額の圧縮が課題で

あると考えますが、どのように取り組んでこら

れたのか、あわせて商工観光労働部長にお伺い

をいたします。

次に、農業改良資金特別会計であります。決

算状況を見てみますと、貸付金の収入未済額が

１億300万円余となり、前年度に比べ623万円余

増加しております。厳しい経済状況等も収入未

済額の増加に影響しているものと思われます

が、収入未済額に対するこれまでの取り組みに
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ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計についてで

あります。本特別会計は、収入済み額１億8,900

万円余のうち繰越金が１億4,700万円余と多額に

なっておりますが、資金の効果的な活用につい

てどのように考えているのか。また、歳出につ

いても、予算現額１億8,700万円余に対し支出済

み額が1,400万円余となっており、執行率が7.9

％と低調であります。その原因について、農政

水産部長にお伺いをいたします。

次に、山林基本財産特別会計及び拡大造林事

業特別会計についてであります。これらはいず

れも県営林事業の円滑な運営を図るために設置

されているものであります。地方公営企業等金

融機構からの借入金残高が両会計合わせて約25

億円にも上っており、諸経費の節減と、より効

率的な運営が望まれますが、20年度中の取り組

み内容について、環境森林部長にお伺いをいた

します。

次に、林業改善資金特別会計についてであり

ます。木材価格が長期間にわたり低迷を続ける

など、林業経営を取り巻く環境には大変厳しい

ものがあります。この資金は林業従事者への支

援の大きな柱でありますが、収入済み額４

億5,700万円余のうち、主なものは繰越金の３

億3,700万円余及び農林水産業貸付金元利収入１

億1,400万円余となっております。予算現額に対

して収入済み額は２億円余の増となっているに

もかかわらず、収入未済額1,500万円余のほとん

どが過年度収入となっております。林業・木材

産業改善資金貸付金の利用状況及び収入未済額

の状況について、環境森林部長に伺います。

最後に、母子寡婦福祉資金特別会計について

であります。調定額に対する収入率は74.7％、

収入未済額は２億1,800万円余に上っておりま

す。前年度に比べ439万円の増となっております

が、その内容と20年度中の回収への取り組みに

ついて、福祉保健部長に伺います。

また、それぞれの特別会計における債権保全

方法についても、あわせてお答えをいただきた

いと思います。

次に、議案第31号、宮崎県地域振興事業会計

決算の中で、一ツ瀬川県民スポーツレクリエー

ション施設について伺います。この河川敷ゴル

フコースは平成２年11月１日から営業を開始し

ておりますが、河川敷ならではのフラットなレ

イアウトに加えて低料金でもあり、高齢者や女

性の利用者もふえていると聞いております。し

かし、年間の延べ利用客を見ますと、20年度で

は３万7,971人と、目標の３万7,000人は上回っ

たものの、18年度、19年度ともに維持してきた

３万8,000人台後半を割り込んでしまいました。

対前年比では事業収益で227万8,000円の減、事

業費で87万6,000円の減、結果、収支が140

万2,000円の減となっております。目的である、

県民の健康増進や生きがいづくりに寄与するた

めにも、利用者数をふやす工夫が欲しいもので

あります。そこで、企業局長にお伺いをいたし

ます。利用者をふやす取り組みとして、これま

でどのような方策をとってこられたのか。ま

た、今後さらなるサービスの改善についてはど

のようにお考えになられておるか、お伺いをい

たします。

次に、議案第32号、宮崎県立病院事業会計決

算についてお伺いをいたします。県立４病院合

計の20年度事業収益は259億6,700万円で、前年

度比10億2,700万円の減、事業費用は268億3,600

万円で、前年度比８億2,500万円余の減となって

おります。結果、収支が２億200万円の悪化と

なっております。大幅な費用の減額があるた
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め、赤字は拡大してはいないものの、費用の削

減の努力だけではおのずと限界があります。事

業収益の拡大を図らない限り、黒字化の目標達

成は困難ではないかと思われます。

病院局長にお伺いをいたします。まず、収益

確保策として、新たな施設基準の取得はどのよ

うなものがあり、どれくらいの効果があったの

か。今後の施設基準取得の見込みについてもあ

わせお伺いをいたします。

また、経費削減対策として診療材料調達の委

託料や薬剤の共同購入等の取り組みが図られて

おりますが、それぞれどのくらいの効果が上

がっているのか。また、今後の改善策について

はどのようなことを検証されているのかお伺い

をいたしまして、壇上からの質疑を終わりま

す。後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

単年度収支についてであります。単年度収支

は、当該年度の決算による実質収支から前年度

の実質収支を差し引いた額でありますが、実質

収支には前年度までの収支の累積が含まれるこ

とから、当該年度だけの収支を把握する場合に

利用する数値であります。平成20年度の財政運

営に当たりましては、宮崎県行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づく行財政改

革の徹底を図る一方、選択と集中の理念のも

と、新みやざき創造戦略に基づく重点施策の推

進に積極的に取り組むとともに、世界的な金融

危機の影響による深刻な本県経済情勢を踏まえ

取りまとめました「経済・雇用緊急対策」に基

づき、国に先駆けて補正予算を措置するなど、

スピード感を持って取り組んだところでありま

す。

御指摘のように、平成20年度の単年度収支は

マイナスとなっておりますが、これは平成19年

度の実質収支、いわゆる剰余金を平成20年度に

おける積極的な施策推進のための財源として活

用した結果であると考えているところでありま

す。また、平成19年度の実質収支が大きかった

ことも、平成20年度との差し引きにおいて影響

しているものと考えております。

続きまして、平成20年度１月補正予算につい

てであります。本県におきましては、昨年末

の12月26日に「経済・雇用緊急対策」を策定

し、それに伴い緊急を要する対応として、１月

に臨時議会をお願いし64億2,000万円余の補正予

算を議決いただいたものであります。この補正

予算においては、経済対策として、中小企業融

資制度のセーフティネット貸付融資枠拡大に15

億円、県民生活に直結する公共事業等による県

内経済への波及を図る対策として39億8,000万円

余、公共事業以外では、木材流通設備等の整備

等に６億7,000万円余、雇用創出につながる産業

振興のための対策として１億8,000万円余、雇用

対策として介護職等への就職支援など8,000万円

余を措置いたしました。議決後は速やかに事業

を実施するよう努め、１月補正予算額のうち36

億円余を執行することにより、県民生活や中小

企業を初め、県内経済の回復、また雇用創出に

寄与したものと考えます。また、補正の時期的

にも切れ目のない対策の実施を想定しており、

残り28億円余につきまして翌年度に繰り越して

予算を執行したところであります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

取得価格100万円以上の備品の机・いす類の内

訳についてであります。机類の主なものといた

しましては、会議用机が５点、いす類につきま

しては、応接セットや治療用いすが７点、その
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ほかは展示台や実験・実習台及び診察台、手術

台等のいわゆる台類が34点となっております。

また、平成20年度に１点減少しておりますけれ

ども、これは、老朽化により使用不能となりま

したスポーツ指導センターの陸上用の決勝審判

台でございます。以上でございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（高橋 博君）〔登壇〕 お答

えいたします。

母子寡婦福祉資金についてであります。ま

ず、未収金の償還対策につきましては、福祉こ

どもセンター等に配置している母子自立支援員

等が電話や面接等による日常的な償還指導を行

うとともに、年３回設定している償還指導強化

月間には、夜間を含めた訪問指導や徴収、さら

には滞納者及び保証人に対する催告等も実施し

てきたところです。また、本庁と出先機関の長

等で構成する貸付制度運用対策連絡会議におい

て、滞納の発生防止や早期対応など償還の方策

を協議し、効果的な収納促進に努めたところで

あります。

次に、債権の保全につきましては、すべての

貸付について保証人を立てることを要件とし、

さらに、高校や大学などへの進学に必要な就学

支度金や修学資金につきましては、児童も連帯

借受人として貸し付けを行ったところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（吉瀬和明君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、林業公社貸付金についてであります。

林業公社が平成19年度に過去５年間の立木価格

をもとに試算しました長期収支によりますと、

県の貸付金につきましては、分収林事業が終了

いたします平成80年度には利息を除いて返済で

きることになっております。しかしながら、現

在、木材価格は大幅に下落しておりまして、こ

のまま推移した場合は償還見通しに影響するこ

とも考えられますので、木材価格の動向等を注

視しながら公社の経営改善を指導してまいりた

いと考えております。

次に、山林基本財産特別会計及び拡大造林事

業特別会計についてであります。両特別会計の

債務につきましては、平成14年度から19年度ま

での借りかえによりまして約７億7,000万円の債

務の軽減を図ったところであります。また、森

林整備など県営林の事業運営につきましては、

国庫補助事業等の積極的な導入や事務費等の管

理経費の節減など効率的な運営に努めてきたと

ころであります。この結果、昨年度は両会計合

わせまして約1,900万円の歳出の縮減を図ったと

ころでございます。

次に、林業改善資金特別会計についてであり

ます。平成20年度の林業・木材産業改善資金貸

付金の利用状況につきましては、貸付枠２

億5,000万円に対しまして、その84％に当たる２

億1,057万円となっております。その主なもの

は、製材・加工施設の整備や高性能林業機械の

購入などであります。また、収入未済金の状況

につきましては、平成20年度末現在で1,551

万4,715円が収入未済となっておりますが、昨年

度は49万6,000円を回収し、わずかずつではあり

ますが年々減少している状況にあります。

なお、債権の保全につきましては、連帯保証

人を立てるとともに、600万円以上は担保提供等

を条件として貸し付けることとしております。

以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（渡邊亮一君）〔登壇〕

お答えします。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につい

てでございます。この特別会計は、国の制度事

業であります小規模企業者等設備導入資金貸付
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などを実施するために設置しております。予算

現額と調定額に差異が生じておりますが、これ

は近年、貸付需要の低迷によりまして新規貸付

額が償還額を下回ったために多額の繰越金が発

生したためでございます。

また、収入未済案件につきましては、訪問や

電話、文書督促等による回収に努めてきたとこ

ろでございます。しかしながら、大半が抵当権

の実行等による手続も終わっておりまして、ま

た、貸付実施後30年余を経過し、加えまして、

主債務者、連帯保証人の高齢化も進んでおりま

すことから、年々回収は困難となってきており

ます。

なお、本特別会計の貸付につきましては、連

帯保証人の徴求に加え、必要に応じて不動産担

保を徴求するなど、債権保全に努めているとこ

ろでございます。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（伊藤孝利君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、農業改良資金特別会計についてであり

ます。農業改良資金特別会計の収入未済につき

ましては、償還の督促とあわせまして、借受者

の農業経営の改善が適切に図られるよう、各農

林振興局と農協等が連携しまして、延滞が発生

した初期の段階から営農指導等を実施しますと

ともに、保証人を交えた面談を行うなど、分割

納付も含め延滞者の個々の実情に応じた償還指

導を行っているところであります。しかしなが

ら、経済変動など農業を取り巻く情勢は一段と

厳しくなっておりますことから、今後はさらに

きめ細かな償還指導を行いまして収入未済額の

圧縮に努めてまいりたいと存じます。

なお、債権保全の方法につきましては、平

成14年度までは県が直接貸し付け、保証人２人

以上を立てていただいておりました。平成15年

度以降はすべて融資機関を通した転貸貸し付け

を行っておりまして、機関保証をつけていただ

いております。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計についてで

あります。本特別会計では、沿岸漁業者に対し

て経営改善等のための資金の貸し付けを実施し

ておりますが、水産業を取り巻く環境が厳しい

中で設備投資意欲が減退していることなどによ

り、近年の貸し付け実績は年々減少傾向にある

ところでございます。このため、平成20年度は

漁協に対して要望調査を行い、借入申請の随時

受け付けや貸付回数制限の緩和を行ったところ

でありますが、昨年度は、御案内のような急激

な燃油価格の高騰等もありまして、資金需要が

減少し、執行率が低下したものと考えておりま

す。今後は、さらなる運用面での改善等を検討

しながら、本資金の有効活用を図ってまいりた

いと考えております。

なお、債権保全の方法につきましては、連帯

保証人２人以上を立てていただいておるところ

であります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

建設産業育成総合対策事業についてでありま

す。まず、経営基盤の強化支援といたしまして

は、県内９カ所の経営相談窓口の設置のほか、

新分野進出セミナーの開催や、建設業に軸足を

置きながら新分野への進出を目指す建設業者32

社に対して補助を行ったところであります。

次に、地域企業としての建設産業の育成につ

きましては、小規模工事を念頭に、技術力や地

域貢献度の高い地元の建設業者が受注しやす

い、本県独自の地域企業育成型総合評価落札方

式を導入したところであり、平成20年度は予定

価格2,000万円未満の土木一式工事を対象に110
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件の試行を行い、このうち109件の工事で発注事

務所管内に本店を有する企業が落札したところ

であります。

最後に、不良不適格業者排除のための対策と

いたしましては、昨年12月に、建設業法の法令

遵守に関する情報を幅広く収集するための「建

設業者ホットライン」を設置しまして、32件の

相談を受けたほか、154件の立入検査を実施し、

法令に違反した建設業者には、建設業法に基づ

く監督処分等の措置を講じたところでありま

す。このような取り組みにより、技術と経営に

すぐれ地域に根差した企業が伸びていける環境

づくりが図られてきているものと考えておりま

す。

次に、県土整備部における工事の倒産などに

よる影響についてであります。平成20年度の建

設工事においては、倒産により契約の解除を

行ったものが２件ございます。なお、この２件

の契約については、契約解除後直ちに再入札し

契約を行い、工事は年度内に完了しておりま

す。

次に、施工体制監視チームの実績についてで

あります。平成20年４月から21年３月までの間

に施工中であった工事のうち577件について、主

任技術者の常駐の状況や下請契約の締結内容、

元請業者の下請業者に対する関与状況などにつ

いて点検を実施いたしました。その結果、現場

に備えておくべき施工体制台帳等の不備や、工

事内容が不明確な下請契約が締結されている例

などが確認をされまして、発注機関を通じて是

正指導を行ったところであります。また、現場

の主任技術者が適正に配置されていない建設業

法違反が確認をされまして、入札参加資格停止

処分を行ったケースもございました。監視チー

ムの点検を通じて、手抜き工事や下請業者への

過度なしわ寄せなどの防止と、発注者と受注者

双方の施工体制の確保に関する意識の向上が図

られたものと考えております。

次に、公営住宅使用料の徴収対策への取り組

み状況についてであります。平成20年度の公営

住宅使用料の収入未済額は2,327万3,730円と

なっており、前年度と比較しまして328万7,377

円増加をしております。公営住宅使用料の徴収

対策への取り組みにつきましては、滞納者に対

しまして滞納の初期の段階から文書や電話によ

る督促を行いますとともに、11月の滞納整理強

化月間や、３月及び５月の出納閉鎖に伴う滞納

整理重点月間を中心に、夜間訪問や連帯保証人

を交えた個別相談など集中的な徴収対策に、組

織を挙げて取り組んだところであります。ま

た、再三にわたる納入督促にも応じない滞納者

に対しましては、必要に応じて明け渡し請求訴

訟などの法的措置を講じたところであります。

今後とも、入居者の負担の公平性の観点から、

滞納者への徴収対策を徹底しますとともに、必

要に応じて法的措置を講じるなど、収入未済額

の解消に向けて取り組んでまいりたいと存じま

す。

次に、地域自立・活性化交付金事業における

道路整備についてであります。地域自立・活性

化交付金事業は平成19年度に創設され、地域の

活性化を支援するために基盤整備事業やソフト

施策を一体的に実施するものであります。御質

問にありますとおり、本県におきましては、主

要観光地へのアクセス道路を対象に良好な道路

環境づくりを重点的に取り組んでいるところで

あります。平成20年度に実施した内容としまし

ては、国道218号外15路線において、舗装補修

が28カ所、災害防除が６カ所、橋梁補修が２カ

所、道路情報装置の更新が１カ所の計37カ所と
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なっております。また、ソフト施策としまし

て、九州風景街道に関する地元の活動団体に対

しまして活動費を補助しております。

最後に、中山間地域の道路整備についてであ

ります。本県の中山間地域の道路整備につきま

しては、災害時の孤立化解消を目的としました

生命線道路の整備や防災対策などを重点項目と

しまして、効率的・効果的に進めてきたところ

であります。平成20年度には、生命線道路の改

良事業としまして、西米良村の国道219号木之口

工区や小林市の県道宮崎須木線下田工区などの

完成供用をしており、また新たに、椎葉村の国

道327号石原工区や美郷町の国道388号牛山工区

に着手したところであります。さらに、落石等

の防災対策としまして、平成20年度に24カ所の

危険箇所の整備をしたところであります。

今後の中山間地域の道路整備につきまして

は、厳しい財政状況ではありますが、1.5車線的

道路整備の手法を取り入れるなど、創意工夫を

凝らしながら、安全で安心して暮らせる県土づ

くりに向け道路整備が着実に進みますよう、取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

一ツ瀬川県民ゴルフ場の利用者増への取り組

みと今後のサービスの改善についてでございま

す。

まず、利用者増への取り組みでありますが、

これまで企業局では、指定管理者と連携をし良

好なゴルフコースづくりに努めますとともに、

県民が利用しやすい低廉な基本料金を設定して

まいりました。その上で、高齢者やジュニア、

女性を対象とした割引料金や土曜日の食事つき

プレー、早朝・薄暮プレーの割安な料金設定な

ど、利用形態に応じて多様な割引を行いますと

ともに、飲料メーカーなどの企業が協賛するコ

ンペを初め、魅力ある企画コンペを年間160回以

上実施をいたしまして、利用者増に取り組んで

まいってきたところでございます。

また、今後のサービスの改善についてでござ

いますが、指定管理者と引き続き連携いたしま

して、ゴルフコースの状態やレストランのメニ

ュー、接客の状況などにつきまして、利用者の

意見やニーズを細かく把握しながらサービスの

改善に努め、高齢者や女性、ジュニアなど広く

県民に愛されるゴルフ場づくりを目指してまい

りたいというふうに考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、施設基準の取得についてであります。

平成20年度は、４月に行われた診療報酬の改定

に対応いたしまして、新たに53の施設基準の取

得を行ったところであります。このうち主なも

のでは、ハイリスク妊娠管理加算で約1,500万

円、検体検査管理加算Ⅱで約2,000万円の収益増

があったと推計をいたしております。また、今

年度は、施設基準取得に必要な人員体制が整っ

たことにより、入院時医学管理加算や医師事務

作業補助体制加算等、新たに17の施設基準の取

得を行っておりまして、来年４月に行われる予

定の診療報酬の改定につきましても的確に対応

いたしまして、収益の改善を図ってまいりたい

と考えております。

次に、経費節減策の効果と今後の改善策につ

いてでございます。まず、診療材料の調達につ

きましては、平成19年11月から委託を行ってお

りますが、初めて年間を通して実施いたしまし

た20年度では、約１億8,300万円、率にして6.9
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％の削減が図られました。また、薬品費につき

ましては、総額で約２億3,500万円の減となって

おりますが、このうち共同購入による効果は、

前年度比で約1,400万円、率にして0.4％と試算

しているところであります。今後の経費節減に

つきましては、これまでの取り組みに加えて、

共同購入の拡大や一人一改善運動の推進等によ

り、職員一人一人がコスト意識を持って徹底的

に見直しを図るなど、病院局職員が一丸となっ

て全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○濵砂 守議員 それでは自席から、時間があ

りませんので、はしょって質疑をしていきたい

と思います。

まず、物品についてでありますが、事務用の

机とかいす、100万円以上の高価なものがかなり

あるという説明でありましたが、最も高価な

机、いすというのは、どこでどのように使用さ

れているんですか。

○総務部長（山下健次君） まず、机でござい

ますが、高いものから３点申し上げますと、県

立美術館のミーティングテーブルが207万円余、

これは会議室で使っていらっしゃるようでござ

います。さらに、芸術劇場の役員会議用テーブ

ル、これは176万円、さらに、議会事務局の議運

室の机、これが130万9,000円でございます。そ

れからいす類でございますが、知事室の応接

セットが266万円、ちなみにこれは平成２年の購

入でございます。それから西都原考古博物館の

応接セットが173万円余、それから県立美術館の

応接セット、これは館長室のようですが、155

万、こういった状況でございます。

○中村幸一議長 総括質疑の途中であります

が、本日の会議時間は、議事の都合により、あ

らかじめこれを延長いたします。

○濵砂 守議員 ちなみに、我が県のトップで

あります知事の机、いす、あるいは議長の机、

いすはいかほどですか。

○総務部長（山下健次君） 知事室の机が、片

そで机とわき机２つ合わせまして58万224円、そ

れから議長室の机は、両そで机で10万7,520円。

さらに、いすでは、知事室が12万円、議長室

が27万円ということで、これはいずれも取得は

平成３年とか昭和63年とか、そういったことで

ございます。

○濵砂 守議員 わかりました。

次に、債権について伺います。林業公社貸付

金についてでありますが、林業公社が管理して

いる森林面積はどれくらいあるのか、立木価格

の見込みはどのくらいあるのかお尋ねいたしま

す。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 林業公社が管

理しております森林面積につきましては、20年

度末で１万855ヘクタールとなっております。立

木価格でございますが、今の実績で言います

と、平成20年度は、杉の45年生以下で１立米当

たりの立木価格は3,000円ということになってお

ります。以上です。

○濵砂 守議員 約１万800ヘクタールの立木価

格の総額、見込みで結構ですが、どのくらいで

すか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その数字を今

手元に持っていません。済みません。

○濵砂 守議員 先ほど平成80年に回収できる

見込みだということだったんですが、ここでの

立米当たりの金額は幾らぐらいで見積もってお

られるんですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほども

ちょっと申しましたけれども、過去５年間の立

木価格をもとに試算した長期収支でございます
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ので、例えば杉の45年生以下でいきますと、１

立米当たり3,800円で計算をしております。

○濵砂 守議員 木材価格はだんだん低迷をし

ていく、今、市場価格で立米当たり7,000円

ちょっとぐらいなんです。出しに9,000円ぐらい

かかりますから、価格を森林勘定であらわすと

よくわかるんですが、これは貸付金で見たとき

も229億円余りあるということですから、実際に

この価格ほどの森林の木材価格があるのかどう

かということなんです。どうですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 非常に現在、

木材価格は低下しておりますので、そこらあた

りは今のところ厳しい状況かと思います。今の

相場価格で言いますと、なかなか厳しい状況か

と思います。

○濵砂 守議員 そうなんです。完全に宮崎県

の林業政策の失敗策なんです、これは。（「全

国」と呼ぶ者あり）全国ですが、宮崎は素材生

産量日本一ですから。長期的に見て見通しがな

かったということなんです。だから、これは今

からの検討課題として、山主にその責任を押し

つけないように、毎年８億円なり９億円の繰り

出しをやっています。そのお金はだんだん積み

重なっていくが、すべて山に負担させる。する

と、分収ですから、山主に３割、県が７割とか

いう形でやっていると思うんですが、その部分

が山主に負担が毎年毎年かかっていくというこ

となんです。これをさせないようにしていただ

きたい。お願いしておきます。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 先ほどの長期

収支で見込みました全体の立木価格につきまし

ては、現在約580億円を見込んでいるところでご

ざいます。

○濵砂 守議員 間違いないですか。森林勘定

じゃないですか。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 現在の価格で

はなくて、試算しました長期収支で見込んだ立

木価格の全体が約580億ということでございま

す。

○濵砂 守議員 それは、時間がありませんの

で……。

それから農業改良資金特別会計ですが、収入

未済額、14年度までの直貸資金の件数と金額を

お願いいたします。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 農業改良資金

の平成14年度までの直貸資金のうち、収入未済

額につきましては、22件、１億300万円となって

ございます。

○濵砂 守議員 次に、林業改善資金特別会計

ですが、これの収入未済額のうち貸付基準日の

最も古いものはいつなのか、件数と金額につい

てお願いいたします。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この貸付金の

最も古いものは53年度に貸し付けたものであり

まして、件数は４件、収入未済額は394万4,000

円となっております。

○濵砂 守議員 この資金で購入された林業機

械など既に現物がないものもあると聞いておる

んですが、実態はどうなんですか。環境森林部

長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） この収入未済

に係るものにつきましては、事業の中止や火災

等による消失等によりまして、現在はそのほと

んどのものが処分されている状況にあります。

○濵砂 守議員 それで、かなり長期化になっ

て貸付が回収されていない。それに保証人がつ

いているんですが、保証人も払う意思があれば

時効を中断しているんです。時効が成立しな

い。だから、督促なんかを送って払う意思を確

認ができれば、時効中断しますので、ずっと引
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き続いてやってきている。もうそろそろその辺

のけじめをつけるべきじゃないかと思うんで

す。何十年も引きずって現物もない、本人が死

んでおるところもある、そういう状況だもので

すから、それをどうするのか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） その方法も一

つの方法かとは思いますけれども、現在、収入

未済のうち約半数が、わずかずつではあります

けれども毎年償還されております。また、残り

の方につきましても、督促なり面談を行ったり

しまして、返還に応じる考えの方もいらっしゃ

いますので、今後とも可能な限り、面談等によ

りまして返還していただく取り組みを粘り強く

続けていきたいというふうに考えております。

○濵砂 守議員 農業改良資金特別会計も林業

改善資金特別会計も、それぞれ特別会計には不

納欠損額が発生していないんです。ずっと。例

えば住宅使用料とかについては５年で不納欠損

に計上していきますね。この分はないんです。

全部、支払い能力のない保証人にずっとかぶせ

ているという状況なんですが、その辺について

はどうですか。環境森林部長。

○環境森林部長（吉瀬和明君） 保証人を含め

まして約半数の方が返済されているという現状

もありますし、面談に応じて返還に応じる考え

の方もいらっしゃるようでございます。また、

不納欠損処理といいますと、これは国の原資も

入っておりますので、そこらあたりとの協議も

必要になってきますので、今のところは粘り強

く対応していこうと思っております。

○濵砂 守議員 時間が経過をいたしましたの

で、またゆっくり質問させていただきたいと思

いますが、もうそろそろ不納欠損処理をする時

期じゃないかと思うんです。両会計とも。ほか

の会計も、母子寡婦福祉資金もそうですね。だ

から、そのようなものを今後検討していただき

たいと思います。

以上で私の質疑を終わります。（拍手）

○中村幸一議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。最後の質疑となります。

早速入らせていただきます。

平成20年度決算に関する総括質疑を行いま

す。

今回の決算の結果は、一般会計において、歳

入5,783億8,600万円余、歳出5,711億7,800万円

余、実質収支で23億7,400万円余の黒字となって

います。しかし、これまでの三位一体の改革の

中で、後年度措置をするとしながら、臨時財政

対策債など地方に負担を負わせるやり方で、借

金をしながらの厳しい財政運営が強いられ、20

年度、県債発行は抑制したとはいえ、県債残高

は9,104億8,300万円余と、依然として膨大な額

が残されています。県民生活では派遣切りやリ

ストラの風が吹き荒れる中、企業の社会的責任

を問いながらも、自治体としての失業・雇用対

策も求められる深刻な状況でもありました。20

年度の決算をしっかり総括して新年度予算に生

かさなければならないと思います。

まず、財政運営について伺います。歳入で、

地方交付税の代替債である臨時財政対策債の当

年度額及び対策債がどれほど交付税措置されて

いるか。また、これまでの対策債に対する交付

税措置状況を総務部長にお伺いし、後は質問者

席から続けさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

臨時財政対策債についてであります。平成20

年度における臨時財政対策債の発行額は234
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億7,300万円であります。また、臨時財政対策債

の償還費につきましては、平成20年度におい

て88億円余が地方交付税で措置をされていると

ころであります。なお、臨時財政対策債の元利

償還金相当額につきましては、地方公共団体の

財政運営に支障が生じることのないよう、地方

財政法等におきまして、その全額を後年度、地

方交付税の基準財政需要額に算入することが明

記をされているところでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 続いて、県税収入につい

て、税源移譲により個人県民税が増収になる中

で、個人県民税の収入未済もふえています。ま

た、公営住宅使用料の収入未済も増加をしてい

ますが、それぞれの要因をどのように分析して

おられるか伺います。

○総務部長（山下健次君） 個人県民税の収入

未済額につきましては、前年度に比べまして１

億9,000万円余増加をしておるところでございま

すが、これは、平成19年度におきます税源移譲

によりまして調定額、未済額とも大幅に増加し

たことに伴いまして、平成20年度に繰り越され

ました収入未済額が５億7,000万円余増加するな

ど、前年度の税源移譲の影響があらわれたこと

によるものと考えております。なお、現年度課

税分の収入未済額は１億5,000万円余圧縮をされ

まして、徴収率は、現年度課税分及び滞納繰越

分ともに、それぞれ前年度より改善されたとこ

ろでございます。

○県土整備部長（山田康夫君） 公営住宅使用

料の収入未済についてでございます。平成20年

度におきましては、滞納者数288名で、収入未済

額は2,327万3,730円となっておりまして、前年

度と比較して、滞納者数で70名、収入未済額

で328万7,377円増加をしております。このこと

につきまして滞納者の状況から分析いたします

と、金額10万円未満の少額の滞納者が、288名の

うち214名で、前年度に比べて65名増加するな

ど、昨今の厳しい経済情勢に伴う収入の減少等

の影響もあったものと考えております。

○前屋敷恵美議員 収入未済については、悪質

な滞納者を除けば、県民の厳しい生活状況の縮

図であるとも言えるというふうに思います。で

すから、その状況をしっかりと把握して対応す

ることが大事だというふうに思います。

次に、歳出について伺います。20年度、不用

額が28億8,300万円余と、前年度より増加をして

います。特に民生費と衛生費の不用額につい

て、その主なものと不用になった理由、また、

不用になったものについて十分な手当てができ

ていたのか伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 民生費の不用

額につきましては、昨年度末に障害者自立支援

対策臨時特例基金が延長されたことに伴い、施

設改修等の事業の一部が翌年度以降の実施に変

更されたこと、障がい者に対する自立支援医療

費やひとり親家庭医療費助成事業について、患

者数が見込みを下回ったこと等によるものであ

ります。また、衛生費の不用額は、肝炎医療費

や難病患者を対象とした特定疾患医療費につい

て、受給者数や治療費が見込みを下回ったこと

等によるものであります。いずれの不用額につ

きましても、翌年度以降の実施となったこと

や、実績が見込みを下回ったことによるもので

あり、必要な額は手当てされていると考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 扶助費等の予算については

十分措置ができるように努める必要があるとい

うふうに思いますので、今後ともその方向で執

行していただきたいと思います。
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また、28億円もの不用額ですが、効果的な運

用で県民施策に活用できるように―28億とい

うと巨額ですから―的確な予算の編成、そし

て運用が必要であるということを指摘しておき

たいと思います。

次に、予算執行における監査意見書での指摘

事項について伺います。県の補助金交付に係る

事務処理についての指摘がなされております

が、どのような内容でしょうか。また、財務会

計事務についても、依然として多くの事務処理

の誤りが見られたと指摘があります。この点に

ついても、どのような内容か、あわせてお聞か

せいただきたいと思います。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、補助金

交付に係る事務処理についての指摘でございま

すけれども、例えば、年度当初に行うべき補助

金の交付決定が、特段の理由がないのにもかか

わらず年度末に行われていたケースがありまし

たし、また別の事例では、補助事業の内容が20

％以上の大幅な変更となっていたのにもかかわ

らず、交付要綱に沿った変更手続が行われてい

ないものなどがございました。

次に、財務会計事務の指摘でありますけれど

も、その中で、例えば収入支出の事務では、財

産貸付料などの納入期限が誤っていたもの、生

産物売り払い収入などの調定事務がおくれてい

たもの、それから通勤手当等の認定誤りにより

支給額に過不足を生じていたものなどがござい

ました。また、契約事務では、５月に結んだと

される委託契約が、契約そのものの作成は10月

に行われたといった例などがございました。以

上です。

○前屋敷恵美議員 ただいま指摘事項の内容を

お示しいただきましたが、特に財務会計事務に

対する指摘に対して、その受けとめと今後の対

応、どのように考えておられるか伺いたいと思

います。

○会計管理者（長友秀隆君） 財務会計の事務

処理の誤りが多く発生する原因は、財務会計の

知識不足、あるいは公金に対する認識不足があ

ると考えております。会計管理局といたしまし

ては、このような監査委員の御指摘を厳粛に受

けとめまして、事務処理の誤りがなくなります

よう、財務会計の研修や個別の事務指導をさら

に徹底してまいりたいと考えております。以上

でございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ改善に努めていただき

たいというふうに思います。

次に、特別会計について伺います。沿岸漁業

改善資金特別会計については、貸付金の執行残

が不用額として毎年多額に及んでおります。執

行率が極めて低い状況ですが、十分有効活用で

きるように制度の改善を図ることが必要だと思

います。監査委員からの指摘にもこの点ござい

ますが、どのように分析しておられるのか伺い

たいと思います。

○農政水産部長（伊藤孝利君） 沿岸漁業改善

資金特別会計につきましては、昨年度は、御案

内のような急激な燃油価格の高騰等もございま

して、資金需要が減少し執行率が低下したもの

と考えております。この資金につきましては、

平成20年度に借入申請の随時受け付け、あるい

は貸付回数制限の緩和等を行ったところであり

ますが、今後はさらに運用面での改善等を検討

しながら、本資金の有効活用を促進してまいり

たいと考えております。

○前屋敷恵美議員 一部改善も図られているよ

うでありますけれども、実際、漁業者を助ける

ものにならなくてはなりませんので、さらに引

き続いて、利用しやすいように改善を図ってい
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ただきたいというふうに思います。

次に、各種施策、事業について伺います。

まず、福祉関連で、市町村国保において、各

自治体における国保税の滞納の状況、また、滞

納世帯に発行される短期保険証や資格証明書の

発行状況、無保険世帯の状況など、把握してお

られるところを伺いたいと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 平成20年６月

１日現在で滞納世帯数は５万870世帯で、このう

ち短期被保険者証を交付されている世帯数は１

万4,414世帯で、資格証明書を交付されている世

帯数は3,762世帯であります。また、被保険者

証、短期被保険者証、資格証明書いずれも持っ

ていない、いわゆる未交付世帯は、平成20年11

月30日現在で9,193世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 あわせて福祉保健部長に、

後期高齢者医療制度についても伺いたいと思い

ます。保険料の滞納世帯には、１年以上経過し

た場合に、ここも資格証明書が発行されるとい

うような制度の中身になっておりますが、１年

半経過した中で、今の現状を教えていただきた

いと思います。

○福祉保健部長（高橋 博君） 後期高齢者医

療制度で平成20年度中に短期被保険者証及び資

格証明書を交付された方はおりません。

○前屋敷恵美議員 今いらっしゃらないという

ことでありましたけれども、個別に聞いた点で

は数名おられるというところがありましたの

で、県全体の状況を伺いたいと思って質疑をさ

せていただいたところです。また把握に努めて

いただきたいというふうに思います。

昨年と比べても滞納世帯はふえております

し、資格証の発行もふえているという状況があ

ります。保険証がないという状況が何を意味す

るのか、県民の暮らしがどういう状況なのかと

いうことが推しはかられるというふうに思って

おります。現在、子供のいる世帯には短期保険

証を交付することが義務づけられるようになり

ましたけれども、保険証のない世帯に思いをは

せて、適切な指導、援助、また支援を行えるよ

うな体制をとっていただきたいというふうに

思っております。

次に、商工労働政策関連で伺います。失業対

策、雇用の確保としてどのような取り組みが行

われてきたか、その成果について伺いたいと思

います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 失業者対

策等についてでございます。平成20年度におき

ましては、雇用情勢の悪化を受けまして、宮崎

労働局等と連携し、緊急の労働相談窓口を設置

したほか、共同就職支援センターの設置による

非正規労働者の再就職支援など、失業者等への

支援に取り組んだところでございます。また、

新たな雇用の創出を図るため、２月補正予算に

おきまして、ふるさと雇用再生特別基金及び緊

急雇用創出事業臨時特例基金を創設したところ

でございます。

○前屋敷恵美議員 あわせて、中小商工業者へ

の融資について、信用保証協会の保証承諾件

数、また金額の実績を伺います。

○商工観光労働部長（渡邊亮一君） 信用保証

協会の保証承諾状況でございます。平成20年度

の信用保証協会の保証承諾件数は、前年度

比32.8％増の8,953件、保証承諾額は、前年度

比41.4％増の937億8,934万円となっておりま

す。

○前屋敷恵美議員 今、景気の低迷が長引く中

で、地域経済を支えるのは地元の中小業者であ

りますので、ここへの大きな支援が新たな雇用

の拡大にも結びつくという観点から、そういう
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方向性を持って対応することが必要であるとい

うふうに思っております。ぜひその点でよろし

くお願いしたいと思います。

次に、教育関連で伺います。平成20年度にお

ける県立学校についての耐震化の取り組みと耐

震化率について、その到達を伺います。

また、特別支援学校についての現状、また教

育に携わる教員の方々への研修等の実施状況に

ついてお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） まず、耐震化につい

てでありますが、平成20年度における県立学校

の耐震補強工事は、14校16棟について行ったと

ころであり、20年度末における耐震化率は85.4

％に達したところであります。なお、この耐震

化率は、九州では第１位、全国では第10位と

なっております。

続きまして、特別支援教育関係であります

が、まず、本県の特別支援学校は現在15校あり

まして、在籍する幼児・児童生徒数は、平成21

年５月１日現在で1,188名であります。

次に、平成20年度の研修の実施状況でありま

すが、特別支援学校のすべての教職員と、幼稚

園や保育所、小中学校、高等学校の希望者を対

象に、特別支援教育専門性向上研修を実施

し、2,442名が受講しております。また、小中学

校、高等学校等の特別支援教育コーディネータ

ーを対象にしまして、特別支援教育コーディネ

ーターステップアップ研修を実施しております

が、672名が受講しております。さらに、平成19

年度から３カ年計画で、小中学校のすべての管

理職と教員を対象に、特別支援教育理解啓発研

修を実施しておりますが、平成20年度は2,061名

が受講しております。以上です。

○前屋敷恵美議員 続いて、県立病院事業会計

について伺いたいと思います。県立病院事業の

決算で、単年度の純損失が８億6,000万円余、累

積欠損額が258億6,000万円余となっておりま

す。この赤字の要因をどのように分析されてお

られるかということ、また、今回の決算を踏ま

えて、地域医療の中核を担う県立病院としての

役割をどのように総括し、どう改善を図ること

にしているのか、あわせて伺いたいと思いま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成20年度は、

診療報酬改定に伴う施設基準への的確な対応

や、延岡病院におけるＤＰＣ（診療報酬の包括

請求方式）への移行などによりまして収益確保

に努める一方で、徹底した経費削減に取り組ん

だところでありますが、いわゆるコンビニ受診

の自粛や医師不足等による患者数の減少によ

り、前年度より赤字幅が広がる結果となったと

ころでございます。地域医療の中核としての県

立病院の役割は、地域の医療機関との機能分担

や連携の強化を図りながら、地域からの紹介等

による重篤な患者さんの受け入れを行い、民間

で対応できにくい高度医療を提供していくこと

にあると考えております。このため、これまで

の経費節減の取り組みを一層徹底しますととも

に、最重要課題である医師の確保に努めまし

て、収益の向上を図り、経営改善に努めてまい

りたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひそういう方向で進めて

いただきたいと思います。県民の生命、健康に

責任を負い、地域医療の中核として高度医療に

も責任を負う県立病院は、一面的に採算性を問

えるものではないというふうに思っています。

公的病院の役割は、自治体本来の役割として、

私は再認識することが大事だというふうに考え

ます。今後の努力を大いに期待をしております

ので、よろしくお願いをいたします。
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最後になりますが、今回の質疑も限られた時

間の中での質疑でしたので、決算の内容は特別

委員会でもっと深めさせていただきたいと思っ

ておりますが、決算を通して、行政運営、財政

運営のあり方、またさまざまに県民の暮らしの

実態が浮き彫りになり、改めて県民の暮らしに

責任を負う地方自治体としての役割が問われて

くることと思います。

最後に知事に、平成20年度の決算をどのよう

に総括をしているのか伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政は、自主

財源の占める割合が低く財政基盤が脆弱な上

に、地方交付税等の減少や社会保障関係費の増

大等により、引き続き大変厳しい財政運営を強

いられました。このため、平成20年度の財政運

営に当たりましては、宮崎県行財政改革大

綱2007の財政改革プログラムに基づき行財政改

革の徹底を図る一方、選択と集中の理念のも

と、新みやざき創造戦略等に基づく重点施策の

推進に積極的に取り組みました。また、世界的

な金融危機の影響による深刻な本県経済情勢を

踏まえ取りまとめました「経済・雇用緊急対

策」に基づき、国に先駆けて補正予算を措置す

るなど、スピード感を持って取り組んだところ

であります。さらに、予算の執行に当たりまし

ても、県税収入を初めとする自主財源の積極的

な確保や徹底した経費節減に努めたところであ

ります。このような取り組みの結果、平成20年

度は、全体としては、厳しい財政状況に対応し

た堅実な財政運営を図ることができたと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 質疑の中でも申し上げまし

たけれども、今、県民の置かれている暮らしの

状況をしっかりと踏まえて、県民の暮らしに責

任を負う県政を進めていくためにも、この20年

度決算をしっかり踏まえて、新年度の予算に生

かしていくという方向で進めていただきたい。

このことを申し上げて質疑を終わらせていただ

きます。（拍手）

○中村幸一議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、議会運営委員会より議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読をいたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成21年10月７日

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第６号上程、採決

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第６号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。
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これより採決に入ります。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第６号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第28号から第32号まで

決算特別委員会付託

○中村幸一議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

議案第28号から第32号までの各号議案につい

ては、ただいま設置が決定しました決算特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

午後５時26分休憩

午後５時35分開議

◎ 議長の報告（決算特別委員会正副委員長

互選結果）

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 井本 英雄

副委員長 髙橋 透

○中村幸一議長 以上で報告は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

あす８日から19日までは、決算特別委員会及

び議事整理のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、20日午前10時開会、決算特別

委員長の審査結果報告から採決まででありま

す。

本日はこれで散会いたします。

午後５時36分散会

平成21年10月７日(水)
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環 境 森 林 部 長 吉 瀬 和 明

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

農 政 水 産 部 長 伊 藤 孝 利

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

公 安 委 員 長 野 中 玄 雄

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

人 事 委 員 長 黒 木 奉 武

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

事務局職員出席者

事 務 局 長 濵 砂 公 一

事 務 局 次 長 岡 田 英 治

総 務 課 長 渡 邉 靖 之

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 日 髙 正 憲

議 事 課 長 補 佐 福 嶋 清 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 議員の辞職許可

○中村幸一議長 ただいまの出席議員42名、定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決まででありますが、ここで、議員よ

り辞職願が提出されておりますので、事務局長

に朗読をいたさせます。

〔事務局長朗読〕

辞 職 願

私 儀

このたび、一身上の都合により、県議会議員を

辞職したいので、許可されるようお願いいたし

ます。

平成21年10月20日

宮崎県議会議員 井本 英雄

宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました井

本英雄議員の辞職の件を日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、井本

英雄議員の辞職の件を議題といたします。

この場合、井本英雄議員は、地方自治法第117

条の規定により除斥されますので、退席をお願

いします。

〔井本議員退席〕

○中村幸一議長 お諮りいたします。

井本英雄議員の辞職を許可することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、井本

英雄議員の辞職は許可されました。

暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時６分開議

◎ 副議長の選挙

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより副議長の選挙を行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔「議長、休憩」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 暫時休憩いたします。

午前10時６分休憩

午前10時48分開議

○中村幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより副議長の選挙を行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

○中村幸一議長 ただいまの出席議員41名であ

ります。

会議規則第32条の規定により、立会人に、野

辺修光議員、髙橋透議員、図師博規議員、新見

昌安議員、田口雄二議員、水間篤典議員を指名

いたします。

投票用紙を配付させます。

〔投票用紙配付〕

○中村幸一議長 投票用紙の配付漏れはありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

○中村幸一議長 異状なしと認めます。
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念のため申し上げますが、投票は単記無記名

であります。

投票用紙に被選挙人の氏名の記載を願いま

す。

立会人の立ち会いを願います。

これより投票に移ります。

それでは、議席順に順次投票を願います。

〔各議員投票〕

○中村幸一議長 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

開票を行います。

立会人の点検をお願いいたします。

〔開票・点検〕

○中村幸一議長 選挙の結果を報告いたしま

す。

投票総数41票、うち有効投票41票でありま

す。無効投票はありません。

有効投票中、萩原耕三議員21票、徳重忠夫議

員20票であります。

以上の結果、萩原耕三議員が最高点であり、

かつ法定得票数以上でありますので、副議長に

当選をされました。(拍手)

議場の閉鎖を解きます。

〔議場開鎖〕

○中村幸一議長 ただいま副議長に当選されま

した萩原耕三議員が議場におられますので、本

席から、会議規則第35条の規定により当選の告

知をいたします。

御承諾を願います。

ここで、副議長のごあいさつがあります。萩

原耕三議員の登壇を願います。

○萩原耕三副議長〔登壇〕（拍手） 不肖、私

には身に余る、身の丈に過ぐる役職を与えてい

ただきまして、心から感謝を申し上げます。選

任された以上は、議長を補佐しながら一生懸命

努めてまいります。どうかよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。（拍手）

〔降壇〕

◎ 決算特別委員長審査結果報告

○中村幸一議長 次に、議案第28号から第32号

までの各号議案を一括議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、髙橋透副委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 当決算特別

委員会に付託されました議案第28号から32号に

係る「平成20年度決算の認定について」、各分

科会を中心に審査を行ってきたところでありま

すが、その審査の経過及び結果について御報告

申し上げます。

まず、議案第28号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

一般会計の決算額は、歳入5,783億8,608万

円、歳出5,711億7,865万2,000円で、前年度決算

額と比べ、それぞれ歳入が3.9％、歳出が3.5％

の増となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収

支は72億742万8,000円であり、このうち翌年度

に繰り越すべき財源を除いた実質収支は23

億7,425万9,000円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で歳入が95億8,617

万4,000円、歳出が63億7,727万6,000円で、差引

残額は32億889万8,000円となっております。

次に、議案第29号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は52億5,341万円、事業

費用は45億423万3,000円で、当年度純利益は７
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億4,917万7,000円であります。供給電力量の目

標達成率は、年間を通じて発電に効率的な降雨

があったことにより、109％となっており、電力

収入の目標達成率も102.6％となっております。

次に、議案第30号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は３億3,654万3,000

円、事業費用は２億8,240万4,000円で、当年度

純利益は5,413万9,000円であります。なお、給

水量の目標達成率は92.8％となっております。

次に、議案第31号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は2,603万8,000円、事

業費用は、2,197万7,000円で、当年度純利益

は406万円であります。なお、施設利用者数の目

標達成率は102.6％となっております。

最後に、議案第32号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成20年度の収支状況は、総収益が25 9

億6,722万7,000円、総費用が268億3,600万8,000

円で、差し引き８億6,878万1,000円の赤字とな

り、３年連続で中期経営計画の目標を上回った

ものの、前年度に比べ２億182万3,000円の赤字

額の増加となっております。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを基本とした決

算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案第28号については、賛成多数、議案第29号か

ら32号については、全会一致で認定すべきもの

と決しました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項として、本県の財政は、県

税等の自主財源比率が低いなど、構造的な課題

を抱えており、財政運営の硬直化が一段と進ん

でいる状況にあります。よって、引き続き財政

改革の着実な推進に取り組むことを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討・改善

を求めるものであります。

１つ、個人県民税を中心とした収入未済額の

一層の縮減を図るとともに、厳しい徴収現場に

おいて、日夜徴収業務に当たる職員の健康管理

には十分配慮すること。

１つ、県内における重要行事の中には、知事

出席が参加者の励みとなるなど関係者に及ぼす

影響が大きい場合があるので、知事出席予定の

行事については、その重要性も十分勘案して日

程調整を行うこと。

１つ、鉄道期成同盟会については、具体的な

テーマを掲げて取り組みを行うこと。

１つ、本県物流の現状と課題を検討していく

に当たっては、本県以外のルートを利用してい

る事業者にも呼びかけて検討するとともに、経

済の合理性を基準にして、利用する港の絞り込

みをし、大消費地に向けた集荷体制について、

隣県も含めた海上交通の取り組みを検討するこ

と。

１つ、消防広域化については、組織上は一本

化しても運用面で配慮するなど、各消防本部の

理解が得られるよう議論をした上で、妥当な結

論が出せるようにすること。

１つ、民生委員・児童委員について、欠員が

生じているので、市町村等と協力して民生委員

・児童委員を確保し、研修の機会をふやすな
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ど、資質の向上に取り組むこと。

１つ、動物の愛護及び適正飼育の普及啓発に

ついて、先進自治体においては、犬・猫の処分

件数が大幅に減少しているところがあるので、

本県においても、さらに積極的に取り組むこ

と。

１つ、県立病院について、前年度に比べ赤字

額が増加したが、高度医療の提供を行うととも

に、民間医療機関にできない不採算部門の医療

を担うという使命があるので、経費節減の努力

は必要であるが、今後も優秀な医師確保に努

め、よりよい医療を提供すること。

１つ、「日本のふるさと宮崎」誘客活性化事

業について、宮崎の食を取り上げることは、観

光客だけではなく、生産者やその提供者にとっ

ても、非常によいことであるので、関係部局間

で連携し、特産品の十分な供給体制の整備を図

りながら、今後もパンフレット等を有効に活用

して、宮崎の食を含めた観光のＰＲに努めるこ

と。

１つ、農商工連携について、宮崎の素材に付

加価値をつけ、どのように新商品の開発につな

げていくか、民間企業とも協力して農商工連携

の流れを早急につくる取り組みを積極的に行う

こと。

１つ、公共交通安全施設の整備について、事

故を未然に防止するためにも、要望があったが

いまだ整備に至らない箇所については、看板等

を設置するなど、危険箇所を住民に知らしめる

方法を考え、安全・安心な交通環境の確保に努

めること。

１つ、公共事業における予算執行のあり方に

ついて、経済情勢が厳しい時期でもあるので、

地域経済の活性化を図るためにも、繰り越しも

含め、より一層の有効的かつ効率的な予算執行

に努めること。

１つ、スギ花粉発生源対策における花粉の少

ない苗の生産について、花粉症対策は県民が健

やかな生活を送る上で、必要不可欠なものであ

るので、今後もさらなる推進に努めること。

１つ、グリーン・ツーリズム支援における農

家民宿について、観光面で商工観光労働部、旅

館業法の手続面で福祉保健部と各部局にまたが

るため、関係部局と総合的に調整しながら取り

組みを進めること。

１つ、畜産試験場の和牛精液ストローの保管

・管理について、今後、関係者との信頼関係を

回復するための一層の努力をすること。

１つ、総合評価落札方式について、業者の深

刻な現状を踏まえ、早急にそのあり方を考える

とともに、景気を刺激するような対策に全力で

取り組むこと。

１つ、鳥獣被害対策について、20年度の事業

実績の効果が発揮されるよう、今後も継続して

捕獲、防除等による対策を推進するとともに、

地域の深刻な状況を認識し、より住民の目線に

立って、環境森林部、農政水産部の両部局が連

携することはもとより、県全体の施策として総

合的に取り組むこと。

１つ、学校職員のメンタルヘルスを含めた健

康増進対策について、地域全体で学校の先生を

支えていくという姿勢で、総合的な対策を推進

すること。

１つ、高齢歩行者等の交通安全対策につい

て、高齢者の交通安全教育を推進し、高齢歩行

者等の事故防止に努めること。

１つ、電気事業における売電価格について、

安定的な経営が維持できるよう交渉に努めると

ともに、事業の効率的な運営により、経営基盤

の強化を図ること。
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当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて、特段の改善と努力が図られるよう、重

ねて要望するものであります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長にお願いし、当委員

会の審査の経過及び結果についての報告を終わ

ります。（拍手）〔降壇〕

○中村幸一議長 決算特別委員長の審査結果報

告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○中村幸一議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。議案第28号「平成20年度

宮崎県歳入歳出決算の認定について」の討論を

行います。

まず、財政運営では、国の三位一体の改革に

より、地方交付税が大幅に削減されるもとで、

その代替財源としての臨時財政対策債の発行

は、234億7,300万円に上っています。20年度に

おける臨時財政対策債の償還費は、88億円余が

地方交付税で措置されているようですが、それ

を含めての地方交付税は1,890億円余であり、し

かも前年度を下回っています。これでは臨時財

政対策債の元利償還はいつになったら完了する

のでしょうか。こうした財政運営は健全な姿で

はありません。国にも大きな責任があります。

今、何より地方交付税をもとに戻すことが重要

であり、そのためにも無駄を削り、軍事費や大

企業優遇税制にメスを入れ、財源確保を図るよ

う国に要求すべきであり、このことは新政権の

課題でもあると思います。

また、個人県民税や公営住宅使用料等の収入

未済が増加していますが、こうしたことは、昨

今の厳しい経済情勢を反映したものであり、と

りわけ国保税を納めたくても納められない滞納

世帯は昨年度を上回る５万870世帯に及んでお

り、その５割を超す世帯が保険証がない、あっ

ても１カ月程度の短期保険証や窓口全額自己負

担の資格証明書という状況です。こうした県民

の暮らしの状況をしっかり掌握し、格差と貧困

が広がる中で、県民の暮らしや福祉をどう守る

か、県民の苦労に心を寄せ、地方自治体の本旨

を全うする行政が求められていると思います。

そこで、歳出における行政運営、各種事業につ

いて述べます。

まず、福祉や医療については、乳幼児医療費

助成が小学校就学前までに拡充が図られ、まだ

改善の余地はありますが、子育て支援の前進で

あると評価をするものです。今後、総合的な子

育て支援に取り組んでほしいと思います。

しかし、一方、特に後期高齢者医療制度の実

施が高齢者に重い医療費負担や医療差別をもた

らしており、早急な解決が迫られています。県

としても、制度廃止を求めるべきだと思いま

す。

また、特別養護老人ホーム等の整備のおくれ

や、民生費や衛生費等での扶助費等の執行残が

見られますが、とりわけ現下の厳しい経済状況

のもとで、暮らしや健康を支える点でも、医療

費の公費負担などを十分に行うことや、特養ホ

ームの整備を充実させて、入所待機者の解消を

図ることは切実です。



- 437 -

平成21年10月20日(火)

商工政策については、セーフティネット貸付

などの拡大が図られ、中小企業の資金繰り対策

に一定の成果が見られました。しかし、雇用の

確保の点では、緊急雇用対策なども年末打ち出

されましたが、十分再就職に道を開くまでには

至らず、派遣切りなどが広がる中で、まずは失

業者を出させないための企業に対する行政とし

ての役割を十分に果たすことなどが求められて

いると思います。また、企業立地促進補助金等

の直接助成による企業誘致での雇用の確保も進

められました。企業誘致も一つの方策ではあり

ますが、過度な条件競争に走ることのないよう

にすることが重要であり、同時に、地域経済を

支えて頑張っている地元中小企業が取り組む雇

用の拡大にも直接助成を行うなどの支援が必要

です。

農業関連では、食料基地を自負する本県の農

業を発展させるためには、農家を直接支える価

格保障や所得補償を充実させることが必要では

なかったでしょうか。そのためにも不要不急の

農業土木工事等の見直しなどが求められたと思

います。

また、市町村合併の問題については、その促

進のための支援交付金や無利子貸付など、かな

りの財源を投入して推進が図られてきたところ

です。本来、市町村合併は、住民の暮らしの中

から住民の意思に基づいて必然的に発生し自治

体が判断するもので、国や県の思惑で、しかも

さまざまな支援策を講じて強力に推進するよう

なものではありません。ましてや、住民の意思

を明確に示す住民投票すら行われずに合併が進

められたところも多くあり、認められるもので

はありません。

以上、平成20年度決算について、幾つかの主

な問題点を指摘し、十分に県民の思いを受けと

めていく行財政運営に努めることが必要である

ことを述べ、決算の認定に反対をするもので

す。以上です。〔降壇〕

○中村幸一議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第28号採決

○中村幸一議長 これより採決に入ります。

まず、議案第28号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○中村幸一議長 起立多数、よって、本案は委

員長の報告のとおり認定されました。

◎ 議案第29号から第32号まで採決

○中村幸一議長 次に、議案第29号から第32号

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は認

定であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長報告のとおり認定されま

した。

◎ 議員発議案送付の通知

○中村幸一議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成21年10月20日
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宮崎県議会議長 中村 幸一 殿

提出者 議会運営委員長 中野 廣明

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

九州各県議会議長会九州・沖縄未来創造会

議への議員の派遣

◎ 議員発議案第７号追加上程、採決

○中村幸一議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第７号を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第７号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第７号については、原案どおり可

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中村幸一議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○中村幸一議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成21年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時17分閉会

平成21年10月20日(火)



資 料
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平成２１年９月定例県議会日程

４１日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

９．１０ 木 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１１ 金 休 会 （ 議 案 調 査 ） 代表質問通告締切 12:00

１２ 土
（ 閉 庁 日 ）

１３ 日

１４ 月 休 会 （ 議 案 調 査 ） 一般質問通告締切 12:00

１５ 火 議会運営委員会 9:30

１６ 水 代 表 質 問
本会議

１７ 木 請願締切 12:00

１８ 金 一 般 質 問

１９ 土
（ 閉 庁 日 ）

２０ 日

２１ 月 （ 閉 庁 日 ） 敬老の日

２２ 火 （ 閉 庁 日 ） 国民の休日

２３ 水 （ 閉 庁 日 ） 秋分の日

２４ 木 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

本会議

２５ 金
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２６ 土
（ 閉 庁 日 ）

２７ 日

２８ 月

常 任 委 員 会
２９ 火 休 会

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

３０ 水 特 別 委 員 会 議会運営委員会
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月 日 曜 区 分 議 事 備 考

１０． １ 木 休 会 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30

２ 金 本会議
質疑、討論、採決
決算議案上程
知事提案理由説明

３ 土
（ 閉 庁 日 ）

４ 日

５ 月 総括質疑通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

６ 火

総括質疑 議会運営委員会 9:30
議員発議案上程、採決

７ 水 本会議
（決算特別委員会設置）
議案委員会付託（決算認定）

決 算 特 別 委 員 会

８ 木
休 会 決 算 特 別 委 員 会

９ 金

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月 （ 閉 庁 日 ） 体育の日

１３ 火 決 算 特 別 委 員 会

１４ 水

休 会 （ 議 事 整 理 ）
１５ 木

１６ 金 決 算 特 別 委 員 会

１７ 土
（ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ 月 休 会 （ 議 事 整 理 ）

火 本会議
決算特別委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30

２０ 質疑、討論、採決
閉会









平成２１年９月定例会

代 表 質 問 時 間 割

９月１５日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 野辺 修光 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １３：００～１５：００

９月１６日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

３ 社 会 民 主 党 外山 良治 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 愛 み や ざ き 西村 賢 １３：００～１４：４０ 休憩

５ 公 明 党 河野 哲也 １４：５０～１６：２０

９月１７日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 民 主 党 井上紀代子 １０：００～１１：３０ 休憩

７ 自由民主党県民の会 徳重 忠夫 １３：００～１４：３０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

社会民主党 ５５分以内

愛みやざき ５０分以内

公 明 党 ４５分以内

民 主 党 ４５分以内

自由民主党県民の会 ４５分以内
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平成２１年９月定例会

一 般 質 問 時 間 割

９月１８日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 公 明 党 新見 昌安 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 河野 安幸 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １３：００～１４：００

４ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １４：００～１５：００

９月２４日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 黒木 覚市 １０：００～１１：００

６ 自民党鳳凰の会 坂口 博美 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 星原 透 １３：００～１４：００

８ 愛 み や ざ き 図師 博規 １４：００～１５：００

９月２５日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

９ 自由民主党県民の会 水間 篤典 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 社 会 民 主 党 太田 清海 １３：００～１４：００

１２ 民 主 党 権藤 梅義 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２１年９月定例会

総 括 質 疑 時 間 割

１０月７日（水）

順序 会 派 質 疑 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 外山 衛 １０：００～１２：００ 休憩

２ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １３：００～１３：４０

３ 愛 み や ざ き 松田 勝則 １３：４０～１４：２０

４ 公 明 党 長友 安弘 １４：２０～１５：００ 休憩

５ 民 主 党 田口 雄二 １５：１０～１５：５０

６ 自由民主党県民の会 濵砂 守 １５：５０～１６：３０

７ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １６：３０～１６：５０

※ 会派別の質疑時間

自 由 民 主 党 ６０分以内

社 会 民 主 党 ２０分以内

愛 み や ざ き ２０分以内

公 明 党 ２０分以内

民 主 党 ２０分以内

自由民主党県民の会 ２０分以内

日 本 共 産 党 １０分以内
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平成２１年９月定例会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第１号 平成２１年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号
平成２１年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算

可決
（第１号）

第３号 平成２１年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエー 可決
ション施設特別会計補正予算（第１号）

第４号
平成２１年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算

可決
（第１号）

第５号
平成２１年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正

可決
予算（第２号）

第６号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決

第７号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

可決
条例

第８号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 可決
条例

第９号 宮崎県環境保全基金条例の一部を改正する条例 可決

第１０号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 可決

第１１号 宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例 可決

第１２号 宮崎県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例 可決

第１３号 宮崎県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例 可決

第１４号 宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例 可決

第１５号 財産の無償譲渡について 可決

第１６号 損害賠償の額の決定について 可決
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察

水産 企業

第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める請願 継続

第９号
「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求

継続
める請願

第１１号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願 継続

第１９号 平成２１年度宮崎地方最低賃金改正についての請願 継続

第２０号 物価に見合う年金引き上げを求める請願 継続

第２５号
大淀川水系河川整備計画の見直しと事業促進に関する

採択
請願

第２６号
宮崎県における自衛隊病院の誘致促進に関する要望に

採択
ついての請願

「改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充

第２７号 実などを求める意見書」(案)の採択と関係機関への提 採択

出を求める請願

「改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充

第２８号 実などを求める意見書」の採択と関係機関への提出を 採択

求める請願



閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２１年９月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める

請願

請願第11号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める 慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会
請願 ・調査を要

請願第20号 物価に見合う年金引き上げを求める するため

請願

福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣

の制定を求める請願 慎重な審査

商工建設常任委員会
請願第19号 平成21年度宮崎地方最低賃金改正に ・調査を要

ついての請願 するため

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため
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第２９号 平成２０年度宮崎県電気事業会計決算の認定について
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第３１号 平成２０年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定について

第３２号 平成２０年度宮崎県立病院事業会計決算の認定について
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その１ 総務政策分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成20年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結

果、賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成20年度の一般会計の決算規模は、歳入が5,783億8,608万円、歳出が5,711億7,865万円余で、前年

度決算額と比べ、それぞれ歳入が3.9％、歳出が3.5％の増となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は72億742万円余であり、このうち翌年度に繰り越す

べき財源を除いた実質収支は23億7,425万円余の黒字となっております。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低いなど構造的な課題を抱えており、経常収支比率や公債費

負担比率の悪化等、財政運営の硬直化が一段と進んでいる状況にありますので、当局におかれては、引

き続き財政改革の着実な推進に取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、県税等の歳入の確保についてであります。

平成20年度決算における個人県民税の収入未済額が18億8,518万円余と、県税全体の収入未済額の７

割を超える状況となっております。

このことについて当局より、「各県税・総務事務所においては、平成19年度から導入した併任人事交

流制度による県税職員の市町村への派遣を強化するとともに、地方税法に基づく徴収引き継ぎや管内市

町村との合同の徴収対策会議の開催、滞納整理のための実務研修、共同徴収等を実施するなど、市町村

と一体となった徴収体制の充実に努めている。また、本庁税務課においても、担当職員３名を配置し、

市町村に併任派遣するとともに、県税職員と一体となって、徴収対策について市町村へ必要な助言を行

うなど、収入未済額の圧縮対策に取り組んでいる」との答弁がありました。

当局におかれましては、個人県民税を中心とした収入未済額の一層の縮減を図るとともに、厳しい徴

収現場において、日夜、徴収業務に当たる職員の健康管理には十分配慮をしていただくことを要望する

ものであります。

次に、知事出張における公務、政務の整理等についてであります。

このことについて、委員より、県外への知事出張における公務、政務の区分け及びそれに伴う公費支

出について質疑があり、当局より、「公務、政務については、担当課において、その内容により明確に

区分している。公務に伴う旅費については公費負担だが、空き時間に政務が入った場合や、政務のため

に宿泊する場合のタクシー代・宿泊代等は、知事の自己負担となる」との答弁がありました。

また、知事出席予定の行事調整について、委員より、「県内における重要行事の中には、知事出席が

参加者の励みとなる等、関係者に及ぼす影響が大きい場合があるので、行事の重要性も十分勘案して日

程調整をしていただきたい」との要望がありました。

次に、鉄道活性化対策推進についてであります。

このことについて委員より、「日豊本線の高速化に向けた国やＪＲに対する要望については、具体的
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な事業費等も示しながら要望していくことが必要ではないか」との質疑があり、当局より、「事業費の

積算については、条件のとり方でかなり違ってくる。県としては、国における施設整備に対する支援制

度の改善要望を行う一方、利用促進を図りながら、ＪＲが投資しやすいような形に持って行くことが必

要であると考えている」との答弁がありました。さらに、別の委員より、「あと２年で九州新幹線が全

線開通する。鉄道期成同盟会についても具体的なテーマを掲げて取り組みを行ってほしい」との要望が

ありました。

次に、物流効率化推進についてであります。

このことについて複数の委員より、「本県物流の現状と課題を検討していくに当たっては、本県以外

のルートを利用している事業者にも呼びかけて検討していくことが必要ではないか。また、経済の合理

性を基準にして、利用する港の絞り込みをし、大消費地に向けた集荷体制について、隣県も含めた海上

交通の取り組みを検討してほしい」との要望がありました。

次に、消防広域化等体制強化促進についてであります。

当局より、「平成20年３月に、宮崎県市町村消防広域化推進計画を策定し、20年度において、県域一

消防本部体制、３消防本部体制について広域化のメリット、デメリットを検討してきた。広域化のため

には、全消防本部の合意、共通認識が必要であるので、今後とも話し合いの機会を設けていきたい」と

の説明がありました。このことについて委員より、「組織上は一本化しても運用面で配慮するなど、各

消防本部の理解が得られるよう議論をした上で、妥当な結論が出せるようにお願いしたい」との要望が

ありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その２ 厚生分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成20年度宮崎県歳入歳出決算及び宮崎県立病院事業会計の決算認定につきまして

は、慎重に審査をいたしました結果、全会一致によりこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、民生委員・児童委員についてであります。

中核市である宮崎市を除く民生委員・児童委員の本県の定数は1,909人でありますが、６市１町にお

いて合計34人の欠員が生じております。当分科会といたしましては、独居老人の増加、児童虐待件数の

増など、民生委員・児童委員の期待される役割はますます重要度が増しているので、市町村等と協力し

て民生委員・児童委員を確保し、研修の機会をふやすなど資質の向上に取り組んでいただくよう要望い

たします。

次に、動物の愛護及び適正飼養の普及啓発についてであります。

平成20年度より、少しでも犬、猫が処分されないように、ＮＰＯ法人と協働事業を開始し、譲渡の推

進が図られ、また以前に比べて県民の動物愛護の意識が高まってきた結果、処分件数が減少しておりま
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す。

しかし、先進自治体においては、動物愛護センターを拠点とした取り組みにより、犬、猫の処分件数

が大幅に減少しているところがあります。当分科会といたしましては、本県においても、さらに取り組

みを行うよう要望いたします。

次に、宮崎県立病院事業会計の決算の概要についてであります。

平成20年度の収支状況は、総収益が259億6,700万円余、総費用が268億3,600万円余で、差し引き８

億6,800万円余の赤字となり、３年連続で中期経営計画の目標を上回ったものの、前年度に比べ２億100

万円余の赤字額の増加となっております。

これは、地域との連携により医療機関のすみ分けが進んだことや、いわゆるコンビニ受診の自粛、さ

らには一部診療科の休診等により患者数が減少したことによるものであります。当分科会としては、県

立病院の使命として、高度医療の提供とともに、民間医療機関にできない不採算部門の医療を担うとい

う役目もあるので、経費節減などの努力は必要であるが、今後も県民の命を守るために優秀な医師確保

に努め、よりよい医療を提供していただくよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成20年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、「日本のふるさと宮崎」誘客活性化事業についてであります。

委員より、「マスメディア活用広報の展開、パンフレット等作成などとあるが、その中には観光の一

つのポイントでもある食に関するものも含まれているのか」との質疑があり、当局より、「食も宮崎の

大きな魅力であり、エージェント等へセールスを行う際、宮崎の食を紹介し、誘客を図っている」との

答弁がありました。このことについて委員より、「パンフレット等で宮崎の食を取り上げることは、観

光客だけではなく、生産者やその提供者にとっても非常によいことである。関係部局とも連携し、特産

品の十分な供給体制の整備を図りながら、今後もパンフレット等を有効に活用して、宮崎の食を含めた

観光をＰＲしてほしい」との要望がありました。

次に、農商工連携についてであります。

委員より、「新商品開発や販路開拓等について、関係部局、民間企業、金融機関等との連携体制はあ

るのか」との質疑があり、当局より、「昨年12月に農商工連携推進ネットワーク会議を設置し、協議を

行っている。また、農商工連携マッチングフェアや金融機関と共催の商談会も開催していく予定であ

る」との答弁がありました。このことについて委員より、「鹿児島県では金融機関が農商工連携にかな

り力を入れていると聞く。宮崎の素材に付加価値をつけ、どのように新商品の開発につなげていくか、
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民間企業とも協力して、農商工連携の流れを早急につくる取り組みを積極的に行ってほしい」との要望

がありました。

次に、公共交通安全施設の整備についてであります。

委員より、「歩道整備の要望をしているが、いまだ整備に至らない箇所で事故が起きた場合は、行政

の責任はどうなるのか」との質疑があり、当局より、「予算の関係もあり、すべてを整備できない状況

であるが、歩道の部分ではなく側溝にふたをする、ラインを引くなど２次的な交通安全対策を行い、事

故防止に努めている」との答弁がありました。このことについて委員より、「事故を未然に防止するた

めにも、要望があったが未整備である箇所については、看板や表示を設置するなど危険箇所を住民に知

らしめる方法を考え、安全・安心な交通環境の確保に努めてほしい」との要望がありました。

最後に、公共事業における予算執行のあり方についてであります。

委員より、工事請負費等の入札残についての質疑があり、当局より、「箇所ごとの入札残をまとめ、

新たな箇所を施工したり箇所間流用を行うなど、事業全体の進捗を図るよう努めている」との答弁があ

りました。

当分科会といたしましては、経済情勢が厳しい時期でもあるので、地域経済の活性化を図るために

も、繰り越しも含め、より一層の有効的かつ効率的な予算執行に努めるよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成20年度宮崎県歳入歳出決算の認定につきましては、慎重に審査をいたしました結

果、全会一致でこれを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、スギ花粉発生源対策における花粉の少ない苗の生産についてであります。

このことについて当局より、「本県の取り組みについては先進的であると思われるが、今後も林業技

術センターと連携を図りながら、樹種の多様化について研究を進めていきたい」との説明がありまし

た。

これに対して委員より、「花粉症対策は、県民が健やかな生活を送る上で必要不可欠なものであるこ

とから、今後もさらなる推進に努めていただきたい」との要望がありました。

次に、グリーン・ツーリズム支援についてであります。

このことについて委員より、「農家民宿は、観光面で商工観光労働部、旅館業法の手続面で福祉保健

部と、各関係部局にまたがるため、関係部局と総合的に調整しながら取り組みを進める必要がある」と

の意見がありました。

次に、畜産試験場の和牛精液ストローの保管・管理についてであります。

このことについて委員より、「今回の盗難事件により、県の保管・管理のあり方に、生産者から非常
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に厳しい声が寄せられている。今後、関係者との信頼関係を回復するためにも、一層の努力をしていた

だくようお願いしたい」との要望がありました。

これに対して当局より、「一から体制の見直しを進めており、今後も農家の方々の信頼の確保に向け

て最善の努力を尽くしていく」との答弁がありました。

次に、総合評価落札方式についてであります。

このことについて委員より、「近年の公共事業の大幅な縮減及び競合激化により、建設業者の倒産件

数は依然として多く、深刻な状況が続いており、業者は悲鳴を上げている。このような現状を踏まえ、

早急にそのあり方を考えるとともに、これだけ景気が落ち込んでいる中であるので、景気を刺激するよ

うな対策に全力で取り組むようお願いしたい」との要望がありました。

最後に、鳥獣被害対策についてであります。

このことについて委員より、「20年度の事業実績の効果が発揮されるよう、今後も継続して捕獲、防

除等による対策を推進していただきたい」との要望がありました。

また他の委員より、「地域の住民は、鳥獣被害により生産活動の意欲を失い、非常に困窮している。

このままでは、過疎化、高齢化の中で山村を守ることすらできなくなってしまい、手おくれとなってし

まう可能性がある。これだけ深刻な状況に陥っていることを認識しつつ、今後は、より住民の目線に立

って、環境森林部、農政水産部の両部局が連携することはもとより、県全体の施策として総合的に取り

組んでほしい」との要望がありました。

当分科会としましては、以上の点について要望するものであります。

以上、当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成20年度宮崎県歳入歳出決算、宮崎県電気事業会計、宮崎県工業用水道事業会計、

及び宮崎県地域振興事業会計決算の認定につきましては、慎重に審査いたしました結果、全会一致でこ

れを認定すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘または要望のありました主な点について申し上げます。

まず、学校職員の健康増進対策についてでであります。

委員より、「メンタルヘルスを含めた学校職員の健康増進対策として、どのような取り組みを行って

いるか」との質疑があり、当局より、「平成20年度に、県内のすべての小中学校・県立学校及び保健所

等から成る『学校職員健康づくり推進協議会』を県内７地区に立ち上げ、各地区の関係機関が連携し

て、管理職や各学校の衛生管理者等への研修や、メンタルヘルスの悩みを抱えている教職員からの個別

相談窓口の設置等の取り組みを行っている」との答弁がありました。このことについて委員より、「今

後とも、地域全体で学校の先生を支えていくという姿勢で、総合的な健康増進対策を推進してほしい」

との要望がありました。

次に、高齢歩行者等を交通事故から守るための交通安全教育についてであります。
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委員より、「高齢歩行者等の交通安全対策について、どのような取り組みを行っているのか」との質

疑があり、当局より、「夕方から夜にかけて、自宅付近の道路を横断している高齢者が被害に遭う事故

が平成19年に多発したことから、平成20年度は、警察官・交通安全指導員が延べ約７万人の高齢者宅を

個別訪問し、基本的な交通ルール等を指導するといった取り組みを強化したところである」との答弁が

ありました。このことについて委員より、「今後とも、高齢者の交通安全教育を推進し、高齢歩行者等

の事故防止に努めてほしい」との要望がありました。

次に、宮崎県電気事業会計決算の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は52億5,300万円余、事業費用は45億400万円余で、当年度純利益は７億4,900

万円余であります。供給電力量の目標達成率は、年間を通じて発電に効率的な降雨があったことによ

り109％となっており、電力収入の目標達成率も102.6％となっております。

次に、宮崎県工業用水道事業会計決算の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は３億3,600万円余、事業費用は２億8,200万円余で、当年度純利益は5,400万

円余であります。なお、給水量の目標達成率は92.8％となっております。

最後に、宮崎県地域振興事業会計決算の概要についてであります。

平成20年度の事業収益は2,600万円余、事業費用は2,100万円余で、当年度純利益は400万円余であり

ます。なお、施設利用者数の目標達成率は102.6％となっております。

これらの審査の中で、委員より、売電価格の長期的な見通しについて質疑があり、当局より、「売電

価格は、電気事業に要する適正な費用に事業報酬を加えた総括原価の考え方に基づき、九州電力との交

渉によって決定されているが、企業債の償還が進み支払い利息が減少するほか、これまでの設備投資の

減価償却費も減少することから、費用そのものが下がっていく傾向にあり、売電価格も下がることが予

想される」との説明がありました。このことについて委員より、「売電価格については、安定的な経営

が維持できるよう交渉に努めるとともに、事業の効率的な運営により、経営基盤の強化を図ってほし

い」との要望がありました。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。



議 案 議 決 件 名 一 覧 表



議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 10月２日・可 決

〃 第２号 平成21年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第３号 平成21年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算(第１号）

〃 第４号 平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算(第 〃

１号）

〃 第５号 平成21年度宮崎県公営企業会計(電気事業）補正予 〃

算（第２号）

〃 第６号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第７号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第８号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第９号 宮崎県環境保全基金条例の一部を改正する条例 〃

〃 第10号 宮崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例 〃

〃 第11号 宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例 〃

〃 第12号 宮崎県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例 〃

〃 第13号 宮崎県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例 〃

〃 第14号 宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例 〃

〃 第15号 財産の無償譲渡について 〃

〃 第16号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第17号 公安委員会委員の任命の同意について ９月25日・同 意

〃 第18号 人事委員会委員の選任の同意について 〃

〃 第19号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第20号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第21号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第22号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第23号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第24号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第25号 公害審査会委員の任命の同意について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 公害審査会委員の任命の同意について ９月25日・同 意

〃 第27号 公害審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第28号 平成20年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月20日・認 定

〃 第29号 平成20年度宮崎県電気事業会計決算の認定について 〃

〃 第30号 平成20年度宮崎県工業用水道事業会計決算の認定に 〃

ついて

〃 第31号 平成20年度宮崎県地域振興事業会計決算の認定につ 〃

いて

〃 第32号 平成20年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 〃

て

議員発議案 第１号 平成21年度補正予算の適正な執行を求める意見書 ９月18日・可 決

〃 第２号 生活者を優先し地方重視の予算措置を求める意見書 〃 ・否 決

〃 第３号 第９回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派 10月２日・可 決

遣

〃 第４号 改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充 〃

実等を求める意見書

〃 第５号 地方の道路整備予算の確保に関する意見書 〃

〃 第６号 決算特別委員会の設置について 10月７日・可 決

〃 第７号 九州各県議会議長会九州・沖縄未来創造会議への議 10月20日・ 〃

員の派遣
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意見書、その他



平成２１年度補正予算の適正な執行を求める意見書

世界的な金融危機による景気後退は、我が国の経済を急速に悪化させ、本県の景

気・雇用情勢も厳しい局面を迎えている。

こうした未曾有の経済危機を克服するため、経済危機対策として総額１３兆９２

５６億円の平成２１年度補正予算が５月２９日に成立し、これに基づき、本県でも

６月補正予算及び９月補正予算において、景気・雇用緊急対策の予算措置等をした

ところであり、既に多くの事業が実施されている。

このような中、国において今年度補正予算の一部執行停止が議論されているが、

これにより地方向けの予算が執行停止されることになると、本県の景気・雇用に多

大な影響を及ぼすことになり、県民生活に大きな混乱が生じることが懸念される。

特に、本県の雇用情勢は、極めて厳しい状況が続いており、失業率がさらに悪化

することが予想される中にあっては、当面の景気・雇用対策は国と地方が協力しな

がら取り組んでいくことが重要である。

よって、国においては、地方経済に与える影響が大きい平成２１年度補正予算に

ついて、執行停止を行うことがないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年９月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

国家戦略担当大臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

財 務 大 臣 藤 井 裕 久 様
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第９回都道府県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 議会の住民代表機能の在り方や監視機能及び政策立案機能

の強化などについての意見交換

２ 派遣場所 東京都

３ 期 間 平成２１年１１月１３日（金）から

平成２１年１１月１４日（土）まで

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１１名以内
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改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充実等を求める意見書

経済・生活苦による自殺者や自己破産者の増加などの深刻な多重債務問題を解決
するため、２００６年１２月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下
げ､年収の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止などを含む同法が､２０１０年６月
１８日までに完全施行される予定である。
改正法の成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は多重債務相談窓

口の整備・強化、セーフティネット貸付の提供、金融経済教育の強化、ヤミ金融の
撲滅に向けた取締りの強化を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。官
民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、そ
の成果を上げつつある。
ところが、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りら

れなくなっている、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、
資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、
改正法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
改正貸金業法の完全施行の先延ばしや、金利規制などの貸金業者に対する規制を

緩和することは、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねないもの
であり、断じて許されるものではない。
よって、国においては、今般設置された消費者庁の所管となる地方消費者行政の

充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、下記事項について措置を
講ずるよう強く要望する。

記

１．改正貸金業法を早期（遅くとも本年１２月まで）に完全施行すること。
２．自治体での多重債務相談窓口体制の整備のため相談員の人件費を含む予算を
十分に確保するなど相談窓口の充実を支援すること。

３．個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
４．ヤミ金融を徹底的に摘発すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年１０月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様
総 務 大 臣 原 口 一 博 様
財 務 大 臣 藤 井 裕 久 様
厚 生 労 働 大 臣 長 妻 昭 様
経 済 産 業 大 臣 直 嶋 正 行 様
国 家 公 安 委 員 会 委 員 長 中 井 洽 様
金 融 担 当 大 臣 亀 井 静 香 様
消費者及び食品安全担当大臣 福 嶋 瑞 穂 様
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地方の道路整備予算の確保に関する意見書

道路は、活力ある地域社会の形成はもとより、住民にとって生活を支え、命の基

盤となる、優先的に整備されるべき最も重要な社会資本である。

特に、本県においては、道路交通への依存度が極めて高いにもかかわらず、高規

格幹線道路の供用率が４２％と全国の６８％に比べ極めて低い水準にあるなど道路

の整備が立ち遅れている。

また、昨年度の道路特定財源の一般財源化により、地方への補助金・交付金は前

年度並みとなったものの国の直轄事業予算は大幅な削減となっており、今後の整備

の進捗が心配されることとなった。

都市と地方の地域間格差が拡大している中にあって、地方が自立し、都市と地方

が一体となって発展していくためには、高速道路をはじめとした道路網の整備が必

要である。

よって、国においては、本県のように著しく遅れた地方の道路整備が着実に行わ

れるための予算を十分に確保されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年１０月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 鳩 山 由紀夫 様

国家戦略担当大臣 菅 直 人 様

総 務 大 臣 原 口 一 博 様

財 務 大 臣 藤 井 裕 久 様

国 土 交 通 大 臣 前 原 誠 司 様
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決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第28号「平成20年度宮崎県歳入歳出決算の認定につ

いて」

・議案第29号「平成20年度宮崎県電気事業会計決算の認定

について」

・議案第30号「平成20年度宮崎県工業用水道事業会計決算

の認定について」

・議案第31号「平成20年度宮崎県地域振興事業会計決算の

認定について」

・議案第32号「平成20年度宮崎県立病院事業会計決算の認

定について」の審査

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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九州各県議会議長会九州・沖縄未来創造会議への議員の派遣

１ 目 的 地方の視点に立った道州制を含む国・地方の将来のあり方につ

いての情報及び意見の交換

２ 派遣場所 鹿児島市

３ 期 間 平成２１年１１月４日（水）から

平成２１年１１月５日（木）まで

４ 派遣議員 松村悟郎 太田清海
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 １ ３ ４

商 工 建 設 ３ ２ ５

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ４ ５ ９
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新 規 請 願
商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 25 号 受理年月日 平成２１年９月１６日

請 願 者 志和池地区及び庄内地区自治公民館連絡協議会
住所・氏名 都城市上水流町4523

公民館長 瀬之口 忠 彦
都城市上水流町1686
公民館長 内 村 逸 夫

都城市上水流町993
公民館長 倉 盛 章 夫

都城市下水流町329－26
公民館長 平 原 洋 和

都城市下水流町2352－1
公民館長 瀬戸口 龍 壹

都城市下水流町3190－3
公民館長 益 留 政 樹

都城市下水流町3376－1
公民館長 福 元 幸 夫

都城市岩満町881
公民館長 巣 立 謙 佑

都城市岩満町264
公民館長 吉 村 則 夫

都城市丸谷町2669
公民館長 吉 行 利 美

都城市丸谷町2769
公民館長 小岩屋 民 夫

都城市丸谷町3147
公民館長 鳥 越 久 司

都城市丸谷町454－2
公民館長 児 玉 紘 一

都城市丸谷町1764－1
公民館長 水 流 幸 一

都城市野々美谷町2409
公民館長 島 盛 勇

都城市野野々美谷町1388－15
公民館長 﨑 田 靖 寛

都城市野々美谷町1524
公民館長 瀬戸山 久 美

都城市野々美谷町885－2
公民館長 横 山 信 幸

都城市野々美谷町2974－5

公民館長 中 山 涼 一
庄内地区自治公民館連絡協議会
都城市菓子野町9,985-1
公民館長 今 村 壮 二
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大淀川水系河川整備計画の見直しと事業促進に関する請願

〈請願の趣旨〉

請願の件名 平成１８年３月に策定された「大淀川水系河川整備計画」で、

国土交通省の計画対象区間とされている『庄内川』と『高崎川』

の河川整備計画の早急な見直しと、併せて河川改修工事の早期着

手について宮崎県当局より関係機関へ働きかけていただくよう要

望いたします。

〈請願の理由〉

近年、地球温暖化の影響の下、極地的な集中豪雨や、台風の大

型化等で、全国的に風水被害が多発している状況です。当地域も

台風接近の度に、河川の外水氾濫に伴う農作物の冠水被害及び住

宅の床上浸水等、常に警戒等が必要であり住民の防災に対する意

識が非常に高い地域でもあります。実際、台風等による被害を毎

年のように被っており、近年では平成５年８月、平成９年９月、

平成１７年９月と、幾度となく甚大な被害を受けております。

その反面、大淀川水系の流域に位置する都城市は、常に水と共

生する市民の姿を市内全域で見ることができますし、かたや利水

の面でも農業用水等、多大な恩恵を受けており市民が誇れる河川

でもあります。

このような状況の下、平成１５年２月に、国土交通省が大淀川

水系の長期的な河川整備の基本方針を定める「大淀川水系河川整

備基本方針」を策定したのを受けて、平成１８年３月には、国土

交通省九州地方整備局と宮崎県及び鹿児島県は、大淀川水系の河

川整備にかかるこれまでの経緯を踏まえて、今後概ね３０年間の

整備内容を具体化する「大淀川水系河川整備計画」を策定いたし

ました。

しかし、策定されました「大淀川水系河川整備計画」を精査し

てみますと、国土交通省の計画対象区間とされている河川のうち、

庄内川と高崎川の河川整備計画は、治水の観点から少々疑問を感

じ得ます。何故ならば『大淀川上流部の庄内川合流点上流地区、

高崎川合流点付近においては、河道断面が、不足していること等

から、近年溢水する事態が頻発しています』と河川整備計画に明

記されているにも関わらず、実際の計画にはその意図が十分に反

映されておらず対応策が不十分であるという点です。

その庄内川は、大淀川合流点より１．２km迄が国土交通省の計

画対象区間となっていますが、左岸側の大淀川合流点付近は、一

部暫々定堤防のため洪水時には外水氾濫し、約４９haもの区域が

浸水いたします。

浸水区域のほとんどが農地であり農作物は、塵芥等により甚大

な被害を被って壊滅状態となりますし、その復旧までには多大な

費用と日数を必要としております。

また、稲穂が冠水しますと米の品質低下、収量減に繋がり、３

割から４割の大幅な収量減は、耕作者にとって大きな死活問題で

- 477 -



もあります。

このように、地域一帯は稲作が中心の田園地帯で、毎年、浸水

被害の不安を伴いながら農作業に勤しんでいるような状況であり

ます。

高崎川は、大淀川合流点より２．０km迄が国土交通省の計画対

象区間であり、そのうち右岸側の一部約０．８kmは、河川整備計

画に盛り込まれていますが、この区間は両岸とも外水氾濫し、農

地並びに市道等が冠水するにも関わらず、全域的な河川整備計画

とはなっておりません。

このような状況下で、今回の河川整備計画に盛り込まれており

ます、右岸側の約０．８km区間を先行して河川改修していただく

ことは、地域にとって大変有り難い事ではあります。

しかしながら、暫定的に一部の区間のみを改修することは、そ

の分暫々定堤防である左岸側の浸水区域が拡大し、今まで以上に

甚大な被害を誘発することが懸念されますので、バランスのとれ

た河川行政を執行していただきたいと思います。

高崎川の外水氾濫による浸水面積は、左岸側約４９ha、右岸側

約３７ha、両岸合わせて約８６haと膨大な区域が浸水いたします。

その区域のほとんどは、農地であり毎年のように農作物の冠水被

害を庄内川流域と同じように受けております。更には、谷ヶ久地

区では家屋の床上浸水等も多発し、生活道路である市道も冠水の

為、しばしば全面交通止も余儀なくされており孤立する状況が頻

繁に発生しております。

今回、「大淀川水系河川整備計画」の策定は既に完了し、次の

段階に進んでいることとは思いますが、『本計画は、現時点の流

域の社会経済情勢、自然環境状況、河道状況等に基づき策定され

たものであり、策定後のこれらの状況の変化や新たな知見、技術

の進捗、災害等の変化により、必要に応じて適宜計画の見直しを

行います』と、河川整備計画に明記されているとおり、更なる見

直し等についても柔軟に対応できる、崇高な理念の下に策定され

た素晴らしい河川整備計画であると思いますので、市民生活の『安

全・安心の確保』という観点から、下記のとおり「大淀川水系河

川整備計画」の見直しと事業促進について、宮崎県当局より関係

機関へ強く働きかけをしていただくよう請願するものでありま

す。

尚、別添資料として、写真、附図を添付いたします。

記

１．庄内川左岸側の暫々定堤防区間を、新たに大淀川水系河川整

備計画に盛り込んでいただきたい。

２．高崎川右岸側約０．８kmの河川整備計画区間以外の、左岸側

及び右岸側の暫々定堤防区間を、新たに大淀川水系河川整備計
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画に盛り込んでいただきたい。

３．庄内川及び高崎川の河川改修工事に早期着手し、河川流域で

生活する市民に、『安全で安心できる河川』を早急に提供して

いただきたい。

以上のとおり、地方自治法第１２４条に基づき請願書を提出い

たします。

星原 透

徳重 忠夫

紹 介 議 員 萩原 耕三

満行 潤一

山下 博三

蓬原 正三

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 26 号 受理年月日 平成２１年９月１７日

請 願 者 宮崎県自衛隊病院の誘致促進を望む会

住所・氏名 西都市有吉町2丁目3番地

会長 安 藝 國 宏

西都市大字童子丸605番地

副会長 牧 久 夫

西都市大字岡富592番地

副会長 長 友 正 雄

宮崎県における自衛隊病院の誘致促進に関する要望についての請

願

請願の件名 （要旨）

宮崎県の地域医療の崩壊を解消するために、国の機関で設置・

運営する自衛隊病院を誘致促進していただきますよう特段のご配

慮をお願いします。

（理由）

宮崎県においては、救急医療に対応できない地域医療の崩壊が

発生しています。最大の原因は、救急を担う医師・看護士の不足

と医療現場の疲弊であるといわれています。

宮崎県の県立病院の医師不足状況は、延岡病院では、眼科、精

神科、消化器内科の休診、日南病院の小児科問題が発生し、３箇

所の県立病院の経営状態は、赤字経営が続き、経営形態を協議す

る検討委員会が設置されています。

西都医師会病院は、西都、児湯地区住民の中核的救急医療を担

ってきましたが、医師不足、医療関係者の待遇、医療施設の老朽

化等、厳しい経営状態に陥っています。このため、緊急を要する

患者は、宮崎市郡医師会病院に搬送されてきましたが、その医療

保険費は、４０億円にも及ぶ状況になっています。

また、搬送を受ける宮崎市郡医師会病院でも、内科医の不足に

伴い、救急患者を市郡の医師による輪番制で受け入れていますが、
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限界状況にあります。

県内の小林、日南地域においても、医師不足により、休診する

科目が発生し、中核的救急医療体制が崩壊しています。

国の機関で、唯一、医師を確保している機関は、自衛隊病院で

あります。

自衛隊病院は、総合病院規模の施設、職員を有し、自衛隊中央

病院の他、全国の自衛隊基地に、陸上７、海上５、航空３の１６

カ箇所に設置されています。

防衛省は、2008年 4月から一部に限定していた自衛隊関係者以

外の一般国民の利用を新病院を含めて、すべての病院で認めるこ

とを決定しています。

また、近年では、自衛隊病院の医官を地方の公立病院や僻地医

療に対する派遣を検討されていると聞いております。

九州では、福岡、熊本、別府に陸上、佐世保に海上、那覇に航

空の各自衛隊基地が配置されています。

宮崎県には、陸上自衛隊都城駐屯地、えびの駐屯地部隊、海上

東京通信隊えびの送信所、航空自衛隊新田原基地、航空自衛隊高

畑山分屯基地等５箇所に自衛隊基地が配置されていますが、現在、

自衛隊病院は配置されていません。

つきましては、県内の自衛隊隊員、家族の医療体制の確立と併

せて、宮崎県内の医師不足により医療崩壊状況にある地域医療の

健全化を図り、医師養成の機関として、自衛隊病院の誘致促進を

早急に展開していただきますよう、県民を代表しまして切望する

ものであります。

濵砂 守 満行 潤一

紹 介 議 員 田口 雄二 押川 修一郎

西村 賢 松村 悟郎

坂口 博美 河野 哲也

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 27 号 受理年月日 平成２１年９月１７日

請 願 者 宮崎市広島1丁目11番17号

住所・氏名 (社)宮崎県労働者福祉団体中央会

会 長 新 名 照 幸

「改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充実などを求

める意見書」(案)の採択と関係機関への提出を求める請願

請願の件名 1． 請願の要旨

別紙1「改正貸金業法の早期完全施行及び多重債務救済制度

充実などを求める意見書(案)」と同趣旨の意見書を採択いただ

き、関係機関に提出されるよう請願いたします。

2． 請願の理由

(1) 深刻な多重債務問題

わが国では、消費者金融の利用者は1,000万人を超え、

クレジットカードの発行枚数はおよそ３億枚、消費者信用

残高は70兆円を超え、家計の最終支出に占める消費者信用

の割合は４分の１にのぼります。

このような中、多重債務問題が深刻化しています。消費

者金融から３社以上の借入れがある利用者は300万人、200

万人以上が３ヶ月以上に亘って返済を滞り、個人の自己破

産申立件数は、2003年のピーク時には約24万件、最近でも

14万件に及びます。過酷な取立て、多重債務を苦にした夜

逃げ、自殺が後を絶ちません。

これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたの

がクレジット・サラ金・商工ローンなどの貸金業者の高金

利、過剰与信、苛酷な取立て及び大量宣伝などです。

(2) 国民的な運動の成果としての貸金業法改正

こうした多重債務問題の解決をめざして、2006年には消

費者金融の高金利の引き下げ等を求めて法曹界や労働者福

祉団体・被害者団体などが結束し、幅広い国民的な運動を

繰り広げてきました。341万筆にも及ぶ請願署名や、43都

道府県、1,136市町村議会での意見書採択などにより世論、

政府を動かし、最終的に、2006年12月、貸金業界等の抵抗

にも関わらず、貸金業法の画期的な改正という大きな成果

をあげました。

政府も多重債務問題の深刻さを認識し、多重債務者対策

本部を設置し、同本部は①多重債務相談窓口の拡充、②セ
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ーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経

済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定しま

した。

現在では多くの自治体も多重債務問題に取り組み、官民

が連携して多重債務対策を実施した結果，多重債務者が大

幅に減少し、2008年の自己破産者数も13万人を切るなど多

重債務対策は確実に成果をあげつつあります。

そして、出資法の上限金利の引下げ、収入の３分の１を

超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）などを含む改正貸

金業法が完全に施行されれば、貸金業者の高金利、過剰与

信等が是正され、政府，自治体の多重債務対策も相まって、

多重債務問題はさらに改善されることになります。

(3) 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、

借りたい人が借りられなくなっている、特に昨今の経済危

機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制

限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊更に強

調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対す

る規制の緩和を求める論調があります。

(4) しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖

銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済

危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ロ

ーンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998

年には自殺者が３万人を超え、自己破産者も10万人を突破

するなど多重債務問題が深刻化しました。

改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸

金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、

多重債務者の急増を招きかねず許されるべきではありませ

ん。

(5) 今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制

の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅

などなのです。

紹 介 議 員 満行 潤一

田口 雄二

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 28 号 受理年月日 平成２１年９月１７日

請 願 者 宮崎市宮田町１１番３２号正力ビル３階１号

住所・氏名 「日弁連多重債務対策本部」委嘱委員 弁護士 宮 田 尚 典

「改正貸金業法早期完全施行及び多重債務救済制度充実などを求

める意見書」の採択と関係機関への提出を求める請願

請願の件名 １ 請願の要旨

別紙１「改正貸金業法早期完全施行並びに個人及び中小事業

者救済のために自治体での多重債務救済制度充実等を求める意

見書（案）」と同趣旨の意見書を採択いただき、関係機関に提

出されるよう、別紙３記載の紹介議員の紹介をもって、請願致

します。

２ 請願の理由

（１）宮崎県では、人口当たりの自己破産件数が全国１位から３

位で推移しており、自殺者も同様です（別紙２の３自殺対策

白書）。高金利問題で最も大きな被害を受けている地域の一

つです。

全国では、経済・生活苦での自殺者が年間７０００人に達

し、自己破産者も１８万人を超え、多重債務者が２００万人

を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、２００

６年１２月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引

下げ、収入の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止（総量規

制）などを含む同法が完全施行される予定です。

（２）改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、

同本部は①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸

付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多

重債務問題改善プログラムを策定しました。そして、官民が

連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が

- 484 -



大幅に減少し、２００８年の自己破産者数も１３万人を下回

るなど、着実にその成果を上げつつあります。

ところが、「消費者金融の成約率が低下しており、借りた

い人が借りられなくなっている」、「特に昨今の経済危機や一

部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された

中小企業者の倒産が増加している」などを殊更に強調して、

改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩

和を求める論調が一部にあります。

しかし、いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際、貸金業者

に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅

に貸付を伸ばし、その結果、１９９８年には自殺者が３万人

を超え、自己破産者も１０万人を突破するなど多重債務問題

が深刻化したのです。

改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金

業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重

債務者の急増を招くものであり、許されるものではありませ

ん。

（３）今、多重債務者や中小事業者のために必要とされる施策は、

相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融

の撲滅などなのです。

紹 介 議 員 横田 照夫

十屋 幸平

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５ 号 受理年月日 平成１９年１２月１０日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目２５番１

住所・氏名 宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田秀一

請願の件名 後期高齢者医療制度の充実を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

権藤 梅義

前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成２０年 ６月１９日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮 崎 県 商 工 団 体 連 合 会 会 長 吉田 正春

請願の件名 「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成２０年１２月 ４日

請 願 者 宮崎市祇園３丁目１５８

住所・氏名 宮崎県知的障害者施設保護者会連絡協議会

会長 川畑 紀一郎

請願の件名 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

十屋 幸平

宮原 義久

井上紀代子

前屋敷恵美

武井 俊輔

河野 哲也

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 19 号 受理年月日 平成２１年 ６月 ５日

請 願 者 宮崎県宮崎市広島２丁目４番地１１ＴＯＫＩＷＡ２０ビル２階

住所・氏名 日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会長 横山 節夫

請願の件名 平成２１年度宮崎地方最低賃金改正についての請願

紹 介 議 員 田口 雄二

満行 潤一

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成２１年 ６月１７日

請 願 者 宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名 全日本年金者組合宮崎県本部

委員長 津守 信弘

請願の件名 物価に見合う年金引き上げを求める請願

紹 介 議 員 満行 潤一

井上 紀代子

前屋敷 恵美

摘 要
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議 事 経 過



月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（黒木覚市、西村両議員）

９月10日 木 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第16号上程

知事提案理由説明

９月11日 金 休 会 (議案調査）

９月12日 土

９月13日 日

９月14日 月 休 会 （議案調査）

議案第17号～第27号追加上程

９月15日 火
知事提案理由説明

代表質問（自由民主党・野辺修光議員、

自由民主党・中野廣明議員）

代表質問（社会民主党宮崎県議団・外山良治議員、

９月16日 水 愛みやざき・西村 賢議員、

公明党宮崎県議団・河野哲也議員）

９月17日 木
代表質問（民主党宮崎県議団・井上紀代子議員、

自由民主党県民の会・徳重忠夫議員）

一般質問(新見、河野安幸、宮原、満行各議員)

本 会 議
議員発議案送付の通知

議員発議案第１号追加上程

議員発議案第１号提案理由説明（野辺議員）

質疑(権藤議員）

議員発議案第２号追加上程

９月18日 金 議員発議案第２号提案理由説明（髙橋議員）

議員発議案第１号及び第２号に対する討論

（議員発議案第１号に賛成）（萩原議員）

（議員発議案第１号に反対）（田口議員）

（議員発議案第２号に賛成）（図師議員）

（両案とも賛成）（前屋敷議員）

採決（議員発議案第２号）(否決）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月18日 金 本 会 議 採決（議員発議案第１号）（可決）

９月19日 土

９月20日 日

９月21日 月

９月22日 火

９月23日 水

９月24日 木 一般質問（黒木覚市、坂口、星原、図師各議員）

一般質問（水間、横田、太田、権藤各議員）

９月25日 金
本 会 議 議案に対する質疑（前屋敷議員）

採決（議案第17号～第27号）（同意）

議案・請願委員会付託

９月26日 土

９月27日 日

９月28日 月
常任委員会

９月29日 火
休 会

９月30日 水 特別委員会

10月１日 木 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

討論（議案第８号に反対、請願第26号採択に反対、請願第５

号、第９号、第11号、第19号、第20号継続審査に反対）（前

屋敷議員）

採決（議案第８号）(可決)

採決（議案第１号～第７号、第９号～第16号）（可決）

採決（請願１件）（採択）

10月２日 金 本 会 議 採決（請願３件）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第３号～第５号追加上程

議員発議案第３号、第４号採決（可決）

議員発議案第５号提案理由説明（萩原議員）

質疑（権藤議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

討論（議員発議案第５号に反対）（井上議員）

討論（議員発議案第５号に賛成）（宮原議員）

10月２日 金 本 会 議 採決（議員発議案第５号）（可決）

議案第28号～第32号上程

知事提案理由説明

10月３日 土

10月４日 日

10月５日 月
（議案調査）

10月６日 火

総括質疑（外山 衛、髙橋、松田、長友、田口、濵砂、前屋

敷各議員）

議員発議案送付の通知

10月７日 水 本 会 議 議員発議案第６号上程、採決（可決）

議案第28号～第32号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

10月８日 木
休 会 決算特別委員会

10月９日 金

10月10日 土

10月11日 日

10月12日 月

10月13日 火 決算特別委員会

10月14日 水
休 会 (議事整理）

10月15日 木

10月16日 金 決算特別委員会

10月17日 土

10月18日 日

10月19日 月 休 会 （議事整理）

議員の辞職許可

10月20日 火 本 会 議
副議長の選挙（萩原議員当選）

（萩原議員21票、徳重議員20票）

決算特別委員長審査結果報告
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

討論（議案第28号に反対）（前屋敷議員）

採決（議案第28号）（認定）

10月20日 火 本 会 議
採決（議案第29号～第32号）(認定)

議員発議案送付の通知

議員発議案第７号追加上程、採決（可決）

閉 会
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署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 中 村 幸 一

宮崎県議会副議長(前) 井 本 英 雄

宮 崎 県 議 会 議 員 黒 木 覚 市

宮 崎 県 議 会 議 員 西 村 賢


